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概要 

本資料は、道路事業において環境影響評価を行う場合の一般的な技術手法を示したものであ

る。事業特性の把握、地域特性の把握、調査、予測、環境保全措置の検討及び評価を行う場合の

具体的手法を示し、その内容に解説を加えた。 

平成 24 年度版においては、「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調

査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に

関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建設省令第 10 号、 改正：平成 25 年国土交通省令第  

号）の改正及び最新の科学的知見を反映した改定を行った。 

キーワード：環境影響評価技術、道路事業、平成 24 年度版 

Synopsis 

This document introduces general technological method for performing environment impact 

assessments of road project. The document introduces specific method used to clarify project 

characteristics and clarify regional characteristics induct surveys, make prediction, study 

environmental conservation measures, and perform assessment. The document presents to 

commentaries on its contents. 

In the edition in FY 2012, the document in revised based on revision of ministerial order for 

Environment impact assessment of road project and latest knowledge on each assessment item. 

Key Words：Planning Stage Consideration, ＥＩＡ, Road Project, FY 2012 Edition 
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はじめに（本資料の使い方と構成） 

 

道路事業の環境影響評価は、 

・「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号、最終改正：平成 23 年法律第 27 号） 

・「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うた

めの手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10

年建設省令第 10 号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 

・「道路事業に関する環境影響評価の実施について」（平成 11 年建設省道環発第 20 号、最終改正：

平成 25 年国道環発第 39 号国土交通省道路局長） 

等に基づいて行うこととされている。 

 「道路環境影響評価の技術手法」は、上記の規定に則り、以下に示す項目等について道路事業の環境

影響評価を行う場合の一般的な手法とその解説を、現在得られる最新の科学的知見に基づいてとりまと

めたものであり、事業者が実務の上で広く活用していただくことを考えている。 

ただし、これらの手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれらの手法

等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

１）配慮書段階の計画段階配慮事項 

１．計画段階配慮事項(全ての影響要因・環境要素に共通） 

 

２）ＥＩＡ＊（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の参考項目 

全ての参考項目について記載している。なお、参考手法より簡略な手法及び参考手法より詳細な

手法についても、現在の知見により考えられる手法を記載している。 

２．大気質 
2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 
2.3 建設機械の稼働に係る粉じん等 
2.4 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る粉じん等 

４．騒音 

4.1 自動車の走行に係る騒音 
4.2 建設機械の稼働に係る騒音 
4.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音 

６．振動 
6.1 自動車の走行に係る振動 
6.2 建設機械の稼働に係る振動 
6.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動 

７．水質 
7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ 

９．地形及び地質 
9.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質 
9.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る地形及び地質 

１２．日照阻害 
12.1 道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害 

１３．動物、植物、生態系 
13.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」 
13.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る「動物」、「植物」、「生態系」 



１４．景観 
14.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る景観 

１５．人と自然との触れ合いの活動の場 
15.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場 

１６．廃棄物等 
16.1 切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等 

 

３）ＥＩＡ＊の参考項目以外の項目 

参考項目以外の項目について、現在の科学的知見に基づき、一般的な手法等の示し得るものを記

載している。 

２．大気質 
2.2 自動車の走行に係る一酸化炭素及び二酸化硫黄 
2.5 建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 
2.6 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

３．強風による風害 
3.1 換気塔等の大規模施設の設置に係る強風による風害 

５．低周波音 
5.1 自動車の走行に係る低周波音 

７．水質 
7.2 休憩所の供用に係る水の富栄養化 
7.3 水底の掘削等に係る水の濁り 
7.4 切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁り 

８．底質 
8.1 汚染底質の掘削等に係る底質 

９．地形及び地質 
道路（地下式）の存在に係る地形及び地質(9.1 に含む） 

１０．地盤 
10.1 掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤 
10.2 掘削工事、トンネル工事の実施に係る地盤 

１１．土壌 
11.1 汚染土壌の掘削等に係る土壌 

１２．日照阻害 
換気塔等の大規模施設の設置に係る日照阻害(12.1 に含む） 

１３．動物、植物、生態系 
道路（地下式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」（13.1 に含む） 
13.3 建設機械の稼働に係る動物 

１４．景観 
14.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る景観 

１５．人と自然との触れ合いの活動の場 
15.2 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る人と自然との触れ合いの活動の場 
15.3 人と自然との触れ合いの活動の場：自動車の走行に係る人と自然との触れ合いの活動の場 

 
＊ Environmental Impact Assessment の略。直訳すると「環境影響評価」だが、通常は方法書以降の手続に係る環境影

響評価を指す。  



 今般の改定は、「道路環境影響評価の技術手法」を全面改定するものである。改定前後の対応関係を

以下に示す。 
項目等 改定前 改定後 

Ⅰ配慮書段階の

手法 

１．計画段階配慮事項（全ての環境要素・影響要因に共

通） 
（新規） 国総研資料第 714 号 １．

Ⅱ 

Ｅ
Ｉ
Ａ
（
方
法
書
以
降
の
手
続
に
係
る
環
境
影
響
評
価
）
の
手
法 

２．大気

質 

2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 国総研資料第 383 号 国総研資料第 714 号 2.1

2.2 自動車の走行に係る一酸化炭素及び二酸化硫黄 国総研資料第 384 号 国総研資料第 714 号 2.2

2.3 建設機械の稼働に係る粉じん等 土研資料第 4053 号 国総研資料第 714 号 2.3

2.4 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る粉じん等 土研資料第 4054 号 国総研資料第 714 号 2.4

2.5 建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 土研資料第 4055 号 国総研資料第 714 号 2.5

2.6 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る二酸化

窒素及び浮遊粒子状物質 
土研資料第 4056 号 国総研資料第 714 号 2.6

３．強風

による

風害 

3.1 換気塔等の大規模施設の設置に係る強風による風害 

国総研資料第 385 号 国総研資料第 714 号 3.1

４．騒音 4.1 自動車の走行に係る騒音 国総研資料第 617 号 国総研資料第 714 号 4.1

4.2 建設機械の稼働に係る騒音 土研資料第 4112 号 国総研資料第 714 号 4.2

4.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音 土研資料第 4058 号 国総研資料第 714 号 4.3

５．低周

波音 

5.1 自動車の走行に係る低周波音 
国総研資料第 387 号 国総研資料第 714 号 5.1

６．振動 6.1 自動車の走行に係る振動 土研資料第 4059 号 国総研資料第 714 号 6.1

6.2 建設機械の稼働に係る振動 土研資料第 4060 号 国総研資料第 714 号 6.2

6.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動 土研資料第 4061 号 国総研資料第 714 号 6.3

７．水質 7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ 国総研資料第 388 号 国総研資料第 714 号 7.1

7.2 休憩所の供用に係る水の富栄養化 国総研資料第 389 号 国総研資料第 714 号 7.2

7.3 水底の掘削等に係る水の濁り 国総研資料第 390 号 国総研資料第 714 号 7.3

7.4 切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の

設置に係る水の濁り 
国総研資料第 534 号 国総研資料第 714 号 7.4

８．底質 8.1 汚染底質の掘削等に係る底質 国総研資料第 391 号 土研資料第 4254 号 8.1

９．地形

及び地

質 

9.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る地形及

び地質 
土研資料第 4062 号 

土研資料第 4254 号 9.1

9.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る地

形及び地質 
土研資料第 4254 号 9.2

10.地盤 10.1 掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤 
土研資料第 4063 号 

土研資料第 4254 号 10.1

10.2 掘割工事、トンネル工事の実施に係る地盤 土研資料第 4254 号 10.2

11.土壌 11.1 汚染土壌の掘削等に係る土壌 土研資料第 4064 号 土研資料第 4254 号 11.1

12.日照

阻害 

12.1 道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害 
国総研資料第 392 号 国総研資料第714号 12.1

13.動

物、植

物、生

態系 

13.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動

物」、「植物」、「生態系」 
国総研資料第 393 号 国総研資料第714号 13.1

13.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る

「動物」、「植物」、「生態系」 
国総研資料第 394 号 国総研資料第714号 13.2

13.3 建設機械の稼働に係る動物 国総研資料第 395 号 国総研資料第714号 13.3

14．景観 14.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る景観 国総研資料第 396 号 国総研資料第714号 14.1

14.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る

景観 
国総研資料第 397 号 国総研資料第714号 14.2

15．人と

自然と

の触れ

合いの

活動の

場 

15.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自

然との触れ合いの活動の場 
国総研資料第 398 号 国総研資料第714号 15.1

15.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る

人と自然との触れ合いの活動の場 
国総研資料第 399 号 国総研資料第714号 15.2

15.3 自動車の走行に係る人と自然との触れ合いの活動の場 
国総研資料第 400 号 国総研資料第714号 15.3

16.廃棄

物等 

16.1 切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等 
土研資料第 4065 号 土研資料第 4254 号 16.1

国総研資料･･国土技術政策総合研究所資料  土研資料･･土木研究所資料  



本資料の構成は以下のとおりである。 

 

       ： 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合

理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針

等を定める省令」の第二十三条別表第二の内容を示す。 

                  なお、本資料において単に「省令」という場合はこの省令を指す。 

 

       ： 「道路事業に関する環境影響評価の実施について（道路局長通達）」 

なお、本資料において「技術指針通達」という場合はこの通達を指す。 

 

       ： 各評価項目の調査、予測及び評価のための具体的な技術手法を示す。 

で囲まれた部分     

 

【解説】    ：        の内容の詳細な解説。       の内容の全般的な解説や、下線を施

した部分に関する根拠、データ、留意事項等を含んだ詳細な解説を記した。 

 

 なお、本資料における式番号は、      内では省令の式番号と一致させている。また、      

内では（●．○）、【解説】では（解説●．○）と表記し、各々連番としている（●は章を示す）。 

 

 

 

で囲まれた部分 

で囲まれた部分 



平成２７年４月２２日
道路環境研究室

正誤表

訂正箇所 （誤） （正）

国総研資料第 714 号道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）の「はじめに（本資料の使い方と構成）」における正誤表を以下に
示します。訂正してお詫び申し上げます。

訂正箇所 （誤） （正）

4頁目

備考備考 が抜けていたため、追加しました。



 

- 序-1 - 
 

序. 平成 24 年度版の改定の経緯  

序 .１ 「道路環境影響評価の技術手法」の概要  
 

序 .1.1 環境影響評価制度における技術手法の位置付け  

環境影響評価（アセス）には、制度的根拠により、環境影響評価法（以下、法）に

基づく「法アセス」、各都道府県・政令市等のアセス条例等（以下、条例）に基づく「条

例アセス」がある。法アセスでは、法第 11 条・第 12 条により、項目の選定、調査・

予測・評価手法の選定、環境保全措置の検討を行う上での指針が、主務省令で定めら

れている。さらに、主務省令第 21 条・第 23 条により、同別表第一・第二には、選定

にあたって参考とすべき「参考項目」「参考手法」が定められている。なお、条例にも

各々同様の規定が存在する。  

道路事業者が、それらの規定を遵守しつつ、最新の科学的知見を反映させて過誤無

くアセスを実施するためには、単独で一から検討するのは負担が大きすぎることから、

全国の道路事業のアセスの実施状況を踏まえた一般的な手法を具体的に解説した手引

き書を参照することにより、省力化・客観化が図られる。「道路環境影響評価の技術手

法」（以下、技術手法）は、その手引き書として作成されたものである。  

技術手法は、法的位置付けの無い参考資料ではあるものの、これまでの全ての道路

事業の法アセスのほぼ全ての項目で、技術手法に掲載の手法が選定され実施されてい

る。  

 

序 .1.2 技術手法の作成と改定  

技術手法は、前述のように、アセスの一般的な手法について、全国の道路事業のア

セスの実施状況を踏まえつつ、利用者である地方整備局等の意見を反映しながら、各

環境分野の学識経験者によるご議論を経て、国総研及び独法土研が序．１に示した項

目ごとに作成しているものである。  

平成 12 年の初版以降、表 序 -1 のとおり作成・改定されている。  

なお、従来は「改訂」と称することもあったが、欠点を直すとの意味の「改訂」 1)

より、決まりを改め定めるとの意味の「改定」 2)と称することが適切である。  

 

表  序 -1 技術手法の作成・改定の経緯  

年月  技術手法  背景  

平成 12 年 10 月  初版作成  アセス法施行  

平成 15 年  9 月  ｢工事中騒音｣改定  最新の科学的知見の反映  

平成 16 年  4 月  ｢走行騒音｣等改定       〃  

平成 19 年  6 月  全面改定  主務省令改正  

平成 20 年  9 月  ｢工事中騒音｣改定  最新の科学的知見の反映  

平成 21 年  6 月  ｢工事中濁水｣追加  地整からの要望  

平成 23 年  3 月  ｢走行騒音｣改定  最新の科学的知見の反映  

平成 25 年  3 月  全面改定  改正アセス法施行  



 

- 序-2 - 
 

序 .２ 技術手法改定の主要点と検討体制  
 

序 .2.1 改定の主要点  

１）環境影響評価法の改正  

平成 9 年 6 月に成立した当初の環境影響評価法（平成 11 年 6 月施行）では、附

則 7 条において、施行後 10 年で見直しを行う旨が規定された。これに基づき、環

境省の環境影響評価制度総合研究会（平成 20 年 6 月～平成 21 年 7 月）、中央環境

審議会総合政策部会環境影響評価制度専門委員会（平成 21 年 9 月～平成 22 年 1 月）

が設置され、議論がなされた。その結果、平成 22 年 2 月に中央環境審議会答申が

出され、環境影響評価法改正案が平成 22 年 3 月に閣議決定、翌平成 23 年 4 月に成

立・公布された。  

主要な改正点の一点目は、事業の早期段階における環境配慮を図るため、「計画段

階配慮事項についての検討（以下、配慮書段階の検討）」及び計画段階環境配慮書の

手続（中環審答申等における、いわゆるＳＥＡ）を新たに義務化したことである。道路事

業としては、概略ルート・構造の検討における環境面の配慮が法で規定されること

となるものであり、その具体的な手法を技術手法にて解説する必要がある。そこで、

「１．計画段階配慮事項」を新設するとともに、ＥＩＡの全項目に「配慮書段階の

検討」の結果を反映させる旨の記述を追記することとした。  

主要な改正点の二点目は、環境影響評価後の環境配慮の充実に資するため、事後

調査等の報告を新たに義務化したことである。事後調査は、動物・植物・生態系に

ついて実施されるものがほとんどで、その手法は現場ごとに委ねられおり、実施期

間やコスト等の課題も指摘されている 3)。そこで、「動物・植物・生態系（13.1～3）」

で事後調査手法を新たに解説することとした。  

なお、その他の改正点である、電子縦覧、方法書説明会の義務化等は、手続の追

加であり、技術手法での対応は必要無い。  

 

２）科学的知見の進展、制度改正（環境影響評価法以外）による記述の見直し  

大気質について、予測に用いる NOx・PM 等自動車排出係数の更新等、新たな科

学的知見が得られたことから、「大気質（2.1､2.2､2.6）」に反映させることとした。 

建設機械の稼働について、施工データの蓄積による予測式のパラメータ等が新た

に得られた工種があることから、「大気質（2.3）」「騒音（4.2）」「振動（6.2）」に反

映させることとした。  

土壌汚染対策について、土壌汚染対策法の改正（H22）や関連する自然由来の重

金属等の対応マニュアルの整備等がなされたことから、「底質（8.1）」「土壌（11.1）」

に反映させることとした。  

景観について、国土交通省における計画から事業完了後まで一貫した景観配慮の

取組（景観アセスメント）が進められていることから、「景観（14.1）」において整

合を図ることとした。  

その他、各項目において、引用文献の時点修正等を含めた見直しを行い、反映さ

せることとした。  
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以上の改定の主要点を、表  序 -2 に示す。また、法改正後の手続と技術手法との

関係を、図  序 -1 に示す。  

 

表  序 -2 技術手法改定の主要点  

項目  制度改正・科学的知見の反映  全項目共通の修正

計画段階配慮事項  
(全影響要因・環境要素共通 ) 

アセス法改正 (配慮書手続の義務化 )に伴い、「配慮書段階の検

討」の手法を新設  

Ｅ
Ｉ
Ａ 

大気質  
〔供用後･運搬〕排出係数の更新  

「配慮書段階の検

討」の結果の反映  

（ティアリング）  

〔建設機械〕工種の追加  
騒音､振動  

底質､土壌  自然由来の重金属の取扱い  

動物､植物､生態系  
アセス法改正 (事後調査等報告の義務

化 )に伴う､事後調査手法の具体化  

景観  ｢景観アセスメント｣との整合  

上記以外  －  

 

 

図  序 -1 法改正後の手続と技術手法との関係（太字は新規・追加）  
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序 .2.2 検討体制  

１）道路環境影響評価の技術手法改定検討委員会  

技術手法の作成・改定にあたっては、多岐に渡る環境要素について、第三者の専

門家の立場からご助言・ご了解をいただく必要があることから、各環境要素の学識

経験者等の専門家によって構成される「道路環境影響評価の技術手法改定検討委員

会」を設置した。  

委員会は、検討開始の平成 24 年 3 月、及び検討が概ね終了した平成 24 年 9 月の、

計 2 回開催した。第 1 回委員会において、各委員はご担当される環境要素にご了解

下さり、その後、国総研・独法土研の各担当者と個別に検討を行った。  

委員名簿を表  序 -3 に示す。  

 

表  序 -3 道路環境影響評価の技術手法改定検討委員会 委員名簿  

委員  所属･役職  ご担当  備考 (委員会名は略称 ) 

屋井 鉄雄  

(委員長 ) 

東工大大学院総合理工学研

究科教授  

総括  中環審アセス制度専門委員会

委員､基本的事項等検討委員会

(環境省 )委員  

岡本 眞一  東京情報大学総合情報学部

教授  

大気質 (伝播 ) 技術手法大気質予測手法検討

委員会 (国総研 )委員  

後藤 雄一  (独 )交通安全環境技術研究

所環境研究領域長  

大気質 (発生 ) 交政審自動車燃費基準小委員

会委員､中環審自動車排出ガス

専門委員会委員  

坂本 慎一  東大生産技術研究所准教授 騒音  道路交通騒音調査研究委員会

(日本音響学会 )委員長  

勝見 武  京大大学院地球環境学堂教

授  

底質､土壌､廃棄

物  

自然由来重金属等対応マニュ

アル検討委員会 (独法土研 )委員

日置 佳之  鳥取大農学部教授  計画段階配慮事

項 (自然環境 ) 

SEA における自然環境配慮ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ討議 (国総研 )座長  

葉山 嘉一  日大生物資源科学部准教授 動物､植物､生態

系  

自然環境の事後調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ討

議 (国総研 )座長､猛禽類配慮手

法ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議 (国総研 )座長  

福井 恒明  東大工学部特任准教授 (～

H24.3)､法政大学デザイン

工学部准教授 (H24.4～ ) 

景観  公共事業における景観創出に

関する研究委員会 (国総研 )座長

寺部慎太郎  東京理科大理工学部准教授 計画段階配慮事

項 (構想段階 PI)

道路事業 SEA 検討委員会 (国総

研 )委員長  

 

  



 

- 序-5 - 
 

２）全国道路環境担当者連絡調整会議  

国土交通省本省、地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、高速道路会社・

公社、国総研及び独法土研の道路環境担当者は、道路環境に関する検討・情報共有

等を行うため、「全国道路環境担当者連絡調整会議」を設置している。  

技術手法の改定の検討については、平成 24 年 6 月及び 7 月に会議を開催し、改

定案の説明及び意見照会を行い、その後の検討に反映させた。  

平成 24 年度のメンバーを表  序 -4 に示す。  

 
表  序 -4 平成 24 年度全国道路環境担当者連絡調整会議メンバー  

氏 名  所属機関  部 署  役 職  
杉本 昌彦  

国土交通省  

道 路 局 環 境 安 全

課  
道路環境調査室  

課長補佐  
原  秀一   環境対策係長  
山下 尚  

総 合 政 策 局 公 共

事業企画調整課  

環境・リサイクル企画室  課長補佐  
小島 久邦  施工安全企画室  安全技術係長  
吉田 真人  環境・リサイクル企画室  環境技術係長  
曽根 真理*1 
角湯 克典*2 

国 土 技 術 政 策 総

合研究所  
環境研究部  

道路環境研究室  

室 長  

吉永 弘志  主任研究官  
井上 隆司  主任研究官  
土肥 学   主任研究官  
栗原 正夫  

緑化生態研究室  
室 長  

小栗ひとみ  主任研究官  
藤野 健一  

独 立 行 政 法 人 土

木研究所  

技術推進本部  先端技術チーム  
主席研究員  

杉谷 康弘  主任研究員  
小橋 秀俊*3 
藪  雅行*4 
宮武 裕昭*5 

地質・地盤研究グ

ループ  

施工技術チーム  上席研究員  

佐々木哲也  土質・振動チーム  上席研究員  
佐々木靖人  地質チーム  上席研究員  
渡辺 博志  材 料 資 源 研 究 グ

ループ  
基礎材料チーム  上席研究員  

西崎 到  新材料チーム  上席研究員  
久保 和幸  道路技術研究グループ  舗装チーム  上席研究員  
樺澤 卓美  北海道開発局  建設部 道路計画課  開発専門官  
菅  太  東北地方整備局  道路部 道路計画第一課  課長補佐  
近藤 進*6 
五十嵐一夫*7 

関東地方整備局  道路部 計画調整課  建設専門官  

渡辺 隆幸  北陸地方整備局  道路部 道路計画課  建設専門官  
服部 一宏  中部地方整備局  道路部 計画調整課  課長補佐  
平井 義博  

近畿地方整備局  道路部 計画調整課  
課長補佐  

吉村 英二  課長補佐  
高木 繁  中国地方整備局  道路部 道路計画課  建設専門官  
江川 昌克  四国地方整備局  道路部 道路計画課  建設専門官  
今田 一典  九州地方整備局  道路部 道路計画第一課  建設専門官  
堀 康雄  沖縄総合事務局  開発建設部 道路建設課  道路計画調整官

柴田 等  名 古 屋 高 速 道 路

公社  
技術部 環境対策課  課長補佐  

長船 寿一  (株 )高速道路総合

技術研究所  
交通環境研究部 環境研究室  室長  

吉田 均  首都高速道路 (株 ) 計画・環境部 環境グループ  課長代理  
石橋 照久  阪神高速道路 (株 ) 環境景観室 環境推進課  課長代理  

*1：～6/30 *2：7/1～  *3：～8/9 *4：8/10～8/31 *5：9/1～  *6：～9/30 *7：10/1～  
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３）道路環境影響評価の技術手法つくば検討会  

国総研・独法土研の技術手法の各担当は、平成 24 年 2 月～9 月に計 4 回の会合を

開き、分担や作業方針等について議論・情報共有を行った。  

名簿を表  序 -5 に示す。  

 
表  序 -5 道路環境影響評価の技術手法つくば検討会メンバー  

氏 名  所属機関  部 署  役 職  主な担当  
曽根 真理*1 
角湯 克典*2 

国 土 技 術

政 策 総 合

研究所  
環境研究部

道路環境研究室

室 長  総括  

井上 隆司  主任研究官 総括､計画段階配慮事項  
山本 裕一郎  研究官  計画段階配慮事項､動物･

植物･生態系 (事後調査 ) 
土肥 学  主任研究官 大気質 (供用後 ) 
神田 太朗  研究官  
吉永 弘志  主任研究官 大気質 ､騒音 ､振動 (建設

機械 ) 
松江 正彦*3 
栗原 正夫*4 

緑化生態研究室

室 長  
動物･植物･生態系  

園田 陽一*3 
上野 裕介*4 

研究官  

小栗ひとみ  主任研究官 景観､人触れ  
阿南 修司  

独 立 行 政

法 人 土 木

研究所  

地質・地盤

研究グルー

プ  

特命事項  上席研究員 底質､土壌  
佐々木靖人  地質チーム  上席研究員 地形地質  
品川 俊介  主任研究員 底質､地形地質､土壌  
佐々木哲也  土質・振動チー

ム  
上席研究員

地盤､土壌  石原 雅規  主任研究員

稲垣 由紀子  研究員  
小橋 秀俊*5 
藪  雅行*6 
宮武 裕昭*7 

施工技術チーム 上席研究員 廃棄物等  

*1：～6/30 *2：7/1～  *3：～3/31 *4：4/1～  *5：～8/9 *6：8/10～8/31 *7：9/1～  

 

なお、本節で述べた、改定の主要点と、改定検討委員会の各委員、国総研・独法土

研の各担当による検討体制の詳細（一覧）を、表  序 -6 に示す。  
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表 序-6「道路環境影響評価の技術手法」の主な改正点、検討体制（１／２） 

項目（国総研・土研資料） 
（斜体字は参考項目以外の項目） 

主な改正点、担当者*1 
技術手法改定検討委員会 

ご担当委員 科学的知見の進展、制度改正等による記述の見直し 
左記以外の修正 

（引用文献の時点修正等）

「配慮書段階の検討」の結果の 

 ＥＩＡへの反映（ﾃｨｱﾘﾝｸﾞ） 

序．「道路環境影響評価の技術手法」（平成 24 年度版）の改定の経緯 － 
（総括・とりまとめ） 

道路環境 角湯〔曽根〕､井上 

委員長 

屋井鉄雄（東工大大学院総合理工学研究科

教授） 

「
配
慮
書
段
階 

 

の
検
討
」 

１.計画段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通） 

[新設] 

構想段階（ＰＩ）における運
用 

道路環境 井上､山本 

緑化生態 栗原､上野 
   〔松江、園田〕 

－ － 寺部慎太郎（東京理科大理工学部准教授）

構想段階の自然環境配慮の
充実 

－ － 日置佳之（鳥取大農学部教授） 
 参考資料 動物･植物･生態系の配慮手法 [新設] 

Ｅ
Ｉ
Ａ 

－ 
「配慮書段階の検討」の結果
のＥＩＡへの反映 

（ﾃｨｱﾘﾝｸﾞ） 
道路環境 井上､山本 － 

（以下のとおり、各項目
に記述を追加。） 

日置佳之 

寺部慎太郎 

２． 
大気質 

2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子
状物質 

排出係数の変更 道路環境 土肥､神田 

「
事
業
特
性
・
地
域
特
性
の
把
握
」
に
記
述
を
追
加
（
全
項
目
） 

｢手法選定｣｢環境保

全措置の検討｣等に

記述を追加 

岡本眞一（東京情報大総合情報学部教授）

後藤雄一（(独)交通安全環境研究所環境研

究領域長） 

2.2 自動車の走行に係る一酸化炭素及び二酸化硫
黄 － 

2.3 建設機械の稼働に係る粉じん等 
降下ばいじん量のデータの

追加 
道路環境 吉永 

道路環境 吉永 

－ 

2.4 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係
る粉じん等 

－ － － 

2.5 建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒
子状物質 － － － 

2.6 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係
る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 排出係数の変更 道路環境 土肥､神田 － 

３． 
強風によ 
る風害 

3.1 換気塔等の大規模施設の設置に係る強風によ
る風害 － － 道路環境 土肥､神田 －  

４． 
騒 音 

4.1 自動車の走行に係る騒音 － － 

道路環境 吉永 

｢手法選定｣｢環境保

全措置の検討｣等に

記述を追加 

 

4.2 建設機械の稼働に係る騒音 音源データの追加 

道路環境 吉永 

－ 坂本慎一（東大生研准教授） 

4.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係
る騒音 

ASJ-RTN Model2008 の適

用 

 

－  

５． 

低周波音 
5.1 自動車の走行に係る低周波音 － － －  

６． 

振 動 

6.1 自動車の走行に係る振動 － － －  

6.2 建設機械の稼働に係る振動 振動発生量のデータの追加 道路環境 吉永 － 坂本慎一 

6.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係
る振動 

－ － －  

*1：平成 24 年 9月現在。〔 〕内の名前は前任者。  
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表 序-6「道路環境影響評価の技術手法」の主な改正点、検討体制（２／２） 

項目（国総研・土研資料） 
（斜体字は参考項目以外の項目） 

主な改正点、担当者*1 
技術手法改定検討委員会 

ご担当委員 科学的知見の進展、制度改正等による記述の見直し 
左記以外の修正 

（引用文献の時点修正等）

「配慮書段階の検討」の結果の 

 ＥＩＡへの反映（ﾃｨｱﾘﾝｸﾞ） 

Ｅ
Ｉ
Ａ 

７． 

水 質 

7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ 

－ － 道路環境 井上､山本 

「
事
業
特
性
・
地
域
特
性
の
把
握
」
に
記
述
を
追
加
（
全
項
目
） 

－  
7.2 休憩所の供用に係る水の富栄養化 

7.3 水底の掘削等に係る水の濁り 
7.4 切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事

用道路等の設置に係る水の濁り 

８． 

底 質 
8.1 汚染底質の掘削等に係る底質 自然由来の有害物質の取り

扱い(搬出土砂)  地質･地盤ｸﾞﾙｰﾌﾟ 阿南､品川 － 勝見 武（京大大学院地球環境学堂教授）

９． 

地形及び 

地質 

9.1 道路の存在に係る地形及び地質 

－ － 
地質チーム 佐々木(靖人)､

品川 

｢手法選定｣｢環境保

全措置の検討｣等に

記述を追加 

 9.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設
置に係る地形及び地質 

10. 

地 盤 

10.1 掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地
盤 － － 

土質･振動チーム 佐々木(哲

也)､石原､稲垣 
－  

10.2 掘割工事、トンネル工事の実施に係る地盤 

11. 

土 壌 
11.1 汚染土壌の掘削等に係る土壌 

自然由来の有害物質の取り

扱い 

地質･地盤ｸﾞﾙｰﾌﾟ 阿南､

品川 土質･振動チーム 佐々木(哲

也)､石原､稲垣 

｢手法選定｣｢環境保

全措置の検討｣等に

記述を追加 
勝見 武 

廃棄物混じり土への対応 
施工技術チーム 宮武 
   〔小橋、藪〕 

12. 

 日照阻害 
12.1 道路の存在に係る日照阻害 － － 道路環境 井上､山本 －  

13. 

動物、 

植物、 

生態系 

13.1 道路の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」 

事後調査手法の具体化 
道路環境 井上､山本 
緑化生態 栗原､上野 
   〔松江、園田〕 緑化生態 栗原〔松江〕 

｢手法選定｣｢環境保

全措置の検討｣等に

記述を追加 

葉山嘉一（日大生物資源科学部准教授） 

13.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の
設置に係る「動物」、「植物」、「生態系」 － 

13.3 建設機械の稼働に係る動物 － 

参考資料、事例集 － 
道路横断施設等の手引き 

緑化生態 栗原､上野 
   〔松江、園田〕 

14． 

景 観 

14.1 道路の存在に係る景観 景観アセスの取組との整合 緑化生態 小栗 

緑化生態 小栗 

｢手法選定｣｢環境保

全措置の検討｣等に

記述を追加 

福井恒明（法政大デザイン工学部准教授

（H24.4～）、東大工学部特任准教授（～

H24.3）） 

14.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の
設置に係る景観 － － － 

15． 

人と自然 

との触れ 

合いの活 

動の場 

15.1 道路の存在に係る人と自然との触れ合いの
活動の場 

－ － 

｢手法選定｣｢環境保

全措置の検討｣等に

記述を追加 
15.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の

設置に係る人と自然との触れ合いの活動の
場 

－ 

15.3 自動車の走行に係る人と自然との触れ合い
の活動の場 － 

16. 

廃棄物等 
16.1 切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃

棄物等 
－ － 

施工技術チーム 宮武 
   〔小橋、藪〕 
(建設汚泥再生利用マニュアル等

の引用)  

－ 勝見 武 

*1：平成 24 年 9月現在。〔 〕内の名前は前任者。  



 

 

序 .2.3 改定作業の経緯  

序 .2.2 の検討体制により実施した検討・改定作業を、表  序 -7 に示す  

 

表  序 -7 改定作業の経緯  

日付 作業内容 

平成24年 
2/29(水) 
 
 
3/14(水 ) 
 

 

5/11(金 ) 
 

 

 

 ～ 

 

6/13(水 ) 
 

 

 

6/21(木 ) 
 

 

7/24(火 ) 
 

 

 ～ 

 

 

 

9/4(火 ) 
 

 

9/20(木 ) 
 

 ～ 

 

平成25年 

3月 

4月～ 

 

 

つくば検討会 

・検討体制を確認、各項目の改定方針を集約 

 

第1回改定検討委員会 

・検討体制、各項目の改定方針を説明、ご審議 

 

つくば検討会（H24第1回） 

・計画段階配慮事項、及びＥＩＡの全項目共通部分の改定素案を説明、照

会 

 

各項目の改定案を作成。ご担当委員に説明、ご検討 

 

つくば検討会（H24第2回） 

・各項目の改定案を集約 

本省説明 

 

全国道路環境担当者連絡調整会議（H24第1回） 

・地整等に改定案を説明、意見照会 

 

全国道路環境担当者連絡調整会議（H24第2回） 

・地整等の意見を集約 

 

改定案（修正）を作成 

ご担当委員に説明、ご検討 

本省説明 

 

つくば検討会（H24第3回） 

・各項目の改定案（修正）を集約 

 

第2回改定検討委員会 

 

最終稿を執筆 

 

 

刊行 

適用開始 
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Ⅰ 配慮書段階の手法 

1. 計画段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」のうち、「１．計画段階配慮事項（全ての影響要

因・環境要素に共通）」を策定したものである。策定にあたっては、環境影響評価法及び主務省令
*の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

* 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

策定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 １．計画段階配慮事項（全ての影響要因・環境
要素に共通）） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 策定の理由等 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合 
研究所環境研究部 
道路環境研究室 

初版 
環境影響評価法の改
正 
主務省令の改正 

主任研究官 
研 究 官 
室    長 
前 室 長 

井上隆司 
山本裕一郎
角湯克典 
曽根真理 
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「1. 計画段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」の概要 

 (1)「計画段階配慮事項についての検討」の法制化 

中環審答申（平成 22 年 2 月 22 日）において、事業の早期段階での環境配慮（ＳＥＡ）

を、住民や地方公共団体の関与を得ながらＥＩＡ（従来からの方法書以降の手続に係る環

境影響評価）より概略的な手法で実施する制度として、法制化するとされた。 

これにより環境影響評価法が改正（平成 23 年 4 月 27 日公布）され、第３条の２に基づ

き、第１種事業においては、「計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域」

等「を決定するに当たっては」、「当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項（計

画段階配慮事項）についての検討」を行わなければならないとされている。 

以下、「計画段階配慮事項についての検討」を、「配慮書段階の検討」という。 

 

(2) 道路事業における「配慮書段階の検討」 

道路事業において、「配慮書段階の検討」とは、概略ルート・構造の検討（構想段階の

検討）における、環境面に関する検討である。これを、環境影響評価法及び主務省令の規

定に従い、事業特性・地域特性の把握、計画段階配慮事項（ＥＩＡの「項目」に相当）の

選定、及び調査・予測・評価の結果として、とりまとめるものである。本技術手法も、そ

れに従った構成としている。 

道路事業における「配慮書段階の検討」の目的は、概略ルート・構造の検討において、

事業計画の熟度や検討スケールに応じた環境配慮を適切に実施することであり、それによ

りその後のＥＩＡの円滑・効率的な実施に資するものである。手法としては、構想段階の

時点での既存資料の活用を原則とし、概略ルート・構造の複数案の設定や比較評価におい

て環境影響に配慮すべき対象（検討対象）を抽出して、それらと概略ルート・構造の複数

案との位置関係から環境影響の程度を評価し（ＥＩＡより簡易な手法）、回避（又は十分に

低減）されない環境影響はＥＩＡで詳細に検討すべきものとする。以上の結果を、複数案

ごと・計画段階配慮事項ごとに整理する。 

「配慮書段階の検討」の結果については、環境影響評価法第３条の３に基づく計画段階

環境配慮書（以下、配慮書）を作成する。 

 

(3)「配慮書段階の検討」の適用の考え方 

構想段階の計画策定プロセスでは、経済面・社会面・環境面等様々な観点から検討を行

い、総合的な判断により概略計画を決定する。「配慮書段階の検討」は、そのうちの環境面

に関する検討として従来より行っているものである。 

なお、構想段階の計画策定プロセスと「配慮書段階の検討」との関係・位置付け、環境

影響評価法第３条の４～第３条の６に基づく手続（配慮書の公表・送付、大臣意見に係る

手続等）の実施、及び第３条の７に努力義務として規定されている意見聴取については、

構想段階の計画策定プロセスに関するガイドライン等を参照されたい。 
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1.4～1.6 を、複数案ごと、選定事項（選定された計画段階配慮事項）ごとに実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.1 「計画段階配慮事項」の調査、予測及び評価の流れ 

太枠内 を、本技術手法で解説。 

*1、*2 及び意見聴取は、経済・社会・環境等の様々な観点を考慮して実施すべきものである。

1.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業の事業実施想定

区域の位置 

２）対象道路事業の規模（延長）

３）その他（主たる構造等）（計

画の熟度に応じて把握する）

1.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

水象、土壌、地形地質、動植物等

２）社会的状況 

地域の計画、土地利用、交通、住

宅、法令による地域指定等 

1.3 計画段階配慮事項の選定 

概略ルート・構造の検討において、供用後について重大な環境影響を

受けるおそれがある（環境影響に配慮すべき対象（検討対象）が存在す

る）を、計画段階配慮事項として選定する。

1.5 予測の手法 
 環境の状況の変化を定量的又は定性的に把握する。 

具体的内容としては、以下のような、検討対象と事業実施想定区域と
の位置関係、又は事業実施想定区域における検討対象の回避・改変の程
度を把握する。 
・大気質・騒音：概略ルートと集落・市街地との離隔距離（郊外・農村）、

地下区間の延長（市街地内）等 
・動物・植物：重要な種・種群の生息地・生育地の回避・改変の状況 
・生態系：生態系の保全上重要で、まとまって存在する自然環境の回避・

改変の状況

1.6 評価の手法 

・環境影響の程度（具体的には、検討対象の回避又は検討対象への影響

の低減）を、一覧表等に整理。 

・上記で回避（又は十分に低減されない）環境影響は、当該案が概略計

画に決定した暁には、ＥＩＡ等でさらに詳細に検討する必要があるも

のとして整理。 

1.4 調査の手法 
原則として既存資料を収集・分析する。必要に応じ、専門家等からの

知見の収集等を行う。 
具体的内容としては、以下のような、検討対象の位置や、複数案ごと

の事業の内容を把握する。 
・大気質・騒音：集落・市街地の位置（郊外・農村）、地下区間（市街地

内）等 
・動物・植物：重要な種・種群の生息地・生育地（既存資料で把握でき

る範囲） 
・生態系：生態系の保全上重要で、まとまって存在する自然環境（同上）

環境影響評価法第３条の３

～６に基づき、以下の手続を

実施。 

(1)配慮書の作成、公表 

(2)環境大臣・主務大臣意見

の形成 （参考）方法書以降に反映・活用する配慮内容の整理 

 決定した概略計画（又はその案）の検討経緯について、ＥＩＡで活用

できるよう整理しておく 

・収集した情報を整理。 

・選定事項ごとに、どのように環境影響の回避・低減が図られたか、Ｅ

ＩＡ等でさらに詳細に検討すべき内容は何か、整理。 

ルート・構造に関する
複数案を設定＊１ 

配慮書を踏まえ、主務大臣意

見を勘案し、概略ルート・構

造（概略計画）を決定。＊２ 
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1.1 事業特性の把握 

 事業特性については、「配慮書段階の検討」を行うのに必要と認める範囲内＊１で、概略

ルート・構造の複数案における以下の内容を把握する。 

１）対象道路事業の事業実施想定区域＊２の位置 

２）対象道路事業の規模（延長） 

３）その他、対象道路事業に関する事項で、計画の熟度に応じて把握が可能なもの 

主たる道路構造（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別） 

等 

【解 説】 

 「配慮書段階の検討」を行う段階とは、上記の１）及び２）を把握する段階であると規

定されており（主務省令第１条）、事業特性においても把握することが必須である（主務省

令第４条）。その他の３）は、概略ルート・構造の複数案の計画の熟度に応じて把握する。 

 

*1「『配慮書段階の検討』を行うのに必要と認める範囲内」 

「配慮書段階の検討」においては、概略ルート・構造の複数案の設定や比較評価にお

いて環境影響に配慮すべき対象（検討対象）を抽出して、それらと概略ルート・構造の

複数案との位置関係を把握し、環境影響の程度を評価する。その検討に必要と考えられ

る情報を把握する。 

 

*2「事業実施想定区域」 

概略ルート・構造の複数案における、事業の実施が想定される区域である。 
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1.2 地域特性の把握 

地域特性については、「配慮書段階の検討」を行うのに必要と認める範囲内＊１で、以下

に掲げる内容を、対象道路事業実施想定区域及びその周囲において入手可能な最新の文献
＊２その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料。以下、「既存資料」

という。）に基づき把握する。 

 １）自然的状況 

    (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

 大気質、騒音に関する環境基準の確保の状況＊３ 

  (2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況＊４ 

    河川、湖沼及び海域の分布の状況 

  (3) 土壌及び地盤の状況 

    土壌の区分及び分布状況 

  (4) 地形及び地質の状況 

   ①地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

   ②地質の状況 

    地質の区分及び分布状況 

(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

   ①動植物の生息又は生育の状況        

    主な動物相及び植物相 

②動物の重要な種及び注目すべき生息地の状況 

環境の保全を目的として法令等（社会的状況において把握するものとする）に基

づき抽出される学術上又は希少性等の観点から重要な種＊５（以下、「重要な種」と

いう）並びに学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴で

あることその他の理由から注目すべき生息地＊６（以下、「注目すべき生息地」とい

う）の状況 

③植物の重要な種及び群落の状況 

    環境の保全を目的として法令等に基づき抽出される学術上又は希少性等の観点

    から重要な種及び群落＊７（以下、「重要な種・群落」という）の状況 

   ④植生の状況 

    現存植生の状況 

      ⑤生態系の状況 

 地形、水系、植生等から類型化される自然環境の各区分＊８における主な動物相、

植物相の状況＊９並びに生息・生育基盤の状況＊１０ 

(6) 景観、触れ合い活動の場の状況 

①主要な眺望点＊１１及び景観資源＊１２の分布及び概況 

②主要な眺望景観＊１３の概況 

③主要な触れ合い活動の場＊１４の分布 

(7) その他、自然的状況に関して必要な事項   
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 ２）社会的状況 

(1) 地域における計画・戦略・目標等＊１５ 

地方公共団体が策定した環境に関する計画や総合的な計画等における、地域での環

境についての関心事項 

(2) 土地利用の状況 

   土地利用の現況、土地利用計画の状況、有害物質に係る土地利用＊１６ 

  (3) 交通の状況 

   主要な道路の位置、交通量等の状況 

  (4) 住宅の配置の概況、及び学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必

要な施設の配置の状況 

①集落の状況＊１７、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計画の状況＊１７ 

②学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホー

ム、図書館等の配置の状況 

  (5) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対

象に係る規制の内容その他の状況 

   ①都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第八条第１項第一号の規定により定めら

れた用途地域＊１８ 

②環境基本法（平成５年法律第 91 号）第十七条の規定により策定された公害防止

計画の策定の状況（策定の時期、計画の時期、計画の目標値等） 

③大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第五条の二第１項の規定により定められ

た指定地域 

④自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）第六条第１項及び第八条第１項

の規定により定められた窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域 

⑤幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和 55 年法律第 34 号）第五条第一項の規

定により指定された沿道整備道路 

      ⑥環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第十六条第一項の規定により定められた騒

音に係る環境基準の類型の指定状況 

⑦騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）第三条第一項及び第十七条第一項に基づく

指定地域内における自動車騒音の限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分

の状況 

   ⑧土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第六条の規定により指定された区域 

⑨世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条二の世界遺産一覧 

 表に記載された文化遺産及び自然遺産の区域 

⑩絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）

第三十六条第１項の規定により指定された生息地等保護区の区域 

   ⑪特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条一の規定によ

り指定された湿地の区域 

⑫文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第百九条第１項の規定により指定され

た名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなし
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ていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位と

して指定されている場合における当該種及び標本を除く。）又は同法第百三十四

条第 1 項の規定により指定された重要文化的景観 

   ⑬自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第五条第１項の規定により指定された国

立公園、同条第２項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定

により指定された都道府県立自然公園の区域  

   ⑭自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）第十四条第１項の規定により指定され

た原生自然環境保全地域、同法第二十二条第１項の規定により指定された自然環

境保全地域又は同法第四十五条第１項の規定により指定された都道府県立自然

環境保全地域 

   ⑮首都圏近郊緑地保全法（昭和 41 年法律第 101 号）第三条第１項の規定により指

定された近郊緑地保全区域 

   ⑯瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和 48 年法律第 110 号)第十二条の七の規定によ

り指定された自然海浜保全地区 

   ⑰近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和 42 年法律第 103 号）第五条第１項

の規定により指定された近郊緑地保全区域 

   ⑱都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第五条第１項の規定により指定された緑地

保全地域又は同法第十二条第１項の規定により指定された特別緑地保全地区の

区域 

   ⑲都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第四条第１項により市町村が定める緑地の

保全及び緑地の推進に関する基本計画（「緑の基本計画」） 

   ⑳鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第二十八条

第 1 項の規定により指定された鳥獣保護区の区域 

   ㉑都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第八条第１項第七号の規定により定めら

れた風致地区の区域 

㉒景観法（平成 16 年法律第 110 号）第八条第 1 項により景観行政団体が定める良

好な景観の形成に関する計画（景観計画） 

㉓地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号）

第五条第 1 項の規定により市町村が定める歴史的風致の維持及び向上に関する計

画（「歴史的風致維持向上計画」） 

   ㉔その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況 

    ・「保護林の再編・拡充について」（平成元年４月 11 日付け元林野経第 25 号林

野庁長官通達）により指定された保護林の区域 

    ・地方公共団体の条例等、自然環境の保全を目的に指定された区域 

【解 説】 

*1「『配慮書段階の検討』を行うのに必要と認める範囲内」 

「配慮書段階の検討」においては、概略ルート・構造の複数案の設定や比較評価にお

いて環境影響に配慮すべき対象（検討対象）を抽出して、それらと概略ルート・構造の

複数案との位置関係を把握し、環境影響の程度を評価する。その検討に必要と考えられ

る情報を把握する。 
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*2「入手可能な最新の文献」 

 地域特性の項目と資料の例について、以下を参照。 

・2.1.2（大気質（供用後）の「地域特性の把握」）の表 2.1.1 

・4.1.2（騒音（供用後）の「地域特性の把握」）の表 4.1.1 

・13.1.2（動物・植物・生態系（供用後）の「地域特性の把握」）の表 13.1.1 

 

*3「大気質、騒音に関する環境基準の確保の状況」 

環境基準を毎年超過しているかどうか等、環境影響についての検討が必要か否かを判

断するために状況を把握する。なお、濃度・騒音値やそれらの環境基準との確保の状況

等の網羅的な把握は、ＥＩＡで必要に応じ行うものである。 

 

*4「水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況」 

水質、底質は、休憩所供用や水底掘削等に係るものであり、ＥＩＡで必要に応じ

把握するものである。 

 

*5「学術上又は希少性等の観点から重要な種」 

*6「学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他

の理由から注目すべき生息地」 

*7「学術上又は希少性等の観点から重要な種及び群落」 

*8「地形、水系、植生等から類型化される自然環境の各区分」 

*9「主な動物相、植物相の状況」 

*10「生息・生育基盤の状況」 

13.1.2（動物・植物・生態系（供用後）の「地域特性の把握」）のそれぞれ*4､*5､*6､

*7､*8､*9 を参照。「配慮書段階の検討」においては、既存資料による概略的な把握で良

い。 

なお、*8 について、地域を特徴づける生態系の注目種の抽出は、ＥＩＡで必要に応じ

行うものである。 

 

*11「主要な眺望点」 

*12「景観資源」 

*13「主要な眺望景観」 

14.1.2（景観（供用後）の「地域特性の把握」）のそれぞれ*4､*5､*6 を参照。 

 

*14「主要な触れ合い活動の場」 

15.1.2（人と自然との触れ合い活動の場（供用後）の「地域特性の把握」）の*3 及び

*4 を参照。 
 

*15「地域における計画・戦略・目標等」 

都道府県・市町村が策定する、生物多様性地域戦略、環境基本計画、総合計画、都市

計画マスタープラン等において、地域で重要と考えられている環境（動植物種やその生

息・生育地、緑地、水源地、景勝地等）が記述されている場合がある。これらは検討対
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象の抽出において重要である。 
 

*16「有害物質に係る土地利用」 

11.1.2（土壌の「地域特性の把握」）の*3 を参照。 
 

*17「集落の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」 

*18「用途地域」 

2.1.2（大気質（供用後）の「地域特性の把握」）のそれぞれ*2､*3 を参照。 
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1.3 計画段階配慮事項の選定 

１）影響要因 

供用後とする。工事中の影響は、対象としない。＊１ 

２）環境要素 

事業特性及び地域特性を踏まえ、重大な影響を受けるおそれのある環境要素＊２を選定

する。 

なお、選定にあたっては、必要に応じ学識経験者等の助言を受け、客観性・妥当性を

確保する。 

【解 説】 

 ここで選定する計画段階配慮事項（ＥＩＡの「項目」に相当）は、構想段階における評

価項目の一部である。 

*1 「工事中の影響は、対象としない」 

構想段階においては、工事中の影響を検討するための、建設機械の稼働や工事施工ヤ

ードの設置等に関する計画まで決まるような熟度に無いため、対象としない。 

 

*2 「重大な影響を受けるおそれのある環境要素」 

選定の考え方を、表―1.1 に示す。 

なお、選定された計画段階配慮事項（選定事項）においては、概略ルート・構造の複

数案の設定や比較評価において環境影響に配慮すべき対象（検討対象）を抽出して、そ

れらと概略ルート・構造の複数案との位置関係を把握し、環境影響の程度を評価するも

のである。 

選定事項は、ＥＩＡで選定する項目より少なくて済む（５程度以下）ことが一般的と

考えられる。一方、配慮書段階で選定事項とされた環境要素であっても、環境影響の恐

れが無いことが明らかとなり、ＥＩＡでは項目として選定しないこともあり得る。 

 

表－1.1 計画段階配慮事項の選定の考え方 

 選定の考え方 備考 

大気質 事業実施想定区域及びその周囲に住居等の保全対象が

存在する以下のような場合で、重大な環境影響を受ける

おそれがある場合に、選定する。 

・事業実施想定区域及びその周囲が市街地の場合 

・事業実施想定区域及びその周囲が郊外・農村部で集落

等が存在する場合 等 

計画段階配慮事項

に選定することが

一般的と考えられ

る。 騒音 

動物 事業実施想定区域及びその周囲に、動植物の、学術上又

は希少性等注）の観点から重要な種・種群が生息・生育

する可能性があり、重大な環境影響を受けるおそれがあ

る場合に、選定する。 

植物 

生態系 
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土壌 事業実施想定区域及びその周囲に有害物質に係る土地

利用（1.2 地域特性の*16 を参照）が存在する可能性があり、

重大な環境影響を受けるおそれがある場合に、選定す

る。 

計画段階配慮事項

に、必要に応じて選

定する場合がある

と考えられる。 

地形及び地

質（地下水） 

事業実施想定区域及びその周囲に重要な箇所（名勝等）

が存在し、重大な環境影響を受けるおそれがある場合

に、選定する。 景観 

人 と 自 然 と

の 触 れ 合 い

活動の場 

その他 

注）動物・植物・生態系の欄の「等」は、地域における重要視（注目、愛着、観光資源等）の観点を

指す。 
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1.4 調査の手法 

１）調査すべき情報 

選定した計画段階配慮事項（選定事項）に関する、環境要素の状況、自然的状況又は

社会的状況に関する情報＊１を調査する。なお、ＥＩＡと同程度の調査ではなく、概略ル

ート・構造の検討において必要な情報を調査すれば良い。 

２）調査の基本的な手法 

「1.1 事業特性」及び「1.2 地域特性」として把握した既存資料から抽出する。 

なお、必要に応じ、専門家等からの知見の収集等を行う＊２。 

３）調査地域 

  道路事業実施想定区域及びその周囲とする。 

【解 説】 

*1 「選定した計画段階配慮事項（選定事項）に関する、環境要素の状況、自然的状況又は

社会的状況に関する情報」 

以下を把握する。 

(a) 概略ルート・構造の複数案の設定や比較評価において環境影響に配慮すべき対象

（検討対象）の位置 

(b) (a)と概略ルート・構造の複数案との位置関係を把握するために必要な、複数案ご

との事業の内容 

より具体的内容としては、以下のとおり。 

①大気質、騒音等（生活環境系の環境要素）については、 

・集落・市街地等の位置（郊外や農村の場合） 

・複数案の概略ルートの地下区間（市街地内の場合） 

②動物、植物、生態系（自然環境系の環境要素）については、 

・動物、植物：学術上又は希少性等の観点から重要な種・群落の生息地・生育地 

・生態系：生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境 

「配慮書段階の検討」においては、これらの調査を既存資料から可能な範囲で行い、後述の専門家

等のヒアリングで補完する程度で良い。ＥＩＡと同程度の現地調査を広範囲に行っても、多大なコス

トを要するばかりではなく、事業実施時点までに状況が変化してしまい活用できない可能性が高い。 

なお、動物、植物において、既存資料による重要な種・群落の生息地・生育地に関する情報が少な

い場合は、それらの生息地・生育地として機能している可能性が高い自然環境（繁殖地、餌場、ねぐ

らとなっている樹林、湿地等）を植生図等から推定する方法等も有効であると考えられる。 

 

*2「必要に応じ、専門家等からの知見の収集等を行う」 

例えば、既存資料による情報には、場所によって詳細度の濃淡が生じることがある。

詳細度の低い場所について、当該分野の学識経験者へのヒアリングや補足的な現地調査

等の情報収集により、検討対象の抽出や概略ルート・構造の検討が効率良く実施できる

ようになる場合が考えられる。 

特に、動植物については、当該生物種に詳しい学識経験者や地元関係者へのヒアリン

グ、地方公共団体（環境部局、博物館）への照会等が有効な場合がある。 
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1.5 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

複数案ごと、選定事項ごとに、環境の状況の変化＊１を定量的又は定性的に把握する。

２）予測地域 

  調査地域と同じとする。 

３）予測対象時期等 

  供用開始後定常状態になる時期及び影響が最大になるおそれのある時期等とする。 

【解 説】 

*1「環境の状況の変化」 

概略ルート・構造の複数案の設定や比較評価において環境影響に配慮すべき対象（検

討対象）と概略ルート・構造の複数案との位置関係について、以下を整理する。 

(a) 検討対象と事業実施想定区域との位置関係 

(b) 事業実施想定区域における検討対象の改変の程度 

より具体的内容としては、次のとおり。 

①大気質、騒音（生活環境系の環境要素）においては、以下を把握する。なお、環境影

響の程度が明らかな場合等は、定量的な距離等の把握は必ずしも必要無い。 

・複数案の概略ルートと集落・市街地等との離隔距離（郊外や農村の場合） 

・複数案の概略ルートの地下区間の延長（市街地内の場合） 

②動物、植物、生態系（自然環境系の環境要素）においては、以下を把握する。 

・動物、植物：複数案の概略ルートと既存資料から把握した学術上又は希少性等の観

点から重要な種・群落の生息地・生育地等の位置関係による、回避又は改変、分

断の状況 

・生態系：複数案の概略ルートと既存資料から把握した生態系の保全上重要であって、

まとまって存在する自然環境の位置関係による、回避又は改変、分断の状況 
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1.6 評価の手法 

 複数案ごと、選定事項ごとに、環境影響の程度を一覧表等に整理＊１する。 

また、ＥＩＡ等でさらに詳細に検討する必要がある内容を整理＊２する。 

【解 説】 

*1「環境影響の程度を一覧表等に整理」 

概略ルート・構造の複数案の設定や比較評価において環境影響に配慮すべき対象（検

討対象）の回避又は検討対象への影響の低減の状況を、複数案を横軸、選定事項を縦軸

とする一覧表等に整理する。 

なお、この一覧表等の整理は、当該選定事項としての評価を行うものであることに十

分注意する。（複数案自体の評価や、それによる複数案間の優劣づけや絞込みは、経済・

社会・環境面の総合的な観点で判断する必要がある。） 

 

*2「ＥＩＡ等でさらに詳細に検討する必要がある内容を整理」 

概略ルート・構造の検討において、回避又は十分に低減されない環境影響については、

当該案が概略計画に決定した暁には、ＥＩＡにて詳細に検討を行うものであり、その旨

を整理する。また、詳細設計の段階で配慮すべきことが明らかな内容があれば、それに

ついても整理する。 

なお、ＥＩＡでは、詳細に調査・予測を行い、ＥＩＡの事業実施区域における当該環

境影響の回避・低減の状況、基準又は目標との整合性、環境保全措置について検討し、

回避・低減・代償を図ることとなる。 
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（参考）方法書以降に反映・活用する配慮内容の整理 

 「配慮書段階の検討」の経緯を、ＥＩＡに反映・活用できるよう、以下について整理し

ておく。 

１）収集した情報の整理 

 地域特性等における、計画段階配慮事項に係る環境の状況等について収集した情報

を、ＥＩＡの調査・予測等において反映・活用できるよう、整理しておく。 

２）選定事項ごとの環境配慮の内容の整理 

「配慮書段階の検討」から概略計画の決定に至る過程＊１における、環境の保全の配慮

についての検討経緯＊２を整理しておく。 

また、決定した概略計画（又はその案）＊３について、選定事項ごとに、環境影響の回

避・低減が図られている内容、及び、今後さらに詳細に検討すべき内容＊４を、ＥＩＡに

おける項目選定、調査・予測・評価手法の選定、環境保全措置の検討に反映・活用でき

るよう、整理しておく。 

【解 説】 

 「配慮書段階の検討」の経緯をＥＩＡに反映・活用（ティアリング）するための整理を

行い、ＥＩＡの円滑・効率的な実施に資するものである。 

*1「『配慮書段階の検討』から概略計画の決定に至る過程」 

*3「決定した概略計画（又はその案）」 

概略ルート・構造の検討（「配慮書段階の検討」を含む）から、概略計画の決定に至

る過程（プロセス）については、構想段階の計画策定プロセスに関するガイドライン等

に基づくものとする。 

 

*2「『配慮書段階の検討』から概略計画の決定に至る過程における、環境の保全の配慮につ

いての検討経緯」 

施行規則第１条の５、第４条の３に基づき、方法書、準備書、評価書に記載すること

となる。 

 

*4「今後さらに詳細に検討すべき内容を整理」 

1.6「評価の手法」の*2 を参照。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

２．大気質 

 2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」のうち、「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省

令*1の改正及び窒素酸化物及び粒子状物質の自動車排出係数等に関する新たな知見*2を反映さ

せた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第

10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

 

*2 予測に用いる窒素酸化物及び粒子状物質の自動車排出係数及び縦断勾配による補正係数の更新、 

NOx変換式及び年平均値から年間98%値（又は年間2%除外値）への換算式のパラメータの更新、 

沿道における大気安定発生頻度に関する通年気象観測結果及び排気管一次粒子以外の粒子状物質に関

する沿道調査結果を踏まえた解説の追記 

道路環境影響評価の技術手法「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」
の改定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資
料第3742号 

旧建設省土木研究所環境部 
交通環境研究室 
室長           大西博文 
前主任研究員   山田俊哉 
元主任研究員   江橋英治 
前研究員       小根山裕之 
研究員         大城 温 
交流研究員     大野順通 

初版 
                   
                   
                  
     
                   
                   
                  
    

平成19年6月 国土技術政策
総合研究所資
料第383号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 
主任研究官     小川智弘 
研究員         瀧本真理 
室長           並河良治 

主務省令の改正 

平成25年3月 国土技術政策
総合研究所資
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 
主任研究官     土肥 学 
研究官         神田太朗 
室長           角湯克典 

主務省令の改正、 
窒素酸化物及び粒子
状物質の自動車排出
係数等に関する新た
な知見の反映 
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「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」の概要 

自動車の走行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）についての調査は、予測に必

要なバックグラウンド濃度設定のための現況濃度の把握及び予測に用いる気象条件の設

定を目的とし、二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度の状況及び気象の状況を対象

に行う。予測は、参考手法による場合プルーム式及びパフ式により将来の二酸化窒素（又

は浮遊粒子状物質）の年平均濃度を予測する。予測結果から、環境影響がない又は極め

て小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、回避

・低減及び環境基準等との整合性の観点から行う。 

なお、本節では自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の双方を扱ってお

り、「二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）」は、浮遊粒子状物質の記述として二酸化窒

素に関する記述を（ ）内の記述に置き換えることを意味する（以下同様）。 

 

 



 - 2-1-3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 事業特性の把握
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数
３）対象道路事業に係る道路の区分、設計速度、

計画交通量及び構造の概要 

2.1.2 地域特性の把握
１）自然的状況 
 気象、大気質、地形の状況 
２）社会的状況 
 土地利用、交通、学校、病院等の配置の状況、

住宅の配置の概況及び環境の保全を目的とする

法令の状況等

2.1.3 項目の選定 
 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在する、又は、

都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されている場合 

2.1.7 環境保全措置の検討 
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実

行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共

団体の基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。 
②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを

検証する。 
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の

変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

2.1.8 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。

 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。

2.1.4 調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考

手法より簡略な手法又は詳細な手法を選定する。 
１）参考手法より簡略な手法を選定する場合 

①現況濃度及び将来のバックグラウンド濃度が低いと予想される場合で、かつ、道路からの

寄与濃度が低いと予想される場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する。 
②近傍に常監局や気象観測所が存在し、これらの資料を用いることが適当であると判断され

る場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する。 
２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

①道路構造が複雑な場合で、かつ、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は

、参考手法より詳細な予測の手法を選定する。 
②対象地域が通常より拡散しにくい地形を有する場合で、かつ、環境影響の程度が著しいも

のとなるおそれがある場合は、参考手法より詳細な調査及び予測の手法を選定する。 

2.1.5 調査の手法 
参考調査手法 
 二酸化窒素及び窒素酸化物（又は浮遊粒子状物質）の濃度

（年平均値）は環境基準で規定されている測定方法で、また

風向・風速の年間データ（１時間値）は地上気象観測指針に

よる方法で調査する。 

参考手法より簡略な手法 
 ①二季調査を実施。 
 ②現地調査を省略。 
参考手法より詳細な手法 
 調査項目を追加。 

2.1.6 予測の手法 
参考予測手法 
 正規型プルーム式及び積分型簡易パフ式を用いて、影響範

囲内で住居等の保全対象が立地する地域の年平均値を予測す

る。 

参考手法より詳細な手法 
 参考手法に他の手法を組み合

わせる。 

図－2.1.1 「自動車の走行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）」における調査、予測及び 

評価の流れ 
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2.1.1 事業特性の把握 

 事業特性については、計画の熟度に応じ、自動車の走行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒

子状物質）の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「

配慮書段階の検討
＊1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を

補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数 

  (1) 幅員構成 

  (2) 車線数 

３）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条に規

定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

  (1) 設計速度 

  (2) 計画交通量（対象とする時期、将来年平均日交通量） 

  (3) 構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別）

、概ねの位置、延長 

   ②インターチェンジ等の有無、概ねの位置 

   ③換気塔の存在の有無、設置が想定される概ねの位置 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として

選定しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されてい

ることから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「2.1.2 地域特性の把握」

で把握）との位置関係を把握するために必要である。また、「構造の概要」は、影響範

囲（「2.1.3 項目の選定」で記述）を設定するために必要である。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

「幅員構成」、「車線数」、「設計速度」、「計画交通量」、「構造の概要」は、対象道路

事業の規模及び影響の程度を判断するために必要であり、影響の程度が小さい場合は参考手法

より簡略な手法を選定することができる。また、「構造の概要」から、道路構造が複雑な場合

で、かつ、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、参考手法より詳細な手法

を選定する。詳細は、「2.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

３）予測に用いる事業特性 

「計画交通量」及び「構造の概要」は、予測の実施に当たって必要な情報である。特

に「構造の概要」では、道路構造の種類、概ねの位置・区間、車道部幅員、路面位置、

道路勾配などが予測条件の設定に当たって必要である。予測には、この他に、時間別交

通量に換算するために時間変動係数が、また排出量の設定のために大型車混入率が必要
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となる。詳細は、「2.1.6-1 予測の前提条件」及び「2.1.6-2 参考予測手法」を参照の

こと。 

＊1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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2.1.2 地域特性の把握 

 地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最

新の
＊１

文献その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、

自動車の走行に係る二酸化窒素(又は浮遊粒子状物質)に関連する以下の内容を把握する。

なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報

を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①気象の状況 

    周辺の年間の風向・風速の状況 

   ②大気質の状況 

    二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度の状況、環境基準の確保の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 土地利用の状況 

   土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 交通の状況 

   主要な道路の位置、交通量等の状況 

(3) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホー

ム、図書館等の配置の状況、集落の
＊２

状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整

備計画の
＊２

状況 

(4) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況 

①都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定により定められた
＊３

用途地域 

②環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条の規定により策定された公害防止計

画の策定の状況（策定の時期、計画の時期、計画の目標値等） 

③大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第五条の二第１項の規定により定められ

た指定地域 

④自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）第六条第１項及び第八条第１項の規

定により定められた窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域 

⑤その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

          地方公共団体の条例等に基づいて定められた地域目標等 
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【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測及び評価の実施

に必要になる。なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事

項で選定しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集され

ていることから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児

童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集落の状況」、「住

宅の配置の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。また、「土地利用の状

況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の保全対象の立地状況を想定す

る。これらと「2.1.1 事業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域との位置関係

から、項目の選定の可否を検討する。詳細は、「2.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

「気象の状況」、「大気質の状況」、「地形の状況」、「土地利用の状況」、「交通

の状況」は、地域のバックグラウンド濃度（バックグラウンド濃度の考え方については、

「2.1.6-2 参考予測手法 １）予測の基本的な手法」の解説*21「バックグラウンド濃度」

を参照）の状況、大気汚染常時監視測定局（以下「常監局」という。常監局は、一般環

境大気測定局（以下「一般局」という）及び自動車排出ガス測定局（以下「自排局」と

いう）の総称）の存在、それと既存の幹線道路との位置関係及び気象観測所の存在を把

握するために必要である。これらの結果を踏まえ、参考手法より簡略な調査あるいは予

測の手法を選定することができる。また、「地形の状況」から拡散しにくい地形を有し、

「大気質の状況」から環境影響が大きくなるおそれがあると考えられる場合は、参考手

法より詳細な手法を選定する。詳細は、「2.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照の

こと。 

また、「土地利用の状況」、「学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に

必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況」は、予測地点の設定に用いる。詳細は、

「2.1.6 予測の手法」を参照のこと。 

３）予測及び評価に用いる地域特性 

予測及び評価に用いる地域特性としては、「環境の保全を目的として法令等により指

定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」がある。これ

らは、将来のバックグラウンド濃度を設定するための基礎資料として、あるいは評価の

基準等との整合性の検討において地方公共団体の目標を把握するために必要である。 
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*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－2.1.1 に示す。 

 

表－2.1.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 
抽出する内容 

発行者等 

自

然

的

状

況 

気象の状況 
気象月報 
気象観測結果 

周辺の年間の風向・風速

の状況 
各気象官署 

日本気候表 気象庁 

大気質の状況 
日本の大気汚染状況 二酸化窒素（又は浮遊状

況 
環境基準の確保の状況 

環境省 
都道府県環境白書 都道府県 
市町村環境白書 市町村 

地形の状況 地形図 地形の分布状況 国土地理院 

社

会

的

状

況 

土地利用の状況 

土地利用図 
土地利用現況図 

土地利用の現況 
土地利用計画の状況 

国土地理院 

土地利用基本計画図 
土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 市町村 

交通の状況 道路交通センサス 
主要な道路の位置 
交通量等の状況 

国土交通省 
都道府県 

学校、病院その他

の環境の保全につ

いての配慮が特に

必要な施設の配置

の状況及び住宅の

配置の概況 

住宅地図 
病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児

童福祉施設、老人ホーム

、図書館等の配置の状況 
集落の状況 
住宅の配置の概況 
将来の住宅地の面整備計

画の状況 

民間 

教育要覧 
土地利用動向調査 
社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目的

として法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況及び当該対象に

係る規制の内容そ

の他の状況 

都市計画図 
都市計画法第八条第１項

第一号の規定により定め

られた用途地域 

都道府県 
市町村 

都道府県環境白書 
例規集等 
公害防止計画 

環境基本法第十七条第３

項の規定により策定され

た公害防止計画の策定の

状況 

都道府県 

指定ばい煙総量削減計画 

大気汚染防止法第五条の

二第１項の規定により定

められた総量規制地域の

指定状況 

都道府県 

窒素酸化物総量削減計画 

粒子状物質総量削減計画 

自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物質

の特定地域における総量

の削減等に関する特別措

置法第六条第１項及び第

八条第１項の規定により

定められた窒素酸化物対

策地域及び粒子状物質対

策地域の指定状況 

都道府県 

法令・例規集等 
環境基本計画・環境配慮指針等

地方公共団体の条例等に

基づいて定められた地域

目標等 

都道府県 
市町村 
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*2「集落の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」 

「集落の状況」は、用途地域が指定されていない地域においても、住居等の生活

環境を保全する目的から把握するものである。また、「将来の住宅地の面整備計画

の状況」は、現在、用途地域が指定されていない地域においても、将来予定されて

いる開発事業等（新市街地、住宅団地等の開発事業）があればこれを考慮する必要

から把握するものである。 

*3「用途地域」 

「用途地域」は、現在、住居等が存在していない場合であっても、将来、住居等

の立地が見込まれることから把握するものである。ただし、「二酸化窒素に係る環

境基準について（昭和53年７月11日、環境庁告示第38号）」、「大気の汚染に係る

環境基準について（昭和48年５月８日、環境庁告示第25号）」によると、「環境基

準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所に

ついては、適用しない。」としていることから、これらの地域は除外してよい。 
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2.1.3 項目の選定 

 本項目の選定は、
＊１

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対

象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されている場

合に行う。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行い、本項目を計画段階配慮

事項
＊２

に選定した場合、「配慮書段階の検討」における結果を踏まえる
＊３

。 

 

 

【解 説】 

項目の選定に当たっては、「2.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実施

区域の位置」と「2.1.2 地域特性の把握」で得られた「土地利用の現況」、「学校、病

院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館の配

置の状況」、「集落の状況」、「住宅の配置の概況」等の現在の保全対象の立地状況及

び「土地利用計画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」等の将来の保全対象

の立地状況から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにするものとす

る。なお、「計画段階配慮事項についての検討」において、本項目を計画段階配慮事項

に選定した場合は、その結果を踏まえて選定する。 

*1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」とは、二酸化窒素（又は浮

遊粒子状物質）の影響範囲をいう。道路構造別の影響範囲の目安を、表－2.1.2 に

示す。 

表－2.1.2 道路構造別の影響範囲の目安 

道路構造 目安となる影響範囲 

一般部 注1) 
インターチェンジ部 

掘割部 
車道部端から150mの範囲 

トンネル坑口部 
車道部端から道路横断方向に200mの範囲 
(道路縦断方向は、坑口から500mの範囲) 

                注１）一般部とは、平面、盛土、切土、高架道路（橋梁を含む）をいう。 

 

ただし、換気塔においては換気塔を中心とする半径 2km の範囲を基本とし、状況

に応じて範囲を適宜設定する。なお、影響範囲の考え方は、次のとおりである。 

影響範囲とは、対象事業の実施に伴い、大気質に関する環境の状況が一定程度以

上変化すると予想される範囲をいう。その範囲は、自動車の走行に伴う寄与濃度（道

路からの寄与濃度）の影響が最大となる地点を含み、その影響が十分小さくなる地

点までの範囲と考えることができる。最大となる地点が含まれることを条件として

いるのは、最大濃度に基づいて評価すれば、それ以外の地点の状況についても評価

できることによる。 

*2「計画段階配慮事項」 

「配慮書段階の検討」では、項目を「計画段階配慮事項」と呼ぶ。 
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*3「『配慮書段階の検討』における結果を踏まえる」 

「配慮書段階の検討」では、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低減さ

れないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡで詳細に検討すべきとされた場合、そ

の結果を踏まえて項目を選定する。 
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2.1.4 調査及び予測の手法の選定 

  調査及び予測の手法は、それぞれ2.1.5-1及び2.1.6-2に示す参考手法を勘案しつつ「配

慮書段階の検討」の結果、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等

を踏まえ、選定する。 

  より簡略な手法、あるいは、より詳細な手法を選定する場合として、以下のような場合

が想定される。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

(1) 現況濃度及び
＊１

将来のバックグラウンド濃度が低いと予想される場合で、かつ、道

路からの寄与濃度が低いと予想される
＊２

場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選

定することができる。 

(2) 近傍に「常監局」や気象観測所が存在し、
＊３

これらの資料を用いることが適当であ

ると判断される場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定することができる。 

 ２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

(1) 
＊４

道路構造が複雑な場合で、かつ、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあ

る場合は、参考手法より詳細な予測の手法を選定する。 

(2) 対象地域が
＊５

通常より拡散しにくい地形を有する場合で、かつ、環境影響の程度が

著しいものとなるおそれがある場合は、参考手法より詳細な調査及び予測の手法を

選定する。 

 

 

【解 説】 

調査及び予測の手法の選定に当たっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案

しつつ、「配慮書段階の検討」の結果、事業特性、地域特性、方法書手続きを通じて得

られる情報等を踏まえ、選定する。上記では、参考手法より簡略な手法又は詳細な手法

を選定する場合の要件を具体的に示した。 

 

*1「将来のバックグラウンド濃度が低いと予想される場合」 

将来のバックグラウンド濃度が低いか否かは、地域特性の把握により得られた「大

気質の状況」及び「土地利用計画の状況」から判断する。「大気質の状況」は、現

況濃度の状況を判断する資料として、また「土地利用計画の状況」は現況濃度から

将来における濃度の状況を予想するための資料として用いる。 

*2「道路からの寄与濃度が低いと予想される場合」 

道路からの寄与濃度が低いか否かは、事業特性の把握により得られた「幅員構成」、

「車線数」、「設計速度」、「計画交通量」及び「構造の概要」から判断する。 

*3「これらの資料を用いることが適当」 

これらの資料を用いることが適当であるか否かは、常監局及び気象観測所が調査

地域を代表しているかどうか１）を踏まえて判断する。具体的には、地域特性の把握

により得られた「地形の状況」、「土地利用の状況」及び「交通の状況」、さらに

測定局から調査地点までの距離、周辺の地形及び建物の状況、既存の幹線道路から
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の距離等に基づき検討する。 

*4「道路構造が複雑」 

複雑な道路構造とは、事業特性の「構造の概要」から判断して、参考手法の適用

が困難と考えられる道路構造をいう。 

*5「通常より拡散しにくい地形」 

通常より拡散しにくい地形とは、対象道路の位置する地形が局地的な谷地形や盆

地地形である場合をいう。対象道路の位置は、事業特性の把握によって得られる「対

象道路事業実施区域の位置」から確認し、局地的な谷地形や盆地地形の存在は、地

域特性の把握によって得られる「地形の状況」により確認する。 
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2.1.5 調査の手法 

2.1.5-1  参考調査手法 

 参考調査手法は、以下による。 

１） 調査すべき情報 

 

調査すべき情報は、二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度（
＊２

年平均値）及び風向

・風速の年間データ（１時間値）とする。なお、換気塔にあっては、日射量、放射収支

量、雲量の情報を追加する。 

 ２）調査の基本的な手法 

 

調査方法は
＊４

既存資料調査と現地調査を基本とする。なお、現地調査は以下の方法 
＊５

によることとする。ただし、沿道建物の状況を勘案し、必要に応じて高さ方向の測定点

を追加する。 

  ①二酸化窒素  ：「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年７月11日 

           環境庁告示第38号)に規定される測定方法。 

  ②浮遊粒子状物質：「大気汚染に係る環境基準について」(昭和48年５月８日 

           環境庁告示第25号)に規定される測定方法。 

  ③風向・風速  ：「地上気象観測指針」(気象庁,2002年)による方法。 

気象においては、現地調査結果及び既存資料を用いて、予測に必要な気象条件を適切

に
＊６

設定する。なお、気象の調査結果に関しては、
＊７

異常年検定を行う。 

 ３）調査地域 

調査地域は、影響範囲内において、住居等の保全対象が立地する地域及び立地するこ

とが予定される地域とする。 

 ４）調査地点 
＊８

調査地点は、予測地点に対応させ、
＊９

濃度変化があると考えられる箇所ごとに、また代

表する気象状況が得られる箇所ごとに設定する。 

 ５）調査期間等 

  
＊１０

現地調査の期間は、春夏秋冬ごとのそれぞれ１週間の連続測定を基本とする。 

「二酸化窒素の濃度の測定」において、
＊３

測定位置は、原則として地上1.5ｍの高さと

する。 

 「浮遊粒子状物質の測定」において、
＊３

測定位置は、原則として地上3ｍの高さとす

る。 

 「風の観測の方法」及び「風向の観測の方法」、「風速の観測の方法」において、

風向・風速の
＊３

測定位置は、原則として地上10ｍの高さとする。 

「二酸化窒素の濃度の状況」の測定においては、併せて窒素酸化物の濃度を測定
＊１

す

る。 

 「気象の状況」とは、風向及び風速のことをいう。 
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2.1.5-2  参考手法より簡略な調査の手法 

 現況濃度及び将来のバックグラウンド濃度が低いと予想される場合で、かつ、道路寄与

が小さいと予想される場合は、調査期間を
＊１１

二季とすることができる。また、近傍に常監局

や気象観測所が存在し、これらの資料を用いることが適当であると判断される場合は、
＊１２

現地調査を省略することができる。 

2.1.5-3  参考手法より詳細な調査の手法 

 対象地域が通常より拡散しにくい地形を有する場合で、かつ、環境影響の程度が著しい

ものとなるおそれがある場合において参考手法より詳細な手法を選定した場合は、必要に

応じ、
＊１３

拡散に影響を及ぼす項目を追加して調査する。 

 

 

 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

二酸化窒素：自動車の走行 

一 調査すべき情報 

 イ 二酸化窒素の濃度の状況 

  ロ 気象の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それ

ぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及

び解析 

イ 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒

素の濃度の測定の方法 

ロ 風の状況 気象業務法施行規則（昭和27年運輸省令第101号）第一条の二の

表第一号トに規定する風の観測の方法（気象庁が観測した場合に限る。）又は

同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規

定する風速の観測の方法 

三 調査地域 

  二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素に係る環境影響を受けるおそ

れがあると認められる地域 

四 調査地点 

  二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて調査地域における二酸化窒素に係る環境

影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地

点 

五 調査期間等 

   春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間 



 - 2-1-16 -

 
 

【解 説】 

自動車の走行に係る大気質の予測においては、大気質のバックグラウンド濃度と気象

条件を設定しなければならない。このため、調査は、バックグラウンド濃度を設定する

ための現況濃度の把握及び気象条件の設定を目的として実施する。これらの調査手法は、

入手可能な情報の程度により、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「窒素酸化物の濃度を測定」 

二酸化窒素の予測では、拡散計算により求めた窒素酸化物濃度を二酸化窒素濃度

に変換する。このときに使用する変換式（「2.1.6 予測の手法」の*20「ＮＯｘ変換

式」を参照のこと）には、窒素酸化物のバックグラウンド濃度の項を含んでいるた

め、窒素酸化物濃度の調査が必要となる。なお、窒素酸化物の測定は、二酸化窒素

の測定方法に準じて行う。 

*2「年平均値」 

年平均値は、現地調査により得られた日平均値を算術平均して推定する。ただし、

現地調査と同一時期の既存資料（日平均値又は１時間値）が得られる場合は、既存

別表第二 参考手法（調査の手法） 

浮遊粒子状物質：自動車の走行 

一 調査すべき情報 

 イ 浮遊粒子状物質の濃度の状況 

  ロ 気象の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それ

ぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及

び解析 

  イ 浮遊粒子状物質の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊

粒子状物質の測定の方法 

ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観

測の方法（気象庁が観測した場合に限る。）又は同規則第一条の三の表第六号

イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法 

三 調査地域 

  浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域 

四 調査地点 

  浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における浮遊粒子状物質に

係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握

できる地点 

五 調査期間等 

  春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間 
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資料と現地調査のデータ間で単相関分析を行い、得られた回帰式に既存資料の年平

均値を代入して調査地点の年平均値を推定する。 

*3「測定位置」 

環境基準に基づく測定位置は、二酸化窒素の場合、原則として地上 1.5ｍ以上10ｍ  

以下、浮遊粒子状物質の場合、原則として地上３ｍ以上 10ｍ以下の高さに設定する

こととされている。二酸化窒素の場合は、人が通常呼吸する高さを基本としている

が、浮遊粒子状物質の場合は地上からの巻き上げ等による影響を防ぐため、地上３

ｍを下限高さとしている。既存資料のデータは上記環境基準の測定方法に基づいて

いること、現地調査は特定の発生源を避けて行うため一般に高さ方向の濃度差が小

さいことから、現地調査における大気質の測定位置は、二酸化窒素の場合には原則

として地上 1.5ｍ、浮遊粒子状物質の場合には原則として地上３ｍとしたものであ

る。 

現地調査における風向・風速の測定位置は、「地上気象観測指針」に定める標準

的な高さに準拠し、原則として地上 10ｍの高さとした。 

*4「既存資料」 

大気質における既存資料としては、当該地域の現況濃度を測定する目的で設置さ

れている一般局の測定資料がある。既存資料は、現地調査結果との照合による解析

に用いることから、可能な限り、現地調査と同一時期における日平均値又は１時間

値データを収集する。また、気象の異常年検定で現地調査年度が異常年と判断され

た場合には、異常年による補正の必要性を検討するため、現地調査年度を含む 11

年間のデータ（年平均値）を収集する。 

気象における既存資料としては、全国の気象官署の地上観測データ及び常監局の

風向・風速観測データがある。既存資料は、異常年検定を行うため、現地調査年度

を含む 11 年間のデータを収集する。 

*5「現地調査は以下の方法による」 

大気質の測定方法の詳細は、日本工業規格 B 7953(窒素酸化物)（又は B 7954(浮

遊粒子状物質)）を参照するとよい。気象の観測方法は、気象業務法施行規則に規定

される方法が、運用上、地上気象観測指針（気象庁,2002 年）として整備されてい

るので、これに準拠する。 

*6「気象条件を適切に設定」 

予測のための気象条件は、既存資料のデータを現地調査結果に基づき補正して設

定する。この際の補正は、原則として風速に対して行う。具体的には、既存資料と

現地調査の同一時期の風速データを用いて単相関分析を行い、得られた回帰式を用

いて既存資料の風速データを補正する。 

*7「異常年検定」 

異常年検定は気象を対象に行う。検定方法は、分散分析によるＦ分布棄却検定法２）                                    

を基本とし、判定に用いる危険率は１％とする。異常年検定から現地調査の実施年

度が異常年と判定された場合は、次のように補正する。 

１）異常年と判断された場合の風速の補正 

風速データを平年並みと考えられる年度の風速出現度数分布と比較する。比較の
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結果、現地調査年度の風速が平年並みの風速より大きい場合は、予測結果を低く計

算するおそれがあるので、風速データを平年並みの値に補正する。 

２）異常年と判断された場合の大気質濃度の補正 

既存資料に基づき年平均値の経年変化の傾向を検討する。特に現地調査の実施年

度で年平均値の低下が認められる場合は、バックグラウンド濃度を低く設定するこ

とになるので、その原因を検討する。原因が風速の増加等の気象条件にあると判断

される場合は、年平均値の経年変化の傾向からの落ち込みを勘案し、年平均値を補

正する。 

*8「調査地点」 

常監局等の位置が調査地域から外れていても、その地域が調査地域と同質であり、

「地域を代表する」ものとして適切であれば、当該データを既存資料として用いる

ことができる。 

*9「濃度変化があると考えられる箇所」 

「濃度変化があると考えられる箇所」の濃度変化とは、予測地点の道路からの寄

与濃度の変化をいう。予測地点の濃度は、気象条件によって変化するが、ここで想

定しているのは事業特性に伴う濃度変化である。したがって、「濃度変化があると

考えられる箇所」ごとに設定するとは、道路条件及び交通条件（交通量、走行速度

等）が変化する断面ごとに設定することをいう。 

*10「現地調査の期間」 

現地調査の期間は、春夏秋冬のそれぞれ１週間の連続測定としている。これは、

大気質の年平均値を精度よく推定することができ、予測精度を確保する気象データ

が得られることによる３）。この他、１週間には社会活動や気象の変動の周期が含ま

れることなどを考慮して設定したものである。 

*11「二季」  

調査期間を二季とする場合は、予測の精度を考慮し、一般に春秋又は夏冬の組み

合わせとすることが望ましい。 

*12「現地調査を省略」 

近傍に常監局や気象観測所が存在する場合は、これらの資料を用いることが適当

かどうかを各調査地点毎に検討し、資料を用いることが適当と判断された調査地点

についてのみ現地調査を省略することができる。 

*13「拡散に影響を及ぼす項目」 

通常より拡散しにくい地形を有する場合に調査する「拡散に影響を及ぼす項目」

としては、気流の状況や大気安定度の出現状況が考えられる。また当該要件に該当

する地域においては、四季観測では不十分な場合があることから、必要に応じて通

年観測とするなど、その状況を的確に把握できる調査期間を設定する。 
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2.1.6 予測の手法 

2.1.6-1 予測の前提条件 

 １）道路条件 

 事業特性に基づき、
＊１

予測に必要な道路条件を設定する。道路条件は、対象区間内の代

表的なものを採用する。 

 ２）交通条件 

  (1) 予測対象時期 

 予測対象時期は、供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期（

最大になる時期を設定することができる場合に限る。）の他、必要に応じて中間的な

時期についても設定する。 

①定常状態 

 定常状態としては、道路構造令第二条第二十一号で定める計画交通量が見込まれ

る時期とする。 

②環境影響が最大になる時期 

 

③中間的な時期 

 暫定供用・部分供用が予定されている場合にあっては、
＊２

必要に応じて当該時期も

予測対象時期として設定する。 

  (2) 交通量 

予測に用いる車種別時間別交通量は、予測対象時期における年平均日交通量及び

車種構成を基に、
＊３

類似地点における交通量の時間変動等を参考に設定する。 

  (3) 走行速度 

予測に用いる走行速度は、道路交通法施行令で定める
＊４

法定速度、又は規制速度を

予め設定できる場合にはその速度を基本とする。ただし、この場合、沿道環境の
＊５

保全の観点から適切な値を用いることができる。 

  (4) 車種分類 

   予測に用いる車種は、原則として
＊６

大型車類・小型車類の２車種分類とする。 

 

省令第二十五条第１項第四号でいう「環境影響が最大となる時期（最大になる

時期を設定することができる場合に限る）」とは、対象道路の供用予定時期以

降に地域の自動車走行台キロの推計値が最大となる時期がある場合は、その時

期をいう。また、それに該当しない場合については、対象道路事業の供用時期

又は関連する道路整備等の影響を考慮し、対象道路において定常状態となる交

通量の推計値を明らかに超える時期が設定できる場合、その時期をいう。 
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2.1.6-2  参考予測手法 

 参考
＊７

予測手法は、以下による。 

 １）予測の基本的な手法 

二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度について予測する手法を以下に例示す

る。 

二酸化窒素の濃度については、窒素酸化物の濃度から予測することとし、予測の

ための変換式については、既存のデータ等を参考に、適切に設定する。 

また、上記において、窒素酸化物の濃度については、点煙源を連続して配置し、

各々の点煙源から排出される窒素酸化物の濃度を合成して求める。 

浮遊粒子状物質の濃度については、点煙源を連続して配置し、各々の点煙源から

排出される浮遊粒子状物質の濃度を合成して求める。 

この場合、各々の点煙源から排出される窒素酸化物（又は浮遊粒子状物質）の濃

度は、有風時（風速１ｍ/sを超える場合）についてはプルーム式を、また、弱風時

（風速１ｍ/s以下の場合）についてはパフ式を用いて予測することとする。 

プルーム式及びパフ式については、次の①、②に示すとおりとする。 

① プルーム式 
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ここで、Ｃ(x,y,z)：(x,y,z)地点における窒素酸化物濃度(ppm)（又は浮遊粒

子状物質濃度(mg/m３)） 

         Ｑ     ：点煙源の窒素酸化物の排出量(ml/s)（又は浮遊粒子状物

質の排出量(mg/s)) 

           ｕ     ：平均風速(m/s) 

           Ｈ     ：排出源の高さ(m) 

           σｙ,σｚ ：水平(y),鉛直(z)方向の拡散幅(m) 

           ｘ     ：風向に沿った風下距離(m) 

         ｙ     ：ｘ軸に直角な水平距離(m) 

           ｚ     ：ｘ軸に直角な鉛直距離(m) 

但し、σｙ、σｚについては、既存のデータ等を参考に適切に設定する。 

② パフ式 
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  (1) 一般的な道路構造（平面、盛土、切土、高架）における予測手法 
＊８

予測は年平均値を対象に行う。予測計算に用いる拡散式は、それぞれ式(1.1)に示す

正規型プルーム式（以下「
＊９

プルーム式」という）及び式(1.2)に示す積分型簡易パフ式

（以下「
＊９

パフ式」という）とする４）。プルーム式及びパフ式の
＊１０

拡散幅は、次のように

設定する。 

 

 【プルーム式：有風時（風速が１m/sを超える場合）】 

①  直方向の拡散幅σＺ 

       σＺ＝σＺ０＋0.31Ｌ０.８３                              ･･･････････(2.1) 

        ここで、σＺ０：鉛直方向の初期拡散幅(m)  

                        遮音壁がない場合        ･･････ σＺ０＝1.5 

                        遮音壁(高さ３m以上)がある場合 ･･････ σＺ０＝4.0 

           Ｌ ：車道部端からの距離(Ｌ＝ｘ－Ｗ／２)(m)  

                ｘ ：風向に沿った風下距離(m)  

                Ｗ ：車道部幅員(m)  

            なお、ｘ＜Ｗ/２の場合はσＺ＝σＺ０とする。  

   ②水平方向の拡散幅σｙ 

       σｙ＝Ｗ／２＋0.46Ｌ０.８１                            ･･･････････(2.2) 

            なお、ｘ＜Ｗ/２の場合はσｙ＝Ｗ/２とする。 

  

【パフ式：弱風時（風速が1m/s以下の場合）】 

①  初期拡散幅に相当する時間ｔ０ 

20

Ｗ
ｔ                                                                                  ･･･････････(2.3) 

ここで、 
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ｔ０  ：初期拡散幅に相当する時間(s) 

α,γ：拡散幅に関する係数 

但し、ｔ０、α、γについては、既存のデータ等を参考に適切に設定

する。 

 

 なお、上記の各々の式における点煙源の窒素酸化物（又は浮遊粒子状物質）の排

出量（Ｑ）の算出に当たっては、車種別の排出量を車種別に設定した交通量及び排

出係数により求め、求めた車種別の排出量を合算し、各点煙源が代表する道路長を

乗じてＱを求めるものとする。ここで、車種別の排出係数については、既存のデー

タ等を参考に、速度別に適切に設定する。なお、排気管一次粒子以外の浮遊粒子状

物質については、科学的知見の進展を踏まえ、必要に応じて予測する。 
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0.18（昼間） 

0.09（夜間） 

ここで、 Ｗ：車道部幅員（ｍ） 

α：以下に示す拡散幅に関する係数(m/s) 

②  拡散幅に関する係数α，γ 

           α ＝ 0.3                                         ･･･････････(2.4) 

           γ ＝                              ･･･････････(2.5) 

 

ただし、昼間及び夜間の区分は、原則として午前７時から午後７時までを昼間、午

後７時から午前７時までを夜間とする。 

予測に用いる気象条件は、
＊１１

気象データから適切に設定する。なお、予測に用いる風

速は、既存の方法を参考に
＊１２

適切に推定した
＊１３

排出源高さの風速とする。 

点煙源は、原則として車道部の
＊１４

中央に適切な区間及び間隔で配置し、適切な高さ
＊１５

に設定する。 

点煙源の排出量（
＊１６

時間別平均排出量）は、交通条件及び車種別排出係数から適切に

設定する。 
＊１７

予測に用いる排出係数は、既存のデータ等を参考に適切に設定する。 

年平均値は、
＊１８

有風時及び弱風時の拡散濃度を計算し、これらを
＊１９

重ね合わせることに

より求める。 

窒素酸化物の年平均値を二酸化窒素の年平均値に変換する式（
＊２０

ＮＯｘ変換式）は、

既存のデータ等を参考に適切に設定する。 

予測対象時期における大気質の
＊２１

バックグラウンド濃度は、既存のデータ等を参考に

して適切に設定する。 

  (2) インターチェンジ部における予測手法 
＊２２

インターチェンジ部周辺の予測は、基本的にプルーム式及びパフ式を用いて行う。

道路条件としては、点煙源を配置した本線部及びランプ部の道路構造、車道部幅員及

び路面高さを設定する。 
＊２３

予測に用いる気象条件は、代表的な本線排出源高さを基準点とし、基準点における

気象データを整理して設定する。有風時及び弱風時の区別は、基準点のデータにより

判断する。各点煙源の風速は、基準点のデータを用いて適切に設定する。 
＊２４

排出源の設定は、車道部の中央に点煙源を適切に配置する。 
＊２５

排出係数は、本線部及びランプ部の走行状態を勘案し、適切に設定する。 

  (3) トンネル坑口部における予測手法 
＊２６

トンネル坑口部周辺の予測は、トンネル坑口から排出される窒素酸化物（又は浮遊

粒子状物質）の拡散濃度（トンネルからの寄与濃度）と明かり部からの拡散濃度を合

算することにより行う。 

   a.トンネルからの寄与濃度の予測方法 

   ｱ.有風時の予測 

トンネルからの寄与濃度は、以下の噴流モデルと等価排出強度モデルを組み合わ

せて予測する。 
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   i)噴流モデル 

噴流モデルでは、トンネル坑口に配置した点煙源からの拡散計算に、次式を用い

る。 
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Ｔ
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                            ･･･････(2.7) 

ＱＵＡＣ Ｔ 00                                      ････････(2.8) 

   ｋｘ
ｘＵ

Ｕ

Ｔ

Ｔ exp0                                    ･･･････(2.9) 




 ｘ
Ｗ

Ｊｙ                                    ･･･････(2.10) 




 ｘ
Ｗ

Ａ
Ｊｚ 


                                ･･･････(2.11) 

              ここで、ＣＪ(x,y,z)  ：噴流モデルによる予測地点(x,y,z)の拡散濃 

                  度(ppm又はmg/m３) 

                  Ｃ０         ：坑内濃度(ppm又はmg/m３) 

                      ＵＴ０        ：トンネル坑口からの
＊２７

吐出風速(m/s) 

                      ＵＴ(x)      ：坑口から距離ｘでのトンネル風の風速(m/s) 

                      Ｑ          ：トンネル坑口からの排出量(ml/s又はmg/s) 

                      Ａ        ：トンネル断面積(m２) 

                      Ｗ          ：トンネル坑口での道路幅(m) 

                      ｋ          ：トンネル風の減衰パラメータ 

                      σＪｙ        ：噴流モデルの水平(y)方向の拡散幅(m) 

                      σＪｚ        ：噴流モデルの鉛直(z)方向の拡散幅(m) 

                      α、β、γ  ：拡散パラメータ 

                      Ｈ          ：排出源高さ(m) 

                      ｘ      ：坑口を起点とする吐出方向距離(m) 

 
＊２８

トンネル風の減衰パラメータｋ及び
＊２９

拡散パラメータα、β、γは、既存資料を参考

に適切に設定する。 
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   ii)等価排出強度モデル 

    等価排出強度モデルでは、明かり部に配置した各点煙源からの拡散計算に次 

   式を用いる。 
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81.046.0 ｘｘ
Ｗ

ＬＥ  


 y                          ････････(2.13) 

83.031.0 ｘｘ
Ｗ

Ａ
ＬＥ 


 


 z                       ････････(2.14) 

ここで、ＣＥ(x,y,z)：等価排出強度モデルによる予測地点(x,y,z)の拡散

濃度(ppm又はmg/m３) 

                  ｑ(x)   ：各点煙源の排出量(ml/s又はmg/s） 

                     σＥｙ    ：等価排出強度モデルの水平(y)方向の拡散幅(m) 

                     σＥｚ     ：等価排出強度モデルの鉛直(z)方向の拡散幅(m) 

                     ＵＷ      ：自然風ＵＮとトンネル風ＵＴの合成風速(m/s) 

                     Ａ       ：トンネル断面積(m２)                  

                     Ｗ       ：トンネル坑口での道路幅(m)           

                     ｘＬ      ：トンネル坑口から点煙源までの距離(m) 

                     ｘ       ：点煙源から予測点までの風下距離(m) 

 
＊３０

各点煙源の排出量ｑ(x)及び
＊３１

拡散パラメータα、β、γは、既存資料を参考に適切

に設定する。また、風速ＵＷとその風向は、自然風とトンネル風をベクトル
＊３２

合成し

て設定する。 

予測地点の濃度は、噴流モデルと等価排出強度モデルにより計算した濃度をそれ

ぞれ重み付けしたのち、これらを足し合わせて求める。噴流モデルと等価排出強度

モデルの
＊３３

重み付けは、坑口からの距離に応じて適切に行う。 

   ｲ.弱風時の予測 

噴流モデルを用いて予測する。なお、拡散式は「有風時の予測」で示したとおり

である。 

   b.明かり部からの拡散濃度の予測方法 

   ｱ.有風時の予測 

プルーム式により予測する。ただし、拡散計算に用いる風速は、等価排出強度モ

デルと同様にして計算した吐出風と自然風のベクトル合成値を用いる。なお、拡散

幅は一般的な道路構造の予測方法と同様に設定する。 

   ｲ.弱風時の予測 
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パフ式により予測する。ただし、排出源の位置及び初期拡散幅に相当する時間
＊３４

ｔ０

は、トンネル風の影響を考慮して適切に設定する。 

  (4) 掘割部における予測手法 
＊３５

掘割部の予測において、
＊３６

開口部からの排出が平衡状態に達している場合は切土とみ

なし、一般的な道路構造の予測方法に準拠して予測する。一方、開口部からの排出が

平衡状態に達していない場合は、
＊３７

呼吸量モデルにより車道内濃度を計算し、車道内濃

度に基づき開口部の点煙源の排出量を設定して、プルーム式及びパフ式により予測す

る。 

   a.車道内濃度の計算 

    開口区間の
＊３８

車道内濃度は、呼吸量モデルに基づく次式により計算する。 


















 





 ｘ

ＶＡ

Ｂｑ
Ｃ

Ｂｑ

Ｇ

Ｂｑ

Ｇ
Ｃ

ｒｒ

ｅｅ exp0                   ････････(2.15) 

ここで、Ｃ  ：開口区間の車道内濃度(ppm又はmg/m３) 

                     Ｃ０  ：開口区間入口の車道内濃度(ppm又はmg/m３) 

Ｇe ：単位長さ当りの汚染物質の排出量(ml/s･m又はmg/s･m) 

ｘ  ：開口区間の入口からの距離(m) 

                     Ａr ：開口部の車道内断面積(m２) 

                     Ｂ  ：開口部の開口幅(m) 

                     Ｖr ：開口部の
＊３９

車道内風速(m/s) 

                     ｑ  ：単位呼吸量(m３/s･m２) ｑ＝ｑ*･Ｖr 

                     ｑ* ：無次元化呼吸量 
＊４０

無次元化呼吸量は、既存資料等から適切に設定する。なお、対面通行の場合は、

各々の車線の車道内濃度を求め、これを平均して車道内濃度とする。 

   b.点煙源の排出量の設定 
＊４１

開口部の点煙源の排出量は、車道内濃度に単位呼吸量及び開口幅を乗じて設定す

る。 

  (5) 換気塔における予測手法 
＊４２

換気塔周辺の予測は、点煙源を有効排出源高さＨeに配置し、プルーム式により行

う。 

換気塔の
＊４３

有効排出源高さＨeは、排出口の高さＨ０とBriggsの式を用いて計算した排

気上昇高さ⊿Ｈから求める。 
＊４４

予測に用いる気象条件は、大気安定度を考慮して適切に設定する。 
＊４５

予測に用いる拡散幅は、Huberの式に基づいて設定する。 
＊４６

ＮＯｘ変換式は、既存データを参考に適切に設定する。 

 ２）予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、影響範囲内に住居等の保全対象が立地する地域及 び

立地することが予定される地域を設定する。 
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 ３）予測地点 

 

予測地点は、予測地域の中から、道路構造及び交通条件が変化するごとに区間を分割

し、その区間において地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれがある地点、保全

すべき対象等への影響を的確に把握できる地点の観点から設定する。 

2.1.6-3  参考手法より詳細な予測の手法 

 道路構造が複雑な場合で、かつ、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合、

あるいは対象地域が通常より拡散しにくい地形を有する場合で、かつ、環境影響の程度が

著しいものとなるおそれがある場合は、参考手法に他の手法を組み合わせて
＊４８

予測する。 

2.1.6-4  予測の不確実性 

 新規の予測手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合において、
＊４９

予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案し

て必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならな

い。 

 

 

「二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）に係る環境影響を的確に把握できる地点」 

とは、原則として
＊４７

地上1.5ｍの高さとする。但し、高架構造等の道路で、当該道路

の近傍に中高層住宅等が存在する場合は、必要に応じて高架構造等の高さと同等の

高さを選定する。 
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【解 説】 

「2.1.6-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を、「技術指針通達第８の１(2)及び２(2)」を踏まえて具体的に示した。また、

「2.1.6-3  参考手法より詳細な予測の手法」は、「2.1.4  調査及び予測の手法の選定 

２)参考手法より詳細な手法を選定する場合」に該当する予測手法である。これらの予測

手法は、入手可能な情報の程度により、評価に対して、合理的に十分対応できる手法で

ある。 

また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる大気質を、当該事業以外の事業に対する環境影響評

価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

浮遊粒子状物質：自動車の走行 

一 予測の基本的な手法 

プルーム式及びパフ式による計算 

二 予測地域 

調査地域のうち、浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係

る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測地点 

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における浮遊粒子状物質に

係る環境影響を的確に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

計画交通量の発生が見込まれる時期 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

二酸化窒素：自動車の走行 

一 予測の基本的な手法 

プルーム式及びパフ式による計算 

二 予測地域 

調査地域のうち、二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素に係る環境影

響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測地点 

二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて予測地域における二酸化窒素に係る環境

影響を的確に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

計画交通量の発生が見込まれる時期  
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*1「予測に必要な道路条件」 

二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の予測に必要な道路条件としては、「道路構

造」、「車道部幅員」、「路面高さ」、「道路勾配」がある。これらは、「2.1.1 

事業特性の把握」で把握した事項を基本に設定する。 

*2「必要に応じて」 

施設が部分的に完成し供用されるとき（暫定供用・部分供用）は、一般に事業計

画の目標時期に比べて影響が小さい。しかし、対象道路周辺の道路網の整備状況等

によっては、これらの時期の交通量が目標時期の交通量を上回ることも考えられる。

このような状況が生じる時期をＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の

実施の段階で設定できる場合には、当該時期の予測も行うものとする。 

*3「類似地点における交通量の時間変動等」 

類似地点とは、近隣の道路であって、その交通特性が類似していると考えられる

道路における地点をいう。また、交通量の時間変動係数は、類似地点の道路交通セ

ンサスのデータ等を利用して設定する。 

*4「法定速度」 

車種分類別の法定速度としては、表－2.1.3 の値を用いるものとする。 

表－2.1.3 法定速度  

道路種別 大型車類 小型車類 

高速自動車国道     80km/h   100km/h 

その他の道路     60km/h     60km/h 

 

*5「沿道環境の保全の観点から適切な値」 

「沿道環境の保全の観点から適切な値」として、自動車専用道路の場合、沿道環

境の保全の観点から、必要に応じ法定速度（又は規制速度）よりも 10km/h 程度高め

の走行速度とすることができる。 

また、自動車専用道路以外の道路（以下、一般道路という）の場合は、信号交差

点により走行速度が低下し、排出係数が増加する場合もあることから、適切な平均

走行速度を設定する。平成 11 年度の道路交通センサスデータのうち、自動車専用道

路を除く４車線以上の一般国道の旅行速度を考慮した結果、表－2.1.4 の平均走行

速度が得られた。これを目安に、一般道路の走行速度を設定することができる。 

 

表－2.1.4 一般道路における平均走行速度の目安 

法定速度又は規制速度 平均走行速度の目安 

60 km/h 45 km/h 

50 km/h 40 km/h 

40 km/h 30 km/h 

 

なお、近傍に走行状態が類似すると考えられる道路がある場合には、当該道路の

平均走行速度を用いることができる。
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*6「大型車類・小型車類の２車種分類」 

２車種分類に対応する車両プレート番号は、表－2.1.5 のとおりである。 

 

表－2.1.5 車種分類に対応する車種プレート番号 

２車種分類 細 分 類 対応するプレート番号 

区 分 旧区分 

小型車類 乗用車 軽乗用車 50～59（黄又は黒） 
３S及び３３S 
８S及び８８S  

乗用車 ３、30～39及び300～399 
５、50～59及び500～599 
７、70～79及び700～799 

小型貨物車 軽貨物車 40～49（黄又は黒） 
３S及び３３S 
６S及び６６S 

小型貨物車 
（貨客車を含む）

４、40～49及び400～499 
６、60～69及び600～699 

大型車類 普通貨物車 普通貨物車類 １、10～19及び100～199 

特種（殊）車 ８、80～89及び800～899 
９、90～99及び900～999 
０、00～09及び000～099 

バス バス ２、20～29及び200～299 

 注１）細分類の｢区分｣は、平成 11 年度以降に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分に当たる。 
 注２）細分類の｢旧区分｣は、平成 10 年度以前に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分に当たる。 
 注３）プレート番号の｢（黄又は黒）｣は、「黄地に黒文字又は黒地に黄字」を意味する。 
 注４）プレート番号の添字Ｓは、小型プレートを意味する。 

 

*7「参考予測手法」 

道路構造には、一般的な道路構造（平面、高架、盛土、切土）と特殊な道路構造

（インターチェンジ、トンネル坑口、掘割、換気塔）がある。特殊な道路構造にお

いては、道路構造ごとのモデルも組み合わせて予測するが、いずれもプルーム式及

びパフ式が中心となっている。 

一般的な道路構造における大気質濃度の予測計算手順は、図－2.1.2 に示すとお

りである。なお、窒素酸化物については、窒素酸化物の年平均値を計算し、これを

ＮＯx   変換式により二酸化窒素の年平均値に変換して予測結果とする。 
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図－2.1.2 一般的な道路構造における大気質濃度の予測計算手順 

 

*8「予測は年平均値」 

年平均値で予測する理由は、以下のとおりである。 

１）道路近傍における大気質の濃度は、交通、気象等の影響を受けて複雑に変化し

ている。現在の技術レベルにおいて、このように複雑に変化する大気質濃度を忠

実に説明できる予測手法は実用化されていない。一般に提案されている拡散式及

び拡散パラメータは、種々の条件下において測定されたデータを統計的に処理し

て得られたものであり、基本的には平均的な濃度を計算する手法である。 

２）特に問題となる高濃度日又は高濃度時間における交通量、気象等の条件を既存

の長期観測データから分析した場合、高濃度日の出現に特徴的な風系等について

いくつかの知見が得られている。しかし、将来の高濃度日について確率的な予測

を行う手法が確立されていないため、現時点においては高濃度日、高濃度時間に

ついての予測はむずかしい。 

３）総量規制等の実施例においても年平均値予測が採用されており、年平均値を対

象とした予測は一般的な方法と考えられる。 

*9「プルーム式」、「パフ式」 

沿道地域の大気質の拡散予測手法には多くの手法があるが、その主な予測方法は、

図－2.1.3のとおりである。 

気象データの整理

・風向・風速の時間値データ

・平均走行速度

・予測点位置

排出源位置の設定

車種別走行速度別の排出係数

排出源高さの風速の推定

気象条件の設定

・有風時弱風時の年間の時間別

　出現割合

・年平均時間別風向出現割合

・年平均時間別風向別平均風速

道路条件の設定 交通条件

・車道部幅員 ・時間別交通量

・道路構造、路面位置

・車種構成比

拡散幅等の設定

時間別平均排出量の計算

有風時：プルーム式

弱風時：パフ式

年平均時間別濃度の算出

年平均濃度の算出

浮遊粒子状物質

対象道路の年平均濃度

予測地点の年平均濃度

窒素酸化物→二酸化窒素 ＮＯｘ変換式

将来のバックグラウンド濃度

拡散式による基準濃度の計算
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予測方法     大気拡散式（解析解）    プルームモデル 

パフモデル 

統計的方法         回帰モデル 

模型実験          風洞実験 

水槽実験 

野外拡散実験        トレーサーガスによる拡散実験 

類似事例による推定     類似箇所での事例 

その他適切な方法      数値解析モデル    差分法 

有限要素法 

図－2.1.3 大気質の予測方法 

 

これらの予測手法の適用性の目安を、表－2.1.6 に示す。 

表－2.1.6 予測手法の適用性の目安 

予測手法 地形における適用性 道路構造における適用性 

一般地形部 谷地形等 一般的な 
道路構造 

特殊な 
道路構造 

大気拡散式 ◎       △注1) ◎       ○ 

統計的方法 ○       × ○       × 

模型実験 －       △注2）注3） －       ○ 

野外拡散実験 －       △注2）注3) －     △注4) 

類似事例による推定 ○       △ ○       △ 

数値解析モデル －       △注3) －       △注3) 

注）表中の記号の意味は次のとおり。◎印：「最も適する」、○印：「適する」、△印：「条件によ

っては適さない場合がある」、×印：「適さない」、－印：「通常は必要としない」 
注１）地形条件によっては補完が必要。注２）大気拡散式の補完方法として有用な方法。 

注３）妥当性の検証が必要。注４）類似構造での実験となり、類似性の検討が必要。 

 

図－2.1.3 に示した予測手法はそれぞれ特徴を有しているが、プルーム式及びパ

フ式による計算は広い範囲にわたって適用できる。一般的な道路構造はもとより、

特殊な道路構造においても、プルーム式及びパフ式による計算を基本とし、その特

殊な道路構造を反映するモデルを組み合わせることにより予測ができる。更に、プ

ルーム式及びパフ式は、計算が容易なため汎用的な手法であり、これまでの調査・

研究の資料が豊富に蓄積され、他の手法に比べて検証が十分になされている。プル

ーム式及びパフ式による計算を参考手法としたのは、このような理由による。 

もともとのプルーム式及びパフ式は、拡散場が平坦であること、拡散係数が拡散

場で一定であることなどを仮定して導かれたものである。しかし、予測に用いるに

は、単に物理的な拡散係数そのものを与えるのではなく、実測や実験に基づいて設

定された拡散幅等を与えるので、統計モデルあるいは経験式といった性格も有して

いる。すなわち、プルーム式及びパフ式を広範囲にわたって適用可能としているの

は、種々の道路構造及び気象条件に対して、現実の拡散濃度に基づき各種パラメー

タを設定しているためである。 
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*10「拡散幅」５） 

１）沿道の拡散幅 

一般に、拡散幅は大気安定度の影響を受けて変化する。日射を強く受けると大気

が不安定になり、大気の流れが乱れるため、拡散幅は大きくなる。日射がなくなる

と 大 気 の 流 れ は 安 定 し 、 拡 散 幅 は 小 さ く な る 。 こ の た め 拡 散 幅 は 、 通 常 

Pasquill-Gifford の拡散幅にみられるように大気安定度別に設定されている。 

一方、これまでの沿道の拡散実験結果によると、沿道においてはわずかに大気安

定度の拡散幅への影響がみられるものの、全体的にその影響は小さい６）７）。その理

由は、道路周辺や地表付近においては、大気安定度の影響よりも、周辺条件による

影響の方が大きいためである。最も影響すると考えられる要因は、道路両側の建物

及び道路構造による風の乱れである。くわえて、道路を走行する自動車によっても

風が乱れる。これらの要因が重なって沿道では沿道から離れた背後地よりも大気安

定度の影響が小さくなっているものと考えられる８）。この点に関して、沿道周辺及

び道路から約 200～300m 離れた背後地における大気安定の発生頻度やその状況を、

鉛直方向の気温差を指標として通年の現地観測により確認したところ、強安定の発

生頻度は、背後地に比べて、沿道周辺では少ない状況であった９）。沿道における拡

散幅を大気安定度別に設定していないのは、このような理由による。 

２）プルーム式に使用する拡散幅の根拠 

(1) 鉛直方向の拡散幅σｚ 

鉛直方向の拡散幅は、直角風における大気質濃度の実測値又はトレーサーガス

濃度と正規型プルーム式で得られる計算値との残差の平方和が最小になるよう

に求める方法により調査している。これらの調査６）１０）で求めた鉛直方向の拡散

幅は、図－2.1.4 のとおりである。Pasquill-Gifford 図（以下「Ｐ－Ｇ図」とい

う）の拡散幅と比べると、大気安定度が中立Ｄの時より、調査で求めた拡散幅は

大きな値となっている。一般に、Ｐ－Ｇ図などの拡散パラメータは大気安定度別

に与えられている。しかし、上記の調査結果あるいはこれまでの道路周辺におけ

る調査例では必ずしも大気安定度と拡散幅との関係が明確とはいえないことか

ら、大気安定度と関わりなく拡散幅を設定した。 

道路構造の違いによる拡散幅への影響については、高架や盛土などでは道路構

造自体によって風が乱されるため、拡散幅は多少大きくなると考えられる。しか

し、実測値による鉛直方向の拡散幅は、道路構造別に明確な違いが確認されてい

ない。したがって、拡散幅を道路構造別に設定するには至らなかった。 
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図－2.1.4 有風時における鉛直方向の拡散幅６） 

 

遮音壁を設置している箇所では、遮音壁により風が乱されるため初期拡散幅の

増加が考えられる。風洞模型実験では、高さ３ｍ、５ｍ、８ｍの遮音壁を設置し

た場合、遮音壁が高くなるほど初期拡散幅が増加する傾向がみられた。一方、３ｍ  

及び５ｍの遮音壁が設置された沿道のトレーサー実験によれば、図－2.1.5 のと

おり初期拡散幅は約４ｍで、遮音壁がない場合との違いが確認された６）。このた

め、現段階では、高さ３ｍ以上の遮音壁が設置されている場合は、一定の初期拡

散幅を与えることとした（高架道路の壁高欄のみの場合を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.5 遮音壁が設置された場合の有風時における鉛直方向の拡散幅６） 

 

以上の考察に基づき、鉛直方向の拡散幅は大気安定度及び道路構造によらず、

遮音壁がない場合は初期拡散幅を 1.5ｍ、高さ３ｍ以上の遮音壁がある場合は初

期拡散幅を 4.0ｍとして、σｚ＝σｚ０＋0.31Ｌ０.８３ と設定した。 

なお、遮音壁が設置され、初期拡散幅との関係について適切な資料が得られる
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場合には、その資料に基づいて初期拡散幅を設定することができる。 

(2) 水平方向の拡散幅σｙ 

水平方向の拡散幅σｙは、点源放出トレーサー実験のトレーサーガス濃度とプ

ルーム式で得られる計算値との残差の平方和が最小になるように求める方法に

より調査している。この調査６）で求めた水平方向の拡散幅は、図－2.1.6 のとお

りである。調査結果からは、拡散幅を道路構造別に設定するまでには至っていな

い。しかし、平面道路の拡散幅は他の道路構造と比べ小さくなる傾向がみられた。

初期拡散幅は、自動車排出ガスが車道部上に拡がっているとみなすと、車道部幅

員Ｗの半分程度と推定される。したがって、初期拡散幅をＷ/2 とし、平面道路の

場合の値から、水平方向の拡散幅をσｙ＝Ｗ/2＋0.46Ｌ０.８１と設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.6 有風時における水平方向の拡散幅７） 

 

３）パフ式に使用する拡散幅等７）１０） 

積分型簡易パフ式は、拡散幅を時間の１次関数（σｙ＝αｔ、σｚ＝γｔ）と仮定

することにより簡略化し、ｔ＝∞まで積分することにより解析的に導かれたもので

ある。そこで、車道部端における水平方向の拡散幅σｙが車道部幅員Ｗ(m)の１/２

となるまでの時間を初期拡散幅に相当する時間ｔ０として、水平方向の拡散幅につ

いては点煙源トレーサー実験から、また鉛直方向の拡散幅については実測値から、

いずれも拡散幅を表す時間の１次関数から求める方法により調査した。その結果、

水平方向の拡散幅に関する係数αは、図－2.1.7 に示すように 0.3 と設定した。一

方、鉛直方向の拡散幅は、昼夜で有意な差が認められた。これは、秋期から冬期の

風が弱く晴れた日の夜間に発生しやすい接地逆転層によるものと考えられた。そこ

で、鉛直方向の拡散幅に関する係数γは、図－2.1.8 に示すように昼間 0.18、夜間

0.09 と設定した。 
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図－2.1.7 弱風時における水平方向の拡散幅７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.8 弱風時における鉛直方向の拡散幅７） 

 

*11「予測に用いる気象条件は、気象データから適切に設定」 

予測に用いる気象条件は、気象データから排出源高さの風速をべき乗則の式を用

いて推定し、その結果に基づいて以下の項目を整理する。プルーム式及びパフ式の

適用の判断は、ここで整理された気象データ（排出源高さの風速）に基づいて行う。 

  ①有風時及び弱風時の年間の時間別出現割合 

  ②有風時の年平均時間別風向出現割合 

  ③有風時の年平均時間別風向別平均風速 

予測の気象条件として年平均時間別値を用いる理由は、次のとおりである。 

そもそも年平均値の予測は、ある年に観測した気象データが予測目標年次に同様

に出現すると仮定して行うものである。毎年出現する気象条件は、任意の日時に全
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く同じ気象条件が常に出現するというものではない。しかし、年間という期間で統

計的にみた場合には、それぞれの気象条件が同様の頻度で出現することが分かって

いる。したがって、予測に用いる気象条件としては、気象の出現状況を統計的にと

らえた年平均時間別値が妥当であると判断した。 

なお、有風時における年平均時間別の風速の与え方については、年平均時間別平

均風速を与える方法と年平均時間別風向別平均風速を与える方法がある。総じて大

きな差はないが、後者の与え方がより精度よく予測することができるため、有風時

における年平均時間別の風速は年平均時間別風向別平均風速を採用することとした。                                      

気象条件は、例えば表－2.1.7 により整理するとよい。 

 

表－2.1.7 気象条件の整理例 

項目 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
出現頻度(%)
平均風速(m/s)

出現頻度(%)
平均風速(m/s)

出現頻度(%)
平均風速(m/s)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

出現頻度(%)
平均風速(m/s)

出現頻度(%)
平均風速(m/s)

出現頻度(%)
平均風速(m/s)

出現頻度(%)
平均風速(m/s)

昼夜の
別

有風時の出現頻度

1

2

3

時刻
弱風時出
現頻度(%)

22

23

24

全日
 

 

*12「風速は、既存の方法を参考に適切に推定」 

排出源高さの風速は、次のべき乗則の式を用いて推定する。この式は、接地気層

と外部境界層の下層を含む高度約 200～300ｍ以下の大気中の風速の鉛直分布を表

す経験式として示されているものである。 

           Ｕ＝Ｕ０(Ｈ/Ｈ０)
Ｐ

                    ･･･････････(解説 2.1) 

              ここで、Ｕ ：高さＨ(ｍ)の風速(m/s) 

                      Ｕ０ ：基準高さＨ０の風速(m/s) 

                          Ｈ  ：排出源の高さ(m) 

                          Ｈ０ ：基準とする高さ(m) 

                      Ｐ ：べき指数 

べき指数Ｐは、地表面粗度が増すと大きくなる傾向があり、土地利用の状況に合

わせて設定する。一般に、各種土地利用の状況に対するべき指数Ｐの目安は、表－

2.1.8 に示すとおりである１１）。 

表－2.1.8 土地利用の状況に対するべき指数Ｐの目安 

土地利用の状況 べき指数 

市街地 １／３ 

郊外 １／５ 

障害物のない平坦地 １／７ 
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*13「排出源高さの風速」 

地表面付近の風速は、地表面粗度により鉛直方向に変化する。このため、自動車

からの排出ガスの拡散を支配すると考えられる排出源高さの風速を拡散計算の入力

条件とする。 

*14「車道部の中央に適切な区間及び間隔で」５） 

プルーム式及びパフ式は、基本的には排出ガスが煙突のような点状の煙源から排

出される場合に適用される式である。これに対して道路から排出される自動車排出

ガスの拡散は、走行する自動車という線状の煙源からの拡散である。したがって、

点煙源タイプの拡散式を適用するには、解析的に積分を行った式を用いるか、ある

いは道路延長方向に点煙源を数多く配置し、各点煙源による濃度を足し合わせると

いう手法を用いる必要がある。ここでは、点煙源による濃度を足し合わせるという

手法を用いることとし、点煙源は以下のように設定する。(図-2.1.9 参照) 

点煙源は、原則として車道部の中央に、予測断面を中心に前後合わせて 400ｍの

区間に配置する。その際、点煙源の間隔は、予測断面の前後 20ｍの区間で２ｍ間隔、

その両側それぞれ 180ｍの区間で 10ｍ間隔とする。ただし、対象道路に対して平行

風が卓越し、予測濃度に影響を与えるおそれがあると予想される場合は、必要に応

じ道路縦断方向の配置距離を前後合わせて 1,000ｍにわたり配置するものとする
12)。また、上下車線が水平あるいは鉛直方向に離れていて、車道部中央に点煙源を

配置すると拡散現象を適切に表現できないと判断される場合には、上下車線ごとに

点煙源を配置する。 

歩道部 点煙源 排出源高さ(1m)

予測断面

道路幅員

車道部幅員(W)

10
@

2=
20

m
20

0m18
@

10
=

18
0m

Ｌｃ

 
図－2.1.9 点煙源の配置 
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*15「適切な高さに設定」５） 

排出源の高さは、道路構造別に以下に示す高さを基本に設定する。 

     平面  ：路面高さ＋１ｍ 

     盛土  ：(路面高さ＋１ｍ)/２ 

     切土、高架、遮音壁がある場合：仮想路面高さ＋１ｍ 

これらを図－2.1.10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.10 排出源高さの設定 

 

平面道路においては、実際の自動車の排気管の高さ（0.2～0.5ｍ）及び排出され

たガスが自動車の走行による風の回り込み等により上方へ拡散されることを考慮し

て、排出源高さを「路面高さ＋１ｍ」と設定している。 

盛土道路においては、風が盛土法面に沿って流れるため、平面道路と同様に「路

面高さ＋１ｍ」として拡散計算すると地表面付近では過小評価となる。この場合、

「(路面高さ＋１ｍ)/２」として計算した方が実測値との整合がよくなることから、

排出源高さを「(路面高さ＋１ｍ)/２」と設定している。 

切土、高架あるいは遮音壁を設置している道路においては、風洞模型実験の結果

によれば、切土法面や遮音壁等の影響により排出ガスが上方へ拡散され、排出源高

さが遮音壁等の高さに対応して見かけ上高くなる。この現象を考慮して、切土道路

においては周辺地盤位置に、また壁高欄のある高架道路及び遮音壁を設置している

道路においてはそれらの上端に仮想路面を想定し、排出源高さを「仮想路面高さ＋

１ｍ」と設定している。なお、ここに記述されていない道路にあっても、同様の考

え方を基本として排出源高さを設定する。 

*16「時間別平均排出量」５） 

窒素酸化物（又は浮遊粒子状物質）の時間別平均排出量は、次式により求める。 
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              ここで、 Ｑｔ ：時間別平均排出量（mｌ/m･s(又は mg/m･s)） 

                  Ｅｉ ：車種別排出係数（g/km・台） 

                  Ｎｉｔ：車種別時間別交通量（台/h） 

                  Ｖｗ ：換算係数（mｌ/g(又は mg/g)） 

                         窒素酸化物の場合：20℃、１気圧で、523mｌ/g 

（窒素酸化物の排出係数が、シャシダイナモ試験により得られた濃度

をすべて二酸化窒素として質量に換算することにより与えられて

いることから、その排出量を求めるには二酸化窒素として体積換算

することになる。） 

          浮遊粒子状物質の場合：1000mg/g 

（排出係数及び排出量が質量で与えられているため、体積換算する必

要はない。ただし、排出係数の g を mg に換算する。） 

なお、時間別平均排出量の設定において、設定した平均走行速度が車種によって

異なる場合は、車種毎の走行速度に対応する排出係数に車種別時間別交通量を乗じ、

車種別時間別平均排出量を合計して、時間別平均排出量を求める。 

*17「予測に用いる排出係数」 

予測に用いる排出係数１３）を表－2.1.9 に示す。これらの排出係数は、実走行モード     １４）

に基づくシャシダイナモ試験の結果及び平成22年 7月に示された自動車排出ガス量

の許容限度に関する中央環境審議会の第十次答申による挑戦的目標までの自動車排

出ガス規制・低減対策に基づいて、平成 42 年度を予測対象として設定されたもので

あり、排気管由来のみを対象としたものである。平均走行速度が 110km/h を超える小

型車類及び 90km/h を超える大型車類の排出係数は、シャシダイナモ試験により自動

車の排出ガス量のデータを取得し、排出ガス規制を加味した上で後述する車種構成

比及び平均半積載重量を用いることによって算出することができる。 

ただし、別途調査結果に基づいて適切に車種別の排出係数が設定できる場合には、

その値を用いることができる。 

なお、予測断面付近において、縦断勾配のある区間が相当長く続く場合には、必

要に応じ、排出係数を補正することが望ましい。縦断勾配による排出係数の補正係

数１３）を表－2.1.10（又は表－2.1.11）に示す。 
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表－2.1.9 予測に用いる排出係数(g/km･台)１３） 

項 目 窒素酸化物(ＮＯｘ) 浮遊粒子状物質(ＳＰＭ) 

車 種 小型車類 大型車類 小型車類 大型車類 

平
均
走
行
速
度 

  20㎞/h 0.073 0.594 0.001461 0.011240 

  30 0.059 0.450 0.000893 0.008435 

  40 0.048 0.353 0.000540 0.006663 

  45 0.044 0.319 0.000433 0.006037 

  50 0.041 0.295 0.000369 0.005557 

  60 0.037 0.274 0.000370 0.004995 

  70 0.037 0.289 0.000537 0.004925 

  80 0.040 0.340 0.000868 0.005321 

  90 0.048 0.425 0.001362 0.006167 

 100 0.059 - 0.002018 - 

 110 0.075 - 0.002836 - 

  注）排出係数設定のための近似式 
 (小型車類のＮＯｘ排出係数)=-0.19696891 ／Ｖ-0.00266758  Ｖ+0.00002001  Ｖ２+0.12803385 
 (大型車類のＮＯｘ排出係数)= 1.51907564 ／Ｖ-0.02047372  Ｖ+0.00017190  Ｖ２+0.85845306 
 (小型車類のＳＰＭ排出係数)= 0.0066267499／Ｖ-0.0000858465Ｖ+0.0000008010Ｖ２+0.0025264717 
 (大型車類のＳＰＭ排出係数)= 0.0733023707／Ｖ-0.0002637561Ｖ+0.0000021092Ｖ２+0.0120059692 

ここで、排出係数     ：ｇ／ｋｍ･台 
平均走行速度（Ｖ）：ｋｍ／ｈ 

       上記の式を適用できる範囲は、小型車類が 20～110km/h、大型車類が 20～90km/h とする。 

 

表－2.1.10 窒素酸化物の排出係数の縦断勾配による補正係数１３） 

車 種 速度区分 縦断勾配i(%) 補正係数 

小型車類 60km/h未満  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.40ｉ 
１＋0.08ｉ 

60km/h以上  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.31ｉ 
１＋0.16ｉ 

大型車類 60km/h未満  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.52ｉ 
１＋0.15ｉ 

60km/h以上  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.49ｉ 
１＋0.20ｉ 

                                                                          

表－2.1.11 浮遊粒子状物質の排出係数の縦断勾配による補正係数１３） 

車 種 速度区分 縦断勾配i(%) 補正係数 

小型車類 60km/h未満  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.50ｉ 
１＋0.08ｉ 

60km/h以上  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.76ｉ 
１＋0.13ｉ 

大型車類 60km/h未満  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.25ｉ 
１＋0.11ｉ 

60km/h以上  ０＜ｉ≦４ 
－４≦ｉ＜０ 

１＋0.39ｉ 
１＋0.12ｉ 
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シャシダイナモ試験結果に挑戦的目標までの自動車排出ガス規制・低減対策を加

味して得られた代表車種の排出係数原単位は、表－2.1.12（又は表－2.1.13）のと

おりである。これらに代表される排出係数原単位に、乗用車類の場合は車種構成比

と年式別車両構成比を、貨物車類の場合は車種構成比と平均半積載重量、年式別車

両構成比を乗じて合成することにより小型車類・大型車類別の排出係数を設定した。

排出係数の合成に用いた車種構成比及び貨物車類の平均半積載重量、年式別車両構

成比は、図－2.1.11、表－2.1.14 のとおりである。なお、同表における例えば２年

前の年式別車両構成比とは、予測年に走行している車両に占める予測年から２年前

に初度登録された車両の割合である。 
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表－2.1.12 代表８車種の窒素酸化物の排出係数原単位(半積載・2018 年式以降)１３） 

【ガソリン車】                        (単位：乗用車は g/km、貨物車は g/km･t) 

平均走行速度 
(km/h) 

ガソリン 
乗用車 

ガソリン 
貨物車軽量 

ガソリン 
貨物車中量 

ガソリン 
貨物車重量 

     20 0.062 0.050 0.040 0.040 

     40 0.042 0.033 0.029 0.029 

     60 0.028 0.025 0.023 0.023 

     80 0.027 0.033 0.024 0.024 

    100 0.040 0.059 0.030 0.030 

    110 0.051 0.079 0.036 0.036 

【ディーゼル車】 

平均走行速度 
(km/h) 

ディーゼル 
乗用車 

ディーゼル 
貨物車軽量 

ディーゼル 
貨物車中量 

ディーゼル 
貨物車重量 

     20 0.150 0.041 0.073 0.049 

     40 0.082 0.027 0.044 0.029 

     60 0.070 0.023 0.039 0.023 

     80 0.093 0.028 0.050 0.028 

    100  0.147 0.041 0.077 0.045 

    110 0.186 0.051 0.096 0.058 

 

表－2.1.13 代表８車種の浮遊粒子状物質の排出係数原単位(半積載・2010 年式以降)１２） 

【ガソリン車】                         (単位：乗用車は g/km、貨物車は g/km･t) 

平均走行速度 
(km/h) 

ガソリン 
乗用車 

ガソリン 
貨物車軽量 

ガソリン 
貨物車中量 

ガソリン 
貨物車重量 

     20 0.000838 0.000741 0.002237 0.002237 

     40 0.000131 0.000364 0.000475 0.000475 

     60 0.000000 0.000212 0.000025 0.000025 

     80 0.000339 0.000368 0.001346 0.001346 

    100 0.001253 0.000850 0.004528 0.004528 

    110 0.001913 0.001214 0.006828 0.006828 

【ディーゼル車】 

平均走行速度 
(km/h) 

ディーゼル 
乗用車 

ディーゼル 
貨物車軽量 

ディーゼル 
貨物車中量 

ディーゼル 
貨物車重量 

     20 0.03550 0.002694 0.002041 0.000919 

     40 0.002704 0.001876 0.001737 0.000593 

     60 0.002127 0.001580 0.001657 0.000443 

     80 0.001996 0.001694 0.001773 0.000456 

    100 0.002348 0.002198 0.002077 0.000627 

    110 0.002709 0.002594 0.002300 0.000773 

 



 - 2-1-43 -

 

                                               車種構成比・平均半積載重量 

ガソリン車        (97.6%) 

乗用車類  

 (77.9%)        ディーゼル車      ( 2.4%) 

小型車類 

軽量(28.5 % ; 1.39t) 

ガソリン車        中量(25.2 % ; 2.00t) 

重量( 0.03% ; 2.78t) 

貨物車類 

(22.1%)                            軽量( 1.8% ; 1.39t) 

ディーゼル車       中量(31.1% ; 2.39t) 

重量(13.4% ; 3.57t) 

 

軽量( 0.2 % ; 1.40t) 

ガソリン車        中量( 2.0 % ; 2.38t) 

重量( 0.1 % ; 3.56t) 

大型車類 

軽量( 0.01% ; 1.46t) 

ディーゼル車       中量( 2.8 % ; 2.60t) 

重量(94.9 % ;11.84t) 

図－2.1.11 排出係数の合成に用いた車種構成比及び平均半積載重量１３） 

 

表－2.1.14 年式別車両構成比１３）

車 種 年式別車両構成比（％） 

当該年 １年前 ２年前 ３年前 ４年前 ５年前 ６年前 ７年前 ８年前 ９年前

小型車類 6.54 10.03 10.08 10.22 9.45 8.22 7.29 6.44 6.28 5.40 

大型車類 3.77 8.40 9.36 10.84 9.95 9.52 9.21 6.55 5.64 5.39 

 

車 種 年式別車両構成比（％） 

10年前 11年前 12年前 13年前 14年前 15年前 16年前 17年前 18年前 19年以上前

小型車類 4.41 4.07 4.10 2.77 1.80 1.01 0.66 0.45 0.33 0.45 

大型車類 3.55 3.08 3.75 3.10 2.75 1.58 1.04 0.81 0.76 0.95 

 

なお、排出ガス規制等は、省令第二十五条第４項の「国又は関係する地方公共団

体が実施する環境の保全に関する施策の効果」に相当する。将来の排出ガス規制の

効果を見込む場合は、同項の規定に従い、単体規制の内容を評価書等において明記

することとする。 

排気管一次粒子以外の浮遊粒子状物質の一部である粉じんの排出係数に関する調

査が、交通状況が類似（日交通量約５万台、大型車混入率約２割）で沿道の裸地率

が異なる複数地点において実施されている１５)。調査結果を元に算出した排出係数

と沿道の裸地率の関係は図－2.1.12 のとおりであり、裸地率が低下すると排出係数

は０に近づく。 

この結果より、沿道に裸地が存在しない地点では粉じんの影響を考慮する必要性

は低い。 

裸地率が高い地点においても、交通状況よりも風況に追随して粉じんの排出量が
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変化している傾向がみられた。すなわち、粉じんの影響はバックグラウンド濃度に

含まれ、自動車の走行に伴う排出量は小さいと考えられる。 

なお、タイヤ摩耗や路面摩耗により発生する粉じんの影響については、ゴムやア

スファルトの成分分析を行った結果より、沿道の裸地の影響に比べて 1 オーダーか

ら 2 オーダー小さいと考えられる。 
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凡例：季節および風速階級

 
図－2.1.12 裸地率と排気管一次粒子以外の浮遊粒子状物質(粉じん)の排出係数の関係 

 

浮遊粒子状物質の一部である微小粒子状物質については、中央環境審議会答申による

と、その発生源は多岐にわたり大気中の挙動も複雑であることから、当面、科学的知見

の集積が必要であるといわれている１６）。また、全国的な大気環境監視結果によれば、

都市域の一般的な場での濃度と沿道周辺での濃度は、近年、ほぼ同値となっている１７）。

これらの状況から、道路事業の環境影響評価において微小粒子状物質を予測することの

必要性は、現時点では低いものと考えられる。 

*18「有風時及び弱風時」５） 

拡散計算では、単位風速のときの単位排出量の濃度（基準濃度）を計算しておく

と便利である。この基準濃度は、有風時と弱風時に分け、有風時は風向別基準濃度

Ｒws、弱風時は昼夜別基準濃度Ｒcｄｎを計算する。 

有風時の風向別基準濃度Ｒws は、予測点と各点煙源の位置、風向及び道路条件等

から拡散幅（σｚ,σｙ）及び距離（Ｈ,ｘ,ｙ,ｚ）を定め、これらをプルーム式に代

入して拡散計算を行い、各点煙源ごとに求められた予測点の濃度を足し合わせて計

算する。このときに使用する単位風速及び単位排出量の値は、次のとおりとする。 

風 速：ｕ＝１(m/s)注） 

排出量：Ｑ＝１(mｌ/m･s 又は mg/m･s)注）×各点煙源が代表する道路延長(m) 

注）風速及び排出量の単位はそれぞれ m/s、ml/m･s（又は mg/m･s）で

あるが、式(解説 2.6)との関係から、いずれも無次元として扱う。 

なお、プルーム式を適用して基準濃度を計算する場合のＨ,ｘ,ｙ,ｚは、以下のよ

うに設定する。Ｈは排出源高さであり、その設定方法は*15「適切な高さに設定」を

参照のこと。ｘ及びｙは、風向θを図－2.1.13 のようにとると、次式で表される。 
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ｘ＝ Ｘ０･sinθ＋Ｙ０･cosθ                      ･････(解説 2.3) 

ｙ＝－Ｘ０･cosθ＋Ｙ０･sinθ                      ･････(解説 2.4) 

また、ｚは予測点の高さであり、地表面からの高さとする。これは、一般的にプル

ームモデルにおいては、煙流の中心軸が地表面に平行になると考えられるためで、

地盤の傾斜や地形の凹凸により排出源と予測点の地盤高さが異なる場合でも、この

高低差を考慮せずに地表面からの高さとしてよい(図－2.1.14 参照)。 

パフ式においても同様にＨ,ｘ,ｙ,ｚを設定する。ただし、パフ式においては

ｘ２＋y２    を用いることから、ｘ及びｙの設定においては適当な方向を用いるか、

ｘ２＋ｙ２    の代わりにＸ０
２＋Ｙ０

２(＝Ｄ２＝ｘ２＋ｙ２)を用いて計算することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  図－2.1.13 ｘ，ｙのとり方         図－2.1.14 ｚのとり方 

 

弱風時の昼夜別基準濃度Ｒcｄｎは、パフ式に有風時と同様の距離（Ｈ,ｘ,ｙ,ｚ）、

排出量及び拡散幅等（ｔ０,α,γ）を代入して拡散計算を行い、昼夜別に計算する。 

*19「重ね合わせ」５） 

年平均濃度は、式(解説 2.5)及び式(解説 2.6)を用いて計算する。平面道路と高架

道路が併設される場合など、予測対象の道路が複数となる場合には、それぞれの道

路について求めた濃度を足し合わせて求める。 

24

24

1

 ｔ

ｔＣａ

Ｃａ                                  ･････････(解説 2.5) 

   ｔ
ｓ

ｔｄｎｔｓｔｓｓ ＱｆｃＲｃｆｗｕｗＲｗＣａ 







 



16

1

          ･･･(解説 2.6) 

         ここで、Ｃa  ：年平均濃度(ppm 又は mg/m３) 

                 Ｃaｔ ：時刻ｔにおける年平均濃度(ppm 又は mg/m３) 

                 Ｒwｓ ：プルーム式により求められた風向別基準濃度(m-1) 

                 ｆwｔｓ：年平均時間別風向出現割合 

                 ｕwｔｓ：年平均時間別風向別平均風速(m/s) 

                 Ｒcｄｎ：パフ式により求められた昼夜別基準濃度(s/m２) 

                 ｆcｔ ：年平均時間別弱風時出現割合 

                 Ｑｔ  ：年平均時間別平均排出量(mｌ/m･s 又は mg/m･s) 

なお、添字のｓは風向（16 方位）、ｔは時間、dn は昼夜の別、w は有風時、c は

θ

θ

ｕ

θ

θ Ｙ軸

Ｘ軸

ｘ

ｙ

Ｄ

Ｙ0

Ｘ0
排出源

（０,Ｙ0）

θ：風向

予測点
（Ｘ0,０）

Ｈ

排出源 煙流中心軸

ｄ

ｚ

GH.

ｕ

G.H..+ｄ
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弱風時を示す。 

*20「ＮＯｘ変換式」 

ＮＯｘ変換式は、次式を用いることができる。 

      [ＮＯ２]Ｒ＝0.0714[ＮＯｘ]Ｒ
0.438(１－[ＮＯｘ]ＢＧ／[ＮＯｘ]Ｔ)

0.801 ････(解説 2.7) 

              ここで、[ＮＯｘ]Ｒ  ：窒素酸化物の対象道路の寄与濃度(ppm) 

                   [ＮＯ２]Ｒ   ：二酸化窒素の対象道路の寄与濃度(ppm) 

                   [ＮＯｘ]ＢＧ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度(ppm) 

 [ＮＯｘ]Ｔ  ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と対象道路の寄

与濃度の合計値(ppm) 

                                  ([ＮＯｘ]Ｔ＝[ＮＯｘ]Ｒ＋[ＮＯｘ]ＢＧ) 

式(解説 2.7)は、2001 年～2010 年（10 年間）の全国の一般局及び自排局の年平均

値を用い、自排局の値からその自排局と同一市町村内にあるすべての一般局の平均

値を差し引き、道路の影響と考えられる窒素酸化物及び二酸化窒素の濃度を計算し

たのち、最小二乗法によりパラメータを求めて設定したものである１８）。なお、常

監局データの解析結果によれば、窒素酸化物濃度が高い地域では、一酸化窒素から

二酸化窒素への変換を促すオゾン濃度が低く、窒素酸化物濃度に対する二酸化窒素

の比率が小さくなっている。ＮＯｘ変換式が窒素酸化物のバックグラウンド濃度を

含んでいるのは、このような現象を考慮したためである１４）。 

ただし、予測地域の窒素酸化物濃度と二酸化窒素濃度との関係を適切に再現する

ことができ、ＮＯｘ変換式のパラメータを設定するのに十分な数のデータが得られ、

かつ、設定したＮＯｘ変換式が十分信頼できる場合は、そのＮＯｘ変換式を用いる

ことができる。 

*21「バックグラウンド濃度」５） 

ここでいうバックグラウンド濃度は、当該道路付近の大気質濃度から当該道路に

起因する濃度を差し引いた残りと定義され、次式で表される。 

Ｃｂ ＝Ｃｔ－ Ｃｒ                              ･････(解説 2.8) 

 ここで、Ｃｂ：バックグラウンド濃度 

          Ｃｔ：当該道路付近の大気質濃度 

          Ｃｒ：当該道路に起因する濃度 

すなわち、バックグラウンド濃度とは予測対象道路以外の移動発生源、固定発生

源、群小発生源及び自然界等すべてに由来する大気質濃度に相当するものをいう。 

予測対象時期における大気質のバックグラウンド濃度としては、国又は地方公共

団体等により推定された値、あるいは国又は地方公共団体等により推定された排出

量のデータから、将来の排出量の低減等を見込んで推定した値を用いる。例えば、 

国又は地方公共団体が公害防止計画等に基づき将来の広域大気汚染濃度の予測を行

っていて、それが利用可能な場合には、その値を用いることができる。また、将来

の土地利用、排出規制の状況等から将来の排出量の推移を予測し、現在の濃度から

将来の濃度を推定する方法や、広域拡散モデルによる拡散計算を行って将来濃度を

求める方法等が考えられる。この場合、排出量のデータは、国、地方公共団体等が

推定したものを用いることができる。 



 - 2-1-47 -

 

なお、排出量のデータが得られないなどにより将来の状況の推定が困難な場合、

あるいは将来の土地利用が現況からあまり変化しないと判断される場合等には、現

況濃度値を用いる。 

*22「インターチェンジ部周辺の予測」 

インターチェンジ部（以下「ＩＣ部」という）周辺の大気質の予測計算手順は、

図－2.1.15 のとおりである１９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.15 ＩＣ部周辺の大気質の予測計算手順 

*23「予測に用いる気象条件」 

気象データは、代表的な本線の排出源高さを設定し、べき乗則によりその高さに

おける風速を推定した後、以下の項目について整理する。 

    ①有風時及び弱風時の年間の時間別出現割合 

    ②有風時の年平均時間別風向出現割合 

    ③有風時の年平均時間別風向別平均風速 

各点煙源の風速は、③の風向別平均風速をべき乗則により各点煙源の排出源高さ

の風速に補正した値とする。なお、プルーム式及びパフ式の適用の判断は、代表的

な本線の排出源高さの風速に基づいて行う。 

*24「排出源の設定」 

一般的な道路構造では排出源を予測断面付近で密に、遠方で粗く配置するが、Ｉ

Ｃ部においては本線、ランプが密集しており、一般的な道路構造のような配置が難

しいため、排出源を等間隔に配置する。この場合、一律に 10ｍ間隔で配置すれば、

予測精度が下がることはない。 

点煙源の配置に当たっての車線のまとめ方については、一般に２車線程度を一つ

にまとめ、その中央に点煙源を配置すればよい。しかし、料金所周辺のように多く

の車線がある場合、これを一つにまとめて予測すると、道路近傍あるいは道路平行

ＩＣ部の設計条件排出源位置の設定
・点煙源の配置

基本条件の設定       　    排出係数比
各点煙源における道路条件・

各点煙源における交通条件・

40km/h走行時
の排出係数

代表点(本線排出源高さ)
の気象条件

各点煙源の         各点煙源からの
風速の推定          排出量の設定

各点煙源からの拡散濃度の算出

道路寄与の合成計算

将来のバックグランド濃度

予測地点の年平均濃度
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風時の風下域の予測値に影響を与えることがある。このため、３車線以上ある場合

には、原則として各車線に排出源をそれぞれ配置することが望ましい。ただし、予

測点がこのような場所から遠方にあり、排出源の配置によりほとんど影響を受けな

い場合には、車線をまとめることができる。 

*25「排出係数」 

ＩＣ部の加速車線や減速車線の走行パターンは、本線の走行パターンと異なる。

加減速を考慮した窒素酸化物の車種別排出係数の計算手順は、図－2.1.16 のとおり

である。 

まず設計条件に基づき初期速度と最終速度を設定する。次に、初期速度の位置を

起点として区間距離を設定する。その区間の平均勾配に基づき区間距離の補正率を

表－2.1.15 から設定し、区間距離を補正する。次に、設定した速度変化に基づき、

排出係数比を表－2.1.15 から設定する。これに平均勾配に基づき表－2.1.15 から設

定した排出係数比の補正係数を乗じ、対象区間の平均排出係数比とする。この排出

係数比に走行速度 40km/h の排出係数を乗じ、さらに表－2.1.16 に示す車種別換算

係数を乗じて予測に用いる車種別排出係数とする。各点煙源の排出量は、該当区間

ごとに求めた車種別の平均排出係数に交通量を乗じて車種別の排出量を求め、大型

車類、小型車類の排出量を合計して設定する。 

なお、浮遊粒子状物質に関しては、走行パターンに対応した排出係数の設定は、

その方法が解明されていないため困難である。 
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図－2.1.16 ＩＣ部における加減速を考慮した窒素酸化物の排出係数の計算手順 

勾配補正係数＝f＝1+0.203×2.05＝1.416

【計算フロー】

設計条件

初期速度と最終速度の設定

最終速度＝30km/h(設計条件より)

区間距離の設定

←平均勾配

区間距離の勾配補正

補正後の区間距離＝70×1.20＝84ｍ

排出係数比の選定

排出係数比の勾配補正

補正後の排出係数比＝2.75×1.416＝3.894

←一般部における大型車類の

　40km/h走行時の排出係数　･････････1.35g/km･台

大型車類の窒素酸化物排出係数＝1.35×3.894

　　　　　　　　　　　　　　＝5.26

←車種別換算係数

車種別排出係数の算出

小型車類排出係数＝5.26×0.07

　　　　　　　　＝0.37g/km･台

←交通量、車種構成比

排出強度の算出

初期速度＝0km/h(設計条件より)

区間距離＝70ｍ(設計条件より)

勾配補正係数＝1.20

窒素酸化物の排出係数比(大型車類)＝2.75

排出係数への換算

大型車類排出係数＝5.26g/km･台

･････････

･････････

･････････

･････････

･････････

･････････

【計算例】

小型車類換算係数＝0.07

勾配＝2.05％(設計条件より)･････････

　　･････

 ･･････
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表－2.1.15 ＩＣ部における速度条件別の排出係数比及び区間距離 

【加速車線】

速度変化 窒素酸化物の排出係数比 区間距離(m)

0→ 30km/h 2.75 70

30→ 40km/h 2.30 70

40→ 50km/h 1.96 90

50→ 60km/h 1.76 110

60→ 70km/h 1.71 170

70→ 80km/h 1.45 330

-4 i 0 0<i 2 2<i 3 3<i 4 4<i平均勾配（%） ≦ ≦ ≦ ≦ ≦

補正なし 1.00 1.20 1.30 1.40勾配 区間距離の補正率

f=1+0.079i f=1+0.203i補正 排出係数比の

補正係数(NOx)

【減速車線】

速度変化 窒素酸化物の排出係数比 区間距離(m)

80→ 70km/h 0.08 70

70→ 60km/h 0.05 60

60→ 50km/h 0.03 50

50→ 40km/h 0.05 40

40→ 30km/h 0.10 30

30→ 0km/h 0.19 40

i<-4 -4 <-3 -3 <-2 -2 i<0 0 i 4平均勾配（%） ≦ｉ ≦ｉ ≦ ≦ ≦

補正なし勾配 区間距離の補正率 1.30 1.20 1.10 1.00

補正なし補正 排出係数比の

補正係数(NOx)

 

 

表－2.1.16 ＩＣ部における排出係数計算用の車種別換算係数（窒素酸化物） 

車  種 車種別換算係数 

大型車類 1.00 

小型車類 0.07 
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*26「トンネル坑口部周辺の予測」 

トンネル坑口部周辺の大気質の予測計算手順は、図－2.1.17 のとおりである１９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.17  トンネル坑口部周辺の大気質の予測計算手順 

 

*27「吐出風速」 

トンネル坑口からの吐出風速は、交通条件及び換気方式により異なるため、これ

らに基づいて吐出風速を計算する。計算方法は、｢道路トンネル技術基準(換気編)

・同解説｣(社団法人日本道路協会、平成 13 年 10 月)に掲載されているので、これを

参考に計算する。同基準で使われている自動車等価抵抗面積 Ａm は、掘割部の予測

手法において示される式(解説 2.28)により設定する。 

*28「トンネル風の減衰パラメータｋ」 

トンネル坑口から明かり部にかけて吹き抜けるトンネル風の風速ＵＴ(x)は、次式

により計算する。このときに用いる減衰パラメータｋは、交通量及び自然風の風向

・風速に基づき、表－2.1.17 から設定する。 

 

              ＵＴ(x)＝ＵＴ０･exp(－ｋｘ)                      ･･･････(解説 2.9) 

基本条件の設定
・気象条件
・交通条件
・道路条件
・換気条件

車種別排出係数

排出量の算定
・トンネル坑口の排出量
・明かり部の排出量

[一般的な道路構造の手法に準拠]

坑口吐出風速の算定

トンネル風の距離減衰式の設定

坑口からの拡散濃度の算出

(弱風時)

仮想排出源
噴流モデル

出強度
モデル

プルームモデル

重み付け

坑口からの拡散濃度

[一般的な道路構造の手法に準拠]

対象道路の年平均濃度

将来のバックグラウンド濃度

予測地点の年平均濃度

明かり部からの拡散濃度の算出

(有風時) (弱風時) (有風時)

明かり部からの拡散濃度

位置の設定噴流モデル 等価排
 ル合成
 自然風のベクト
 トンネル風と

パフモデル
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表－2.1.17 トンネル風の減衰パラメータｋ 

換算交通量注１） 風速階級 
風向区分

注２） 

風下風 向い風 追い風 風上風 

1000台/時以下 

  0～1.0m/s 0.013 

1.1～2.0m/s 0.013 0.013 0.013 0.027 

2.1m/s～ 0.027 0.029 0.027 0.05  

1001台/時以上 

  0～1.0m/s 0.0076 

1.1～2.0m/s 0.0078 0.0078 0.0078 0.013 

2.1～3.0m/s 0.013 0.013 0.013 0.027 

3.1m/s～ 0.027 0.029 0.027 0.05 

   

注１）換算交通量とは、次式により大型車類を小型車類に換算した交通量で、その 

  換算係数は３とする。 

     [換算交通量]＝[小型車類交通量]+[換算係数]×[大型車類交通量] 

注２）自然風の風向区分は、道路軸及び予測地点の位置により、図－2.1.18 のよ  

    うに区分する。 

     

     

     

     

     

     

     

図－2.1.18 自然風の風向区分 

 

*29「拡散パラメータα、β、γ」 

噴流モデルの拡散パラメータα、β、γは、表－2.1.18、表－2.1.19 から設定す

る。 

 

表－2.1.18 噴流モデルの弱風時の拡散パラメータ 

パラメータ 
換算交通量 

α β γ 

1000台／時以下    0.00137    0.00039      2.18 

1001台／時以上    0.00092    0.00026      2.03 

     

トンネル

112.5ﾟ

112.5ﾟ

67.5ﾟ

67.5ﾟ

風下風

風上風

追い風

向い風

予測地点



 - 2-1-53 -

表－2.1.19 噴流モデルの有風時の拡散パラメータ 

換算交通量 風速階級 α β 
γ 

風下風 向い風 追い風 風上風

1000台/時以下 
1.1～2.0m/s 0.00076 0.00047 2.18 2.32 2.25 2.50 

2.1m/s～ 0.00040 0.00062 2.58 2.65 2.64 2.84 

1001台/時以上 

1.1～2.0m/s 0.00137 0.00039 2.03 2.03 2.03 2.18 

2.1～3.0m/s 0.00076 0.00047 2.18 2.32 2.25 2.50 

3.1m/s～ 0.00040 0.00062 2.58 2.65 2.64 2.84 

 

*30「各点煙源の排出量ｑ(x)」 

各点煙源の排出量ｑ(x)は、次式により求める(図－2.1.19 参照)。 

   



2

2-

0

0

ｘｘ

ｘｘ
ｄｘｘｆＢｘｑ                             ･････････(解説 2.10) 

   ｘＵ

ＵＡ
ｘｆ

Ｔ

Ｔ

ＪｚＪｙ

0


                       ･････････(解説 2.11) 

  
Ｌ

ｄｘｘｆＱ／Ｂ
0

                          ･････････(解説 2.12) 

                    ここで、Ｘ０ ：点煙源の間隔(m) 

 

式(解説 2.11)に用いるσＪｙ、σＪｚ及びＵＴ(x)は、噴流モデルと同様に設定する。 

なお、坑口から減衰収束点までの距離Ｌは 100ｍとし、その間に点煙源を 10ｍ間

隔で車道中央に配置する。 

f(x)

x
x-x0/2 x+x0/2

L

坑口からの距離(x)

0
0

1

排
出
強
度
の
距
離
減
衰
比

 
図－2.1.19  等価排出強度モデルによるトンネル坑口付近における各点煙源の排出量の与え方 

 

*31「拡散パラメータα、β、γ」 

式(2.13)及び式(2.14)に用いるパラメータα、β、γの値は、表－2.1.19 に示し

た値を用いる。 
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*32「自然風とトンネル風をベクトル合成」 

各点煙源における風速ＵＷ０とその風向θを求めるための自然風とトンネル風の

ベクトル合成は図－2.1.20 のとおりであり、計算は次式を用いる。 

トンネル

y

x

θ

uN

uW0

uTP

xL

点煙源

ψuN

 

図－2.1.20  トンネル坑口付近における自然風とトンネル風のベクトル合成 

 

             
2

Ｎ
2

ＮＴＷ０ )sin(Ｕ)cosＵ(ＵＵ ψψ
          ･････････(解説 2.13) 

                 ここで、ＵＷ０＞ＵＴ＞ＵＮの場合    ＵＷ０＝ＵＴ 

                     ＵＷ０＜ＵＮの場合         ＵＷ０＝ＵＮ 











 

ψ

ψ

cos

sin
tan 1

’ＵＵ

’Ｕ

ＮＴ

Ｎ                    ･････････(解説 2.14) 

           ここで、ＵＴ ：点煙源位置におけるトンネル風の風速(m/s) 

                        ＵＴ(xＬ)＝ＵＴ０exp(－ｋｘＬ) 

                    ＵＴ０：トンネル坑口からの吐出風速(m/s) 

                         ｘＬ ：トンネル坑口から点煙源までの距離(m) 

                         ｋ  ：トンネル風の減衰パラメータ 

               ＵＮ'：自然風ＵＮの補正風速(m/s) 

                                    ＵＮ･ｘＬ/Ｌ   （ｘＬ≦Ｌ） 

                      ＵＮ'＝   

                                      ＵＮ          （ｘＬ＞Ｌ） 

                            Ｌ＝10ｒ 

                  （相当半径ｒ(m)は Ａ／πｒ より計算 ） 

                          ψ  ：自然風とトンネル風の角度 

                          Ａ  ：トンネル断面積(m２) 

 

自然風とトンネル風の合成風速ＵＷは、点源における初期風速ＵＷ０から次式によ

り求める。 

                    ＵＷ０exp(－ｋｘ)     (ＵＷ０＞ＵＮ，ＵＷ＞ＵＮ） 

             ＵＷ＝                                           ･････(解説 2.15) 

                     ＵＮ                 (ＵＷ＜ＵＮ) 

           注）トンネル風の減衰パラメータｋは、表－2.1.17 の値とする。 
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*33「重み付け」 

噴流モデルと等価排出強度モデルの重み付けは、トンネル坑口からの距離に応じ

て次式により設定される比を用いて行う。 

 

200200

200 Ｒ
　：　　

Ｒ
 (Ｒ≦200) 

    噴流モデル：等価排出強度モデル＝                                ･･(解説 2.16) 

                                          0    ：   1    (Ｒ＞200) 

 

              ここで、Ｒ ： トンネル坑口から予測地点までの距離(ｍ) 

なお、重み付けに用いるトンネル坑口から予測地点（ｘ，ｙ）までの距離Ｒ(m)は、図

－2.1.21 のとおりである。 

トンネル

y

0

R

予測地点

ｘ

 

図－2.1.21 トンネル坑口から予測地点までの距離Ｒ 

 

*34「排出源の位置及び初期拡散幅に相当する時間ｔ０」 

トンネル坑口に接続する明かり部の拡散は、トンネル風の影響を受ける。特に弱風時

では、明かり部を走行する自動車からの排出ガスは、トンネル風により吐出方向に運ば

れる。したがって、明かり部において排出されたガスに起因する大気質の拡散濃度を計

算する場合には、トンネル風の影響を次のように考慮することとする。 

明かり部において排出されたガスは、トンネル風によってその風速が１m/s 以下(弱風

時)になる位置まで運ばれると仮定する。この仮定のもとでは、下図のように、時間の経

過とともに煙源の中心は吐出方向に移動し、拡散幅は大きくなる。この挙動を単純化し、

煙源の中心を移動範囲の中央（点Ｏ）に

置き、その移動距離に応じた広がり（簡

易パフ式中の控除時間に相当する）をも

った煙源がその位置（点Ｏ）に存在する

とみなす。自動車排出ガスは、この仮想

排出源（点Ｏ）から道路周辺に拡散して

いくものとする。坑口から明かり部にか

けて配置した排出源のうち、トンネル風

が１m/s 以下となる位置までの排出源に

ついて、この操作を行う。 

各仮想排出源からの拡散は、パフ式に

より計算する。パフ式の拡散幅に関する

x1

x2
xTR uT=1m/sxTR＝(x1－x2)／2

移動範囲

移動距離に応じた広がり

移動範囲の中央

点Ｏ

トンネル

トンネル

図－2.1.22  トンネル坑口付近における弱風時の

排出源位置と広がり 
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係数α、γは一般的な道路構造と同様に設定するが、「初期拡散幅に相当する時間ｔ０  」

は次式により設定する。 

            Ｗ／２α       (ｘＴＲ≦Ｗ) 

          ｔ０＝                                  ･････(解説 2.17) 

             ｘＴＲ／２α     (ｘＴＲ＞Ｗ) 

           ここで、Ｗ  ：明かり部の車道部幅員(m) 

                 ｘＴＲ：点煙源から吐出風速による移動範囲の中央までの距離(m) 

              ＝(X1-X2)/２ 

                     X1 ：トンネル風の風速が１m/s になる位置の坑口からの距離(m) 

                     X2 ：点煙源の坑口からの距離(m) 

なお、明かり部においては、予測断面を坑口から道路縦断方向にｘｍのところに

設定した場合、排出源を坑口から10ｍ間隔で道路縦断方向にｘ＋200ｍまで配置する。                                      

*35「掘割部の予測」 

開口部からの排出が平衡状態に達していない場合の掘割部における大気質の予測

計算手順は、図－2.1.23 のとおりである１９）。なお、開口部の排出量を求めた後は、

一般的な道路構造と同様の手法で予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.23 開口部からの排出が平衡状態に達していない場合の掘割部の大気質の予測計算手順 

基本条件の設定
・道路条件
・交通条件
・気象条件

車種別排出係数

排出量の算定
[一般的な道路構造の手法に準拠]

(1)車道内風速の算定
呼吸量

蓋かけ区間の車道内風速

(堀割区間入口から出口まで)

開口区間の車道内風速

(2)車道内濃度の算定
呼吸量

蓋かけ区間の濃度分布

(堀割区間入口から出口まで)

開口区間の濃度分布

呼吸量

(3)開口部の排出量の設定

[一般的な道路構造の手法に準拠]
対象道路の年平均濃度

将来のバックグラウンド濃度

予測地点の年平均濃度
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*36「開口部からの排出が平衡状態に達している場合」５） 

掘割部の開口部からの排出形態を区分すると、開口部からの排出が平衡状態に達

している場合と達していない場合に分けることができる。 

開口部からの排出が平衡状態に達している場合とは、蓋かけ部がない掘割区間の

延長が十分長い場合がこれに当たる。この場合には、道路内で排出された量と同じ

だけの汚染物質が開口部から排出されるので、一般的な道路構造（切土）と同様に

予測することができる。排出源位置は、切土と同様に仮想路面高さ＋１ｍとする。

ただし、オーバーハングがあり、開口部幅員が車道部幅員より狭い場合でも、鉛直

拡散幅の設定に当たっては、車道部端からの距離として開口部端からの距離をとる

と鉛直拡散幅が過大になるおそれがあることから、車道部端からの距離をとること

が望ましい。また、水平拡散幅の設定においては、車道部幅員を用いると過大にな

るおそれがあるので、車道部幅員の代わりに開口部幅員を用いることが望ましい。 

一方、開口部からの排出が平衡状態に達していない場合とは、蓋かけ部が断続し

ている場合や掘割区間が短い場合がこれに当たる。(図-2.1.24 参照) 

 

 (a)  σｚ＝σｚ０＋0.31･Ｌ0.83         ･･･(解説 2.18) 

        Ｌ＝x－
2

Ｗ
 ：車道部端からの距離 

           Ｗ：車道部幅員 

 

(b)   σｙ＝
2

w
＋0.46･Ｌ0.81            ･･･(解説 2.19) 

         Ｌ＝x－
2

w
 ：開口部端からの距離 

           ｗ：開口部幅員 

 

 

図－2.1.24 掘割部における排出源位置等の設定 

*37「呼吸量モデル」 

掘割部の出口周辺において予測する場合には、掘割部の出口をトンネル坑口とみなし

て噴流モデルを用いるなどの工夫が必要である。 

*38「開口区間の車道内濃度」 

掘割部の開口区間における物質収支は、図－2.1.25 のとおりである。 

                                      ｑＢＣ'dｘ  ｑＢＣdｘ 

                       ↓      ↑ 

 

ＡrＶrＣ →     ↑     → ＡrＶr(Ｃ＋dＣ） 

Ｇedｘ 

dｘ 

図－2.1.25 掘割部の開口部の物質収支 

1m

Ｗ

Ｗ

1m

Ｗ

Ｗ

1m

Ｗ

Ｗ
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大気汚染物質は、定常状態では車道内に蓄積されず、微小区間内に流入する量と

微小区間内で排出される量との和が、微小区間から流出する量と等しいと仮定する

と、次式が成り立つ。 

 

ＡrＶrＣ＋Ｇedｘ＋ｑＢＣ'dｘ＝ｑＢＣdｘ＋ＡrＶr(Ｃ＋dＣ）･････(解説 2.20) 

  ここで、Ｃ  ：開口区間の車道内濃度(ppm 又は mg/m３) 

          Ｃ’  ：外気の濃度(ppm 又は mg/m３)  

          Ｇe ：単位長さ当りの大気汚染物質の排出量(ml/s･m 又は mg/s･m) 

          ｄｘ：微小区間(m) 

          ｄＣ：微小区間ｄｘ通過後の濃度の増加(ppm 又は mg/m３)  

          Ａr ：開口部の車道内断面積(m２) 

          Ｂ  ：開口部の開口幅(m) 

          Ｖr ：開口部の車道内風速(m/s) 

          ｑ  ：単位呼吸量(m３/s･m２) ｑ＝ｑ*･Ｖr 

 

ここで、呼吸作用によって車道内の濃度を希釈するための見掛けの換気量を考えた

場合には、Ｃ'＝０と与えることができる。これにより上式は次式に変形できる。 

 

ＡrＶr dＣ＝(Ｇe－ｑＢＣ)dｘ                        ･････(解説 2.21)  

 

これを０からｘまで積分し、ｘ＝０のときＣ＝Ｃ０として積分定数を求めると、式

(2.15)が得られる。 

ところで、式(2.15)のｘを無限大とすると、右辺第２項はほとんど零になり次式

となる。 

 

Ｃ＝
ｑＢ

Ｇｅ
   →   Ｇe＝ｑＢＣ                    ･････(解説 2.22) 

 

すなわち、入口からの距離が無限であれば、車道内に排出された汚染物質量は開口

部から排気される量と等しくなる。掘割区間延長が十分長い場合には一般の道路構

造（切土）と同様にして計算できるとは、このことを指す。 

蓋かけ区間の車道内濃度は、式(解説 2.20)にｑ＝０を代入して得られる次式によ

り計算することができる。 

 

Ｃ＝
ＡｒＶｒ

Ｇｅ
 ｘ＋Ｃ０                        ･････(解説 2.23) 

 

また、この式にｘ＝Ｌ（蓋かけ区間距離）を代入すると、蓋かけ部出口濃度を計

算することができる。 
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*39「車道内風速」 

掘割区間の車道内風速は、蓋かけ部、開口部別に次式により計算する。この場合、

掘割区間の入口から出口まで順に計算して、各々の区間の車道内風速を計算する。 

        ①第１蓋かけ区間 

(１＋ζ＋λ
Ｄ

Ｌ
)Ｖrｎ

２＝
Ａｒ

Ａｍ
Ｎi･Ｌ(Ｖt－Ｖrｎ)

２        ･･･････(解説 2.24) 

        ②第１開口区間以降 

         (当該区間の前の蓋かけ区間の風速を、開口区間の車道内風速とする。) 

        ③第２蓋かけ区間以降 

{(１－
2

2
1-

Ｖ

Ｖ

ｎ

ｎ

ｒ

ｒ
)＋ζ＋λ

Ｄ

Ｌ
}Ｖrｎ

２＝
Ａｒ

Ａｍ
Ｎi･Ｌ(Ｖt－Ｖrｎ)

２･・・･･(解説 2.25) 

                   ここで、Ｖrｎ  ：対象区間の車道内風速(m/s) 

                           Ｖrｎ－１：対象区間の直前の区間の車道内風速(m/s) 

                           ζ    ：入口損失係数 

                           λ    ：壁面摩擦係数 

                           Ｌ    ：対象区間の延長(m) 

                           Ｄ    ：対象区間の代表直径(m) 

                           Ａm   ：自動車等価抵抗面積(m２) 

                           Ａr   ：車道内断面積(m２) 

                           Ｎi   ：自動車密度(台/m) Ｎi＝Ｎt/Ｖt 

                           Ｎt   ：交通量(台/s) 

                           Ｖt   ：走行速度(m/s) 

第１蓋かけ区間
第１開口区間

第２蓋かけ区間 第３蓋かけ区間
第２開口区間

車両進行方向

 

図-2.1.26 蓋かけ区間と開口区間の位置関係 

入口損失係数ζ、壁面摩擦係数λ、自動車等価抵抗面積Ａm には、次の値を用い

る２０）。 

           入口損失係数           ζ ＝0.6                ･････････(解説 2.26) 

           壁面摩擦係数           λ ＝0.025             ･････････(解説 2.27) 

自動車等価抵抗面積     Ａm＝0.8＋
Ａｒ

9.41
＋(1.68＋

Ａｒ

355
)ｒＬ  (m

２) 

                                                               ････(解説 2.28) 

                                      ここで、ｒＬ：大型車混入率 

また、代表直径Ｄは次式により計算する。 

            Ｄ＝
ｌｒ

Ａｒ4
                                   ･････････(解説 2.29) 

                  ここで、ｌr：蓋かけ区間の全周長(m) 
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*40「無次元化呼吸量」 

「無次元化呼吸量」とは、「単位呼吸量」(m３/s/m２＝m/s)を車道内風速(m/s)で

除した量(単位は無次元)をいう。また「単位呼吸量」は、単位時間当たりに掘割開

口部から道路外に排出される換気ガス(呼吸量：m３/s)を開口面積(m２)で除したもの

である。 

なお、掘割部の構造が図－2.1.27 に示す構造に該当する場合は、次式により無次元化

呼吸量を設定することができる２１）。 

                ｑ*＝
Ｋ


･(

21

1

ＨＫＨ

Ｈ


)     (0.2≦Ｋ＜1.0)    ･････(解説 2.30) 

      ｑ*＝0.02                     (Ｋ＝1.0)        ･････(解説 2.31) 

           ここで、ｑ*：無次元化呼吸量 

                   α ：パラメータ(0.0325) 

                   Ｋ ：開口比  (Ｋ＝w／Ｗ) 

                   Ｗ ：車道部幅員(m) 

                 w ：開口部幅員(m) 

               Ｈ１：内空高さ(m) 

              Ｈ２：開口壁高さ(m) 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.27 無次元化呼吸量を設定することができる掘割部の構造 

 

*41「開口部の点煙源の排出量」 

開口部からの排出量は、次式により計算する。 

          Ｅi＝ｑi･Ｂ                                      ･････(解説 2.32) 

            ｑi＝Ｃi･ｑ＝Ｃi･ｑ*･Ｖr                           ･････(解説 2.33) 

             ここで、Ｅi：ｘにおける単位長さ当りの開口部排出量 

(ml/s･m 又は mg/s・m) 

ｑi：ｘにおける単位面積当りの大気汚染物質排出量 

(ml/s･m２又は mg/s・m２) 

Ｂ ：開口幅(m) 

Ｃi：ｘにおける車道内濃度(ppm 又は mg/m3) 

ｑ ：単位呼吸量(m３/s･m２) 

ｑ*：無次元化呼吸量 

Ｖr：車道内風速(m/s) 

分離壁又は仮想分離壁
分離壁開口比0.2≦Ｋ＜1.0

開口比＝1.0 分離壁又は仮想分離壁
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なお、開口部の点煙源は、原則として上下車線を含む車道部の中央に 10ｍ間隔に

配置する。ただし、上下車線が水平あるいは鉛直方向に離れていたり、開口部が上

下車線で異なった位置にあるなど、車道部中央に点煙源を配置すると拡散現象を適

切に表現できない場合には、点煙源を上下車線ごとに配置する。 

*42「換気塔周辺の予測」 

換気塔における大気質の予測１９）では、一般に弱風時と有風時を区別して予測し

なくてもよい。ただし、弱風時の出現頻度が高い場合には、パフ式及びターナーの

拡散幅を用いて予測することができる。この場合、排気上昇高さは、Briggs の式に

代表風速をｕ＝1.0m/s として設定する方法が考えられる。 

*43「有効排出源高さＨｅ」 

換気塔の有効排出源高さＨe は、次式により計算する。 

           Ｈe＝Ｈ０＋⊿Ｈ                         ･･･････(解説 2.34) 

                      ここで、Ｈ０  ：排出口の高さ 

                 ⊿Ｈ ：排気上昇高さ 

排気上昇高さは、熱浮力をもたず排出速度のみをもった排気に対して設定された

次の Briggs の式２２）により計算する（図－2.1.28 参照）。 

                  ⊿Ｈ＝３
ｕ

Ｖｓ
Ｄ                          ･･･････(解説 2.35) 

                        ここで、Ｖs：換気塔からの吐出風速(m/s) 

                                ｕ ：換気塔頭頂部における風速(m/s) 

                                Ｄ ：換気塔頭頂部内径(m) 

吐出速度 Vs 
Hｅ

H０

ΔH 

平均風速 u

排気 

D

換気塔

GL

煙軸

 

図－2.1.28 換気塔の有効排出源高さ 

また、換気塔及び建物によりダウンウォッシュが生ずる場合（Ｖs＜1.5ｕの場合）

は、⊿Ｈを次式２）により計算する。 

                  ⊿Ｈ＝－２(1.5－
ｕ

Ｖｓ
)Ｄ             ･････(解説 2.36) 

*44「予測に用いる気象条件」 

換気塔における大気質の予測では、気象条件として風向、風速の他に拡散幅の設

定に用いる大気安定度も整理する。 

大気安定度は、表－2.1.20 に示す Pasquill の大気安定度階級分類法に基づき分

類する。放射収支量のデータが得られる場合には、「発電用原子炉施設の安全解析
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に関する気象指針」（原子力安全委員会(1982)）の分類表を用いることもできる。

分類のための風速は、地上高さ 10ｍで観測又は推定された値を用いる。 

表－2.1.20 Pasquill の大気安定度階級分類法(日本式,1959)２） 

風 速 
(地上10ｍ) 

(m/s) 

日射量(kW/m2） 
本  曇 
(8～10) 

(日中・夜間)

夜   間 

≧0.60 
0.60 
～ 

0.30 
≦0.30

上層雲(5～10) 
中・下層雲(5～7) 

雲 量 
(0～4) 

 ＜２ Ａ Ａ－Ｂ Ｂ Ｄ (Ｇ) (Ｇ) 

２～３ Ａ－Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

３～４ Ｂ Ｂ－Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ 

４～６ Ｃ Ｃ－Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

６＜  Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

         注 1)日射量については原文は定性的であるので、これに相当する量を推定して定量化した。 
          2)夜間は日の入り前１時間から日の出後１時間の間を指す。 
           3)日中、夜間とも本曇(8～10)のときは風速のいかんにかかわらず中立状態Ｄとする。 
         4)夜間(注 2))の前後１時間は雲量の状態いかんにかかわらず中立状態Ｄとする。 

  なお、表－2.1.20 は「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（公害研究対策センター、2000） 
に掲載されているものであるが、ここではこの表の中の日射量を kW/m２に換算したものである。 

 

予測に用いる風速は、べき乗則を用いて排出口の高さで推定した値を用いる。こ

のときに用いるべき指数は、表－2.1.21 を参考に設定する。 

 

表－2.1.21 大気安定度別のべき指数２） 

Pasquill安定度 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ,Ｇ 

べき指数α 0.1 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 

              注）アメリカＥＰＡが長期濃度シミュレーションモデルに用いたべき指数 

 

風速を排出口の高さで推定するとしたのは、換気塔の有効排出源高さにおける自

然風の風速を推定することは難しいことと、排出口の高さの位置で風速を推定すれ

ば、一般には煙軸高さの風速より低く推定され、最大地上濃度が高めに計算される

ことによる。 

なお、気象条件を整理するには、表－2.1.22 に示すような整理票を用いるとよい。 
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表－2.1.22 気象条件の整理票の例 

…
大気安定度 平均風速(m/s) 出現頻度(%) 大気安定度 平均風速(m/s) 出現頻度(%) 大気安定度 平均風速(m/s) 出現頻度(%) … 大気安定度 平均風速(m/s) 出現頻度(%)

Ａ …
Ａ－Ｂ …

Ｂ …
Ｂ－Ｃ …

Ｃ …
Ｃ－Ｄ …

Ｄ …
Ｅ …
Ｆ …
Ｇ …
Ａ …

Ａ－Ｂ …
Ｂ …

Ｂ－Ｃ …
Ｃ …

Ｃ－Ｄ …
Ｄ …
Ｅ …
Ｆ …
Ｇ …
Ａ …

Ａ－Ｂ …
Ｂ …

Ｂ－Ｃ …
Ｃ …

Ｃ－Ｄ …
Ｄ …
Ｅ …
Ｆ …
Ｇ …

……………………………………

Ａ …
Ａ－Ｂ …

Ｂ …
Ｂ－Ｃ …

Ｃ …
Ｃ－Ｄ …

Ｄ …
Ｅ …
Ｆ …
Ｇ …

時刻

24

3

2

1

NNWN NNE NE
                                                                    風　　向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

*45「予測に用いる拡散幅」 

予測に用いる拡散幅は、次の Huber の式２３）により計算する。 

 

           ①鉛直方向拡散幅σｚ 

                       0.70Lb                (x ＜ 3Lb) 

               σｚ =   0.70Lb+0.067(x-3Lb)   (3Lb ≦ ｘ ≦ 10Lb)   ･･･(解説 2.37) 

                       γZ(x + x0)αｚ          (x ＞ 10Lb) 
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           ②水平方向拡散幅σｙ 

             H0 / Hb＞1.2 の場合   σｙ = γyx
αy                  ････(解説 2.38) 

           H0 / Hb≦1.2 の場合                                              

                       0.35Lb'                (ｘ ＜ 3Lb) 

               σｙ =   0.35Lb'+0.067(x-3Lb)   (3Lb≦ ｘ ≦10Lb)  ････(解説 2.39) 

                       γy(x + x0')
α

ｙ         (ｘ ＞ 10Lb) 

                 ここで、Hb ：換気所建物の高さ(m) 

                        Wb ：換気所建物の幅(m) 

                        Lb ：Hb と Wb のうち小さい方の値(m) 

                        Lb'：Wb＜10Hb ならば Lb'= Wb(m) 

                             Wb≧10Hb ならば Lb'= Hb(m) 

                        x   ：換気塔から予測地点までの風下距離(m) 

                        x0  ：P-G 線図において、σｚ = 1.17Lb となる風下距離と 10Lb 

               との差(m)（図－2.1.29 参照） 

                        x0 '：P-G 線図において、σｙ = 0.35Lb'+0.47Lb となる風下距 

                             離と 10Lb との差(m)（図－2.1.30 参照） 

                       αｚ,γｚ,αｙ，γｙ：P-G 線図の近似式の係数 

図－2.1.29 Ｐ-Ｇ線図を用いた x０の求め方    図－2.1.30 Ｐ-Ｇ線図を用いた x０’の求め 方 

    Lb＝30m、大気安定度がＤの場合における    Lb＝30m、Lb'＝30m、大気安定度がＤの場合にお 
  鉛直方向拡散幅σｚの x０の求め方を示す。    ける水平方向拡散幅σｙの x０'の求め方を示す。 

 

*46「ＮＯｘ変換式」 

換気塔におけるＮＯｘ変換式は、次式を用いる。 

 

          ［ＮＯ２］Ｔ＝0.318［ＮＯｘ］Ｔ
０．８０１                   ･････(解説 2.40) 

       ここで、［ＮＯ２］Ｔ   ：バックグラウンド濃度を含む二酸化窒素濃度(ppm) 

                  ［ＮＯｘ］Ｔ ：バックグラウンド濃度を含む窒素酸化物濃度(ppm) 

1
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 ｘ０'
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窒素酸化物から二酸化窒素への変換は、沿道と一般環境では変換式の係数が異な

る。換気塔に用いる上記のＮＯｘ変換式は一般局データに基づいて設定したもので

あるが、これは換気塔からの拡散が数 km に及び、沿道の窒素酸化物と二酸化窒素の

関係より一般局の関係に近い状況にあることによる。なお、式(解説 2.40)は、2001

～2010 年（10 年間）のデータに基づいて設定したものである。 

ただし、予測地域の窒素酸化物及び二酸化窒素濃度を適切に再現することのでき

るデータが、回帰分析をするのに十分な数だけ得られ、その回帰式が十分信頼でき

る場合は、その回帰式を用いることができる。 

 

 *47「地上 1.5ｍの高さ」 

人が通常呼吸する高さとしては、地上 1.5m 以上、10ｍ以下が想定されている。こ

のうち中高層住宅等については、「保全すべき対象等への影響を的確に把握できる

地点」として高さ方向の予測地点を設定することとしている。これを除くと、通常

生活する空間は地上付近であることから、二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の予

測地点の高さは、原則として地上 1.5ｍの高さとする。 

*48「他の手法を組み合わせて予測」 

複雑な道路構造や通常より拡散しにくい地形における予測に関し参考手法より詳

細な手法を選定した場合は、参考手法に他の手法を組み合わせて予測する。 

複雑な道路構造の場合は、参考手法を基本とし、参考手法で用いられている拡散

パラメータ等を風洞模型実験等により設定して予測する方法が考えられる。 

また、通常より拡散しにくい地形で参考手法が適用しにくい場合の予測手法に関

しては十分な知見が得られていない。しかし、このような場合においても、まず参

考手法により予測し、風洞模型実験、野外拡散実験、数値解析モデル等によって参

考手法による予測値を検証し、異なる場合には参考手法の結果を補正するなどの予

測手順が考えられる。 

*49「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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2.1.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国

又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている

基準又は目標の達成に努めることを目的として
＊１

環境保全措置を検討する。その検討がＥ

ＩＡにおいて段階的に実施された場合
＊２

は、それぞれの検討の段階における環境保全措置

の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。また、「配慮書段階の検討」を行った

場合には、その検討以降に決定した概略計画においてどのように環境影響が回避・低減

されているか
＊３

について整理する。 

 ２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において

環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
＊４

 

 ４）事後調査 

 以下の事項に該当する場合であって、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあ

るときは、事後調査を実施
＊５

する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講じる場

合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

 

 【解 説】 

*1「環境保全措置」 

大気質の環境保全措置としては、植栽による道路の遮蔽及び環境施設帯の設置が

考えられる。 

植栽による道路の遮蔽には拡散促進効果と浄化作用がある。拡散促進効果につい

ては、排出源高さを上昇させ初期拡散幅を増大させる効果が認められている２４）。

また浄化作用についても調査研究が進められている。しかし、拡散促進効果は樹木

高や粗密の状態が生育状態及び季節により変化するため、また浄化作用は植物種や

季節により異なるため、一般には植栽による効果を定量的に示すことが難しい。 

一方、環境施設帯の設置に関しては、これにより官民境界が排出源から遠ざかる

ことになるため、沿道の住居等における濃度は低減する。この低減効果は、拡散計
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算により定量的に示すことができる。 

騒音対策として用いられる遮音壁は、大気汚染対策としても効果が期待できる。

これは、遮音壁の設置により排出源高さが上昇すること、初期拡散幅が増加するこ

とによる。その低減効果は参考手法により定量的に示すことができるので、遮音壁

を設置する場合は、大気質における環境保全措置の一助として扱うことができる。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

*3「概略計画においてどのように環境影響が回避・低減されているか」 

「配慮書段階の検討」を行った場合、その検討以降に決定した概略計画を他の複

数案と比較し、回避・低減されている環境影響について、以下を整理する。 

・環境影響の回避・低減を検討した対象（コントロールポイント等） 

・上記対象に関する環境影響の回避・低減の状況 

この整理により、「配慮書段階の検討」からＥＩＡを通じて、事業計画の検討の

中でどのように環境への配慮がなされたのか、総合的に把握することが可能になる。 

なお、（「配慮書段階の検討」を含む）概略ルート・構造の検討から、概略計画

の決定に至る過程（プロセス）については、構想段階の計画策定プロセスに関する

ガイドライン等に基づくものとする。 

*4「環境への影響」 

他の環境要素に対して悪い影響を及ぼす場合もあるので、それらの影響も配慮す

る必要がある。一方、他の環境要素に対しても効果のある場合もある。例えば、植

栽による道路の遮蔽は、騒音の低減及び良好な景観の形成を図ることにもなる。ま

た、環境施設帯の設置により、騒音、振動、日照阻害の緩和及び良好な景観の形成

が図られるとともに、環境施設帯を利用して植樹等を連続させることにより、生物

の生息生育環境の創出が図られる。 

*5「事後調査を実施」 

大気質の参考予測手法は、科学的知見に基づいて設定されたものである。これま

での使用実績も豊富であり、その適用範囲において用いる場合は、予測の不確実性

は小さいと考えられる。また、環境施設帯の設置など効果に係る知見が明確な環境

保全措置を講ずる場合は、効果の不確実性は小さいと考えられる。したがって、こ

のような場合は、一般的に事後調査の必要性は少ないと考えられる。 

一方、予測の不確実性の程度が大きい場合又は効果に係る知見が不十分な環境保

全措置を講ずる場合、それらの不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認

めるときは、事後調査を実施する必要がある。 
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2.1.8 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

なお、「配慮書段階の検討」において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとさ

れた内容がある場合は、その対応状況を整理する。
＊１

 

 １）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

自動車の走行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）に関する影響が、事業者により

実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減さており、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明ら

かにすることにより行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して基準又は目標
＊２

が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果

との間に整合が図られているかどうか
＊３

を評価する。 

 ３）事業者以外の者が行う環境保全措置 

事業者以外の者が行う環境保全措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明ら

かにできるように整理する。 

 

 

【解 説】 

*1「『配慮書段階の検討』において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとされ

た内容がある場合は、その対応状況を整理する。」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低

減されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡで詳細に検討すべきとされた場合、

それに対応した旨を明らかにする。 

*2「基準又は目標」 

二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）において整合を図る基準又は目標は、表－

2.1.23 のとおりである。 

 

表－2.1.23 整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 環境影響の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

 二酸化窒素  自動車の走行 「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53

年７月11日環境庁告示第38号）による環境基準及

び関係する地方公共団体の定める二酸化窒素に

関する目標 

 浮遊粒子状物質  自動車の走行 「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48

年５月８日環境庁告示第25号）による浮遊粒子状

物質の環境基準及び関係する地方公共団体の定

める浮遊粒子状物質に関する目標 
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整合を図る基準又は目標のうち、二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の環境基準

は、表－2.1.24 のように定められている。 

 

表－2.1.24 二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の環境基準 

物 質 環境基準 達成期間等 

二酸化窒素  １時間値の１日平均値が

0.04ppmから0.06ppmまでのゾ

ーン内又はそれ以下であるこ

と。 

 １時間値の１日平均値が0.06ppmを超え

る地域にあっては、１時間値の１日平均値

0.06ppmが達成されるよう努めるものとし

、その達成期間は原則として７年以内とす

る。 
 １時間値の１日平均値が0.04ppmから

0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっ

ては、原則として、このゾーン内において

、現状程度の水準を維持し、又はこれを大

きく上回ることとならないよう努めるも

のとする。 

浮遊粒子状物質  １時間値の１日平均値が

0.10mg/m３以下であり、かつ､

１時間値が0.20mg/m３以下で

あること。 

 浮遊粒子状物質に係る環境基準は、維持

されまたは早期に達成されるよう努める

ものとする。 

注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 
・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を

定めるものとする。 
・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確

保されるように努めなければならない。 

 

なお、二酸化窒素に係る環境基準については、「１時間値の１日平均値が0.04ppm    

から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下」とされているが、このことについては

「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（昭和 53 年７月 17 日環大企第 262

号）において、以下のように説明されている。 

二酸化窒素に係る環境基準は、人の健康を保護するうえで維持されることが望ま

しい水準を示すものと判断し、短期暴露については１時間暴露として 0.1～0.2ppm、

長期暴露については、種々の汚染物質を含む大気汚染の条件下において二酸化窒素

を大気汚染の指標として着目し、年平均値として 0.02～0.03ppm を指針として定め

られている。１日平均値で定められた環境基準 0.04～0.06ppm は年平均値 0.02～

0.03ppm    におおむね相当するものであるとともに、この環境基準を維持すれば１時間

値 0.1～0.2ppm も高い確率で確保することができる。 

二酸化窒素の環境基準による大気汚染の評価については、年間における二酸化窒

素の１日平均値のうち、低い方から 98％に相当するもの（１日平均値の年間 98％値）

が 0.06ppm 以下の場合は環境基準が達成され、0.06ppm を超える場合には達成され

ていないものと評価する。 

環境基準が、0.04～0.06ppm とゾーンで示されているのは、１日平均値が 0.06ppm

を超える地域にあっては、当該地域のすべての測定局において 0.06ppm が達成され

るよう努めるものである。また、0.04 から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあ

っては、原則として、このゾーン内において、都市化工業化にあまり変化のみられ
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ない場合は現状程度の水準を維持し、都市化工業化の進む場合はこれを大きく上回

ることのない様努めるものである。さらに、0.04ppm 以下の地域にあっては、原則

として 0.04ppm を大きく上回らないよう防止に努めるよう配慮する。 

*3「整合が図られているかどうか」 

基準又は目標と予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する場合

は、予測された年平均値を日平均値の年間 98％値、（又は年間２％除外値）に換算

して行う。なお、関係する地方公共団体の目標が年平均値に基づいて設定されてい

る場合は、年平均値を用いて整合が図られているか否かを検討する。 

換算手順は、図－2.1.31 のとおり、道路からの寄与濃度とバックグラウンド濃度

の年平均値を合計し、表－2.1.25 に示す換算式を用いて行う。なお、予測地域の年

平均値と年間 98％値（又は年間２％除外値）の関係を適切に再現することのできる

データが、換算式のパラメータを設定するのに十分なだけ得られ、設定した換算式

が十分信頼できる場合は、その換算式を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1.31 年平均値から年間 98％値等への換算手順 

 

                  表－2.1.25 年平均値から年間 98％値（又は年間２％除外値）への換算式２５） 

項 目 換 算 式 

  二酸化窒素  [年間98%値]=ａ([NO２]ＢＧ+[NO２]Ｒ)+ｂ 
a=1.34+0.11･exp(-[NO２]Ｒ/[NO２]ＢＧ) 
b=0.0070+0.0012･exp(-[NO２]Ｒ/[NO２]ＢＧ) 

 

 浮遊粒子状物質  [年間2%除外値]=ａ([SPM]ＢＧ+[SPM]Ｒ)+ｂ 
a=1.71+0.37･exp(-[SPM]Ｒ/[SPM]ＢＧ) 
b=0.0063+0.0014･exp(-[SPM]Ｒ/[SPM]ＢＧ) 

 

         注） [NO２]Ｒ   ：二酸化窒素の道路寄与濃度の年平均値(ppm)              
                [NO２]ＢＧ ：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値(ppm)      
                  [SPM]Ｒ  ：浮遊粒子状物質の道路寄与濃度の年平均値(mg/m３) 
                [SPM]ＢＧ ：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値(mg/m３) 

 

表－2.1.26 の換算式は、2001 年～2010 年（10 年間）の全国の一般局及び自排局

の年平均値と年間 98％値等のデータを用いて、自排局の年平均値からその自排局と

同一市町村内にあるすべての一般局の年平均値の平均（バックグラウンド濃度の年

平均値）を差し引いた道路の影響と考えられる年平均値を計算し、これらを変数と

して最小二乗法により換算式のパラメータを設定したものである２４）。 

道路からの寄与濃度の 

年平均値 

バックグラウンド濃度の 

年平均値 

換算式 

年間98％値等 
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の予測に用いる年間 98％値等の換算式,環境システム研究－アブストラクト審査部

門論文－,Vol.27,pp.655-660,1999.注） 

 

注）文献を参考に最新の知見や実測データを用いることによりその内容の見直しを行った。

また、データは国立環境研究所「環境数値データベース」大気環境データファイルを利

用した。 

 



 - 2-2-1 -

Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

２．大気質 

2.2 自動車の走行に係る一酸化炭素及び二酸化硫黄（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」のうち、「2.2 自動車の走行に係る一酸化炭素及び

二酸化硫黄」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の

改正及び一酸化炭素及び二酸化硫黄の自動車排出係数等に関する新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第

10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

 

*2 予測に用いる一酸化炭素及び二酸化硫黄の自動車排出係数及び縦断勾配による補正係数の更新、 

年平均値から年間2%除外値への換算式のパラメータの更新 

 

道路環境影響評価の技術手法「2.2 自動車の走行に係る一酸化炭素及び二酸化硫黄」の改
定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資
料第3742号 

旧建設省土木研究所環境部 
交通環境研究室 
室長           大西博文 
前主任研究員   山田俊哉 
元主任研究員   江橋英治 
前研究員       小根山裕之 
研究員         大城 温 
交流研究員     大野順通 

初版 
                   
                   
                  
     
                   
                   
                  
    

平成19年6月 国土技術政策
総合研究所資
料第384号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 
主任研究官     小川智弘 
研究員         瀧本真理 
室長           並河良治 

主務省令の改正 

平成25年3月 国土技術政策
総合研究所資
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 
主任研究官     土肥 学 
研究官         神田太朗 
室長           角湯克典 

主務省令の改正、 
一酸化炭素及び二酸
化硫黄の自動車排出
係数等に関する新た
な知見の反映 
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「2.2 自動車の走行に係る一酸化炭素及び二酸化硫黄」の概要 

 自動車の走行に係る一酸化炭素（又は二酸化硫黄）についての調査、予測及び評価の

方法は、対象物質が異なるものの、基本的に二酸化窒素と同じである。 

 なお、本節では自動車の走行に係る一酸化炭素及び二酸化硫黄の双方を扱っており、

「一酸化炭素（又は二酸化硫黄）」は、二酸化硫黄の記述として一酸化炭素に関する記

述を（ ）内の記述に置き換えることを意味する（以下同様）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.2.1 「自動車の走行に係る一酸化炭素（又は二酸化硫黄）」における調査、予測及び評価の流れ 

 

2.2.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数

３）対象道路事業に係る道路の区分、設計速度、

計画交通量及び構造の概要 

2.2.2 地域特性の把握 
１）自然的状況 
 気象、大気質、地形の状況 
２）社会的状況 
 土地利用、交通、学校、病院等の配置の状況、

住宅の配置の概況及び環境の保全を目的とする法

令の状況等 

2.2.3 項目の選定 
 対象地域における一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の現況濃度が比較的高い場合 

2.2.5 予測の手法 
 正規型プルーム式及び積分型簡易パフ式を用いて、影響範囲内で住居等の保全対象が立地

する地域の年平均値を予測する。 

2.2.6 環境保全措置の検討 
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方

公共団体の基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられ

ているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどう

かを検証する。 
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況

の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

2.2.7 評価の手法 
①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価す 

る。 
②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価す

る。 

2.2.4 調査の手法 
 一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の濃度（年平均値）は環境基準に規定されている測定方法

で、風向・風速の年間データ（１時間値）は地上気象観測指針による方法で調査する。 
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2.2.1  事業特性の把握 

 事業特性の把握は、基本的に自動車の走行に係る二酸化窒素と同様に行う。なお、当該

事業において「配慮書段階の検討
＊１

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、

不足する情報を補足する。 

 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「2.2.2 地域特性の把握」

で把握）との位置関係を把握するために必要である。また、「構造の概要」は、影響範

囲（「2.2.3 項目の選定」で記述）を設定するために必要である。 

２）予測に用いる事業特性 

「2.1.1 事業特性の把握」の「３）予測に用いる事業特性」を参照のこと。 

＊1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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2.2.2 地域特性の把握 

地域特性の把握は、基本的に自動車の走行に係る二酸化窒素と同様に行う。なお、当該

事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、

不足する情報を補足する。 

 

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、予測及び評価の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児

童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集落の状況」、「住

宅の配置の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。また、「土地利用の状

況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の保全対象の立地状況を想定す

る。これらと「2.2.1 事業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域との位置関係

を把握する。また、「気象の状況」、「大気質の状況」、「地形の状況」、「土地利用

の状況」、「交通の状況」は、地域のバックグラウンド濃度の状況、常監局の存在、そ

れと既存の幹線道路との関係及び気象観測所の存在を把握するために必要である。 

これらの結果を踏まえ、一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の現況濃度の状況を想定する。

現況濃度が比較的高い場合、項目を選定する。詳細は、「2.2.3 項目の選定」を参照の

こと。 

２）予測及び評価に用いる地域特性 

「2.1.2 地域特性の把握」の「３）予測に用いる地域特性」を参照のこと。 
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2.2.3 項目の選定 

 本
＊１

項目の選定は、環境
＊２

影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対

象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されており、

かつ対象道路事業実施区域及びその周辺における一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の現況濃

度が比較的高い場合に行う。 

 

 

【解 説】 

項目の選定に当たっては、「2.2.2 地域特性の把握」で得られた「大気質の状況」の

一酸化炭素（又は二酸化硫黄）濃度の状況及び環境基準の確保の状況から判断し、選定

する場合には、その理由を明らかにするものとする。 

 

*1「項目の選定」 

一酸化炭素はこれまでの自動車排出ガス規制により低減が図られ、近年ではすべ

ての自排局で環境基準が達成されている。二酸化硫黄についても、燃料規制等の発

生源対策が図られ、現在ではすべての自排局で環境基準が達成されている。このよ

うな状況から、一酸化炭素（又は二酸化硫黄）による大気汚染は、一般には問題に

ならないと考えられる。しかし、これらの物質は過去に大気汚染を引き起こした物

質である。また一酸化炭素は自動車排出ガスとして規定されており、二酸化硫黄の

発生の原因物質である硫黄については燃料中の含有量が規制されている。そこで、

対象地域の一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の現況濃度が比較的高い場合に、項目を

選定することとしている。なお、比較的高い場合とは、日平均値の２％除外値が環

境基準の１／２以上になる場合が目安と考えられる。 

*2「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

「2.1.3 項目の選定」の*1 を参照のこと。 
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2.2.4 調査の手法 

 調査の手法は、基本的に自動車の走行に係る二酸化窒素の調査の手法と同様とする。た

だし、
＊１

現地調査の測定方法及び
＊２

測定位置は次のとおりとする。 

①一酸化炭素：「大気汚染に係る環境基準について」(昭和48年５月８日環境庁告示

第25号)に規定される測定方法。 

          測定位置は、原則として地上1.5mの高さとする。 

②二酸化硫黄：「大気汚染に係る環境基準について」(昭和48年５月８日環境庁告示

第25号)に規定される測定方法。 

          測定位置は、原則として地上1.5mの高さとする。 

 

 

【解 説】 

 「2.1.5 調査の手法」を参照のこと。 

 

*1「現地調査の測定方法」 

大気質の測定方法の詳細は、日本工業規格 B 7951(一酸化炭素)（又は B 7952(二

酸化硫黄)）を参照するとよい。気象の観測方法は、気象業務法施行規則に規定さ

れる方法が、運用上、地上気象観測指針（気象庁,2002 年）として整備されている

ので、これに準拠する。 

*2「測定位置」 

環境基準に基づく測定位置は、一酸化炭素、二酸化硫黄とも、原則として地上1.5  

ｍ以上10ｍ  以下の高さに設定することとされている。これは、人が通常呼吸する高

さを基本としている。既存資料のデータは上記環境基準の測定方法に基づいている

こと、現地調査は特定の発生源を避けて行うため一般に高さ方向の濃度差が小さい

ことから、現地調査における大気質の測定位置は、原則として地上 1.5ｍとしたも

のである。 

現地調査における風向・風速の測定位置は、「地上気象観測指針」に定める標準

的な高さに準拠し、原則として地上 10ｍの高さとした。 
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2.2.5 予測の手法 

 予測の手法は、基本的に自動車の走行に係る二酸化窒素の予測の手法と同様に行う。た

だし、時間別平均
＊１

排出量及び予測に用いる排出
＊２

係数は、一酸化炭素（又は二酸化硫黄）に

対する適切な値を用いる。 

 

 

【解 説】 

「2.1.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「時間別平均排出量」 

時間別平均排出量は、「2.1.6 予測の手法」の*16 を参照のこと。ただし、計算

に用いる一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の換算係数ＶＷは、20℃、１気圧で 859ã/g

（又は 376ã/g）である。 

*2「予測に用いる排出係数」 

予測に用いる排出係数１）は、表－2.2.1 のとおりとする。ただし、一酸化炭素（又

は二酸化硫黄）の排出係数を勾配補正する場合は、表－2.2.2（又は表－2.2.3）の

勾配補正係数１）を用いることができる。 

なお、表－2.2.1 の排出係数は、表－2.2.4（又は表－2.2.5）に代表される将来

年次の排出係数原単位に基づき、「2.1.6 予測の手法」の*17 に示した排出係数の

設定方法と同様にして設定したものである。また、平均走行速度が 110km/h を超え

る小型車類の排出係数及び90km/h   を超える大型車類の排出係数は、シャシダイナモ試

験等により自動車等の排出ガス量のデータを取得し、排出ガス規制を加味した上で

「2.1.6 予測の手法」の*17 に示した車種構成比及び平均半積載重量を用いること

によって算出することができる。 
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表－2.2.1 予測に用いる排出係数(g/km･台)１） 

項 目 一酸化炭素（ＣＯ） 二酸化硫黄（ＳＯ２） 

車 種 小型車種 大型車種 小型車種 大型車種 

平 

均 

走 

行 

速 

度 

20km/h 1.278 1.495 0.006326 0.006537 

30 0.869 1.271 0.005146 0.005432 

40 0.592 1.040 0.004440 0.004684 

45 0.509 0.947 0.004197 0.004418 

50 0.464 0.872 0.004012 0.004218 

60 0.491 0.791 0.003796 0.004006 

70 0.674 0.806 0.003764 0.004038 

80 1.016 0.921 0.003902 0.004039 

90 1.517 1.141 0.004203 0.004815 

100 2.177 - 0.004662 - 

110 2.997 - 0.005275 - 

     注）排出係数設定のための近似式 
(小型車類ＣＯ 排出係数)=- 3.39372141 ／Ｖ-0.08663153  Ｖ+0.00080139  Ｖ２+2.86000619 
(大型車類ＣＯ 排出係数)=-13.97516670 ／Ｖ-0.07307898  Ｖ+0.00054784  Ｖ２+3.43626449 
(小型車類ＳＯ２排出係数)= 0.0392401814／Ｖ-0.0000893086Ｖ+0.0000007344Ｖ２+0.0058562918 
(大型車類ＳＯ２排出係数)= 0.0154621346／Ｖ-0.0001420501Ｖ+0.0000011458Ｖ２+0.0081465379 

               ここで、排出係数     ：ｇ／ｋｍ･台 
                    平均走行速度（Ｖ）：ｋｍ／ｈ 
               上記の式を適用できる範囲は、小型車が 20～110km/h、大型車が 20～90km/h とする。 

 

表－2.2.2 一酸化炭素の排出係数の縦断勾配による補正係数１） 

車種 速度区分 縦断勾配ｉ(%) 補正係数 

小型車種 

60km/h 未満 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋1.14ｉ 
１＋0.11ｉ 

60km/h 以上 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋0.68ｉ 
１＋0.22ｉ 

大型車種 

60km/h 未満 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋0.30ｉ 
１＋0.08ｉ 

60km/h 以上 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋0.21ｉ 
１＋0.09ｉ 

 

表－2.2.3 二酸化硫黄の排出係数の縦断勾配による補正係数１） 

車種 速度区分 縦断勾配ｉ(%) 排出係数の補正係数 

小型車種 

60km/h 未満 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋0.22ｉ 
１＋0.11ｉ 

60km/h 以上 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋0.17ｉ 
１＋0.16ｉ 

大型車種 

60km/h 未満 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋0.31ｉ 
１＋0.14ｉ 

60km/h 以上 
０＜ｉ≦４ 

－４≦ｉ＜０ 

１＋0.28ｉ 
１＋0.20ｉ 
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表－2.2.4 代表８車種の一酸化炭素の排出係数原単位(半積載・2005 年式以降)１） 

【ガソリン車】                    (単位：乗用車は g/km、貨物車は g/km･t) 

平均走行速度 

（km/h） 

ガソリン 

乗用車 

ガソリン 

貨物車軽量 

ガソリン 

貨物車中量 

ガソリン 

貨物車重量 

     20 0.692 1.773  4.185  4.185 

     40 0.533 0.878  1.011  1.011 

     60 0.449 0.580  0.449  0.449 

     80 0.500 1.267  3.952  3.952 

    100 0.698 3.018 11.811 11.811 

    110 0.854 4.301 17.408 17.408 

【ディーゼル車】                   (単位：乗用車は g/km、貨物車は g/km･t) 

平均走行速度 

（km/h） 

ディーゼル 

乗用車 

ディーゼル 

貨物車軽量 

ディーゼル 

貨物車中量 

ディーゼル 

貨物車重量 

     20 0.787 0.282 0.337 0.112 

     40 0.476 0.188 0.286 0.086 

     60 0.235 0.130 0.236 0.067 

     80 0.095 0.095 0.202 0.063 

    100 0.062 0.080 0.186 0.075 

    110 0.086 0.080 0.186 0.088 

 

表－2.2.5 代表８車種の二酸化硫黄の排出係数原単位(半積載・2010 年式以降)１） 

【ガソリン車】                    (単位：乗用車は g/km、貨物車は g/km･t) 

平均走行速度 

（km/h） 

ガソリン 

乗用車 

ガソリン 

貨物車軽量 

ガソリン 

貨物車中量 

ガソリン 

貨物車重量 

     20 0.006308 0.005462 0.005689 0.005689 

     40 0.004487 0.004037 0.004266 0.004266 

     60 0.003846 0.003562 0.003868 0.003868 

     80 0.003921 0.003676 0.004205 0.004205 

    100 0.004601 0.004307 0.005219 0.005219 

    110 0.005190 0.004807 0.005974 0.005974 

【ディーゼル車】                   (単位：乗用車は g/km、貨物車は g/km･t) 

平均走行速度 

（km/h） 

ディーゼル 

乗用車 

ディーゼル 

貨物車軽量 

ディーゼル 

貨物車中量 

ディーゼル 

貨物車重量 

     20 0.001753 0.001000 0.000913 0.000546 

     40 0.001197 0.000701 0.000682 0.000395 

     60 0.000961 0.000591 0.000612 0.000336 

     80 0.000944 0.000580 0.000641 0.000361 

    100 0.001128 0.000651 0.000758 0.000466 

    110 0.001292 0.000715 0.000848 0.000549 
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2.2.6 環境保全措置の検討 

 環境保全措置の検討は、基本的に自動車の走行に係る二酸化窒素の検討と同様に行う。 

 

 

【解 説】 

「2.1.7 環境保全措置の検討」を参照のこと。 
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2.2.7 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

自動車の走行に係る一酸化炭素（又は二酸化硫黄）に関する影響が、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減さており、必要に応じその他の方法によ

り環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかに

することにより行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して
＊１

基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果

との間に
＊２

整合が図られているかどうかを評価する。 

 ３）事業者以外の者が行う環境保全措置 

事業者以外の者が行う環境保全措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明ら

かにできるように整理する。 

 

 

【解 説】 

*1「基準又は目標」 

一酸化炭素（又は二酸化硫黄）において整合を図る基準又は目標は、表－2.2.6

のとおりである。 

 

表－2.2.6 整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 環境影響の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

一酸化炭素 自動車の走行 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和

48年５月８日環境庁告示第25号）による環境基

準及び関係する地方公共団体の定める一酸化

炭素に関する目標 

二酸化硫黄 自動車の走行 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和

48年５月８日環境庁告示第25号）による環境基

準及び関係する地方公共団体の定める二酸化

硫黄に関する目標 
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整合を図る基準又は目標のうち、一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の環境基準は表

－2.2.7 のように定められている。 

 

表－2.2.7 一酸化炭素（又は二酸化硫黄）の環境基準 

物 質 環境基準 達成期間等 

一酸化炭素 
 １時間値の１日平均値が10ppm以

下であり、かつ、１時間値の８時間

平均値が20ppm以下であること。 

 一酸化炭素に係る環境基準は、維持さ

れまたは早期に達成されるよう努める

ものとする。 

二酸化硫黄 
 １時間値の１日平均値が0.04ppm

以下であり、かつ ､１時間値が

0.1ppm以下であること。 

 二酸化硫黄に係る環境基準は、維持さ

れまたは原則として５年以内において

達成されるよう努めるものとする。 

注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 
・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を

定めるものとする。 
・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確

保されるように努めなければならない。 

 

*2「整合が図られているかどうか」 

「2.1.8 評価の手法」の*2 を参照のこと。 

なお、基準又は目標と予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価す

る場合は、予測された年平均値を日平均値の年間２％除外値に換算して行う。この

換算に用いる式２）を表－2.2.8 に示す。この換算式は 2001 年から 2010 年の全国の

一般局及び自排局のデータを用いて設定したものである。 

 

表－2.2.8 年平均値から年間２％除外値への換算式２） 

項  目 換  算  式 

一酸化炭素 
[年間２%除外値]＝ａ([CO]ＢＧ+[CO]Ｒ)＋ｂ 

ａ＝1.57+0.47･exp(-[CO]Ｒ/[CO]ＢＧ) 
ｂ＝0.037-0.078･exp(-[CO]Ｒ/[CO]ＢＧ) 

二酸化硫黄 
[年間２%除外値]＝ａ([SO2]ＢＧ+[SO2]Ｒ)＋ｂ 

ａ＝1.9133-0.0066･exp(-[SO2]Ｒ/[SO2]ＢＧ) 
ｂ＝0.00022+0.00104･exp(-[SO2]Ｒ/[SO2]ＢＧ) 

         注）[CO]Ｒ    ：道路寄与の一酸化炭素年平均値(ppm) 
             [CO]ＢＧ  ：バックグラウンドの一酸化炭素年平均値(ppm) 
             [SO2]Ｒ   ：道路寄与の二酸化硫黄年平均値(ppm) 
             [SO2]ＢＧ ：バックグラウンドの二酸化硫黄年平均値(ppm)        
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注）文献を参考に最新の知見や実測データを用いることによりその内容の見直しを行

った。また、データは国立環境研究所「環境数値データベース」大気環境データ

ファイルを利用した。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
２．大気質 

 2.3 建設機械の稼働に係る粉じん等 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「2.3 建設機械の稼働に係る粉じん等」を

改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正および降

下ばいじん量に関する新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 2.3 建設機械の稼働に係る粉じん等） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3742号 
 

旧建設省土木研究所材料施工
部機械研究室  

初版 
                       
                       前室長 

前主任研究員 
室長 
研究員 

村松敏光 
朝倉義博 
江本 平 
江原 正隆

平成19年6月 土木研究所資  
料第4053号 

独立行政法人土木研究所 技術
推進本部 先端技術チーム 

主務省令の改正 
降下ばいじん量に関する
新たな知見の反映 

主席研究員 
前総括主任研究員
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 
降下ばいじん量に関する
新たな知見の反映 

主任研究官 
室 長 

吉永弘志 
角湯克典 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

 

*2 降下ばいじん量を予測する式のパラメータの追加  
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「2.3 建設機械の稼働に係る粉じん等」の概要 

  建設機械の稼働に係る粉じん等についての調査は、予測に必要な気象条件の設定を目

的として、気象の状況を対象に行う。予測は、参考手法による場合事例の引用又は解析

により、建設機械の稼働時の季節別降下ばいじん量を予測する。予測結果から、環境影

響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行

う。評価は、回避・低減の観点から行う。 

  ここで、建設機械の稼働に係る粉じん等において、予測・評価対象を季節別降下ばい

じん量としたのは、次のように考えたためである。粉じん等は、保全対象からみた場合

は大きく空気中に浮遊する浮遊粉じんと地表面に降下し堆積する降下ばいじんに分類さ

れる。浮遊粉じんについては、建設機械の稼働による降下ばいじん量がその評価に関す

る参考値を算出する上で参考としたスパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必

要な地域の指標（20 t/km2/月）以下であれば、不快感の目安（0.6 mg/m3）（注）を大きく下

回ることが実測結果から得られている。したがって予測は、建設機械の稼働時の季節別

降下ばいじん量を対象に行うこととした。 

 

（注）空気中に浮遊している粒子状物質については、「浮遊粒子状物質による環境汚染の

環境基準に関する専門委員会報告」1)によれば、環境に与える影響として、「浮遊粒子

状物質濃度が、0.6 mg/m3となると視程が 2 km 以下になり、地域住民の中に不快、不健

康感を訴えるものが増加する。」とされている。 
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図－2.3.1 「建設機械の稼働に係る粉じん等」における調査、予測及び評価の流れ 

  

2.3.1 事業特性の把握

１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
 ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架

）、概ねの位置、延長 
 ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概

ねの位置 
③想定される主な工種等 

2.3.2 地域特性の把握

１）自然的状況 
  気象、地形、地質の状況 
２）社会的状況 
 ①土地利用、学校、病院等の配置の状況及び住宅の配置の

概況 
 ②法令等により指定された地域及び規制の内容等 
 

2.3.3 項目の選定

 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上及び土

地利用上から将来の立地が計画されている場合 

2.3.4 調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手法より簡略な手法

又は参考手法より詳細な手法を選定する。 
１）参考手法より簡略化された手法を選定する場合 
 ①住居等から十分離れた場所で工事を実施することが明らかな場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定す

る。 
 ②近傍に大気汚染常時監視測定局や気象観測所が存在する場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する。

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 
 事例のない工法等を採用し、粉じん等に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある場合は、参考手法より

詳細な予測の手法を選定する。 

2.3.5 調査の手法

参考調査手法 
 風向・風速の季節別の年間データを地上気象観測指針による方法を基本に

調査。 

参考手法より簡略な手法 
 ①二季調査を実施 
 ②現地調査を省略 

 

2.3.6 予測の手法

参考予測手法 
 事例の引用又は解析により、季節別降下ばいじん量を予測する。 

参考手法より詳細な手法 
 粉じん等の発生及び拡散の状

況を実測等により把握 

2.3.7 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環

境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討

等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴う

環境への影響を明らかにする。 

2.3.8 評価の手法

 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 
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2.3.1 事業特性の把握 

  事業特性については、計画の熟度に応じ、建設機械の稼働に係る粉じん等の調査及び予測

に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1」を行っ

た場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

  (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長 

  (2) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

  (3) 想定される主な工種等*3 

 【解 説】 

  これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査及び予測の実施

に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事等

の概ねの位置と住居等の保全対象（「2.3.2 地域特性の把握」で把握する）との位置関

係を把握するために必要である。環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に

住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上、土地利用上から住居等の将来の立

地が計画されている場合、項目を選定する。詳細は、「2.3.3 項目の選定」を参照のこ

と。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事等

の概ねの位置及び粉じん等の発生工種等を把握するために必要である。また、住居等か

ら十分離れた場所で工事を実施することが明らかな場合は、参考手法より簡略な調査の

手法を選定することができる。一方、事例のない工法等を採用し粉じん等に係る環境影

響が著しいものとなるおそれがある場合は、参考手法より詳細な予測の手法を選定する。

詳細は、「2.3.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

 ３）調査及び予測に用いる事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査及

び予測の実施に当たって、調査地点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定する

ために必要である。詳細は、「2.3.5 調査の手法」及び「2.3.6 予測の手法」を参照

のこと。     
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*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 *2「工事計画の概要」 

      工事計画の概要の例を図-2.3.2 に示す。 

 

 

図-2.3.2 工事計画の概要の例 

  

 *3「工種等」 

工種とは、工事の区分ごとに実施する工事を大きく構成する一連の作業の総称であ

り、これはさらに、種別・細別に分類される。（「2.3.6 予測の手法」における「2.3.6-1 

予測の前提条件 ２）工事の種別等」参照。） 

各工事の区分に含まれる工種としては、表－2.3.1 に示すものが考えられる。 

     なお、工事の区分は、ここでは土工、トンネル及び橋梁・高架に区分している。 

 

表－2.3.1 各工事の区分に含まれる工種 

工事の区分 土工 トンネル 橋梁・高架 

工 種 

道路土工 掘削･支保･覆工 橋台・橋脚工 

地盤改良工 舗装工 橋梁架設工 

法面工  舗装工 

擁壁･ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  構造物撤去工 

舗装工   

構造物撤去工   

 

  

本線工事における区分の概ねの位置
既存道路

工事用道路の設置が想定される概ねの位置

土工 トンネル 土工 橋梁 土工
○○km ○○km ○○km km ○○km○○

本線工事における区分 本線工事における区分の延長
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2.3.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において、入手可能な最新の文

献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、建設機

械の稼働に係る粉じん等に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配

慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報

を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①気象の状況 

    周辺の年間の風向・風速の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

   ②地質の状況 

    地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 土地利用の状況 

   土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び

住宅の配置の概況 

   学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、

図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計画

の状況 

  (3) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況 

   ①都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定により定められた

用途地域 

   ②環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条の規定により策定された公害防止計画

の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等） 

   ③その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

    ・地方公共団体の条例等に基づいて定められている基準又は目標等 

 【解 説】 

  これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査、予測及び評価

の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ
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とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

  「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保

育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況」は、

現在の住居等の保全対象の立地状況を把握するために必要である。また、「土地利用計

画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一

号の規定により定められた用途地域」は、将来の住居等の保全対象の立地状況を想定す

るために必要である。詳細は、「2.3.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査の手法の選定に係る地域特性 

  「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保

育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況」は、

現在の住居等の保全対象の立地状況を把握するために必要である。また、「土地利用計

画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一

号の規定により定められた用途地域」は、将来の住居等の保全対象の立地状況を想定す

るために必要である。さらに、「周辺の年間の風向・風速の状況」、「地形の状況」及

び「土地利用の現況」は、大気汚染常時監視測定局及び気象観測所の存在とその周辺の

地形の状況を把握するために必要であり、粉じん等の発生工種が限定されており、住居

等から十分離れた場所で工事を実施することが明らかな場合や、近傍に大気汚染常時監

視測定局や気象観測所が存在し、調査すべき情報にこれらの資料を用いることが適当で

あると判断される場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定することができる。詳

細は、「2.3.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

 ３）調査、予測及び評価に用いる地域特性 

  「周辺の年間の風向・風速の状況」、「地形の分布状況」、「地質の区分及び分布状

況」、「土地利用の現況、土地利用計画の状況」、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法

に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、

住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項

第一号の規定により定められた用途地域」は、調査地点及び予測地点の設定や、予測の

前提条件を設定するために必要である。また、「環境基本法第十七条第３項の規定によ

り策定された公害防止計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等）」、

「地方公共団体の条例等に基づいて定められている基準又は目標等」は、評価の基準等

との整合性の検討における地方公共団体の基準又は目標を把握するために必要である。

詳細は、「2.3.5 調査の手法」、「2.3.6 予測の手法」及び「2.3.8 評価の手法」を

参照のこと。 
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 *1「入手可能な最新の文献」 

    文献の例を表－2.3.2 に示す。 

 

表－2.3.2 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

自
然
的
状
況 

気象の状況 気象月報 

気象観測結果 

周辺の年間の風向、風速の

状況 

各気象官署 

日本気候表 気象庁 

地形の状況 地形図 地形の分布状況 国土地理院 

地質の状況 土地分類基本調査表層地質図(1/5
万)・土地分類図表層地質分類図（

1/20万） 

地質の区分及び分布状況 国土交通省 

地質図 （独）産業技術

総合研究所地質

調査総合センタ

ー 

社

会

的

状

況 

土地利用の状況 土地利用図 

土地利用現況図 

土地利用の現況 

土地利用計画の状況 

国土地理院 

 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

 

都市計画図 

 

都道府県 

市町村 

学校、病院その他の

環境の保全について

の配慮が特に必要な

施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児童

福祉施設、老人ホーム、図

書館等の配置の状況 

集落の状況 

住宅の配置の概況 

将来の住宅地の面整備計画

の状況 

民間 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目的と

して法令等により指

定された地域その他

の対象の状況及び当

該対象に係る規制の

内容その他の状況 

都市計画図 都市計画法第八条第１項第

一号の規定により定められ

た用途地域  

市町村 

都道府県環境白書 

例規集等 

公害防止計画 

環境基本法第十七条第３項

の規定により定められた公

害防止計画の策定の状況 

都道府県 

法令・例規集等 

環境基本計画・環境配慮指針等 

地方公共団体の条例等に基

づいて定められている基準

又は目標等 

都道府県 

市町村 
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2.3.3 項目の選定 

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の保全対

象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されている場合

に行う。 

 【解 説】 

  項目の選定にあたっては、「2.3.1 事業特性の把握」で得られた対象道路実施区域の

位置と「2.3.2 地域特性の把握」で得られた現在又は将来の住居等の保全対象の位置関

係から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにするものとする。 

 

 *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

    環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、建設機械の稼働に係る粉

じん等の影響範囲をいう。この建設機械の稼働に係る粉じん等の影響は発生源及び

気象等により大きく異なるため、影響範囲を一律に設定することができない。ただ

し、建設機械の稼働に係る粉じん等においては、後で述べるとおり、住居等が近接

し最も影響が大きいと予想される敷地の境界線で予測及び評価を行うこととしてい

る。  
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2.3.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査及び予測の手法は、2.3.5-1及び2.3.6-2に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性及び

地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より簡略な手法、あ

るいは、より詳細な手法を選定する場合として、以下のような場合が想定される。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

  (1) 住居等から十分離れた場所で工事を実施することが明らかな場合は、参考手法より

簡略な調査の手法を選定できる。 

  (2) 近傍に大気汚染常時監視測定局（以下、「常監局」という。）や気象観測所が存在

し、調査すべき情報にこれらの資料を用いることが適当*1であると判断される場合

は、参考手法より簡略な調査の手法を選定できる。 

 ２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

 事例のない工法等を採用し、粉じん等に係る環境影響が著しいものとなるおそれがあ

る場合は、参考手法より詳細な予測の手法を選定する。 

 【解 説】 

  調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案して選定

する。上記では、省令第八条第３項及び第４項に基づき参考手法より簡略な手法又は参

考手法より詳細な手法を選定する場合の要件を具体的に示した。 

 

 *1「資料を用いることが適当」 

    「資料を用いることが適当」とは、常監局及び気象観測所が調査地域を代表して

いるかどうかを、「2.3.1 地域特性の把握」により得られた「地形の状況」に基づ

き、測定局から調査地点までの距離、周辺の地形及び建物の状況等を検討すること

により判断する。 
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2.3.5 調査の手法 

2.3.5-1 参考調査手法 

 参考調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  「気象の状況」とは、風向及び風速とし、季節別データ*1を調査する。 

 ２）調査の基本的な手法 

  調査方法は既存資料*2調査と現地調査を基本とする。なお、風向及び風速の現地調査は

地上気象観測指針(気象庁,2002年)に基づく方法によることとする。 

  風向・風速の測定高さは、原則として地上 10 m とする。気象データの補正及び異常年

検定*3は、必要に応じて「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」に

おける「2.1.5-1 参考調査手法 ２）調査の基本的な手法」により行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、影響範囲内において住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる

地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点は、予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する気象の状況が得られる箇

所に設定する。 

 ５）調査期間等 

  調査期間は、季節ごとのそれぞれ１週間*4を基本とする。調査時間帯は、建設機械の稼

働による環境影響の予測に必要な時間帯とする。 

2.3.5-2 参考手法より簡略な調査の手法 

 ①住居等から十分離れた場所で工事を実施することが明らかな場合は、調査期間を二季*5

とすることができる。 

 ②近傍に常監局や気象観測所が存在し、調査すべき情報にこれらの資料を用いることが適

当であると判断される場合は、現地調査を省略*6することができる。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

粉じん等：建設機械の稼働 

一 調査すべき情報 

  気象の状況 

二 調査の基本的な手法 

  文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認

められる地域 
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四 調査地点 

  粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、

及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

  粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、

及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 

 【解 説】 

  「2.3.5-1  参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。また、「2.3.5-2  参考手法より簡略な調査手法」は、「2.3.4  

調査及び予測の手法の選定 １)参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該当する

調査手法である。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる

手法である。 

 *1「季節別データ」 

    調査すべき情報は、風向・風速の季節別データ（1 時間値）である。風向・風速は、

粉じん等の拡散に影響を及ぼす要因であり、予測に必要な情報である。予測は季節

別に行うことから、粉じん等の発生が予想される地点の近傍における季節別風向出

現割合及びその平均風速を調査する。 

 *2「既存資料」 

    「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」2)における「2.1.5 調

査の手法 ２）調査の基本的な手法」の解説を参照のこと。 

 *3「気象データの補正及び異常年検定」 

    気象データの補正及び異常年検定は、必要に応じて「2.1 自動車の走行に係る二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質」2)における「2.1.5 調査の手法」*6 及び*7 を参考に

行う。 

 *4「季節ごとのそれぞれ１週間」 

    粉じん等の予測においては、気象の季節的な変動を考慮する必要があることから、

調査時期は春夏秋冬の四季を対象とする。調査期間は、社会活動、気象の変動の周

期を考慮して１週間とする。調査時間帯は、建設機械の稼働が予想される時間帯を

対象とする。 

 *5「二季」 

    調査時期は、四季のなかで影響が最も大きくなる二季を選定する。二季の選定は、

常監局や気象観測所の季節別の風向、風速の状況及び発生源と住居等の位置関係を

勘案して行う。 

 *6「現地調査を省略」 

    「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」2)における「2.1.5 調

査の手法」*12 を参照のこと。  
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2.3.6 予測の手法 

2.3.6-1 予測の前提条件 

 予測の前提条件*1として、工事の区分ごとに、予測断面、工事の種別等、建設機械及び施

工範囲を設定する。 

 １）予測断面 

  予測断面は、「2.3.2 地域特性の把握」で把握した住居等の位置等の情報及び「2.3.

1 事業特性の把握」で把握した工事の区分等の情報を考慮し、各工事の区分ごとに設定

する。さらに予測断面において、建設機械が移動する道路横断方向の範囲（工事計画幅

）及び敷地の境界線*2を設定する。 

 ２）工事の種別等 

  工事の区分ごとに、予想される工事内容と住居等の位置等を考慮し、工事の種別等*3を

設定する。 

 ３）建設機械 

  設定した工事の種別等について、粉じん等の影響を考慮し、作業単位を考慮した建設

機械の組み合わせ（ユニット）*4、及びその数*5を設定する。 

 ４）施工範囲 

  施工範囲は、工事計画の概要で示される工事の区分の中で季節別にユニットの配置に

応じて設定*6する。 

2.3.6-2 参考予測手法 

 参考予測手法は、以下による。 

 １）予測の基本的な手法 

  予測の基本的な手法は、事例の引用又は解析*7により、季節別降下ばいじん量を求め

る。事例は降下ばいじんの発生及び拡散に係る既存のデータとする。解析による予測計

算は、降下ばいじんの発生及び拡散を考慮して行う。 

  解析による予測計算は、予測を行う季節において予測地点における１ヶ月当たりの風

向別降下ばいじん量*8に当該季節別風向出現割合を乗じ、全風向について足し合わせるこ

とにより当該季節の降下ばいじん量*9を計算する。 

  ここで、１ヶ月当たりの風向別降下ばいじん量は、次式による１日当たりの降下ばい

じん量を基に計算する。 

 cb xxuuaxC -
00d )/()/( = )(  

 ････････ (2.3.1)

ここで、 Cd(x) : １ユニットから発生し拡散する粉じん等のうち発生源からの距離

x mの地上1.5 mに堆積する1日当たりの降下ばいじん量 ( t/km2/日/

ユニット ) 

 a : 基準降下ばいじん量 ( t/km2/日/ユニット )  

（基準風速時の基準距離における1ユニットからの1日当たりの降

下ばいじん量） 
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 u : 平均風速 ( m/s ) 

 u0 : 基準風速 ( u0 = 1 m/s ) 

 b : 風速の影響を表す係数*10 ( b=1 ) 

 x : 風向に沿った風下距離 ( m ) 

 x0 : 基準距離 ( m ) ( x0 = 1 m ) 

 c : 降下ばいじんの拡散を表す係数 

   

  予測に用いる基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数c*11は、既存の

データ等を参考に適切に設定する。 

  予測に用いる風向、風速のデータとして、調査により得られた地上 10 m 高さの気象デ

ータから、季節別に以下の項目を設定する。 

  ①建設機械の稼働時間帯における季節別風向出現割合 

  ②建設機械の稼働時間帯における季節別風向別平均風速 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域と同じとする（「2.3.5-1 参考調査手法 ３）調査地 

域」参照）。 

 ３）予測地点 

  予測地点は、原則として建設機械が稼働する区域の予測断面における工事施工ヤード

の敷地の境界線の地上 1.5 m とする。 

 ４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事の区分ごとに環境影響が最も大きくなると予想される時期とす

る。 

2.3.6-3 参考手法より詳細な予測の手法 

 事例のない工法等を採用し、粉じん等に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある

場合は、粉じん等の発生及び拡散の状況を実測等により把握し、参考予測手法と同様の解

析を行い予測する。 

2.3.6-4 予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されていない

場合において、予測の不確実性の程度*12及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要

と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

粉じん等：建設機械の稼働 

一 予測の基本的な手法 

  事例の引用又は解析 

二 予測地域 
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 調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域 

三 予測地点 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影

響を的確に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期 

 【解 説】 

  「2.3.6-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を具体的に示した。また、「2.3.6-3  参考手法より詳細な予測の手法」は、「2.3.4  

調査及び予測の手法の選定 ２）参考手法より詳細な手法を選定できる場合」に該当す

る予測手法である。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法

である。 

  また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる大気質を、当該事業以外の事業に対する環境影響評

価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「予測の前提条件」 

    建設工事で発生する粉じん等は、工事の進行に伴い、使用される建設機械の種類、

台数、作業の範囲などが変化する等、発生形態や時間的変動特性が複雑である。予

測に際しては、これらのことを考慮して予測断面、工事の種別等、建設機械及び施

工範囲を設定する。予測の前提条件の設定手順は、図－2.3.3 に示すとおりである。 
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図－2.3.3 予測の前提条件の設定手順 

地域特性 事業特性

・気象の状況 ・対象道路事業実施区域の位置
・地形の状況 ・対象道路事業の工事計画の概要
・地質の状況 ・本線工事における区分
・土地利用の状況 （土工､トンネル､橋梁･高架）､
・学校、病院その他の環境の保全につ 概ねの位置、延長

いての配慮が特に必要な施設の配置 ・工事施工ヤード、工事用道路
の状況及び住宅の配置の概況 等の設置が想定される概ねの

位置
・想定される主な工種等

ア．予測断面

住居等の保全対象の位置等及び
工事の区分等を考慮し、各工事の
区分ごとに予測断面を設定する。

予測断面には、施工に必要な機
械が移動する道路横断方向の範囲
(工事計画幅)及び敷地の境界線を
示す。

イ．工事の種別等

工事の区分ごとに予想される工
事内容や住居等の保全対象の位置
等を考慮し、工事の種別等を設定
する。

ウ．建設機械

設定した工事の種別等につい年間工事日数の設定
て、予想される工事内容、住居等
の保全対象の位置等、降下ばいじ
んの影響及び、予測を行う作業単
位を考慮して建設機械の組み合わ
せ(ユニット 、及びその数を設定）
する。

エ．施工範囲

建設機械の施工範囲は、予想さ
れる工事内容や住居等の保全対象
の位置等を考慮し設定する。

気象データの設定
・風向、風速のデータ

予 測

既存道路

事業の実施区域

工事の区分の延長

土工 トンネル 土工 橋梁 土工

工事の区分 土工 トンネル 土工 橋梁 土工

道路土工 ･ ･ 道路土工 橋台･橋脚工 道路土工工 種 掘削 支 保 覆工

地盤改良工 覆工 地盤改良工 橋梁架設工 地盤改良工

法面工 坑門工 法面工 舗装工 法面工

擁 壁 カル バー ト工 カル バー ト工･ 舗装工 擁壁･カルバート工 構造物撤去工 擁壁･

舗装工 舗装工 舗装工

構造物 構造物撤去工 構造物撤去工撤 去工

工事の区分 工 種 種 別 ユニット

土工(堀割) 道路土工 掘削工 土砂掘削

軟岩掘削

硬岩掘削

路床盛土工 路床盛土

路体盛土工 路体盛土

（ ）法面整形工 法面整形 掘削部

（ ）法面整形 盛土部

地盤改良工 路床安定処理工 路床安定処理
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 *2「建設機械が移動する道路横断方向の範囲（工事計画幅）及び敷地の境界線」 

    工事計画幅と敷地の境界線の位置関係を、図－2.3.4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.4 工事計画幅と敷地の境界線 

 

 *3「工事の種別等」 

    工事は、様々な工種からなっている。また、工種は、種別・細別に分類されてい

る。ここで、種別・細別は、「新土木工事積算大系の解説（国土交通省大臣官房技

術調査課編集、国土交通省国土技術政策総合研究所建設システム課編集）」を参照

のこと。 

 *4「作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）」 

    作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）とは、目的の建設作業を

行うために必要な建設機械の組み合わせのことである。ここでは、ユニットは工事

の種別等の名称により表す。なお、ユニットを構成する建設機械は、「国土交通省

土木工事積算基準（国土交通省大臣官房技術調査課監修）」を参照のこと。 

    ユニットの設定例を以下に示す。 

   １）工事の区分ごとの工事の種別等・ユニットの設定 

    工事の区分ごとに想定される主な工事の種別等及び予想される工事内容を基に、

予測対象とする工事の種別（細別）を選定する。その種別（細別）に対応するユニ

ットは、以下のように設定する。 

    ①工事の種別（細別）に対して地質条件や工法等が判明しておりユニットの設定

が可能な場合には、当該ユニットを設定する。 

    ②工事の計画段階において、施工手順からあらかじめユニットが設定できる場合

には当該ユニットを設定する。 

敷地の境界線敷地の境界線

土工（盛土）の場合

工事計画幅

敷地の境界線敷地の境界線

土工（切土）の場合

工事計画幅

敷地の境界線

橋梁・高架の場合

工事計画幅

敷地の境界線

壁高欄壁高欄

敷地の境界線

（坑口）

トンネルの場合

工事計画幅

敷地の境界線

　　（坑口）
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    ③工事の計画が具体的に想定できず、ユニットが特定できない場合には、事業特

性及び地域特性を勘案しユニットを想定する。 

    図－2.3.5 に「土工」の場合における工事の種別等・ユニットの設定例を示す。 
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道路土工 

 掘削工 土砂掘削 ※イ） 
 

※イ） 
 

※ロ） 
 

※ロ） 

    

  硬岩掘削 
 
 路体盛土工 路体盛土  

 
 

 
路床盛土工 路床盛土  

 
 

 
法面整形工 法面整形(掘削部) ※ロ) 

 

※ロ） 

 
 

 法面整形(盛土部) 
 

地盤改良工  ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ ※ハ）  
 

法面工  植生工 種子吹付け ※ニ）  
 

擁壁工  現場打擁壁工 現場打擁壁 ※ホ）  
 

舗装工  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ※ヘ）  
 

※イ）地質条件が土砂及び硬岩系であると判明しているため、土砂掘削、硬岩掘削を 
設定。地質条件が判明していない場合には、地域特性及び事業特性を勘案しユ 
ニットを設定。 

※ロ）道路土工の施工手順を考えた場合、必ず設定される種別・ユニットを設定。 
※ハ）地盤改良工は行うものの、工法等を特定できない場合には、地域特性及び事業 

特性を勘案しユニットを設定。 
※ニ）法面工に対する工法が特定できているユニットを設定。 
※ホ）擁壁工に対する工法が特定できているユニットを設定。 
※ヘ）舗装工に対する舗装種別が特定できているユニットを設定。 

 

図－2.3.5 工事の種別等・ユニットの設定例 

 

   ２）予測対象ユニットの選定 

    １）で設定したユニットから予測対象とするユニットを以下のように選定する。 

    ①工事の区分ごとに地域特性及び事業特性を勘案し、環境影響の最も大きいユニ

ットを予測対象ユニットとして選定する。 

    ②ただし、工程等により、複数の種類のユニットが同時に稼働する場合には、こ

れら複数の種類のユニットを選定する。 

    図－2.3.5 で設定した工事の種別等・ユニットから予測対象ユニットを選定した例

を図－2.3.6 に示す。 
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 道路土工 掘削工 土砂掘削 ※イ） 
   

 

 硬岩掘削 
 

路体盛土工 路体盛土 
   

路床盛土工 路床盛土 
   

法面整形工 法面整形(掘削部) ※ロ）  

 
 法面整形(盛土部) 
 

地盤改良工 ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ   
 

法面工 植生工 種子吹付け ※ロ）  
 

擁壁工 現場打擁壁工 現場打擁壁   
 

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装    
 

：選定したユニット 

 

※イ）掘削工のユニットから、環境影響が大きいユニットとして選定。 
※ロ）工程上、土砂掘削と同時に法面整形及び種子吹付けを行うことが明らかで 

あるため、予測対象ユニットとして選定（複数の種類のユニットの選定）。 

 

図－2.3.6 予測対象ユニットの選定例 

 *5「その数」 

    道路土工におけるユニット数は、以下の式を用いて算定する方法がある。 

 
    ユニット数＝年間最大土工量 ( m3 )／｛年間工事日数 ( 日 ) 
           ×ユニットの日当り施工能力 ( m3/日/ユニット )｝ 
 

     年間最大土工量、年間工事日数、ユニットの日当り施工能力の設定については、

以下の方法がある。 

    ①年間最大土工量 

     年間最大土工量の算出については、図－2.3.7 のように全国の事例から調査した

各工事の区分ごとの全盛土量及び全切土量と年間最大土工量の関係（図の斜線の

範囲内）から求める方法がある。 
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各工事の区分ごとの全盛土量及び全切土量 
 

図－2.3.7 各工事の区分ごとの全盛土量及び全切土量と年間最大土工量の関係 

 

    ②年間工事日数 

     年間工事日数は、地域特性から降雨および降雪日数を設定し、次式により求め

ることができる。 

 

     年間工事日数＝365 日－休日日数－降雨および降雪日数 

 

③ユニットの日当り施工能力 

     ユニットが掘削工及び盛土工の場合におけるユニットの日当り施工能力は、「国

土交通省土木工事積算基準（国土交通省大臣官房技術調査課監修）」を用いて設

定することができる。 

 *6「季節別にユニットの配置に応じて設定」 

    予測対象とするユニットが移動型でありその配置を特定できない場合は、ユニッ

トの配置は予測対象ユニットが季節別に施工範囲内を一様に移動するものとして設

定する。なお、施工範囲とユニットの配置方法としては、次のようなものがある。 

    ①季節別の施工範囲が工事の区分の延長全体にわたる場合 

     季節別の施工範囲が工事の区分の延長全体にわたる場合の例は、図－2.3.8 に示

すとおりである。 

 
図－2.3.8 季節別の施工範囲が工事の区分の延長全体にわたる場合 

 

    ②季節別の施工範囲が工事の区分の延長の一部分である場合 

     季節別の施工範囲が工事の区分の延長の一部分であり、その施工範囲が明らかで

ない場合は図－2.3.9 のように、工事の区分の延長を季節数で均等に分割する。

万m3 年
間
最
大
土
木
工
事
量 

40 

40 万m3 

年間最大土木工事量の上限 

0 

施工範囲(Nuユニット) 工事計画幅(W) 

工事の区分の延長(L) 
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                          季節別の施工範囲 

 

 

 

 

 

 

 
図－2.3.9 季節別の施工範囲が工事の区分の延長の一部分である場合 

 

 

     なお、予測対象とする一部のユニットが定置機械作業で施工範囲が明らかな場合

は、その施工範囲から拡散する降下ばいじん量の計算を行い合成する。(図-2.3.10

参照) 

 

 

図－2.3.10 ユニットが定置機械作業の場合の施工範囲の設定例 

  

*7「事例の引用又は解析」 

    大気質の予測手法には、大気拡散式、統計的方法、模型実験、野外拡散実験等が

ある。しかし、これらの多くはガス状物質又は浮遊粒子状物質を対象にした予測手

法であり、工事の降下ばいじんに関してはいまだ確立された方法がない。工事の降

下ばいじんの発生・拡散に関しては、土質の性状、建設機械の種類及び稼働状況、

粉じん等の性状（粒径分布）、気象、地形の状況などその要因は多岐にわたる。こ

のため、事例を収集し、その事例を解析することによって上記の要因を含む経験式

を求めた 3)4)5)。参考予測手法は、この事例の解析により得られた経験式を基本とす

る方法である。なお、この経験式はプルーム式を基本とし、粉じん等の降下量（降

下ばいじん量）が風下距離のべき乗に比例する特性を反映した解析結果に基づくも

のであり、各パラメータは事例をユニットごとに分類し解析することで設定したも

のである。 

  

定置型のユニットの施工範囲

工事計画幅(W) 

工事の区分の延長(L) 

 

予測地点 

工事計画幅(W) 

工事の区分の延長(L) 

 Nuユニット 

L / k
予測地点 

k：季節数 



 - 2-3-23 -

 *8「風向別降下ばいじん量」 

   １）工事の区分がトンネル以外の場合 

    ユニットによる粉じん等の発生源としては、ユニットが施工範囲内を一様に移動

し作業することにより粉じん等が一様に発生する面発生源を想定する。予測地点の

風向別降下ばいじん量の計算では、季節別の施工範囲を風向別に細分割し、その細

分割された小領域( x dθ dx )にその面積に応じた降下ばいじんの寄与量 

( Nu Nd a x dθ dx / A )を割り当てて、風向別の拡散による距離減衰及び季節別風向別平均

風速を加味して１ヶ月当たりの降下ばいじん量を計算する（図-2.3.11 参照）。以上

のことを示すと式(解説 2.3.1)となる。 

           

   AxxxCNNR
x

xs /dd
π/16

16/π ddud

2

1

 
    

     AxxxxuuaNN cb
s

x

x
/dd// 00

π/16

16/πdu

2

1




    ････ (解説2.3.1) 

ここで、 Rds : 風向別降下ばいじん量 ( t/km2/月 )。なお、添え字 s は風向（16方位）

を示す。 

 Nu  : ユニット数 

 Nd : 季節別の平均月間工事日数 ( 日/月 ) 

 us  : 季節別風向別平均風速 ( m/s )（us < 1 m/sの場合は、us = 1 m/sとする。）

 x1 : 予測地点から季節別の施工範囲の手前側の敷地境界線までの距離（m）

 x2 : 予測地点から季節別の施工範囲の奥側の敷地境界線までの距離（m）

（ x1，x2 < 1 m の場合は、x1，x2 = 1 m とする。） 

 A : 季節別の施工範囲の面積 ( m2 ) 
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    （ア）予測地点と施工範囲の位置関係から予測計算を行う風向の範囲 

 

 

 

    （イ）ある風向における予測計算範囲 

 

 

 

 

図－2.3.11 工事の区分がトンネル以外の場合の降下ばいじん量の予測計算の考え方 

 

   ２）工事の区分がトンネルの場合 

    トンネルから発生する粉じん等の予測は、トンネル坑口から線状に発生している

とした線発生源を想定して行う。予測地点の風向別降下ばいじん量の計算では、坑

口にある線発生源を風向別に細分割し、その細分割された線発生源 ( x dθ / cosθ ) に

長さに応じた降下ばいじん量の寄与量を割り当てて、風向別の拡散による距離減衰

及び季節別風向別平均風速を加味して１ヶ月当たりの降下ばいじん量を計算する

（図-2.3.12 参照）。以上のことを示すと式(解説 2.3.2)となる。  

Ｎuユニット

気象（風向・風速）を考慮する範囲

予測地点

主風向

工事の区分の延長（Ｌ）

工事計画幅（Ｗ）

工事の区分の延長(L)

工事計画幅( W)

季節別
施工範囲

予測対象風向

Ｘ
1

Ｘ
2

Ｘdθ

Ｘ
  
  
 
dＸ

予測地点

-π
/16

π/16
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      B
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s

s /d
cos

16/π

16/π

ddd 











                         ･････(解説 2.3.2) 

 

ここで、B ：トンネル坑口径 ( m ) 

       θs ：トンネル延長方向と予測対象風向との角度。なお、添字 s は風向 

        （16 方位）を表す。 

 

図－2.3.12 工事の区分がトンネルの場合の風向別の発生源と予測地点の距離の考え方 

 

 *9「当該季節の降下ばいじん量」 

    季節別降下ばいじん量の計算式を式(解説 2.3.3)に示す。             

       



n

s
ss fRC

1
Wdd        ････････････････････････････(解説 2.3.3) 

ここで、Cd ：季節別降下ばいじん量 ( t/km2/月 ) 

       n ：方位（= 16） 

       fws ：季節別風向出現割合。なお、s は風向（16 方位）を示す。 

 

 *10「風速の影響を表す係数」 

     事例調査の結果によれば、b = 1 の時の風速と降下ばいじん量の実測値／推定値の

関係は、概ね一定値であることが確認されている。 

 *11「基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c」6) 

     予測に用いる基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c は、表

-2.3.3 により設定することができる。表-2.3.3 に示すパラメータ a、c は、前述の

予測式により計算した１日当たりの降下ばいじん量と実測値から最小二乗法によ

拡大図

予測地点

トンネル
（内部）

予測対象風向

Ｘ

-π
/16

π
/16

トンネル
坑口線上の
線発生源

ト
ン
ネ
ル
坑
口
径
 Ｂ

ｘdθ

θ

≒90°

ｘdθ
２

ｘdθ
２cosθ

θθs

2

dx




cos2

dx
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り求めたものである。降下ばいじんの拡散を表す係数 c については測定値の分布お

よび重力沈降を考慮した拡散による計算値の双方から判断し、c = 2.0 で統一した。

表-2.3.3 に示されていないユニットについても、図-2.3.11 の面発生源または図

-2.3.12 の線発生源を仮定し、測定値を 1 日当たりに換算してパラメータ a、c を最

小 2 乗法で設定することができる。2 パラメータで解析するとデータのばらつきに

よる影響を大きく受けるので、測定数が 10 現場程度以下で少ない場合には c = 2.0

と固定して 1 パラメータで解析することが望ましい。 

     なお、粉じんの発生量が小さい工種については距離減衰傾向がなく解析値が異常

値となる場合が多い。このため測定値の平均値のみを記載することとした。降下ば

いじん量は、発生源領域および風向風速を考慮することなく工事日数分を加算する

ことで上限値の目安が計算できる。 

 *12「予測の不確実性の程度」 

     予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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表－2.3.3 基準降下ばいじん量a及び降下ばいじんの拡散を表す係数c 

  

種 別 ユニット a c 
ユニット近傍での

降下ばいじん量 

( t/km2/8h )注4)  

掘削工 

土砂掘削 17,000 2.0  

軟岩掘削 20,000 2.0  

硬岩掘削 110,000 2.0  

硬岩掘削(散水) 30,000 2.0  

盛土工（路体、路床） 盛土（路体、路床） － － 0.04 

法面整形工 
法面整形(掘削部) － － 0.07 

法面整形(盛土部) 6,800 2.0  

路床安定処理工 路床安定処理 7,500 2.0  

サンドマット工 サンドマット 2,300 2.0  

締固改良工 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 8,200 2.0  

固結工 

高圧噴射撹拌 － － 0.04 

粉体噴射撹拌 9,200 2.0  

深層混合処理 （ＣＤＭ工法） － － 0.12 

法面工 

種子吹付 11,000 2.0  

モルタル吹付 4,500 2.0  

植生基材吹付 4,200 2.0  

アンカー工 
アンカー 4,100 2.0  

アンカー （注水） 420 2.0  

既製杭工 

ディーゼルパイルハンマ 12,000 2.0  

油圧パイルハンマ 640 2.0  

中堀工 1,100 2.0  

場所打杭工 オールケーシング － － 0.02 

掘削工（トンネル） 
トンネル機械掘削（２方） 300 2.0  

トンネル発破掘削（２方） 300 2.0  

構造物取壊し工 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(非散水) 13,000 2.0  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(散水) 1,700 2.0  

自走式破砕機による殻の破砕 12,000 2.0  

基礎・裏込め砕石工 基礎・裏込め砕石工 5,400 2.0  

アスファルト舗装工 
路盤工(上層・下層路盤) 13,000 2.0 

 

コンクリート舗装工  

注1）基準降下ばいじん量 a は、8 時間／日の稼働時間で設定した。 

注2）パラメータ a、c は、トンネル以外の場合のユニットでは発生源を施工範囲上に、トンネルの場

合のユニットでは坑口の線上に配置して求めた値である。 

注3）パラメータ a、c は地上 1.5 m で測定した降下ばいじん量に基づいて設定した 

注4）ユニット近傍での降下ばいじん量は、降下ばいじん量が少なく明確な距離減衰傾向がみられないユ

ニットに対して設定した。 
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2.3.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国又

は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準

又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。その検討がＥＩＡ

において段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具

体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なよ

り良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において環

境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3 

  (2) 環境保全措置の効果*4、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響 

 ４）事後調査 

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

あるときは、事後調査を実施*5する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場

合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

 【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

    環境保全措置の例、効果の内容等を表－2.3.4 に示す。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

    ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

 *3「実施の内容」 

    「実施の内容」としては予測対象の工種等に対して、採用する環境保全措置の種

類、実施位置等をできる限り具体的に記載する。 
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*4「環境保全措置の効果」 

    「環境保全措置の効果」は、採用する環境保全措置を講ずる前後の予測結果を用

いて、定量的又は定性的に効果を記載する。 

表－2.3.4 環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれのあ

る他の環境への影響 

散水 表-2.3.3の事例にあるように発生源に直接散水することに

より、粉じんを効果的に抑制できる。 

他の環境要素への影響はない。

大気質への影響の

少ない工法の選定
注1) 

アンカー工は、施工条件によっては注水を行いながら施工す

ることが可能であり、粉じん等の発生量が1/20程度に低減し

た事例がある。 

他の環境要素への影響はない。

既製杭工の場合、施工条件によっては粉じん等の発生量の少

ない工法を選べる場合がある。ディーゼルパイルハンマの代

わりに油圧ハンマを用いると1/100程度に低減した事例があ

る。 

騒音、振動への影響が緩和され

る。 

仮囲いの設置 仮囲いの設置により低減効果が期待できる。 騒音への影響が緩和される。日

照阻害に対する影響が生じる

おそれがある。 

建設機械を保全対

象から離す 

拡散により粉じん等の影響の低減が見込まれる。 騒音、振動への影響が緩和され

る。 

作業方法への配慮
注2) 

粉じん等の発生の低減が見込まれる。 

 

他の環境要素への影響はない。

作業時間への配慮
注3) 

粉じん等の発生の低減が見込まれる。 他の環境要素への影響はない。

注1) この他、路床安定処理工、構造物取壊し工に関する事例がある。 

注 2) 建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等 

注 3) 強風時の作業を控える等 

 

 

 *5「事後調査を実施」 

建設機械の稼働に係る粉じん等の参考予測手法については、発生源の種類（工事の

種別等）毎に実測データを基に気象条件（風向・風速）を考慮した解析により設定し

た発生量を表す係数、および距離による拡散と気象条件を考慮した解析により設定し

た拡散を表す係数を用いて、プルーム式を基本とする経験式により予測を行う。従っ

て、予測に用いる経験式は、環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されたものと

判断できるため、一般的に不確実性は小さいと考えられる。また、環境影響の程度が

著しいものとなるおそれがある場合は、散水や仮囲いの設置等、効果が確実に期待で

きる環境保全措置を工事の状況を観察しながら行うことができるため、環境影響の程

度が著しいものとなるおそれは小さいと考えられる。従って、事後調査の必要性は一

般的に小さいと考えられる。 

ただし、知見が不十分で、その効果が予測できないような新たな環境保全措置を講

じる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、事後調査を実施する必要

がある。 
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2.3.8 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、建

設機械の稼働に係る粉じん等に関する影響が、事業者により実行可能な範囲でできる限

り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境保全についての

配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に係

る環境要素に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及

び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

【解 説】 

 *1「基準又は目標」 

    降下ばいじんにおいては、国が実施する環境保全に関する施策による基準又は目

標は示されていない。なお、回避又は低減に係る評価については、建設機械の稼働

による降下ばいじんにおける参考値として、10 t/km2/月が考えられる。 

    これは、次のようにして設定されたものである。環境を保全する上での降下ばい

じん量は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域の指標を参

考とした 20 t/km2/月 7)が目安と考えられる。一方、降下ばいじん量の比較的高い地域

の値は、10 t/km2/月である。評価においては、建設機械の稼働による寄与を対象とす

るところから、これらの差である 10 t/km2/月を参考値とした。なお、降下ばいじん

量の比較的高い地域の値とした 10 t/km2/月は、平成 5 年度から 9 年度に全国の一般

局で測定された降下ばいじん量のデータから上位 2%を除外して得られた値である。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
２．大気質 

 2.4 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る粉じん等 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「 2.4 資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行に係る粉じん等」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主

務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 2.4 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る粉じん等） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3742号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部
機械研究室  

初版 
                       
                       前室長 

前主任研究員 
室長 
研究員 

村松敏光 
朝倉義博 
江本 平 
江原 正隆

平成19年6月 土木研究所資  
料第4054号 

独立行政法人土木研究所 技術推
進本部 先端技術チーム 

主務省令の改正 
降下ばいじん量に関する新
たな知見の反映 

主席研究員 
前総括主任研究員 
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合研
究所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 
 

室 長 
主任研究官 

角湯克典 
吉永弘志 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 
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「2.4 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る粉じん等」の概要 

  資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、工事用車両という。）の運行に係る粉じん

等についての調査は、予測に必要な気象条件の設定を目的として、気象の状況を対象に

行う。予測は、参考手法による場合事例の引用又は解析により、工事用車両の運行時の

季節別降下ばいじん量を予測する。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと

判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、回避・低減の観

点から行う。 

  ここで、工事用車両の運行に係る粉じん等において、予測・評価対象を季節別降下ば

いじん量としたのは、次のように考えたためである。粉じん等は、保全対象からみた場

合は大きく空気中に浮遊する浮遊粉じんと地表面に降下し堆積する降下ばいじんに分類

される。浮遊粉じんについては、工事用車両の運行による降下ばいじん量がその評価に

関する参考値を算出する上で参考としたスパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全

が必要な地域の指標（ 20 t/km2/月 ）以下であれば、不快感の目安（ 0.6 mg/m3 ）（注）を

大きく下回ることが実測結果から得られている。したがって予測は、工事用車両の運行

時の季節別降下ばいじん量を対象に行うこととした。 

 

（注）空気中に浮遊している粒子状物質については、「浮遊粒子状物質による環境汚染の

環境基準に関する専門委員会報告」1)によれば、環境に与える影響として、「浮遊粒子

状物質濃度が、0.6 mg/m3となると視程が 2 km 以下になり、地域住民の中に不快、不健

康感を訴えるものが増加する。」とされている。 
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図－2.4.1 「工事用車両の運行に係る粉じん等」における調査、予測及び評価の流れ 

  

2.4.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
 ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架

）、概ねの位置、延長 
 ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概

ねの位置 
 ③想定される主な工種等 

2.4.2 地域特性の把握

１）自然的状況 
  気象、地形、地質の状況 
２）社会的状況 
 ①土地利用、交通の状況、学校、病院等の配置の状況及

び住宅の配置の概況 
 ②法令等により指定された地域及び規制の内容等 

2.4.3 項目の選定

 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上及び土

地利用上から将来の立地が計画されている場合 

2.4.4 調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手法より簡略な手法

を選定する。 
１）参考手法より簡略化された手法を選定する場合 
 ①住居等から十分離れた場所を工事用車両が走行することが明らかな場合は、参考手法より簡略な調査の手法を

選定する。 
 ②近傍に大気汚染常時監視測定局や気象観測所が存在する場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する。

2.4.5 調査の手法

参考調査手法 
 風向・風速の季節別の年間データを地上気象観測指針による方法を基

本に調査。 

参考手法より簡略な手法 
 ①二季調査を実施 
 ②現地調査を省略 

 

2.4.6 予測の手法

参考予測手法 
 事例の引用又は解析により、季節別降下ばいじん量を予測する。 

2.4.7 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環

境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討

等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴う

環境への影響を明らかにする。 

2.4.8 評価の手法

 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 
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2.4.1 事業特性の把握 

 事業特性については、計画の熟度に応じ、工事用車両の運行に係る粉じん等の調査及び予

測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1」を行

った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

  (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長 

  (2) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

  (3) 想定される主な工種等*3 

 【解 説】 

  これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査及び予測の実施

に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事等

の概ねの位置と住居等の保全対象（「2.4.2 地域特性の把握」で把握する）との位置関

係を把握するために必要である。環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に

住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上、土地利用上から住居等の将来の立

地が計画されている場合、項目を選定する。詳細は、「2.4.3 項目の選定」を参照のこ

と。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」から、工事

等の概ねの位置を把握し、工事用車両の台数等を予想するために必要である。また住居

等から十分離れた場所を工事用車両が走行することが明らかな場合は、参考手法より簡

略な調査の手法を選定することができる。詳細は、「2.4.4 調査及び予測の手法の選定」

を参照のこと。 

 ３）調査及び予測に用いる事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査地

点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定するために必要である。詳細は、「2.4.5 

調査の手法」及び「2.4.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1 「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画
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段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 

 

 *2「工事計画の概要」 

    「2.3.1 事業特性の把握」*2 を参照のこと。 

 *3「工種等」 

    「2.3.1 事業特性の把握」*3 を参照のこと。 
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2.4.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において、入手可能な最新の文

献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、工事用

車両の運行に係る粉じん等に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「

配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情

報を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①気象の状況 

    周辺の年間の風向・風速の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

   ②地質の状況 

    地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 土地利用の状況 

   土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 交通の状況 

   主要な道路の位置、交通量等の状況 

  (3) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び

住宅の配置の概況 

   学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、

図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計画

の状況 

  (4) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況 

   ①都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定により定められた

用途地域 

   ②環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条の規定により策定された公害防止計画

の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等） 

   ③その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

    ・地方公共団体の条例等に基づいて定められている基準又は目標等 

 【解 説】 

  これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査、予測及び評価

の実施に必要となる。 



 - 2-4-7 - 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

  「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保

育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況」は、

現在の住居等の保全対象の立地状況を把握するために必要である。また、「土地利用計

画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一

号の規定により定められた用途地域」は、将来の住居等の保全対象の立地状況を想定す

るために必要である。詳細は、「2.4.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査の手法の選定に係る地域特性 

  「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保

育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況」は、

現在の住居等の保全対象の立地状況を把握するために必要である。また、「土地利用計

画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一

号の規定により定められた用途地域」は、将来の住居等の保全対象の立地状況を想定す

るために必要である。さらに、「周辺の年間の風向・風速の状況」、「地形の状況」及

び「土地利用の現況」は、大気汚染常時監視測定局及び気象観測所の存在とその周辺の

地形の状況を把握するために必要であり、住居等から十分離れた場所で工事を実施する

ことが明らかな場合や、近傍に大気汚染常時監視測定局や気象観測所が存在し、調査す

べき情報にこれらの資料を用いることが適当であると判断される場合は、参考手法より

簡略な調査の手法を選定することができる。詳細は、「2.4.4 調査及び予測の手法の選

定」を参照のこと。 

 ３）調査、予測及び評価に用いる地域特性 

  「周辺の年間の風向・風速の状況」、「地形の分布状況」、「地質の区分及び分布状

況」、「土地利用の現況、土地利用計画の状況」、「主要な道路の位置、交通量等の状

況」、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホ

ーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備

計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一号の規定により定められた用途地域」

は、調査地点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定するために必要である。ま

た、「環境基本法第十七条第３項の規定により策定された公害防止計画の策定の状況（策

定の時期、計画の期間、計画の目標値等）」、「地方公共団体の条例等に基づいて定め

られている基準又は目標等」は、評価の基準等との整合性の検討における地方公共団体

の基準又は目標を把握するために必要である。詳細は、「2.4.5 調査の手法」、「2.4.6 

予測の手法」及び「2.4.8 評価の手法」を参照のこと。 
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 *1「入手可能な最新の文献」 

    文献の例を表－2.4.1 に示す。 

 

表－2.4.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

自

然

的

状

況 

 

気象の状況 気象月報 

気象観測結果 

周辺の年間の風向、風速の

状況 

各気象官署 

 

日本気候表 気象庁 

地形の状況 地形図 地形の分布状況 国土地理院 

地質の状況 土地分類基本調査表層地質図(1/5
万)・土地分類図表層地質分類図（

1/20万） 

地質の区分及び分布状況 国土交通省 

地質図 （独）産業技術

総合研究所地質

調査総合センタ

ー 

社

会

的

状

況 

土地利用の状況 土地利用図 

土地利用現況図 

土地利用の現況 

土地利用計画の状況 

国土地理院 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 

 

都道府県 

市町村 

交通の状況 道路交通センサス 主要な道路の位置 

交通量等の状況 

国土交通省 

都道府県 

学校、病院その他の

環境の保全について

の配慮が特に必要な

施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児童

福祉施設、老人ホーム、図

書館等の配置の状況 

集落の状況 

住宅の配置の概況 

将来の住宅地の面整備計画

の状況 

民間 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目的と

して法令等により指

定された地域その他

の対象の状況及び当

該対象に係る規制の

内容その他の状況 

都市計画図 都市計画法第八条第１項第

一号の規定により定められ

た用途地域 

市町村 

都道府県環境白書 

例規集等 

公害防止計画 

環境基本法第十七条第３項

の規定により定められた公

害防止計画の策定の状況 

都道府県 

法令・例規集等 

環境基本計画・環境配慮指針等 

地方公共団体の条例等に基

づいて定められている基準

又は目標等 

都道府県 

市町村 
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2.4.3 項目の選定 

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の保全対

象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されている場合

に行う。 

 【解 説】 

  項目の選定にあたっては、「2.4.1 事業特性の把握」で得られた工事用道路の設置が

想定される概ねの位置と「2.4.2 地域特性の把握」で得られた現在又は将来の住居等の

保全対象の位置関係から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにする

ものとする。 

 

 *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

    環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、工事用車両の運行に係る

粉じん等の影響範囲をいう。この工事用車両の運行に係る粉じん等の影響は発生源

及び気象等により大きく異なるため、影響範囲を一律に設定することができない。

ただし、工事用車両の運行に係る粉じん等においては、後で述べるとおり、住居等

が近接し最も影響が大きいと予想される敷地の境界線で予測及び評価を行うことと

している。 
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2.4.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査及び予測の手法は、2.4.5-1及び2.4.6-2に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性及び

地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より簡略な手法を選

定する場合として、以下のような場合が想定される。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

  (1) 住居等から十分離れた場所を工事用車両が走行することが明らかな場合は、参考手

法より簡略な調査の手法を選定できる。 

  (2) 近傍に大気汚染常時監視測定局（以下、「常監局」という。）や気象観測所が存在

し、調査すべき情報にこれらの資料を用いることが適当*1であると判断される場合

は、参考手法より簡略な調査の手法を選定できる。 

 【解 説】 

  調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案して選定

する。上記では、省令第八条第３項及び第４項に基づき参考手法より簡略な手法を選定

する場合の要件を具体的に示した。 

 

 *1「資料を用いることが適当」 

    「資料を用いることが適当」とは、常監局及び気象観測所が調査地域を代表して

いるかどうかを、「2.4.1 地域特性の把握」により得られた「地形の状況」に基づ

き、測定局から調査地点までの距離、周辺の地形及び建物の状況等を検討すること

により判断する。 
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2.4.5 調査の手法 

2.4.5-1 参考調査手法 

 参考調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  「気象の状況」とは、風向及び風速とし、季節別データ*1を調査する。 

 ２）調査の基本的な手法 

  調査方法は既存資料*2調査と現地調査を基本とする。なお、風向及び風速の現地調査は

地上気象観測指針(気象庁, 2002年)に基づく方法によることとする。 

  風向・風速の測定高さは、原則として地上10 ｍとする。気象データの補正及び異常年

検定*3は、必要に応じて「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」に

おける「2.1.5-1 参考調査手法 ２）調査の基本的な手法」により行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、影響範囲内において住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる

地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点は、予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する気象の状況が得られる箇

所を選定する。 

 ５）調査期間等 

  調査期間は、季節ごとのそれぞれ１週間*4を基本とする。調査時間帯は、工事用車両の

運行による環境影響の予測に必要な時間帯とする。 

2.4.5-2 参考手法より簡略な調査の手法 

 ①住居等から十分離れた場所を工事用車両が運行することが明らかな場合は、調査期間を

二季*5とすることができる。 

 ②近傍に常監局や気象観測所が存在し、調査すべき情報にこれらの資料を用いることが適

当であると判断される場合は、現地調査を省略*6することができる。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

粉じん等：資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

一 調査すべき情報 

 気象の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

 粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認

められる地域 

四 調査地点 
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 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、

及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、

及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 

 【解 説】 

  「2.4.5-1  参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。また、「2.4.5-2  参考手法より簡略な調査手法」は、「2.4.4 

調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該当す

る調査手法である。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応でき

る手法である。 

 

 *1「季節別データ」 

    「2.3.5 調査の手法」*1 を参照のこと。 

 *2「既存資料」 

    「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」2)における「2.1.5 調

査の手法 ２）調査の基本的な手法」の解説を参照のこと。 

*3「気象データの補正及び異常年検定」 

    気象データの補正及び異常年検定は、必要に応じて「2.1 自動車の走行に係る二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質」2)における「2.1.5 調査の手法」*6 及び*7 を参考に

行う。 

 *4「季節ごとのそれぞれ１週間」 

    「2.3.5 調査の手法」*4 を参照のこと。  

 *5「二季」 

    「2.3.5 調査の手法」*5 を参照のこと。 

 *6「現地調査を省略」 

    「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」2)における「2.1.5 調

査の手法」*12 を参照のこと。 
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2.4.6 予測の手法 

2.4.6-1 予測の前提条件 

 予測の前提条件*1として、予測断面及び工事用車両の平均日交通量*2を設定する。 

 １）予測断面 

  予測断面は、予想される工事内容や「2.4.2 地域特性の把握」で把握した情報を考慮

し 、工事用道路の代表区間に設定する。さらに予測断面において、工事用道路の幅員

及び敷地の境界線を設定し、工事用車両を適切に配置*3する。 

 ２）工事用車両の平均日交通量 

  工事用車両の平均日交通量は、予想される工事内容や「2.4.2 地域特性の把 

握」で把握した情報*4を考慮して設定する。 

2.4.6-2 参考予測手法 

 参考予測手法は、以下による。 

 １）予測の基本的な手法 

 解析による予測計算は、事例の引用又は解析*5により、季節別降下ばいじん量を求める。

事例は降下ばいじんの発生及び拡散に係る既存のデータとする。解析による予測計算は、

降下ばいじんの発生及び拡散を考慮して行う。 

  予測の基本的な手法は、予測を行う季節において予測地点における１ヶ月当たりの風向

別降下ばいじん量*6に当該季節別風向出現割合を乗じ、全風向について足し合わせること

により当該季節の降下ばいじん量*7を計算する。 

  ここで、１ヶ月当たりの風向別降下ばいじん量は、次式による１日当たりの降下ばいじ

ん量を基に計算する。          

 cb xxuuaxC -
00d )/()/( = )(  

 ････････ (2.4.1)

ここで、 Cd(x) : 工事用車両１台の運行により発生源 1 m
2から発生し拡散する粉じ

ん等のうち発生源からの距離 x ( m )の地点の地上1.5 mに堆積する

降下ばいじん量 ( t/km2/m2/台 ) 

 a : 基準降下ばいじん量 ( t/km2/m2/台 ) （基準風速時の基準距離にお

ける工事用車両１台当たりの発生源 １ m
2からの降下ばいじん量）

 u : 平均風速 ( m/s ) 

 u0 : 基準風速（ u0 = 1 m/s ） 

 b : 風速の影響を表す係数*8（ b = 1 ） 

 x : 風向に沿った風下距離 ( m ) 

 x0 : 基準距離 ( m ) ( x0 = 1 m ) 

 c : 降下ばいじんの拡散を表す係数 
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  予測に用いる基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数c*9は、既存のデ

ータ等を参考に適切に設定する。 

  予測に用いる風向、風速のデータとして、調査により得られた地上10 ｍ高さの気象デ

ータから、季節別に以下の項目を設定する。 

  ①工事用車両の運行時間帯における季節別風向出現割合 

  ②工事用車両の運行時間帯における季節別風向別平均風速 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域と同じとする(「2.4.5-1 参考調査手法 3）調査地域」参照）。

 ３）予測地点 

  予測地点は、原則として工事用道路の予測断面における敷地の境界線の地上1.5 ｍに設

定する。 

 ４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事用車両の平均日交通量が最大になると予想される時期とする。

2.4.6-3 予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されていない

場合において、予測の不確実性の程度*10及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要

と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

粉じん等：資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

一 予測の基本的な手法 

  事例の引用又は解析 

二 予測地域 

  調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域 

三 予測地点 

  粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に

把握できる地点 

四 予測対象時期等 

  資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる

時期 
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 【解 説】 

  「2.4.6-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を具体的に示した。この予測手法は、発生源の種類（工事の種別等）毎に実測デ

ータを基に気象条件（風向・風速）を考慮した解析により設定した発生量を表す係数、

および距離による拡散と気象条件を考慮した解析により設定した拡散を表す係数を用い

て、プルーム式を基本とする経験式により予測を行うものであり、評価に対して、合理

的に十分対応できる手法である。 

  また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる大気質を、当該事業以外の事業に対する環境影響評

価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「予測の前提条件」 

    予測の前提条件の設定手順は、図－2.4.2 に示すとおりである。 

図－2.4.2 予測の前提条件の設定手順 

 

 *2「工事用車両の平均日交通量」 

    「2.4.1 地域特性の把握」で把握した「地質の状況」、及び「交通の状況」から

運搬する土の土質及び既存道路に接続する工事用道路等を設定する。 

地域特性 事業特性

・気象の状況 ・対象道路事業実施区域の位置
・地形の状況 ・対象道路事業の工事計画の概要
・地質の状況 ・本線工事における区分
・土地利用の状況 （土工､トンネル､橋梁･高架）､
・交通の状況 概ねの位置、延長
・学校、病院その他の環境の保全につ ・工事施工ヤード、工事用道路

いての配慮が特に必要な施設の配置 等の設置が想定される概ねの
の状況及び住宅の配置の概況 位置

・想定される主な工種等

ア．予測断面

予想される工事内容や住居等
の位置等を考慮して、工事用道
路の代表区間に予測断面を設定
する。そこには工事用道路の幅
員及び敷地の境界線を示し、工
事用車両を適切に配置する。

イ．工事用車両の平均日交通量

、工事用車両の平均日交通量は
予想される工事内容や住居等の年間工事日数の設定
位置等を考慮して設定する。

気象データの設定
・風向、風速のデータ

予 測

既存道路

事業の実施区域

工事の区分の延長

土工 トンネル 土工 橋梁 土工

工事の区分 土工 トンネル 土工 橋梁 土工

道路土工 ･ ･ 道路土工 橋台･橋脚工 道路土工工 種 掘削 支 保 覆工

地盤改良工 覆工 地盤改良工 橋梁架設工 地盤改良工

法面工 坑門工 法面工 舗装工 法面工

擁 壁 カル バー ト工 カル バー ト工･ 舗装工 擁壁･カルバート工 構造物撤去工 擁壁･

舗装工 舗装工 舗装工

構造物 構造物撤去工 構造物撤去工撤 去工
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    工事用車両の平均日交通量は、対象道路の工事の区分ごとに既存道路を使用して

搬入出する年間最大運搬資機材及び土量、年間工事日数及び工事用車両の積載量を

基に、次式により算出することができる。 

工事用車両の平均日交通量（台/日）＝ 
 年間最大運搬資機材及び土量（m3） 

年間工事日数(日)×工事用車両積載量(m3/台) 
 

    年間工事日数の算出は、「2.3.6-1 予測の前提条件」を参考に行うことができる。

また、工事用車両の積載量は、「国土交通省土木工事積算基準（国土交通省大臣官

房技術調査課監修）」を用いて設定することができる。 

 *3「工事用道路の幅員及び敷地の境界線を設定し、工事用車両を適切に配置」 

    工事用道路の幅員及び敷地の境界線は、「2.4.2 地域特性の把握」で把握した住

居等の情報や「道路土工要綱」の解表 5-8 運搬路の幅員 3)等を参考にして設定する。

さらに、工事用道路の幅員内に工事用車両の通行帯を適切に設定する。工事用車両

の運行に係る粉じん等は、この工事用車両の通行帯から一様に発生するものとし、

その幅員はここでは、工事現場での実態等を踏まえて基本的に 3.5 m としている。

なお、後述する基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c の値は、

このことを前提として設定されている。 

 *4「「2.4.2 地域特性の把握」で把握した情報」 

    「地域特性の把握」で把握した情報とは、対象道路事業実施区域における住居等

の保全対象の位置、地形条件、主要な道路の位置等の情報のことである。 

*5「事例の引用又は解析」 

    「2.3.6 予測の手法」*7 を参照のこと。 

 *6「風向別降下ばいじん量」 

    工事用車両の運行による粉じん等の発生源としては、*3 で述べたように工事用車

両の通行帯から一様に発生する面発生源を想定する 4)5)6)。予測地点の風向別降下ば

いじん量の計算では、工事用車両通行帯を風向別に細分割し、その細分割された小

領域 ( x dθ dx ) にその面積に応じた降下ばいじんの寄与量 ( NHC Nd a x dθ dx ) を割

り当てて、風向別の拡散による距離減衰及び季節別風向別平均風速を加味して 1 月

当たりの降下ばいじん量を計算する（ 図-2.4.3 参照 ）。発生量は、工事用車両 1

台当たり発生源１ m
2 当たりの降下ばいじんの発生量を表す係数に工事用車両の平

均日交通量及び平均月間工事日数を乗じることにより求める。以上のことを示すと

式（解説 2.4.1）となる。 

   


16/π

16/π ddHCd

2

1

dd
x

xs xxxCNNR     

     dd//
16/π

16/π 00dHC

2

1

xxxxuuaNN
x

x

cb
s 

  ････ (解説2.4.1)

ここで、 Rds : 風向別降下ばいじん量 ( t/km2/月 )。なお、添え字sは風向（16方位）
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を示す。 

 NHC : 工事用車両の平均日交通量 ( 台/日 ) 

 Nd : 季節別の平均月間工事日数 ( 日/月 ) 

 us  : 季節別風向別平均風速 ( m/s )（ us <１m/s の場合は、us=１m/s とする。）

 x1 : 予測地点から工事用車両通行帯の手前側の端部までの距離（ m ） 

（ x1 < １m の場合は、x1=１m とする。） 

 x2  : 予測地点から工事用車両通行帯の奥側の端部までの距離（ m ） 

 W  : 工事用車両通行帯の幅員 ( m )。基本的に3.5 mとする。 

 

 
図－2.4.3 風向別の発生源の範囲と予測地点の距離の考え方 

 

 *7「当該季節の降下ばいじん量」 

    「2.3.6 予測の手法」*9 を参照のこと。 

 *8「風速の影響を表す係数」 

    「2.3.6 予測の手法」*10 を参照のこと。 

 *9「基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c」7) 

    予測に用いる基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c は、表

-2.4.2 により設定することができる。表-2.4.2 に示すパラメータ a、c は、前述の

予測式より計算した発生源１m2当たりの降下ばいじん量と実測値から最小二乗法に

より求めたものである。表-2.4.2 に示されていない分類についても、図-2.4.3 の面

発生源を仮定し、測定値を 1 日当たりに換算してパラメータ a、c を設定することが

できる。a は発生源の面積 1 m2、工事用車両１台（通過台数）当たりの値である。2

パラメータで解析するとデータのばらつきによる影響を多きく受けるので、測定数

が 10 現場程度以下で少ない場合には c = 2.0 と固定して 1パラメータで解析するこ

とが望ましい。 

 

予測対象風向
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表－2.4.2 基準降下ばいじん量 a 及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c 

工事用道路の状況 a c 

現場内運搬（未舗装、未舗装敷砂

利） 
0.2300 2.0 

現場内運搬（未舗装＋敷鉄板） 0.0300 2.0 

現場内運搬（未舗装＋散水、未舗

装敷砂利＋散水） 
0.0120 2.0 

現場内運搬（舗装路） 0.0140 2.0 

現場内運搬（舗装路＋タイヤ洗浄

装置） 
0.0007 2.0 

       注) パラメータ a 及び c の値は工事用車両通行帯の幅員を 3.5 m として解析 
         することにより設定した。 

 

 *10「予測の不確実性の程度」 

     予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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2.4.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国又

は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準

又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。その検討がＥＩＡ

において段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具

体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なよ

り良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において環

境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3 

  (2) 環境保全措置の効果*4、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響 

 ４）事後調査 

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

あるときは、事後調査を実施*5する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場

合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

    環境保全措置の例、効果の内容等を表－2.4.3 に示す。 
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表－2.4.3 環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるお

それのある他の環境

への影響 

仮舗装 表-2.4.2にあるように舗装道路は粉じん発生量が少ない。 騒音、振動への影響が

緩和される。舗装を除

去する場合は産業廃

棄物となる。 

敷砂利 敷砂利は路面に敷きつめると粉じん抑制の効果がある。しかし散在

させると逆効果となる場合もあることに留意する必要がある。 

騒音が増大する場合

がある。 

敷鉄板 表-2.4.2にあるように敷鉄板により粉じんが抑制される。 騒音が増大する場合

がある。 

工事用道路への散

水 

表-2.4.2にあるように未舗装道路に散水することにより粉じんが抑

制される。 

他の環境要素への影

響はない。 

工事用車両の洗車 表-2.4.2にあるようにタイヤ洗浄装置等を用いて洗車することによ

り粉じんが抑制される。 

他の環境要素への影

響はない。 

湿式で水を用いる場

合には汚濁水として

の処理に留意する必

要がある。 

工事の分散 粉じん等の最大発生量の低減が見込まれる。 騒音、振動への影響が

緩和される。 

作業時間への配慮
注1) 

粉じん等の発生の低減が見込まれる。 他の環境要素への影

響はない。 

走行速度の抑制 走行速度を30 km/hから15 km/hに抑制することで粉じん発生が1/10と
なった事例がある。8) 

他の環境要素への影

響はない。 

工事用道路を保全

対象から離す 

拡散により粉じん等の影響の低減が見込まれる。 騒音、振動への影響が

緩和される。 

 注 1) 強風時の作業を控える等 

 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

    ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

 *3「実施の内容」 

    「2.3.7 環境保全措置の検討」*3 を参照のこと。 

 *4「環境保全措置の効果」 

    「2.3.7 環境保全措置の検討」*4 を参照のこと。 

 *5「事後調査を実施」 

    工事用車両の運行に係る粉じん等の参考予測手法は、発生源の種類（工事の種別

等）毎に実測データを基に気象条件（風向・風速）を考慮した解析により設定した

発生量を表す係数、および距離による拡散と気象条件を考慮した解析により設定し

た拡散を表す係数を用いて、プルーム式を基本とする経験式により予測を行う。従
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って、予測に用いる経験式は、環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されたも

のと判断できるため、一般的に不確実性は小さいと考えられる。また、環境影響の

程度が著しいものとなるおそれがある場合は、工事用道路への散水、工事の分散等、

効果が確実に期待できる環境保全措置を工事現場の状況を観察しながら行うことが

できるため、環境影響の程度が著しいものとなるおそれは小さいと考えられる。従

って、事後調査の必要性は一般的に小さいと考えられる。 

    しかし、知見が不十分で、その効果が予測できないような新たな環境保全措置を

講じる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、事後調査を実施する

必要がある。 
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2.4.8 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果をふまえ、工

事用車両の運行に係る粉じん等に関する影響が、事業者により実行可能な範囲でできる

限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境保全について

の配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより行う。

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に係

る環境要素に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及

び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

 【解 説】 

 *1「基準又は目標」 

    粉じん等においては、国が実施する環境保全に関する施策による基準又は目標は

示されていない。なお、回避又は低減に係る評価については、工事用車両の運行に

係る降下ばいじんにおける参考値として、10 t/km2/月が考えられる。 

    これは、次のようにして設定されたものである。環境を保全する上での降下ばい

じん量は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域の指標を参

考にして 20 t/km2/月 9)が目安と考えられる。一方、降下ばいじん量の比較的高い地域

の値は、10 t/km2/月である。評価においては、工事用車両の運行による寄与を対象と

しているため、これらの差である 10 t/km2/月を参考値とした。なお、降下ばいじん

量の比較的高い地域の値とした 10 t/km2/月は、平成 5 年度から 9 年度に全国の一般

局で測定された降下ばいじん量のデータから上位 2%を除外して得られた値である。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
２．大気質  

 2.5 建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「2.5 建設機械の稼働に係る二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主

務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 2.5建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3742号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部機
械研究室  

初版 
                   
                   前室長 

前主任研究員 
室長 
研究員 

村松敏光 
朝倉義博 
江本 平 
江原 正隆 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4055号 

独立行政法人土木研究所 技術推
進本部 先端技術チーム 

主務省令の改正 
新たな知見(NOXおよ
びPMの排出係数原単
位)の反映 主席研究員 

前総括主任研究員
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 
 

室 長 
主任研究官 

角湯克典 
吉永弘志 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建設省令第 10

号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 
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「2.5 建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」の概要 

  建設機械の稼働に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）についての調査は、予測に

必要な気象条件及び窒素酸化物濃度の設定を目的として、気象の状況及び窒素酸化物の

濃度の状況を対象に行う。予測は、本項目の手法による場合、正規型プルーム式及び積

分型簡易パフ式により、建設機械の稼働時の二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の年平

均濃度を予測する。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合

以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、回避・低減の観点から行う。 

  なお、本節では建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の双方を扱って

おり、「二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）」は、浮遊粒子状物質の記述として二酸化

窒素に関する記述を（ ）内の記述に置き換えることを意味する。 
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  図－2.5.1 「建設機械の稼働に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）」における調査、予測 

及び評価の流れ 

  

2.5.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
 ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・

高架）、概ねの位置、延長 
 ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定され

る概ねの位置 
 ③想定される主な工種等 

2.5.2 地域特性の把握

１）自然的状況 
  気象、大気質、地形、地質の状況 
２）社会的状況 
 ①土地利用、学校、病院等の配置の状況及び住宅の配

置の概況 
 ②法令等により指定された地域及び規制の内容等 

2.5.3 項目の選定 
 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在するか、又は都市計画

上、土地利用上から将来の立地が計画されており、当該地域における二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質

）の現況濃度が環境基準を超過している等高い場合で、長期間にわたり工事による影響が及ぶ可能性が

ある場合 

2.5.4 調査の手法 
 調査手法は下記の手法を勘案して選定する。 
１）窒素酸化物の濃度（年平均値）、風向・風速の年間データ（１時間値）を地上気象観測指針による

方法を基本に調査。 

2.5.5 予測の手法 
 予測手法は下記の手法を勘案して選定する。 
１）正規型プルーム式及び積分型簡易パフ式を用いて、影響範囲内で住居等の保全対象が立地する地域

において年平均値を予測する。 

2.5.6 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な

範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかど

うかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及び

それに伴う環境への影響を明らかにする。 

2.5.7 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 
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2.5.1 事業特性の把握 

 事業特性については、計画の熟度に応じ、建設機械の稼働に係る二酸化窒素（又は

浮遊粒子状物質）の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業

において「配慮書段階の検討*1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し

、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

  (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長

  (2) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

  (3) 想定される主な工種等*3 

 【解 説】 

  これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事等

の概ねの位置、及び工事期間を把握するために必要である。詳細は、「2.5.3 項目の

選定」を参照のこと。 

 ２）調査及び予測に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査及

び予測の実施に当たって、調査地点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定する

ために必要である。詳細は、「2.5.4 調査の手法」及び「2.5.5 予測の手法」を参照

のこと。   

 

*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 *2「工事計画の概要」 

    「2.3.1 事業特性の把握」*2 を参照のこと。 

 *3「工種等」 

    「2.3.1 事業特性の把握」*3 を参照のこと。 
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2.5.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において、入手可能な最

新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基

づき、建設機械の稼働に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）に関連する以下の内

容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、

その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①気象の状況 

    周辺の年間の風向・風速の状況 

   ②大気質の状況 

    二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度の状況、環境基準の確保の状況

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

   ②地質の状況 

    地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 土地利用の状況 

   土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状

況及び住宅の配置の概況 

   学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホ

ーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の

面整備計画の状況 

  (3) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当

該対象に係る規制の内容その他の状況 

   ①都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定により定め

られた用途地域 

   ②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第70号）第六条第１項に規定す

る窒素酸化物対策地域又は第八条第１項に規定する粒子状物質対策地域 

   ③環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条の規定により策定された公害防

止計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等） 

   ④その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

    ・地方公共団体の条例等に基づいて定められている基準又は目標等 

 【解 説】 

  これらの地域特性は、項目の選定、調査、予測及び評価の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ
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とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

  「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保

育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況」は、

現在の住居等の保全対象の立地状況を把握するために必要である。また、「土地利用計

画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一

号の規定により定められた用途地域」は、将来の住居等の保全対象の立地状況を想定す

るために必要である。さらに「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定

地域における総量の削減等に関する特別措置法（以下、「自動車ＮＯxＰＭ法」という）

第六条第１項に規定する窒素酸化物対策地域及び第八条第１項に規定する粒子状物質

対策地域」は、法令等により指定された地域の状況を把握するために必要であり、「二

酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度の状況」及び「環境基準の確保の状況」は、二

酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の環境基準の超過の状況を把握するために必要である。

詳細は、「2.5.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査、予測及び評価の実施に係る地域特性 

  「周辺の年間の風向・風速の状況」、「地形の分布状況」、「地質の区分及び分布状

況」、「土地利用の現況、土地利用計画の状況」、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法

に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、

住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項

第一号の規定により定められた用途地域」は、調査地点及び予測地点の設定や、予測の

前提条件を設定するために必要である。また、「環境基本法第十七条第３項の規定によ

り策定された公害防止計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等）」、

「地方公共団体の条例等に基づいて定められている基準又は目標等」は、評価の基準等

との整合性の検討における地方公共団体の基準又は目標を把握するために必要である。

詳細は、「2.5.4 調査の手法」及び「2.5.5 予測の手法」を参照のこと。 

 

 *1「入手可能な最新の文献」 

    文献の例を表－2.5.1 に示す。 
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表－2.5.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

自

然

的

状

況 

気象の状況 気象月報 

気象観測結果 

年間の風向、風速の状況 各気象官署 

日本気候表 気象庁 

大気質の状況 日本の大気汚染状況 

道路周辺の大気汚染状況 

二酸化窒素（又は浮遊粒子状

物質）の濃度の状況 

環境基準の確保の状況 

環境省 

都道府県環境白書 都道府県 

市町村環境白書 市町村 

地形の状況 地形図 地形の分布状況 国土地理院 

地質の状況 土地分類基本調査表層地

質図(1/5万)・土地分類図

表層地質分類図（1/20万）

地質の区分及び分布状況 国土交通省 

地質図 （独）産業技術

総合研究所地

質調査総合セ

ンター 

社

会

的

状

況 

土地利用の状況 土地利用図 

土地利用現況図 

土地利用の現況 

土地利用計画の状況 

国土地理院 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 都道府県 

市町村 

学校、病院その他

の環境の保全につ

いての配慮が特に

必要な施設の配置

の状況及び住宅の

配置の概況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児童福

祉施設、老人ホーム、図書館

等の配置の状況 

集落の状況 

住宅の配置の概況 

将来の住宅地の面整備計画

の状況 

民間 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目的

として法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況及び当該対象に

係る規制の内容そ

の他の状況 

都市計画図 都市計画法第八条第１項第

一号の規定により定められ

た用途地域  

市町村 

都道府県環境白書 

例規集等 

公害防止計画 

環境基本法第十七条第３項

の規定により定められた公

害防止計画の策定の状況（策

定の時期、計画の期間、計画

の目標値等） 

都道府県 

法令・例規集等 

環境基本計画・環境配慮指

針等 

地方公共団体の条例等に基

づいて定められている基準

又は目標等 

都道府県 

市町村 
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2.5.3 項目の選定 

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の

保全対象が存在する場合、又は都市計画上、土地利用上から将来の立地が計画されて

おり、当該地域における二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の現況濃度が環境基準を

超過している等高い場合で、長期間にわたり工事による影響が及ぶ可能性がある場合

に行う。 

 なお、長期間にわたり工事による影響が及ぶ可能性があるかどうかは、工事の区分

ごとの工事期間*2で判断する。 

 

 【解 説】 

  項目の選定にあたっては、「2.5.1 事業特性の把握」で得られた工事等の概ねの位置

及び工事期間と、「2.5.2 地域特性の把握」で得られた現在又は将来の住居等の保全

対象の位置関係及び二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の環境基準の超過の状況から判

断し、選定する場合には、その理由を明らかにするものとする。 

 

 *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

    環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、建設機械の稼働に係る二

酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の影響範囲をいう。この建設機械の稼働に係る二

酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度は発生源及び気象等の影響を大きく受ける

ため、影響範囲を一律に設定することができない。 

 *2「工事の区分ごとの工事期間」 

    工事の区分ごとの工事期間の設定例を表-2.5.2 に示す。 

 

表－2.5.2 工事の区分ごとの工事期間の設定例 

工事の区分 土工 トンネル 橋梁・高架 

工 種 

道路土工 掘削･支保･覆工 橋台・橋脚工 

地盤改良工  舗装工  橋梁架設工  

法面工  舗装工 

擁壁･ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  構造物撤去工 

舗装工   

構造物撤去工   

 

  

工

事

期

間

工

事

期

間

工

事

期

間 
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2.5.4 調査の手法 

 調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  調査すべき情報は、二酸化窒素を選定した場合にあっては窒素酸化物の濃度の状

況*1及び気象の状況とし、浮遊粒子状物質を選定した場合にあっては気象の状況と

する。気象の状況は、風向・風速の年間データ及び大気安定度に関する日射量、雲

量の年間データを調査する。 

  なお、夜間工事の実施が予想される場合にあっては、日射量、雲量に加え、必要

に応じ放射収支量を調査する。 

 ２）調査の基本的な手法 

  調査方法は既存資料*2調査や現地調査を基本とする。なお、現地調査は以下の方

法による。 

  ①風向・風速：地上気象観測指針(気象庁 2002年)による方法。 

測定高さは、原則として地上 10 m とする。 

  ②窒素酸化物：日本工業規格 Ｂ 7953に定める大気中の窒素酸化物自動計測器を

用いた測定方法による。 

測定高さは、原則として地上  1.5 m とする。 

  ただし、周囲の建物の状況を勘案し、必要に応じて高さ方向の測定点を追加する

こととする。 

  気象及び窒素酸化物のデータの補正及び異常年検定*3は、必要に応じて「2.1 自

動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.5-1 参考調

査手法 ２）調査の基本的な手法」により行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、影響範囲内において住居等が存在する、あるいは住居等の将来の立

地が見込まれる地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点は、予測地点との対応を考慮し、調査地域の中で窒素酸化物の濃度の変

化があると考えられる箇所ごとに、また調査地域を代表する気象の状況が得られる

箇所に設定する。 

 ５）調査期間等 

  調査期間は、季節ごとのそれぞれ１週間を基本とする。調査時間帯は、建設機械

の稼働による環境影響の予測に必要な時間帯とする。 

 【解 説】 

  調査は窒素酸化物の濃度の状況及び気象の状況を収拾することを目的として行うもの

であり、ここに示した具体的調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応でき

る手法である。 

  



 - 2-5-10 -

 *1「窒素酸化物の濃度の状況」 

    窒素酸化物の濃度の状況は、予測において窒素酸化物の工事寄与を二酸化窒素に

変換する場合に必要となる情報であり、年平均値を用いる。 

 *2「既存資料」 

    「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.5 調

査の手法 ２）調査の基本的な手法」の解説を参照のこと。 

 *3「気象及び窒素酸化物のデータの補正及び異常年検定」 

    気象及び窒素酸化物のデータの補正及び異常年検定は、必要に応じて「2.1 自動

車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.5 調査の手法」

の*6 及び*7 を参考に行う。 
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2.5.5 予測の手法 

2.5.5-1 予測の前提条件 

 予測の前提条件*1として、工事の区分ごとに、予測断面、工事の種別等、建設機械

及び施工範囲を設定する。 

 １）予測断面 

  予測断面は、「2.5.2 地域特性の把握」で把握した住居等の位置等の情報及び

「2.5.1 事業特性の把握」で把握した工事の区分等の情報を考慮し、各工事の区

分ごとに設定する。さらに予測断面において、建設機械が移動する道路横断方向の

範囲（工事計画幅）及び敷地の境界線*2を定める。 

 ２）工事の種別等 

  工事の区分ごとに、予想される工事内容と住居等の位置等を考慮し、工事の種別

等*3を設定する。 

 ３）建設機械 

  設定した工事の種別等について、二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の影響を考

慮し、作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）*4、及びその数*5を

設定する。 

 ４）施工範囲 

  施工範囲は、予測対象時期においてユニットが年間に稼働する範囲*6とする。 

2.5.5-2 予測の手法 

 予測の手法は、以下のとおりとする。ただし、工事用車両からの排出ガス*7の予測

方法については、「2.6.5-2 予測の手法 １）予測の基本的な手法」を用いる。 

 １）予測の基本的な手法 

  a.大気拡散式 

  予測計算*8に用いる拡散式は、正規型プルーム式（以下、プルーム式という。）

及び積分型簡易パフ式（以下、パフ式という。）を用いる。予測は年平均値を対象

に行う。 

  【プルーム式：有風時（風速が  1 m/s を超える場合）】 

   「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.6

予測の手法」の「式(1.1)」を参照。 

   ＜水平方向拡散幅 
yσ  ＞ 

           p0 82.1 yyy σσσ         ････････････････････････(2.5.1） 

           2/0 cy Wσ   

    ここで、 0yσ ：水平方向初期拡散幅 ( m ) 

        pyσ ：Pasquill-Giffordの水平方向拡散幅*9 ( m ) 

        WC ：煙源配置間隔、若しくは道路計画幅 ( m ) 

   ＜鉛直方向拡散幅 zσ ＞  
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            p0 zzz σσσ             ････････････････････････(2.5.2） 

            
*9

0 m9.2zσ  

     ここで、 0zσ ：鉛直方向初期拡散幅  ( m ) 

         pzσ ：Pasquill-Giffordの鉛直方向拡散幅*9
 ( m ) 

 

  【パフ式：弱風時（風速が  1 m/s 以下の場合）】 

   「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.6

予測の手法」の「式(1.2)」を参照。 

   ＜初期拡散幅に相当する時間 t0 ＞ 

          
20

cW
t                    ･･････････････････････(2.5.3） 

    ここで、 WC：煙源配置間隔、若しくは道路計画幅  ( m ) 

         α ：以下に示す拡散幅に関する係数 

 

   ＜拡散幅に関する係数 α、γ ＞ 

    弱風時の拡散計算に用いる拡散幅は、Turnerのパラメータ*10を参考として設

定する。 

   大気安定度の観測結果が入手困難な場合等で、予測の対象時間帯が昼間に限る

場合にあっては、大気安定度による分類をせずに大気安定度Ｄの拡散幅で代表さ

せて予測することができる。 

  b.気象条件の設定 

    排出源高さの風速を推定する方法については、「2.1 自動車の走行に係る二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.6 予測の手法」を参照のこと。気

象条件*11は以下の項目について整理して、設定する。 

   ①稼働時間帯における有風時(風速が１m/sを超える場合)及び弱風時(１m/s以

下の場合)の出現率 

   ②大気安定度別の稼働時間帯の有風時における年平均風向出現割合 

   ③大気安定度別の稼働時間帯の有風時における年平均風向別平均風速 

   大気安定度*12は、最寄りの気象官署等の日射量及び雲量観測結果に基づいて推

定する。夜間工事を実施する場合にあっては、日射量、雲量の他、必要に応じ放

射収支量を用いて大気安定度を推定する。 

  c.排出源の位置 

   排出源は、道路横断方向には工事計画幅の中心に、道路縦断方向には工事計画

幅と同程度又はそれ以下の短い等間隔の点煙源で配置する。 

  d.排出源の高さ 

   排出源の高さは、排気管の高さに排気上昇高さを加えたものとして、次式によ

り設定する。 
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           H = H0 + ΔH                  ･･････････････････････(2.5.4) 

    ここで、H ：排出源の高さ ( m ) 

         H0 ：排気管の高さ  ( m ) 

        ΔH ：排気上昇高さ  ( m ) 

    

排気管の高さH0は、ユニットの代表排気管高さ*13とする。排気上昇高さΔH   

は、既存文献等を参考に設定する。ただし、排気上昇高さΔHが設定できない場

合は、排出源の高さHは排気管の高さH0と設定する。 

  e.単位時間当たり排出量の算出 

   単位時間当たり排出量*13は、１ユニットの単位稼働日当たり排出される大気汚

染物質の量（以下「排出係数*13」という。）、ユニットの数および、ユニットの

年間工事日数を考慮し算出する。 

   なお、排出係数は既存のデータ等を参考に適切に設定する。 

  f.拡散計算（基準濃度の算出） 

   基準濃度は、点煙源の排出量を基準排出量［= 1 /｛施工範囲の面積(m2)／各点

煙源が代表する範囲の面積(m2)｝］として、有風時については風速が基準風速

［= 1］の場合の濃度を風向別大気安定度別に算出し全点煙源について足し合わ

せることにより有風時の風向別大気安定度別基準濃度*14を求める。また弱風時に

ついては全点煙源について濃度を足し合わせることにより弱風時の大気安定度

別基準濃度*14を求める。 

  g.年平均値の算出 

   年平均値の算出*15については、有風時の風向別大気安定度別基準濃度、弱風時

の大気安定度別基準濃度、単位時間当たり排出量及び気象条件を用いて、予測地

点における年平均濃度を算出する。 

   窒素酸化物の年平均値を二酸化窒素の年平均値に変換する式(ＮＯｘ変換式*16) 

は、既存データを参考に適切に設定する。 

   予測対象時期における窒素酸化物のバックグラウンド濃度*17は、既存のデータ

を参考にして適切に設定する。 

 ２）予測地域 

   予測地域は、調査地域と同じとする（「2.5.4 調査の手法 ３）調査地域」

参照）。 

 ３）予測地点 

   予測地点は、原則として建設機械が稼働する区域の予測断面における工事施工

ヤードの敷地の境界線の地上 1.5 m とする。 

 ４）予測対象時期等 

   予測対象時期は、工事の区分ごとに環境影響が最も大きくなると予想される時

期とする。 

 

 



 - 2-5-14 -

2.5.5-3 予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積され

ていない場合において、予測の不確実性の程度*18及び不確実性に係る環境影響の程

度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにし

なければならない。 

 【解 説】 

  予測手法として用いるプルーム式及びパフ式による計算は、科学的知見に基づいて設

定されたものであり、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

  また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる大気質を、当該事業以外の事業に対する環境影響評

価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「予測の前提条件」 

    「2.3.6 予測の手法」*1 を参照のこと。 

 *2「建設機械が稼働する道路横断方向の範囲（工事計画幅）及び敷地の境界線」 

    「2.3.6 予測の手法」*2 を参照のこと。 

 *3「工事の種別等」 

    「2.3.6 予測の手法」*3 を参照のこと。 

 *4「作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）」 

    「2.3.6 予測の手法」*4 を参照のこと。 

 *5「その数」 

    「2.3.6 予測の手法」*5 を参照のこと。 

 *6「ユニットが年間に稼働する範囲」 

    施工範囲内では、ユニットは一様に稼働するものとする。従って、施工範囲内で

は窒素酸化物（又は浮遊粒子状物質）はユニットから一様に排出されることになり、

このことを考慮して排出源の位置や排出量が設定される。 

 *7「工事用車両からの排出ガス」 

    工事施工ヤード内を走行する工事用車両からの排出ガスの影響については、本節

で扱うものとする。 
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 *8「予測計算」 

    予測計算では、図－2.5.2 に示す手順で年平均値を予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.5.2 年平均値の予測計算手順 

 

 

 *9「Pasquill-Gifford の水平方向拡散幅」、「 σz0
 ＝  2.9 m 」、「Pasquill-Gifford の鉛直方

向拡散幅」 

    Pasquill-Gifford の拡散幅に関するパラメータは図－2.5.3 及び表－2.5.3 に示す

とおりである。 

施工範囲の設

定 

＊夜間工事の場合は、必要に応じ

放射収支量のデータを用いる。

排出源高さの風速の設定 

気象データ 
・風向,風速,日射量,雲量の 

ﾃﾞｰﾀ＊ 

ユニットの設定 
・ユニット数 
・年間工事日数 

予測地域及び予測地
点の設定 
(敷地の境界線) 

気象条件の設定 
・稼働時間帯年平均大気安定
度別有風時弱風時出現割合 

・稼働時間帯年平均大気安定

度別風向出現割合 
・稼働時間帯年平均大気安定

度別風向別平均風速 

排出源位置の設定 

拡散幅等の設定 

 
拡散式による基準濃度計算 
・有風時：プルーム式 
・弱風時：パフ式 

 
単位時間当たり排出量の計算

排出係数 

ユニット

の代表排

出源高さ
体積換算係数 
[NOx] 

年平均ＮＯx、ＳＰＭ濃度 

の算出 ＮＯx変換式［ＮＯx］、 
バックグラウンドの 
年平均ＮＯx濃度 

工事寄与の年平均ＮＯ２、 

ＳＰＭ濃度の算出 

稼働時間帯 

事業特性から得られる条件 

地域特性から得られる条件 
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    なお、Pasquill-Gifford のパラメータの風下距離 100 m 以内への適用性については、

建設機械を対象とした拡散実験結果より、初期拡散幅等を適切に設定することによ

り適用可能であることが確認されている。2)3)4)（鉛直方向の場合は初期拡散幅を 2.9 

m とする） 

図－2.5.3 Pasquill-Gifford の水平方向拡散幅 σyp及び鉛直方向拡散幅 σzpと風下距離の関係 5) 

 

表－2.5.3 Pasquill-Gifford の拡散幅の近似式 6) 

  y
yy xxσ  p

 

大気安定度 αy γy 風下距離  x ( m )

Ａ    0.901    0.426    0 ～ 1,000 

Ｂ    0.914    0.282    0 ～ 1,000 

Ｃ    0.924    0.1772    0 ～ 1,000 

Ｄ    0.929    0.1107    0 ～ 1,000 

 

  z
zz xxσ  p

 

大気安定度 αz γz 風下距離 x ( m )

Ａ 
   1.122 

   1.514 

   0.0800 

   0.00855

    0 ～   300 

  300 ～   500 

Ｂ    0.964    0.1272     0 ～   500 

Ｃ    0.918    0.1068     0 ～ 

Ｄ    0.826    0.1046     0 ～ 1,000 

       (注)元の表から、昼間部分（大気安定度Ａ～Ｄ）かつ風下距離 500 
         ( m ) 以下のみを取り出したもの。夜間工事の場合には大気安 
         定度（Ｅ,Ｆ,Ｇ）を追加する。

（ｂ）　鉛直方向拡散幅σzp

1

10

100

1,000

100 1,000 10,000 100,000

風下距離　ｘ（ｍ）
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Ｂ

Ｄ
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Ｇ
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（ａ）　水平方向拡散幅σyp
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 *10「Turner のパラメータ」 

      弱風時の拡散計算に用いる拡散幅は、従来から用いられている Turner のパラメ

ータ 7)を参考とし、表－2.5.4 のように設定する。 

 

表－2.5.4 弱風時の拡散パラメータ 6) 

大気安定度 α γ 

Ａ 0.948 1.569 

Ａ－Ｂ 0.859 0.862 

Ｂ 0.781 0.474 

Ｂ－Ｃ 0.702 0.314 

Ｃ 0.635 0.208 

Ｃ－Ｄ 0.542 0.153 

Ｄ 0.470 0.113 

(注)元の表から、昼間部分（大気安定度Ａ～Ｄ）のみを取り 
            出したもの。夜間工事の場合は大気安定度（Ｅ,Ｆ,Ｇ）を 
            追加する。 

 

 *11「気象条件」 

      気象条件の整理票の例を表－2.5.5 に示す。 

表－2.5.5 稼働時間帯における年平均大気安定度別の風向出現頻度及び風向別平均風速 

大気安定度  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 弱風時

Ａ 
出現頻度  %        

平均風速  m/s       － 

Ａ－Ｂ 
出現頻度  %        

平均風速  m/s       － 

Ｂ 
出現頻度  %        

平均風速  m/s       － 

Ｂ－Ｃ 
出現頻度  %        

平均風速  m/s       － 

Ｃ 
出現頻度  %        

平均風速  m/s       － 

Ｃ－Ｄ 
出現頻度  %        

平均風速  m/s       － 

Ｄ 
出現頻度  %        

平均風速  m/s       － 

注）夜間工事を実施する場合にあっては大気安定度（Ｅ,Ｆ,Ｇ）を追加する 

 

 *12「大気安定度」 

      大気安定度は日射量、雲量から表－2.5.6 を用いて求める。ただし、雲量のデー

タが入手困難な場合にあっては、表－2.5.7（発電用原子炉施設の安全解析に関す

る気象指針（原子力安全委員会 1982））を用いることもできる。 
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表－2.5.6 Pasquill 安定度階級分類法（日本式,1959）6) 

風速 
(地上  10 m ) 

m/s 

日射量 kW/m2 
本曇 

(8～10) ≧0.60 
0.60 

    ～0.30
≦0.30 

            u ＜ 2 Ａ Ａ－Ｂ Ｂ Ｄ 

       2 ≦ u ＜ 3 Ａ－Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ 

       3 ≦ u ＜ 4 Ｂ Ｂ－Ｃ Ｃ Ｄ 

       4 ≦ u ＜ 6 Ｃ Ｃ－Ｄ Ｄ Ｄ 

       6 ≦ u Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ 

      注 1）日射量については原文は定性的であるので、これに相当する量を推定して 
         定量化した。 
      注 2）夜間は日の入り前 1 時間から日の出  1 時間の間を指す。 
      注 3）日中、夜間とも本雲（  8 ～  10 ）のときは風速のいかんに関わらず中立状態 
         Ｄとする。 
      注 4）夜間（注 2）の前後 1 時間は雲量の状態いかんにかかわらず中立状態Ｄと 
         する。 

 
       なお、この表は元の表から昼間部分のみを取り出したもの。夜間工事の場合 
      は夜間部分を追加する。 
       日射量については、日本式の分類の単位  ( cal/cm2･h ) を 1 kW/m2 = 1.433 cal/cm2･h 
      として SI 単位である kW/m2 に換算し、小数第二位で四捨五入した。 

 
表－2.5.7 Pasquill 安定度階級分類表（原安委気象指針,1982） 

     日射量  ( T ) 
     kW/m2 

風速  ( u ) 
m/s 

T ≧0.60 
0.60＞T 

 
≧0.30 

0.30＞T 
 

≧0.15 
0.15＞T 

            u ＜ 2 Ａ Ａ－Ｂ Ｂ Ｄ 

       2 ≦  u ＜ 3 Ａ－Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ 

       3 ≦ u ＜  4 Ｂ Ｂ－Ｃ Ｃ Ｄ 

       4 ≦ u ＜  6  Ｃ Ｃ－Ｄ Ｄ Ｄ 

       6 ≦ u Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ 

      注 1）放射収支量は地上から上方へ向かう量を負とする。 

      注 2）日射量、放射収支量とも観測正時前 10 分間の平均値とする。 

      注 3）日中は日射量を用い、夜間は放射収支量を用いる。 

         なお、この表は元の表から昼間部分のみを取り出したもの。夜間工事の場合 

         は夜間部分を追加し、風速と放射収支量を用いて大気安定度を求める。 

 

 *13「排出係数」、「ユニットの代表排気管高さ」、「単位時間当たり排出量」 

      1 ユニットの単位稼働日当たり排出される大気汚染物質の量（以下「排出係数」

という。）を設定する。ユニットごとの排出係数は、ユニットを構成する建設機

械の排出係数の和とする。 

     １）ＮＯｘの排出係数 

      ユニットからのＮＯｘの排出係数 ENOx は、次式で求めることができる。8) 

         ENOx = Σ ( Qi × hi )    ･････････････････････････････････(解説 2.5.1) 

    ここで、ENOx：ユニットからのＮＯｘの排出係数  ( g/ﾕﾆｯﾄ/日 ) 
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        Qi   ：建設機械 i の排出係数原単位  ( g / h ) 

        hi   ：建設機械 i の運転 1 日当たり標準運転時間  ( h /日 ) 

            （＝年間標準運転時間／年間標準運転日数） 

 

      さらに、建設機械 i の排出係数原単位 Qi ( g / h ) は、次式より求める。      

   ffPQ ii /NO rx     

 
  

  bBPi /NO rx 
 

････････ (解説 2.5.2)

ここで、 Pi : 定格出力  ( kW ) 

 iP  : ISO-C1 ﾓｰﾄﾞにおける平均出力  ( kW ) 

 xNO : 窒素酸化物のｴﾝｼﾞﾝ排出係数原単位            

( g/kW･h ISO-C1 ﾓｰﾄﾞによる正味の排出係数原単位  ) 

 fr : 実際の作業における燃料消費量 ( g/h ) 

 f  : ISO-C1 モードにおける平均燃料消費量  ( g/h ) 

 

Br : ( = fr / Pi ) ( g/kW･h ) 

国土交通省土木工事積算基準（原動機燃料消費量／1.2）を参

照。  

 b : ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率  ( iPf /  ) ( g/kW･h ) 

      また、定格出力別の窒素酸化物のエンジン排出係数原単位 xNO  ( g/kW･h )は、

表-2.5.8 のとおりとする。 

 

             表－2.5.8 定格出力別の窒素酸化物のエンジン排出係数原単位 NOx  
定格出力 二次排出ガス対策型 一次排出ガス対策型 排出ガス未対策型 

   ～  15 kW     5.3 g/kW･h     5.3 g/kW･h     6.7 g/kW･h 

   15 ～  30 kW     5.8 g/kW･h     6.1 g/kW･h     9.0 g/kW･h 

   30 ～  60 kW     6.1 g/kW･h     7.8 g/kW･h    13.5 g/kW･h 

   60 ～ 120 kW     5.4 g/kW･h     8.0 g/kW･h    13.9 g/kW･h 

  120 kW ～     5.3 g/kW･h     7.8 g/kW･h    14.0 g/kW･h 

 

      排出ガス対策型建設機械に搭載された機関において、代表的な ISO-C1 モードに

おける平均燃料消費率 b は、表－2.5.9 のとおりである。（排出ガス未対策型は一

次排出ガス対策型と同等と見なす） 

      ここで、排出ガス対策型建設機械とは、国土交通省「排出ガス対策型建設機械指

定要領」に基づき、作業環境の改善と大気環境の保全を目的として、建設機械の

排出ガス基準値を定め、この基準値を満足する排出ガス対策型エンジンを搭載し

た建設機械のことである。 
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表－2.5.9 ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率(b) 
定格出力 

 

二次排出ガス対策型

 

一次排出ガス対策型 

排出ガス未対策型 

   ～  15 kW      285 g/kW･h       296 g/kW･h 

   15 ～  30 kW      265 g/kW･h       279 g/kW･h 

   30 ～  60 kW      238 g/kW･h       244 g/kW･h 

   60 ～ 120 kW      234 g/kW･h       239 g/kW･h 

  120 kW ～      229 g/kW･h       237 g/kW･h  

 

     ２）ＳＰＭの排出係数 

      ユニットからのＳＰＭの排出係数 ESPM ( g/ﾕﾆｯﾄ/日  ) は、次式で求めることができ

る。 

 ESPM = Σ ( Qi × hi ) ････････ (解説2.5.3)

   bBPQ ii /PM r
 

  

ここで、 Qi : 建設機械 i の排出係数原単位  ( g/h ) 

 Pi : 建設機械 i の定格出力 1 時間の仕事量  ( kW ) 

 PM  : 粒子状物質のｴﾝｼﾞﾝ排出係数原単位 ( g/kW･h ) 

 Br : ( = fr / Pi ) ( g/kW･h ) 

国土交通省土木工事積算基準（原動機燃料消費量 /1.2）を参

照。  

 b : ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率( iPf /  ) ( g/kW･h ) 

 
hi : 建設機械 i の運転 1 日当たり標準運転時間  ( h / 日  ) 

（＝年間標準運転時間／年間標準運転日数）  

      また、定格出力別の粒子状物質のエンジン排出係数原単位 PM  ( g/kW･h )は、表

－2.5.10 のとおりとする。 

 

             表－2.5.10 定格出力別の粒子状物質のエンジン排出係数原単位 PM  
定格出力 二次排出ガス対策型 一次排出ガス対策型 排出ガス未対策型 

   ～  15 kW     0.36 g/kW･h     0.53 g/kW･h       0.53 g/kW･h   

   15 ～  30 kW     0.42 g/kW･h     0.54 g/kW･h       0.59 g/kW･h   

   30 ～  60 kW     0.27 g/kW･h     0.50 g/kW･h       0.63 g/kW･h   

   60 ～ 120 kW     0.22 g/kW･h     0.34 g/kW･h       0.45 g/kW･h   

  120 kW ～     0.15 g/kW･h     0.31 g/kW･h       0.41 g/kW･h   

 

     ３）ユニットの代表排気管高さ 

      ユニットの代表排気管高さの設定は、ユニットを構成する各建設機械の排気管の高さ

に各機械の１日当たりの排出量による重み付けを行って平均値を算出する。 

     ユニットの代表排気管高さ＝Σ ቊቆ
建設機械の

排気管の高さ
ቇ 

               		 ൈ
建設機械の１日当りの NOx排出量又は SPM排出量

ユニットの１日当りの NOx排出量又は SPM排出量
ൡ 

･････････(解説 2.5.4) 
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      ただし、「国土交通省土木工事積算基準（国土交通省大臣官房技術調査課）（平

成 17 年度）」により求めたユニットの排出係数及び代表排気管の高さは、表－

2.5.11 に示すとおりである。ここで、代表排気管高さは、NOx 排出量又は SPM 排

出量それぞれにより重み付けを行い計算したところ、それらは、ほとんど違わな

かったので表－2.5.11 のとおり同一とした。 

      なお、排出源の高さの風速を推定するには、「2.1 自動車の走行に係る二酸化

窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.6 予測の手法」*11 を参照のこと。 

 

４）単位時間当たり排出量 

      単位時間当たり排出量は次式により求める。                    

 










 




n

i
iE

N
NVQ

1

d
uW 365243600

1
 ････････ (解説2.5.5)

ここで、 Q : 単位時間当たり排出量  ( ã/s 又は mg/s ) 

 VW : 体積換算係数 ( ã/g 又は mg/g ) 

窒素酸化物の場合：20℃、1 気圧で、523 ã/g 

 浮遊粒子状物質の場合：1000 mg/g 

 Ei : ユニット i の排出係数  ( g/ﾕﾆｯﾄ/日  ) 

 Nu : ユニット i の数  ( ﾕﾆｯﾄ ) 

 Nd : ユニット i の年間工事日数  ( 日  ) 
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表－2.5.11 ユニットの排出係数と排気管高さ 

工事の種別 ユニット 

排出係数  ( g/ユニット/日  ) 
※上段：排出ガス未対策型 
 中段：一次排出ガス対策型 
 下段：二次排出ガス対策型  

 代表
排気管
 高さ 
 ( m )

NOx SPM  
掘削工 土砂掘削 9,700  290  3 .1 
  5,400  220  3 .1 
  3,800  110  3 .1 
 軟岩掘削 18,000  520  2 .9 
 硬岩掘削 10,000  400  2 .9 
  7,000  200  2 .9 
盛土工（路体、路床） 盛土（路体、路床） 8,600  260  3 .0 
  4,800  190  3 .0 
  3,400  100  3 .0 
法面整形工 法面整形（掘削部） 4,400  140  2 .4 
 法面整形（盛土部） 2,500  110  2 .4 
  1,800  71  2 .4 
路床安定処理工 路床安定処理 11,000     －－   2 .9 
  9,900     －－   3 .0 
  9,600     －－   3 .1 
バーチカルドレーン工 サンドドレーン 34,000     －－   2 .3 
 袋詰めサンドドレーン 32,000     －－   2 .3 
  31,000     －－   2 .3 
締固改良工 サンドコンパクションパイル 34,000     －－   2 .3 
  32,000     －－   2 .3 
  31,000     －－   2 .3 
固結工 粉体噴射攪拌 27,000     －－   2 .0 
  22,000     －－   2 .0 
  22,000     －－   2 .0 
土留・仮締切工 鋼矢板（アースオーガ併用圧入 34,000     －－   2 .3 
 工） 27,000     －－   2 .4 
  26,000     －－   2 .4 
旧橋撤去工 旧橋撤去 15,000     －－   2 .1 
  9,100     －－   1 .9 
  6,800     －－   1 .7 
掘削工 トンネル機械掘削（２方） 47,000  1,400  －  
（トンネル）  26,000  1,100  －  
  25,000  980  －  
 トンネル発破掘削（２方） 63,000  1,900  －  
  34,000  1,400  －  
  32,000  1,300  －  
場所打杭工 
 

リバースサーキュレーション工

 
18,000     －－   2 .2 
15,000     －－   2 .3 

  15,000     －－   2 .3 
地中連続壁工 地中連続壁 43,000     －－   2 .3 
  40,000     －－   2 .3 
  39,000     －－   2 .4 

     注）1.トンネルの工事における区分の欄に示した排出係数は、夜間も稼働することを前提 
      として設定した。トンネル以外の排出係数は、昼間のみの作業を前提として設定し 
      ているため、夜間工事の場合には補正するものとする。 
         2.排出係数は、建設機械の実際の稼働状態に適応したＩＳＯ規格のＣ１モードと実作 
          業に基づく負荷率を考慮して設定した値である。 
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 *14「有風時の風向別大気安定度別基準濃度」、「弱風時の大気安定度別基準濃度」 

     １）有風時の風向別大気安定度別基準濃度 Rwsr の算出 

      プルーム式に、予測点と各点煙源の位置、大気安定度別風向、拡散幅  ( σｙ，σｚ ) 

及び距離  ( H，x，y，z ) を代入して拡散計算を行い、各点煙源ごとに求められた予

測点の濃度を足し合わせて大気安定度別基準濃度を算出する。このときに風速及

び排出量は、以下の基準風速、基準排出量に置き換える。 

風速 ：u = 1 

排出量：Q = 
１ 

施工範囲の面積  ( m2
 ) / 各点煙源が代表する範囲の面積( m2

 )  

 

     ２）弱風時の大気安定度別基準濃度 Rr の算出 

      パフ式に、有風時と同様の距離、基準排出量及び拡散幅等 ( t0，α，γ ) を代入し

て拡散計算を行い、各点煙源ごとに求められた予測地点の濃度を足し合わせて大

気安定度別基準濃度を算出する。 

     ３）基準濃度計算時の H，x，y，z のとり方 

      「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「基準

濃度計算時の H，x，y，z のとり方」に同じである。 

 *15「年平均値の算出」 

      年平均値の算出は、有風時の風向別大気安定度別基準濃度、弱風時の大気安定度

別基準濃度、単位時間当たり排出量及び気象条件を用いて、予測地点における年

平均濃度を算出する。 

 
QfR

u

fR
C

r s
c

s

ss 
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 ････････ (解説2.5.6) 

ここで、 Ca : 年平均濃度  ( ppm 又は  mg/m3
 ) 

 Rwsr : プルーム式により求められた風向別大気安定度別基準濃度 

 ( 1/m2
 ) 

 Rr : パフ式により求められた大気安定度別基準濃度  ( s/m3
 ) 

 fwsr : 稼働時間帯における年平均大気安定度別風向出現割合  

 
usr : 稼働時間帯における年平均大気安定度別風向別平均風速  

 ( m/s ) 

 fcr : 稼働時間帯における年平均大気安定度別弱風時出現割合  

 Q : 稼働・非稼働時及び稼働日を考慮した単位時間当たり排出量 

( ã/s 又は  mg/s ) 

 

      なお、s は風向  ( 16 方位  )、r は大気安定度の別を示す。 

 *16「ＮＯｘ変換式」 

      ＮＯｘ変換式は、「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)

における「2.1.6 予測の手法」*20 の式(解説 2.7)を参照のこと。ただし、「対

象道路からの寄与濃度」を「工事による寄与濃度」に読み替えるものとする。 
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 *17「窒素酸化物のバックグラウンド濃度」 

      窒素酸化物のバックグラウンド濃度は、「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.6 予測の手法」*21 を参照のこと。 

*18「予測の不確実性の程度」 

      予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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2.5.6 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって

示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検

討する。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討

の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内

において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3 

  (2) 環境保全措置の効果*4、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況

の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響 

 ４）事後調査 

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施*5する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講

ずる場合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

    環境保全措置の例、効果の内容等を表－2.5.12 に示す。 

表－2.5.12 環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 
実施に伴い生ずるおそれのあ

る他の環境への影響 

排出ガス対策型建設機

械の採用注1) 

表-2.5.8～表-2.5.11にあるように排出ガス対

策型建設機械の採用により、窒素酸化物、浮遊

粒子状物質が抑制される。 

他の環境要素への影響はない。

建設機械を保全対象か

ら離す 

拡散による濃度の低減が期待できる。 騒音、振動への影響が緩和され

る。 

作業方法への配慮注2) 窒素酸化物（又は浮遊粒子状物質）の排出量あ

るいは最大排出量の低減が見込まれる。 

他の環境要素への影響はない。

 注 1）国土交通省直轄工事においては、排出ガス対策型建設機械の使用を原則としている。 

 注 2）停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働・高負荷運転を極力避ける等。 

 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

    ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施
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された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

 *3「実施の内容」 

    「2.3.7 環境保全措置の検討」*3 を参照のこと。 

 *4「環境保全措置の効果」 

    「2.3.7 環境保全措置の検討」*4 を参照のこと。 

 *5「事後調査を実施」 

    建設機械の稼働に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の参考予測手法として

用いるプルーム式及びパフ式による計算は、科学的知見に基づいて設定されたもの

であり、これまでの使用実績も豊富である。したがって、予測条件を適切に設定し、

手法を適切に運用すれば、予測の不確実性は小さいと考えられる。また、環境影響

の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、排出ガス対策型建設機械の採用、

作業方法への配慮等、効果が確実に期待できる環境保全措置を行うことができるた

め、環境影響の程度が著しいものとなるおそれは小さいと考えられる。従って、事

後調査の必要性は一般的に小さいものと考えられる。 

    しかし、知見が不十分で、その効果が予測できないような新たな環境保全措置を

講ずる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、事後調査を実施する

必要がある。 
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2.5.7 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏

まえ、建設機械の稼働に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）に関する影響が、

事業者により実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されており、必要に

応じその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているかどうか

について、見解を明らかにすることにより行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項

目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目

標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

  なお、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素

であって、当該環境要素に係る環境基準*1が定められているものについては、当該

環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうか*2を検討す

る。 

 【解 説】 

  回避又は低減に係る評価については、建設機械の稼働による二酸化窒素（又は浮遊粒

子状物質）における参考値として、二酸化窒素にあっては 0.004 ppm（浮遊粒子状物質に

あっては 0.009 mg/m3）が考えられる。 

  これは、二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度の年平均値の変動が横ばいと見な

せる範囲の値 9)に基づき参考値として設定されたものである。従って、建設機械の稼働

による寄与がこれと同等以下の場合には、建設機械の稼働による二酸化窒素（又は浮遊

粒子状物質）の濃度の変動が横ばいと見なされる範囲内にとどまり、影響が小さいと考

えられる。 

  また、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」（平

成 18 年 9 月 28 日 国土交通省告示第 1152 号）に従い、排出量を増加させないための燃

料の使用、排出量を増加させないための点検整備の実施、排出量をより少なくする運

転・使用、及び、排出量がより少ない特定特殊自動車の選択等を行うことは、建設機械

の稼働に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）に関する影響をできる限り低減する観

点から必要なことであると考えられる。 

 *1「環境基準」 

   「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

   「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

   （注） 環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 
    ・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を

定めるものとする。 
    ・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確

保されるように努めなければならない。 

 *2「整合が図られているかどうか」 

    環境基準との間に整合が図られているかどうかを検討する場合は、「2.6.7 評価
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の手法」において工事用車両を建設機械と読み替えて準用することが考えられるが、

個々の事業者が判断する必要がある。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
２．大気質  

 2.6 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（参

考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「2.6 資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に

示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 2.6資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3742号 
 

旧建設省土木研究所材料施工
部機械研究室  

初版 
                     
                     前室長 

前主任研究員 
室長 
研究員 

村松敏光 
朝倉義博 
江本 平 
江原 正隆

平成19年6月 土木研究所資  
料第4056号 

独立行政法人土木研究所 技
術推進本部 先端技術チーム 

主務省令の改正 
 

主席研究員 
前総括主任研究員
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 
 

室 長 
主任研究官 

角湯克典 
吉永弘志 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 
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「2.6 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」の

概要 

  資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、工事用車両という。）の運行に係る二酸化

窒素（又は浮遊粒子状物質）についての調査は、予測に必要な気象条件及び窒素酸化物

濃度の設定を目的として、気象の状況及び窒素酸化物の濃度の状況を対象に行う。予測

は、本項目の手法による場合正規型プルーム式及び積分型簡易パフ式により、工事用車

両の運行時の二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の年平均濃度を予測する。予測結果か

ら、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置

の検討を行う。評価は、回避・低減の観点から行う。 

  なお、本節では工事用車両の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の双方を扱っ

ており、「二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）」は、浮遊粒子状物質の記述として二酸

化窒素に関する記述を（ ）内の記述に置き換えることを意味する。 
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図－2.6.1 「工事用車両の運行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）」における調査・予測 

及び評価の流れ    

2.6.1 事業特性の把握

１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
 ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・

高架）、概ねの位置、延長 
 ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定され

る概ねの位置 
 ③想定される主な工種等 

2.6.2 地域特性の把握

１）自然的状況 
  気象、大気質、地形、地質の状況 
２）社会的状況 
 ①土地利用、交通の状況、学校、病院等の配置の状況

及び住宅の配置の概況 
 ②法令等により指定された地域及び規制の内容等 

2.6.3 項目の選定 
 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在するか、又は都市計画

上、土地利用上から将来の立地が計画されており、当該地域における二酸化窒素（又は浮遊粒子状物 

質）の現況濃度が環境基準を超過している等高い場合で、長期間にわたり工事による影響が及ぶ可能性

がある場合 

2.6.4 調査の手法 
 調査手法は下記の手法を勘案して選定する。 
１）窒素酸化物の濃度（年平均値）、風向・風速の年間データ（１時間値）を地上気象観測指針による

方法を基本に調査。 

2.6.5 予測の手法 
 予測手法は下記の手法を勘案して選定する。 
１）正規型プルーム式及び積分型簡易パフ式を用いて、影響範囲内で住居等の保全対象が立地する地域

において年平均値を予測する。 

2.6.6 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な

範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかど

うかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及び

それに伴う環境への影響を明らかにする。 

2.6.7 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 
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2.6.1 事業特性の把握 

  事業特性については、計画の熟度に応じ、工事用車両の運行に係る二酸化窒素（又

は浮遊粒子状物質）の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事

業において「配慮書段階の検討*1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用

し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

  (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長

  (2) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

  (3) 想定される主な工種等*3 

 

 【解 説】 

  これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事等

の概ねの位置、及び工事期間を把握するために必要である。詳細は、「2.6.3 項目の

選定」を参照のこと。 

 ２）調査及び予測に係る事業特性 

  「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査地

点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定するために必要である。詳細は、「2.6.4 

調査の手法」及び「2.6.5 予測の手法」を参照のこと。   

 

*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 *2「工事計画の概要」 

   「2.3.1 事業特性の把握」*2 を参照のこと。 

 *3「工種等」 

   「2.3.1 事業特性の把握」*3 を参照のこと。 
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2.6.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において、入手可能な最

新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基

づき、工事用車両の運行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）に関連する以下の

内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は

、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①気象の状況 

    周辺の年間の風向・風速の状況 

   ②大気質の状況 

    二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度の状況、環境基準の確保の状況

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

   ②地質の状況 

    地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 土地利用の状況 

    土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 交通の状況 

    主要な道路の位置、交通量等の状況 

  (3) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状

況及び住宅の配置の概況 

   学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホ

ーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の

面整備計画の状況 

  (4) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当

該対象に係る規制の内容その他の状況 

   ①都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定により定め

られた用途地域 

   ②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第70号）第六条第１項に規定す

る窒素酸化物対策地域又は第八条第１項に規定する粒子状物質対策地域 

   ③環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条第３項の規定により策定された

公害防止計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等）

   ④その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

    ・地方公共団体の条例等に基づいて定められている基準又は目標等 
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 【解 説】 

  これらの地域特性は、項目の選定、調査、予測及び評価の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

  「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保

育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況」は、

現在の住居等の保全対象の立地状況を把握するために必要である。また、「土地利用計

画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一

号の規定により定められた用途地域」は、将来の住居等の保全対象の立地状況を想定す

るために必要である。さらに「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定

地域における総量の削減等に関する特別措置法（以下、「自動車ＮＯxＰＭ法」という）

第六条第１項に規定する窒素酸化物対策地域及び第八条第１項に規定する粒子状物質

対策地域」は、法令等により指定された地域の状況を把握するために必要であり、「二

酸化窒素（又は浮遊 粒子状物質）の濃度の状況」及び「環境基準の確保の状況」は、

二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の環境基準の超過の状況を把握するために必要であ

る。詳細は、「2.6.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査、予測及び評価の実施に係る地域特性 

  「周辺の年間の風向・風速の状況」、「地形の分布状況」、「地質の区分及び分布状

況」、「土地利用の現況、土地利用計画の状況」、「主要な道路の位置、交通量等の状

況」、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホ

ーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備

計画の状況」及び「都市計画法第八条第１項第一号の規定により定められた用途地域」

は、調査地点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定するために必要である。ま

た、「環境基本法第十七条第３項の規定により策定された公害防止計画の策定の状況（策

定の時期、計画の期間、計画の目標値等）」、「地方公共団体の条例等に基づいて定め

られている基準又は目標等」は、評価の基準等との整合性の検討における地方公共団体

の基準又は目標を把握するために必要である。詳細は、「2.6.4 調査の手法」及び「2.6.5 

予測の手法」を参照のこと。 

 

 *1「入手可能な最新の文献」 

    文献の例を表－2.6.1 に示す。 
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表－2.6.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

自

然

的

状

況 

気象の状況 気象月報、気象観測結果 年間の風向、風速の状況 各気象官署 

日本気候表 気象庁 

大気質の状況 日本の大気汚染状況 

道路周辺の大気汚染状況 

二酸化窒素（又は浮遊粒子状

物質）の濃度の状況 

環境基準の確保の状況 

環境省 

都道府県環境白書 都道府県 

市町村環境白書 市町村 

地形の状況 地形図 地形の分布状況 国土地理院 

地質の状況 土地分類基本調査表層地

質図(1/5万)・土地分類図

表層地質分類図（1/20万）

地質の区分及び分布状況 国土交通省 

地質図 （独）産業技術

総合研究所地

質調査総合セ

ンター 

社

会

的

状

況 

土地利用の状況 土地利用図 

土地利用現況図 

土地利用の現況 

土地利用計画の状況 

国土地理院 

 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 都道府県 

市町村 

交通の状況 道路交通センサス 主要な道路の位置 

交通量等の状況 

国土交通省 

都道府県 

学校、病院その他

の環境の保全につ

いての配慮が特に

必要な施設の配置

の状況及び住宅の

配置の概況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児童福

祉施設、老人ホーム、図書館

の配置の状況 

集落の状況 

住宅の配置の概況 

将来の住宅地の面整備計画

の状況 

民間 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目的

として法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況及び当該対象に

係る規制の内容そ

の他の状況 

都市計画図 都市計画法第八条第１項第

一号の規定により定められ

た用途地域  

市町村 

都道府県環境白書 

例規集等 

公害防止計画 

環境基本法第十七条第３項

の規定により定められた公

害防止計画の策定の状況（策

定の時期、計画の期間、計画

の目標値等） 

都道府県 

法令・例規集等 

環境基本計画・環境配慮指

針等 

地方公共団体の条例等に基

づいて定められている基準

又は目標等 

都道府県 

市町村 
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2.6.3 項目の選定 

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の

保全対象が存在する場合、又は都市計画上、土地利用上から将来の立地が計画されて

おり、当該地域における二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の現況濃度が環境基準を

超過している等高い場合で、長期間にわたり工事による影響が及ぶ可能性がある場合

に行う。 

 なお、長期間にわたり工事による影響が及ぶ可能性があるかどうかは、工事の区分

ごとの工事期間*2で判断する。 

 

 【解 説】 

  項目の選定にあたっては、「2.6.1 事業特性の把握」で得られた工事用道路の設置が

想定される概ねの位置及び工事期間と、「2.6.2 地域特性の把握」で得られた現在又

は将来の住居等の保全対象の位置関係、法令等により指定された地域の状況及び二酸化

窒素（又は浮遊粒子状物質）の環境基準の超過の状況から判断し、選定する場合には、

その理由を明らかにするものとする。 

 

 *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

    環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、工事用車両の運行に係る

二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の影響範囲をいう。この工事用車両の運行に係

る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度は発生源及び気象の影響を大きく受け

るため、影響範囲を一律に設定することはできない。 

 *2「工事の区分ごとの工事期間」 

    「2.5.3 項目の選定」*2 を参照のこと。 
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2.6.4 調査の手法 

 調査の手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  調査すべき情報は、二酸化窒素を選定した場合にあっては窒素酸化物の濃度の状

況*1及び気象の状況とし、浮遊粒子状物質を選定した場合にあっては気象の状況と

する。気象の状況は、風向・風速の年間データを調査する。 

 ２）調査の基本的な手法 

  調査方法は既存資料*2調査や現地調査を基本とする。なお、現地調査は以下の方

法による。 

  ①風向・風速：地上気象観測指針(気象庁 2002年)による方法。 

測定高さは、原則として地上 10 m とする。 

  ②窒素酸化物：日本工業規格 Ｂ 7953に定める大気中の窒素酸化物自動計測器を

用いた測定方法による。 

測定高さは、原則として地上  1.5 m とする。 

  ただし、周囲の建物の状況を勘案し、必要に応じて高さ方向の測定点を追加する

こととする。 

  気象及び窒素酸化物のデータの補正及び異常年検定*3は、必要に応じて「2.1自

動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.5-1 参考調

査手法 ２）調査の基本的な手法」により行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、影響範囲内において住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込

まれる地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点*4は、予測地点との対応を考慮し、調査地域の中で窒素酸化物の濃度の

変化があると考えられる箇所ごとに、また調査地域を代表する気象の状況が得られ

る箇所に設定する。 

 ５）調査期間等 

  調査期間は、季節ごとのそれぞれ１週間を基本とする。調査時間帯は、工事用車

両の運行による環境影響の予測に必要な時間帯とする。 

 

 【解 説】 

  調査は窒素酸化物の濃度の状況及び気象の状況を収拾することを目的として行うもの

であり、ここに示した具体的調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応でき

る手法である。 

 

 *1「窒素酸化物の濃度の状況」 

    「2.5.4 調査の手法」*1 を参照のこと。 

 *2「既存資料」 

    「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.5 調
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査の手法 ２）調査の基本的な手法」の解説を参照のこと。 

 *3「気象及び窒素酸化物のデータの補正及び異常年検定」 

    気象及び窒素酸化物のデータの補正及び異常年検定は、必要に応じて「2.1 自動

車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)における「2.1.5 調査の手法」

の*6 及び*7 を参考に行う。 

 *4「調査地点」 

    気象の状況及び窒素酸化物の状況の調査地点は、工事用道路の接続が予想される

既存道路の代表区間（接続位置近傍）に設定する。 
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2.6.5 予測の手法 

2.6.5-1 予測の前提条件 

 予測の前提条件*1として、予測断面及び工事用車両の平均日交通量*2を設定する。

 １）予測断面 

  予測断面は、工事用道路の接続が予想される既存道路の代表区間（接続位置近

傍）に設定する。 

 ２）工事用車両の平均日交通量 

  工事用車両の平均日交通量は、予想される工事内容や、「2.6.2 地域特性の把

握」で把握した情報*3を考慮して設定する。 

2.6.5-2 予測の手法 

 １）予測の基本的な手法 

  基本的に*4、「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)にお

ける「2.1.6-2 参考予測手法 １）予測の基本的な手法」の予測の手法を用いる。

この場合、「年平均時間別平均」は「単位時間単位長さ当たり」と読み替えるもの

とする。 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域と同じとする（「2.6.4 調査の手法 ３）調査地域」参

照）。 

 ３）予測地点 

  予測地点は、原則として工事用道路の接続が予想される既存道路に設定された予

測断面において敷地の境界線の地上  1.5 m の高さに設定する。 

 ４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事用車両の平均日交通量が最大になると予想される時期とす

る。 

2.6.5-3 予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度*5及び不確実性に係る環境影響の程度を

勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなけれ

ばならない。 

 【解 説】 

  予測手法として用いるプルーム式及びパフ式による計算は、科学的知見に基づいて設

定されたものであり、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

  また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる大気質を、当該事業以外の事業に対する環境影響評

価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「予測の前提条件」 

    「2.4.6 予測の手法」*1 を参照のこと。 

 *2「工事用車両の平均日交通量」 

    「2.4.6 予測の手法」*2 を参照のこと。 
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 *3「「2.6.2 地域特性の把握」で把握した情報」 

    「2.4.6 予測の手法」*4 を参照のこと。 

 *4「基本的に」 

    予測の手法は、基本的には「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質」1)における「2.1.6-2 参考予測手法 １）予測の基本的な手法」と同様であ

るが、相違点は以下のとおりである。 

   １）予測計算 

    予測計算では、図－2.6.2 に示す手順で年平均値を予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.6.2 年平均値の予測計算手順 

   ２）気象条件の設定 

    推定した風速については、以下の項目について入力データを設定する。 

    ①運行時間帯における有風時(風速が 1 m/s を超える場合)及び弱風時( 1 m/s 以下

の場合)の年間の出現率 

    ②運行時間帯の有風時における年平均風向出現割合 

    ③運行時間帯の有風時における年平均風向別平均風速 
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    風向・風速のデータの整理票の例を表－2.6.2 に示す。 

 

表－2.6.2 運行時間帯における年平均風向出現頻度及び年平均風向別平均風速 

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 弱風時 

出現頻度 ％        

平均風速m/s       － 

 

   ３）拡散計算に用いる排出係数 

    「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)の排出係数の設定

方法を参考に、工事用車両の車種、平均走行速度、年式別車種構成比を考慮し、予

測対象時期における排出係数を設定する。 

   ４）年平均値の算出 

    年平均値は、有風時の風向別基準濃度、弱風時の基準濃度、単位時間単位長さ当

たり排出量及び気象条件を用いて、予測地点における年平均濃度を算出する。 

 
QfR

u

fR
C

s
c

s

ss 










 



16

1

WW
a  ････････ (解説 2.6.1)

ここで、 Ca : 年平均濃度  ( ppm 又は  mg/m3
 ) 

 RWS : プルーム式により求められた風向別基準濃度  ( 1/m ) 

 R : パフ式により求められた基準濃度  ( s/m2
 ) 

 fWS : 運行時間帯における年平均風向出現割合  

 us : 運行時間帯における年平均風向別平均風速  ( m/s ) 

 fc : 運行時間帯における年平均弱風時出現割合  

 Q : 単位時間単位長さ当たり排出量  ( ã/m･s 又は mg/m･s ) 

    なお、s は風向  ( 16 方位  ) の別を示す。  

    また、Q は次式により与えることができる。  

 E
N

NVQ 



3651000

1

243600

1 d
HCW    

ここで、 VW : 体積換算係数  ( ã/g 又は mg/g ) 

窒素酸化物の場合：20℃、１気圧で、523 ã/g 

浮遊粒子状物質の場合：1000 mg/g 

 NHC : 工事用車両平均日交通量（台／日） 

 Nd : 年間工事日数（日） 

 E : 工事用車両の排出係数  ( g/km・台  ) 

 

 *5「予測の不確実性の程度」 

    予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。  
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2.6.6 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって

示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検

討する。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討

の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内

において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3 

  (2) 環境保全措置の効果*4、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況

の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響 

 ４）事後調査 

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施*5する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講

ずる場合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

    環境保全措置の例、効果の内容等を表－2.6.3 に示す。 

 

表－2.6.3 環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれのある

他の環境への影響 

工事の分散 

 

二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の

最大濃度の低減が見込まれる。 

騒音、振動への影響が緩和され

る。 

 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

    ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

 *3「実施の内容」 

    「2.3.7 環境保全措置の検討」*3 を参照のこと。 
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 *4「環境保全措置の効果」 

    「2.3.7 環境保全措置の検討」*4 を参照のこと。 

 *5「事後調査を実施」 

    工事用車両の運行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の予測手法は、「2.6.5 

予測の手法」*5 に述べているとおり予測の不確実性は小さいと考えられる。また、

環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、工事の分散により工事用

車両が集中しないようにする等、効果が確実に期待できる環境保全措置を行うこと

ができるため、環境影響の程度が著しいものとなるおそれは小さいと考えられる。

従って、事後調査の必要性は一般的に小さいものと考えられる。 

    しかし、知見が不十分で、その効果が予測できないような新たな環境保全措置を

講ずる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、事後調査を実施する

必要がある。 
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2.6.7 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏

まえ、工事用車両の運行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）に関する影響

が、事業者により実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されており、

必要に応じその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているか

どうかについて、見解を明らかにすることにより行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項

目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目

標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

  なお、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素

であって、当該環境要素に係る環境基準*1が定められているものについては、当該

環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうか*2を検討す

る。 

 【解 説】 

  回避又は低減に係る評価については、工事用車両の運行に係る二酸化窒素（又は浮遊

粒子状物質）における参考値として、二酸化窒素にあっては 0.004 ppm（浮遊粒子状物質

にあっては 0.009 mg/m3）が考えられる。 

  これは、二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）の濃度の年平均値の変動が横ばいと見な

せる範囲の値 2)に基づき参考値として設定されたものである。従って、工事用車両の運

行に係る寄与がこれと同等以下の場合には、工事用車両の運行による二酸化窒素（又は

浮遊粒子状物質）の濃度の変動が横ばいと見なされる範囲内にとどまり、影響が小さい

と考えられる。 

 

 *1「環境基準」 

   「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

   「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

   （注） 環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 
    ・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を

定めるものとする。 
    ・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確

保されるように努めなければならない。 

 *2「整合が図られているかどうか」 

    環境基準との間に整合が図られているかどうかを検討する場合は、バックグラウ

ンドに工事用車両運行に係る二酸化窒素（又は浮遊粒子状物質）を加味した１日平

均値の年間  98% 値（又は  1 日平均値の年間 2% 除外値）を算出して行う。 

    １日平均値の年間 98% 値（又は１日平均値の年間 2% 除外値）の算出に当たって

は、「2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」1)の「2.1.8 評

価の手法」表－2.1.25 において道路寄与を現況の交通及び工事用車両寄与と読み替
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えて準用する。 

    ただし、工事用車両は一般交通と異なり非稼働日があることから、ここで用いる

「工事用車両寄与年平均値」は次式の単位時間単位長さ当たり排出量 Q を用いて(解

説 2.6.1)により求めた工事用車両寄与年平均濃度とする。 

      

 ENVQ 



1000

1

243600

1
HCW    

ここで、 Q : 単位時間単位長さ当たり排出量  ( ã/m･s 又は  mg/m･s ) 

 VW : 体積換算係数  ( ã/g 又は  mg/g )  

窒素酸化物の場合：20℃、1 気圧で、523 ã/g 

浮遊粒子状物質の場合：1000 mg/g 

 NHC : 工事用車両平均日交通量  ( 台／日  ) 

 E : 工事用車両の排出係数  ( g/km・台  ) 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

３．強風による風害（参考項目以外の項目） 

3.1 換気塔等の大規模施設の設置に係る強風による風害（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」のうち、「3.1 換気塔等の大規模施設の設置に係

る強風による風害」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省

令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第

10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

  

道路環境影響評価の技術手法「3.1 換気塔等の大規模施設の設置に係る強風による風害」の改
定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3742号 

旧建設省土木研究所環境部 
交通環境研究室 
室長           大西博文 
前主任研究員   山田俊哉 
元主任研究員   江橋英治 
研究員         大城 温 
旧首都高速道路公団計画部 
環境技術課 
元主査         伊藤崇法 

初版 

平成19年6月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第385号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 
主任研究官     小川智弘 
前交流研究員   木村哲郎 
室長           並河良治 

主務省令の改正 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 
室長           角湯克典 
主任研究官     土肥 学 
研究官         神田太朗 

主務省令の改正 
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「3.1 換気塔等の大規模施設の設置に係る強風による風害」の概要 

 換気塔等の大規模施設（以下、「大規模施設」という。）の設置に係る強風による風

害についての調査は、予測に必要な気象条件の設定を目的として、気象を対象に行う。

予測は、既存の類似風洞実験結果を用いる方法により大規模施設の設置後の風環境を対

象に行う。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあ

っては、環境保全措置の検討を行う。評価は、事業者により実行可能な範囲内で回避・

低減されるかどうかについて、見解を明らかにすることにより行う。 

 なお、強風による風害とは、大規模施設周辺の気流が、剥離風や吹き下ろし等の現象

により、周辺地域の居住者及び歩行者等に対して生活環境上の影響を与えるものである。 
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図－3.1 「大規模施設の設置に係る強風による風害」における調査、予測及び評価の流れ 

  

3.1.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業に係る構造の概要 
  ①換気塔等の存在の有無、設置が予想される概

 ねの位置 

3.1.2 地域特性の把握 
１）自然的状況 
 ①気象の状況 
 ②地形の状況 
２）社会的状況 

①土地利用の状況 
②学校、病院その他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住

宅の配置の概況 
③環境保全を目的とする法令等の状況 

3.1.3 項目の選定 
 大規模施設を設置する場合であって、周辺に住居等の保全対象が存在する場合 

3.1.5 予測の手法 
 既存の類似風洞実験結果を用いる方法により、風環境に影響を及ぼすと予想される範囲

内で住居等の保全対象が存在する地域における大規模施設の設置後の風速を予測する。 

3.1.6 環境保全措置の検討 
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措

置の検討を行う。 
②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れ  

られているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているか

どうかを検証する。 
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況

の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

3.1.7 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評  
   価する。 

3.1.4 調査の手法 
 調査は、既存資料により行うことを原則とし、年間の気象の状況（風向・風速）を把握す

る。ただし、資料若しくは文献がない場合又は不十分な場合は現地調査によってこれを補う
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3.1.1 事業特性の把握 

  事業特性については、計画の熟度に応じ、
＊１

大規模施設の設置に係る強風による風害に関

連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討
*2

」を行った場

合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）等三条に規

定する道路の区分をいう。）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

  (1) 構造の概要 

   ①換気塔等の存在の有無、設置が想定される概ねの位置 

 

 

 【解 説】 

 これらの事業特性は、項目の選定、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「換気塔等の存在の有無、設置が想定される概ねの位置」は、住居等の保全対象

（「3.1.2 地域特性の把握」で把握）との位置関係を把握するために必要である。対象

施設の周辺に住居等の保全対象が存在し、又は将来の立地が明らかな場合、本項目を選

定する。詳細は、「3.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

２）予測に用いる事業特性 

 「換気塔等の存在の有無、設置が想定される概ねの位置」は、予測の実施に必要な情

報である。また、換気塔等の規模（幅、高さ、奥行き）が予測条件として必要となるた

め、できる限り把握に努める。 

 

*1「大規模施設」 

これまでの事例や知見等では、高さ 40～50m 程度以上の構造物により風環境が変化

し、生活環境への影響が生じやすくなる１）とされている。 

*2「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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3.1.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最新の
＊１

文献その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、大規

模施設の設置に係る強風による風害に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業に

おいて「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足す

る情報を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①気象の状況 

    周辺の年間の風向・風速の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①
＊２

地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 
＊３

土地利用の状況 

    土地利用の現況、土地利用計画の状況 

(2) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホー

ム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整

備計画の状況 

(3) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況 

   ①その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

    ・地方公共団体の条例等に基づいて定められた地域目標等 

 

 

 【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、予測及び評価の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定しな

かった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていることから、

これらを活用し、不足する情報を補足する。 １）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「土地利用の現況」、「学校、病院、幼稚園、

児童福祉施設、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集落の状況」、「住宅の配置

の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。また、「土地利用計画の状況」、

「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の保全対象の立地状況を想定する。こ

れらと「3.1.1 事業特性の把握」で整理した大規模施設の位置関係から、本項目の選

定について検討する。なお、把握すべき範囲は、大規模施設の設置により風環境に影響

を及ぼすと予想される範囲（基本的には当該施設の外縁から建物高さの２～３倍程度の
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範囲）とする。詳細は、「3.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）予測及び評価に用いる地域特性 

予測及び評価の実施に用いる地域特性としては、「土地利用の状況」、「学校、病院

その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概

況」、「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対

象に係る規制の内容その他の状況」がある。これらは、調査地点及び予測地点の設定に

用いるほか、評価における基準又は目標との整合性の検討に必要である。なお、当該地

域において強風による風害が特に著しい状況にある場合は、できる限りその原因の把握

に努める。また、既存資料が古い等の理由により、地域特性に関して不明な点がある場

合には、必要に応じ現地概査を実施し把握に努める。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表-3.1 に示す。 
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表－3.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から 
抽出する内容 

発行者等 

自

然

的

状

況 

気象 気象観測結果 年間の風向・風速の状況 各気象官署 
若しくは 
市町村 

地形 土地分類基本調査 

 
地形の区分、分布及び概況 国土交通省 

土地分類図 (財)日本地

図センター 

社

会

的

状

況 

土地利用 土地利用図 

 
土地利用の状況 
土地利用計画の状況 

国土地理院 

土地利用現況図 都道府県 
市町村 

土地利用基本計画図 
土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 

 
市町村 

住宅地図 
 

公園、高層建築物等の立地

状況 
民間 

学校、病院その

他の環境の保全

についての配慮

が特に必要な施

設の配置の状況

及び住宅の配置

の概況 

住宅地図 
病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児童

福祉施設、老人ホーム、図

書館等の配置の状況、集落

の状況、住宅の配置の概況

、将来の住宅地の面整備計

画の状況 

民間 

教育要覧 
土地利用動向調査 
社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目

的として法令等

により指定され

た地域その他の

対象及び当該対

象に係る規制の

内容その他の状

況 

都市計画図 都市計画法第八条第１項第

一号の規定に基づく用途地

域 

都道府県 
市町村 

法令、例規集等 その他の環境の保全を目的

とする法令等に規定する区

域等の状況 

都道府県 

*2「地形の状況」 

風害における地形の状況については、地形図等の既存資料を収集・整理し、風向

・風速に影響を及ぼすと考えられる地形・地物の概況(分布及び規模等)や必要に応

じ山、谷、丘等の起伏を把握する。 

*3「土地利用の状況」 

風害における土地利用の状況については、土地利用図、土地利用基本計画図等の

既存資料を収集・整理し、土地利用の現況及び土地利用計画の状況を把握する。ま

た、不特定多数の人々が集う公共施設や公園、歩道、駅ホーム等の施設、高層建築

物等の立地状況（大規模施設からの距離、地上高さ及び分布状況）を把握する。特

に、高層建築物等の立地状況は、強風による風害においては、当該地域の風環境に

直接関係する要因であるため必ず把握する。 
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3.1.3 項目の選定 

 本項目の選定は、大規模施設を設置する場合であって、環境影響を受けるおそれがある

と認められる
＊１

地域内に
＊２

住居等の保全対象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用

上住居等の将来の立地が計画されている場合に行う。 

 

 

 【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「3.1.1 事業特性の把握」で得られた「換気塔等の存

在の有無、設置が想定される概ねの位置」と「3.1.2 地域特性の把握」で得られた

「現在及び将来の保全対象の立地状況」の位置関係から判断し、選定する場合は、その

理由を明らかにするものとする。 

 

*1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、基本的には大規模施設の

外縁から建物高さの２～３倍程度とする。建物高さの２～３倍程度とは、既存文献
１）２）３）、住民意識調査の事例４）、既存の風洞実験結果で示された大規模施設の設

置が風環境に影響を与える範囲から設定したものである。 

*2「住居等の保全対象」 

強風による風害でいう住居等の保全対象は、住居の他、学校、病院等の療養施設、

不特定多数の人々が集う公共施設や公園、歩道、駅ホーム等の施設を含む。 
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3.1.4 調査の手法 

 １）調査すべき情報 

  (1) 気象の状況 

    調査すべき情報は、
＊１

気象の状況（風向・風速）とする。 

 ２）調査の基本的な手法 

調査は、
＊２

既存資料調査により行うことを原則とする。ただし、資料若しくは文献が

ない場合又は不十分な場合は、
＊３

現地調査によってこれを補う。 

３）調査地域 

強風による風害における調査地域は、事業特性及び地域特性を勘案し、大規模施設

の設置により風環境に影響を及ぼすと予想される範囲（基本的には当該施設の外縁か

ら建物高さの２～３倍程度の範囲）とする。 

 ４）調査地点 

事業特性及び地域特性を考慮して、調査地域と同質と考えられる気象条件の範囲に

おいて、気象の現況を適切に把握し得る地点とする。 

 ５）調査期間等 

  調査期間等は、
＊４

年間の風の状況を把握できる期間とする。 

 

 

 【解 説】 

強風による風害の調査では、当該地域を代表する風の状況を把握し、予測に必要な気

象データを得る。これらの調査手法は、入手可能な情報の程度により、予測・評価に対

して、合理的に十分対応できる手法である。気象データは、上空風を対象とした観測結

果であるため、べき乗則等により必要な高さのデータに補正して風向（16 風向）別、

風速別に整理する。 

風速を高さ補正する際のべき乗則については「２．大気質 2.1 自動車の走行に係

る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 2.1.6 予測の手法」の *12「適切に推定」を参照

のこと。 

 

*1「気象の状況」 

気象の状況については、予測に必要な１年以上の測定データを調査する。なお、

得られた気象データに対しては異常年検定を行うこととし、その方法は「２．大気

質 2.1 自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 2.1.5 調査の手

法」の *4「既存資料」及び*7「異常年検定」を参照のこと。 

*2「既存資料調査」 

既存の気象資料として、全国の気象官署の地上観測データ、地上気象観測システ

ム（AMeDAS）のデータ及び都市部を中心に設置されている大気汚染の常時監視測定

局における風向・風速の観測データを利用する。 

地方部において対象道路事業実施区域の近傍に測定局がなく、離れた測定局のデ

ータを使用する場合は、現地調査結果（四季調査を基本）により代表性を検討する
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必要があると考えられる。 

*3「現地調査」 

現地調査は、「地上気象観測指針」(気象庁,2002 年)に準拠して行う。 

*4「年間の風の状況を把握できる期間」 

年間の風の状況を把握できる期間とは、予測に必要な１年以上の期間である。 
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3.1.5 予測の手法 

 予測の基本的な手法は、
＊１

既存の類似風洞実験結果を用いる方法とする。 

 １）予測の基本的な手法 

  (1) 予測条件 

   ①大規模施設の形状 

   ②周辺地域の建物及び地形 

   ③気象の状況 

  (2) 
＊２

予測手順 

①既存の類似風洞実験結果を予測地域に重ね合わせ、予測地点の風向別風速比を把

握する。 

②時間別風向別平均風速に①で把握した風速比を乗じた数値から日最大平均風速を

求める。 

③②で求めた日最大平均風速を用いて、予測地点における大規模施設の設置後にお

ける年間の日最大平均風速出現頻度を予測する。 

 ２）予測地域 

強風による風害における予測地域は、事業特性及び地域特性を勘案し、大規模施設

の設置により風環境に影響を及ぼすと予想される範囲（基本的には当該施設の外縁か

ら建物の高さの２～３倍程度の範囲）で住居等の保全対象が存在する地域を設定する。 

 ３）
＊３

適用条件 

この方法は、大規模施設の周辺地域がほぼ平坦な地形であり、大規模施設の幅、高

さ、奥行きの比が既存の類似風洞実験のそれらの比と概ね一致する場合に適用する。

ただし、大規模施設の周辺に風環境に影響を与えるような建築物が存在しないことと

する。なお、大規模施設の周辺地域とは、基本的には当該施設の外壁から建物の高さ

の２～３倍程度の範囲とする。 

 ４）予測地点 

予測地点については、事業特性及び住居等の保全対象の位置を考慮し、強風による

風害の影響を適切に把握できる地点を設定する。また予測地点の高さは原則として地

上1.5mとする。 

 ５）予測対象時期等 

  予測対象時期等は、大規模施設の設置後とする。 

６）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合において、
＊４

予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにする。 

 

 

 【解 説】 

強風による風害の予測は、事業特性及び現況調査結果を踏まえ、大規模施設の建設が

完了した時点において、大規模施設周辺地域の気流の変化を既存の風洞実験結果もしく
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はその他適切な手法を用いて定量的に把握することにより行う。これらの予測手法は、

入手可能な情報の程度により、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる風害を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

*1「既存の類似風洞実験結果を用いる方法」 

この方法は、これまで円柱、四角柱等の形状をした構造物を対象としてかなり多

くの風洞実験が行われてきており、これらの結果の中から「3.1.1 事業特性の把

握」で得られた大規模施設の高さ、幅、奥行きの比を勘案して適切な実験事例を選

択し、それらの実験結果を用いて予測を行う方法である。 

予測結果については、大規模施設の設置前後における風速の増加域と風速の差、

比を表示するものとする。 

*2「予測手順」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3.2  大規模施設の設置に係る強風による風害の予測手順 

*3「適用条件」 

既存の類似風洞実験結果を用いる方法の適用条件が満たされない場合には、事業

特性及び地域特性を踏まえ、次に示す予測の手法のうちから適切な手法を選定し、

又はそれらを組み合わせて行う。 

(1) 類似事例による予測 

類似事例における大規模施設が当該施設と同規模でその周辺環境が同等と考

えられ、さらに気象の状況も当該地域と同等と考えられる場合、類似事例によ

当該地域を代表する年間の時間別

風向別風速データを収集する。 

時間別風向別風速データに風向別

風速比を乗じて、大規模施設の設

置後の風速を予測する。 

形状比(幅:高さ:奥行き)のほぼ一致

した既存の類似風洞実験結果を収集

する。 

予測地域が示された図面に既存の類

似風洞実験結果を重ね合わせ、予測

地点の風向別風速比を求める。 

当該地域を代表する年間の時間別

風向別風速データを収集する。 

大規模施設の設置後における年間

の時間別風速をもとに１日24時間

のうち、最大の風速を日最大平均

風速として抽出する。 

大規模施設の設置後の日最大平均

風速を風速階級別に分類して、出

現日数、出現頻度を予測する。 



 - 3-13 -

り風環境の変化を予測する。 

(2) 風洞実験 

風洞実験は、大規模施設及び周辺市街地を数百分の一に縮小した模型に、人

工的に作った風を流して気流の状態を測定するものであり、これにより大規模

施設の設置に伴う風環境の変化を予測する。 

(3) 流体数値シミュレーション 

数値シミュレーションは、大規模施設の設置に伴う周辺地域の空気の流れを

流体力学の基礎方程式を用いて数値的に解くことにより予測する。 

*4「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきにより、把握する。 
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3.1.6 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されて

いる基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置
*1

を検討する。その検

討がＥＩＡにおいて
＊２

段階的に実施された場合は、それぞれの検討の段階における環境

保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変

化並びに必要に応じ当該
＊３

環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

 ４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、
＊４

事後調査を実施する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講じる

場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

 

 【解 説】 

*1「環境保全措置」 

強風による風害に関する環境保全措置の例及び効果を次に示す。 

(1)植栽、防風フェンス等による周辺地域の風速の低減 

(2)風害が生じる恐れの少ない構造の選定による風速増加領域の縮小 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変更された場合が相当する。 

*3「環境保全措置の効果の不確実性」 

環境保全措置である植栽、防風フェンス等及び強風による風害が生じる恐れの少

ない構造の選定の効果は、風洞実験若しくは数値シミュレーションにより把握する

ことができ、これらの手法は効果に係る定量的な知見が十分あることから、効果の
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不確実性は一般的には小さいと考えられる。 

*4「事後調査を実施」 

予測及び環境保全措置の効果に関して不確実性は一般的には小さいと考えられ

（「3.1.6 環境保全措置の検討」の*3「環境保全措置の効果の不確実性」を参照の

こと）、事後調査の必要性は少ないと考えられる。 
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3.1.7 評価の手法 

 評価の手法は以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

大規模施設の設置に係る強風による風害に関する影響が、事業者により実行可能な範

囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環

境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにす

ることにより行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

    国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して
＊１

基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結

果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

 

 

 【解 説】 

*1「基準又は目標」 

強風による風害においては、国又は関係する地方公共団体が実施する環境保全に

関する施策による基準又は目標は示されていない。なお、参考となる指標としては、

「風速出現頻度に基づく風環境評価尺度」４）が考えられる。 

上に述べた村上らの風環境評価尺度は、日最大瞬間風速及び日最大平均風速（日

最大瞬間風速をガストファクタで除した数値）の許容超過頻度を示したもので、表

－3.2 に示すとおりである。この評価指標は、国内での長期間にわたる風観測と住

民の風環境に関する意識調査の結果を基にしており、根拠が比較的明確な基準であ

る。 
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表－3.2 風速出現頻度に基づく風環境評価尺度４） 

強風による 
影響の程度 

対応する 
空間用途の例 

評価する強風のレベルと 
許容される超過頻度

日最大瞬間風速（m/s） 

10 15 20 

日最大平均風速（m/s） 

10/G.F 15/G.F 20/G.F 

ﾗﾝｸ 最も影響を受けやすい 
１  用途の場所 

住宅地の商店街 
野外レストラン 

   10% 
  (37日) 

  0.9% 
  (３日) 

  0.08% 
 (0.3日) 

２  影響を受けやすい用途 
    の場所 

住宅街 
公園 

   22 
  (80)   

  3.6 
  (13)  

  0.6 
  (２)  

３  比較的影響を受けにくい 
    用途の場所 

事務所街 
繁華街 

   35 
  (128)  

   ７ 
  (26)  

  1.5 
  (５)  

（注１）日最大瞬間風速：評価時間２～３秒      ここで示す風速値は 
    日最大平均風速：10 分平均風速            地上 1.5m で定義 
（注２）日最大瞬間風速 
     10m/s・・・ごみが舞い上がる。干し物が飛ぶ。 
     15m/s・・・立看板、自転車等が倒れる。歩行困難。 
     20m/s・・・風に吹き飛ばされそうになる。 
       等の現象が確実に発生する。 
（注３）G.F：ガストファクタ(地上 1.5m,評価時間２～３秒) 
     密集した市街地（乱れは強いが、平均風速はそれほど高くない） 2.5～3.0 
     通常の市街地                                         2.0～2.5 
     特に風速の大きい場所（高層ビル近傍の増速域など）     1.5～2.0 
     程度の値をとると考えられる。 
（注４）本表の読み方 例：ランク１の用途では、日最大瞬間風速が 10m/s を超過する頻度が 10%

（年間約 37 日）以下であれば許容される。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

４．騒 音 

4.1 自動車の走行に係る騒音（参考項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「4.1自動車の走行に係る騒音」を改定し

たものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 4.1自動車の走行に係る騒音） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 
 

平成12年10月 土木研究所資 
料第3743号 
 

旧建設省土木研究所環境部交
通環境研究室  

初版 
 

 
主任研究員 
室 長  

上坂克巳 
大西博文 

平成16年4月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第153号 
 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

新たな知見 
(ASJ RTN-Model 2003) 
の反映 

主任研究官 
室 長 

森 悌司 
並河良治 

平成19年6月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第386号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
前主任研究官
室 長 
前交流研究員

吉永弘志 
森 悌司 
並河良治 
沢村英男

平成23年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第617号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

新たな知見 
(ASJ RTN-Model 2008)

の反映 

主任研究官 
室 長 
部外研究員 
前 室 長 

吉永弘志 
曽根真理 
安東新吾 
並河良治 

平成25年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 

角湯克典 
吉永弘志 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建設省令第 10

号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号）  
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「4.1 自動車の走行に係る騒音」の概要 

 自動車の走行に係る騒音についての調査は、騒音の現況の把握並びに予測地点の設定

及び予測に必要な沿道の状況の把握を目的として行う。予測は、参考手法による場合、

日本音響学会提案の ASJ RTN-Model 2008１）（以下「ASJ RTN-Model」という。）とする。

予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環

境保全措置の検討を行う。評価は、環境影響の回避・低減及び騒音に係る環境基準との

整合性の観点から行う。 
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図－4.1.1「自動車の走行に係る騒音」における調査、予測及び評価の流れ 

 

4.1.1  事業特性の把握
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数
３）対象道路事業に係る道路の区分 
  ①設計速度 
  ②計画交通量 

③構造の概要 

4.1.2  地域特性の把握      
１）自然的状況             
  ①騒音の状況             
２）社会的状況             
  ①土地利用の状況         
  ②交通の状況             
  ③学校・病院等の配置の状況及び住宅の配置   
   の概況 
  ④環境の保全を目的とする法令等の状況 

4.1.3  項目の選定            
  環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在、都市計画
上、土地利用上からも将来の立地が計画されている場合。 

4.1.4  調査・予測区間の設定                             
  事業特性及び地域特性から、明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断される区
間を除外し、残りの区間を調査及び予測手法の選定並びに環境保全措置の検討の基本となる
調査・予測区間に区分する。 

4.1.5  調査及び予測の手法の選定
  調査・予測手法は、手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手
法より簡略な手法又は詳細な手法を選定する。 
１）参考手法より簡略な手法を選定する場合 
   調査すべき情報が文献により入手できる場合は、調査の手法として、参考手法より簡略

な手法を選定する。 
２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 
   道路構造が複雑な場合など参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難な場合、予測

の手法として、参考手法より詳細な手法を選定する。

4.1.6  調査の手法
 参考調査手法 
 調査すべき情報（調査方法） 
  ①等価騒音レベル（既存資料の収集及び現地調査） 
  ②沿道条件（既存資料の収集及び現地調査） 
  ・住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置
  ・地表面の種類 
  ・建物の立地密度(建物背後に予測地点を設定する場合)

参考手法より簡略な手法 
  現地調査の省略。 

 

4.1.7  予測の手法
 参考予測手法 
 ・予測地点は、騒音に係る環境基準との整合性を的確に
  評価できる地点とする。 

・ASJ RTN-Model により LAeqを予測。ただし、背後地等

 では、評価区間の平均的な LAeqを評価量として予測す

 ることができる。 

参考手法より詳細な手法 
  模型実験又は音響数値解析な
どにより、騒音の伝搬特性を把
握する。 

 
 

4.1.8  環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実
  行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公
  共団体の基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられ
  ているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどう
  かを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況
  の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

4.1.9  評価の手法                                         
①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。
②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。
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4.1.1  事業特性の把握 

  事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、自動車の走行に係る騒音の調査及び

予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数 

    (1) 幅員構成 

    (2）車線数 

 ３）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条   

   に規定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

  (1) 設計速度 

  (2) 計画交通量（対象とする時期、将来年平均日交通量） 

  (3) 構造の概要 

      ①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の

      別）、概ねの位置、延長 

    ②交差部、インターチェンジ等の有無、概ねの位置 

 

  【解 説】 

   これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「4.1.2  地域特性の把握」

で把握）との位置関係を判断するために必要である。また、「計画交通量」、「構造の

概要」は、騒音の影響範囲（「4.1.3  項目の選定」で記述）を設定するために必要であ

る。詳細は、「4.1.3  項目の選定」を参照のこと。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

 「構造の概要」は予測手法の選定に必要である。道路構造が複雑で、参考予測手法に

よる伝搬計算式の適用が困難な場合は、参考手法より詳細な手法を選定する。詳細は、

「4.1.5  調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

３）予測に用いる事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」、「幅員構成」、「車線数」、「設計速度」、「計

画交通量」及び「構造の概要」は、予測の実施に当たって必要な情報である。これらの

情報は、「4.1.7-1 予測の前提条件」において、騒音の予測に必要な精度で再整理する

必要がある。 

 また、これらは「4.1.4  調査・予測区間の設定」においても必要となる。 

  なお、「4.1 自動車の走行に係る騒音」でいう「交差部」は道路と道路の「平面交差」

及び「立体交差」（ただし、「単純立体交差」を除く。）とする。 
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*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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4.1.2 地域特性の把握 

  地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な

最新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基

づき、自動車の走行に係る騒音に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業に

おいて「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し

、不足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

    (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①騒音の状況 

    騒音の状況、環境基準の確保の状況、騒音規制法に基づく指定地域内における

自動車騒音の限度の確保の状況  

  ２）社会的状況 

    (1) 土地利用の状況 

    土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 交通の状況 

    主要な道路の位置、交通量等の状況 

    (3) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況 

    学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホ

ーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の

面整備計画の状況 

  (4) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の状況 

   ①幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第34号）第五条第一項の規

定により指定された沿道整備道路 

      ②環境基本法（平成5年法律第91号）第十六条第一項の規定により定められた騒

音に係る環境基準の類型の指定状況 

③騒音規制法（昭和43年法律第98号）第三条第一項及び第十七条第一項に基づく

指定地域内における自動車騒音の限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区

分の状況 

  【解 説】 

 これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測及び評価の実施に

必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

 項目の選定に係る地域特性として、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童

福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集落の状況」、「住

宅の配置の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。また、「土地利用計画
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の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の保全対象の立地状況を想

定する。これらと「4.1.1  事業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域の位置関

係から、項目の選定について検討する。詳細は、「4.1.3  項目の選定」を参照のこと。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

 「騒音の状況」、「土地利用の現況」、「住宅の配置の概況」等に関する文献から、

「4.1.6  調査の手法」に示す調査すべき情報が得られる場合は、参考手法より簡略な手

法を選定することができる。詳細は、「4.1.5  調査及び予測の手法の選定」を参照のこ

と。 

 また、これらの地域特性は、調査地点や予測地点の概略的な選定にも用いられる。な

お、調査地点や予測地点の具体的選定は、調査結果を踏まえて行う。 

３）予測及び評価に用いる地域特性 

 「騒音の状況」、「土地利用の現況」、「住宅の配置の概況」等は、場合により「4.1.6  

調査の手法」に示す調査すべき情報として代用（「4.1.6 調査の手法」*5 参照）され、

予測条件として用いることができる。 

 一方、「土地利用の状況」、「環境の保全を目的として法令等により指定された地域

その他の対象の状況、当該対象に係る規制の内容の状況」等は、騒音に係る環境基準と

の整合性を評価するときに必要である。（「4.1.9 評価の手法」*2 参照） 
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 *1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－4.1.1 に示す。 

 

表－4.1.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から抽出 

する内容 

発 行 者 等 

 

自
然
的
状
況 

 

騒音の状況 
道路周辺の交通騒音状況 騒音の状況、環境基準の

確保の状況、騒音規制法

に基づく指定地域内にお

ける自動車騒音の限度の

確保の状況 

環境省 

都道府県環境白書 都道府県 

市町村環境白書 市町村 

社
会
的
状
況 

 

土地利用の状況 
土地利用図 土地利用の現況 

土地利用計画の状況 

国土地理院 

土地利用現況図 

 

都道府県 

市町村 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

 

都市計画図 市町村 

 

交通の状況 

道路交通センサス 主要な道路の位置 

交通量等の状況 

国土交通省 

都道府県 

 

学校、病院その他 

の環境の保全につ

いての配慮が特に

必要な施設の配置

の状況及び住宅の

配置の概況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児

童福祉法に基づく児童福

祉施設（保育所等）、老

人ホーム、図書館等の配

置の状況、集落の状況、

住宅の配置の概況、将来

の住宅地の面整備計画の

状況 

民間 

 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 

 

 

 

 

環境の保全を目的

として法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況、当該対象に係 

る規制の内容の状

況 

例規集等 幹線道路の沿道の整備に

関する法律第五条第一項

の規定により指定された

沿道整備道路 

都道府県等 

 

 

 

 

都道府県環境白書 環境基本法第十六条第一

項の規定により定められ

た騒音に係る環境基準の

類型の指定状況 

 

都道府県 

例規集等 都道府県等 

 

 

都道府県環境白書 騒音規制法第三条第一項

及び第十七条第一項に基

づく指定地域内における

自動車騒音の限度、地域

指定状況、区域の区分、

時間の区分の状況 

都道府県 

例規集等 都道府県等  
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4.1.3  項目の選定  

  本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全

対象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されてい

る場合に行う。環境影響を受けるおそれがあると認められる地域は、事業特性、地域特

性を踏まえて適切に設定する*1。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行い

、本項目を計画段階配慮事項*2に選定した場合は、「配慮書段階の検討」における結果

を踏まえる*3。 

  【解 説】 

本項目の選定は、「4.1.1  事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実施区域の位

置」と「4.1.2  地域特性の把握」で得られた「現在又は将来の住居等の保全対象の立地

状況」の位置関係から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにして行

う。 

なお、「配慮書段階の検討」において、本項目を計画段階配慮事項に選定した場合は、

その結果を踏まえて選定する。 

 

  *1「事業特性、地域特性を踏まえて適切に設定する」 

騒音の減衰の状況は、道路構造、沿道の地表面の状況、沿道の建物の立地状況等

により異なり、一概に騒音の影響範囲を定めることはできない。しかし、その影響

範囲は、項目の選定の時点において想定される道路条件、交通条件、沿道条件から、

たとえば「4.1.7-2  参考予測手法」を用いて概算することができる。 

*2「計画段階配慮事項」 

「配慮書段階の検討」では、項目を「計画段階配慮事項」と呼ぶ。 

*3「『配慮書段階の検討』における結果を踏まえる」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低減

されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評

価）で詳細に検討すべきとされた場合、その結果を踏まえて項目を選定する。 
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4.1.4  調査・予測区間の設定  

  「4.1.1  事業特性の把握」及び「4.1.2  地域特性の把握」に基づき、対象道路のう

ち、明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断される区間*1を除外する。さら

に、残りの区間を、4.1.1、4.1.2を踏まえて、調査及び予測手法の選定並びに環境保全

措置の検討の基本となる調査・予測区間に区分する。 

 なお、道路特殊部（交差部、インターチェンジ、トンネル坑口等）における騒音を予

測する必要がある場合は、これらも調査・予測区間として設定する。 

 

  【解 説】 

以降の「4.1.5  調査及び予測の手法の選定」から「4.1.8  環境保全措置の検討」ま

での検討は、この調査・予測区間毎に行われる。(図-4.1.2 参照) 

 

 

環境基準類型指定 

             Ｂ、Ｃ地域              Ａ地域                   Ｂ、Ｃ地域 

                                          
住居                                      
                                                                             
                                                                             
                                          
                                          
                                          

                                                                                

                                          トンネル 

 

 

 

 
 
 
 
 
調査･予測区間 

既存道路との併設区間 

Ｂ、Ｃ地域 

一般部区間

Ａ地域 

一般部区間 

Ｂ、Ｃ地域 

トンネル坑口区間 

Ｂ、Ｃ地域 
 
注）その他の道路特殊部（交差部、インターチェンジ部周辺、掘割道路など）周辺に住居等が存在する 

場合についても、必要に応じ調査・予測区間として設定する。 
 

図－4.1.2 調査・予測区間の設定例 

 

 *1「明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断される区間」 

「明らかに騒音の影響がない又は極めて小さいと判断される区間」とはトンネル区間、

あるいは、対象道路実施区域及びその周囲に住居等が現存せず、かつ将来の立地が計

画されていない区間等が該当する。 

  

対象道路
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4.1.5  調査及び予測の手法の選定  

  調査及び予測の手法は、4.1.6-1及び4.1.7-2に示す参考予測手法を勘案しつつ、「配

慮書段階の検討」の結果、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報

等を踏まえ、選定する。より簡略な手法、あるいは、より詳細な手法を選定する場合と

して、以下のような場合が想定される。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

  調査すべき情報が現地調査を行わなくても文献等により入手できる場合*1は、調査

 の手法として、参考手法より簡略な手法を選定することができる。 

 ２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

 道路構造が複雑な場合など*2参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難かつ

環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、予測の手法として、参考手

法より詳細な手法を選定する。 

 

 【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案

しつつ、「配慮書段階の検討」の結果、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得

られる情報等を踏まえ、選定する。上記では、参考手法より簡略又は詳細な調査及び予

測の手法を選定する場合の要件を具体的に示した。 

 

  *1「文献等により入手できる場合」 

「文献等により入手できる場合」とは、「4.1.2  地域特性の把握」及び「4.1.6

調査の手法」において収集される文献その他の資料により、「4.1.6-1 １）調査す

べき情報」が得られる場合が該当する。 

  *2「道路構造が複雑な場合など」 

「道路構造が複雑な場合」とは、たとえば道路断面が複雑で多重反射音や拡散音

の影響を考慮すべき場合などがあたる。これらの影響で、「環境影響の程度が著し

いものとなるおそれがある」（省令第二十三条第四項第一号）場合には、参考手法

より詳細な予測手法を選定する必要がある。 

 また、環境保全措置の効果についても一般的には参考予測手法で予測する（「4.1.8  

環境保全措置の検討」参照）が、吸音ルーバーなどの対策技術には、参考予測手法

ではその効果の算定が困難なものもある。このような場合には参考手法を補う文献

等を収集して予測する必要がある。 

参考手法より詳細な予測手法には、模型実験、音響数値解析手法等があるが、詳

細は、「4.1.7-3  参考手法より詳細な予測手法」を参照のこと。 
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4.1.6  調査の手法 

4.1.6-1  参考調査手法 

  参考調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

    (1) 騒音の状況 

     騒音の状況は、等価騒音レベル（LAeq）*1を調査する。 

   (2) 対象道路事業により新設又は改築される道路の沿道の状況 

 「対象道路事業により新設又は改築される道路の沿道の状況」とは、以下をいう。

      ①住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置*2 

      ②地表面の種類*3 

      ③建物の立地密度*4 （建物背後に予測地点を設定する場合） 

 

２）調査の基本的な手法 

    調査は、文献その他の資料*5及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理

及び解析により行う。   

    (1) 騒音の状況 

        騒音の状況の現地調査は、騒音に係る環境基準で定められた騒音の測定方法*6

による。必要に応じ、道路交通量等の条件から等価騒音レベルを推計する方法*7

によることができる。 

  (2) 沿道の状況 

      沿道の状況の現地調査は、現地踏査による目視*8で行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、騒音の影響範囲内に住居等が存在する、あるいは立地する見込みがあ

る地域とし、調査・予測区間毎に設定する。 

 ４）調査地点 

  (1) 騒音の状況 

        騒音の状況の調査地点は、予測地点の周辺で調査地域を代表すると考えられる

地点*9とする。 

  (2) 沿道の状況 

     沿道の状況の調査地点は、予測地点の周辺で、調査地域を代表すると考えられ

る区域とする。 

 ５）調査期間等 

  (1) 騒音の状況 

     騒音の状況の調査期間等は、騒音が１年間を通じて平均的な状況であると考え

られる日の昼間及び夜間の基準時間帯*10とする。 

4.1.6-2  参考手法より簡略な調査手法 

 調査すべき情報が文献その他の資料から入手できる場合は、現地調査を省略すること

ができる。 
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別表第二 参考手法（調査の手法） 

騒音：自動車の走行 

一 調査すべき情報 

 イ 騒音の状況 

 ロ 対象道路事業により供用される道路の沿道の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音に係る環

境基準に規定する騒音の測定の方法によるものとする。）の収集並びに当該情報の整

理及び解析 

三 調査地域 

 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められ

る地域 

四 調査地点 

 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 

 

  【解 説】 

  「4.1.6-1  参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。なお、「１）調査すべき情報 (2) 対象道路事業により新設

又は改築される道路の沿道の状況」の項目については、「技術指針通達第８の３(1)」で

示されているものを抜粋した。また、「4.1.6-2  参考手法より簡略な調査手法」は、「4.1.5  

調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該当す

る調査手法である。これらの調査手法は、入手可能な情報の程度により、予測・評価に

対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 調査の目的は、騒音の現況の把握、並びに予測地点の設定及び予測における伝搬計算

に必要な沿道状況の把握である。 

 

  *1「等価騒音レベル（LAeq）」 

「等価騒音レベル（LAeq）」により騒音の現況を把握する。対象道路のうち、現

在、道路が存在しない区間は環境騒音を、道路が存在する区間は道路交通騒音を対

象に等価騒音レベルを調査する。 

  *2「住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置」 

予測地点の設定は、「住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置」を

考慮して行う。また、建物背後（騒音に係る環境基準における道路に面する地域の

うち、幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地をいう）における予測を行う場
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合は、必要に応じ住居等の平均階数から建物高さを設定する必要がある（*4 参照）。 

  *3「地表面の種類」 

「地表面の種類」は、地表面上を伝搬する騒音の超過減衰を求めるために必要で

あり、地表面の実効的流れ抵抗 σ を調査する。 

一般的に σ は表－4.1.2 のとおりであるが、田んぼ、畑地等の σ は表面の性状や

水分等により 75 ～  1,250 k･Pa･s･m-2 程度の範囲で変化するため、環境影響評価では

安全側の  σ  = 1,250 k･Pa･s･m-2
 とすればよい。また、都市内では、一般的には σ = 

20,000 k･Pa･s･m-2
 とし、建物による遮蔽効果は別途考慮する。 

 

表－4.1.2  地表面の種類と実効的流れ抵抗（幹モデルによる推定値） 

地表面の種類 
地表面の実効的流れ抵抗 

( k･Pa･s･m-2 ) 

コンクリート、アスファルト 

スポーツグラウンドなどの固い地面 

芝地、田んぼ、草地 

表面の柔らかい畑地、耕田 

20,000  
1,250 

300 
75 

 

  *4「建物の立地密度」 

「建物の立地密度」は、建物背後の騒音レベルを ASJ RTN-Model の「6.2.3 建物

群背後における評価区間の平均的な LAeq」
2)3)で予測する場合に必要となる。たとえ

ば、建物の立地密度は道路近接建物列（対象道路に面した第一列目の建物）の間隙

率 α と背後建物群の建物密度 β とに分類することができる（図－4.1.3 参照）。建

物群背後において、道路近接建物列の遮蔽効果のみを考慮した簡易な予測計算を行

う場合は、α のみを調査すればよい。 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－4.1.3  沿道市街地のモデル化（平図） 
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また、予測地点が高い場合又は対象道路が高架や盛土の場合で、建物群上方の回

折音を計算する必要があるときは、建物群の平均高さも設定する必要がある。（*2

参照） 

α 及び β は、次式で定義される。 

 a.道路近接建物列の間隙率（ α ） 

lg
n

i
i /

1









 



                           （解説 4.1） 

             ここで、gi：道路近接建物列の i 番目の建物間隔（gap） 

  l ：対象街区幅 

 

 b.背後建物群の建物密度（β） 

lw

A

2

                                      （解説 4.2）                

           ここで、A：背後建物群中の建物の建築面積の和 

w2：道路近接建物列の平均後面位置から評価区間の直前の建物の

後面位置までの水平距離 

 

    なお、建物背後の騒音を ASJ RTN-Model の「6.2.2 戸建て住宅群背後における特定点  

の LAeq」
4)5)6)7)により予測する場合には住宅地図等と現地での建物の立地状況の確認が  

必要になる。 

 

 *5「文献その他の資料」 

 既存の騒音の測定データ、住宅地図、航空写真などが該当する。「4.1.2  地域特

性の把握」で収集した情報（「配慮書段階の検討」で収集した情報を含む）を用いる

ことができる。 

  *6「騒音の測定方法」 

具体的な測定方法は、日本工業規格Ｚ8731「環境騒音の表示・測定方法（平成 11

年 3 月 20 日改正）」及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル Ⅰ．基本評価編」

（平成 11 年 6 月 9 日付環大企第 164 号、環大二第 59 号）による。 

  *7「推計する方法」 

既存道路に新設道路を併設するような場合で、既存道路による騒音の状況を多く

の地点で把握する必要がある場合は、推計による方法が有効である。この場合は、

現在の道路交通条件を用い、「4.1.7  予測の手法」により推計する。なお、推計を

行った場合は、その際の道路交通条件も明らかにする。 

  *8「現地踏査による目視」 

 沿道の状況の調査では、住宅地図や航空写真などの文献を用いる他、必要に応じ

現地踏査により目視確認を行う。 
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  *9「調査地域を代表すると考えられる地点」 

調査地点は、一般的に調査地域を代表する１地点を選定する。日本工業規格 Z8731

（屋外における測定）では測定点は地上  1.2 ～  1.5 m の高さとすると規定されてい

るため、調査地点の高さは原則として地上  1.2 m とする。ただし、*7 で示したよう

に騒音の状況を多くの地点で把握する必要がある場合は、推計による方法を用いる

ことが有効である。 

  *10 「騒音が１年間を通じて平均的な状況であると考えられる日の昼間及び夜間の基準

時間帯」 

調査時期は、環境騒音又は道路交通騒音が１年間を通じて平均的な状況である

と考えられる日を選定する。原則として土曜日、日曜日、祝日を除く平日で、雨、

雪、強風の日を避け、道路交通騒音が平均的な状況を呈する日を測定日として選

定する。なお、季節によっては、セミなどの虫の声、鳥の鳴き声等自然音が大き

くなる場合もあり注意を要する。 

基準時間帯別の等価騒音レベルは、連続測定あるいはその基準時間帯の中を騒

音が一定と見なせるいくつかの時間（観測時間）に区分し、観測時間別の測定を

行った後これらをエネルギー平均することにより求める。観測時間は、原則とし

て１時間とする。 

観測時間内の実測時間（実際に騒音を測定する時間）設定の考え方は、以下の

とおりである。 

①環境騒音については原則として連続測定とするが、深夜等で人の活動に伴う騒音

の発生がほとんどないような場合には少なくとも 10 分以上の実測時間の測定で

観測時間の代表値としてもよい。 

②道路交通騒音については 10 分以上とする。経験的には、LAeq の測定誤差を 2 dB

程度以内に収めるためには、基準時間帯内に行われた総実測時間内に 200 台以上

の車両が通過するように実測時間を定めればよいと考えられており 8）、これを目

安に実測時間を設定する。 
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4.1.7  予測の手法 

4.1.7-1  予測の前提条件 

 １）道路条件 

   「4.1.1 事業特性の把握」で示した事項に基づき、騒音の予測に必要な道路条件*1

  を設定する。 

 ２）交通条件 

    (1) 予測対象時期 

 予測対象時期は、供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時

期（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）の他、必要に応じて

中間的な時期についても設定する。 

①定常状態 

  定常状態としては、道路構造令第二条第二十一号で定める計画交通量が見込ま

れる時期とする。 

②環境影響が最大になる時期 

   省令第二十五条第１項第四号でいう「環境影響が最大となる時期（最

大になる時期を設定することができる場合に限る）」とは、対象道路の

供用予定時期以降に地域の自動車走行台キロの推計値が最大となる時期

がある場合は、その時期をいう。また、それに該当しない場合について

は、対象道路事業の供用時期又は関連する道路整備等の影響を考慮し、

対象道路において定常状態となる交通量の推計値を明らかに超える時期

が設定できる場合、その時期をいう。 

 

 

③中間的な時期 

 暫定供用・部分供用が予定されている場合にあっては、必要に応じて*2当該

時期も予測対象時期として設定する。 

   (2) 交通量 

      予測に用いる車種別時間別交通量*3は、予測対象時期における年平均日交通量

      及び車種構成を基に、類似地点における交通量の時間変動等を参考に設定する｡

    (3) 走行速度 

予測に用いる走行速度は、道路交通法施行令で定める法定速度*4、又は規制 

速度を予め設定できる場合にはその速度を基本として設定する。ただし、この

場合、沿道環境の保全の観点から適切な値*5を用いることができる。 

    (4) 車種分類                                                            

       予測に用いる車種は、原則として大型車類・小型車類の２車種分類*6とする。
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4.1.7-2 参考予測手法 

  参考予測手法は、以下による。 

 １）予測の基本的な手法 

 「音の伝搬理論に基づく予測式」は、日本音響学会の道路交通騒音の予測モデ

ル（ASJ RTN-Model ）*7とする。 

 

 

  これにより、予測地点における昼間、夜間別の等価騒音レベルを予測する。ただし

必要に応じ道路と平行な評価区間における平均的な等価騒音レベル*8を指標として

予測することができる。 

 ２）予測地域 

 予測地域は、調査地域（「4.1.6-1 参考調査手法 ３）調査地域」参照）と同じと

する。 

 ３）予測地点 

 「騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点」とは、騒音に係る環境基準と

の整合性を的確に評価できる地点をいう。 

 

 

  予測地点は、原則として予測地域の代表断面*9において、騒音に係る環境基準に規

定された幹線交通を担う道路に近接する空間（以下「幹線道路近接空間」という）と

その背後地（以下「背後地」という）の各々に設定*10する。この場合、予測地点の高

さは幹線道路近接空間及び背後地における住居等の各階の平均的な高さ*11とする。 

  なお、建物の騒音の影響を受けやすい面*12における等価騒音レベルを予測すること

を原則とするが、その面より明らかに等価騒音レベルが大きくなる地点*13で予測する

ことができる。 

4.1.7-3  参考手法より詳細な予測手法 

 道路構造が複雑な場合など*14参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難かつ、環

境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、模型実験 又は音響数値解析な

ど*15により騒音の伝搬特性を把握する。 

4.1.7-4  予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されてい

ない場合*16において、予測の不確実性の程度*17及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければな

らない。 

 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

騒音：自動車の走行 

一 予測の基本的な手法 

 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 
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二 予測地域 

 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域 

三 予測地点 

 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握で

きる地点 

四 予測対象時期等 

 計画交通量の発生が見込まれる時期 

 

 

  【解 説】 

「4.1.7-1  予測の前提条件」では、騒音の予測に必要な道路条件及び交通条件を示し

た。なお、既存道路の騒音を予測する必要がある時は、既存道路の道路条件・交通条件

も併せて整理する。また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段

階で、対象事業以外の事業活動等によりもたらされる騒音を、当該事業以外の事業に対

する環境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。た

だし、当該事業以外の事業の評価指標が異なる場合は、騒音の合成ができないため、影

響を勘案した予測は実施できない。 

「4.1.7-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を、「技術指針通達第８の３(2)」を踏まえて具体的に示した。また、「4.1.7-3  参

考手法より詳細な予測手法」は、「4.1.5  調査及び予測の手法の選定 ２）参考手法よ

り詳細な手法を選定する場合」に該当する予測手法である。これらの予測手法は、道路

構造の複雑さの程度により、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

  *1「予測に必要な道路条件」 

騒音の予測に必要な道路条件には、道路構造の種類、幅員構成、車線数、路面高

さ、道路縦断勾配、舗装種別などがある。これらは「4.1.1  事業特性の把握」で示

した事項を基本に騒音の予測に必要な精度で設定する。 

 *2「必要に応じて」 

施設が部分的に完成し供用されるとき（暫定供用・部分供用）は、一般に事業計

画の目標時期に比べて影響が小さい。しかし、対象道路周辺の道路網の整備状況等

によっては、これらの時期の交通量が目標時期の交通量を上回ることも考えられる。

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階でこのような状況が

生じる時期を設定できる場合には、当該時期の予測も行うものとする。 

  *3「予測に用いる車種別時間別交通量」 

 騒音の評価においては、騒音に係る環境基準との整合を検討する必要があるため、

昼間（午前６時から午後１０時）夜間（午後１０時から翌日の午前６時）別の等価

騒音レベルを予測（「4.1.7-2  参考予測手法」参照）する必要がある。したがっ

て、車種別の走行速度が時間により変化しないと想定する場合は、車種別の昼間、
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夜間別平均交通量を設定し、その交通条件で求められる昼間、夜間別の等価騒音レ

ベルを予測する。一方、既存道路における現況の等価騒音レベルを推計する場合の

ように、車種別の走行速度を時間により変化させて設定する場合は、車種別時間別

交通量を設定し、時間別の等価騒音レベルを算出した後、昼間、夜間の基準時間帯

でエネルギー平均した等価騒音レベルを予測値とする。 

*4「法定速度」 

車種分類別の法定速度は、表－4.1.3 に示すとおりである。 
 

表－4.1.3  法定速度   

道路種別 大型車類 小型車類 

高速自動車国道 80 km/h 100 km/h 

その他の道路 60 km/h 60 km/h 

*5「沿道環境の保全の観点から適切な値」 

 「沿道環境の保全の観点から適切な値」とは、沿道環境の保全の観点から、必要

に応じ法定速度（又は規制速度）よりも 10 km/h 程度高めに設定した速度のことを

いう。 

  *6「大型車類・小型車類の２車種分類」 

２車種分類に対応する車両プレート番号は、表－2.1.5 のとおりである。 

 
表－2.1.5 車種分類に対応する車種プレート番号（再掲） 

２車種分類 
細 分 類 

対応するプレート番号 
区 分 旧区分 

小型車類 

 

乗用車 軽乗用車 50～59（黄又は黒） 

３S及び３３S 

８S及び８８S  

乗用車 ３、30～39及び300～399 

５、50～59及び500～599 

７、70～79及び700～799 

小型貨物車 軽貨物車 40～49（黄又は黒） 

３S及び３３S 

６S及び６６S 

小型貨物車（貨客

車を含む） 

４、40～49及び400～499 

６、60～69及び600～699 

大型車類 普通貨物車 普通貨物車類 １、10～19及び100～199 

特種（殊）車 ８、80～89及び800～899 

９、90～99及び900～999 

０、00～09及び000～099 

バス バス ２、20～29及び200～299 

  注１）細分類の｢区分｣は、平成 11 年度以降に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分にあたる。 
  注２）細分類の｢旧区分｣は、平成 10 年度以前に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分にあたる。 
  注３）プレート番号の｢（黄又は黒）｣は、「黄地に黒文字又は黒地に黄字」を意味する。 
  注４）プレート番号の添字Ｓは、小型プレートを意味する。 
 

  *7「日本音響学会の道路交通騒音の予測モデル（ASJ RTN-Model ）」 

ASJ RTN-Model における適用範囲及び道路交通騒音の予測計算の手順を以下に示す。 

(図－4.1.4) 
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   (1)対象道路：道路一般部（平面、盛土、切土、高架）、道路特殊箇所（インターチ

ェンジ部、連結部、信号交差点部、トンネル坑口周辺部、掘割・半地下部、高架・

平面道路併設部、複層高架部）。 

     (2)交通量：制限なし。 

   (3)自動車の走行速度：自動車専用道路と一般道路の定常走行区間については 40 km/h 

から  140 km/h、一般道路の非定常走行区間については  10 km/h から 60 km/h、自

動車専用道路のインターチェンジ部などの加減速・停止部については 0 km/h か

ら  80 km/h。一般道路の信号交差点付近などの加減速・停止部については  0 km/h 

から  60 km/h とする。 

 

         計算手順                              計算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.1.4 道路交通騒音の予測計算の手順（ASJ RTN-Model） 

道路構造・沿道条件の設定 

予測点の設定 

計算車線位置及び離散音源点の設定 

音源のパワーレベルの設定 

ユニットパターンの計算(伝搬計算) 
[車線別，車種別] 

ユニットパターンの時間積分値の

計算 [車線別，車種別] 

道路全体からの LAeqの計算 

レ

ベ

ル

合

成 

LAeq の計算[車線別，車種別] 

高架の種類、大型車類交通量 

建物パラメータ（建物密度等）

平均風速 

高架構造物音の LAeqの計算 

建物群による減衰に関する補正量の計算

風による影響による変化量の推定 

・予測対象道路の種類

・沿道の地形、地物等の幾何配置

・自動車の走行状態(定常，非定常，加速，減速，停止) 
・車種別走行速度 
・補正条件(舗装路面の種類，縦断勾配，指向性等) 

・回折補正量←音響障害物（位置，高さ，幅，設置延長，

先端改良型遮音壁の種類等）

・地表面効果←地表面の種類 
・反射音←反射面（性状，位置，表面の吸音特性） 
・空気の音響吸収（気温、相対湿度） 

車線別・車種別交通量 
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   (4)予測範囲：道路から水平距離  200 m まで、高さ  12 m までとする（注）。 

 注：検証されているのは上記の範囲であるが、原理的には適用範囲に制限はない。 

  計算での留意点を以下に示す。 

(5)気象条件：無風で特に強い気温勾配が生じていない状態を標準とする。 

① 交差部を予測地点とした場合には、既存道路による LAeq、対象道路による LAeq

及び双方の複合による LAeq をそれぞれ計算する。 

② 走行速度 60 km/h 以下の平面交差を有する道路は、原則として非定常走行部と

して計算する。信号等による停止の影響を受ける非定常走行の区間と一定の速度

で走行する定常走行の区間との区分が困難なためである。非定常走行部とした計

算値は定常走行部とした計算値より大きくなる。 

③ 複数の車線を集約した仮想車線を音源とする場合は、計算精度に支障がないこ

とを確認する。予測地点が車線に近接する場合及び遮音壁による回折や高架裏面

による反射の影響を受ける場合には特に留意する。  

④ 動力付二輪車類（ASJ RTN-Model でいう二輪車）を含む LAeq は表-2.1.5(4-1-18

再掲)の車種分類に動力付二輪車類を加えて計算する。動力付二輪車類を含まない

LAeq の計算値を有する場合には以下に例示する方法等で補正をすることができる。 

         動力付二輪車類の寄与を考慮した昼夜間別の LAeq の計算値は、小型車類と大型

車類の予測交通量で算出した LAeqに動力付二輪車類による LAeqの寄与∆LTw,Dを（解

説 4.3）等により求め、加算した値とする。ただし、定常走行部の計算で（解説

4.3）を適用できるのは時間帯により速度が変化しない条件の場合である。 

 

 




























h

aa

h

aa

D

qq

q
L

H
10/)(

L

Tw
10/)(

10Tw,

LH

LTw

10

10
1log10         （解説 4.3）       

ここで、D: 騒音に係る環境基準でいう昼間（午前 6 時から午後 10 時）と夜間

（午後 10 時から翌日の午前 6 時）の別（昼間：D = 1、夜間:D = 2）、h: 時間帯、

qL: 小型車類の時間交通量、aH: ASJ RTN-Model における大型車類のパワーレベル

の定数、aL: ASJ RTN-Model における小型車類のパワーレベルの定数、qH: 大型車

類の時間交通量、aTw: ASJ RTN-Model における二輪車のパワーレベルの定数、qTw: 

動力付二輪車類の時間交通量。 

         なお、図－4.1.5 及び表－4.1.4 は平成 17 年度道路交通センサス（（社）交通

工学研究会）の昼夜別（昼間 12 時間、夜間 12 時間）交通量（夜間交通量  0 の  1 

点を除く 33,323 点）での大型車混入率 qr,H,D'と ASJ RTN-Model で計算した∆LTw,D'

の関係を示す。大型車混入率が大きくなると∆LTw,D'は小さくなり、大型車混入率

が 0.2（= 20% ）  以上の場合には 99%の道路で∆LTw,D'は 0.5 dB 未満となる。動力

付二輪車類の時間交通量の予測が困難な場合等においては（解説 4.4）で昼間、

夜間別の大型車混入率 qr,H,D を計算し、表－4.1.4 から∆LTw,D の 99 パーセンタイ

ルを推定できる。 
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                             （解説 4.4） 

図－4.1.5 道路交通センサスの交通量に基づいた qr,H,D'と∆LTw,D' の関係 

 

表－4.1.4 道路交通センサスの交通量に基づいた∆LTw,D' の 99 パーセンタイル 

qr,H,D'           データ数    ∆LTw,D' の99パーセンタイル[dB] 

0.1未満              13,059               1.13 

0.1以上0.2未満       12,938               0.81 

0.2以上0.3未満        4,368               0.46 

0.3以上0.4未満        1,533               0.30 

0.4以上0.5未満         652                0.23 

0.5以上0.6未満         384                0.11 

0.6以上               389                0.04 

 

*8「道路と平行な評価区間における平均的な等価騒音レベル」 

道路に面して立地する建物群の背後では、特定地点での等価騒音レベルの予測は困

難なことが多い。このような場合は、下記の式により道路と平行な評価区間の LAeq の

エネルギー平均値 AeqL を評価指標とすることが有効である１）2）3）。 
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        （解説 4.5） 

ここで、x2－x1：評価区間の延長 

また、平面道路に遮音壁を設置する場合は、沿道へのアクセス確保のため遮音壁が

分断されることが多く、遮音壁背後の騒音レベルは開口部との位置関係により複雑に変

化する。しかし、 AeqL は開口部の数や位置にかかわらず、遮音壁高さと開口率により

求められる。9） 
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なお、 AeqL を評価指標とした場合は、評価書等において、その旨を明らかにすること。 

 *9「予測地域の代表断面」 

 図－4.1.5 に示すように、一般的に予測地域の代表断面は、道路の縦断方向と直

角かつ鉛直に設定する。ただし、交差部、インターチェンジ部、トンネル坑口部等

で、騒音の平面的な分布状況を予測する必要がある場合は、代表断面を水平に設定

することもある。 

                                                                      凡  例 

                                                               ：予測地域 

                                     ：予測地域の代表断面 

環境基準類型指定  

             Ｂ、Ｃ地域              Ａ地域                   Ｂ、Ｃ地域 

                                          
住居                                                           必要に応じて騒音の平面的な 
                                                             分布状況を予測する範囲 
                                                                             
                                                                             
                                          
                                          
                                          

                                                                                

                                          トンネル 

 

 

 

 
 
 
 
 
調査･予測区間 

既存道路との併設区間 

Ｂ、Ｃ地域 

一般部区間

Ａ地域 

一般部区間 

Ｂ、Ｃ地域 

トンネル坑口区間 

Ｂ、Ｃ地域 

 

図－4.1.6 予測地域の代表断面の設定例 

 

  *10「その背後地（以下「背後地」という）の各々に設定」 

背後地においては、一般的に幹線道路近接空間との境界付近（対象道路からの距

離が背後地内では最も小さい）の地点での予測が特に重要となる。この場合、主に

道路近接建物列（「4.1.6 調査の手法」*4 参照）の遮蔽効果を考慮すればよい。

予測では、 AeqL を評価指標（*8 参照）とし、道路近接建物列の間隙率 α 及び平均高

さを用いて計算を行う１）2）3）。 

ただし、平面道路において予測地点の高さが道路近接建物列の平均高さより低い

場合の LAeq は、建物が存在しない場合の等価騒音レベル LAeq と上述の α を用いて次

対象道路
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式で計算できる 9）。 

10AeqAeq log10 LL                            （解説 4.6） 

また、更に道路から離れた地点で予測を行う場合、背後建物群中での騒音の減衰

を考慮するときは、背後建物群の建物密度 β を用いた計算１）を行う必要がある。 

一方、平面道路において道路端における予測値がすでに背後地の環境基準値以下

となっている場合など、背後地における LAeq が環境基準値以下になることが明らか

な場合は、背後地での予測を省略することができる。 

 *11「各階の平均的な高さ」 

「各階の平均的な高さ」は、日本工業規格 Z8731 において、建物に対する騒音の

影響の程度を調べる場合には建物の床面から 1.2 ～  1.5 m の高さとすると規定され

ているため、各対象階の床面から 1.2 m の高さを基本とし、適切に設定する。ただ

し、１階を対象とする場合は、調査地点同様に、原則として地上 1.2 m の高さとす

る。 

 *12「建物の騒音の影響を受けやすい面」 

「建物の騒音の影響を受けやすい面」（以下、「影響面」という）は、通常、音

源側の面であると考えられる。しかし、開放生活（庭、ベランダ等）側の向き、居

寝室の位置等により音源側と違う面になることがある。例えば、道路に面する側が

窓のない壁である場合や、台所、浴室等に用いられているような場合には、開放生

活側あるいは居寝室がある側の面を影響面とする。 

また、予測においては、塀等の遮蔽物による効果を見込むことができる。 

  *13「その面より明らかに等価騒音レベルが大きくなる地点」 

影響面が、個々の建物により異なり一律に設定できない場合は、一般的に騒音の

影響が大きいと考えられる道路側の面とする。たとえば、平面道路の幹線道路近接

空間において、影響面の位置が様々な場合は、道路の敷地の境界線に予測地点を設

置しても差し支えない。 

  *14「道路構造が複雑な場合など」 

 「4.1.5  調査及び予測の手法の選定」*2 を参照のこと。 

  *15「模型実験又は音響数値解析など」 

対象道路の道路構造又は沿道の地形若しくはその表面性状などが複雑であり、参

考予測手法に示す伝搬理論式の適用が困難な場合は、模型実験又は音響数値解析等

により騒音の伝搬特性を把握する（ASJ RTN-Model の参考資料 R2 及び付属資料 A4

参照）。このようにして得られた伝搬特性と交通条件から、参考予測手法を勘案し

て予測を行う。 

１）模型実験 

模型実験は、実物の 1/n の縮尺の模型を製作し実物の n 倍の周波数となる音源を

用いて音響伝搬特性を調べるものであり、3 次元の伝搬特性を直接的に得ることが

できる。模型実験では、模型と実物との音響相似則を整合させることが重要であり、

境界面に使用する模型材料の吸音率や透過損失、音源の指向性や空気吸収の影響等

に配慮が必要である。 
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２）音響数値解析 

音響数値解析の代表的手法として、波動音響理論に基づく境界要素法（BEM： 

Boundary Element Method）や時間領域差分（FDTD：Finite Difference Time 

Domain）法、及び幾何音響理論に基づく音線法等がある。 

BEM や FDTD 法は、境界面の様々な反射率特性や複雑な幾何形状による反射、回折

の効果を周波数別に計算することができる。この手法は、平行壁を有する平面道路

上に高架道路が併設される場合や半地下構造道路で張り出し部分が長い場合など、

境界条件が複雑な音場解析に用いられる。 

一方、音線法は、音源から全方向に一定の角度間隔で放射した音の軌跡（音線）

を音のエネルギーの伝搬と考え、音線の粗密状況等から音圧レベルを求める手法で

あり、複雑な幾何形状を有する境界面における高次の多重反射音の解析等に用いら

れる。ただし、基本的には、波動性は考慮できない。 

*16 「新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されて

いない場合」 

これには、参考予測手法として設定している ASJ RTN-Model あるいは参考手法よ

り詳細な手法として用いる模型実験、音響数値解析手法等をこれらの適用範囲を超

えて用いる場合や、これらの手法以外で知見が十分蓄積されていない新規の予測手

法を用いる場合が相当する。 

*17「予測の不確実性の程度」 

     予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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4.1.8  環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として、環境保全措置*1を検討する。

その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階にお

ける環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 また、「配慮書段階の検討」を行った場合には、その検討以降に決定した概略計画

においてどのように環境影響が回避・低減されているか*3について整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討*4、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内に

おいて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

  (2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化*5並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響*6 

 ４）事後調査 

   以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施*7する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ず

る場合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

  【解 説】 

  *1「環境保全措置」 

環境保全措置の検討においては、事業者により実行可能な範囲で環境影響を回避

又は低減し、騒音に係る環境基準の達成に努める。 

この場合、遮音壁等の道路構造対策による環境保全措置を実行可能な範囲で講じ

たにもかかわらず、屋外の騒音レベルが環境基準値を超過するときは、既存道路に

対象道路が併設される場合等における「幹線道路の沿道の整備に関する法律」（昭

和 55 年法律第 34 号）の適用の見通し等を踏まえ、沿道の建物の防音対策を検討す

る。 

なお、環境保全措置の例、その概要と効果の把握方法等を表－4.1.5 に示す。こ

れらのうち遮音壁による騒音低減量の計算においては以下に留意する。 

①離散点音源は車線別に設定する。回折補正量が車線の位置により大きく異なる
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                            表－4.1.5 環境保全措置の例 

環境保全措置の例 対策の概要 
実施に伴い生ずるおそれ

のある他の環境への影響
効果の把握方法 

遮 
 
音 
 
壁 
 

通常遮音壁 遮蔽効果により騒音を低

減する。必要な用地幅が

少なく、施工も容易であ
る。 

遮音壁の高さが高くなる

と、景観、日照阻害など

の問題が生じることが
ある。 

ASJ RTN-Model による。

張り出し型遮音壁 
先端改良型遮音壁 

上端を折り曲げた張出し

型遮音壁及び遮音壁の先

端に吸音体や突起を取り
付けることにより、より

大きな回折減音量が得ら

れる先端改良型遮音壁が
ある。他の環境要素への

影響を軽減でき、遮音壁

の高さに制約がある場合
にも有効。 

日照阻害、景観への影響

は通常遮音壁に比べて小

さい。 

ASJ RTN-Model による。

ただし、先端改良の形式

が特定されない場合には
張り出し型遮音壁として

仮想直壁を設定して計算

する。この場合、計算値
より大きな騒音低減効果

が期待できる10)11)。 

低層遮音壁12) 
 

高さが1～1.5ｍ程度の低

い遮音壁。都市内の平面

道路では沿道アクセス機
能の確保のため、多くの

開口部を有し不連続とな

る。 

他の環境要素への影響は

ほとんどない。 
開口部の存在により低層

遮音壁背後の騒音レベル

は地点毎に異なるため、
評価は、評価区間の等価

騒音レベルのエネルギー

平均値LAeqを用いる。減音
効果は、低層遮音壁設置

前後のLAeqの差（区間平均

挿入損失）として求めら
れる13)。なお、低層遮音

壁の位置、高さ及び開口

部等が予め明らかな場合
には、地点ごとの効果を

求める方法もある。 
遮音築堤 騒音を遮蔽する築堤。遮

音壁よりも用地幅が必
要となり、限られた幅員

の中では築堤高が制限

されるため、遮音壁を併
用する場合がある。 

遮音壁と同様に、日照阻

害、景観への影響が生じ
るが、植樹を行うことに

より、遮音壁が遮蔽され

景観への影響を低減で
きる。 

ASJ RTN-Model による。

 
 
 
 
 

排水性舗装 タイヤ/路面音（主として

エアポンピング音）の減

音効果と伝搬過程にお
ける吸音効果が見込ま

れる。しかし、空隙詰ま

りなどにより減音効果
が経時的に低下する。 

他の環境要素への影響 

は、ほとんどない。 
ASJ RTN-Model による。

二層式排水性舗装 排水性舗装（一層式）を

粒径の異なる上・下二層

に分け、舗装の表面をき
め細かくした。 

他の環境要素への影響

は、ほとんどない。 
学会等で検討中。 

吸音処理 高架・平面道路併設部、

複層高架部における高

架裏面での反射音や、掘
割道路の側壁、トンネル

坑口部での反射音など

の対策として用いられ
る。沿道の騒音レベルに

おける反射音の寄与が

大きい時に有効である。
 

他の環境要素への影響

はない。 
ASJ RTN-Modelによる。

吸音率は平均斜入射吸音

率14)を用いる。 
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環境施設帯の設置 
 

車道端から10m又は20m

の土地を道路用地とし
て取得するものであり、

植樹帯、歩道、副道等で
構成される。距離減衰に

よる環境改善効果が見

込まれる。また、道路の
地元サービスの向上に

も寄与する。 

大気質、振動、低周波音

、日照阻害の緩和及び良
好な景観の形成が図ら

れるとともに、環境施設
帯を利用して植樹等を

連続させることにより、

生物の生息・生育環境の
創出が図られる。 

ASJ RTN-Model による。

植栽による道路の遮蔽 騒音の発生源である自

動車を視覚的に遮蔽す
ることにより、歩行者や

沿道住民に対して心理

的な減音効果が期待さ
れる。 

良好な景観の形成が図

られる。 
 

遮蔽による騒音低減効

果は樹種や植栽密度に
より異なり、定量的には

把握されていないが地

表面による超過減衰は
田んぼ、畑地と同様に見

込める。 
建物の防音対策 窓や壁の改良及び空調

設備の設置。 
他の環境要素への影響

はない。 
屋内へ透過する騒音レ

ベルは、「騒音に係る環
境基準」にしたがい、原

則として建物の騒音の

影響を受けやすい面に
入射する騒音レベル（「

4.1.7  予測の手法」参

照）から、その面の建物
の防音性能値15)を差し

引くことにより求める。

 

ためである。 

②開口部の位置が設定できる場合には開口部の影響を考慮する。 

  また、遮音壁、低層遮音壁、または植栽の検討では交通安全への影響を確認する。 

  *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

    ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変

化した場合が相当する。 

*3「概略計画においてどのように環境影響が回避・低減されているか」 

「配慮書段階の検討」を行った場合、その検討以降に決定した概略計画を他の複

数案と比較し、回避・低減されている環境影響について、以下を整理する。 

・環境影響の回避・低減を検討した対象（コントロールポイント等） 

・上記対象に関する環境影響の回避・低減の状況 

この整理により、「配慮書段階の検討」からＥＩＡを通じて、事業計画の検討の中で

どのように環境への配慮がなされたのか、総合的に把握することが可能になる。 

なお、（「配慮書段階の検討」を含む）概略ルート・構造の検討から、概略計画の決

定に至る過程（プロセス）については、構想段階の計画策定プロセスに関するガイド

ライン等に基づくものとする。 

 *4「複数案の比較検討」 

「複数案の比較検討」は、複数の環境保全措置について、その騒音低減効果及び他

の環境要素への影響の程度などを併せて比較検討することにより行う。  

 たとえば、低層住宅が大部分であるが、一部高層住宅も立地する地域を対象道路
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が通過する場合を想定する。この場合、非常に高い遮音壁を設置する案と、比較的

低い遮音壁にとどめ高層住宅の高層階には防音対策を講じる案が考えられるとする。

どちらの案が望ましいかは、騒音の低減効果のみならず低層住宅の日照阻害や景観

の問題も併せて検討する必要があると考えられる。 

  *5「当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化」 

  「当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化」の検討にあたっては、環境

保全措置の効果を可能な範囲で定量的に把握し、当該環境保全措置実施後における

等価騒音レベルを予測する。 

  *6「環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響」 

  他の環境要素に対して悪い影響を及ぼす場合もあるので、それらの影響も配慮す

る必要がある。「環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響」の

代表例として、遮音壁設置による日照阻害などが考えられる。 

  *7「事後調査を実施」 

 省令第三十二条に規定された事後調査の必要性については、以下のように考えら

れる。 

 参考予測手法としている ASJ RTN-Model あるいは参考手法より詳細な手法として

いる模型実験、音響数値解析手法等を、その適用範囲において用いて環境保全措置

の効果を予測する場合は、その効果に関する知見が十分に蓄積されていると判断で

き、事後調査を行う必要はないと考えられる。 

 一方、これらの手法を用いても、その効果が予測できないような新たな環境保全

措置を講じる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めると

きは、事後調査を実施する必要がある。 
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4.1.9 評価の手法 

 評価の手法は以下による。 

なお、「配慮書段階の検討」において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要がある

とされた内容がある場合は、その対応状況を整理する。*1 

 １）回避又は低減に係る評価 

    調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、自動車の走行に係る騒音に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内ででき

る限り回避、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより行

う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

    国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標*2が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測

の結果との間に整合性が図られているかどうか*3を評価する。 

  ３）事業者以外の者が行う環境保全措置 

    既存道路の管理者等、事業者以外の者が行う環境保全措置*4の効果を見込む場合は

当該措置の内容を明らかにする。 

 

  【解  説】 

*1「『配慮書段階の検討』において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとされ

た内容がある場合は、その対応状況を整理する」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低

減されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡで詳細に検討すべきとされた場合、

それに対応した旨を明らかにする。 

  *2「基準又は目標」 

自動車の走行に係る騒音において整合を図る基準又は目標は、表－4.1.6 のとおり

である。 

表－4.1.6  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

騒  音 自動車の走行 

騒音に係る環境基準（平成10年９月30日環告64号)

の道路に面する地域の基準及び地方公共団体の定

める騒音に関する目標 

     注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 

・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定

めるものとする。 

・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確保

されるように努めなければならない。 

 

 *3「整合性が図られているかどうか」 

騒音に係る環境基準（道路に面する地域）（表－4.1.7 参照）との整合性の考え

方について以下に補足する。 

１）地域類型当てはめの考え方 
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「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理

基準について（平成 13 年１月５日付環大企第３号）」によれば、地域類型の当ては

めは、原則として、用途地域に準拠して以下のように行うとされている。 

Ａ地域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域、第二種中高層住居専用地域 

Ｂ地域：第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 

Ｃ地域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

 なお、用途地域のうち、工業専用地域については、地域の類型の当てはめを行

わない。 

地域類型の指定が行われていない場合は、厳密には、整合を図るべき基準又は目

標はないと考えられる。しかし、このような場合でも、当該地域の自然的条件、住

居等の立地状況、土地利用の動向等を勘案し、用途地域の定められている地域の状

況を参考にしつつ、相当数の住居が存在する地域等に対し適切な地域類型の当ては

めを想定し、参考として騒音に係る環境基準との整合性を検討することが望ましい。 

２）幹線交通を担う道路に近接する空間の考え方 

「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理

基準について（平成 13 年１月５日付環大企第３号）」によれば、「幹線交通を担う

道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、４車線以上の市町村道など

が掲げられており、環境影響評価の対象となる道路は、「幹線交通を担う道路」と

考えられる。 

また、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線の区分に応じ道路

端からの距離によりその範囲を特定するものとされている。 

①２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15 m 

②２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 m 

３）建物の防音対策と屋内へ透過する騒音に係る基準との整合性 

屋内へ透過する騒音に係る基準の適用条件は、「個別の住居等において騒音の影

響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる」場合と

されている。「騒音に係る環境基準の改正について（平成 10 年９月 30 日付環大企

第 257 号）」によれば、この場合とは「通常、建物の騒音の影響を受けやすい面の

窓が、空気の入れ換え等のために時折開けられるのを除いて閉められた生活が営ま

れているということであり、それ以外の側面で主として窓を閉めた生活が営まれて

いることを必要としないが、窓を閉めた生活が営まれている理由としては、建物の

防音性能が高められ、空調設備が整備されているといった対策等により生活環境の

確保が十分に図られていることが必要である」とされている。 

一般的に建物の防音対策を行う場合は、その防音性能を高めるとともに空調設備

も併せて整備することから、防音対策により屋内へ透過する騒音に係る基準を達成

すれば、環境基準の達成に努めていると考えられる。 

  *4「事業者以外の者が行う環境保全措置」 

新設道路と既存道路からの合成騒音を低減するためには、新設道路のみならず、

既存道路における環境保全措置が求められる。なお、評価において、既存道路の管
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理者等による環境保全措置の効果を見込む場合は、省令第二十六条第五号の規定に

したがい、当該措置の内容を明らかにできるようにする必要がある。 

 

表－4.1.7 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 
  
 地 域 の 区 分 

 

基 準 値 

昼 間 夜 間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面す

る地域 
60デシベル 

以 下 

55デシベル 

以 下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面す

る地域及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する

地域 

65デシベル 

以 下 

 

60デシベル 

以 下 

 

 
 この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例とし

て次表の基準値の欄に掲げるとおりである。 
 
 基  準  値 

昼  間 夜  間 

70デシベル以下 65デシベル以下 

備 考 
  個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれてい

ると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下、夜

間にあっては40デシベル以下）によることができる。 
 

（注） 昼間 ：午前６時から午後10時まで 

       夜間 ：午後10時から翌日の午前６時まで 

   Ａ地域：専ら住居の用に供される地域 

   Ｂ地域：主として住居の用に供される地域 

      Ｃ地域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

＜達成期間等 抜粋＞ 

１ 環境基準は、次に定める達成期間でその達成又は維持を図るものとする。 

(1)  道路に面する地域以外の地域については、環境基準の施行後直ちに達成され、又は維持される

よう努めるものとする。 

(2)  既設の道路に面する地域については、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力の下に自動車

単体対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等を総合的に実施することにより、環境基準の

施行後10年以内を目途として達成され、又は維持されるよう努めるものとする。 

   ただし、幹線交通を担う道路に面する地域であって、道路交通量が多くその達成が著しく困難

な地域については、対策技術の大幅な進歩、都市構造の変革等とあいまって、10年を超える期間

で可及的速やかに達成されるよう努めるものとする。 

(3)  道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行された日以降計画された道路の設置によっ新

たに道路に面することとなった場合にあっては(1)及び(2)にかかわらず当該道路の供用後直ち

に達成され又は維持されるよう努めるものとし、環境基準が施行された日より前に計画された道

路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては(2)を準用するものとする。

２  道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存する建物の中高層部

に位置する住居等において、当該道路の著しい騒音がその騒音の影響を受けやすい面に直接到達

する場合は、その面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められ、かつ、屋内へ透過す

る騒音に係る基準が満たされたときは、環境基準が達成されたものとみなすものとする。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

４．騒 音 

4.2 建設機械の稼働に係る騒音 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「4.2建設機械の稼働に係る騒音」を改定

したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正および騒音発

生量に関する新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 4.2建設機械の稼働に係る騒音） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資 
料第3743号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部機
械研究室  

初版 
 

前室長
研究員 
室長 

村松敏光 
新田恭士 
江本 平

平成15年9月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第107号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

新たな知見 
(ASJ CN-Model 

2002) 
の反映 

室長 並河良治 

独立行政法人土木研究所 技術推
進本部 先端技術チーム 

主席研究員 吉田 正 

平成19年6月 土木研究所資 
料第4057号 

独立行政法人土木研究所 技術推
進本部 先端技術チーム

主務省令の改正 
騒音発生量に関する
新たな知見の反映 主席研究員

前総括主任研究員
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成20年9月 土木研究所資 
料第4112号 

独立行政法人土木研究所 技術推
進本部 先端技術チーム 

新たな知見 
(ASJ CN-Model 

2007) 
の反映 
 

主席研究員
前総括主任研究員
前主任研究員 
前主任研究員 
主任研究員  

山元 弘 
林 輝 
吉田 潔 
吉永 弘志 
杉谷 康弘 

平成25年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 
騒音発生量に関する
新たな知見の反映 

主任研究官
室 長 

吉永弘志 
角湯克典 

 
*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10
号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

*2 騒音を予測する式のパラメータの追加  
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「4.2 建設機械の稼働に係る騒音」の概要 

 建設機械の稼働に係る騒音についての調査は、予測を適切に行うため、騒音の状況及

び地表面の状況を対象に行う。予測では、参考手法による場合、日本音響学会提案のAS

J CN-Model 20071)により建設機械稼働時の騒音レベルを予測する。予測結果から、環境

影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を

行う。評価は、回避・低減及び騒音の規制基準との整合性の観点から行う。 
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4.2.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
  ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、

概ねの位置、延長 
  ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの

位置 
 ③想定される主な工種等 

 

4.2.3 項目の選定 

 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上及び土地利用上から将来

の立地が計画されている場合 

 

4.2.4 調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手法より簡略な手法又は参考手法より

詳細な手法を選定する。 
１）参考手法より簡略な手法を選定する場合 
 ①調査すべき情報が文献により入手できる場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する。 
 ②既存の類似事例により騒音に関わる影響が明らかな工種及び工法を採用する場合は、参考手法より簡略な予測の手法を選定する

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 
  事例のない工法等を採用し、騒音に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある場合は、参考手法より詳細な予測の手法を選

定する 

 

4.2.5 調査の手法 

参考調査手法 
１）調査すべき情報 
 ①地表面の状況、②騒音の状況 
２）調査の基本的手法 
  既存資料の収集、及び現地調査 
３）調査地域 
  影響範囲内において住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域とする。 
４）調査地点 
   予測地点に対応させ、調査地域を代表する騒音の状況が得られる箇所毎に設定する。 
５）調査期間等 
  騒音が一年を通じて平均的な状況を呈する日の建設機械が稼働する時間帯とする。

参考手法より簡略な手法 

現地調査を省略。 

 

4.2.6 予測の手法                                 

予測の前提条件の設定 

 工事の区分毎に、予測断面、工種、建設機械及びその配置を設定する。 

参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 
  ASJ CN-Model 2007 の工種別予測法により、工種ごとの評価量である LA5 等を予測する。
２）予測地域 
  調査地域と同じとする。 
３）予測地点 
  予測地点は原則として建設機械が稼働する区域の予測断面における騒音規制法第十五条第

１項の敷地の境界線 
４）予測対象時期等 

 工事の区分ごとに環境影響が最も大きくなると予想される時期とする。 

参考手法より簡略な手法 

既存の類似事例の引用により 
予測。 
 
参考手法より詳細な手法 
実測等により把握し予測。 

 

 

4.2.7 環境保全措置の検討 

 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環境影響をできる限
り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共団体の基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を
行う。 

 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討等を通じて、環境
影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴う環境への影響を明
らかにする。 

 

4.2.8 評価の手法 

 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。

図―4.2.1 「建設機械の稼働に係る騒音」における調査、予測及び評価の流れ 

4.2.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 
 ①騒音の状況 
 ②地質の状況  
２）社会的状況 
 ①土地利用の状況 
 ②学校、病院等の配置の状況及び住宅の配置の概況 
 ③環境の保全を目的とする法令等の状況 
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4.2.1 事業特性の把握 

  事業特性については、計画の熟度に応じ、建設機械の稼働に係る騒音の調査及び予測

に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1」を

行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

  (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長

   (2) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

  (3) 想定される主な工種等*3 

 

  【解 説】 

 これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査及び予測の実施に

必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事等

の概ねの位置と住居等の保全対象（「4.2.2 地域特性の把握」で把握する）との位置関

係を把握するために必要である。環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に

住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上、土地利用上から住居等の将来の立

地が計画されている場合、項目を選定する。詳細は、「4.2.3 項目の選定」を参照のこ

と。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、騒音が

発生する工種等を把握するために必要である。既存の類似事例により騒音に関わる影響

が明らかな工種及び工法を採用する場合は、参考手法より簡略な予測の手法を選定する

ことができる。また、事例のない工法等を採用し、騒音に係る環境影響が著しいものと

なるおそれがある場合には参考手法より詳細な予測の手法を選定する。詳細は、「4.2.

4  調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

３）調査及び予測に用いる事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査及

び予測の実施に当たって、調査地点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定する

ために必要である。詳細は、「4.2.5  調査の手法」及び「4.2.6 予測の手法」を参照

のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。  
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 *2「工事計画の概要」 

工事計画の概要の例を図－4.2.2に示す。 

 

 

図－4.2.2 工事計画の概要の例 

  

 *3「工種等」 

工種とは、工事の区分ごとに実施する工事を大きく構成する一連の作業の総称で

あり、これはさらに種別・細別に分類される。（「4.2.6  予測の手法」における「4.

2.6-1  予測の前提条件 ２）工事の種別等」参照。） 

各工事の区分に含まれる工種としては、表－4.2.1に示すものが考えられる。 

 なお、工事の区分は、ここでは土工、トンネル及び橋梁・高架に区分している。 

 

表－4.2.1 各工事の区分に含まれる工種 

工事の区分 土工 トンネル 橋梁・高架 

工 種 

道路土工 掘削･支保･覆工 橋台・橋脚工 

地盤改良工 舗装工 橋梁架設工 

法面工  舗装工 

擁壁･ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  構造物撤去工 

舗装工   

構造物撤去工   

 

  

本線工事における区分の概ねの位置
既存道路

工事用道路の設置が想定される概ねの位置

土工 トンネル 土工 橋梁 土工
○○km ○○km ○○km km ○○km○○

本線工事における区分 本線工事における区分の延長
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4.2.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最新の

文献*1その他の資料等（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき

建設機械の稼働に係る騒音に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業におい

て「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不

足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

   (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①騒音の状況 

      騒音の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①地質の状況 

     地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

   (1) 土地利用の状況 

    土地利用の現況、土地利用計画の状況 

   (2) 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況  

      及び住宅の配置の概況  

      学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人 

   ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅 

   地の面整備計画の状況 

   (3) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該 

       対象に係る規制の内容その他の状況 

   ①騒音規制法（昭和43年法律第98号）第三条第１項及び第十五条第１項に基づく

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準、地域指定状況、区域

の区分、時間の区分の状況 

   ②環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条の規定により策定された公害防止

計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等） 

   ③都市計画法（昭和43年法律第100号)第八条第１項第一号の規定により定められ

た用途地域 

   ④その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

     地方公共団体の条例等に基づいて定められた基準又は目標等 

 

 【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測及び評価の実施

に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 
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１）項目の選定に係る地域特性 

 項目の選定に係る地域特性としては、「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、

老人ホーム等の配置の状況」、「集落の状況」、「住宅の配置の概況」等から現在の保

全対象の立地状況を把握する。また、「土地利用計画の状況」及び「将来の住宅地の面

整備計画の状況」等から将来の保全対象の立地状況を想定する。これらと、「4.2.1 事

業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域の位置関係から、項目の選定について

検討する。詳細は、「4.2.3 項目の選定」を参照のこと。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

 「騒音の状況」、「土地利用の現況」等から、「4.2.5 調査の手法」で示した調査す

べき情報が得られる場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定することができる。

詳細は、「4.2.4 調査及び予測の手法の選定」及び「4.2.5 調査の手法」を参照のこ

と。 

３）調査、予測及び評価に用いる地域特性 

 調査・予測・評価に用いる地域特性としては、「騒音の状況」、「地質の区分及び分

布状況」、「土地利用の現況」、「土地利用計画の状況」、「学校、病院、幼稚園、児

童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、

「集落の状況」、「住宅の配置の概況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「環

境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況」等がある。これらは、調査地点

及び予測地点の設定や予測の前提条件の設定、及び評価の基準等との整合性の検討にお

ける地方公共団体の基準又は目標を把握するために必要である。詳細は、「4.2.5 調査

の手法」、「4.2.6 予測の手法」及び「4.2.8 評価の手法」を参照のこと。 
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  *1「入手可能な最新の文献等」 

        文献の例を表－4.2.2に示す。 

 

表－4.2.2 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

自

然

的

状

況 

騒音の状況 都道府県環境白書 

市町村環境白書 

騒音の状況 都道府県、市町村 

地質の状況 土地分類基本調査表層地

質図(1/5万) 

土地分類図表層地質図

(1/20万) 

地質の区分及び分布の状況 国土交通省 

地質図（1/5万、1/7.5万、

1/20万） 

（独）産業技術総合

研究所地質調査総合

センター 

土木地質図（1/20万） （財）国土技術セン

ター 

社

会

的

状

況 

土地利用の状況 土地利用図、土地利用現況

図 

土地利用の現況、土地利用

計画の状況 

国土地理院 

 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

 

都市計画図 都道府県、市町村 

学校、病院その他

の環境の保全につ

いての配慮が特に

必要な施設の配置

の状況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、老人

ホーム等の配置の状況、集

落の状況、住宅の配置の概

況、将来の住宅地の面整備

計画の状況 

民間 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目的

とする法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況及び当該対象に

係る規制の内容そ

の他の状況 

都道府県等環境白書 騒音規制法第三条第１項及

び第十五条第１項に基づく

特定建設作業騒音基準、地

域指定状況、区域の区分、

時間の区分の状況 

都道府県等 

例規集等 都道府県等 

都道府県等環境白書 

例規集等 

公害防止計画 

環境基本法第十七条第３項

の規定により策定された公

害防止計画の策定の状況 

都道府県等 

都市計画図 都市計画法第八条第１項第

一号の規定により定められ

た用途地域 

市町村 

法令・例規集等 

環境基本計画・環境配慮指

針等 

環境の保全を目的とする法

令・規制等の内容 

都道府県、市町村 
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4.2.3 項目の選定 

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の保

全対象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されて

いる場合に行う。 

 

 【解 説】 

  項目の選定にあたっては、「4.2.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実施

区域の位置」と「4.2.2 地域特性の把握」で得られた現在又は将来の住居等の保全対象

の立地状況の位置関係から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにす

るものとする。 

 

  *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、建設機械の稼働に係る騒

音の影響範囲をいう。この建設機械の稼働に係る騒音の大きさは、工事の内容によ

り異なるため、影響範囲を一律に設定することができない。ただし、建設機械の稼

働に係る騒音においては、後で述べるとおり、近接し最も影響が大きいと予想され

る工事区域の敷地の境界線で予測及び評価を行うこととしている。 
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4.2.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査及び予測の手法は、4.2.5-1及び4.2.6-2に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性

及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より簡略な

手法、あるいは、より詳細な手法を選定する場合として、以下のような場合が想定され

る。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

  (1) 調査すべき情報が、現地調査を行わなくても文献等により入手できる場合*1 

   は、参考手法より簡略な調査の手法を選定できる。 

   (2) 既存の類似事例により騒音に係る環境影響が明らかな工種及び工法を採用す

      る場合は、参考手法より簡略な予測の手法を選定できる。 

 ２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

   事例のない工法等を採用し、騒音に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある

 場合は、参考手法より詳細な予測の手法を選定する。 

 

【解 説】 

 調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案して選定

する。上記では、省令第二十三条第３項及び第４項に基づき参考手法より簡略な手法又

は参考手法より詳細な手法を選定する場合の要件を具体的に示した。 

 

 *1「文献等により入手できる場合」 

「文献等により入手できる場合」とは、「4.2.2 地域特性の把握」及び「4.2.5 調

査の手法」において収集される文献その他の資料により調査すべき情報が得られる

場合が該当する。 

 

  



 - 4-2-11 -

 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

騒音：建設機械の稼動 

一 調査すべき情報 

 イ 騒音の状況 

 ロ 地表面の状況 

 

 

4.2.5 調査の手法  

4.2.5-1 参考調査手法 

  参考調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  (1) 騒音の状況 

   「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省 

 ・建設省告示第一号) に規定する方法により騒音の大きさ*1を調査する。 

  (2) 地表面の状況 

   地表面の種類*2を調査する。 

 ２）調査の基本的な手法 

  (1) 騒音の状況 

   「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省 

 ・建設省告示第一号) に規定する騒音の測定方法による。 

  (2) 地表面の状況 

    現地踏査による目視で行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、影響範囲内において住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込

まれる地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点は、予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状況、地表

 面の状況が得られる箇所を選定する。 

 ５）調査期間等 

  (1) 騒音の状況 

   環境騒音が１年間を通じて平均的な状況を呈する日*3の建設機械の稼動による

環境影響の予測に必要な時間帯とする。 

4.2.5-2 参考手法より簡略な調査の手法 

 対象道路事業実施区域の近傍に既存の調査地点が存在し、調査すべき情報に、この資

料を用いることが適当であり、かつ、入手可能な場合は、現地調査を省略することがで

きる。 
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二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音規制法第

十五条第１項の環境庁長官の定める基準に規定する特定建設作業に伴って発生する

騒音の測定の方法によるものとする。）の収集並びに該当情報の整理及び解析 

三 調査地域 

 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められ

る地域 

四 調査地点 

 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 

 

【解 説】 

 「4.2.5-1  参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。また、「4.2.5-2  参考手法より簡略な調査手法」は、「4.2.

4  調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該当

する調査手法である。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 

  *1「「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省・建設

省告示第一号) に規定する騒音の大きさ」 

建設機械の稼動に係る騒音は、建設機械の種類や稼動の状態により騒音の発生形

態が異なるため、騒音の大きさは「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関

する基準」（昭和43年厚生省・建設省告示第１号）により、以下の指標で整理する

ものとする。 

ｱ.騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

ｲ.騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一

定の場合はその変動毎の指示値の最大値の平均値とする。 

ｳ.騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90％レンジの上端

の数値とする。 

ｴ.騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない

場合は、その変動毎の指示値の最大値の90％レンジの上端の数値とする。 

 *2「地表面の種類」 

 地表面の種類は、地表面による超過減衰を求めるために必要であり、草地、裸地、

芝地、舗装地に区分する。 

 *3「環境騒音が１年間を通じて平均的な状況を呈する日」 

 測定日は平均的な社会生活が営まれていると考えられる平日とし、雨天等の日を

避ける。道路に面する地域においては土曜日、日曜日、祝日を除く平日で道路交通
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騒音が平均的な状況を呈する日を選ぶこととする。なお、季節によっては、セミな

どの虫の声、鳥の鳴き声等自然音が大きくなる場合もあり注意を要する。 

 測定時間は、１時間ごとに10分間とする。  



 - 4-2-14 -

4.2.6 予測の手法 

4.2.6-1 予測の前提条件 

 予測の前提条件*1として、工事の区分ごとに、予測断面、工事の種別等*2、建設機械

及びその配置を設定する。 

 １）予測断面 

  予測断面は、「4.2.2 地域特性の把握」で把握した住居等の位置等の情報及び

 「4.2.1 事業特性の把握」で把握した工事の区分等の情報を考慮し、各工事の区分ご

 とに設定する。さらに、予測断面において建設機械が移動する道路横断方向の範囲（

 工事計画幅）及び敷地の境界線*3を定める。 

 ２）工事の種別等 

  工事の区分ごとに、予想される工事内容と住居等の位置等を考慮し、工事の種別 

 等を設定する。 

 ３）建設機械 

  設定した工事の種別等について、騒音の影響を考慮し、作業単位を考慮した建設 

 機械の組み合わせ（ユニット）*4、及びその数*5を設定する。 

 ４）配置 

  建設機械の施工範囲とユニットの配置*6を設定する。 

4.2.6-2 参考予測手法 

 参考予測手法は、以下による。 

  １）予測の基本的な手法 

   「音の伝搬理論に基づく予測式」は､日本音響学会のASJ CN-Model 20071)とする。

ASJ CN-Model 2007では工種別予測法と機械別予測法の２種類を提案しているが、予

測は工種別予測法で行うことを原則とし、個々の建設機械の配置が設定できる場合等

においては、機械別予測法を適用することもできる。また、予測に用いるユニットの

騒音源データ*7は建設工事騒音の特徴および既存データを参考に適切に設定する。 

  なお、ASJ CN-Model 2007は知見の進展に伴い見直しを行うことを前提として公表

されたものである。このため予測条件がこれを適用できない場合*8等においては、他

の手法により適切に予測する。 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域と同じとする（「4.2.5-1 参考調査手法 ３」調査地域） 

 参照）。 

 ３）予測地点 

    予測地点は原則として建設機械が稼働する区域の予測断面における特定建設作業

 に伴って発生する騒音の規制に関する基準一の敷地の境界線とする。 

  この場合、予測地点の高さ*9は、原則として地上 1.2 ｍ  とする。 

 ４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事の区分ごとに環境影響が最も大きくなると予想される時期 

 とする。 
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4.2.6-3 参考手法より簡略な予測の手法 

 既存の類似事例により騒音に係る環境影響が明らかな工種及び工法を採用する場合

は、既存の類似事例の引用により予測することができる。 

4.2.6-4 参考手法より詳細な予測の手法 

 事例のない工法等を採用し、騒音に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある場

合は、ユニットの騒音源データ等を実測等により把握し、参考予測手法と同様の伝搬計

算を行い予測する。 

4.2.6-5 予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されてい

ない場合において、予測の不確実性の程度*10及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案

して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければなら

ない。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

騒音：建設機械の稼動 

一 予測の基本的な手法 

 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 

二 予測地域 

 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域 

三 予測地点 

 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握で

きる地点 

四 予測対象時期等 

 建設機械の稼動による騒音に係る環境影響が最大となる時期 

 

【解 説】 

 「4.2.6-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を具体的に示した。また、「4.2.6-3  参考手法より簡略な予測の手法」は、「4.

2.4  調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該

当する予測手法であり、「4.2.6-4  参考手法より詳細な予測の手法」は、「4.2.4  調

査及び予測の手法の選定 ２）参考手法より詳細な手法を選定できる場合」に該当する

予測手法である。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法で

ある。 

 また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる騒音を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体的に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。ただし、当該事業

以外の事業の評価指標が異なる場合は、騒音の合成ができないため、影響を勘案した予

測は実施できない。  
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 *1「予測の前提条件」 

 建設工事で発生する騒音は、工事の進行に伴い、使用される建設機械の種類、台

数、作業の範囲等が変化するため、発生形態や時間的変動特性が複雑である。予測

に際しては、これらのことを考慮して予測断面、工事の種別等、建設機械、及びそ

の配置を設定する。予測の前提条件の設定手順は、図－4.2.3に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.3 予測の前提条件の設定手順 

 

 *2「工事の種別等」 

 工事は、様々な工種からなっている。また、工種は、種別・細別に分類されてい

る。ここで、種別・細別は、「新土木工事積算大系の解説（国土交通省大臣官房技

術調査課編集、国土交通省国土技術政策総合研究所建設システム課編集）」を参照

のこと。 

地域特性 事業特性

・騒音の状況 ・対象道路事業実施区域の位置
・地質の状況 ・対象道路事業の工事計画の概要
・土地利用の状況 ・本線工事における区分
・学校、病院その他の環境の保全につ （土工､トンネル､橋梁･高架）､

いての配慮が特に必要な施設の配置 概ねの位置、延長
の状況及び住宅の配置の概況 ・工事施工ヤード、工事用道路

・環境保全を目的として法令等により 等の設置が想定される概ねの
指定された地域など 位置

・想定される主な工種等

ア．予測断面

住居等の保全対象の位置等及び
工事の区分等を考慮し、各工事の
区分ごとに予測断面を設定する。

予測断面には、施工に必要な機
械が移動する道路横断方向の範囲
(工事計画幅)及び敷地の境界線
を示す。

イ．工事の種別等

工事の区分ごとに予想される工
事内容や住居等の保全対象の位置
等を考慮し、工事の種別等を設定
する。

ウ．建設機械

設定した工事の種別等につい年間工事日数の設定
て、予想される工事内容、住居等
の保全対象の位置 騒音の影響及、
び作業単位を考慮して建設機械の
組み合わせ(ユニット）及びその
数を設定する。

エ．配 置

騒音の予測に必要な施工範囲と
ユニットの配置は、予想される工
事内容や住居等の保全対象の位置
等を考慮し設定する。

予 測

既存道路

事業の実施区域

工事の区分の延長

土工 トンネル 土工 橋梁 土工

土工 トンネル 土工 橋梁 土工工事の区分

道路土工 ･ ･ 道路土工 橋台･橋脚工 道路土工工 種 掘削 支 保 覆工

地盤改良工 覆工 地盤改良工 橋梁架設工 地盤改良工

法面工 坑門工 法面工 舗装工 法面工

擁 壁 カル バート工 カル バート工･ 舗装工 擁壁･カルバート工 構造物撤去工 擁壁･

舗装工 舗装工 舗装工

構造物 構造物撤去工 構造物撤去工撤 去工
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 *3「建設機械が移動する道路横断方向の範囲（工事計画幅）及び敷地の境界線」 

 工事計画幅と敷地の境界線の位置関係を、図－4.2.4に示す。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.4 工事計画幅と敷地の境界線 

 

*4「作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）」 

 作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）とは、目的の建設作業を

行うために必要な建設機械の組み合わせのことである。ここでは、ユニットは工事

の種別等の名称により表す。なお、ユニットを構成する建設機械は、「国土交通省

土木工事積算基準(国土交通省大臣官房技術調査課監修)」を参照のこと。 

 ユニットと数量の設定例を以下に示す。 

１）工事の区分ごとの工事の種別等・ユニットの設定 

  工事の区分ごとに想定される主な工事の種別等及び予想される工事内容を基に、

表－4.2.1により予測対象とする工事の種別（細別）を選定する。その種別（細別）

に対応するユニットは、以下のように設定する。 

 ①工事の種別（細別）に対して地質条件や工法等が判明しておりユニットの設定

が可能な場合には、該当するユニットを設定する。 

 ②工事の計画段階において、施工手順からあらかじめユニットが設定できる場合

には、該当するユニットを設定する。 

 ③工事の計画が具体的に想定できず、ユニットが特定できない場合には事業特性

及び地域特性を勘案しユニットを想定する。 

 図－4.2.5に「土工」における工事の種別等・ユニットの設定例を示す。 

２）予測対象ユニットの選定 

 １）で設定したユニットから予測対象とするユニットを以下のように選定する。 

  ①工事の区分において地域特性及び事業特性を勘案し、環境影響の最も大きいユ

ニットを予測対象ユニットとして選定する。 

  ②ただし、工程等により、複数の種類のユニットが同時に稼働する場合には、こ

敷地の境界線敷地の境界線

土工（盛土）の場合

工事計画幅

敷地の境界線敷地の境界線

土工（切土）の場合

工事計画幅

敷地の境界線

橋梁・高架の場合

工事計画幅

敷地の境界線

壁高欄壁高欄

敷地の境界線

（坑口）

トンネルの場合

工事計画幅

敷地の境界線

　　（坑口）
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れら複数の種類のユニットを選定する。 

 図－4.2.5で選定した工事の種別等・ユニットから予測対象ユニットを選定した

例を図－4.2.6に示す。 
 

 
道路土工

 
掘削工 土砂掘削

※イ） 
 
 
※イ） 
 
 
※ロ） 
 
 
※ロ） 
 

   
 

 

 硬岩掘削

 路床盛土工 路床盛土

  
路体盛土工 路体盛土

  
法面整形工 法面整形工(掘削部) ※ロ） 

 
 
※ロ） 

   
 法面整形工(盛土部) 

 

 

地盤改良工  ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ ※ハ） 
 

                                                                          
法面工 植生工 種子吹付け ※ニ） 

 

 

擁壁工 現場打擁壁工 現場打擁壁 ※ホ） 
 

 

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ※ヘ） 
 

 
※イ）地質条件が土砂及び硬岩系であると判明しているため、土砂掘削、硬岩掘削を設定。

地質条件が判明していない場合には、地域特性及び事業特性を勘案しユニットを設定。 

※ロ）道路土工の施工手順を考えた場合、必ず設定される種別・ユニットを設定。 

※ハ）地盤改良工は行うものの、工法等を特定できない場合には、地域特性及び事業特性を

勘案しユニットを設定。 

※ニ）法面工に対する工法が特定できているユニットを設定。 

※ホ）擁壁工に対する工法が特定できているユニットを設定。 

※ヘ）舗装工に対する舗装種別が特定できているユニットを設定。 

 

図－4.2.5 工事の区分ごとの工種・ユニットの設定例 
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道路土工 掘削工 土砂掘削
※イ）  
  

   

 

 硬岩掘削

 路床盛土工 路床盛土

  
路体盛土工 路体盛土 

 
法面整形工 法面整形(掘削部) ※ロ） 

   

 法面整形(盛土部)

 

地盤改良工  ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ   

 

法面工  植生工 種子吹付け ※ロ)  

 

擁壁工  現場打擁壁工 現場打擁壁   

 

舗装工  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   

 

：選定したユニット 

※イ）掘削工のユニットから、環境影響が大きいユニットとして選定。 

※ロ）工程上、土砂掘削と同時に法面整形及び種子吹付けを行うことが明らかであるため、 

対象ユニットとして選定（複数の種類のユニットの選定）。 

 

図－4.2.6 予測対象ユニットの選定例 

*5「その数」 

 道路土工におけるユニット数は、以下の式を用いて算定する方法がある。 

        ユニット数＝年間最大土工量( m
3 )／｛年間工事日数(日)×ユニットの日当り施 

          工能力( m
3/日/ユニット)｝ 

 

 年間最大土工量、年間工事日数、ユニットの日当り施工能力の設定については、

以下の方法がある。 

①年間最大土工量 

  年間最大土工量の算出について、図－4.2.7のように全国の事例から調査した各

工事の区分ごとの全盛土量及び全切土量と年間最大土工量の関係（図の斜線の範囲

内）から求める方法がある。 

②年間工事日数 

  年間工事日数は、地域特性から降雨および降雪日数を設定し、次式により求める

ことができる。 

                     年間工事日数＝365日－休日日数－降雨および降雪日数 

③ユニットの日当り施工能力 

  ユニットが掘削工及び盛土工の場合におけるユニットの日当りの施工能力は、
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「国土交通省土木工事積算基準(国土交通省大臣官房技術調査課監修)」を用いて設

定することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     各工事の区分ごとの全盛土量及び全切土量 

図－4.2.7 各工事の区分ごとの全盛土量及び全切土量と年間最大土工量の関係 
 

*6「施工範囲とユニットの配置」 

 建設機械の施工範囲とユニットの配置は、予想される工事内容や住居等の保全対

象の位置等を考慮して設定する。 

 施工範囲とユニットの配置方法としては、次のようなものがある。 

①施工範囲が特定される場合 

ユニットが定置機械で施工範囲が特定される場合、施工範囲とユニットの配置の

例を図－4.2.8に示す。 

 

図－4.2.8 施工範囲が特定される場合の施工範囲とユニットの配置例 

 

②施工範囲が特定されない場合 

 ユニットが移動型で位置の特定が困難な場合の例は、図－4.2.9に示すとおりであ

る。 

図－4.2.9 施工範囲が特定されない場合の施工範囲の配置例  

(万m3) 

年
間
最
大
土
工
量 

40 

40 万m3

年間最大土木工事量の上限  

予測地点

工事の区分延長(L) 

工事計画幅(W) 

ユニット２稼働範囲 

ユニット１稼働範囲 

0 

ユニット

予測地点

工事の区分延長(L) 

工事計画幅(W) 
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 *7「ユニットの騒音源データ2)3)4)5)」 

 建設作業に伴って発生する騒音は表－4.2.3に示すように、その種類によって時間

変動特性が異なっている。騒音規制法は騒音の時間変動特性に応じて評価量を定め

ており、ASJ CN-Model 2007ではユニットのＡ特性実効音響パワーレベルから計算し

た実効騒音レベル LAeff（等価騒音レベルと定義式は同じだが、一般に等価騒音レベ

ルはあらかじめ約束されたかなりの長時間にわたる騒音レベルのエネルギー平均値

を表す場合に用いられるのに対して、建設作業のように限られた時間における騒音

レベルのエネルギー平均値を表す量としてASJ CN-Model 2007において定義してい

るものである。長時間にわたる等価騒音レベル LAeq を算出するためには、工法毎

に長時間にわたるパワーレベルの調査を行い、必要なデータを収集整理した上で行

わなければならない。）に補正値 ∆L を加えて評価量 LA5(又はLA,Fmax，LA,Fmax,5）

を計算することとしている(計算式は解説4.2.1)。実測に基づくユニットの騒音源デ

ータを表－4.2.4に示す。 

 

        LA5 ( 又はLA,Fmax，LA,Fmax,5 ) = LAeff  + ∆L ････････（解説4.2.1） 

 

 建設作業は施工サイクルの中に様々な時間変動特性が含まれている。図－4.2.10

は既製杭工の例であるが、機械移動から杭建込までは変動騒音、溶接時は定常騒音、

モンケン打撃時は分離衝撃騒音となっている。そのためＡ特性実効音響パワーレベ

ルや変換値 ∆L は、どの作業段階に着目するかで異なる値となるが、最終的に求め

る評価量 LA5( 又はLA,Fmax，LA,Fmax,5 ）を支配する作業のＡ特性実効音響パワーレ

ベルとそれに対応する ∆L を設定する必要がある。算出方法は以下のとおりとした。 

①Ａ特性実効音響パワーレベル 

 既製杭工に見られる衝撃騒音や移動式クレーンによる間欠騒音のように、建設工 

事では発生する騒音の特徴として衝撃性や変動性を有するものが多い。騒音規制法

においても評価量を騒音の時間変動特性に応じ設定している。騒音の時間変動特性

に応じたＡ特性実効音響パワーレベルの設定方法を以下のとおりとした。 

 なお、ユニットは点音源とみなした。 

ⅰ.変動騒音・定常騒音 

 Ａ特性実効音響パワーレベルはユニットの周囲の複数の測定点における実効騒音

レベルから計算したものをエネルギー平均した。 
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ここで、 LWAeff  : ユニットのＡ特性実効音響パワーレベル  ( dB ) 

 m : 測定点の数 

 LWAeff, i : 測定点iでの実効騒音レベルから算出したＡ特性実効音響パ

ワーレベル ( dB ) 

 LAeff, i : 測定点 i での実効騒音レベル ( dB ) 

 ri  : ユニットから測定点 i までの距離  ( m ) 

 S0  : 基準とする面積  ( m2
 )  S0 = 1 m2 

 

表－4.2.3 騒音の種類と表示方法    

種   類   定常騒音                         非  定  常  騒  音 

   変動騒音     間欠騒音            衝 撃 騒 音 

  分離衝撃騒音  準定常衝撃騒音

JIS Z 8731

における表

現 

ﾚﾍﾞﾙ変化が小さ

く,ほぼ一定とみ

なされる騒音 

ﾚﾍﾞﾙが不規則か

つ連続的にかな

りの範囲にわた

って変化する騒

音 

間欠的に発生し,

一回の継続時間が

数秒以上の騒音 

個々に分離できる

衝撃騒音 
(衝撃騒音：継続

時間が極めて短

い騒音) 

ﾚﾍﾞﾙがほぼ一定で

極めて短い間隔

で連続的に発生
する衝撃騒音 
 

時間変動特

性の例 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

騒音源の例 発動発電機 ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ＊ 
ﾊﾞｯｸﾎｳ＊ 
ｱｰｽｵｰｶﾞ 

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ 

移動式ｸﾚｰﾝ（吊り

上げ作業） 
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ＊ 
油圧ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ＊ 
ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ 

ﾌﾞﾚｰｶ＊ 

騒音規制法
に基づく表

現 

騒音計の指示値
が変化せず、又は

変動が少ない場

合 

騒音計の指示値
が不規則かつ大

幅に変動する場

合 

騒音計の指示値が
周期的又は間欠的

に変動し、 
①その指示値の最
大値が概ね一定の

場合 
②その指示値の最
大値が一定でない

場合 

騒音計の指示値が
周期的又は間欠的

に変動し、 
①その指示値の最
大値がおおむね一

定の場合 
②その指示値の最
大値が一定でない

場合 

騒音計の指示値が
周期的又は間欠的

に変動し、その指

示値の最大値が概
ね一定の場合 

騒音評価量 騒音計の指示値

又はその平均値 
 

測定値の90％ﾚﾝｼ

ﾞの上端の数値 
①変動ごとの指示

値の最大値の平
均値 
②変動ごとの指示

値の最大値の90％
ﾚﾝｼﾞの上端の数値

①変動ごとの指示

値の最大値の平
均値 
②変動ごとの指示

値の最大値の90％
ﾚﾝｼﾞの上端の数値 

変動ごとの指示値

の最大値の平均
値  

記号 LA LA5 ①LA,Fmax 
②LA,Fmax,5 

①LA,Fmax 
②LA,Fmax,5 

LA,Fmax 

  注）表中の＊は、騒音規制法に規定する特定建設作業で使用される建設機械である。 

  

騒
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表－4.2.4 ユニットの騒音源データ 

種 別 ユ ニ ッ ト 

時間変
動特性 

評価量 
LWAeff  

(dB) 

ΔL 
(dB) 

掘削工 

土砂掘削 変動 LA5 103 5 

軟岩掘削 変動 LA5 113 6 

硬岩掘削 変動 LA5 116 5 

盛土工（路体、路床） 盛土（路体、路床） 変動 LA5 108 5 

法面整形工 
法面整形(盛土部) 変動 LA5 100 5 

法面整形(掘削部) 変動 LA5 105 5 

路床安定処理工 路床安定処理 変動 LA5 108 5 

サンドマット工 サンドマット 変動 LA5 105 5 

バーチカルドレーン工 サンドドレーン・袋詰めサンドドレーン 変動 LA5 110 5 

締固改良工 サンドコンパクションパイル 変動 LA5 111 5 

固結工 

高圧噴射撹拌 変動 LA5 103 3 

粉体噴射撹拌 変動 LA5 103 3 

薬液注入 変動 LA5 107 6 

法面吹付工 法面吹付 変動※1 LA5 103 3 

植生工 客土吹付 定常 LA5 101 - 

アンカー工 アンカー 変動 LA5 114 6 

現場打擁壁工 

コンクリートポンプ車を使用したコンクリート工 変動 LA5 105 5 

現場打カルバート工 

RC躯体工 

現場打躯体工 

既製杭工 

ディーゼルパイルハンマ 衝撃 LA,Fmax,5  
134 9 

油圧パイルハンマ 衝撃 LA,Fmax,5  
121 8 

中掘工 変動 LA5  103 5 

鋼管矢板基礎工 

油圧パイルハンマ 衝撃 LA,Fmax,5  
126 9 

中掘工※2
 変動 LA5 [109] [5]

場所打杭工 

オールケーシング工 変動 LA5 106 6 

硬質地盤オールケーシング 変動 LA5 110 5 

リバースサーキュレーション工 変動※1 LA5 103 3 

アースドリル工※2
 変動 LA5 106 5 

アースオーガ工 変動 LA5 [101] [5]
ダウンザホールハンマ工 変動 LA5 119 6 

深礎工 深礎工（機械掘削） 変動 LA5 103 5 

土留・仮締切工 

鋼矢板 （バイブロハンマ工） 変動 LA5 112 6 

鋼矢板 （高周波バイブロハンマ工） 変動 LA5 113 5 

鋼矢板（ウォータージェット併用バイブロハンマ工） 変動 LA5 114 5 

鋼矢板 （オールケーシング併用バイブロハンマ工） 変動 LA5 106 5 

鋼矢板 （油圧圧入引抜工） 変動 LA5 102 5 

鋼矢板 （アースオーガ併用圧入工） 変動 LA5 102 5 

オープンケーソン工 オープンケーソン 変動 LA5 106 5 

ニューマチックケーソン工 ニューマチックケーソン 変動 LA5 104 5 

地中連続壁工 地中連続壁 変動 LA5 107 3 

架設工 
鋼橋架設 衝撃 LA,Fmax,5  

118 8 

コンクリート橋架設 変動 LA5 100 5 

掘削工（トンネル） トンネル機械掘削 変動 LA5 109 3 

掘削工（トンネル） 掘削工(ずり出し） 変動 LA5 110 6 

構造物取り壊し工 

構造物取り壊し※3
 衝撃 LA,Fmax,5  

119 8 

構造物取り壊し（圧砕機） 変動 LA5  105 5 

構造物取り壊し（自走式破砕機による殻の破砕） 変動 LA5  111 3 

旧橋撤去工 旧橋撤去 間欠 LA,Fmax,5  
119 8 

アスファルト舗装工 
路盤工(上層・下層路盤) 変動 LA5 102 6 

コンクリート舗装工 

アスファルト舗装工 表層・基層 変動 LA5 106 5 

コンクリート舗装工 コンクリート舗装 変動 LA5 106 5 

基礎・裏込め砕石工 基礎・裏込め砕石工 変動 LA5 103 4 
※1 短時間でみれば定常騒音であるが、 長時間でみると変動騒音である。 
※2 国土交通省土木工事積算基準書に記載されていないが施工例があるため参考として記載した。 
※3 火薬類、圧砕機によるものを除く。 
[ ]は環境保全措置の効果予測等における参考値とする。 
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図－4.2.10 既製杭工１サイクルの騒音レベルの変動例 

 

ⅱ.準定常衝撃騒音 

  ユニットの周囲の複数の測定点における単発騒音暴露レベルからそれぞれＡ特性

音響エネルギーレベルを計算し測定点でエネルギー平均し、さらに観測時間当たり

の標準的な発生回数を考慮してユニットの見かけのＡ特性実効音響パワーレベルを 

算出した。 
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ここで、 LWAeff : ユニットの見かけのＡ特性実効音響パワーレベル ( dB ) 

 LJA : ユニットのＡ特性音響エネルギーレベル ( dB ) 

 N : 観測時間内の衝撃騒音の発生回数 

 T : 観測時間 ( s ) 

 m : 測定点の数 

 LJA,i : 測定点 i での単発騒音暴露レベルから算出したＡ特性音響

エネルギーレベル ( dB ) 

 LAE,i : 測定点iでの単発騒音暴露レベル ( dB ) 

 ri : ユニットから測定点iまでの距離  ( m ) 

 S0 : 基準とする面積 ( m2
 )  S0 = 1 m2 
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 なお、（解説4.2.2）、（解説4.2.3）により算出したＡ特性実効音響パワーレベル

もある。 

 

ⅲ.間欠騒音・分離衝撃騒音 

 ユニットの周囲の複数の測定点における単発騒音暴露レベルからそれぞれＡ特性

音響エネルギーレベルを計算し測定点でエネルギー平均し、さらに継続時間を考慮

しユニットの見かけのＡ特性実効音響パワーレベルを算出した。 
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 ここで、 LWAeff : ユニットの見かけのＡ特性実効音響パワーレベル ( dB ) 

 LJA : ユニットのＡ特性音響エネルギーレベル ( dB ) 

 t : 継続時間 ( s ) 

 m : 測定点の数 

 L JA,i : 測定点 i での単発騒音暴露レベルから算出したＡ特性音響

エネルギーレベル ( dB ) 

 LAE,i : 測定点 i での単発騒音暴露レベル ( dB ) 

 S0 : 基準とする面積 ( m2
 )  S0 = 1 m2 

 

②LA5（又はLA,Fmax、LA,Fmax,5）への変換のための∆L2)3)4)5)   

 ∆Lを算出するためには、騒音レベルの瞬時値の分布を明らかにすることが必要で

ある。騒音レベルの瞬時値が正規分布するとみなすとLA5とLAeffの関係は、標準偏差

σを用いて次式で与えられる。 

 

 LA5 = LAeff + 1.645σ－0.115σ2 ････････ （解説4.2.10）

 σ = ( LA5－LA95 ) / 3.29 ････････ （解説4.2.11）

 

 平成10年度に建設省で測定した変動騒音の∆Lは正規分布を仮定した計算値とよ

く一致しており、σの値より実務上簡易に求められるように次のとおり設定した。 

  （変動騒音） 

0 ＜ σ ≦ 2 ∆L = 3 dB 

2 ＜ σ ≦ 4 ∆L = 5 dB 
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4 ＜ σ  ∆L = 6 dB 

 

 また、衝撃騒音については、標準偏差 σ  と変換値 ∆L の関係を数式で示せないが、

変動騒音と同様に実測データから次のように設定した。 

 

（衝撃騒音） 

0 ＜ σ ≦ 4 ∆L = 5 dB 

4 ＜ σ ≦ 8 ∆L = 8 dB 

8 ＜ σ  ∆L = 9 dB 

 

 *8「予測条件がこれを適用できない場合」    

 予測の対象とするユニットが移動型で位置の設定が困難な場合は、一定の施工範

囲内を一様に動くものとして、当該ユニットが有する音響パワーが施工範囲内に一

様に分布している面音源（図－4.2.11）を想定して騒音レベルを予測する。 

 実効騒音レベルの計算式は（解説4.2.12）となるが、音源を図－4.2.12のように

分割した場合の計算式は（解説4.2.13～4.2.15）となる。音源の分割においてはAS

J CN-Model 2007の「参考資料Ｋ：音源が面的広がりを持つ場合の扱い」を参考と

し、音源要素の最大寸法が音源要素の中心から予測地点までの距離の 1/1.5 以下と

なるように設定する(解説4.2.16)。 

 評価量 LA5 (又はLA,Fmax, LA,Fmax,5)はユニット内の特定機械が変動騒音を発生しな

がら移動する場合は音源における音の時間変動と音源から受音点までの距離の変

動による音の時間変動を考慮した数値計算により算出することを原則とする。また、

ユニットが定常音を発生しながら移動する場合で面内の各発生位置から予測地点

までの距離により騒音レベルが単調に減少する場合の評価指標 LA5 は発生源と予

測地点の配置から計算できる。図－4.2.13に示すように予測地点までの距離がr以

下の面積 ∆S が発生源全体の面積 S の 5% となるような r を求めると LA5 は発生

源の位置を r の円弧上とみなした値と等しくなることから計算できる。 

  その他、予測条件、現場条件等が特殊な場合は条件に応じて適切な予測手法を適

用する。 

        

   図－4.2.11 発生源が面音源の場合の予測          図－4.2.12 音源の分割 

 

予測地点( x,y,z )

dS r
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∆ xi
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ここで、 LAeff : 予測地点における実効騒音レベル ( dB ) 

 A : 発生源領域 R の面積 ( m2
 ) 

 S0 : 基準とする面積  ( m2
 )  S0 = 1 m2 

 r   : 面積要素 dS から予測地点までの距離 ( m ) 

 LWAeff : 音源のＡ特性実効音響パワーレベル ( dB ) 

 ∆Lcor : 面積要素 dS からの騒音に対する伝搬に影響を与える各種

要因に関する補正量（回折に伴う減衰に関する補正量 ∆Ldif 

( dB )、地表面の影響に関する補正量 ∆Lgrnd ( dB )、空気の

音響吸収の影響に関する補正量 ∆Lair ( dB )、その他の影響

要因に関する補正量 ∆Letc ( dB )）の和 
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 ∆xi  < ri /1.5  かつ ∆yi < ri /1.5 ････････ （解説4.2.16)

ここで、 LAeff : 予測地点における実効騒音レベル  ( dB ) 

 LAeff,i : 分割した音源  i による予測地点における実効騒音レベル  ( 

dB ) 

 M : 音源の分割数 

 LWAeff,i : 分割した音源  i のＡ特性実効音響パワーレベル  ( dB ) 

 ri   : 分割した音源iから予測地点までの距離  ( m ) 

 S0    : 基準とする面積  ( m2
 )   S0 = 1 m2 

 ∆Lcor,i : 分割した音源iからの騒音に対する伝搬に影響を与える各種

要因に関する補正量（回折に伴う減衰に関する補正量  ∆Ldif 

( dB )、地表面の影響に関する補正量  ∆Lgrnd ( dB )、空気の

音響吸収の影響に関する補正量  ∆Lair ( dB )、その他の影響

要因に関する補正量  ∆Letc ( dB )）の和 

 ∆xi, ∆yi : 分割した音源  i の大きさ  ( m ) 

 A : 発生源領域  R の面積  ( m2 ) 

 n : ユニットの数 

 LWAeff,j : ユニット  j のＡ特性実効音響パワーレベル  ( dB ) 
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図－4.2.13 LA5の予測 

 

 

 *9「予測地点の高さ」 

 騒音規制法（特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準）では、建

設作業騒音は、特定建設作業が行われる敷地の境界線において規制されている。な

お、地上高さは明確に示されていないが、測定方法が示されている日本工業規格Z 

8731では、測定点は屋外において地上 1.2 ～  1.5 m の高さとされている。このこと

から、建設作業騒音の稼働に伴う騒音の予測地点の高さは地上 1.2 m とすることを

基本とする。 

 *10「予測の不確実性の程度」 

 予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 

  

予測地点

r

ΔＳ
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4.2.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

   予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

 は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

 び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

 ている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。

 その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討 の段階に

おける環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

   (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3 

   (2) 環境保全措置の効果*4、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況

の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

    (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響 

  ４）事後調査 

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施*5する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる

場合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

 環境保全措置の例、効果の内容等を表－4.2.5に示す。 

ア．保全効果の検討方法   

 保全効果の検討においては、参考予測手法による他、保全措置の内容により適切

な方法を選択する。 

例１： 騒音対策を施した建設機械を使用する場合の騒音低減効果を標準的な機械

   と比較して算出する際にASJ CN-Model 2007の機械別予測法を適用。 

例２： 遮音壁の効果を敷地の境界線以外で評価する場合に評価量として実効騒音

   レベルを採用。 

イ．遮音壁等の騒音低減効果の計算 

  遮音壁等の回折減衰量および透過損失は、ASJ CN-Model 2007により算出するもの

とするが以下の点に留意するものとする。 
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表－4.2.5 環境保全措置の種類、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 
実施に伴い生じるおそれのある他の環境

への影響 

低騒音型建設機械及び超低騒

音型建設機械の採用注１） 

騒音の発生の低減が見込

まれる。 

他の環境要素への影響はない。 

低騒音工法への変更 騒音の発生の低減が見込

まれる。 

他の環境要素への影響はない。 

遮音壁などの遮音対策 

 

遮音による低減効果が見

込まれる。 

大気質への影響が緩和される。日照阻害

に対する影響が生じるおそれがある。 

建設機械を保全対象から離す。 距離減衰による騒音低減

が見込まれる。 

大気質、振動への影響が緩和される。 

作業方法の改善注２） 騒音の発生の低減が見込

まれる。 

他の環境要素への影響はない。 

     注1)「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年建設省告示 1536号）に基づき

指定された建設機械 
     注2) ①作業者に対する資材の取扱いの指導 
          ②停車中の車両等のアイドリングを止める。 
          ③建設機械の複合同時稼働、高負荷運転を極力避ける。 
          ④不必要な音の発生を防ぐ等。 

 

 遮音壁が敷地の境界線から十分離れた場所に設置される場合は、敷地の境界線に

おける効果をもって評価できる。しかし、遮音壁を敷地の境界線の近傍に設置する 

      と予測地点（図－4.2.14のＡ点)よりも発生源から離れた位置で騒音レベルが大き

くなる場合もある。このため敷地外で騒音レベルが最も大きくなる地点（図－4.2.

14のＢ点）での予測値を対策後の予測値とする。 

 なお、敷地の境界線周辺に住居等の保全対象があり、遮音壁等の環境保全措置の

効果を把握する必要がある場合は、住居等が存在する代表的な地点（図－4.2.14の

Ｃ点）において予測することも可能である。ただし、この地点は騒音規制法に規定

された地点とは異なるため、評価には LAeq を用い、複数のユニットが同時に稼動す

る場合には、個々のユニットによる予測点における寄与を合成し、環境保全措置の

有無による回避低減の効果を示すこととする。 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

 ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

 *3「実施の内容」 

 「実施の内容」としては予測対象の工種等に対して、採用する環境保全措置の種

類、実施位置等をできる限り具体的に記載する。 

 *4「環境保全措置の効果」 

 「環境保全措置の効果」は、採用する環境保全措置を講ずる前後の予測結果を用

いて、定量的又は定性的に効果を記載する。 

 *5「事後調査を実施」 

 建設機械の稼働に係る騒音の参考予測手法は、発生源の種類（工事の種別等）毎

に実測データを基に設定したＡ特性実効音響パワーレベル、および音の伝搬理論式

を用いた予測を行う。従って、予測式は環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積
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されたものと判断でき、一般的に不確実性は小さいと考えられる。また、環境影響

の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、遮音壁などの遮音対策や低騒音工

法への変更等、効果が確実に期待できる環境保全措置を工事の状況を観察しながら

行うことができるため、環境影響の程度が著しいものとなるおそれは小さいと考え

られる。従って事後調査の必要性は、一般的に小さいと考えられる。 

 しかし、知見が不十分で、その効果が予測できないような新たな環境保全措置を

講じる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、事後調査を実施する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2.14 遮音壁を設置する場合の予測地点の考え方 
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4.2.8 評価の手法 

 評価の手法は以下による。 

  １）回避又は低減に係る評価 

   調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏

まえ、建設機械の稼働に係る騒音に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保

全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすること

により行う。 

  ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測

の結果との間に整合が図られているかどうか*2を評価する。 

 

【解 説】 

*1「基準又は目標」 

 建設機械の稼働に係る騒音において整合を図る基準又は目標は、表－4.2.6のとお

りである。 

表－4.2.6  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 環境要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

騒  音 建設機械の稼働 

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基 

準（昭和43年11月27日 厚・建告第1号）及び関係する 

地方公共団体の定める基準 

（注）騒音規制法第一条、第三条及び第十五条には、以下のとおり記されている。 

第一条 生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 

第三条 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で騒

音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等にお

いて発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しな

ければならない。 

第十五条 市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、

夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣

の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわ

れると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するた

めに必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべ

きことを勧告することができる。  

２ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つて

いるときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方

法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。  

３ 市町村長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業につい

て前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、当該建設工事の円滑な実施について特

に配慮しなければならない。 
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*2「整合が図られているかどうか」 

 特定建設作業の規制に関する基準及び関係する地方公共団体の定める基準との整

合性の考え方は、特定建設作業の規制に関する基準及び関係する地方公共団体の定

める基準を超えないことを原則とし、そのことをもって、整合が図られているとす

る。 

 一方、省令第二十六条第四号ロには「工事の実施に当たって長期間にわたり影響

を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められ

ているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られ

ているかどうかを検討するもの。」と記載されている。また「騒音に係る環境基準

について」（平成10年9月30日 環境庁告示第64号）第３では「この環境基準は、航

空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。」と記載されて

いる。 

 事業者としては、工事により長期間にわたり騒音に係る影響が懸念される場合、

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」と整合が図られている

こととするだけでなく、環境を保全する上で、建設機械の稼働に係る騒音に関する

影響を実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減することに十分配慮するべきで

ある。 

 

 

 



 - 4-2-34 -

引用文献 

1)日本音響学会 建設工事騒音予測調査研究委員会:建設工事騒音の予測モデル“ASJ 

CN-Model 2007”,日本音響学会誌,Vol.64,No.4,pp229-260,2008. 

2)三宅龍雄,高木興一,村松敏光,新田恭士:準定常衝撃騒音の等価騒音レベルと時間

率騒音レベルについて,日本音響学会講演論文集秋季,pp.743-744,1999. 

3)新田恭士,村松敏光,三宅龍雄:建設工事騒音予測における等価騒音レベルの導入,

日本音響学会講演論文集秋季,pp.745-746,1999. 

4)新田恭士,村松敏光:環境アセスメントにおける建設工事騒音予測手法について,日

本音響学会騒音振動研究会資料N-99-44,1999. 

5)山元弘，林輝，吉永弘志，吉田潔:建設工事騒音・振動・大気質の予測に関する研

究（第三報）,土木研究所資料第4010号,pp.27-130,2006. 

 

参考図書 

◎朝倉義博,村松敏光,持丸修一,新田恭士:工事中の環境影響評価手法,土木技術資料,

41-8,pp.42-47,1999. 

◎橘秀樹,山本貢平:建設工事騒音の伝搬計算方法の基本的考え方,日本音響学会講演

論文集,pp.721-722,1998. 

◎日本規格協会:環境騒音の表示・測定方法 JIS Z 8731,1999. 

◎（社）日本建設機械化協会:建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 第３版,200

1. 

◎国土交通省総合政策局建設施工企画課,北海道開発局事業振興部機械課,各地方整

備局道路部機械課,独立行政法人土木研究所技術推進本部:工事の実施による大気環

境に係わる環境影響評価に関する研究,平成15年度 国土交通省国土技術研究会論文

集,2003 

◎国土交通省総合政策局建設施工企画課,北海道開発局事業振興部機械課,各地方整

備局道路部機械課,独立行政法人土木研究所技術推進本部:工事の実施による大気環

境に係わる環境影響評価に関する研究,土木技術資料46-3,pp.26-29,2004 

◎吉永弘志,林輝,吉田正:工事騒音の予測手法,土木技術資料46-10,pp.66-71,2004 

◎林輝,吉永弘志,山元弘:工事の実施による大気環境に係わる環境影響評価に関する

研究,平成16年度建設施工と建設機械シンポジウム論文集,pp.149-154 

◎星隈順一,吉永弘志:環境影響評価法に対応した工事大気環境の予測評価手法,建設

の施工企画,No.664,pp.13-16,2005 

◎村松敏光,持丸修一,朝倉義博,新田恭士:建設工事騒音・振動・大気質の予測に関す

る研究（第一報）,土木研究所資料第3681号 

◎吉田正,荒井猛,林輝,吉永弘志,山口崇:建設工事騒音・振動・大気質の予測に関す

る研究（第二報）,土木研究所資料第3901号 

 



 - 4-3-1 -

Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

４．騒 音 

4.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「4.3 資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行に係る騒音」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務

省令*1の改正および騒音の予測計算に関する新たな知見を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 4.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 
 

平成12年10月 土木研究所
資料第3743
号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部
機械研究室  

初版 
 

前室長 
研究員 
室長 

村松敏光 
新田恭士 
江本 平 

平成19年6月 土木研究所
資料第4058
号 

独立行政法人土木研究所 技術
推進本部 先端技術チーム 

主務省令の改正 
 

主席研究員 
前総括主任研究員 
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成25年3月 国土技術政
策総合研究
所資料第714
号 

国土交通省国土技術政策総合研
究所環境研究部道路環境研究室

主務省令の改正 
新たな知見 
( ASJ RTN-Model 2008)
の反映 室 長 

主任研究官 
角湯克典 
吉永弘志 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号）
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「4.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音」の概要 

  資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、「工事用車両」という。）の運行に係る騒

音についての調査は、予測地点の設定及び予測を適切に行うため、騒音の状況及び沿道

の状況を対象に行う。予測は、参考手法による場合、日本音響学会提案の ASJ RTN-Mode

l 2008１）(以下、「ASJ RTN-Model」という。)とする。予測結果から、環境影響がない

又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価

は、回避・低減、騒音規制法第１７条に基づく指定地域内における自動車騒音の限度と

の整合性、及び騒音に係る環境基準との整合性の観点から行う。 
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図－4.3.1  「工事用車両の運行に係る騒音」における調査、予測及び評価の流れ 

4.3.1 事業特性の把握 
１）対象道路実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
  ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高

架）、概ねの位置、延長 
  ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される

概ねの位置 
 ③想定される主な工種等 
 

4.3.2 地域特性の把握 
１）自然的状況 
 ①騒音の状況 
 ②地質の状況 
２）社会的状況 
 ①土地利用の状況 
 ②交通の状況 
 ③学校、病院等の配置の状況及び住宅の配置の概況 
 ④環境の保全を目的とする法令等の状況 

4.3.3 項目の選定 
 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上及び土地
利用上から住居等の将来の立地が計画されている場合 

4.3.4 調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手法より簡略な手法又
は参考手法より詳細な手法を選定する。 
１）参考手法より簡略化された手法を選定する場合 
 調査すべき情報が文献により入手できる場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する。 
２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 
 道路構造が複雑な場合など参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難な場合は、予測の手法として、参考手法

より詳細な手法を選定する。 

4.3.6 予測の手法 
予測の前提条件の設定 
 予測断面、資機材及び機械の運搬に用いる車両の平均日交通量を設定す
る。 
参考予測手法 
１）予測の基本的な手法 
 ASJ RTN-Model によりLAeqを予測する。 
２）予測地域 
 予測地域は、調査地域と同じとする。 
３）予測地点 
 原則として工事用道路の接続が予定される既存道路など、工事用車両が

既存交 通に合流する主要地点近傍で、当該既存道路沿道の状況を勘案
し、設定する。 

４）予測対象時期等 
 工事の区分ごとに環境影響が最も大きくなると予想される時期とする。

参考手法より詳細な手法 
模型実験又は音響数値解析などにより、

騒音の伝搬特性を把握する。 

 

4.3.7 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環境

影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討等

を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴う環

境への影響を明らかにする。 

4.3.8 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 

4.3.5 調査の手法 
参考調査手法 
１）調査すべき情報 
 ①騒音の状況、②沿道の状況 
２）調査の基本的手法 
 既存資料収集、及び現地調査 
３）調査地域 
 調査地域は、工事用道路の既存道路への接続が予想される既存道路の影

響範囲内において住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる
地域とする。 

４）調査地点 
 予測地点に対応させ、調査地域を代表する騒音の状況、沿道の状況が得

られる箇所を設定する。  
５）調査期間 
 騒音が一年を通じて平均的な状況を呈する日の建設機械が稼働する時間

帯とする。 

参考手法より簡略な手法 
現地調査を省略。 
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4.3.1 事業特性の把握 

  事業特性については、計画の熟度に応じ、工事用車両の運行に係る騒音の調査及び予

測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1」

を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

  (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長

   (2) 工事用施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

  (3) 想定される主な工種等*3 

 

  【解 説】 

    これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業の実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事

等の概ねの位置、住居等の保全対象（「4.3.2 地域特性の把握」で把握する）との位置

関係を把握するために必要である。環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内

に住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上、土地利用上から住居等の将来の

立地が計画されている場合、項目を選定する。詳細は、「4.3.3 項目の選定」を参照の

こと。 

２）調査及び予測に用いる事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査地

点及び予測地点の設定において必要な情報である。詳細は「4.3.5  調査の手法」及び「4.

3.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1 「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

*2「工事計画の概要」 

「4.2.1 事業特性の把握」*2 を参照のこと。 

 *3「工種等」 

「4.2.1 事業特性の把握」*3を参照のこと。 
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4.3.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最新の

文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、

工事用車両の運行に係る騒音に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業にお

いて「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、

不足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

   (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①騒音の状況 

       騒音の状況、環境基準の確保の状況、騒音規制法に基づく自動車騒音の限度の

確保の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

   ①地質の状況 

     地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

   (1) 土地利用の状況 

     土地利用の現況、土地利用計画の状況 

   (2) 交通の状況 

      主要な道路の位置、交通量等の状況 

   (3) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況  

       学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人

ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地

の面整備計画の状況 

   (4) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該 

       対象に係る規制の内容その他の状況 

     ①幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第34号）第五条第１項の

規定により指定された沿道整備道路 

   ②環境基本法（平成5年法律第91号）第十六条第１項の規定により定められた 

騒音に係る環境基準の類型の指定状況 

   ③環境基本法（平成5年法律第91号）第十七条の規定により策定された公害防止

計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等） 

     ④騒音規制法（昭和43年法律第98号）第三条第１項及び第十七条第１項に基づく

自動車騒音の限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

   ⑤都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定により定めら

れた用途地域 

 

 【解 説】 

 これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測及び評価の実施に
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必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

 項目の選定に係る地域特性として、「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、

児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、

「集落の状況」、「住宅の配置の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。

また、「土地利用計画の状況」及び「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の

保全対象の立地状況を想定する。これらと、「4.3.1 事業特性の把握」で整理した対象

道路事業実施区域の位置関係から、項目の選定について検討する。詳細は、「4.3.3 項

目の選定」を参照のこと。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

 「騒音の状況」、「土地利用の現況」、「住宅の配置の概況」等に関する文献から、

「4.3.5 調査の手法」に示す調査すべき情報が得られる場合は、参考手法より簡略な調

査の手法を選定することができる。詳細は、「4.3.4  調査及び予測の手法の選定」及び

「4.3.5 調査の手法」を参照のこと。 

 また、これらの地域特性は、調査地点や予測地点の概略的な選定にも用いられる。な

お、調査地点や予測地点の具体的選定は、調査結果を踏まえて行うことになる。 

３）調査、予測及び評価に用いる地域特性 

 調査、予測及び評価に用いる地域特性としては、「騒音の状況」、「土地利用の現況」、

「住宅の配置の概況」等は、場合により「4.3.5 調査の手法」に示す調査すべき情報と

して代用され、予測の条件として用いることができる。また、調査地点及び予測地点の

設定、及び評価の基準等との整合性の検討における目標を明らかにするために必要であ

る。詳細は「4.3.5 調査の手法」、「4.3.6  予測の手法」、「4.3.8  評価の手法」を

参照のこと。 

 

 *1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－4.3.1 に示す。 
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表－4.3.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 
抽出する内容 

発行者等 

 
自

然

的
状

況 

騒音の状況 道路周辺の交通騒音状況 騒音の状況、環境基準の確
保の状況、騒音規制法に基

づく指定地域内における自

動車騒音の限度の確保の状
況 

環境省 

都道府県環境白書

市町村環境白書 
都道府県、市町村

地質の状況 土地分類基本調査表層地

質図(1/5万)・土地分類図

表層地質図(1/20万) 

地質の区分及び分布の状況 国土交通省 

地質図（1/5万、1/7.5万、

1/20万） 
（独）産業技術総合

研究所地質調査総合

センター 
土木地質図（1/20万） （財）国土技術セン

ター 
社

会

的
状

況 

土地利用の状況 土地利用図 土地利用の現況、土地利用

計画の状況 
国土地理院 

土地利用現況図 都道府県、市町村

土地利用基本計画図 都道府県 

土地利用動向調査 都道府県 

都市計画図 市町村 

交通の状況 道路交通センサス 主要な道路の位置

交通量等の状況 
国土交通省 
都道府県 

学校、病院その他
の環境の保全につ

いての配慮が特に

必要な施設の配置
の状況 

住宅地図 学校、病院、幼稚園、児童
福祉法に基づく児童福祉施

設（保育所等）、老人ホー

ム、図書館等の配置の状況
、集落の状況、住宅の配置

の概況、将来の住宅地の面

整備計画の状況 

民間 

病院名簿 民間 

教育要覧 都道府県 

土地利用動向調査 都道府県 

社会福祉施設名簿 都道府県 

環境の保全を目的

とする法令等によ
り指定された地域

その他の対象の状

況及び当該対象に
係る規制の内容そ

の他の状況 

都道府県環境白書 幹線道路の沿道の整備に関

する法律第五条第１項の規
定により指定された沿道整

備道路 

都道府県 

例規集等 都道府県等 

都道府県環境白書      環境基本法第十六条第一項

の規定により定められた騒
音に係る環境基準の類型の

指定状況 

都道府県 

例規集等             
                    

都道府県等 
 

都道府県環境白書      騒音規制法第三条第一項及

び第十七条第一項に基づく

指定地域内における自動車
騒音の限度、地域指定状況

、区域の区分、時間の区分

の状況 

都道府県 

例規集等            都道府県等 

都道府県環境白書 環境基本法第十七条第三項
の規定により策定された公

害防止計画の策定の状況 
（策定の時期、計画の期間
、計画の目標値） 

都道府県 

例規集等 都道府県等 

公害防止計画 都道府県 

都市計画図 都市計画法第八条第一項第
一号の規定により定められ

た用途地域 

市町村 
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4.3.3  項目の選定 

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の保

全対象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されて

いる場合に行う。 

 

  【解 説】 

  項目の選定にあたっては、「4.3.1 事業特性の把握」で得られた「工事用道路の設置

が想定される概ねの位置」と「4.3.2 地域特性の把握」で得られた現在又は将来の住居

等の保全対象の位置関係から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかに

するものとする。 

 

  *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

 「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」とは、既存の道路を工事用

車両が運行するときの当該工事用車両による騒音の影響範囲をいう。この既存の道

路においては対象道路事業により交通の状況等が異なるため、その沿道の騒音状況

も異なる。従って、既存の道路の沿道において当該工事用車両による騒音の影響範

囲を一律に設定することができない。 
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4.3.4  調査及び予測の手法の選定 

 調査及び予測の手法は、4.3.5-1及び4.3.6-2に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性

及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より簡略な

手法、あるいは、より詳細な手法を選定する場合として、以下のような場合が想定され

る。 

１）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

 調査すべき情報が、文献等により入手できる場合*1は、参考手法より簡略な調査の

手法を選定できる。 

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

 道路構造が複雑な場合など*2参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難で、環

境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、予測の手法として、参考手法

より詳細な手法を選定する。 

 

 【解 説】 

 調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案して選定

する。上記では、省令第八条第３項に基づき参考手法より簡略な手法を選定する場合の

要件を具体的に示した。 

 

 *1「文献等により入手できる場合」 

  「文献等により入手できる場合」とは、「4.3.2 地域特性の把握」及び「4.3.5

調査の手法」において収集される文献その他の資料により調査すべき情報が得られ

る場合が該当する。 

  *2「道路構造が複雑な場合など」 

 「4.1 自動車の走行に係る騒音」2)における「4.1.5 調査及び予測の手法の選

定」*2 を参照のこと。 
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4.3.5 調査の手法  

4.3.5-1 参考調査手法 

  参考調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  (1) 騒音の状況*1 

   基本的に等価騒音レベル（LAeq）を調査する。 

  (2) 沿道の状況  

   工事用車両の運行が予想される道路の状況*2及び沿道の地表面の種類*3を調査す

   る。 

 ２）調査の基本的な手法 

  (1) 騒音の状況 

   基本的に騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定方法*4による。 

  (2) 沿道の状況 

    現地踏査による目視*5で行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、工事用道路の接続が予想される既存道路の影響範囲内において住居  

等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点*6は、予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状況、沿道

 の状況が得られる箇所に設定する。 

 ５）調査期間等 

  (1) 騒音の状況 

   騒音が１年間を通じて平均的な状況を呈する日*7の工事用車両の運行による環

境影響の予測に必要な時間帯とする。 

4.3.5-2 参考手法より簡略な調査の手法 

 対象道路事業実施区域の近傍に既存の調査地点が存在し、調査すべき情報に、この資

料を用いることが適当であり、かつ、入手可能な場合は、現地調査を省略することがで

きる。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

騒音：資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

一 調査すべき情報 

 イ 騒音の状況 

 ロ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、環境基本法第

十六条第１項の規定により定められた騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の
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方法を用いられたものとする。)の収集並びに該当情報の整理及び解析 

三 調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められ

る地域 

四 調査地点 

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評

価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 

 

 

 【解 説】 

 「4.3.5-1  参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。また、「4.3.5-2  参考手法より簡略な調査手法」は、「4.3.

4  調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該当

する調査手法である。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 

 *1「騒音の状況」 

 道路交通の等価騒音レベルを調査する。 

*2「道路の状況」 

  道路の状況は、交通量、走行速度、予測に減音効果を見込むための遮音壁、遮音

築堤、排水性舗装、吸音処理、環境施設帯の立地等を調査する。 

*3「地表面の種類」 

 「4.1 自動車の走行に係る騒音」2)における「4.1.6 調査の手法」*3 を参照の

こと。  

 *4「騒音の測定方法」 

 具体的な測定方法は、日本工業規格 Z 8731 に定める騒音レベル測定方法による。 

*5「現地踏査による目視」 

 「4.1 自動車の走行に係る騒音」2)における「4.1.6 調査の手法」*8 を参照の

こと。 

 *6「調査地点」 

 騒音の状況の調査地点は、工事用道路が既存道路に接続すると予想される既存道

路の代表区間（接続位置近傍）に１地点を設定する。 

 沿道の状況については、上記代表区間（接続位置近傍）に接して区域を設定する。 

 *7「騒音が１年間を通じて平均的な状況を呈する日」 

 測定日の選定にあたっては、祭りの音等一時的な音を避けること、雨天等の日を

避けること、土曜日、日曜日、祝日を除く平日で道路交通騒音が平均的な状況を呈

する日を選ぶこととする。なお、季節によっては、セミなどの虫の声、鳥の鳴き声
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等自然音が大きくなる場合もあり注意を要する。 

 時間帯別の等価騒音レベルは、連続測定あるいはその時間帯の中を騒音が一定と

見なせるいくつかの時間（観測時間）に区分し、観測時間別の測定を行った後これ

ら測定値をエネルギー平均することにより求める。観測時間は、原則として１時間

とする。 

 観測時間内の実測時間（実際に騒音を測定する時間）は、観測時間内の交通量に

応じて 10 分以上とする。 
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4.3.6 予測の手法 

4.3.6-1 予測の前提条件 

 予測の前提条件として、予測断面及び工事用車両の平均日交通量を設定する。 

 １）予測断面 

  予測断面は、工事用道路の接続が予想される既存道路の代表区間（接続位置近傍）

 に設定する。 

 ２）工事用車両の平均日交通量 

  工事用車両の平均日交通量は、予想される工事内容や、「4.3.2 地域特性の把握」

 で把握した情報を考慮して設定する。「4.3.5-1 参考調査手法」を参照のこと。 

4.3.6-2 参考予測手法 

 参考予測手法*1は、以下による。 

 １）予測の基本的な手法 

  予測計算は、既存道路の現況の等価騒音レベルに、工事用車両の影響を加味した 

 次式を用いて行う。 

 LLL  *AeqAeq  ････････ (4.3.1)

   R/10Aeq,HC/10Aeq,R/10Aeq, 10/1010log10 10
LLLL   ････････ (4.3.2)

 LAeq* : 現況の等価騒音レベル(dB) 

 LAeq,R : 現況の交通量から、日本音響学会のASJ RTN-Model を用い

て求められる等価騒音レベル  ( dB ) 

 LAeq,HC : 工事用車両の交通量から、日本音響学会のASJ RTN-Model 

を用いて求められる等価騒音レベル  ( dB ) 

 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域と同じとする（「4.3.5-1 参考調査手法 ３」調査地域）を

 参照）。 

  ３）予測地点 

  予測地点は、原則として工事用道路の接続が予想される既存道路など工事用車両 

 が既存交通に合流する地点の近傍で、当該既存道路の沿道の状況を勘案し、既存道路

 の代表的な断面における敷地の境界線*2の地上  1.2 mとする。しかし、個別の住居 

 等に配慮した予測地域の代表断面が設定可能である場合にあっては、建物の騒音の

 影響を受けやすい面を予測地点とすることを妨げるものではない。 

 ４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事用車両の台数が最大になると予想される時期とする。 

4.3.6-3  参考手法より詳細な予測手法 

 道路構造が複雑な場合など*3参考予測手法における伝搬計算式の適用が困難で、環境

影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、模型実験又は音響数値解析など*4

により騒音の伝搬特性を把握する。 
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4.3.6-4 予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度*5及び不確実性に係る環境影響の程度を

勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなけれ

ばならない。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

騒音：資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

一 予測の基本的な手法 

 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 

二 予測地域 

 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域 

三 予測地点 

 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握で

きる地点 

四 予測対象時期等 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音に係る環境影響が最大となる

時期 

 【解 説】 

 「4.3.6-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を具体的に示した。この予測手法を、適用範囲において用いる場合は、環境影響

の予測に関する知見が十分に蓄積されていると判断できるものであり、評価に対して、

合理的に十分対応できる手法である。 

 また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる騒音を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。ただし、当該事業以

外の事業の評価指標が異なる場合は、騒音の合成ができないため、影響を勘案した予測

は実施できない。 

 

 *1「参考予測手法」 

  予測の参考手法は、騒音の伝搬理論に基づく予測式による計算による方法とし、

既存道路の現況の等価騒音レベルに基づいて、工事用車両運行時の等価騒音レベル

を予測する。（図-4.3.2 参照） 

 なお、道路構造は、予測断面における現況の道路構造とし、また、時間当り工事

用車両の台数は、工事用車両の平均日交通量を基に運行時間から設定する。 
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         注）LAeq,R,LAeq,HC は、日本音響学会の ASJ RTN-Model を用いて計算 
 

図-4.3.2 工事用車両の運行に係る騒音の予測手順 

 

 *2「敷地の境界線」 

 「騒音規制法第十七条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限

度を定める省令」によれば、測定場所は「道路に接して住居、病院、学校等の用に

供される建築物（以下「住居等」という。）が存している場合には道路の敷地の境

界線において行い、道路に沿って住居等以外の用途の土地利用が行われているため

道路から距離を置いて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさ

を測定できる地点」となっている。また、「騒音に係る環境基準」によれば、「評

価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用

に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価する

ものとする。」となっている。しかし、予測を行う既存道路の沿道にある住居、病

院、学校等保全対象の位置は、予測を行う場所により異なっている。このため、予

測地点は原則として騒音の影響が最も大きくなる敷地の境界線とした。建物の騒音

の影響を受けやすい面を予測地点とする場合には「4.1 自動車の走行に係る騒音」
2)における「4.1.7-2 参考予測手法 ３）予測地点」を参照のこと。 

 *3「道路構造が複雑な場合など」 

 「4.1 自動車の走行に係る騒音」2)における「4.1.7 予測の手法」*14 を参照の

こと。 

 *4「模型実験又は音響数値解析など」 

 「4.1 自動車の走行に係る騒音」2)における「4.1.7 予測の手法」*15 を参照の

こと。 

*5「予測の不確実性の程度」 

     予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。

  R/10Aeq,HC/10Aeq,R/10Aeq, 10/1010log10 10
LLLL 

LLL  *AeqAeq

現況等価騒音レベル 

LAeq* 

現況の交通条件 

現況の交通による等価騒

音レベル LAeq,R の計算 

工事用車両の交通条件 

工事用車両の運行によ

る 等 価 騒 音 レ ベ ル

LAeq,HC の計算 

工事用車両の上乗せによ

る騒音レベルの増加 

工事用車両の上乗せによる騒音レベルの増加 
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4.3.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

   予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。そ

の検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階におけ

る環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

   (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3 

   (2) 環境保全措置の効果*4、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況

の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

    (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

  ４）事後調査 

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施*5する。 

   (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ず

る場合 

   (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

 環境保全措置の例、効果の内容等を、表－4.3.2 に示す。 

 
表－4.3.2 環境保全措置の種類、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生じるおそれのある他の環

境への影響 

工事の分散 騒音の発生の低減が見込ま

れる。 

大気質、振動への影響が緩和される。

 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

 ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 
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 *3「実施の内容」 

 「4.2.7 環境保全措置の検討」*3 を参照のこと。 

 *4「環境保全措置の効果」 

 「4.2.7 環境保全措置の検討」*4 を参照のこと。 

 *5「事後調査を実施」 

 工事用車両の運行に係る騒音の参考予測手法については、適用範囲において用い

る場合は、環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていると判断でき、一般

的に不確実性は小さいと考えられる。また、環境影響の程度が著しいものとなるお

それがある場合は、工事の分散により工事用車両が集中しないようにする等、効果

が確実に期待できる環境保全措置を行うことができるため、環境影響の程度が著し

いものとなるおそれは小さいと考えられる。従って事後調査の必要性は、一般的に

小さいと考えられる。 

 しかし、知見が不十分で、その効果が予測できないような新たな環境保全措置を

講じる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、事後調査を実施する

必要がある。 
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4.3.8 評価の手法 

 評価の手法は以下による。 

  １）回避又は低減に係る評価 

   調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、工事用車両の運行に係る騒音に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保

全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすること

により行う。 

  ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に係る環境要素に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目標

と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうか*2を評価する。 

 

【解説】 

 *1「基準又は目標」 

 工事用車両の運行に係る騒音において整合を図る基準又は目標は、表－4.3.3 の

とおりである。 

表－4.3.3  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 環境要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

騒  音 工事用車両の運行 

騒音規制法第１７条に基づく指定地域内における自動

車騒音の限度（平成12年3月2日 総理府令第15号）、及

び関係する地方公共団体の定める基準 

騒  音 工事用車両の運行 
「騒音に係る環境基準について」（平成10年9月30日 

環境庁告示第64号）の道路に面する地域の基準 

（注 1） 騒音規制法第一条、第三条及び第十七条には、以下のとおり記されている。 

第一条  生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 

第三条  都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で

騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等

において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指

定しなければならない。 

第十七条 市町村長は、第二十一条の二の測定を行つた場合において、指定地域内における自動車

騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれ

ると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）の

規定による措置を執るべきことを要請するものとする。  

２ 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議し

なければならない。  

３ 市町村長は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行つた場

合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大き

さの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。 

 

    （注 2） 環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 

・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望 ましい基準

を定めるものとする。 

・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、 環境基準が

確保されるように努めなければならない。 
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 *2「整合が図られているかどうか」 

 騒音規制法第１７条に基づく指定地域内における自動車騒音の限度及び環境基準

（道路に面する地域）との整合性の考え方は、自動車騒音の限度及び環境基準（道

路に面する地域）を超えないことを原則とし、そのことをもって、整合が図られて

いるとする。 

 また、この原則によれない場合は、工事用車両の運行にかかる騒音が現況の騒音

に対して与える影響の程度、及び、「１）回避又は低減に係る評価」を総合的に勘

案して、工事計画の妥当性を評価する。 

（注）環境基準との整合性では「4.1 自動車の走行に係る騒音」2)における「4.1.

9 評価の手法」を参照し、地域類型、幹線道路に近接する空間の考え方等につ

いて適切に設定すること。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
５．低周波音（参考項目以外の項目） 

5.1 自動車の走行に係る低周波音（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「５．低周波音」を改定したものである。 改

定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 ５．低周波音） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 
 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3743号 
 

旧建設省土木研究所環境部交
通環境研究室  

初版 
 

室 長 
主任研究員 

大西博文 
上坂克巳 

名古屋高速道路公社 計画部 
環境対策室 

前室長 村井 逸朗 

平成19年6月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第387号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 
 

主任研究官 
前交流研究員
室 長 

吉永弘志 
沢村英男 
並河良治 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 

角湯克典 
吉永弘志 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 
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「5.1 自動車の走行に係る低周波音」の概要 

 自動車の走行に係る低周波音 ( 100 Hz 以下の低周波数の音波。 20 Hz 以下の超低周波

音を含む。) についての調査は、予測地点の設定を目的として行う。予測では、既存調査

結果より導かれた予測式又は類似事例により将来の低周波音圧レベル（ここでは、「1～80 

Hz の 50%時間率音圧レベル L50 」及び「1～20 Hz の G 特性 5%時間率音圧レベル LG5 」の

ことをいう。）を予測する。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断され

る場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、環境影響の回避・低減の観

点から行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.1 「自動車の走行に係る低周波音」における調査、予測及び評価の流れ

5.1.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業に係る道路の区分 
 ①計画交通量 
 ②構造の概要 

5.1.2 地域特性の把握

１）社会的状況 
 ①土地利用の状況 
 ②学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特

に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

5.1.3 項目の選定 
 道路構造が橋若しくは高架で、かつ、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の

保全対象が存在する場合又は将来の立地が計画されている場合 

5.1.4 調査の手法 
  予測地点の設定を目的として、既存文献又は現地踏査により住居等の位置を調査する。 

5.1.5 予測の手法 

①対象道路事業で想定される橋若しくは高架の上部工形式及び交通条件が、既存調査結果から導かれ

 た予測式の適用範囲内である場合には、その予測式を用いる。 

②①以外の場合にあっては、対象道路事業の橋若しくは高架の上部工形式及び交通条件が類似する橋

 梁において現地実測調査を行い、その結果から対象道路事業の低周波音圧レベルを予測する。 

5.1.6 環境保全措置の検討 

①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な

 範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどう

 かの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそ

れに伴う他の環境への影響を明らかにする。 

5.1.7 評価の手法 

 事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
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5.1.1 事業特性の把握 

 事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、自動車の走行に係る低周波音に関連

する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1」を行った

場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条に

 規定する道路の区分をいう。）、計画交通量及び構造の概要 

   (1) 計画交通量（対象とする時期、将来年平均日交通量） 

   (2) 構造の概要 

    ①道路構造の種類（橋若しくは高架の有無）、概ねの位置、区間 

 

 【解 説】 

  これらの事業特性は、項目の選定、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「5.1.2 地域特性の把握」

で把握）との位置関係を判断するために必要である。また、「構造の概要」は、「5.1.3 

項目の選定」の検討に必要である。 

 ２）予測に用いる事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」、「計画交通量」及び「構造の概要」は、予測の実施

に当たって必要な情報である。なお、これらの情報は、「5.1.5 予測の手法」において、

予測に必要な精度で再整理する必要がある。 

 

*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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5.1.2 地域特性の把握 

 地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な

最新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基

づき、自動車の走行に係る低周波音に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事

業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活

用し、不足する情報を補足する。 

 １）社会的状況 

   (1) 土地利用の状況 

       土地利用の現況、土地利用計画の状況 

    (2) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況 

     学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人

ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅

地の面整備計画の状況 

 【解 説】 

  これらの地域特性は、項目の選定、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

 項目の選定に係る地域特性として、「土地利用の現況」、「学校、病院、幼稚園、児

童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、

「集落の状況」、「住宅の配置の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。

また、「土地利用計画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の保

全対象の立地状況を想定する。これらと「5.1.1 事業特性の把握」で整理した対象道路

事業実施区域の位置関係から、項目の選定について検討する。詳細は、「5.1.3 項目の

選定」を参照のこと。 

 ２）予測に用いる地域特性 

 「土地利用の現況」、「住宅の配置の概況」等は、「5.1.4 調査の手法」に示す調査

すべき情報（「住居等の位置」）として用いることができる（「5.1.4 調査の手法」*1 

参照）。 
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*1「入手可能な最新の文献」 

   文献の例を表－5.1 に示す。 

 
表－5.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

社
会

的

状
況 

土地利用の状況 土地利用図 土地利用の現況 

土地利用計画の状況 

国土地理院 

土地利用現況図 都道府県 

市町村 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 市町村 

 学校、病院その他

の環境の保全につ

いての配慮が特に

必要な施設の配置

の状況及び住宅の

配置の概況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、児

童福祉法に基づく児童福

祉施設（保育所等）、老

人ホーム、図書館等の配

置の状況、集落の状況、

住宅の配置の概況、将来

の住宅地の面整備計画の

状況 

民間 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 
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5.1.3 項目の選定 

 本項目選定は、道路構造が橋若しくは高架で、かつ、その周辺に住居等の保全対象が

存在する又は都市計画上若しくは土地利用上から住居等の将来の立地が計画されてい

る場合に行う。 

  ここで、その周辺とは、対象道路事業実施区域の端部から100 m 程度*1の範囲とす 

る。 

 

 【解 説】 

 本項目の選定にあたっては、「5.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実

施区域の位置」及び「対象道路事業に係る道路の区分」の「構造の概要」と「5.1.2 地

域特性の把握」で得られた「社会的状況」の保全対象の立地状況から判断し、選定する

場合には、その理由を明らかにするものとする。 

 

 *1「100 m 程度」 

 比較的新しい道路橋の周辺における低周波音の既存調査結果１）によると、道路端

での低周波音圧レベルは、低周波音に係る参考値（「5.1.7 評価の手法」*1 参照）

程度以下である。さらに、道路橋からの低周波音は倍距離あたり約 3 dB 低減するこ

とが上記調査結果より明らかになっており、道路端から 100 ｍ程度離れた地点の低

周波音圧レベルは道路端より 10 dB 程度小さいことが予想される。したがって、対

象道路事業実施区域の端部から 100 m 程度離れると、低周波音の影響は十分小さく

なると考えられる。 
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5.1.4 調査の手法 

１）調査すべき情報 

 住居等の位置 

２）調査の基本的な手法 

 調査は、文献その他の資料*1又は現地踏査により行う。 

３）調査地域 

 調査地域は、道路構造が橋若しくは高架であり、影響範囲内に住居等の保全対象が

立地、又は立地が計画されている地域とする。 

 

【解 説】 

  調査は予測地点の設定を目的として行うものであり、予測・評価に対して、合理的に

十分対応できる手法である。 

 

 *1「文献その他の資料」 

 表－5.1 に示す文献・資料の他、航空写真が該当する。なお、「5.1.2 地域特性

の把握」で収集した情報を用いることができる。 
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5.1.5 予測の手法 

5.1.5-1 予測の前提条件 

 １）道路条件 

  「5.1.1 事業特性の把握」で示した事項に基づき、低周波音の予測に必要な道路 

  条件*1を設定する。                                          

 ２）交通条件 

  (1) 予測対象時期 

 予測対象時期は、供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期

（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）の他、必要に応じて中間

的な時期についても設定する。 

①定常状態 

 定常状態としては、道路構造令第二条第二十一号で定める計画交通量が見込ま

れる時期とする。 

②環境影響が最大になる時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 省令第二十五条第１項第四号でいう「環境影響が最大となる時期（最大に

なる時期を設定することができる場合に限る」とは、対象道路の供用予定時期

以降に地域の自動車走行台キロの推計値が最大となる時期がある場合は、その

時期をいう。また、それに該当しない場合については、対象道路事業の供用時

期又は関連する道路整備等の影響を考慮し、対象道路において定常状態となる

交通量の推計値を明らかに超える時期が設定できる場合、その時期をいう。

 

③中間的な時期 

 暫定供用・部分供用が予定されている場合にあっては、必要に応じて*2当該時

期も予測対象時期として設定する。 

  (2) 交通量 

   予測に用いる大型車類時間別交通量*3は、予測対象時期における年平均日交通量

及び車種構成を基に、類似地点における大型車類交通量の時間変動等を参考に設定

する。 

5.1.5-2 予測の手法 

  低周波音圧レベルの予測手法は以下のとおりとする。 

 １）予測の基本的な手法 

  (1) 既存調査結果より導かれた予測式による方法1) 

   対象道路事業で想定される橋若しくは高架の上部工形式が鋼鈑桁橋、鋼箱桁橋、

  PCT桁橋、PC箱桁橋、コンクリート中空床版橋で大型車類交通量が2,100 台/時以 

    下である場合には、以下の予測式を用いる。 
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 bXaL    log  = 100   

 (5.1) 

 0100 /log10 rrLL   

  ここで、 L : 予測位置における低周波音圧レベル  [dB] 

 L0 : 基準点における低周波音圧レベル  [dB] 

 X : 大型車類交通量  [台/時] 

 r : 道路中心から予測位置までの斜距離  [m] 

 r0 : 道路中心から基準点までの斜距離 17.4 [m] 

 a, b : 定数  

評価指標をL50とする場合：a = 21，b = 18.8、  

     LG5とする場合：a = 17，b = 37.2 

                

  (2) 類似事例により予測する方法 

 (1)の適用範囲以外の場合にあっては、対象道路事業の橋若しくは高架の上部工

形式及び交通条件が類似する橋若しくは高架において、「低周波音の測定方法に関

するマニュアル」2)等を参考として現地実測調査を行い、その結果から対象道路事

業の低周波音圧レベルを予測する。 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域（「5.1.4 調査の手法 ３）調査地域」参照）と同じとする

 ３）予測地点 

  予測地点の選定にあたっては、予測地域において橋若しくは高架の上部工形式又は

 交通条件が変化するごとに区間を区切り、各区間のうち住居等の保全対象の位置を考

 慮して代表断面を選定する。予測地点は、この代表断面における住居等の位置の地上

 1.2 mを原則とする。 

5.1.5-3 予測の不確実性 

 橋若しくは高架の構造が特殊な場合など、上記予測式及び類似事例による予測が困難

な場合*4において、予測の不確実性の程度*5及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案

して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければなら

ない。 

 

 【解 説】 

 「5.1.5-1  予測の前提条件」では、低周波音の予測に必要な道路条件及び交通条件を

示した。また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象

事業以外の事業活動等によりもたらされる低周波音を、当該事業以外の事業に対する環

境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 低周波音の予測は、低周波音圧レベルが最大となる時間の 1～80 Hz（ 1/3 オクターブ

バンド中心周波数の範囲）の 50%時間率音圧レベル L50 及び 1～20 Hz（ 1/3 オクターブ

バンド中心周波数の範囲）の G 特性 5%時間率音圧レベル LG5 を評価指標として行うも
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のであり、既存調査結果より導かれた予測式の適用範囲により、評価に対して、合理的

に十分対応できる手法である。 

１）既存調査結果より導かれた予測式による方法 

 既存調査結果より導かれた予測式による方法では、まず、大型車類交通量を説明変数

とする回帰式により基準点の低周波音圧レベル（ L0 ）を求める。次に、低周波音の距離

減衰特性により予測位置の低周波音圧レベル（ L ）を予測する（図－5.2 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－5.2 既存調査結果より導かれた予測式による方法 

 

 ２）類似事例による方法 

 類似の橋若しくは高架の調査結果から予測する方法は、対象道路事業の橋若しくは高

架の上部工形式及び交通条件が類似する既存の橋若しくは高架において現地実測調査を

行い、その結果から対象道路事業の低周波音圧レベルを予測するものである。 

 低周波音の現地実測調査は、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成１２

年１０月環境庁）等を参考とし、沿道の 1～80 Hz の 50%時間率音圧レベル L50 及び 1～

20 Hz の G 特性 5%時間率音圧レベル LG5 を測定する。 

 調査は低周波音の状況が１年間を通じて平均的な状況を呈する平日に行うことを原則

とし、調査時間帯は昼間及び夜間の各時間帯において 10 分間の測定を標準として 1 回以

上測定する。 

 また、測定状況を把握するため、交通条件、測定点周辺の地形条件、土地利用状況等

の周辺条件、測定時の気象条件（天候、風向、風速等）を調査する。 

 

 *1「低周波音の予測に必要な道路条件」 

低周波音の予測に必要な道路条件には、橋若しくは高架の上部工形式、車道部幅

員、路面位置がある。これらは、「5.1.1 事業特性の把握」で示した事項を基本に、

低周波音の予測に必要な精度で設定する。 

 *2「必要に応じて」 

施設が部分的に完成し供用されるとき（暫定供用・部分供用）は、一般に事業計

画の目標時期に比べて影響が小さい。しかし、対象道路周辺の道路網の整備状況等

によっては、これらの時期の交通量が目標時期の交通量を上回ることも考えられる。

L0 

15 m 

10m 

1.2 m 

1.2 m 

r0 

L 

r 
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このような状況が生じる時期を環境影響評価手続きを行う段階で設定できる場合に

は、当該時期の予測も行うものとする。 

 *3「予測に用いる大型車類時間別交通量」 

低周波音の予測に必要な交通条件として大型車類時間別交通量を取り上げた。こ

れは、道路橋周辺での低周波音圧レベルと大型車類交通量の相関が高いことが、既

存調査結果１）より明らかになっていることによる。したがって、「(1)既存調査結

果より導かれた予測式による方法」では、大型車類交通量を予測に必要な交通条件

としている。 

予測時間帯は、交通量の時間変動を考慮して算出した大型車類交通量が日最大と

なる１時間帯とする。 

 *4「橋若しくは高架の構造が特殊な場合など、上記予測式及び類似事例による予測が困

難な場合」 

 これには、橋若しくは高架が併設、交差している場合や、これらの構造が特殊な

場合など、既存調査結果より導かれた予測式の適用範囲外で、かつ類似事例が存在

しない場合が相当する。 

 *5「予測の不確実性の程度」 

     予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予 

測の結果のばらつきの程度により、把握する。  

 



 - 5-12 - 

 

5.1.6 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

   予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。そ

の検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階におけ

る環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

 １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

  (2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変

化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

 ４）事後調査 

 以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施*3する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ず

る場合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

 【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

 環境保全措置の例、効果の内容等を表－5.2 に示す。 

 

表－5.2 環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果
実施に伴い生ずるおそれ
のある他の環境への影響 効果の予測 

橋若しくは高架の桁連

結 
桁の剛性向上による

低周波音発生低減 
振動の緩和が図られる。 現在の知見では、定性的

な予測となる。 
環境施設帯の設置 距離減衰による低周

波音圧レベルの低減
大気質、騒音、振動、日
照阻害の緩和、良好な景

観の形成、植樹帯の連続

化による生物の生息環境
の創出が図られる。 

式(5.1)の距離補正項を
用いることにより、定量

的な予測ができる。 

注）低周波音の環境保全措置の実施に当たっては、その発生原因の把握のため、あらかじめ、十分な 

調査を行う必要がある。 
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 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

    ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

 *3「事後調査を実施」 

 予測の基本的な手法として設定している「既存調査結果より導かれた予測式によ

る方法」、「類似事例により予測する方法」を、その適用範囲において用いて環境

保全措置の効果を予測する場合は、その効果に関する知見が十分に蓄積されている

と判断でき、事後調査を行う必要はないと考えられる。 
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5.1.7 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合においてはその結果

を踏まえ、自動車の走行に係る低周波音に関する影響が、事業者により実行可能な範

囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環

境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにす

ることにより行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目標と予測の結果と

の間に整合が図られているかどうかを評価する。 

 

 【解 説】 

 *1「基準又は目標」 

 低周波音においては、国が実施する環境保全に関する施策による基準又は目標は

示されていない。なお、参考となる指標としては以下のものが考えられる。 

 ①一般環境中に存在する低周波音圧レベル 3） 

      1 ～  80 Hz の 50%時間率音圧レベル L50 で 90 dB 

 ②ISO 7196 に規定された G 特性低周波音圧レベル 4） 

      1 ～  20 Hz の G 特性 5%時間率音圧レベル LG5 で 100 dB 

 ③心身に係る苦情に関する評価指針 5） 
     G 特性音圧レベル LG で 92 dB 

 以下、上記の指標について解説する。 

①一般環境中に存在する低周波音圧レベル３） 

 

図－5.3 一般環境中の低周波音圧レベル（１～80 Hz，L50） 
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 環境庁の一般環境中の低周波音の測定結果（図－5.3 参照）及び被験者暴露実

験等の調査結果によると、「一般環境中に存在するレベルの低周波空気振動では

人体に及ぼす影響を証明しうるデータは得られなかった」とされている。 

 本参考指標は「一般環境中に存在する低周波音圧レベル」であり、これを参考

に人体への影響を勘案することができる。 

②ISO 7196 に規定されたＧ特性低周波音圧レベル４） 

 ISO 7196 では、1～20 Hz の周波数範囲において、平均的な被験者が知覚できる

低周波音を G 特性加重音圧レベルで概ね 100 dB としている。 

 なお、G 特性の周波数レスポンスは、図－5.4 に示すとおりである。 

 

図－5.4 Ｇ特性の周波数レスポンス 

 

      本参考指標は、ISO で定められた根拠が明確な基準であり、広く一般に用いられ

ているものである。 

③心身に係る苦情に関する評価指針 5） 

 環境省の測定結果によると、G 特性音圧レベル（音圧レベルが一定又は変動幅

の少ない（ 5 dB 以下）場合：10 秒間から 1 分間程度の G 特性音圧レベルのパワ

ー平均値、音圧レベルが（ 5 dB を越えて）変動する場合：最大 G 特性音圧レベ

ル（5 回から 10 回程度）のパワー平均値）が 92 dB 以上であれば、「20 Hz 以下

の低周波音による苦情の可能性が考えられる。」としている。 

 ただし、上記評価指針の適用範囲は工場、事業場、店舗、近隣の住居などに設

置された施設等の固定発生源からの低周波音であること、留意事項として、交通

機関等の移動発生源とそれに伴い発生する現象には適用しないこと、環境影響評

価の環境保全目標値として策定したものではないこと、がそれぞれ明記されてい

る。 

 本参考指標は、環境省の測定結果から定められた根拠が明確な基準であるが、

取扱に当たっては、十分な配慮が必要である。 

Nominal
one-third-octave Relative response

frequency
Hz dB

0.25 -88.0
0.315 -80.0
0.4 -72.1
0.5 -64.3
0.63 -56.6
0.8 -49.5
1.00 -43.0
1.25 -37.5
1.6 -32.6
2.0 -28.3
2.5 -24.1
3.15 -20.0
4.0 -16.0
5.0 -12.0
6.3 -8.0
8.0 -4.0
10.0 0.0
12.5 4.0
16.0 7.7
20.0 9.0
25.0 3.7
31.5 -4.0
40 -12.0
50 -20.0
63 -28.0
80 -36.0
100 -44.0
125 -52.0
160 -60.0
200 -68.0
250 -76.0
315 -84.0
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
６．振 動 

6.1  自動車の走行に係る振動 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「6.1  自動車の走行に係る振動」を改定

したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 6.1  自動車の走行に係る振動） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所
資料第3743
号 

旧建設省土木研究所構造橋梁
部構造研究室  

初版 
                     
                     室長 

前主任研究員 
研究員 

佐藤弘史 
井上純三 
間渕利明 

平成19年6月 土木研究所
資料第4059
号 

独立行政法人土木研究所構造
物研究グループ橋梁チーム 

主務省令の改正 
 

上席研究員 
前主任研究員 
研究員 

村越 潤 
麓 興一郎
長屋優子 

平成25年3月 国土技術政
策総合研究
所資料第714
号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 
 

室 長 
主任研究官 

角湯克典 
吉永弘志 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10号、

最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

  



 - 6-1-2 -

「6.1  自動車の走行に係る振動」の概要 

 自動車の走行に係る振動についての調査は、振動の現況の把握並びに予測地点の設定

及び予測に必要な地盤の状況の把握を目的として、振動の状況及び地盤の状況を対象に

行う。予測は、振動レベルの 80％レンジの上端値を対象に、当該値を予測するための式

を用いて行う。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外

にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、環境影響の回避・低減及び振動規制

法の要請限度との整合性の観点から行う。図－6.1.1 に、自動車の走行に係る振動にお

ける調査、予測及び評価の流れを示す。  
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図－6.1.1 「自動車の走行に係る振動」における調査、予測及び評価の流れ 

6.1.1  事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数 
３）対象道路事業に係る道路の区分 
 ①設計速度 
 ②計画交通量 
 ③構造の概要 

 

6.1.2  地域特性の把握      
１）自然的状況             
  ①振動の状況 
 ②地質の状況             
２）社会的状況             
  ①土地利用の状況         
  ②交通の状況             
  ③学校・病院等の配置の状況及び住宅の配置の概況
  ④環境の保全を目的とする法令等の状況 

6.1.3  項目の選定 
 本項目の選定は、交通条件、地盤の状況により環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居等の
保全対象が存在する場合、又は、都市計画上、土地利用上から将来の立地が計画されている場合に行う。 

6.1.4  調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を
踏まえ、選定する。より簡略な手法、あるいは、より詳細な手法を選定する場合として、以下の場合が想定され
る。 
１）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 
  ①調査すべき情報が文献等により入手できる場合は、調査の手法として、参考手法より簡略な手法を選定する

ことができる。 
  ②対象道路の道路条件、交通条件及び地盤条件と類似する道路が存在し、環境影響が同等又は小さいと考えら

れる場合は、予測の手法として、参考手法より簡略な手法を選定することができる。 
２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 
  ①道路構造等が複雑で、予測式の適用範囲外となる場合で、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある

場合は、調査及び予測の手法として、参考手法より詳細な手法を選定する。 
 ②既存の道路の影響により、振動規制法の要請限度を超えている、又は超えるおそれのある場合は、調査及び

予測の手法として、参考手法より詳細な手法を選定する。 

6.1.5  調査の手法 
参考調査手法 
１）調査すべき情報 
  振動の状況、地盤の状況 
２）調査地域 

 調査地域は、影響範囲内において、住居等の保全対象が立地する地域 
３）調査地点 
  原則として予測地点に対応させ、調査地域を代表する振動の状況、地盤の状況

が得られる地点を選定する。 
４）調査期間等 

振動レベルは、当該道路の振動の状況を代表すると認められる１日について、昼

間及び夜間の区分ごとに１時間当たり１回の測定を４回行うものとする。地盤卓越

振動数は、原則として 10 台以上の大型車について測定を行うものとする。 

参考手法より簡略な手法
 現地調査の省略 
参考手法より詳細な手法
 ①類似道路の交通条件

及び振動レベルの調査
 ②既存道路の将来交通

量の調査 
 

6.1.8 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 

6.1.6  予測の手法 
参考予測手法 
１）予測の基本的な手法 
    振動レベルの80％レンジの上端値を予測するための式 
２）予測地域 
   予測地域は、原則として調査地域と同じとする。 
３）予測地点 
   原則として対象道路の区域の境界線とする。 
４）予測対象時期 
    定常状態としては計画交通量の発生が見込まれる時期とし、また、環境影響が最

大となる時期としては当該地方における全車の自動車走行台キロが最大になると
推計される時期とする。 

参考手法より簡略な手法
 類似道路の現況振動 
 レベルによる予測 
参考手法より詳細な手法

①類似例からの推定 
 ②既存道路の影響を考
 慮 

 

6.1.7 環境保全措置の検討 
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で

環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共団体の基準又は目標の達成に努める

ことを目的として環境保全措置の検討を行う。 

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検

討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴

う環境への影響を明らかにする。 
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6.1.1  事業特性の把握 

  事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、自動車の走行に係る振動の調査及び

予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線の数 

    (1) 幅員構成 

    (2）車線数 

 ３）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条に

規定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

  (1) 設計速度 

  (2) 計画交通量（対象とする時期、将来年平均日交通量） 

  (3) 構造の概要 

      ①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の 

別）、概ねの位置、延長 

    ②インターチェンジ等の有無、概ねの位置 

 

 

  【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「6.1.2  地域特性の把握」

で把握）との位置関係を判断するために必要である。対象道路の環境影響を受ける範

囲と認められる地域内に住居等が現在、存在する場合、又は将来の立地が計画されて

いる場合に、項目を選定する。詳細は、「6.1.3  項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

「車線数」、「設計速度」、「計画交通量」、「構造の概要」は対象道路事業の規

模及び影響の程度を判断するために必要であり、同規模の既存道路が存在し、その道

路と比較して環境影響が同等、又は小さいと考えられる場合は参考手法より簡略な手

法を選定することができる。また、「構造の概要」から、道路構造が複雑で、参考手

法の予測式の適用範囲外となる場合で環境影響の程度が著しいものとなる場合は参

考手法より詳細な手法を選定する。詳細は、「6.1.4  調査及び予測の手法の選定」

を参照のこと。 

 ３）予測に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「幅員構成」、「車線数」、「設計速度」、「計

画交通量」及び「構造の概要」は、予測の実施に当たって必要な情報である。これら
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の情報は、「6.1.6-1 予測の前提条件」において、振動の予測に必要な精度で再整理

する必要がある。 

 

*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。  
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6.1.2 地域特性の把握  

  地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な

最新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基

づき、自動車の走行に係る振動に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業に

おいて「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し

、不足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

      ①振動の状況 

     振動の状況、振動規制法に基づく道路交通振動の限度の確保の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

    ①地質の状況 

     地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 土地利用の状況 

     土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 交通の状況 

      主要な道路の位置、交通量等の状況 

  (3) 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況  

    学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人

ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地

の面整備計画の状況 

   (4) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該 

     対象に係る規制の内容その他の状況 

      ①環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条第３項の規定により策定された公

害防止計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等） 

      ②振動規制法（昭和51年法律第64号）第十六条第１項に規定する道路交通振動の

限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

 

 【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測及び評価の実施

に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性として、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児

童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集落の状況」、
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「住宅の配置の概況」等から現在の保全対象の立地状況を把握する。また、「土地利

用の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」等から将来の保全対象の立地状況

を想定する。これらと「6.1.1 事業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域

の位置関係から、項目の選定について検討する。また、「地質の状況」から振動に影

響を与えるおそれがある場合に、項目を選定する。詳細は、「6.1.3  項目の選定」

を参照のこと。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

「振動の状況」、「交通の状況」、「住宅の配置の概況」等から、同規模の既存道

路が存在し、その道路と比較して環境影響が同等、又は小さいと考えられる場合は参

考手法より簡略な手法を選定することができる。また、「6.1.5 調査の手法」で示

した調査すべき情報が、既存資料から得られる場合は、参考手法より簡略な手法を選

定することができる。なお、既存の道路の影響により、振動規制法の要請限度を超え

ている、または超えるおそれのある地域では、参考手法より詳細な手法を選定する。

詳細は、「6.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

 ３）予測及び評価に用いる地域特性 

予測及び評価に用いる地域特性としては、「地質の状況」、「土地利用の状況」、

「集落の状況」、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所

等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」、

「環境の保全を目的とする法令等により指定された地域」がある。これらは、予測の

地盤条件に用いるほか、評価において対象地域に対応した振動規制法の要請限度との

整合性の検討において必要である。 

 

 *1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－6.1.1 に示す。 
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表－6.1.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から抽出 
する内容 

発 行 者 等

自
然
的
状
況 

振動の状況 都道府県環境白書 振動の状況、振動規制
法に基づく道路交通
振動の限度の確保の
状況 

都道府県 

市町村環境白書 市町村 

地質の状況 土地分類基本調査表層地
質図(1/5万) 
土地分類図表層地質図 
(1/20万) 

地質の区分及び分布 
状況 

国土交通省 

地質図(1/5万、1/7.5万、
1/20万) 

産業技術総合
研究所地質調
査総合センタ
ー 

土木地質図(1/20万) (財)国土技術
研究センター

社
会
的
状
況 

土地利用の状況 土地利用図 
土地利用現況図 

土地利用の状況 
土地利用計画の状況 

国土地理院 

土地利用基本計画図 
土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 市町村 

交通の状況 道路交通センサス 主要な道路の位置 
交通量等の状況 

国土交通省 
都道府県 

学校、病院その
他の環境の保全
についての配慮
が特に必要な施
設の配置の状況
及び住宅の配置
の概況 

住宅地図 
病院名簿 

学校､病院､幼稚園、児
童福祉法に基づく児
童福祉施設(保育所等
)､老人ホーム、図書館
等の配置の状況、集落
の状況、住宅の配置の
概況、将来の住宅地の
面整備計画の状況 

民間 

教育要覧 
土地利用動向調査 
社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目
的とする法令等
により指定され
た地域その他の
対象の状況及び
当該対象に係る
規制の内容その
他の状況 

都道府県環境白書 
公害防止計画 

環境基本法第十七条
第３項の規定により
策定された公害防止
計画の策定の状況 

都道府県 

例規集等 都道府県等 

都道府県環境白書 振動規制法第十六条
第１項に基づく道路
交通振動の限度、地 
域指定状況、区域の 
区分、時間の区分の 
状況 

都道府県 

例規集等 都道府県等 
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6.1.3  項目の選定  

 本項目の選定は、交通条件、地盤の状況により環境影響を受けるおそれがある*1と認

められる地域内に住居等の保全対象が存在する場合、又は、都市計画上、土地利用上か

ら将来の立地が計画されている場合に行う。環境影響を受けるおそれがあると認められ

る地域とは、対象道路の道路端から100ｍ程度の範囲を標準とする。 

 

 【解 説】 

項目の選定にあたっては、「6.1.1  事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実施

区域の位置」と「6.1.2  地域特性の把握」で得られた「現在又は将来の住居等の保全対

象の立地状況」の位置関係等から判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明ら

かにするものとする。 

 

 *1「交通条件、地盤の状況により環境影響を受けるおそれがある」 

具体的な判定の目安として、交通条件に関して「等価交通量」で 40 台／500 秒／

車線を超える場合、または地盤の状況に関して「地盤卓越振動数」で 40 Hz 未満の場

合に項目を選定する。事業計画の熟度や調査結果に応じて、これらの条件が判明し

た段階で、項目の選定の要件があてはまる場合に、項目を選定する。なお、「等価

交通量」、「地盤卓越振動数」の定義は、それぞれ「6.1.5 調査の手法」、「6.1.6 

予測の手法」に示す。 
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6.1.4 調査及び予測の手法の選定  

 調査及び予測の手法は、6.1.5及び6.1.6に示す参考手法を勘案しつつ、計画段階配慮

事項についての検討の結果、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情

報等を踏まえ、選定する。より簡略な手法あるいは、より詳細な手法を選定する場合と

して、以下の場合が想定される。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

  (1) 調査すべき情報が、現地調査を行わなくても文献等により入手できる場合*1 

   は、調査の手法として、参考手法より簡略な手法を選定することができる。 

  (2) 対象道路の道路条件、交通条件及び地盤条件と類似する道路が存在し、環境 

   影響が同等、または小さいと考えられる場合は、予測の手法として、参考手法 

   より簡略な手法を選定することができる。 

 ２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

  (1) 道路構造等が複雑で予測式の適用範囲外となる場合で環境影響の程度が著し

   いものとなるおそれのある場合*2は、調査及び予測の手法として、参考手法より

   詳細な手法を選定する。 

  (2) 既存の道路の影響により、振動規制法の要請限度を超えている、または超え 

   るおそれのある場合は、調査及び予測の手法として、参考手法より詳細な手法 

   を選定する。 

 

 【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案

して、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定す

る。上記では、省令第二十三条第３項及び第４項に基づき参考手法より簡略又は詳細な

調査及び予測の手法を選定する場合の要件を具体的に示した。 

 

 *1「文献等により入手できる場合」 

「文献等により入手できる場合」とは、「6.1.2  地域特性の把握」及び「6.1.5

調査の手法」において収集される文献その他の資料により調査すべき情報が得られ

る場合が該当する。 

 *2「環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある場合」 

「環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある場合」とは、振動規制法の要

請限度を超えるおそれのある場合が該当する。  
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6.1.5 調査の手法 

6.1.5-1 参考調査手法 

 参考調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  (1) 振動の状況 

    振動の状況は、振動規制法施行規則（昭和51年11月10日総理府令第58号）別 

  表第二に規定された振動レベルを調査する。 

  (2) 地盤の状況 

 
「地盤の状況」とは、地盤種別及び地盤卓越振動数をいう。 

 

   地盤種別については、地盤を砂地盤と粘土地盤に分類する。 

   地盤卓越振動数とは、大型車走行時の地盤振動の卓越振動数により定義する。 

２）調査の基本的な手法 

  (1) 振動の状況 

     振動レベル*1は、振動規制法施行規則別表第二備考４及び７に規定する振動の

      測定方法による。 

  (2) 地盤の状況 

    地盤卓越振動数*2は、大型車単独走行時の地盤振動を周波数分析して求める 

ことを原則とする。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、環境影響を受けると認められる地域において、住居等の保全対象が

立地する地域（住居等が立地する地域又は予定される地域）を基本とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点は、原則として予測地点に対応させ、調査地域を代表する振動の状況、 

 地盤の状況が得られる地点*3を選定する。 

 ５）調査期間等 

  振動レベルは、当該道路の振動の状況を代表すると認められる１日について、昼間

及び夜間の区分ごとに１時間当り１回の測定を４回（合計８回）行うことを原則とす

る。 

  地盤卓越振動数は、原則として10回以上の測定を行うものとする。 

6.1.5-2 参考手法より簡略な調査手法 

 (1) 現地調査の省略 

   「6.1.2 地域特性の把握」より、振動の状況、地盤の状況、予測及び評価に 

  必要な情報が既存資料から入手できる場合は、現地調査を省略することができ 

  る。 
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6.1.5-3 参考手法より詳細な調査手法 

 (1) 道路構造等が複雑で予測式の適用範囲外となる場合 

  事業特性から道路構造等が複雑で予測式の適用範囲外となる場合で環境影響の程

 度が著しいものとなるおそれのある場合は、類似例の交通条件及び振動レベルを調 

  査する。 

 (2) 既存道路の影響で要請限度を超えている場合 

  地域特性を把握した結果、既存道路の影響により、振動規制法の要請限度を超え 

 ている、また超えるおそれのある場合は、既存道路の将来交通量を調査する。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

振動：自動車の走行 

一 調査すべき情報 

 イ 振動の状況 

 ロ 地盤の状況 

二 調査の基本的な手法 

  文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施

行規則別表第二備考４及び７に規定する振動の測定の方法を用いられたものとす 

る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域 

四 調査地点 

  振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

  振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 

 【解 説】 

 「6.1.5-1 参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。なお、「１）調査すべき情報 (2)地盤の状況」の項目につい

ては、「技術指針通達第８の４(1)」で示されているものを抜粋した。また、「6.1.5-2

参考手法より簡略な調査手法」及び「6.1.5-3 参考手法より詳細な調査手法」は、「6.1.4 

調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 及び２）参

考手法より詳細な手法を選定する場合」に該当する調査手法である。参考手法より簡略

な調査手法は入手可能な情報の程度により、参考手法より詳細な調査手法は道路構造の

複雑さ及び既存道路の影響の程度により、予測・評価に対して合理的に十分対応できる

手法である。 

 調査の目的は、振動の現況の把握、並びに、予測地点の設定及び予測に必要な地盤の

状況の把握である。 
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 *1「振動レベル」 

振動レベルは、振動規制法施行規則別表第二備考４及び７に規定されている測定

の方法により得られた 5 秒間隔で 100 個の測定値の 80％レンジの上端値を、昼間及

び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。 

 *2「地盤卓越振動数」 

地盤卓越振動数は原則として大型車の単独走行を対象とし、対象車両の通過ごと

に地盤振動を１／３オクターブバンド分析器により周波数分析し、振動加速度レベ

ルが最大を示す周波数帯域の中心周波数を読み取り、これらを平均した数値とする。 

地盤卓越振動数は上述の方法により求めることが基本であるが、現地の状況によ

りこれが難しい場合には、予測地点の地盤に概ね等しい地盤条件を有する地点にお

ける既往の実測結果より推定してもよい。 

 *3「振動の状況、地盤の状況が得られる地点」 

振動の状況の調査地点は、調査地域を代表する振動の状況を得られるよう、調査

地域内の既存道路で調査する。 

また、地盤の状況の調査地点は、対象道路の予測地点付近で調査する。新設道路

で予測地点付近に既存道路がない場合は、地盤が概ね同様と考えられる範囲にある

既存道路で地盤卓越振動数を調査する。  
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6.1.6 予測の手法 

6.1.6-1 予測の前提条件 

 １）道路条件 

  「6.1.1 事業特性の把握」で示した事項に基づき、振動の予測に必要な道路条 

件*1を設定する。 

 ２）交通条件 

  (1) 予測対象時期 

 予測対象時期は、供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時

期（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）の他、必要に応じて

中間的な時期についても設定する。 

①定常状態 

 定常状態としては、道路構造令第二条第二十一号の計画交通量が見込まれる時

期とする。 

②環境影響が最大になる時期 

  省令第二十五条第四号でいう「環境影響が最大となる時期（最大にな

る時期を設定することができる場合に限る。）」とは、対象道路の供用

予定時期以降に地域の自動車走行台キロの推計値が最大となる時期があ

る場合は、その時期をいう。また、それに該当しない場合については、

対象道路事業の供用時期又は関連する道路整備等の影響を考慮し、対象

道路において定常状態となる交通量の推計値を明らかに超える時期が設

定できる場合、その時期をいう。 

 

 

③中間的な時期 

 暫定供用・部分供用が予定されている場合にあっては、必要に応じて*2当該時

期も予測対象時期として設定する。 

  (2) 交通量 

    予測に用いる車種別時間別交通量*3は、予測対象時期における年平均日交通量

   及び車種構成を基に、類似地点における交通量の時間変動等を参考に設定する。

  (3) 走行速度 

    予測に用いる平均走行速度は、道路交通法施行令で定める法定速度、又は規 

   制速度を予め設定できる場合*4にはその速度を基本とする。ただし、沿道環境の

保全の観点から適切な値*5を用いることができる。 

  (4) 車種分類  

    予測に用いる車種は、原則として大型車類・小型車類の２車種分類*6とする｡

6.1.6-2  参考予測手法 

  参考予測手法は以下による。 

 

 １）予測の基本的な手法 



 - 6-1-15 -

  

 「振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式」*7を以下に

例示する。ただし、K、ασ、αf、αs、αl、a、b、c、d については既存のデータ等を参

考に適切に設定する。 

1
*

1010  LL   

Sfσ1010
*

1010
*

10 loglog)log(log   dMcVbQaL   

   ここで、 

L10 : 振動レベルの80%レンジの上端値の予測値 (dB) 

L10
* : 基準点における振動レベルの80%レンジの上端値の予測値  (dB) 

Q*   : 500 秒間の１車線当り等価交通量（台 /500秒 /車線）  

 21

1

600,3

500
KQQ

M
  

Q1 : 小型車時間交通量 (台/時) 

Q2 : 大型車時間交通量 (台/時) 

K : 大型車の小型車への換算係数 

V : 平均走行速度 (km/時) 

M : 上下車線合計の車線数 

ασ : 路面の平坦性等による補正値  (dB) 

αf : 地盤卓越振動数による補正値  (dB) 

αs  : 道路構造による補正値  (dB) 

αl : 距離減衰値  (dB) 

a、b、c、d : 定数 
 

  

 

 ２）予測地域 

  予測地域は、原則として調査地域と同じとする。 

 ３）予測地点 

 「振動に係る環境影響を的確に把握できる地点」とは、原則として対象道路の区域

の境界線とする。 

 

  対象道路において道路構造、交通条件が変化するごとに住居等が近接して立地す 

る又は予定される位置を代表断面として選定し、この代表断面における対象道路の 

区域の境界を予測地点として設定することを原則とする。 

6.1.6-3 参考手法より簡略な予測手法 

 (1) 類似道路の現況値による予測 

   対象道路の道路条件、交通条件及び地盤条件と類似する道路が存在し、環境影響

が同等、又は小さいと考えられる場合は、その道路の振動レベルの現況値を予測値
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とすることができる。 

6.1.6-4  参考手法より詳細な予測手法 

 (1) 道路構造等が複雑で予測式の適用範囲外となる場合 

   事業特性から道路構造等が複雑で予測式の適用範囲外となる場合で環境影響の

  程度が著しいものとなるおそれのある場合は、類似例の交通条件及び振動レベル 

    を調査し、類似事例からの推定により予測を行う。 

 (2) 既存道路の影響で要請限度を超えている場合 

  地域特性を把握した結果、既存道路の影響により、振動規制法の要請限度を超え

ている、又は超えるおそれのある場合は、既存道路の影響を含めた予測*8を行う。

6.1.6-5 予測の不確実性 

 新規の予測手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積さ

れていない場合*9において、予測の不確実性の程度*10及び不確実性に係る環境影響の程

度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしな

ければならない。 

 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

振動：自動車の走行 

一 予測の基本的な手法 

  振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算 

二 予測地域 

  調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域 

三 予測地点 

  振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握

できる地点 

四 予測対象時期等 

  計画交通量の発生が見込まれる時期 

 

 

 【解 説】 

 「6.1.6-1 予測の前提条件」では、振動の予測に必要な道路条件及び交通条件を示し

た。なお、既存道路の振動を予測する必要がある時は、既存道路の道路条件・交通条件

も併せて整理する。また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段

階で、対象事業以外の事業活動等によりもたらされる振動を、当該事業以外の事業に対

する環境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。た

だし、当該事業以外の事業の評価指標が異なる場合は、振動の合成ができないため、影

響を勘案した予測は実施できない。 

 「6.1.6-2 参考予測手法」は、省令別表第二（第二十三条関係)に規定する参考予測
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手法を基本的に示したものであり、このうち「１）予測の基本的な手法」及び「３）予

測地点」は「技術指針通達第８の４(2)」で示されているものを抜粋した。 

 「6.1.6-3 参考手法より簡略な予測手法」及び「6.1.6-4 参考手法より詳細な予測

手法」は、「6.1.4 調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定で

きる場合、２）参考手法より詳細な手法を選定する場合」に該当する予測手法である。

参考手法より簡略な予測手法は類似道路の現況値の程度により、参考手法より詳細な予

測手法は道路構造の複雑さ及び既存道路の影響の程度により、評価に対して合理的に十

分対応できる手法である。 

 「6.1.6-5 予測の不確実性」に関し参考予測手法を、その適用範囲において用いる場

合は、その効果に関する知見が十分に蓄積されていると判断できるため、不確実性の内

容を記述する必要はないと考えられる。 

 

 *1「予測に必要な道路条件」 

振動の予測に必要な道路条件には、道路構造、幅員構成、車線数、路面高さなど

がある。これらは「6.1.1  事業特性の把握」で示した事項を基本に、振動の予測に

必要な精度で設定する。 

 *2「必要に応じて」 

施設が部分的に完成し供用されるとき（暫定供用・部分供用）は、一般に事業計

画の目標時期に比べて影響が小さい。しかし、対象道路周辺の道路網の整備状況等

によっては、これらの時期の交通量が目標時期の交通量を上回ることも考えられる。

このような状況が生じる時期をＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の

段階で設定できる場合には、当該時期の予測も行うものとする。 

 *3「予測に用いる車種別時間別交通量」 

 振動の評価においては、振動規制法の要請限度との整合を検討する必要がある。

このため、時間変動を考慮して車種別時間別交通量を設定し、昼夜の時間区分ごと

に各時間の振動レベルを予測する。 

 *4「規制速度を予め設定できる場合」 

 「規制速度を予め設定できる場合」とは、規制速度を設計速度や類似道路の規制

速度から設定できる場合をいう。 

 *5「沿道環境の保全の観点から適切な値」 

 「沿道環境の保全の観点から適切な値」とは、沿道環境保全の観点から、必要に

応じ、法定速度もしくは設定した規制速度よりも 10 km/h 程度高めの速度を設定す

ることをいう。 

*6「大型車類・小型車類の２車種分類」 

２車種分類に対応する車両プレート番号は、表－2.1.5 のとおりである。 
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表－2.1.5 車種分類に対応する車種プレート番号（再掲） 

２車種分類 
細 分 類 

対応するプレート番号 
区 分 旧区分 

小型車類 乗用車 軽乗用車 50～59（黄又は黒）
３S及び３３S 
８S及び８８S  

乗用車 ３、30～39及び300～399
５、50～59及び500～599 
７、70～79及び700～799 

小型貨物車 軽貨物車 40～49（黄又は黒）
３S及び３３S 
６S及び６６S 

小型貨物車（貨客
車を含む） 

４、40～49及び400～499
６、60～69及び600～699 

大型車類 普通貨物車 普通貨物車類 １、10～19及び100～199

特種（殊）車 ８、80～89及び800～899
９、90～99及び900～999 
０、00～09及び000～099 

バス バス ２、20～29及び200～299

  注１）細分類の｢区分｣は、平成 11 年度以降に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分にあたる。 
  注２）細分類の｢旧区分｣は、平成 10 年度以前に実施した全国道路交通情勢調査の車種区分にあたる。 
  注３）プレート番号の｢（黄又は黒）｣は、「黄地に黒文字又は黒地に黄文字」を意味する。 
  注４）プレート番号の添字Ｓは、小型プレートを意味する。 
 

 *7「振動レベル八十パーセントレンジの上端値を予測するための式」 

参考予測手法において示した「振動レベル八十パーセントレンジの上端値を予測

するための式」は、旧建設省土木研究所の提案式である。予測式の基本的な考え方

は、「建設省所管道路事業環境影響評価技術指針」（昭和 60 年 9 月 26 日 建設省

技調発第 516 号）の予測式の場合１）２）と同様であるが、定数及び補正値等について

は、見直しが行われた３）。 

振動の予測に必要な定数及び補正値等は、表－6.1.2 を標準とする。 
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表－6.1.2 道路交通振動予測式の定数及び補正値等 

道路 

構造 
K a b c d ασ αf αs 

α l = β log(r/5+1)/log2
r:基準点から予測

地点までの距離(m)

平面 

道路 

 

高架道路に 

併設された 

場合を除く 

100＜V
≦140 

km/hの
とき 

 
14 

 
 
 
 

V≦100 
km/hの 
とき  

 
13 

47 12 

3.5 27.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

では 
8.2 log10σ 
 
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

では 
19.4 log10σ 
 
σ:3mﾌﾟﾛﾌｨﾙ

ﾒｰﾀによる 
路面凹凸の

標準偏差 
(mm) 
 

f≧8 Hzのとき

-17.3 log10 f 
 
f＜8Hzのとき

-9.2 log10 f-7.3
 
f:地盤卓越 
振動数(Hz) 

0 

β：粘土地盤では

 0.068L10
＊- 2.0 

 
β：砂地盤では 

 0.130L10
＊- 3.9 

盛土 

道路 

-1.4H-0.7 
H:盛土高さ(m) 

β：0.081L10
＊- 2.2

切土 

道路 

-0.7H-3.5 
H:切土高さ(m) 

β：0.187L10
＊- 5.8

掘割 

道路 

-4.1H+6.6 
H:掘割深さ(m) 

β：0.035L10
＊- 0.5

高架 

道路 
7.9 

1本
橋脚

では

7.5
 

2本
以上

橋脚

では

8.1

1.9 log10Hp 
H p : 伸 縮 継

手部より±5
m 範囲内の

最大高低差

(mm) 

f≧8Hzのとき

-6.3 log10 f 
 
f＜8Hzのとき

-5.7 

0 β：0.073L10
＊- 2.3

高架道 

路に併 

設され 

た平面 

道路  

3.5 21.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ 
舗装では 
8.2 log10 σ 
 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 
舗装では 
19.4 log10 σ

f≧8Hzのとき

-17.3 log10 f 
 
f＜8Hzのとき

-9.2 log10 f -7.3

   

(1) 予測手法 

道路交通振動に影響を及ぼす主な因子としては、交通量、車線数、走行速度、路

面平坦性、地盤条件、道路構造、及び道路からの距離が挙げられる。予測式の検討

にあたっては、まず平面道路の予測基準点（図-6.1.4 参照）における振動レベル 

L10
*をとりあげ、交通量、車線数、走行速度、路面平坦性、及び地盤条件データ

をもとに振動レベルを予測する式を作成した。この予測式を基本とし、主として補

正項の形で道路構造の影響及び道路からの距離の影響を予測式に反映させた。 

振動の予測手順を図－6.1.2 に示す。すなわち、まず予測に必要な各パラメータ

の値を設定し、次に道路構造に応じて予測基準点における振動レベルを計算し、予

測地点と予測基準点との距離に応じて距離減衰の補正を行う。 

なお、盛土道路、切土道路及び掘割道路の予測基準点における予測では、平面道

路の予測値に各道路構造による補正をすればよいのに対し、高架道路では定数及び
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補正値の一部が平面道路と異なることに注意されたい。また、平面道路が併設され

た高架道路では両方の道路からの振動レベルをエネルギー的に合成するものとする。 

 

 予測条件の設定  

  

  道路構造  

  

平面道路 盛土道路 
切土道路 

高架道路 

掘割道路 単独 平面併設 

 平面道路予測基準点での振動レベル  高架道路予測基準点での振動レベル 

     

 併設平面道路の基準点
の振動レベル 

  

 道路構造による補正
 

  高架道路と平面道路と
のｴﾈﾙｷﾞｰ合成 

    

 距離減衰の補正   距離減衰の補正  距離減衰の補正   距離減衰の補正 

 

図－6.1.2 自動車の走行に伴う振動の予測手順 

   

  (2) 予測式の適用範囲 

本予測式は、多量の実測データをもとに作成された式である。予測式の適用範囲

は、予測式作成に用いたデータ範囲等を勘案して設定した。 

①等価交通量 ：10～1,000 (台/500 秒/車線）  

②走行速度  ：20～140 (km/h) 

③車線数   ：高架道路以外 2～8、高架道路 2～6 

④路面平坦性等：高架道路以外 路面平坦性標準偏差 1～8 (mm)、  

                高架道路 伸縮継手部より±5 m 範囲内の最大高低差 1～30 (mm) 

⑤盛土高さ  ：2～17 (m) 

⑥切土高さ  ：2～18 (m) 

⑦掘割深さ  ：2～6 (m) 

予測式の適用範囲を超える場合で環境影響の程度が著しいものとなるおそれのあ

る場合は、「6.1.6-4 参考手法より詳細な予測手法」による。 

 

 (3) 予測条件の設定 

   a.道路構造条件 

計画の熟度に応じて予測断面の標準的な道路構造を設定する。 

ｱ.車線数 

  上下線合計の車線数を設定する。 

ｲ.道路構造による補正 
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平面道路に比較して、盛土道路、切土道路、掘割道路では地盤振動が小さくなる。

この原因としては、これらの道路では車線から道路端（例えば、盛土道路では法尻）

までの距離が平面道路に比べて長いので距離減衰が大きくなることなどが考えられ

る。 

このため、道路構造の違いによる補正は、現地盤と路面との高度差によることと

し、図－6.1.3 に示すような現地盤からの路面高さを設定する。盛土高さ、切土高

さ及び掘割深さが小さな（2 m 以下の）場合は、平面道路として取扱う。 

 

 

 盛土道路 高さ（Ｈ）   切土道路 高さ（Ｈ）   掘割道路 深さ（Ｈ） 

 

 

 

図－6.1.3 路面高さ（Ｈ） 

 

高架道路の交通振動は、平面道路などと比較して、以下のような相違があると考

えられる。 

①振動の発生は、桁自身のたわみばかりでなく、伸縮装置部の段差にも起因する。 

②高架構造自身の特性（質量、剛性、減衰などの構造特性及び構造型式）が影響す

る。 

③地盤に入った基礎を介して振動が地盤に伝播する。 

④高架道路には平面道路が併設されていることが多く、両方の影響を考慮に入れな

ければならない。 

このように高架道路の場合は、道路構造のパラメータが多く、これらの影響を受

けてその振動性状も複雑である。予測式では式が繁雑になるのを避けるため、平面

道路の予測式の路面平坦性の補正項を伸縮装置部の段差量の補正項に置き換えた以

外は、基本的に平面道路の予測式と同じ関数形とした。 

ｳ.路面平坦性 

高架道路以外の道路の路面平坦性は、3 m プロフィル・メータによる路面凹凸の

標準偏差値で定義され当該道路における補修基準値を適用することを原則とする。 

路面平坦性は振動レベルに最も大きな影響を及ぼす因子の一つである。路面平坦

性の評価指標としてはプロファイルインデックス（PrI）、トータルキュームレーテ

ィブラフネス（TCR）、ラフネスインデックス（RI）、標準偏差（σ）等があり、し

かも用いる測器の種類によっても平坦性の評価値は異なってくる。旧建設省が実施

した道路交通振動の実測調査における路面平坦性の評価は、3 m プロフィル・メー

ターで得られた測定値を 1.5 m 間隔で読みとった値の標準偏差値（σ 値）による方法

が主であるので、ここでは、この評価法を用いることとした。 

一般的に、路面平坦性は舗装完成後が最も良く、累計通過交通量の増加とともに

漸次劣化していく傾向にあり、劣化の程度がある限度以上になると路面の補修工事

（オーバーレイ、打換え等）が実施される。したがって、予測に当たっては路面平

Ｈ (m) Ｈ (m) Ｈ (m)
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坦性として道路供用中の補修基準値を適用するのが基本であると考えられる。 

 

道路管理者において補修基準値が定められていない場合には、他の管理者におけ

る補修基準値、（社）日本道路協会が提案した路面平坦性の目標値（表－6.1.3）等

を参考にするのがよい。 

 

表－6.1.3 維持修繕要否判断の目標値 4) 
        道路の種類 

項目 

自動車専用道路 

 

交通量の多い 

一般道路 

交通量の少ない 

一般道路 

縦断方向の凹凸 

(mm）  
 

8 mプロフィル  
90（PrI）  

3 mプロフィル  
3.5（σ）  

3 mプロフィル  
4.0～5.0 
（σ）  

 
 

   

 
 

段差（mm） 10 15～20 20～30 

     *段差は伸縮装置付近に生じるものを対象としている。 

 

b.交通条件 

「6.1.6-1 予測の前提条件」による。 

c.地盤条件 

「6.1.5 調査の手法」による。 

d.道路から予測地点までの距離の取り方 

距離減衰の影響を考慮するため、道路構造別に定めた予測基準点から予測地点ま

での水平距離を設定する。 

道路が平面道路の場合には、一般的に道路から離れるに従い、地盤振動は単調に

減少する。しかし、盛土、切土、掘割道路では、地盤振動は道路の近傍では必ずし

も道路からの距離に対し単調には減少しない。したがって、道路外部に、道路構造

別に予測基準点を定め、これからの距離を用いて振動の距離減衰を規定することと

した。高架道路については、振動が橋脚を介して伝播されることから橋脚中心から

一定距離離れた点を予測基準点とすることとした。 

以上をとりまとめ図－6.1.4 に示す。なお、予測地点が予測基準点より道路側に

なる場合は、平面道路及び高架道路では道路端から離れるに従い、振動レベルが単

調に減少するため、予測基準点以遠の距離減衰式を道路側へ外挿して振動レベルを

求めることとする。盛土、切土、掘割道路では道路端と予測基準点の間では振動レ

ベルは減少せず、概ね同程度の傾向を示すため、予測基準点の振動レベルで代表さ

せることができる。 
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１)平面道路： 

   最外側車線中心より 5 m 地点 

 

２)盛土道路： 

   法尻より 5 m 

 

３)切土道路： 

  法肩地点 

 

４)掘割道路： 

  法肩より 5 m 地点 

 

 

５)高架道路： 

  予測側橋脚の中心より 5 m 地点 

 

 

 

６)高架道路（平面併設）： 

併設する平面道路の最外側車線中心 

より 5 m 地点 

 

                                          r：予測基準点から予測地点までの距離  

                        

図－6.1.4 予測基準点の位置  

5 m

r 

予測基準点 予測地点 

最外側車線の中心

r 5 m 

予測地点  

r

予測基準点

予測地点  

r 5 m

予測基準点 予測地点  

r 

5 m 

予測基準点  

予測地点

r 

5 m 

予測基準点  

予測地点 

予測基準点  

5 m 

r 

予測地点 

予測基準点 
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*8「既存道路の影響を含めた予測」 

近似的には、対象道路の振動レベルと既存道路の振動レベルとをエネルギー的に合

成することにより、予測することができる。 

*9「新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されていな

い場合」 

    これには、参考予測手法として設定している「振動レベルの八十パーセントレンジ

の上端値を予測するための式」、あるいは参考手法より詳細な手法として用いる交通

振動解析手法等をこれらの適用範囲を超えて用いる場合や、これらの手法以外で知見

が十分蓄積されていない新規の予測手法を用いる場合が相当する。 

*10「予測の不確実性の程度」 

    予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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6.1.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。そ

の検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階におけ

る環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

  (2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響 

 ４）事後調査 

  予測の不確実性の程度が大きい場合又は効果に係る知見が不十分な環境保全措置

を講ずる場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは

事後調査を実施*3する。 

 

 【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を、表-6.1.4 に示す。 

 
表－6.1.4 環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 
実施に伴い生ずるおそれ 

のある他の環境への影響 
効果の予測 

高架道路のジョイ

ントレス化 

高架道路のジョイント

部からの振動発生低減 

低周波音の緩和が図られる。 予測式の段差量の補

正項により予測でき

る。 

軟弱地盤の地盤改

良 

路床部からの振動発生

低減 

地形・地質、動物、植物への影

響が生じる場合がある。 

予測式の地盤卓越振

動数の補正項により

予測できる。 

環境施設帯の設置 距離減衰による振動低

減 

大気質、騒音、低周波音、日照

阻害の緩和、良好な景観の形成

、植樹等の連続化による生物の

生息環境の創出が図られる。

予測式の距離減衰の

補正項により予測で

きる。 

 

表－6.1.4 に例示した環境保全措置の効果の予測は次のような手順で行う。 

① 高架道路のジョイントレス化 
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ジョイントレス化を行う前及び行った場合の伸縮装置部の段差量を設定する

ことにより、高架道路の予測式の伸縮装置部の段差量の補正項を用いて振動レベ

ルの低減効果を予測できる。 

② 軟弱地盤の地盤改良 

改良前後地盤のＮ値などから地盤卓越振動数を設定することにより、予測式の

地盤卓越振動数の補正項を用いて振動レベルの低減効果を予測できる。 

③ 環境施設帯の設置 

環境施設帯の幅を考慮することにより、予測式の距離減衰の補正項を用いて振

動レベルの低減効果を予測できる。 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

 *3「事後調査を実施」 

省令第三十二条に規定された事後調査の必要性については、以下のように考えら

れる。 

参考予測手法で設定している旧建設省土木研究所の予測式をその適用範囲におい

て用いて環境保全措置の効果を予測する場合は、その効果に関する知見が十分に蓄

積されていると判断でき、事後調査を行う必要性は少ないと考えられる。 

ただし、予測式を用いても、その効果が予測できないような新たな環境保全措置

を講ずる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、

事後調査を実施する必要がある。 
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6.1.8  評価の手法 

 評価の手法は以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、自動車の走行に係る振動に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内ででき

る限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全に

ついての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることによ

り行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測

の結果との間に整合が図られているかどうか*2を評価する。 

 

 【解 説】 

 *1「基準又は目標」 

自動車の走行に係る振動において整合を図る基準又は目標は、表－6.1.5 のとおり

である。 

 

表－6.1.5 整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

振  動 自動車の走行 

振動規制法施行規則（昭和51年11月10日総理府令第58

号）による道路交通振動の限度及び関係する地方公共

団体の定める目標 

   (注)振動規制法第一条及び第三条には、以下のとおり記されている。 

    ・交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に 

資することを目的とする。 

    ・住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することに 

より住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。 

 

 *2「整合が図られているかどうか」 

道路交通振動の限度との整合性の考え方は、道路交通振動の限度を超えないこと

を原則とし、そのことをもって、整合が図られているとする。 

道路交通振動の限度は、「振動規制法施行規則」別表第２（表－6.1.6）に定めら

れている。 

地域の指定（第一種区域、第二種区域）が行われていない場合は、厳密には、整

合を図る基準又は目標はないと考えられる。しかし、このような場合も当該地域の

自然的状況、住居等の立地状況、土地利用の動向等を勘案し、適切な地域の指定（第

一種区域、第二種区域）のあてはめを行い、参考として道路交通振動の限度との整

合を検討することが望ましい。 
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表－6.1.6  振動規制法の要請限度 

区域の区分 
時 間 区 分 

昼 間 夜 間 

第一種区域 65 dB 60 dB 

第二種区域 70 dB 65 dB 
 
 備考 １.第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定

めた区域をいう。 

一 第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び

住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。 

二 第二種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区

域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主と

して工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させ

ないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 

    ２.昼間及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲内において都道府県知事が定めた

時間をいう。 

一 昼間 午前五時、六時、七時又は八時から午後七時、八時、九時又は十時まで 

二 夜間  午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時まで 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
６．振 動 

6.2 建設機械の稼動に係る振動 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「6.2 建設機械の稼動に係る振動」を改

定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正および振動

発生量に関する新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 6.2 建設機械の稼動に係る振動） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3743号 
 

旧建設省土木研究所材料施工
部機械研究室  

初版 
                     
                     前室長 

前主任研究員 
室長 
主任研究員 

村松敏光 
持丸修一 
江本 平 
荒井 猛 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4061号 

独立行政法人土木研究所 技術
推進本部 先端技術チーム 

主務省令の改正 
振動発生量に関する新
たな知見の反映 

主席研究員 
前総括主任研究員
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 
振動発生量に関する新
たな知見の反映 

主任研究官 
室 長 

吉永弘志 
角湯克典 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

 

*2 振動を予測する式のパラメータの追加 
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「6.2 建設機械の稼動に係る振動」の概要 

 建設機械の稼動に係る振動についての調査は、予測に必要な地盤種別の把握を目的と

して、地盤の状況を対象に行う。予測は、参考手法による場合、事例の引用又は解析に

より、建設機械の稼動時の振動レベルを対象に行う。予測結果から、環境影響がない又

は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、

回避・低減及び振動の規制基準との整合性の観点から行う。 
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図－6.2.1 「建設機械の稼働に係る振動」における調査、予測及び評価の流れ 
 

  

6.2.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
 ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・

高架）、概ねの位置、延長 
 ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定され

る概ねの位置 
 ③想定される主な工種等  

6.2.2 地域特性の把握

１）自然的状況 
 ①振動の状況 
 ②地質の状況 
２）社会的状況 
 ①土地利用の状況 
 ②学校、病院等の配置の状況及び住宅の配置の概況 

③環境の保全を目的とする法令等の状況 

6.2.3 項目の選定 
 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に、住居等の保全対象が存在するか、又は、都市

計画上及び土地利用上から住居等の将来の立地が計画されてる場合 

6.2.4 調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手法より

簡略な手法又は参考手法より詳細な手法を選定する。 
１）参考手法より簡略化された手法を選定する場合 
  対象道路事業実施区域近傍に既存の調査地点が存在し、調査すべき情報に、これらの資料を用いる 

  ことが適当であり、かつ、入手可能な場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する。 
２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 
  事例のない工法を採用し、振動に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある場合は、参考 
  手法より詳細な予測の手法を選定する。 

 

6.2.5 調査の手法 
参考調査手法 
 地盤種別について、既存資料の収集及び現地調査。 

参考手法より簡略な手法 
 現地調査を省略 

 

6.2.6 予測の手法 
参考予測手法 
 原則として事例の引用又は解析により、建設機械が稼動する区

域の予測断面における振動規制法施行規則第十一条の敷地の境

界線で振動レベルを予測する。 

参考手法より詳細な手法 
 振動の発生及び伝搬に係るデー

タを実測等により把握 
 

6.2.7 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な

範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共団体の基準又は目

標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかど

うかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及び

それに伴う環境への影響を明らかにする。 

6.2.8 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 



 - 6-2-4 -

 

6.2.1 事業特性の把握 

 事業特性については、計画の熟度に応じ、建設機械の稼働に係る振動の調査及び予測

に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1」を

行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

  (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長

   (2) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

  (3) 想定される主な工種等*3 

 

 【解 説】 

  これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査及び予測の実施

に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業の実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事

等の概ねの位置と住居等の保全対象（「6.2.2 地域特性の把握」で把握する）との位置

関係を把握するために必要である。環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内

に住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上、土地利用上から住居等の将来の

立地が計画されている場合、項目を選定する。詳細は、「6.2.3 項目の選定」を参照の

こと。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、振動が

発生する工種等を把握するために必要である。事例のない工法等を採用し、振動に係る

環境影響が著しいものとなるおそれがある場合には参考手法より詳細な予測の手法を選

定する。詳細は、「6.2.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

３）調査及び予測に用いる事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査地

点及び予測地点の設定や、予測の前提条件を設定するために必要である。詳細は、「6.

2.5 調査の手法」及び「6.2.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

  

*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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*2「工事計画の概要」 

     工事計画の概要の例を図-6.2.2 に示す。 

 

 

                            図-6.2.2   工事計画の概要の例 

 

 *3「工種等」 

工種とは、工事の区分ごとに実施する工事を大きく構成する一連の作業の総称で

あり、これはさらに、種別・細別に分類される。（「6.2.6 予測の手法」における

「6.2.6-1 予測の前提条件 ２）工事の種別等」参照。） 

各工事の区分に含まれる工種としては、表－6.2.1 に示すものが考えられる。 

      なお、工事の区分は、ここでは土工、トンネル及び橋梁・高架に区分している。 

                                                    

表－6.2.1  各工事における区分に含まれる工種 

工事におけ 

る区分 
土 工 トンネル 橋梁・高架 

工 種 

道路土工 掘削･支保･覆工 橋台・橋脚工 

地盤改良工 舗装工 橋梁架設工 

法面工  舗装工 

擁壁･ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  構造物撤去工 

舗装工   

構造物撤去工   
              

 

  

本線工事における区分の概ねの位置
既存道路

工事用道路の設置が想定される概ねの位置

土工 トンネル 土工 橋梁 土工
○○km ○○km ○○km km ○○km○○

本線工事における区分 本線工事における区分の延長
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6.2.2 地域特性の把握 

 地域特性については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最新の

文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、

建設機械の稼働に係る振動に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業におい

て「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不

足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

  (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

   ①振動の状況   

    振動の状況 

  (2) 地形及び地質の状況 

      ①地質の状況 

     地質の区分及び分布状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 土地利用の状況 

     土地利用の現況、土地利用計画の状況 

  (2) 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

     及び住宅の配置の概況 

     学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人

ホーム、図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅

地の面整備計画の状況 

  (3) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

     対象に係る規制の内容その他の状況 

    ①振動規制法（昭和51年法律第64号）第三条第１項及び第十五条第１項に基づく

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準、地域指定状況、区域

の区分、時間の区分の状況 

   ②環境基本法（平成５年法律第91号）第十七条の規定により策定された公害防止

計画の策定の状況（策定の時期、計画の期間、計画の目標値等） 

   ③都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定により定めら

れた用途地域 

   ④その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

    ・地方公共団体の条例等に基づいて定められた基準又は目標等 

 

 【解 説】 

   これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査、予測及び評価 

の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 
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 項目の選定に係る地域特性としては、「土地利用の現況」及び「学校、病院、幼稚園、

老人ホーム等の配置の状況」、「集落の状況」、「住宅の配置の概況」等から、現在の

住居等の保全対象の立地状況を把握する。また、「土地利用計画の状況」及び「将来の

住宅地の面整備計画の状況」等から将来の住居等の保全対象の立地状況を想定する。こ

れらと、「6.2.1 事業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域の位置関係から、

項目の選定について検討する。詳細は、「6.2.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

  「地質の区分及び分布状況」等から、「6.2.5 調査の手法」に示す調査すべき情報が

得られる場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定することができる。詳細は、「6.

2.4 調査及び予測の手法の選定」及び「6.2.5 調査の手法」を参照のこと。 

 ３）調査、予測及び評価に用いる地域特性 

  調査、予測及び評価に用いる地域特性としては、「振動の状況」、「地質の区分及び

分布状況」、「土地利用の概況」、「土地利用計画の状況」「学校、病院、幼稚園、児

童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、図書館等の配置の状況、集

落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計画の状況」及び「環境の保全を

目的とする法令等に規定する区域等の状況」等がある。これらは、調査地点及び予測地

点の設定や予測の前提条件の設定及び評価の基準等との整合性の検討における地方公共

団体の基準又は目標を把握にするために必要である。詳細は、「6.2.5 調査の手法」、

「6.2.6 予測の手法」及び「6.2.8 評価の手法」を参照のこと。 

  

 *1「入手可能な最新の文献」 

 文献の例を表－6.2.2 に示す。 
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表－6.2.2 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

自

然

的

状

況 

振動の状況 都道府県環境白書 振動の状況 都道府県 

市町村環境白書 市町村 

地質の状況 土地分類基本調査表層地質図

(1/5万)・土地分類図・表層地

質図(1/20万) 

地質の区分及び分布状況 

 

国土交通省 

地質図(1/5万、1/7.5万、 

1/20万) 

（独）産業技術総

合研究所地質調

査総合センター 

土木地質図(1/20万) (財)国土技術研

究センター 

社

会

的

状

況 

土地利用の状況 土地利用図 

土地利用現況図 

土地利用の現況、土地利

用計画の状況 

国土地理院 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 

都道府県 

都市計画図 市町村 

学校、病院その他 

の環境の保全に必

要な施設の配置の

状況及び住宅の配

置の概況 

住宅地図 

病院名簿 

学校、病院、幼稚園、老

人ホーム等の配置の状況

、集落の状況、住宅の配

置の概況、将来の住宅地

の面整備計画の状況 

民間 

教育要覧 

土地利用動向調査 

社会福祉施設名簿 

都道府県 

環境の保全を目的

とする法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況、及び当該対象 

に係る規制の内容

その他の状況 

都道府県環境白書    

例規集等  

振動規制法第三条第１項

に基づく特定建設作業の

規制に関する基準、地域

指定状況、区域の区分、

時間の区分の状況 

都道府県      

都道府県等  

都道府県環境白書    

例規集等   

公害防止計画 

環境基本法第十七条第 

３項の規定により策定さ

れた公害防止計画の策定

の状況 

都道府県 

都市計画図 都市計画法第八条第１項

第一号の規定により定め

られた用途地域 

市町村 

法令・例規集等 

環境基本計画・環境配慮指針等

環境の保全を目的とする

法令・規制等の内容 

都道府県・市町村
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6.2.3 項目の選定  

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の保

全対象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されて

いる場合に行う。 

 

 【解 説】 

  項目の選定にあたっては、「6.2.1 事業特性の把握」で得られた工事等の概ねの位置

 と「6.2.2 地域特性の把握」で得られた現在又は将来の住居等の保全対象の位置関係か

 ら判断し、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにするものとする。 

  

 *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」とは、建設機械の稼動に係る

振動の影響範囲をいう。建設機械の稼働に係る振動の大きさは工事内容、地質の状

況に応じ異なるため、影響範囲を一律に設定することができない。ただし、建設機

械の稼動に係る振動においては、後で述べるとおり住居等が近接し最も影響が大き

いと予想される工事区域の敷地の境界線で予測及び評価を行うこととしている。 
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6.2.4 調査及び予測の手法の選定  

 調査及び予測の手法は、6.2.5-1及び6.2.6-2に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性

及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より簡略な

手法、あるいは、より詳細な手法を選定する場合として、以下のような場合が想定され

る。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

  調査すべき情報が、現地調査を行わなくても文献等により入手できる場合*1は、参

考手法より簡略な調査の手法を選定できる。 

 ２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

  事例のない工法等を採用し、振動に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある

 場合は、参考手法より詳細な予測の手法を選定する。 

 

 【解 説】 

  調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案して選定

する。上記では、省令第二十三条第３項及び第４項に基づき参考手法より簡略な手法又

は参考手法より詳細な手法を選定する場合の要件を具体的に示した。 

 

 *1「文献等により入手できる場合」 

「文献等により入手できる場合」とは、「6.2.2 地域特性の把握」及び「6.2.5

調査の手法」において収集される文献その他の資料により調査すべき情報が得られ

る場合が該当する。 
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6.2.5 調査の手法 

6.2.5-1 参考調査手法 

  参考調査手法は、以下による。 

 １）調査すべき情報 

  (1) 地盤の状況 

    地盤の状況は、地盤種別*1を調査する。 

 ２）調査の基本的な手法 

  調査の基本的な手法は、既存資料調査*2及び現地調査とする。なお、現地調査は表

層地質及び周辺地形状況について現地踏査による目視で行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、影響範囲内において住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点は、予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する地盤の状況が得られ

る箇所に設定する。 

 ５）調査期間等 

  調査期間は、地盤の状況を適切に把握できる時期を基本とする。 

6.2.5-2 参考手法より簡略な調査の手法 

 対象道路事業実施区域の近傍に既存の調査地点が存在し、調査すべき情報に、この資

料を用いることが適当であり、かつ、入手可能な場合は、現地調査を省略することがで

きる。 

 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

振動：建設機械の稼動 

一 調査すべき情報 

  地盤の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域 

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域 

四 調査地点 

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 

 



 - 6-2-12 -

【解 説】 

 「6.2.5-1  参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。また、「6.2.5-2  参考手法より簡略な調査手法」は、「6.2.

4  調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該当

する調査手法である。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 

 *1「地盤種別」 

   地盤種別は、表－6.2.3 に示す未固結地盤及び固結地盤とする。 
          
                        表－6.2.3 地盤種別 

地盤種別 国土調査法による区分 土質の区分 

未固結地盤 

 

未固結堆積物(泥、砂、礫、砕屑物) ローム、シルト、粘土質、 

砂礫質 

固結地盤 固結堆積物、火山性岩石、 

深成岩、変成岩 

岩盤等 

 

  

 *2「既存資料調査」 

地盤の種別に係る資料調査は、土地分類図（表層地質図）、土木地質図等の公表

資料の収集により行う。 
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6.2.6 予測の手法 

6.2.6-1 予測の前提条件  

 予測の前提条件*1として、工事の区分ごとに、予測断面、工事の種別等、建設機械及

びその配置を設定する。 

  １）予測断面       

  予測断面は、「6.2.2 地域特性の把握」で把握した住居等の位置等の情報及び工

 事の区分等の「6.2.1 事業特性の把握」で把握した情報を考慮し、各工事の区分ご

 とに設定する。さらに、予測断面において建設機械が移動する道路横断方向の範囲

 （工事計画幅）及び敷地の境界線*2を定める。   

  ２）工事の種別等         

  工事における区分ごとに、予想される工事内容と住居等の位置等を考慮し、工事

 の種別等*3を設定する。 

  ３）建設機械     

  設定した工事の種別等について、振動の影響を考慮し、作業単位を考慮した建設

 機械の組み合わせ（ユニット）*4を設定する。                           

 ４）配置                                                                    

  建設機械の配置においては、その施工範囲とユニットの配置*5を設定する。 

6.2.6-2 参考予測手法 

 参考予測手法は、以下による。 

 １）予測の基本的な手法 

  予測の基本的な手法は、原則として事例の引用又は解析*6により行うものとし、事

例は原則として振動の発生及び伝搬に係る既存データとする。解析による予測計算は

次式による。 

   )(68.8)/(log15)( 00100 rrrrrLrL    ････････ (6.2.1)

ここで、 L (r) : 予測地点における振動レベル  (dB) 

 L (ro) : 基準点における振動レベル  (dB) 

 r    : ユニットの稼動位置から予測地点までの距離  (m) 

 ro   : ユニットの稼動位置から基準点までの距離  (5m) 

 α : 内部減衰係数 

    

    なお、振動の予測に必要な基準点振動レベル及び内部減衰係数*7は、予想される工

事内容や地域特性を考慮し、既存データ等を参考に適切に設定する。 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域と同じとする。（「6.2.5-1 参考調査手法 ３）調査地 

 域」参照） 
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 ３）予測地点 

  予測地点は、原則として建設機械が稼動する区域の予測断面における振動規制法

 施行規則第十一条の敷地の境界線とする。 

 ４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事の区分ごとに環境影響が最も大きくなると予想される時期

とする。 

6.2.6-3 参考手法より詳細な予測手法 

 事例のない工法等を採用し、振動に係る環境影響が著しいものとなるおそれがある

場合は、振動の発生及び伝搬に係るデータを実測等により把握し、参考予測手法と同

様の方法により予測する。 

6.2.6-4 予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度*8及び不確実性に係る環境影響の程度を

勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなけれ

ばならない。 

 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

振動：建設機械の稼動 

一 予測の基本的な手法 

 事例の引用又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域 

三 予測地点 

振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握

できる地点 

四 予測対象時期等 

 建設機械の稼動による振動に係る環境影響が最大となる時期 

【解 説】 

 「6.2.6-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を具体的に示した。また、「6.2.6-3  参考手法より詳細な予測の手法」は、「6.

2.4  調査及び予測の手法の選定 ２）参考手法より詳細な手法を選定できる場合」に

該当する予測手法である。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応でき

る手法である。 

 また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる振動を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。ただし、当該事業以

外の事業の評価指標が異なる場合は、振動の合成ができないため、影響を勘案した予測
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は実施できない。 

 

  *1「予測の前提条件」 

建設工事で発生する振動は、工事の進行に伴い、使用される建設機械の種類、台

数、作業の範囲などが変化する等、発生形態や時間的変動特性が複雑である。予測

に際しては、これらのことを考慮して予測断面、工事の種別等、建設機械及び配置

を設定する。予測の前提条件の設定手順は、図－6.2.3 に示すとおりである。 

  *2「建設機械が移動する道路横断方向の範囲（工事計画幅）及び敷地の境界線」 

工事計画幅と敷地の境界線の位置関係を、図－6.2.4 に示す。 

 *3「工事の種別等」 

工事は、様々な工種からなっている。また工種は、種別・細別に分類されている。

ここで、種別、細別は、「新土木工事積算大系の解説（国土交通省大臣官房技術調

査課編集、国土交通省国土技術政策総合研究所建設システム課編集）」を参照のこ

と。 

*4「作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）」 

作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ（ユニット）とは、目的の建設作業を

行うために必要な建設機械の組み合わせのことである。ここでは、ユニットは工事

の種別等の名称により表わす。なお、ユニットを構成する建設機械は、「国土交通

省土木工事積算基準（国土交通省大臣官房技術調査課監修）」を参照のこと。 

ユニットの設定例を以下に示す。 

１）工事の区分ごとの工事の種別等・ユニットの設定 

          工事の区分ごとに想定される主な工事の種別等及び予想される工事内容を基に、

予測対象とする工事の種別（細別）を選定する。その種別（細別）に対応するユ

ニットは、以下のように設定する。 

① 作業を行う工事の種別（細別）に対して地質条件や工法等が判明しておりユニ

ットの設定が可能な場合には、当該ユニットを設定する。 

② 工事の計画段階において、施工手順からあらかじめユニットが設定できる場合

には当該ユニットを設定する。 

③ 工事の計画が具体的に想定できず、ユニットが特定できない場合には、事業特

性及び地域特性を勘案しユニットを想定する。 

 図－6.2.5 に「土工」の場合における工事の種別等・ユニットの設定例を示す。 

２）予測対象ユニットの選定 

  １）で設定したユニットから予測対象とするユニットを以下のように選定する。 

① 工事における区分ごとに地域特性及び事業特性を勘案し、環境影響の最も大き

いユニットを予測対象ユニットとして選定する。 

② ただし、工程等により、複数の種類のユニットが同時に稼働する場合には、こ

れら複数の種類のユニットを選定する。 

図－6.2.5 で選定した工事の種別等・ユニットから予測対象ユニットを選定した

例を図－6.2.6 に示す。 
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図－6.2.3 予測の前提条件の設定手順 

 

  

地域特性 事業特性

・振動の状況 ・対象道路事業実施区域の位置
・地質の状況 ・対象道路事業の工事計画の概要
・土地利用の状況 ・本線工事における区分
・学校、病院その他の環境の保全につ （土工､トンネル､橋梁･高架）､

いての配慮が特に必要な施設の配置 概ねの位置、延長
の状況及び住宅の配置の概況 ・工事施工ヤード、工事用道路

・環境保全を目的として法令等により 等の設置が想定される概ねの
指定された地域など 位置

・想定される主な工種等

ア．予測断面

住居等の保全対象の位置等及び
工事の区分等を考慮し、各工事の
区分ごとに予測断面を設定する。

予測断面には、施工に必要な機
械が移動する道路横断方向の範囲
(工事計画幅)及び敷地の境界線
を示す。

イ．工事の種別等

工事の区分ごとに予想される工
事内容や住居等の保全対象の位置
等を考慮し、工事の種別等を設定
する。

ウ．建設機械

設定した工事の種別等につい年間工事日数の設定
て、予想される工事内容、住居等
の保全対象の位置 振動の影響及、
び作業単位を考慮して建設機械の
組み合わせ(ユニット）を設定す
る。

エ．配 置

振動の予測に必要な施工範囲と
ユニットの配置は、予想される工
事内容や住居等の保全対象の位置
等を考慮し設定する。

予 測

既存道路

事業の実施区域

工事の区分の延長

土工 トンネル 土工 橋梁 土工

土工 トンネル 土工 橋梁 土工工事の区分

道路土工 ･ ･ 道路土工 橋台･橋脚工 道路土工工 種 掘削 支 保 覆工

地盤改良工 覆工 地盤改良工 橋梁架設工 地盤改良工

法面工 坑門工 法面工 舗装工 法面工

擁 壁 カル バー ト工 カル バー ト工･ 舗装工 擁壁･カルバート工 構造物撤去工 擁壁･

舗装工 舗装工 舗装工

構造物 構造物撤去工 構造物撤去工撤 去工

工事の区分 工 種 種 別 ユニット

土工(堀割) 道路土工 掘削工 土砂掘削

軟岩掘削

硬岩掘削

路床盛土工 路床盛土

路体盛土工 路体盛土

（ ）法面整形工 法面整形 掘削部

（ ）法面整形 盛土部

地盤改良工 路床安定処理工 路床安定処理
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                    図－6.2.4 工事計画幅と敷地の境界線 
                                                                       
 

 道路土工  掘削工 土砂掘削 ※イ）                   
                        
                        
※イ）                   
                         
                  
※ロ）                   
                        
                        
※ロ）                   
                        

    

 

 硬岩掘削 
 
 路床盛土工 路床盛土 
   

路体盛土工 路体盛土 
   

法面整形工 法面整形工(掘削部)  
※ロ） 
 
 
※ロ） 

    
 法面整形工(盛土部) 

 

地盤改良工  ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ ※ハ）               
                    

                                                                                     
法面工 植生工 種子吹付け工 ※ニ）           

                 

 

擁壁工 現場打擁壁工 現場打擁壁 ※ホ）           
                 

 

舗装工  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ※ヘ）               
                     

       
      ※イ）地質条件が土砂及び硬岩系であると判明しているため、土砂掘削、硬岩掘削を設定。 
           地質条件が判明していない場合には、地域特性及び事業特性を勘案しユニットを設 
           定。                                                             
      ※ロ）道路土工の施工手順を考えた場合、必ず設定される種別・ユニットを設定。      
      ※ハ）地盤改良工は行うものの、工法等を特定できない場合には、地域特性及び事業特性 
           を勘案しユニットを設定。                                            
      ※ニ）法面工に対する工法が特定できているユニットを設定。                     
      ※ホ）擁壁工に対する工法が特定できているユニットを設定。                     
      ※ヘ）舗装工に対する舗装種別が特定できているユニットを設定。                  

          

図－6.2.5 工事の種別等・ユニットの設定例  

敷地の境界線敷地の境界線

土工（盛土）の場合

工事計画幅

敷地の境界線敷地の境界線

土工（切土）の場合

工事計画幅

敷地の境界線

橋梁・高架の場合

工事計画幅

敷地の境界線

壁高欄壁高欄

敷地の境界線

（坑口）

トンネルの場合

工事計画幅

敷地の境界線

　　（坑口）
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 道路土工 掘削工 土砂掘削 ※イ）                  
     

 

 硬岩掘削 

 路床盛土工 路床盛土 
  

路体盛土工 路体盛土  
 

法面整形工 法面整形(掘削部)  
※ロ）         

 
法面整形(盛土部)

 

地盤改良工  
ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ   

 

法面工  植生工 種子吹付け ※ロ）  

 

擁壁工  
現場打擁壁工 現場打擁壁   

 

舗装工  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   

 
 

   ※イ）掘削工のユニットから、環境影響が大きいユニットとして選定。                
      ※ロ）工程上、土砂掘削と同時に法面整形及び種子吹付けを行うことが明らかであるため、 
           対象ユニットとして選定（複数の種類のユニットの選定）。                    

                    図－6.2.6 予測対象ユニットの選定例          

 

*5「施工範囲とユニットの配置」 

工事計画の概要で示される工事における区分延長から、振動の影響予測に必要な施工

範囲とユニットの配置を設定する。この施工範囲とユニットの配置は、予想される工事

内容や住居等の保全対象の位置等を考慮して設定する。 

施工範囲とユニットの配置例を次に示す。 

① 施工範囲が特定される場合 

      ユニットが定置機械で施工範囲が特定される場合の施工範囲とユニットの配置例

を図-6.2.7 に示す。 

 

 
図-6.2.7 施工範囲が特定される場合の施工範囲とユニットの配置例 

：選定したユニット 

予測地点

工事における区分延長(L)

ユニット  工事計画幅(W) 
半径 5 m 
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② 施工範囲が特定できない場合 

ユニットが移動型で位置の特定が困難な場合は、建設機械の作業半径、必要最

小限の稼働スペースを考慮し、図－6.2.8 に示す予測地点から 5 m 離れた位置に設定

する。 

 

 

図-6.2.8 施工範囲が特定できない場合の施工範囲とユニットの配置例 

 

  *6「事例の引用又は解析」 

種々のユニットが稼働する建設作業振動の予測方法は、予測に必要な前提条件を

事業特性、地域特性から設定し、この条件を基に類似事例の引用又は解析により予

測することを原則とする。 

ア．評価指標 

         評価指標は、次の特定建設作業の規制に関する基準に示される振動レベルとす

る。 

① 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

② 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値

の最大値の平均値とする。 

③ 測定器の指示値が、不規則かつ大幅に変動する場合は、5 秒間隔、100 個又は

これに準ずる間隔、個数の測定値の 80 パーセントレンジの上端値とする。 

イ．予測 

         対象事業の予想される工事内容に応じた工事における区分毎の工種並びにユニ

ット、伝搬条件が類似する事例を引用し、その事例における振動レベルの状況か

ら予測地点の振動の状況を予測する。 

 

  *7「基準点振動レベル及び内部減衰係数」 

予測に用いるユニットの基準点振動レベル及び内部減衰係数は、表-6.2.4 により

設定することができる 1)。基準点振動レベルについては地盤の種類ごとに設定する

ことが望ましいが、表-6.2.4 は未固結地盤での施工が多い実態を反映したものとな

っている。未固結地盤の基準点振動レベルを適用し固結地盤の振動を予測すると予

測値が大きめになることに留意する必要がある。 

  

予測地点

工事における区分延長(L)

ユニット  工事計画幅(W) 
半径５ｍ 
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表－6.2.4 ユニット別基準点振動レベル 1) 

種別 ユニット 地盤の種類 評価量 内部減  

衰係数  

α 

基準点

振動レ

ベル  

掘削工 

土砂掘削 未固結地盤 L１０ 0.01 53 

軟岩掘削 固結地盤 L１０  0.001 64 

硬岩掘削 固結地盤 L１０  0.001 48 

盛土工（路体、路床） 盛土（路体、路床） 未固結地盤 L１０  0.01 63 

法面整形工 法面整形(掘削部) 固結地盤 L１０  0.001 53 

路床安定処理工 路床安定処理 未固結地盤 L※ 1 0.01 66 

サンドマット工 サンドマット 未固結地盤 L１０  0.01 71 

バーチカルドレーン工 サンドドレーン・袋詰めサンドドレーン 未固結地盤 L１０  0.01 83 

締固改良工 サンドコンパクションパイル 未固結地盤 L１０  0.01 81 

固結工 

高圧噴射撹拌 未固結地盤 L１０  0.01 59 

粉体噴射撹拌 未固結地盤 L１０  0.01 62 

薬液注入 未固結地盤 L１０  0.01 53 

法面吹付工 法面吹付 未固結地盤 L１０  0.01 48 

既製杭工 

ディーゼルパイルハンマ 未固結地盤 Lmax 0.01 81 

油圧パイルハンマ 未固結地盤 Lmax  0.01 81 

プレボーリング 未固結地盤 Lmax  0.01 62 

中掘工 未固結地盤 L１０  0.01 63 

鋼管矢板基礎工 

油圧パイルハンマ 未固結地盤 Lmax 0.01 81 

中掘工※2
 未固結地盤 L１０  0.01 64 

場所打杭工 

オールケーシング工 未固結地盤 L１０  0.01 63 

硬質地盤オールケーシング 

未固結地盤 L１０  0.01 61 

固結地盤 L１０  0.001 56 

リバースサーキュレーション工 未固結地盤 L１０  0.01 54 

アースドリル工※2
 未固結地盤 L１０  0.01 56 

ダウンザホールハンマ工 未固結地盤 L１０  0.01 67 

土留・仮締切工 

鋼矢板 （バイブロハンマ工） 未固結地盤 L１０  0.01 77 

鋼矢板 （超高周波バイブロハンマ工） 未固結地盤 L１０  0.14 81 

鋼矢板 （ウォータージェット併用バイブロハンマ

工） 
未固結地盤 L１０  0.01 75 

鋼矢板 （油圧圧入引抜工） 未固結地盤 L１０  0.01 62 

鋼矢板 （アースオーガ併用圧入工） 未固結地盤 L１０  0.01 59 

オープンケーソン工 オープンケーソン 未固結地盤 L１０  0.01 55 

地中連続壁工 地中連続壁 未固結地盤 L１０  0.01 52 

架設工 コンクリート橋架設 未固結地盤 L１０  0.01 55 

構造物取り壊し工 

構造物取り壊し(大型ブレーカ) 未固結地盤 L１０  0.01 73 

構造物取り壊し(ハンドブレーカ) 未固結地盤 L１０  0.01 50 

構造物取り壊し（圧砕機） 未固結地盤 L１０  0.01 52 

構 造 物 取 り壊 し （自 走 式 破 砕 機 による殻 の破

砕） 

未固結地盤 L１０  0.01 69 

旧橋撤去工 旧橋撤去 未固結地盤 L１０  0.01 76 

アスファルト舗装工 

路盤工(上層・下層路盤) 未固結地盤 L１０  0.01 59 
コンクリート舗装工 

アスファルト舗装工 表層・基層 未固結地盤 L１０  0.01 56 

コンクリート舗装工 コンクリート舗装 未固結地盤 L１０  0.01 75 

現場内運搬(未舗装)  未固結地盤 L１０  0.01 57 

基礎・裏込め砕石工  基礎・裏込め砕石工 未固結地盤 L１０  0.01 63 
注） トンネル部の機械掘削、現場内運搬（舗装） については、影響が小さいため、基準点振動レベルを示していない。
※1 定常振動のスタビライザ移動時の最大値を測定 
※2 国土交通省土木工事積算基準書に記載されていないが施工例があるため参考として記載した。 
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  *8「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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6.2.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

   予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。そ

の検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階におけ

る環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。         

   (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3 

   (2) 環境保全措置の効果*4、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況

の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

   (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響 

 ４）事後調査 

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施*5する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ず

    る場合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

【解 説】 

  *1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表－6.2.5 に示す。 
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表－6.2.5 環境保全措置の例、効果等 
環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれのある他

の環境への影響 

低振動型建設機械の採用注1) 振動の発生の低減が見込まれる。他の環境要素への影響はない。 

低振動工法への変更 振動の発生の低減が見込まれる。他の環境要素への影響はない。 

建設機械を保全対象から離

す 

距離減衰による低減が見込まれ

る。 

大気質、騒音への影響が緩和され

る。 

作業方法の改善注2) 振動の発生の低減が見込まれる。他の環境要素への影響はない。 

注 1) 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成９年建設省告示 1536 号） 
      に基づき指定された建設機械 
 注 2) ①作業者に対する資材の取扱いの指導 
       ②建設機械の複合同時稼動、高負荷運転を極力避ける等 
 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各作成段階において環境保全措置の内

容が変化した場合が相当する。 

  *3「実施の内容」 

「実施の内容」としては予測対象の工種等に対して、採用する環境保全措置の種類、

実施位置等をできる限り具体的に記載する。 

 *4「環境保全措置の効果」 

「環境保全措置の効果」は、採用する環境保全措置を講ずる前後の予測結果を用い

て、定量的又は定性的に効果を記載する。 

 *5「事後調査を実施」 

建設機械の稼働に係る振動の参考予測手法については、発生源の種類（工事の種

別等）毎に実測データを基に設定した基準点振動レベル・内部減衰係数及び振動の

予測計算式を用いた予測を行う。従って、予測式は環境影響の予測に関する知見が

十分に蓄積されたものと判断でき、一般的に不確実性は小さいと考えられる。また、

環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、低振動工法の採用や作業

方法の改善など、効果が確実に期待できる環境保全措置を工事の状況を観察しなが

ら行うことができるため、環境影響の程度が著しいものとなるおそれは小さいと考

えられる。従って、事後調査の必要性は、一般的に小さいと考えられる。 

しかし、知見が不十分で、その効果が予測できないような新たな環境保全措置を

講じる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、事後調査を実施する

必要がある。 
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6.2.8 評価の手法 

 評価の手法は以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、建設機械の稼動に係る振動に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でで

きる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることに

より行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測

の結果との間に整合が図られているかどうか*2を評価する。 

 

  【解 説】 

  *1「基準又は目標」 

建設機械の稼働に係る振動において整合を図る基準又は目標は、表－6.2.6 のとお

りである。 

 

                      表－6.2.6  整合を図る基準又は目標                       
環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

振  動 建設機械の稼働 振動規制法施行規則（昭和51年11月10日総理府令第58号）

による特定建設作業の規制に関する基準及び関係する地

方公共団体の定める基準 

（注）振動規制法第一条、第三条及び第十五条には、以下のとおり記されている。 

第一条 生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 

第三条 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域

で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定し

なければならない。 

第十五条 市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する振動が環

境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が

著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、そ

の事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定建設

作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。  

２ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行

つているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。  

３ 市町村長は、当該施設又は工作物に係る建設工事の工期が遅延することによつて公共の福

祉に著しい障害を及ぼすおそれのあるときは、当該施設又は工作物に係る建設工事として

行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、生

活環境の保全に十分留意しつつ、当該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮し

なければならない。 

    

  *2「整合が図られているかどうか」 

          特定建設作業の規制に関する基準及び関係する地方公共団体の定める基準との

整合性の考え方は、特定建設作業の規制に関する基準及び関係する地方公共団体

の定める基準を超えないことを原則とし、そのことをもって、整合が図られてい

るとする。  
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
６．振 動 

6.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「6.3 資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行に係る振動」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務

省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 6.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3743号 
 

旧建設省土木研究所材料施工
部機械研究室  

初版 
                     
                     前室長 

前主任研究員 
室長 
主任研究員 

村松敏光 
持丸修一 
江本 平 
荒井 猛 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4060号 

独立行政法人土木研究所 技
術推進本部 先端技術チーム 

主務省令の改正 
 

主席研究員 
前総括主任研究員
主任研究員 
前主任研究員 

山元 弘 
林  輝 
吉田 潔 
吉永弘志 

平成25年3月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部道路環境研
究室 

主務省令の改正 
 

室 長 
主任研究官 

角湯克典 
吉永弘志 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建設省令第 10

号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 
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「6.3 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動」の概要 

  資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、「工事用車両」という。）の運行に係る振

動についての調査は、予測に必要な振動の現況及び地盤種別の把握を目的として、振動

の状況、地盤の状況を対象に行う。予測は、参考手法による場合、振動レベルの 80％レ

ンジの上端値を予測するための式により工事用車両の運行時の振動レベルを対象に行う。

予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環

境保全措置の検討を行う。評価は、回避・低減及び基準等との整合性の観点から行う。 
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  6.3.5 調査の手法 
参考調査手法 
 振動の状況、地盤種別について、既存資料調査と現地調査。 

 

参考手法より簡略な手法 
  現地調査を省略 

 

6.3.6 予測の手法 
参考予測手法 
 振動レベルの80％レンジの上端値を予測するための式により、工事用道路の接続が予想される既存道路の

予測断面における敷地の境界線で振動レベルを予測する。 

図－6.3.1 「工事用車両の運行に係る振動」における調査、予測及び評価の流れ 

6.3.7 環境保全措置の検討   
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲

内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうか

の検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれ

に伴う環境への影響を明らかにする。 

6.3.8 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 

6.3.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業の工事計画の概要 
 ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高

  架）、概ねの位置、延長 
 ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される

  概ねの位置 
③想定される主な工種等  

6.3.2 地域特性の把握

１）自然的状況 
 ①振動の状況 
 ②地質の状況 
２）社会的状況 
 ①土地利用の状況 
 ②交通の状況 

③学校、病院等の配置の状況及び住宅の配置の概況 

④環境の保全を目的とする法令等の状況 

6.3.3 項目の選定 
 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に、住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画

上及び土地利用上から住居等の将来の立地が計画されている場合 

6.3.4 調査及び予測の手法の選定 
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手法より簡略

な手法を選定する。 
１）参考手法より簡略化された手法を選定する場合 
  対象道路事業実施区域近傍に既存の調査地点が存在し、調査すべき情報に、この資料を用いることが適

当であり、かつ、入手可能な場合は、参考手法より簡略な調査の手法を選定する 
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6.3.1 事業特性の把握  

 事業特性については、計画の熟度に応じ、工事用車両の運行に係る振動の調査及び予

測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討*1」

を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業の工事計画の概要*2 

 (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長 

  (2) 工事用施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

 (3) 想定される主な工種等*3 

 

 【解 説】                                                                    

  これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査及び予測の実施 

に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業の実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、工事

等の概ねの位置と住居等の保全対象（「6.3.2 地域特性の把握」で把握する）との位

置関係を把握するために必要である。環境影響を受けるおそれがあると認められる地

域内に住居等の保全対象が存在するか、又は、都市計画上、土地利用上から住居等の

将来の立地が計画されている場合、項目を選定する。詳細は、「6.3.3 項目の選定」

を参照のこと。 

２）調査及び予測に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査地

点及び予測地点の設定や予測の前提条件を設定するために必要である。詳細は、「6.

3.5 調査の手法」及び「6.3.6 予測の手法」を参照のこと。  

    

*1「配慮書段階の検討」                                          

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

*2「工事計画の概要」 

「6.2.1 事業特性の把握」*2 を参照のこと。 

  *3「工種等」                          

    「6.2.1 事業特性の把握」*3 を参照のこと。    
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6.3.2 地域特性の把握 

 地域特性の把握は、自動車走行に係る振動と同じである。 

【解 説】                                                                    

 「6.1 自動車の走行に係る振動」1)における「6.1.2 地域特性の把握」を参照のこと。 
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6.3.3 項目の選定 

 本項目の選定は、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域*1内に住居等の保

全対象が存在する場合、又は、都市計画上及び土地利用上から将来の立地が計画されて

いる場合に行う。 

 

 【解 説】 

項目の選定にあたっては、「6.3.1 事業特性の把握」で得られた振動の発生源の位置

と「6.3.2 地域特性の把握」で得られた現在の住居等の保全対象の位置関係から判断し、

選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにするものとする。 

 

 *1「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」 

「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域」とは、既存の道路を工事用車

両が運行するときの当該工事用車両による振動の影響範囲をいう。この既存の道路

においては対象道路事業により交通の状況等が異なるため、その沿道の振動状況も

異なる。従って、既存の道路の沿道において当該工事用車両による振動の影響範囲

を一律に設定することができない。 
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6.3.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査及び予測の手法は、6.3.5-1及び6.3.6-2に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性

及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より簡略な

手法を選定する場合として、以下のような場合が想定される。 

 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合 

  調査すべき情報が、文献等により入手できる場合*1は、参考手法より簡略な調査の

手法を選定できる。 

 

 【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第八条に基づき、省令別表第一に掲げ

る一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案して選定する。

上記では、省令第八条第３項に基づき参考手法より簡略な手法を選定する場合の要件を

具体的に示した。 

 

  *1「文献等により入手できる場合」 

「文献等により入手できる場合」とは、「6.3.2 地域特性の把握」及び「6.3.5 調

査の手法」において収集される文献その他の資料により調査すべき情報が得られる

場合が該当する。 
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6.3.5 調査の手法 

6.3.5-1 参考調査手法 

  参考調査手法は、以下による。 

  １）調査すべき情報 

  (1) 振動の状況 

    振動の状況*1は、振動規制法施行規則別表第二に規定された振動レベルを調査

する。 

  (2) 地盤の状況 

    地盤の状況は、地盤種別を調査する。 

 ２）調査の基本的な手法 

  調査の基本的な手法は、既存資料調査*2及び現地調査とする。なお、現地調査は以

下の方法による。 

  (1) 振動の状況 

    振動の状況の現地調査は、振動レベル*3について、振動規制法施行規則別表第

二備考４及び７に規定する振動の測定方法により行う。 

  (2) 地盤の状況 

    地盤の状況の現地調査は、表層地質及び周辺地形の状況について現地踏査によ

る目視で行う。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、工事用道路の接続が予想される既存道路の影響範囲内において住居等

が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域とする。 

 ４）調査地点 

  調査地点は、予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する振動の状況、地盤

 の状況が得られる箇所*4を設定する。 

 ５）調査期間等 

  (1) 振動の状況 

    調査期間は、振動の状況を代表すると認められる１日について、工事用車両の

運行による環境影響の予測に必要な時間帯において昼間及び夜間の区分毎に１

時間当り１回の測定を４回行う。 

6.3.5-2 参考手法より簡略な調査の手法 

 対象道路事業実施区域の近傍に既存の調査地点が存在し、調査すべき情報に、この資

料を用いることが適当であり、かつ、入手可能な場合は、現地調査を省略することがで

きる。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

振動：資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

一 調査すべき情報 

 イ 振動の状況 

 ロ 地盤の状況 
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二 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施

行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第二備考４及び７に規定する振動の

測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域 

四 調査地点 

 振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

  振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 

 

【解 説】 

 「6.3.5-1 参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調

査手法を具体的に示した。また、「6.3.5-2  参考手法より簡略な調査手法」は、「6.3.

4  調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より簡略な手法を選定できる場合」に該当

する調査手法である。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 

 *1「振動の状況」 

「振動の状況」の調査項目は、工事用車両の運行が予想される道路において、振動

規制法施行規則別表第二に規定された振動レベル並びに交通量とする。 

 *2「既存資料調査」 

ａ．振動の状況については、振動規制法第十九条並びに同法施行令第五条により、

同法第三条に基づき指定された振動規制地域における振動の測定が市町村において

行われている場合には、この資料を利用できる。 

ｂ．また、地盤の種別に係る資料調査は、土地分類図（表層地質図）、土木地質

図等の公表資料の収集により行う。 

 *3「振動レベル」 

「6.1 自動車の走行に係る振動」1)における「6.1.5 調査の手法」*1 を参照の 

こと。 

  *4「振動の状況、地盤の状況が得られる箇所」 

ａ．振動の状況については、工事用道路の接続が予想される既存道路の代表区間

（接続位置近傍）に１地点を設定する。 

ｂ．地盤の状況については、工事用道路の接続が予想される既存道路の代表区間

（接続位置近傍）に区域を設定する。  
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6.3.6 予測の手法 

6.3.6-1 予測の前提条件 

  予測の前提条件として、予測断面及び工事用車両の平均日交通量を設定する。 

  １）予測断面 

 予測断面は、工事用道路の接続が予想される既存道路の代表区間（接続位置近傍）

に設定する。 

 ２）工事用車両の平均日交通量 

  工事用車両の平均日交通量は、予想される工事内容や、「6.3.2 地域特性の把握」

で把握した情報を考慮して設定する。 

6.3.6-2 参考予測手法                                        

 参考予測手法は、以下による。 

 １）予測の基本的な手法 

  次の「振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式」*1を用い

て予測する。ただし、K、aについては既存のデータ等を参考に適切に設定する。 

               

 LLL  *
1010  ････････ (6.3.1)

ここで、    QaQaL 1010
'

1010 loglogloglog     

 L10 : 振動レベルの80パーセントレンジの上端値の予測値  (dB) 

 L10
* : 現況の振動レベルの80パーセントレンジの上端値  (dB) 

 ∆L : 工事用車両による振動レベルの増分  (dB) 

 Q' : 工事用車両の上乗せ時の500秒間の１車線当りの等価交通

量 (台/500秒/車線) 

     HCHL

1

600,3

500
NNKN

M


  

･････････(6.3.2)

 NＬ   : 現況の小型車類時間交通量 (台／時) 

 NＨ : 現況の大型車類時間交通量 (台／時) 

 NＨC : 工事用車両台数（台／時） 

 Q : 現況の500秒間の１車線当り等価交通量 (台／500秒／車

線) 

 K : 大型車の小型車への換算係数 

 M : 上下車線合計の車線数 

 a : 定数 

なお、K、aについては、基本的には「6.1 自動車の走行に係る振動」1)における

「6.1.6 予測の手法」と同じとする。 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域と同じとする。（「6.3.5-1 参考調査手法 ３」調査地 

域」）  
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３）予測地点 

予測地点は、原則として工事用道路の接続が予想される既存道路の接続箇所近傍

に設定した予測断面における敷地の境界線とする。 

４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事用車両台数が最大となると予想される時期とする。 

6.3.6-3 予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度*2及び不確実性に係る環境影響の程度を

勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなけれ

ばならない。 

 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

振動：資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

一 予測の基本的な手法 

 振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算 

二 予測地域 

 調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域 

三 予測地点 

 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握で

きる地点 

四 予測対象時期等 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による振動に係る環境影響が最大となる時

期 

 

【解 説】 

 「6.3.6-2  参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法を具体的に示した。この予測手法を、適用範囲において用いる場合は、環境影響

の予測に関する知見が十分に蓄積されていると判断できものであり、評価に対して、合

理的に十分対応できる手法である。 

 また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以

外の事業活動等によりもたらされる振動を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。ただし、当該事業以

外の事業の評価指標が異なる場合は、振動の合成ができないため、影響を勘案した予測

は実施できない。 

 

 *1「振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式」 

予測の参考手法は、年間の平均的な１日の昼間及び夜間の区分毎の振動レベルの
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八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算による方法とし、

既存道路の現況振動レベルに基づいて、工事用車両走行時の振動レベルを予測する。

（図－6.3.2 参照） 

なお、道路構造は、予測断面における現況の道路構造とし、また、工事用車両の

交通条件としての時間当り工事用車両台数は、工事用車両の平均日交通量を基に運

行時間数から設定する。 

 

                                         
 
                                                
                                        Q：現況の等価交通量     Q'：工事用車両  
                                                                    の上乗せ時の
                                  等価交通量 

                                                              
 
                                 
 

                   QaQaL 1010
'

1010 loglogloglog      
 

           

 

 

図－6.3.2 工事用車両の運行に伴う振動の予測手順 

 

*2「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 

  

現況振動レベルL10* 

工事用車両の上乗せ
による振動レベルの
増加  

工事用車両運行時の振動レベル
L10 = L10

* + ∆L 

現況の交通条件 工事用車両の交通条件
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6.3.7 環境保全措置の検討  

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置*1を検討する。そ

の検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階におけ

る環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

  ２）検討結果の検証    

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理     

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。               

  (1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容*3    

  (2)環境保全措置の効果*4及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並

    びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度   

  (3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある他の環境への影響    

 ４）事後調査                                                    

  以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施*5する。 

  (1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ず

    る場合 

  (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

【解 説】 

  *1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表－6.3.1 に示す。 

                       

          表－6.3.1 環境保全措置の例、効果等          

 環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれのある他の環境

への影響 

工事の分散 振動の発生の低減が見込ま

れる。 

大気質、騒音の緩和が図られる。 

  

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各作成段階において環境保全措置の内

容が変化した場合が相当する。 

 *3「実施の内容」 

「6.2.7 環境保全措置の検討」*3 を参照のこと。 
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 *4「環境保全措置の効果」 

「6.2.7 環境保全措置の検討」*4 を参照のこと。 

 *5「事後調査を実施」 

工事用車両の運行に係る振動の参考予測手法については、発生源の種類（工事の

種別等）毎に実測データを基に設定した基準点振動レベル・内部減衰係数及び振動

の予測計算式を用いた予測を行う。従って、予測式は環境影響の予測に関する知見

が十分に蓄積されたものと判断でき、一般的に不確実性は小さいと考えられる。ま

た、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合は、工事の分散により工

事用車両が集中しないようにする等、効果が確実に期待できる環境保全措置を行う

ことができるため、環境影響の程度が著しいものとなるおそれは小さいと考えられ

る。従って事後調査の必要性は、一般的に小さいと考えられる。 

しかし、予測式を用いても、その効果が予測できないような新たな環境保全措置

を講ずる場合、その不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、

事後調査を実施する必要がある。 
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6.3.8 評価の手法 

 評価の手法は、以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

  調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、工事用車両の運行に係る振動に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保

全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすること

により行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

   国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項

 目に係る環境要素に関して基準又は目標*1が示されている場合には、当該基準又は目

 標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているか*2どうかを評価する。 

 

【解 説】 

 *1「基準又は目標」 

工事用車両の運行に係る振動において整合を図る基準又は目標は、表－6.3.2 のと

おりである。 

 

表－6.3.2  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 環境要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

振  動 工事用車両の運行

振動規制法施行規則（昭和51年11月10日 総理府令第58 

号）による道路交通振動の限度、及び関係する地方公共

団体の定める目標 

（注）振動規制法第一条、第三条及び第十六条には、以下のとおり記されている。 

第一条 生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 

第三条 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振

動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければ

ならない。 

第十六条 市町村長は、第十九条の測定を行った場合において、指定地域内における道路交通振動

が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれてい

ると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、

維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法（昭和

三十五年法律第百五号）の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。 

２ 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議し

なければならない。  

３ 道路管理者は、第一項の要請があった場合において、道路交通振動の防止のため必要があると

認めるときは、当該道路の部分の舗装、維持又は修繕の措置を執るものとする。 

 

*2「整合が図られているかどうか」 

道路交通振動の限度との整合性の考え方は、道路交通振動の限度を超えないこと

を原則とし、そのことをもって、整合が図られているとする。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

７．水 質 

7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「7.1休憩所の供用に係る水の濁り及び水

の汚れ」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改

正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 
*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

  

「道路環境影響評価の技術手法」 7.1「休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ」の改定の経緯  

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3744号 
 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室  

初版 
 

 
室 長 
前主任研究員
元主任研究員
交流研究員 

大西 博文 
山田 俊哉 
江橋 英治 
大野 順通 

旧日本道路公団企画部道路環境課

元副参事 
元副参事 

岩橋 正視 
角田 成昭 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第388号 
 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
室 長 
前交流研究員

曽根 真理 
並河 良治 
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「7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ」の概要 

休憩所の供用に係る水の濁り（又は水の汚れ）についての調査は、予測、評価に必要な

整合を図るべき基準の状況や現況濃度の把握を目的として、排出先の公共用水域に係る環

境基準等の状況、水質及び水象の状況を対象に行う。予測は、参考手法による場合原単位

法により将来の公共用水域へ排出される汚水による負荷量を対象に行う。予測結果から、

環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討

を行う。評価は、回避・低減及び環境基準等との整合性の観点から行う。  

なお、公共用水域とは、「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号)第二条第一項に

よる以下のものをいう。 

①河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他の公共の用に供される水域。 

②上記水域に接続する公共溝渠、かんがい用水路、その他の公共の用に供される水路。

ただし、公共下水道及び流域下水道であって終末処理場を設置しているものを除く。 

また、ここでいう休憩所とは、し尿及び雑排水等を排出するサービスエリア・パーキン

グエリア等の施設とする。 

なお、本節では休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れの双方を扱っており、「水の

濁り（又は水の汚れ）」は、水の汚れの記述として水の濁りに関する記述を（ ）内の記

述に置き換えることを意味する（以下同様）。 

 

＊ ＊ ＊ 

 

休憩所の供用以外に土地又は工作物の存在及び供用に係る環境影響要因として、道路の

供用による路面排水や凍結防止剤、トンネルの供用によるトンネル壁面の洗浄水が想定さ

れる。 

路面排水は降雨時のみ流出するものであり、既存の調査結果１）によると初期流出時にや

や高い汚濁濃度が検出される場合もある（路面排水に排水基準は適用されないが、仮に適

用しても排水基準を超過するような濃度を示すことはまれであった）が、これは一時的な

ものであって時間の経過とともに速やかに濃度は減少する。 

冬季に路面上に散布した凍結防止剤は、融雪水と共に公共用水域に流入するが、既存の

調査結果２）によると流入後は速やかに拡散・希釈される。また、凍結防止剤の主成分であ

る塩化ナトリウム(NaCl)及び塩化カルシウム(CaCl2）等は毒性を示すものではない。 

一般的にトンネル洗浄水は、トンネル坑口付近に設置された貯水槽に一時的に溜め、ト

ンネル洗浄水処理車で処理するか、バキュームカーにより汚水処理施設に搬出し処理する。

また、これらの対策が困難な場合においても、乾式清掃による対策が可能である。 

以上により、これらの公共用水域の水質に及ぼす影響は、一般的には小さいと考えられ

るため、参考項目としていない。 
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図－7.1.1 「休憩所の供用に係る水の濁り（又は水の汚れ）」における調査、予測及び評価の流れ 

 

 

 

  

7.1.2 地域特性の把握 

１）自然的状況  
水象の状況  

２）社会的状況  
①下水道の整備の状況  
②環境の保全を目的とする法令等の状況 

7.1.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業に係る道路の区分、設計速度、

計画交通量及び構造の概要  
①計画交通量  
②構造の概要  

7.1.3 項目の選定 

休憩所の設置が計画されており、かつ、休憩所からの汚水を公共用水域に排出する場合

7.1.4 調査及び予測の手法の選定 

調査・予測手法は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られ

る情報等を踏まえ、選定する。 

7.1.5 調査の手法 

参考調査手法 

浮遊物質量（又は、生物化学的酸素要求量若しくは化学的酸素要求量）の環境基準及び排水基準（又

は、排水基準及び総量規制基準並びに汚濁負荷量に係る規制基準）の内容について、既存資料調査に

より行う。 

7.1.6 予測の手法 

参考予測手法 

原単位法により休憩所から公共用水域へ排出される汚水の浮遊物質量（又は、生物化学的酸素要求

量若しくは化学的酸素要求量）を予測する。  

7.1.7 環境保全措置の検討 

①  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能

な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共団体の基準又は

目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。  
②  ①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか

どうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。  
③  ①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及

びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

7.1.8 評価の手法 

①  事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。  
②  国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。  
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7.1.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、休憩所の供用に係る水の濁り（又 

は水の汚れ）の項目の選定、調査及び予測の実施に関連する以下の内容を把握する。なお、

当該事業において「配慮書段階の検討＊1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活

用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）第三条 

に規定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

(1) 計画交通量（対象とする時期、将来年平均日交通量） 

(2) 構造の概要 

休憩所（パーキングエリア、サービスエリア）の存在の有無、設置が想定される概ね

の位置 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要に

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「休憩所の存在の有無、設置が想定される概ねの位置」は、公共用水域に休憩所からの

汚水を排出するか否かを判断するために必要である。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

「休憩所の存在の有無、設置が想定される概ねの位置」は、調査方法、予測方法（予測

地点等）を選定するために必要である。詳細は、「7.1.5 調査の手法」、「7.1.6 予測の

手法」を参照のこと。 

３）予測に用いる事業特性 

「計画交通量」は、原単位法により休憩所からの汚水による負荷量を予測するために必

要である。詳細は、「7.1.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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7.1.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲についての入手可能な

最新の文献＊１その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づ

き、休憩所の供用に係る水の濁り（又は水の汚れ）に係る項目の選定、調査及び予測の実

施に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行

った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）自然的状況 

(1) 水象、水質、底質その他の水に係る環境の状況（環境基準の確保の状況を含む） 

①水象の状況 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 

２）社会的状況 

(1) 下水道の整備の状況 

下水道の整備の状況 

(2) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況 

①「環境基本法」(平成５年法律第 91 号)第十六条第一項の規定により定められた水

質汚濁に係る環境基準の類型の指定状況 

②「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号)第三条第三項の規定による排水基準

が定められた区域 

③「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号)第四条の二第一項に規定する指定地

域 

④「瀬戸内海環境保全特別措置法」(昭和 48 年法律第 110 号)第五条第一項に規定す

る関係府県の区域 

⑤「湖沼水質保全特別措置法」(昭和 59 年法律第 61 号)第三条第二項により規定さ

れた指定地域 

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、調査、予測及び評価

の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「水象の状況」、「下水道の整備の状況」等か

ら保全対象となる公共用水域の状況を把握する。 

「水象の状況」より、休憩所からの排出が予想される水域を把握するものとする。ま

た、「下水道の整備の状況」より、休憩所からの排出水を下水道に排出することが想定

されるか否かを把握するものとする。これらと休憩所の設置が想定される概ねの位置か

ら、項目の選定について検討する。詳細は、「7.1.3 項目の選定」を参照のこと。 
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２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象の状況、当該対

象に係る規制の内容の状況」は、調査地点及び予測地点の概略的な設定に用いられる。

「7.1.5 調査の手法」及び「7.1.6 予測の手法」を参照のこと。 

３）予測及び評価に用いる地域特性 

「水象の状況」、「下水道の整備の状況」等は、場合によっては「7.1.5 調査の手法」 

で示した調査すべき情報として代用され、予測条件として用いることがある。評価の実

施に用いる地域特性としては、「環境の保全を目的として法令等により指定された地域

その他の対象の状況、当該対象に係る規制の内容の状況」があり、これらは評価におい

て基準又は目標との整合性の検討を行う際に必要である。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－7.1.1 に示す。 

 

表－7.1.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等 

自
然
的
状
況 

水象の状況 河川図 

公共用水域の

管内図 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 国又は都道府県 

地形図 国土地理院 

社
会
的
状
況 

下水道の整備の状況  下水道整備計

画等  
下水道の整備の状況（現況及び将来

計画） 

地方公共団体 

環境の保全を目的と

して法令等により指

定された地域その他

の対象の状況、当該対

象に係る規制の内容

の状況 

例規集等 環境基本法第十六条第一項の規定に

より定められた水質汚濁に係る環境

基準の類型の指定状況 

都道府県等 

水質汚濁防止法第三条第三項の規定

による排水基準が定められた区域 

都道府県等 

水質汚濁防止法第四条の二第一項に

規定する指定地域 

都道府県等 

瀬戸内海環境保全特別措置法第五条

第一項に規定する関係府県の区域 

府県等 

湖沼水質保全特別措置法第三条第二

項により規定された指定地域 

都道府県等 

 

表－7.1.1 に示される環境の保全を目的として法令等により指定された地域等と当

該地域等に係る規制の内容の関係は、表－7.1.2 に示すとおりである。 
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表－7.1.2 環境の保全を目的として法令等により指定された地域等と規制の内容 

法令等により指定された地域等 規制の内容 
環境基本法第十六条第一項の規定により定められ

た水質汚濁に係る環境基準の類型の指定状況 
「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年

環境庁告示第 59 号）第一の規定により、環境省又

は都道府県が指定した水域類型に係る生活環境の

保全に関する環境基準が適用される。 

水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基

準が定められた区域 
水質汚濁防止法第三条第三項の規定により、都道

府県が条例で定めた排水基準より厳しい許容限度

の排水基準が適用される。 

水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定

地域若しくは瀬戸内海環境保全特別措置法第五条

第一項に規定する関係府県の区域 

水質汚濁防止法第四条の五の規定により、化学的

酸素要求量に係る総量規制基準（指定地域内事業

所から排出される排出水の汚濁負荷量について定

める許容限度）が適用される。 

湖沼水質保全特別措置法第三条第二項により規定

された指定地域 
湖沼水質保全特別措置法第七条第一項の規定によ

り、化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の規制基

準が適用される。 
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7.1.3  項目の選定 

本項目の選定は、休憩所の設置が計画されており、かつ、休憩所からの汚水を公共用水

域に排出する場合に行う。 

 

【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「7.1.1 事業特性の把握」で得られた「休憩所の存在

の有無、設置が想定される概ねの位置」と「7.1.2  地域特性の把握」で得られた「水

象の状況」、「下水道の整備の状況」により、休憩所からの汚水を公共用水域に排出す

るか否かにより判断するものとし、選定するしないに拘わらず、その理由を明らかにす

るものとする。 
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7.1.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査及び予測の手法は、7.1.5 及び 7.1.6 に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性及び

地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。 

 

【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案

しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定

する。 
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7.1.5 調査の手法 

１）調査すべき情報 

(1) 休憩所の供用に係る汚水の排出先となる公共用水域の環境基準＊１について調査

する。 

(2) 排出先の公共用水域の水質及び水象の状況＊2 を調査する。 

(3) 休憩所の供用に係る浮遊物質量の排水基準＊3（又は、排出先が河川の場合は基本

的に休憩所の供用に係る生物化学的酸素要求量の排水基準、排出先の公共用水域が

湖沼又は海域の場合は基本的に休憩所の供用に係る化学的酸素要求量の排水基準＊4）

の規制の内容について調査する。 

２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、既存の文献その他の資料による情報の収集及び当該情の整理

により行う。排出先の公共用水域の水質及び水象の状況についての資料若しくは文献が

ない場合又は不備な場合は現地調査＊5 によりこれを補う。現地調査は、関連法令、指針

等に示される方法に基づいて実施する。 

３）調査地域 

汚水を排出する公共用水域 

４）調査地点 

汚水を排出する地点、又はその下流域において水質及び水象の状況を適切に把握でき

る地点＊6 とする。 

５）調査期間等 

調査期間は、水質及び水象の状況を適切に把握できる期間及び頻度＊7 とする 

 

別表第二  参考手法（調査の手法） 

水の濁り：休憩所の供用 

一  調査すべき情報 

国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理 

三 調査地域 

 汚水を排水する公共用水域 

四 調査地点 

 汚水を排水する地点 
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別表第二  参考手法（調査の手法） 

水の汚れ：休憩所の供用 

一  調査すべき情報 

 国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理 

三 調査地域 

 汚水を排水する公共用水域 

四 調査地点 

 汚水を排水する地点 

 

【解 説】   

「7.1.5 調査の手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調査

手法を具体的に示した。この調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応でき

る手法である。 

 

*1「環境基準」 

「水質汚濁に係る環境基準について」第一の規定により定められる水域類型に係る

生活環境の保全に関する環境基準。 

*2「水質及び水象の状況」 

バックグラウンド濃度及びバックグラウンド負荷量を把握するため水質濃度及び流

量を調査する。調査結果は、月別に日間平均値を示し、さらにそれらのデータを基に

年間平均値等を示すものとする。 

*3「排水基準」 

「水質汚濁防止法」第三条第一項の規定により定められる。また、「水質汚濁防止

法」第三条第三項の規定による都道府県が条例で定めた排水基準より厳しい許容限度

の排水基準が定められている場合は、その排水基準も含むものとする。 

*4「排出先が河川の場合は基本的に休憩所の供用に係る生物化学的酸素要求量の排水基

準、排出先の公共用水域が湖沼又は海域の場合は基本的に休憩所の供用に係る化学的

酸素要求量の排水基準」３） 

生物化学的酸素要求量は水中の有機物等の被酸化物を好気性微生物により生物化学

的に酸化分解させる（20℃の恒温槽で５日間）際に消費される酸素量を mg/l で表した

ものである。水の汚れを表す指標として古くから用いられ、環境基準においても河川

について基準値が定められている。また、河川に排出される排出水は、生物化学的酸

素要求量についての排水基準が適用される。したがって、休憩所の供用に伴い汚水を

河川へ排出する場合は、生物化学的酸素要求量を指標とし、その排水基準の規制の内

容について調査する。ただし、「水質汚濁防止法」第四条の五又は「瀬戸内海環境保

全特別措置法」第十二条の三の規定による化学的酸素要求量に係る総量規制基準若し

くは「湖沼水質保全特別措置法」第七条第一項の規定による化学的酸素要求量に係る

 



- 7-1-12 - 

 

汚濁負荷量の許容限度が定められている河川へ排出する場合は、化学的酸素要求量も

指標とし、その規制の内容も調査する。 

一方、水が５日以上滞留するような湖沼や海域においては、生物化学的酸素要求量

は指標として不適当であるため、水中の被酸化物を酸化剤で化学的に酸化する時に消

費される酸素量を mg/l で表した化学的酸素要求量が指標とされている。環境基準にお

いても、湖沼及び海域について基準値が定められている。また、湖沼及び海域に排出

される排出水は、化学的酸素要求量についての排水基準が適用される。したがって、

休憩所の供用に伴い汚水を湖沼又は海域へ排出する場合は、化学的酸素要求量を指標

とし、その排水基準の規制の内容について調査する。なお、「水質汚濁防止法」第四

条の五又は「瀬戸内海環境保全特別措置法」第十二条の三の規定による化学的酸素要

求量に係る総量規制基準若しくは「湖沼水質保全特別措置法」第七条第一項の規定に

よる化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の許容限度が定められている湖沼に排出する

場合は、その規制の内容も調査する。 

*5「現地調査」 

水質、水象の現地調査は、「水質汚濁に係る環境基準について」、「水質調査方法」

及び「海洋観測指針」等に示される方法を参考として実施する。 

*6「水質及び水象の状況を適切に把握できる地点」 

休憩所からの汚水を公共用水域に排出したときの水質を予測及び評価するため、原

則として調査地点は流量の測定が可能な排出地点の直下流とする。河川の場合、距離

の遠い下流域、当該河川等が流入する本川、湖沼又は海域等は含まなくてよい。 

*7「適切に把握できる期間及び頻度」 

現地調査を行う場合の調査期間及び頻度については、原則として以下のとおりとす

る。 

水質の状況は、月１回、１年以上実施する。 

水象の状況は、河川の場合は、月１回、１年以上実施し、湖沼、海域等の閉鎖性水

域の場合は、15 日連続測定を成層期（夏季）及び循環期（冬季）にそれぞれ１回以上

実施する。 

ただし、水質の状況及び水象の状況の調査においては、以下のような場合に適宜調

査回数を減じても差し支えない。 

水質の状況･･･水質の変動が少ない水域で調査する場合。 

水象の状況･･･河川の場合で、水位の変動が少ない水域で調査する場合。 
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7.1.6 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、休憩所に設置される公衆便所、レストラン、売店等の施設別

汚水量及び施設別汚水水質の原単位を用いて、原単位法＊１により休憩所から公共用水域

へ排出される汚水の浮遊物質量（又は、生物化学的酸素要求量若しくは化学的酸素要求

量）を予測する。 

「原単位法」には、次式を用いる。ただし、Ｃｉ及びＱｉついては既存のデータ等を参

考に適切に設定する。 

            

C1=
∑(Ci× Qi)

∑Qi           

ここで、 Ｃ１：排水の水質(mg/l) 

                   Ｃｉ：施設別汚水水質(mg/l) 

            Ｑｉ：施設別汚水量(l/日) 

                     Ｃｉ×Ｑｉ：施設別汚濁負荷量(mg/日) 

 

なお、種々の排水基準が適用される場合は、種々の排水基準を満たすための処理を加

味して公共用水域への排水の濃度を求める。 

２）予測地域 

予測地域は、汚水を排出する公共用水域とする。 

３）予測地点 

汚水を排出する地点とする。 

４）予測対象時期 

予測対象時期は、供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期（最

大になる時期を設定することができる場合に限る。）の他、必要に応じて中間的な時期

についても設定する。 

(1) 定常状態 

定常状態としては、道路構造令第二条第二十一号で定める計画交通量が見込まれる

時期とする。 

(2) 環境影響が最大になる時期 
 

   省令第二十五条第四号でいう「環境影響が最大となる時期（最大になる時期を設定

することができる場合に限る。）」とは、対象道路の供用予定時期以降に地域の自動

車走行台キロの推計値が最大となる時期がある場合は、その時期をいう。また、それ

に該当しない場合については、対象道路事業の供用時期又は関連する道路整備等の影

響を考慮し、対象道路において定常状態となる交通量の推計値を明らかに超える時期

が設定できる場合、その時期をいう。 
 

(3) 中間的な時期 

暫定供用・部分供用が予定されている場合にあっては、必要に応じて＊2 当該時期を

予測対象時期として設定する。 

･････････（7.1）
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５）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度＊3 及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければな

らない。 

 

別表第二  参考手法（予測の手法） 

水の濁り：休憩所の供用 

一  予測の基本的な手法 

 原単位法により浮遊物質量を計算 

二 予測地域 

 汚水を排水する公共用水域 

三 予測地点 

 汚水を排水する地点 

四 予測対象時期等 

 計画交通量の発生が見込まれる時期 

 

別表第二  参考手法（予測の手法） 

水の汚れ：休憩所の供用 

一  予測の基本的な手法 

 原単位法により生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量を計算 

二 予測地域 

 汚水を排水する公共用水域 

三 予測地点 

 汚水を排水する地点 

四 予測対象時期等 

 計画交通量の発生が見込まれる時期 

 

【解 説】 

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以外の事

業活動等によりもたらされる水の濁りまたは水の汚れを、当該事業以外の事業に対する

環境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

「7.1.6 予測の手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予測手

法を具体的に示した。この予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法で

ある。 
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*1「原単位法」 

(1) 予測手順 

排水汚濁負荷量の予測手順は、図－7.1.2 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7.1.2  排水汚濁負荷量の予測手順 

 

(2) 施設利用人数の算定 

  施設利用人数は、次式により算出する。 

 

施設利用人数(人/日)＝Σ（予測対象時期の交通量(台/日)×休日サービス係数 

                   ×立寄率×平均乗車人数(人/台)×車種別構成比率）×施設利用率 

車種別構成比率については、周辺の自動車交通状況等を勘案し、類似道路の道 

路交通センサスのデータを参考に適宜設定するものとする。なお、道路交通センサ

スのデータを用いる場合は、それぞれの車種を表－7.1.3 のように小型車、大型バ

ス、大型貨物車に分類するものとする。 

 

表－7.1.3 道路交通センサスの車種分類と予測に用いる車種分類 

 道路交通センサス

の車種分類  

予測に用いる

車種分類 

乗
用
車
類

軽乗用車 
小型車 

乗用車 

バス 大型バス 

貨
物
車
類 

軽貨物車 

小型車 小型貨物車 

貨客車 

普通貨物車 
大型貨物車 

特種(殊)車 

 

 また、各種係数の目安を表－7.1.4 に示す。 

  

予 測 対 象 時 期 の

交通量(台/日) 
各施設利用人数

の算定(人/日) 
汚 水 量 の 算 定

(m3/日) 
排 水 の 濃 度 と 量

の算定(mg/l) 

種々の排水基準を

満足するための浄

化槽等による処理 

汚 濁 負 荷 量 の

算定(ｇ/日) 
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表－7.1.4 施設利用人数の算定に用いる各種係数等一覧４） 

 
都市部・ 

一般部ＳＡ 
観光地ＳＡ 売店有ＰＡ 売店無ＰＡ 

休日サービス 

係数 

V：予測対象時期の交通量(台/日) 

V≦25,000･･･   1.4 

25,000<V≦50,000･･･1.65-V×10-5 

50,000<V       ･･･   1.15 

1.3 

立寄率 

小型車･･･････ 0.20 

大型バス･････ 0.33 

大型貨物車･･･ 0.16 

0.127 

平均乗車人数 

（人/台） 

小型車･･･････ 2.4 

大型バス･････  31 

大型貨物車･･･ 1.2 

小型車･･･････ 2.4 

大型バス･････  26 

大型貨物車･･･ 1.2 

公衆便所 

利用率 
0.75 0.80 0.75 0.58 

レストラン 

利用率 
0.16 － 

売店利用率 0.18 － 

 

(3) 汚水量の算定 

公衆便所汚水量（m3/日） 

＝１人当り汚水量原単位（ｍ３/人）×公衆便所利用人数（人/日） 

レストラン汚水量（m3/日） 

      ＝１人当り汚水量原単位（ｍ３/人）×レストラン利用人数（人/日）  

売店汚水量（m3/日） 

      ＝１人当り汚水量原単位（ｍ３/人）×売店利用人数（人/日） 

上記の式における１人当りの汚水量原単位の目安を表－7.1.5 に示す。 
 

表－7.1.5 施設別汚水量原単位（m3/人）４） 

 １人当り汚水量原単位 

公衆便所 0.01 

レストラン 0.05 

売 店 0.021 

 

(4) 汚濁負荷量の算定 

公衆便所からの汚濁負荷量（g/日） 

      ＝公衆便所汚水水質(mg/l）×公衆便所汚水量（m3/日） 

レストランからの汚濁負荷量（g/日） 

      ＝レストラン汚水水質(mg/l）×レストラン汚水量（m3/日） 

売店からの汚濁負荷量（g/日）＝売店汚水水質(mg/l）×売店汚水量（m3/日） 
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なお、表－7.1.6 の値は、各施設を利用する場合の汚濁負荷原単位（g/人）を１

人当たり汚水量で除した値である。 
 

表－7.1.6 施設別汚水水質（mg/l）４） 

 浮遊物質量（SS) 生物化学的酸素 

要求量（BOD) 

化学的酸素 

要求量（COD) 

公衆便所汚水 350 300 210 

レストラン汚水 90 350 140 

売店汚水 130 590 220 

 

(5) 排水の濃度と量の算定 

公共用水域への排水の濃度と量は、これまでに算出した汚水量及び汚濁負荷量に、

種々の排水基準を満たすための処理施設等の能力を加味することで求める。 

なお、種々の排水基準は、「7.1.2 地域特性の把握」を参照のこと。 

また、「建築基準法施行令」（昭和 25 年政令第 338 号）第三十二条において、し

尿浄化槽を設ける区域、処理対象人員、生物化学的酸素要求量の除去率と放流水の

許容濃度が定められている。 

*2「必要に応じて」 

施設が部分的に完成し供用されるとき（暫定供用・部分供用）は、一般に事業計画

の目標時期に比べて影響が小さい。しかし、対象道路周辺の道路網の整備状況等によ

っては、これらの時期の交通量が目標時期の交通量を上回ることも考えられる。この

ような状況が生じる時期をＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の段階で

設定できる場合には、当該時期の予測も行うものとする。 

*3「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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7.1.7 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国

又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている

基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置＊1 を検討する。その検討が

ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2 は、それぞれの検討の段階における環境保全

措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において

環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施＊3 する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

休憩所の供用に係る水の濁り（又は水の汚れ）における環境保全措置の例としては、

浄化槽の設置がある。これにより、汚濁濃度を一定値まで低下させた後、処理水を公

共用水域に排出することが可能となる。従って、効果を定量的に予測できるため、一

般的に効果の不確実性は想定されない。また、浄化槽の設置により生ずるおそれのあ

る環境への影響は特に考えられない。 

その他、休憩所からの排出水の下水処理場への搬送等が考えられるが、この場合は、

項目の選定の段階で項目を削除することになる。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

予測の基本的な手法として設定している「原単位法」を、その適用範囲において用 

いて環境保全措置の効果を予測する場合は、その効果に関する知見が十分に蓄積され

ていると判断でき、事後調査を行う必要はないと考えられる。  
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7.1.8 評価の手法 

評価の手法は以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

休憩所の供用に係る水の濁り（又は水の汚れ）に関する影響が、事業者により実行可能

な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により

環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにす

ることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して基準又は目標＊１が示されている場合には、当該基準又は目標と調査、予測及び環

境保全措置の結果との間に整合が図られているかどうかを評価＊２する。 

 

【解 説】 

*1「基準又は目標」 

休憩所の供用に係る水の濁り（又は水の汚れ）において整合を図る基準又は目標は、

表－7.1.7 のとおりである。 

表－7.1.7  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

水 質 

（水の濁り及び

水の汚れ） 

休憩所の供用 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12

月 28 日環告 59 号）第１の規定により、環境省又は都

道府県が指定した水域類型に係る生活環境の保全に

関する環境基準 

注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 

・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定める

ものとする。 

・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確保され

るように努めなければならない。 

 

整合を図る基準又は目標のうち、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要

求量（ＣＯＤ）及び浮遊物質量（ＳＳ）の環境基準は、表－7.1.8～7.1.9 のように定

められている。 

表－7.1.8 生物化学的酸素要求量・浮遊物質量の環境基準（河川(湖沼を除く)） 

項目 

類型 

利用目的の適応性 基準値（日間平均値） 

生物化学的酸素要求量

（ＢＯＤ) 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

ＡＡ 水道１級・自然環境保全及 

びＡ以下の欄に掲げるもの 

１mg/ｌ以下 25mg/ｌ以下 

Ａ 水道２級・水産１級・水浴 

及びＢ以下の欄に掲げるもの

２mg/ｌ以下 25mg/ｌ以下 

Ｂ 水道３級・水産２級及びＣ 

以下の欄に掲げるもの 

３mg/ｌ以下 25mg/ｌ以下 

Ｃ 水産３級・工業用水１級及 

びＤ以下の欄に掲げるもの 

５mg/ｌ以下 50mg/ｌ以下 
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Ｄ 工業用水２級・農業用水及 

びＥの欄に掲げるもの 

８mg/ｌ以下 100mg/ｌ以下 

Ｅ 工業用水３級・環境保全 10mg/ｌ以下 ごみ等の浮遊が認めら

れないこと。 

注）１自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

    水道２級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

    水道３級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３水産１級  ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水

産生物用 

    水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

    水産３級  ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

   ４工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

    工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

   ５環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

表－7.1.9 化学的酸素要求量・浮遊物質量の環境基準（湖沼(天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方 

メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖)）  

項目 

類型 
利用目的の適応性 基準値（日間平均値） 

化学的酸素要求量 

（ＣＯＤ) 
浮遊物質量 

（ＳＳ） 
ＡＡ 水道１級・水産１級・自然環境保全

及びＡ以下の欄に掲げるもの 
１mg/ｌ以下 １mg/ｌ以下 

Ａ 水道２､３級・水産２級・水浴及び

Ｂ以下の欄に掲げるもの 
３mg/ｌ以下 ５mg/ｌ以下 

Ｂ 水産３級・工業用水１級・農業用水

及びＣの欄に掲げるもの 
５mg/ｌ以下 15mg/ｌ以下 

Ｃ 工業用水２級・環境保全 ８mg/ｌ以下 ごみ等の浮遊が認

められないこと。 
備考 

水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適

用しない。 
注）１自然環境保全：自然探勝等の環境保全  

   ２水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
    水道２､３級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行

うもの  
   ３水産１級  ：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産

生物用  
    水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物  
           用  
    水産３級  ：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用  
   ４工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの  
    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの  
   ５環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度  

 

*2「整合が図られているかどうかを評価」３） 

基準又は目標との整合が図られているかどうかを評価する場合は、排水基準等が定

められている公共用水域にあってはその基準等に適合させるための措置を踏まえ、ま

た排水基準等が定められていない公共用水域については、必要に応じ環境保全措置を
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踏まえて予測された汚濁負荷量から公共用水域の水質濃度を科学的知見に基づいて求

め、水質に与える影響を検討することにより行う。 

水質濃度を求める際には、拡散式を用いることができる。拡散式を用いて公共用水

域の水質を求める手順は、図－7.1.3 のとおりである。ただし、拡散係数等のパラメ

ータについては、既存資料、類似事例、現地調査により適切に求める。 

なお、拡散が速やかに進行するような公共用水域では、完全混合として水質濃度を

求めることができる。 

この他、経験式による計算、類似事例の引用による手法を用いてもよい。 

 

 

 

 

 

 

図－7.1.3  拡散式を用いて公共用水域の水質を求める手順 

 

 

引用文献 

1)曽根真理,瀧本真理,木村恵子,小柴剛,井上隆司,並河良治：路面排水の水質に関する報告, 

国土技術政策総合研究所資料第 596 号,2010. 

2)木村恵子,曽根真理,並河良治,桑原正明,角湯克典：凍結防止剤散布と沿道環境,国土技術

政策総合研究所資料第 412 号,2007. 

3)社団法人日本道路協会：道路環境整備マニュアル,1989.注） 

4)日本道路公団：高速道路休憩施設の汚水処理施設設計基準,1999. 

 

注）文献 3)を参考に最新の知見や実測データを用いることによりその内容の見直を行った。 

 

  

発生負荷量の算定 ・・・式（7.1） 

排出水の移流・拡散計算  ・・・拡散式  

計算条件の設定  
（拡散係数、汚濁物質の沈降速度等） ・・・既存資料、類似事例、現地調査
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

７．水 質 

7.2 休憩所の供用に係る水の富栄養化（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「7.2休憩所の供用に係る水の富栄養化」

を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反映

させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建設省令第 10

号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 

  

「道路環境影響評価の技術手法」 7.2「休憩所の供用に係る水の富栄養化」の改定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3744号 
 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室  

初版 
 

 
室 長 
前主任研究員
元主任研究員
交流研究員 

大西 博文 
山田 俊哉 
江橋 英治 
大野 順通 

旧日本道路公団企画部道路環境課

元副参事 
元副参事 

岩橋 正視 
角田 成昭 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第388号 
 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
室 長 
前交流研究員

曽根 真理 
並河 良治 
沢村 英男 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 
研究官 

角湯 克典 
井上 隆司 
山本 裕一郎 
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「7.2 休憩所の供用に係る水の富栄養化」の概要 

休憩所の供用に係る水の富栄養化についての調査は、予測、評価に必要な整合を図るべ

き基準の状況や現況濃度の把握を目的として、排出先の公共用水域に係る環境基準等の状

況、水質及び水象の状況を対象に行う。予測は、原単位法により将来の公共用水域へ排出

される汚水による負荷量を対象に行う。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さい

と判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、回避・低減及び

環境基準等との整合性の観点から行う。 

なお、ここでいう公共用水域、休憩所とは、「7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び

水の汚れ」に記載されているとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7.2.1 「休憩所の供用に係る水の富栄養化」における調査、予測及び評価の流れ 

  

7.2.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

水象の状況 

２）社会的状況 

①下水道の整備の状況 

②環境の保全を目的とする法令等の状況 

7.2.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業に係る道路の区分、設計速度、

計画交通量及び構造の概要 

①計画交通量 

②構造の概要 

7.2.3 項目の選定 

 休憩所からの汚水を、国又は地方公共団体による窒素又は燐に係る環境の保全を目的とした法令等

により指定されている水域に排水する場合 

7.2.4 調査の手法 

 休憩所の供用に係る全窒素又は全燐の環境基準、窒素含有量又は燐含有量の排水基準及び汚濁負荷

量の規制基準の内容について、既存資料調査により行う。 

7.2.5 予測の手法 

原単位法により休憩所から公共用水域へ排出される汚水の窒素含有量又は燐含有量を予測する。 

7.2.6 環境保全措置の検討 

① 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能

な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共団体の基準又は

目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。 

② ①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか

どうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

③ ①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及

びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

7.2.7 評価の手法 

① 事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 

② 国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 
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7.2.1 事業特性の把握 

事業特性の把握は、基本的に休憩所に係る水の濁りと同様に行う。 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査の実施、予測の実施に必要になる。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「休憩所の存在の有無、設置が想定される概ねの位置」は、公共用水域に休憩所から 

の汚水を排出するか否かを判断するために必要である。 

２）調査に用いる事業特性 

「休憩所の存在の有無、設置が想定される概ねの位置」は、調査地域、調査地点を設 

定するために必要である。詳細は、「7.2.4 調査の手法」を参照のこと。 

３）予測に用いる事業特性 

「7.1.1 事業特性の把握」の「３）予測に用いる事業特性」を参照のこと。 
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7.2.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲についての入手可能な

最新の文献＊1 その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づ

き、休憩所の供用に係る水の富栄養化の項目の選定、調査及び予測の実施に関連する以下

の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その

検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）自然的状況 

(1) 水象、水質、底質その他の水に係る環境の状況（環境基準の確保の状況を含む） 

①水象の状況 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 

２）社会的状況 

(1) 下水道の整備の状況 

下水道の整備の状況 

(2) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況 

①「環境基本法」(平成５年法律第 91 号)第十六条第一項の規定により定められた水

質汚濁に係る環境基準の類型の指定状況 

②「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）第三条第三項の規定による排水基

準が定められた区域 

③「湖沼水質保全特別措置法」（昭和 59 年法律第 61 号）第三条第二項により規定

された指定地域 

④「排水基準を定める省令」(昭和 46 年総理府令第 35 号)別表第二の備考６に規定

する湖沼及び海域 

⑤「排水基準を定める省令」(昭和 46 年総理府令第 35 号)別表第二の備考７に規定

する湖沼及び海域 

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、予測及び評価の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「水象の状況」、「下水道の整備の状況」、「環

境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象の状況、当該対象に係

る規制の内容の状況」等から保全対象となる公共用水域の状況を把握する。 

「水象の状況」より、休憩所からの排出が予想される水域を把握し、「環境の保全を

目的として法令等により指定された地域その他の対象の状況、当該対象に係る規制の内

容の状況」より、この公共用水域に窒素含有量あるいは燐含有量に係る排水基準が設定

されているかどうかを把握する。また、「下水道の整備の状況」より、休憩所からの汚

水を下水道に排出することが想定されるか否かを把握するものとする。これらと休憩所
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の設置が想定される概ねの位置から、項目の選定について検討する。詳細は、「7.2.3 項

目の選定」を参照のこと。 

２）調査に用いる地域特性 

「水象の状況」、「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対

象の状況、当該対象に係る規制の内容の状況」は、調査地域、調査地点の設定に用いら

れる。詳細は、「7.2.4 調査の手法」を参照のこと。 

３）予測及び評価に用いる地域特性 

「7.1.2 地域特性の把握」の「３）予測及び評価に用いる地域特性」を参照のこと。 

  

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－7.2.1 に示す。 

表－7.2.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等 

自
然
的
状
況 

水象の状況 河川図 

公共用水域の

管内図 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 国又は都道府県 

地形図 国土地理院 

 

社
会
的
状
況 

下水道の整備の状況 下水道整備計

画等 
下水道の整備の状況（現況及び将来

計画） 
地方公共団体 

環境の保全を目的と

して法令等により指

定された地域その他

の対象の状況、当該対

象に係る規制の内容

の状況 

例規集等 環境基本法第十六条第一項の規定に

より定められた水質汚濁に係る環境

基準の類型の指定状況 

都道府県等 

水質汚濁防止法第三条第三項の規定

による排水基準が定められた区域 
都道府県等 

湖沼水質保全特別措置法第三条第二

項により規定された指定地域 
都道府県等 

法令等 排水基準を定める省令別表第二の備

考６に規定する湖沼・海域 
法令等 

排水基準を定める省令別表第二の備

考７に規定する湖沼・海域 
法令等 

 

表－7.2.1 に示される環境の保全を目的として法令等により指定された地域等と当

該地域等に係る規制の内容の関係は、表－7.2.2 に示すとおりである。 
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表－7.2.2 環境の保全を目的として法令等により指定された地域等と規制の内容 

法令等により指定された地域等 規制の内容 

環境基本法第十六条第一項の規定により定めら

れた水質汚濁に係る環境基準の類型の指定状況 
「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46

年環境庁告示第 59 号）第一の規定により、環境

省又は都道府県が指定した水域類型に係る生活

環境の保全に関する環境基準が適用される。 

 
水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水

基準が定められた区域 
水質汚濁防止法第三条第三項の規定により、都道

府県が条例で定めた排水基準より厳しい許容限

度の排水基準が適用される。 

湖沼水質保全特別措置法第三条第二項により規

定された指定地域 
湖沼水質保全特別措置法第七条第一項の規定に

より、窒素含有量又は燐含有量の汚濁負荷量の規

制基準が適用される。 

排水基準を定める省令別表第二の備考６に規定

する湖沼・海域 
水質汚濁防止法第三条第一項の規定による窒素

含有量の排水基準が適用される。 

排水基準を定める省令別表第二の備考７に規定

する湖沼・海域 
水質汚濁防止法第三条第一項の規定による燐含

有量の排水基準が適用される。 
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7.2.3 項目の選定 

本項目の選定は、休憩所の設置が計画されており、休憩所からの汚水を、国又は地方公

共団体による窒素又は燐に係る環境の保全を目的とした法令等により指定されている公共

用水域に排出する場合に行う。 

 

【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「7.2.1 事業特性の把握」で得られた「休憩所の存在

の有無、設置が想定される概ねの位置」と「7.2.2  地域特性の把握」で得られた「水

象の状況」、「下水道の整備の状況」及び「環境の保全を目的として法令等により指定

された地域その他の対象の状況、当該対象に係る規制の内容の状況」により休憩所から

の汚水を窒素又は燐に係る環境の保全を目的とする法令等により指定されている公共

用水域に排出するか否かにより判断し、選定する場合には、その理由を明らかにするも

のとする。 
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7.2.4 調査の手法 

調査の手法は、基本的に休憩所の供用に係る水の濁りの調査の手法と同じである。 

ただし、調査すべき情報に関しては、以下のとおりとする。 

１）調査すべき情報 

(1) 休憩所の供用に係る排出先の公共用水域の全窒素又は全燐の環境基準＊1 につい

て調査する。 

(2) 排出先の公共用水域の水質及び水象の状況＊2 を調査する。 

(3) 休憩所の供用に係る排出先の公共用水域の窒素含有量又は燐含有量の排水基準＊3

及び汚濁負荷量の規制基準＊4 の規制の内容について調査する。 

 

【解 説】 

調査は公共用水域の全窒素・全燐の環境基準、水質・水象の状況、窒素・燐の排水基

準・規制基準を既存資料調査を基本に行うものであり、予測・評価に対して、合理的に

十分対応できる手法である。 

なお、水の富栄養化は、湖沼及び海域における化学的酸素要求量（ＣＯＤ）増加の一

つの要因になりうるものであることから、調査にあたっては、必要に応じ、水の富栄養

化に起因するＣＯＤについても留意しておく必要がある。 

 

*1「環境基準」 

「水質汚濁に係る環境基準について」第一の規定により定められる水域類型に係る

生活環境の保全に関する環境基準。 

*2「水質及び水象の状況」 

バックグラウンド濃度及びバックグラウンド負荷量を把握するため水質濃度及び流

量を調査する。調査結果は、月別に日間平均値を示し、さらにそれらのデータを基に

年間平均値等を示すものとする。 

*3「排水基準」 

「水質汚濁防止法」第三条第一項の規定により定められる。また、「水質汚濁防止

法」第三条第三項の規定による都道府県が条例で定めた排水基準より厳しい許容限度

の排水基準が定められている場合は、その排水基準も含むものとする。 

*4「汚濁負荷量の規制基準」 

「湖沼水質保全特別措置法」第七条第一項の規定により定められる汚濁負荷量の許

容限度とする。 

 

  



 - 7-2-9 -

7.2.5 予測の手法 

予測の手法は、基本的に休憩所の供用に係る水の濁りの予測の手法と同じである。 

ただし、原単位法で用いる施設別汚水水質＊1 は、水の富栄養化に対する適切な値を用いる。 

 

【解 説】 

「7.1.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「原単位法で用いる施設別汚水水質」 

原単位法で用いる施設別汚水水質の目安を表－7.2.3 に示す。 

 

表－7.2.3 施設別汚水水質（mg/l）１） 

 窒素含有量（T-N） 燐含有量（T-P) 

公衆便所汚水 110 12 

レストラン汚水 12 5 

売店汚水 25 4 
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7.2.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国

又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている

基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置＊1 を検討する。その検討が

ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2 は、それぞれの検討の段階における環境保全

措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において

環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施＊3 する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

休憩所の供用に係る富栄養化における環境保全措置の例としては、浄化槽の設置が

ある。これにより、汚濁濃度を一定値まで低下させた後、処理水を公共用水域に排出

することが可能となる。従って、効果を定量的に予測できるため、一般的に効果の不

確実性は想定されない。また、浄化槽の設置により生ずるおそれのある環境への影響

は特に考えられない。 

その他、休憩所からの排出水の下水処理場への搬送等が考えられるが、この場合は、

項目の選定の段階で項目を選定しない。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

予測の基本的な手法として設定している「原単位法」を、その適用範囲において 

用いて環境保全措置の効果を予測する場合は、その効果に関する知見が十分に蓄積さ

れていると判断でき、事後調査を行う必要はないと考えられる。  
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7.2.7 評価の手法 

評価の手法は以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

休憩所の供用に係る水の富栄養化に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でで

きる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全に

ついての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより

行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して基準又は目標＊1 が示されている場合には、当該基準又は目標と調査、予測及び環

境保全措置の結果との間に整合が図られているかどうかを評価＊2 する。 

 

【解 説】 

*1「基準又は目標」 

休憩所の供用に係る富栄養化において整合を図る基準又は目標は、表－7.2.4 のと

おりである。 

表－7.2.4  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

水 質 

（水の富栄養化） 
休憩所の供用 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭

和 46 年 12 月 28 日環告 59 号）第１の規

定により、環境省又は都道府県が指定し

た水域類型に係る生活環境の保全に関す

る環境基準 

注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 

・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

を定めるものとする。 

・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が

確保されるように努めなければならない。 

 

整合を図る基準又は目標のうち、全窒素（Ｔ－Ｎ）及び全燐（Ｔ－Ｐ）の環境基準

は、表－7.2.5 のように定められている。 

 

表－7.2.5 全窒素・全燐の環境基準（湖沼(天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上 

であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖)） 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基準値（年間平均値） 
全窒素（Ｔ－Ｎ） 全燐（Ｔ－Ｐ） 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に

掲げるもの 
0.1mg/ｌ以下 0.005mg/ｌ以下 

Ⅱ 水道１､２､３級（特殊なものを

除く。）・水産１種・水浴及び

Ⅲ以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/ｌ以下 0.01mg/ｌ以下 

Ⅲ 水道３級（特殊なもの）及びⅣ

以下の欄に掲げるもの 
0.4mg/ｌ以下 0.03mg/ｌ以下 
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Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるも

の 
0.6mg/ｌ以下 0.05mg/ｌ以下 

Ⅴ 水産３種・工業用水・農業用水・

環境保全 
１mg/ｌ以下 0.1mg/ｌ以下 

注）１自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

       水道２級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

    水道３級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の

除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。） 

     ３水産１種  ：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用 

       水産２種  ：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

       水産３種  ：コイ、フナ等の水産生物用 

   ４環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

*2「整合が図られているかどうかを評価」 

基準又は目標との整合が図られているかどうかを評価する場合は、排水基準等が定

められている公共用水域にあってはその基準等に適合させるための措置を踏まえ、ま

た排水基準等が定められていない公共用水域については、必要に応じ環境保全措置を

踏まえて予測された汚濁負荷量から公共用水域の水質濃度を科学的知見に基づいて求

め、水質に与える影響を検討することにより行う。 

水質濃度を求める際には、拡散式を用いることができる。拡散式を用いて公共用水

域の水質を求める手順は、図－7.1.3 に示したとおりである。ただし、拡散係数等の

パラメータについては、既存資料、類似事例、現地調査により適切に求める。 

なお、拡散が速やかに進行するような公共用水域では、完全混合として水質濃度を

求めることができる。 

この他、経験式による計算、類似事例の引用による手法を用いてもよい。 

 

 

引用文献 

1)日本道路公団：高速道路休憩施設の汚水処理施設設計基準,1999. 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

７．水 質 

7.3 水底の掘削等に係る水の濁り（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「7.3水底の掘削等に係る水の濁り」を改定

したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建設省令第 10

号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 

  

「道路環境影響評価の技術手法」 7.3「水底の掘削等に係る水の濁り」の改定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3744号 
 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室  

初版 
 

 
室 長 
前主任研究員
元主任研究員
交流研究員 

大西 博文 
山田 俊哉 
江橋 英治 
大野 順通 

旧日本道路公団企画部道路環境課

元副参事 
元副参事 

岩橋 正視 
角田 成昭 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第388号 
 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
室 長 
前交流研究員

曽根 真理 
並河 良治 
沢村 英男 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 
研究官 

角湯 克典 
井上 隆司 
山本 裕一郎 
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「7.3 水底の掘削等に係る水の濁り」の概要 

水底の掘削等に係る水の濁りについての調査は、予測に必要な浮遊物質量の現況濃度や

現況データ等の把握を目的として、掘削等を実施する公共用水域の水質及び水象等の状況

を対象に行う。予測は、拡散式による計算等により水質濃度を対象に行う。予測結果から、

環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討

を行う。評価は、回避・低減及び環境基準等との整合性の観点から行う。 

なお、ここでいう公共用水域とは、「7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ」

に記載されているとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7.3.1 「水底の掘削等に係る水の濁り」における調査、予測及び評価の流れ 

  

7.3.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

水象の状況 

7.3.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

①対象道路事業実施区域の位置 

②対象道路事業に関わる工事計画の概要 

7.3.3 項目の選定 

 公共用水域において、掘削及び浚渫等により水底の改変を伴う工事が予想される場合。ただし、直

接流水又は湖水、海水と接しない工事は対象としない。 

7.3.4 調査の手法 

 浮遊物質量の濃度、流速及び流向、水底土砂の粒度分布を既存資料調査により行う。資料若しくは

文献がない場合又は不備な場合は現地調査によりこれを補う。 

7.3.5 予測の手法 

拡散式による計算等を用いて、水底の掘削等により発生する浮遊物質量の濃度と拡散範囲を予測す

7.3.6 環境保全措置の検討 

① 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能

な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共団体の基準又は

目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。 

② ①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか

どうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

③ ①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及

びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

7.3.7 評価の手法 

① 事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 

② 国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 
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7.3.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、水底の掘削等に係る水の濁りの項目の

選定、調査及び予測の実施に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配

慮書段階の検討＊1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を

補足する。 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

(1) 対象道路事業実施区域の位置 

(2) 対象道路事業に関わる工事計画の概要 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査の実施、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、公共用水域との位置関係を把握するために必要

である。また、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、掘削及び浚渫等による水

底の改変を伴う工事の有無を把握するために必要である。詳細は、「7.3.3 項目の選定」

を参照のこと。 

２）調査に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、調査

地域、調査地点を設定するために必要である。詳細は、「7.3.4 調査の手法」を参照の

こと。 

３）予測に用いる事業特性 

「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、掘削及び浚渫等による水底の改変を伴

う工事の種類を把握し、発生負荷量を算定するために必要である。詳細は、「7.3.5 予

測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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7.3.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲についての入手可能な

最新の文献＊１その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づ

き、水底の掘削等に係る水の濁りの項目の選定に関連する以下の内容を把握する。なお、

当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用

し、不足する情報を補足する。 

１）自然的状況 

(1) 水象、水質、底質その他の水に係る環境の状況 

①水象の状況 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定を検討するために必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

項目の選定に係る地域特性としては、「水象の状況」から、対象道路事業実施区域の

位置と公共用水域との位置関係を明らかにし、掘削等を実施する公共用水域を把握する

ものとする。 

  

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－7.3.1 に示す。 

 

表－7.3.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等 

自
然
的
状
況 

水象の状況 河川図 

公共用水域の

管内図 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 国又は都道府県 

地形図 国土地理院 
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7.3.3 項目の選定 

本項目の選定は、公共用水域において、掘削及び浚渫等により水底の改変を伴う工事を

実施する場合に行う。ただし、直接流水又は湖水、海水と接しない工事＊１は対象としない。 

 

【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「7.3.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実 

施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」と「7.3.2  地域特性の把握

で得られた「水象の状況」から環境影響が相当程度となるおそれがあるか否かにより判

断し、選定する場合には、その理由を明らかにするものとする。 

 

*1「直接流水又は湖水、海水と接しない工事」 

通常の河川等において行われる仮締切り、切回し水路の設置、ケーソン工等の工事

を指す。これらいずれかの工事等が予想される場合は、項目を選定する必要はない。 

しかし、海域等において行われる場合では、仮締切りのような対策は困難であり、

またケーソン工を適用しても準備工の段階で大規模な掘削や水中発破を要する場合が

ある。このような場合は、項目を選定するものとする。 
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7.3.4 調査の手法 

１）調査すべき情報 

掘削等を実施する公共用水域の水質の状況＊１、水象の状況＊２、水底の土砂の状況＊３

を調査する。 

２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は既存資料調査とし、文献その他の資料による情報の収集及び当

該情報の整理により行う。資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は現地調査＊４に

よりこれを補う。現地調査は、関係法令、指針等に示される方法に基づいて実施する。 

３）調査地域 

調査地域は、公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域及びその周辺水

域とする。 

４）調査地点 

調査地点は、調査地域において水質の状況、水象の状況及び水底の土砂の状況を適切

に把握できる地点とする。 

５）調査期間等 

調査期間は、水質の状況、水象の状況及び水底の状況を適切に把握できる期間及び頻

度＊５とする。 

 

【解 説】 

調査は浮遊物質量の濃度、流速及び流向、水底土砂の粒度分布を既存資料調査を基本

に行うものであり、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「水質の状況」 

バックグラウンド濃度を把握するため浮遊物質量の濃度を調査する。調査結果は、

月別に日間平均値を示し、さらにそれらのデータを基に年間平均値等を示すものとす

る。 

*2「水象の状況」 

拡散式の予測条件及び拡散式による流況と現況との比較のため、流速及び流向を調

査する。調査結果は、流向及び流速を適切に把握できるよう図等に示す。 

*3「水底の土砂の状況」 

事業の実施により発生する浮遊物質量の発生原単位を算出するために、水底土砂の

粒度分布を調査する。必要に応じて粒径加積曲線等を用いて適切に示す。 

*4「現地調査」 

水質及び水象の現地調査は、「水質汚濁に係る環境基準について」、「水質調査方法」

及び「海洋観測指針」等に示される方法を参考にして行う。また、水底の土砂の粒度

分布については、日本工業規格Ａ1204 に従い調査する。 

*5「適切に把握できる期間及び頻度」 

現地調査を行う場合の調査期間及び頻度については、以下のとおりとする。 

水質の状況は、原則として、月１回、１年以上とする。 

水象の状況は、原則として、河川の場合は、月１回、１年以上とし、閉鎖性水域の
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場合は、15 日連続測定を成層期（夏季）及び循環期（冬季）にそれぞれ年１回、１年

以上の測定とする。 

水底の土砂の状況については、１回以上とする。 

ただし、水質の変動が少ない水域における水質の調査や水位の変動が少ない水域に

おける水象の調査に関しては、適宜調査回数を減じても差し支えない。 
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7.3.5 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、拡散式＊１を用いて、水底の掘削等により発生する浮遊物質量

の濃度及びその拡散範囲を予測する。 

２）予測地域 

予測地域は、公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域及びその周辺水

域とする。 

３）予測地点 

予測地点は、水底の掘削等に係る水の濁りの影響を受ける水域の範囲とする。 

４）予測対象時期等 

予測対象時期は，工事の実施による水底の掘削等に係る水の濁りの環境影響が最大と

なる時期とする。原則として発生負荷量が最大となる時期とする。 

５）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度＊２及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければな

らない。 

 

【解 説】 

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以外の事

業活動等によりもたらされる水底の掘削等に係る水の濁りを、当該事業以外の事業に対

する環境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

水底の掘削等に係る水の濁りの予測は、水底の掘削等の実施により発生する水の濁り

を予測するものであり、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「拡散式」 

予測の基本的な手法は、拡散式を用いるものとし、原則として図－7.3.2 の手順に

沿って、浮遊物質量の濃度及びその拡散範囲を予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7.3.2  浮遊物質量の予測の手順 

このとき、予想される工種、対象水域の特性、浚渫・掘削する地盤の土質条件等を

考慮して予測するものとする。以下にシルト以上の粒径の場合の算定例を示す。 

SS の移流・拡散式  ・・・拡散式  

計算条件の設定  
（拡散係数、汚濁物質の沈降速度等） ・・・既存資料、類似事例、現地調査

工事計画の概要 

発生負荷量の算定 ・・・既存資料、類似事例、現地調査
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(1) 発生負荷量の算定 

既存資料から発生負荷量を算定する場合、主に以下の手法が用いられている。 

Wi＝W0×
R0

R
Qi

                   

ここで、Ｗｉ：濁りの発生量（t/h 又は t/回） 

Ｗ０:濁りの発生原単位（t/m3） 

Ｒ ：土粒子径と汚濁限界流速から求めた現地流速における汚濁限界 

粒子の粒径加積百分率（％） 

Ｒ0：発生原単位を算出した条件下の汚濁限界流速から求めた粒径加積

百分率（％） 

（通常は、流速７m/s における汚濁限界粒子は 74μm 以下） 

Ｑｉ：取扱土砂量（連続発生源：m3/h，一時発生源：m3/回） 

Ｒの求め方 

①文献調査結果等から、工事対象海域の流速ｕ(m/s)を求める。 

②この流速ｕを汚濁限界流速 Ve(m/h)に換算し、図－7.3.3 を基に粒子径(d0)を求め

る。 

③工事予定地点の土質資料等から作成した粒径加積曲線（図-7.3.4 参照）から、粒

子径(d0)に対応する粒径加積百分率(R)を求める。 

図－7.3.3  土粒子径と汚濁限界流速との関係        図－7.3.4 土粒子の粒径加積曲線 

Ingersol 式 

Ve=
1.2

1
V

8

f
                         

Camp 式（松田･岩田の実験を基に修正） 

Ve=1.86
g(qs- q)

q
d

      

1

10

100

1000

0.001 10
粒子径 do (mm)

汚
濁

限
界
流

速
 
V
e 
(
m/
h
)

粒子径 do (mm)

粒
径

加
積
百

分
率
（
％

）

100

R

対象土砂粒径加積曲線

50

0

(1) Ingersol式から

(2) Camp式から

（松田・岩田の実験

  式を基に修正）

0.01 0.1 1
0.01 0.1

･････････（解説 7.1）

･････････（解説 7.2）

･････････（解説 7.3）
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            ここで Ｖｅ：汚濁限界流速（cm/s） 

                  Ｖ ：沈降速度（cm/s） 

 

V=
g( qs- q)

18 l
d2

     

                 f  ：摩擦抵抗係数 

            ρs：土粒子の密度(g/cm3) 

                 ρ ：水の密度(g/cm3) 

            d  ：土粒子の直径（cm) 

                 g  ：重力加速度（980cm/s2） 

             μ ：粘性係数（g/cm･s） 

 

既存の調査事例１)によると、表 7.3.2～4 のような原単位が示されている。 

表－7.3.2 海上工事での浮遊物質量の発生原単位１) 

工 種 主作業船 Ｒ(％) Ｒ０ (％) Ｗ０ (t/ｍ
3) 

床掘・浚渫工 グラブ船    (12ｍ３) 89.2 80.2 38.0 ×10-3 

置   換   工 底開パージ（3,300ｍ３積） 4.9 2.3 1.1 ×10-3 

盛   砂   工 ガット船      (2.0ｍ３) 4.9 2.3 1.1 ×10-3 

中   詰   工 ガット船      (2.0ｍ３) 0.5 2.3 1.1 ×10-3 

置   土   工 ガット船      (2.0ｍ３) 23.0 36.5 14.94×10-3 

埋立工(浚渫土) 土運船       （400ｍ３） 89.2 36.5 14.94×10-3 

埋立工(山 土) 底開パージ （4,000t 積） 23.0 36.5 14.94×10-3 

注１ 床掘・浚渫工及び埋立工については、汚濁拡散防止膜による除去効果(除去率 50％)を見込んだ。 

 

表－7.3.3 海上工事での浮遊物質量の発生原単位１) 

区分 工 種 濁り発生原単位 
濁り成分の分類 

山 土 海底土 

空
港
の
施
工
に
係
る
も
の 

（地盤改良） 
サ ン ド コ ン パ ク シ ョ ン 工 
同 撤 去 工 
深 層 混 合 処 理 工 
サ ン ド ド レ ー ン 工 
敷 砂 工 
（護  岸） 
余 盛 土 砂 工 
捨 石 工 
セ ル 打 設 工 
同 中 詰 工 
（埋  立） 
直 投 埋 立 工 
揚 土 埋 立 工 

 
1,070 kg/日・船 

64 kg/ｍ３ 
2,030 kg/日・船 
890 kg/日・船 

2 kg/ｍ３ 

 
15 kg/ｍ３ 
1 kg/ｍ３ 
60 kg/基 
1 kg/ｍ３ 

 
15 kg/ｍ３ 
15 kg/ｍ３ 

 
 
 
 
 

○ 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
 

○ 
○ 

 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

に
係
る
も
の 

連
絡
橋
の
施
工 

浚 渫 工 
置 土 工 
杭 打 工 
築 島 工 
同 撤 去 工 
埋 戻 工 

64 kg/ｍ３ 
2 kg/ｍ３ 
6 kg/ｍ３ 
15 kg/ｍ３ 
1 kg/ｍ３ 
15 kg/ｍ３ 

 
 
 

○ 
 

○ 

○ 
○ 
○ 
 

○ 

（Stokes 式）     ･････････（解説 7.4）
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表－7.3.4 海上工事での浮遊物質量の発生原単位１) 

工  種 船  舶 
Ｗ０ 

(t/ｍ３） 
Ｒ74 

（％） 
床掘工 
浚渫工 

グラブ船 
（掘削） 

25.8 ×10-3 94.5 

中詰砂工 
ガット船 

（中詰砂投入） 
8.31×10-3 57.7 

土砂投入工 
土運船 

（土砂投入） 
8.31×10-3 57.7 

サンドコンパクション工 
サンドコンパクション船 

（砂杭引抜き） 
2.7 ×10-3 5 

石材投入工 
ガット船 

（石材投入） 
3.57×10-3 20 

注  Ｗ０：汚濁発生原単位 

   Ｒ74：原単位を推定したときの土粒子（74μm 以下）の粒径加積百分率 

   石材については、表面剥離量 30％を汚濁発生源とする。 
 

(2) 計算条件等の設定 

拡散係数等のパラメータについては、既存資料、類似事例、現地調査により適切に

設定する。 

(3) 移流・拡散式 

ＳＳの移流・拡散式は、以下の式を基本とする。 

∂C

∂t
+u

∂C

∂x
+v

∂C

∂y
+w

∂C

∂z
=
∂x

∂
(Kx

∂C

∂x
)+

∂y

∂
(Ky

∂C

∂y
)+

∂z

∂
(Kz

∂C

∂z
)+Q-kC

 

･････････（解説 7.5） 

ここで、C    ：浮遊物質量の汚濁濃度（mg/l） 

u,v,w  ：x,y,z 各方向の流速（cm/s） 

Kx,Ky,Kz：x,y,z 各方向の拡散係数（cm2/s） 

λ   ：減衰定数 

Q    ：発生汚濁負荷量（μg/s） 

 

    拡散式は、式（解説 7.5）を基本とし、対象とする次元及び時間規模により多く

の基本的なモデルに分類できるが、その主なものは次のとおりである。 

・２次元単層非定常モデル 

渦動拡散よりも移流・分散効果の大きい潮汐流が卓越した海域、地形の影響が大

きい内湾等に適したモデルで、物質は水平方向に拡散するものとし、鉛直方向は単

層の平均として取り扱う。 

∂t

∂
(hC)+

∂x

∂
(MC)+

∂y

∂
(NC)=

∂x

∂
(hKx･

∂C

∂x
)+

∂y

∂
(hKy･

∂C

∂y
)+Q-yaC

 ･･･（解説 7.6） 

ここで、ｈ：流体層厚 

ｈ＝ζ＋Ｈ 

ζ：平均水面から海面までの水位(ｍ) 

Ｈ：平均水面から海底までの水深（ｍ） 

Ｍ：ｘ方向の質量輸送（Ｍ＝ｈｕ） 

Ｎ：ｙ方向の質量輸送（Ｎ＝ｈｖ） 

         ω：沈降速度(m/s) 

         α：沈降係数（0<α<１） 
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沈降速度ωは、粒径の大きさごとに次の各式で求める。 

           ｄ<1.5×10－４m の場合 

y=
g(qs-qw)

18l
d2

       

         1.5×10-4m<d<10-3m の場合  

y=
225

4 g2(qs-qw)

qw･l

1/3

d
   

ここで、ρs：土粒子の密度（g/cm３） 
ρw：海水の密度（g/cm３） 
μ ：海水の動粘性係数（cm３/s） 
d  ：土粒子の直径（cm） 
g  ：重力加速度（980cm/s2） 

 

沈降係数αは、次により設定する。 

ＶM≦ＶL1 の場合         α=1.0 

ＶL1＜ＶM＜ＶL2 の場合    α=(WG2-WGM)/(WG2-WG1) 

ＶM≦ＶL2 の場合         α=0.0 

ここで、WG1：対象粒子径グループの上限粒子径に対する取扱い土砂の質量割合 

WG2：対象粒子径グループの下限粒子径に対する取扱い土砂の質量割合 

WGM：各時刻、各メッシュの流速を汚濁限界流速とする粒子径に対す

る取扱い土砂の質量割合 

ＶL1：対象粒子径グループの上限粒子径に対する汚濁限界流速（cm/s） 

ＶL2：対象粒子径グループの下限粒子径に対する汚濁限界流速（cm/s） 

ＶM：各時刻、各メッシュの流速（cm/s） 

 

・２次元２層非定常モデル 

夏季に成層が形成される内湾等での解析に適用される。対象海域の躍層を境に上

下層に分け、各層で物質が水平方向に拡散するとしたモデルで、汚濁物質は上層に

流入し、下層には境界面を通して混合移送するものとする。 

（上層） 

∂t

∂
(hC)+

∂x

∂
(MC)+

∂y

∂
(NC)=

∂x

∂
(hKx･

∂C

∂x
)+

∂y

∂
(hKy･

∂C

∂y
)-k(C-C')+wC0-yC+hQ

  

      （下層）                                                ･････････（解説 7.9）  

∂t

∂
(h'C')+

∂x

∂
(M'C')+

∂y

∂
(N'C')=

∂x

∂
(h'Kx･

+

∂C'

∂x

k(C-C')

)+

-

∂y

∂

wC0+

(h'K

y(C-C')+h'Q'

y･
∂C'

∂y
)

         

                                                            ･････････（解説 7.10） 

ここで、 k ：上層・下層間の物質混合係数         
W ：鉛直流速（cm/s） 
C0：W>0 の時 C0= C'，W<0 の時 C0=C 

（Stokes 式）  ･････････（解説 7.7）

（Allen 式）   ･････････（解説 7.8）
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S=

≒

2pdK
q

2d pKux

q

exp(
xu

2K
)･K0(

xu

2K
)

    なお水底の掘削等に係る水の濁りを予測するには、拡散式を用いることを基本と

するが、解析解による計算、類似事例の引用による手法を用いてもよい。 

     解析解による計算の事例として、岩井・井上の式を以下に示す。 

 

･････････（解説 7.11） 

 

ここで、S   ：浮遊物質量（SS）の濃度(mg/l) 

q   ：単位時間当たりの発生汚濁負荷量(μg /s) 

u   ：ｘ方向の定常流流速(cm/s) 

Kx  ：ｘ方向の拡散係数(cm2/s) 

Ky  ：ｙ方向の拡散係数(cm2/s) 

λ  ：汚濁物質の減少係数(1/s) 

d   ：汚濁物質の混合層の厚さ(cm) 

K0(η)：第２種ベッセル関数 

 

 

なお、y=0 とし、かつ、Kx=Ky=K、λ=0 と仮定すると xu/2K>50 の条件のもとでは、

以下のような式となる。 

 

 

                ･････････（解説 7.12） 

 

  

 

*2「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。 

 

  

K0(g)=

g=
u

2

∞

0
exp(-g cosh t)dt

Kx

1
(
Kx

2

x2

+
Ky

2

y2

)

S=
2pd KxKy

q
exp(

2Kx

xu
-kt)K0(g)
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7.3.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び

国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されてい

る基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置＊1 を検討する。その検

討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2 は、それぞれの検討の段階における環

境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内におい

て環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施＊3 する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場  

  合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

水底の掘削等に係る水の濁りの環境保全措置の例としては、汚濁防止膜の設置及び

濁りの発生が少ない工法の選定が考えられる。 

汚濁防止膜の設置は浮遊物質量の移流拡散を防止し、濁りの発生が少ない工法の選

定により発生負荷量の低減が可能となる。 

また、施工速度を遅らせることで、単位時間あたりの発生負荷量を低減することが

可能となる。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

予測の基本的な手法として設定している「原単位法」で用いられる係数及び原単位

は、過去の調査等から科学的知見に基づき設定されており、その適用範囲において用
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いる場合は、一般的に予測の不確実性は小さいと考えられる。また、汚濁防止膜の設

置や施工速度を遅らせるなど効果に係る知見が明確な環境保全措置を講ずる場合は、

効果の不確実性は小さいと考えられる。したがって、一般的に事後調査の必要性は少

ないと考えられる。 
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7.3.7 評価の手法 

評価の手法は以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

水底の掘削等に係る水の濁りに関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる

限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して基準又は目標＊1 が示されている場合には、当該基準又は目標と調査、予測及び環

境保全措置の検討の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

 

【解 説】 

*1「基準又は目標」 

水底の掘削等に係る水の濁りにおいて整合を図る基準又は目標は、表－7.3.5 のと

おりである。 

表－7.3.5  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

水 質 

（水の濁り） 
水底の掘削等 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28

日環告 59 号）第１の規定により、環境省又は都道府県が指

定した水域類型に係る生活環境の保全に関する環境基準 

注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。 

・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定め

るものとする。 

・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確保さ

れるように努めなければならない。 

 

整合を図る基準又は目標のうち浮遊物質量（ＳＳ）の環境基準は、表－7.3.6～7.3.7

のように定められている。 

表－7.3.6 浮遊物質量の環境基準（河川(湖沼を除く)） 

項目 

類型 
利用目的の適応性 基準値（日間平均値） 

浮遊物質量（ＳＳ） 
ＡＡ 水道１級・自然環境保全及び 

Ａ以下の欄に掲げるもの 
25mg/ｌ以下 

Ａ 水道２級・水産１級・水浴及び

Ｂ以下の欄に掲げるもの 
25mg/ｌ以下 

Ｂ 水道３級・水産２級・及び 

Ｃ以下の欄に掲げるもの 
25mg/ｌ以下 

Ｃ 水産３級・工業用水１級及び 

Ｄ以下の欄に掲げるもの 
50mg/ｌ以下 

Ｄ 工業用水２級・農業用水及び 

Ｅの欄に掲げるもの 
100mg/ｌ以下 

Ｅ 工業用水３級・環境保全 ごみ等の浮遊が認められないこと。 
注）１自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
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    水道２級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

    水道３級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

   ３水産１級  ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水

産生物用 

    水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

    水産３級  ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

   ４工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

    工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

   ５環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

表－7.3.7 浮遊物質量の環境基準（湖沼(天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上 

であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖)） 

項目 

類型 
利用目的の適応性 基準値（日間平均値） 

浮遊物質量（ＳＳ） 
ＡＡ 水道１級・水産１級・自然環境保全

及びＡ以下の欄に掲げるもの 
１mg/ｌ以下 

Ａ 水道２､３級・水産２級・水浴及び 

Ｂ以下の欄に掲げるもの 
５mg/ｌ以下 

Ｂ 水産３級・工業用水１級・農業用水

及びＣの欄に掲げるもの 
15mg/ｌ以下 

Ｃ 工業用水２級・環境保全 ごみ等の浮遊が認められないこと。 
備考 

水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は

適用しない。 
注）１自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

    水道２､３級 ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行

うもの 

   ３水産１級  ：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産

生物用 

    水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物 

           用 

    水産３級  ：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

   ４工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

   ５環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

 

引用文献 

1)（社）環境情報科学センター：環境アセスメントの技術,中央法規出版(株),1999. 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

７．水 質 

7.4 切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁り（参考項

目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「7.4切土工等、工事施工ヤードの設置、

及び工事用道路等の設置に係る水の濁り」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。

今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10

年建設省令第 10 号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 

「道路環境影響評価の技術手法」 7.4「切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等
の設置に係る水の濁り」の改定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成21年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第534号 
 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

初版 

主任研究官 
研究官 
前研究官 
元研究官 
元研究官 
室 長 

曽根 真理 
山本 裕一郎 
下田 潤一 
木村 恵子 
足立 文玄 
並河 良治 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 
研究官 

角湯 克典 
井上 隆司 
山本 裕一郎 
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「7.4 切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁り」の概

要 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁りについての

調査は、水の濁りに関連する事業特性や地域特性の把握を目的として、切土工等、工事施

工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置を実施するときに、公共用水域に与える水象の

状況等を対象に行う。予測は、切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設

置の実施が、公共用水域に及ぼす影響の程度を明らかにすることにより行う。予測結果か

ら、環境影響はない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の

検討が必要となる。評価は、回避・低減の観点から行う。 

本技術手法の主な対象は、切土工等（主として、切土工、盛土工、及びトンネル等を想

定している）、あるいはそれに伴う工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置時に、

降雨により発生する濁水、及び湧水である。工事施工途中で一時的に行われる散水やタイ

ヤの洗浄等は、排出量が小さく影響も少ないと考えられるので対象としない。 

なお、ここでいう公共用水域とは、「7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ」

に記載されているとおりである。 
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図－7.4.1 「切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁り」における調

査、予測及び評価の流れ 

7.4.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

①対象道路事業実施区域の位置 

②対象道路事業に関わる工事計画の概要 

7.4.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

２）社会的状況 

7.4.3 項目の選定 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に伴い発生する水の濁りを公共用水域

に排水し、影響を及ぼす可能性がある場合に選定する。 

7.4.5 予測の手法 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置により生じる水の濁りの程度を明らか

にすることにより予測する。 

7.4.6 環境保全措置の検討 

① 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能

な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること、及び国又は関係する地方公共団体の基準又

は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置の検討を行う。 

② ①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか

どうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

③ ①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及

びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

7.4.7 評価の手法 

事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 

7.4.4 調査の手法 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置を実施する公共用水域の水象の状況を

既存資料調査により行う。資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は、現地調査等によりこれを

補う。 
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7.4.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、切土工等、工事施工ヤードの設置、及

び工事用道路等の設置に係る水の濁りの項目の選定、調査及び予測の実施に関連する以下

の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討＊1」を行った場合は、そ

の検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

(1) 対象道路事業実施区域の位置 

(2) 対象道路事業に関わる工事計画の概要 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査の実施、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、公共用水域との位置関係を把握するために必要

である。また、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、切土工等、工事施工ヤー

ドの設置、及び工事用道路等の設置による水の濁りを伴う工事の有無を把握するために

必要である。詳細は、「7.4.3 項目の選定」を参照のこと。 

２）調査に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、調

査地域、調査地点を設定するために必要である。詳細は、「7.4.4 調査の手法」を参

照のこと。 

３）予測に用いる事業特性 

「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、切土工等、工事施工ヤードの設置、及

び工事用道路等の設置による水の濁りを伴う工事の種類を把握し、水の濁りが公共用水

域に影響を及ぼす可能性があるか否かを判断するために必要である。詳細は、「7.4.5 

予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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7.4.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域についての入手可能な最新の文献＊１

その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、切土工等、

工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁りの項目の選定に関連する

以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、

その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。さらに必要に応じ、知見を

有する者からの聴取又は現地概査＊2 を実施する。 

１）自然的状況 

(1) 水象の状況 

①公共用水域の分布の状況、 

   ②公共用水域における降雨量、水質その他の水に係る環境の状況 

 ２）社会的状況 

  (1) 利用の状況 

   ①水道施設等の利水の状況、水産業の利用の状況、河川環境の整備と保全の状況 

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定を検討するために必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

項目の選定に係る地域特性としては、「水象の状況」から、対象道路事業実施区域と

公共用水域との位置関係を明らかにして、環境の状況を把握でき、切土工等、工事施工

ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に関係する公共用水域の自然的状況を把握する

ものとする。 

「利用の状況」から、対象道路事業実施区域周辺における公共用水域の利用の状況と

その位置関係が明らかになる。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－7.4.1 に示す。 

 

表－7.4.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等 

自
然
的
状
況 

水象の状況 河川図 

公共用水域の管内図

公共用水域の分布の状況 国、都道府県 

地形図 国土地理院 

雨量年表、流量年表、

水質年表等の資料 

河川水辺の国勢調査

降雨量、流量、水質等の状況 

河川環境の状況 

国、都道府県 
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社
会
的
状
況 

利用の状況 

 

土地利用の状況 

河川現況台帳、水利

台帳 

水道施設等の利水の状況 

河川環境の整備と保全の状況、

河川の利水の状況 

国、都道府県、市町村

公共用水域の利用の

状況 

水産業の利用の状況 

 

都道府県 

 

河川水辺の国勢調査 河川空間の利用の状況 国、都道府県 
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7.4.3 項目の選定 

本項目の選定は、公共用水域において、切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用

道路等の設置による水の濁りを公共用水域に排出し、工事による影響を及ぼす可能性があ

る場合に行う。 

 

【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「7.4.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業

実施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」と「7.4.2 地域特性の

把握」で得られた「水象の状況」、「利用の状況」から、切土工等、工事施工ヤードの

設置、及び工事用道路等の設置による水の濁りを公共用水域に排出する場合で、かつ、

長期間にわたり工事による環境影響を受けるおそれがあるか否かにより判断し、選定す

る場合には、その理由を明らかにするものとする。 
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7.4.4 調査の手法 

１）調査すべき情報 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置を実施する対象道路事業

実施区域における公共用水域の水象の状況＊１を調査する。 

２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は既存資料調査＊2 とし、文献その他の資料による情報の収集及び

当該情報の整理により行う。資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は、現地調査

等によりこれを補う。現地調査＊3 は、関係法令、指針等に示される方法に基づいて実施

する。 

３）調査地域 

調査地域は、対象道路事業実施区域における公共用水域において、切土工等、工事施

工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置を予定している水域とする。 

４）調査地点 

調査地点は、調査地域において水象の状況を適切に把握できる地点とする。 

５）調査期間等 

調査期間は、水象の状況を適切に把握できる期間及び頻度＊4 とする。 

【解 説】 

*1「水象の状況」 

工事施工時期の水象の状況を把握するため、流量及び浮遊物質量等を調査する。流

量の調査結果は、月別に日間平均値を示し、さらにそれらのデータをもとに平水位、

低水位等の流況や年間平均値等を示すものとする。 

*2「既存資料調査」 

既存資料調査については、水象の状況として降雨の状況や河川の流量、流速、水質

等の情報を必要に応じて入手し、そのうち水質の状況を調査している河川では、浮遊

物質量（ＳＳ）や濁度の情報を可能な限り入手するとよい。 

*3「現地調査」 

水質の現地調査は、「水質汚濁に係る環境基準について」、「水質調査方法」等に

示される方法を参考として実施する。 

*4「適切に把握できる期間及び頻度」 

現地調査を行う場合の調査期間及び頻度については、原則として以下のとおりとす

る。なお、降雨時の状況が含まれる調査を行えるとさらに望ましい。 

水象の状況は、原則として、河川の場合は、月１回、１年以上実施し、湖沼等の閉

鎖系水域の場合は、15 日連続測定を成層期（夏季）及び循環期（冬季）にそれぞれ１

回以上実施する。 

水質の現地調査は、原則として、月１回、１年以上実施する。 

ただし、水象の状況の調査においては、地域特性を勘案して、以下のような場合に

適宜調査回数を減じても差し支えない。 

水象の状況…河川の場合で、既存資料により水位の変動が少ないと判断できる水

域で調査する場合。 

水質の状況…既存資料により水質の変動が少ないと判断できる水域で調査する場合。 
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なお、工事中に水質の状況をやむをえず継続して監視する必要がある場合には、あ

らかじめ対象道路事業実施区域における公共用水域における浮遊物質量(ＳＳ)と濁度

の関係を把握しておいて、濁度で監視すると測定が容易であり、短時間に観測できる

ので対処しやすい。 

 



 - 7-4-10 -

7.4.5 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、対象道路事業実施区域における公共用水域において、切土工

等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置により生じる水の濁りの程度を明

らかにすることにより予測＊1 する。 

２）予測地域 

予測地域は、対象道路事業実施区域における公共用水域において、切土工等、工事施

工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置を予定している水域とする。 

３）予測地点 

予測地点は、切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の

濁りの影響を受ける水域の範囲とする。 

４）予測対象時期等 

予測対象時期は、切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る

水の濁りが影響を与える時期とする。 

５）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合や、環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない

場合においては、予測の不確実性の程度＊2 及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案し

て、必要と認めるときは当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならな

い。 

【解 説】 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置による水の濁りが対象道

路事業実施区域における公共用水域へ及ぼす影響の程度について予測する。 

 

*1「予測」 

予測の基本的な手法は、類似事例を用いて推定する方法、もしくは計算による方法

である。 

各箇所の道路工事の規模が比較的小さい場合や、あるいは工事位置から公共用水域

が遠方にありその間に十分に沈殿、低下することが明らかである場合には、各箇所に

おける切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置による水の濁りが

ほとんど生じないと判断できるので簡略な手法によることができる。また、流出先の

公共用水域における水質の状況や対象道路事業実施区域から河川への排出量の観点

から、流出してもほとんど影響を与えないことが明らかである場合にも簡略な手法に

よることができる。簡略な手法では、収集可能な文献その他の資料による情報の収集、

整理を行うものとし、具体的な予測は行わない。 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置により水の濁りが生じ

るものと予測され、対象道路事業実施区域の下流において水道水を取水している場合、

あるいは観光名所又は景勝地等に流入する場合には、利水の状況、河川空間の利用の

状況、河川の保全の状況、及び工事区域から河川への排水量等の観点を総合的に勘案

し、詳細な手法によることが必要な場合が生じる。詳細な手法では、降雨時に工事に

より発生すると予測される濁水の量と、河川の流量及び水質を用いて、工事により発
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生する濁水が河川に流出した場合の河川に対する影響を計算により予測するものと

する。 

 

*2「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測条件の数値をいくつか変化させて得られる、それぞ

れの予測の結果のばらつきの程度により把握する。 
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7.4.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること、及び国

又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基

準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置＊1 を検討する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において

環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施＊2 する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁りの環境

保全措置の例としては、仮設沈砂池や濁水処理施設の設置及び裸地化の抑制、影響が

ない位置までの排出口の移動等の対策が考えられる。 

仮設沈砂池や濁水処理施設の設置は、仮設沈砂池や濁水処理施設により浮遊物質の

濃度を一定値まで沈殿、低下させた後、処理水が公共用水域に排出することを可能と

するものである。また、段階的な切土・盛土工事の導入や、土工部の速やかな転圧、

法面等を植皮して早期に回復させて裸地を解消する対策、あるいはシート張り等を行

うことにより、土砂の流出を防止し水の濁りの発生を減少させることを可能とする抑

制対策が行われている。工事の規模によっては、排水しても差し障りのない位置まで

下流側に排出口を移動させることも環境保全措置のひとつである。これらの環境対策

は、これまでの経験により効果が十分に認められていると判断できるため、一般的に

効果の不確実性は想定されない。また、仮設沈砂池や濁水処理施設の設置により生ず

るおそれのある環境への影響は今のところ特に考えられない。 

*2「事後調査を実施」 

仮設沈砂池や濁水処理施設の設置など、これまでの経験により効果に係る知見が明

確な環境保全措置を講ずる場合は、効果の不確実性は想定されない。したがって、一

般的に事後調査の必要性があるとは考えられない。 
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7.4.7 評価の手法 

評価の手法は以下による。 

１）回避又は低減による評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の濁りに関する影

響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必

要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか

について、見解を明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標＊1 と調査、予測及び環

境保全措置の検討の結果との間に整合が図られているかどうかを評価＊2 する。 

 

【解 説】 

回避、低減の評価は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて

小さいと判断される場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は環境保全

措置による回避、低減の程度をもって行う。 

 

*1「基準又は目標」 

切土工等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置においては、国が実施

する環境保全に関する施策による基準又は目標は示されていない。 

*2「整合を図られているかどうかを評価」 

   基準又は目標との整合が図られているかどうかを評価する場合には、排水基準等が

定められている公共水域にあってはその基準と整合を図ってその公共用水域に与える

影響を検討し、また排水基準が定められていない公共用水域については必要に応じて

その公共用水域に与える影響を検討することにより行う。 

 

 

参考図書 

◎財団法人 ダム水源地環境整備センター：ダム事業における環境影響評価の考え方(平成

12 年３月)、2000． 

◎建設省都市局都市計画課監修：面整備事業環境影響評価技術マニュアル、1999． 

◎社団法人 日本機械化協会：建設工事に伴う濁水対策ハンドブック、1985． 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

８．底質（参考項目以外の項目） 

8.1 汚染底質の掘削等に係る底質（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「8.1汚染底質の掘削等に係る底質」

を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正お

よび土壌汚染対策法の施行通知の改正に伴う新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎

にこれらの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建

設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

*2 自然由来の重金属等を含む土壌が新たに土壌汚染対策法の対象になったことに伴う配慮事項の追加 

改定の経緯（「道路環境影響評価の技術手法」 8 底質） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3744号 

旧建設省土木研究所環境部 
道路環境研究室  

初版 
                   
                   

室長 
前主任研究員 
元主任研究員 
交流研究員 

大西博文 
山田俊哉 
江橋英治 
大野順通 

旧日本道路公団企画部 
道路環境課 

前副参事 
副参事 

岩橋正視 
角田成昭 

平成19年6月 国土技術政策  
総合研究所資  
料第391号 

国土交通省国土技術政策総合研
究所 
環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
室長 
前交流研究員 

曽根真理 
並河良治 
沢村英男 

平成25年3月 土木技術資料
第4254号 

独立行政法人土木研究所 
地質・地盤研究グループ 
地質チーム 

主務省令の改正 
土壌汚染対策法の施
行通知の改正に伴う
知見の反映 

主任研究員 品川俊介 

独立行政法人土木研究所地質・地
盤研究グループ特命事項担当（地
質リスク） 

上席研究員 阿南修司 
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「8.1 汚染底質の掘削等に係る底質」の概要 

汚染底質の掘削等に係る底質についての調査は、予測に必要な底質の汚染状況の把握

を目的として、掘削等を実施する公共用水域の底質を対象に行う。予測は、想定される

対策とその効果を明らかにすることにより行う。予測結果から、環境影響がない又は極

めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価は、回

避・低減及び底質の暫定除去基準等との整合性の観点から行う。 

なお、ここでいう公共用水域とは、「7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚れ」

に記載されているとおりである。 

 

8.1.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業の工事計画の概要 
  ①対象道路事業実施区域の位置 
  ②対象道路事業に関わる工事計画の概要 

8.1.2 地域特性の把握
１）自然的状況 
 ①水象の状況 
  ②底質の状況  

 
 

8.1.3 項目の選定 
 公共用水域において汚染底質が存在するおそれがある水底の掘削等を行う場合 

 
 

8.1.4 調査の手法 
 底質の状況を既存資料調査により行う。資料若しくは文献がない場合又は不備な場合
は現地調査によりこれを補う。 

 
 

8.1.5 予測の手法 
 対象事業の実施により底質汚染の影響が生じる行為・要因を明らかにすることにより
定性的に予測する。 

 
 

8.1.6 環境保全措置の検討 
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係
する地方公共団体の基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置
の検討を行う。 

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れ
られているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されてい
るかどうかを検証する。 

③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の
状況の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

 
 

8.1.7 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価 
   する。 
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評

価する。 
 

図－8.1 「汚染底質の掘削等に係る底質」における調査、予測及び評価の流れ 
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8.1.1 事業特性の把握 

  事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、汚染底質の掘削等に係る底質の項目の

選定、調査及び予測の実施に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「

配慮書段階の検討
* 1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を

補足する。 

 １）対象道路事業の工事計画の概要 

  (1) 対象道路事業実施区域の位置 

   (2) 対象道路事業に関わる工事計画の概要  

【解 説】  

これらの事業特性は、項目の選定、調査の実施、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていること

から、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、公共用水域との位置関係を把握するために必要

である。また、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、水底の掘削等を伴う工事

の有無を把握するために必要である。詳細は、「8.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

なお、掘削した底質を陸域に埋立てなどを行う場合においては、地下水汚染等を未然

に防止する見地から、あわせて「11.土壌」の項目の選定を検討するものとする。 

 ２）調査に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、調

査地域、調査地点を設定するために必要である。詳細は、「8.1.4 調査の手法」を参照

のこと。 

 ３）予測に用いる事業特性 

「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、水底の掘削等を伴う工事の種類を把握

し、有害物質が周囲に拡散する可能性があるか否かを判断するために必要である。詳細

は、「8.1.5 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環境

影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階配慮

事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「水象の状況」から、対象道路事業実施区域と

公共用水域との位置関係を明らかにして、掘削等の工事が予想される公共用水域を把握

するものとする。 

 ２）調査に用いる地域特性 

調査の実施に用いる地域特性としては、「水象の状況」、「水底の底質の状況」があ

り、工事が予想される公共用水域に汚染底質が存在するかを明らかにするものとする。 

３）予測に用いる地域特性 

予測及び評価の実施に用いる地域特性としては、「水底の底質の状況」があり、工事

の実施が予想される公共用水域に汚染底質が存在するおそれがあるかを明らかにするた

め、地方公共団体による公共用水域の底質調査結果等より底質に含まれる有害物質の含

有量を把握するものとする。 

「水底の底質の状況」を把握する範囲は、公共用水域において工事の実施が予想され

る区域を含む適切な範囲とする。 

なお、ここでいう汚染底質とは、「底質の暫定除去基準について」（昭和 50 年環水管

第 119 号）に基づく暫定除去基準を超える底質及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関

する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃

棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第六号）に規定する水底土砂に

係る判定基準（以下「水底土砂に係る判定基準」という）を超える有害物質を含む底質

とする。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－8.1 に示す。 

8.1.2 地域特性の把握 

 地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲についての入手可能

な最新の
＊１

文献その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基

づき、汚染底質の掘削等に係る底質の項目の選定、調査及び予測の実施に関連する以下

の内容を把握する。なお、当該事業において｢配慮書段階の検討｣を行った場合は、その

検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）自然的状況 

    (1) 水象、水質、底質その他の水に係る環境の状況 

   ①水象の状況 

     河川、湖沼及び海域の分布の状況 

   ②水底の底質の状況 

        公共用水域の底質の状況 
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表－8.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等 

自 

然 

的 

状 

況 

水象の状況 河川図 

公共用水域の管内図 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 国又は都道府県

地形図 国土地理院 

水底の底質の状況 地方公共団体による公共

用水域の底質調査結果 

公共用水域の底質の状況 地方公共団体 
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【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「8.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実

施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」と「8.1.2  地域特性の把握」

で得られた「水象の状況」、「水底の底質の状況」から汚染底質が存在する可能性があ

り、その汚染底質が掘削等によって拡散し、環境影響が相当程度となるおそれがあるか

否かにより判断し、選定する場合には、その理由を明らかにするものとする。 

 

*1「掘削等」 

掘削等とは、汚染底質に含まれる有害物質が拡散するおそれがある工事とする。 

8.1.3 項目の選定 

 本項目の選定は、公共用水域において汚染底質が存在するおそれがある水底の掘削等
* 1

を実施する場合に行う。 
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【解 説】 

 調査は掘削等を予定している公共用水域の底質の状況の把握を、既存資料調査を基本

に行うものであり、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「底質の状況」 

汚染底質に含まれる有害物質の含有試験結果及び溶出試験結果を調査する。 

*2「現地調査」 

調査結果は、「底質の暫定除去基準」及び「水底土砂に係る判定基準」に示される

基準と比較できるように整理する。 

*3「底質の状況を適切に把握し得る地点」 

調査地点は、「底質調査方法について」を参考に設定するものとし、公共用水域に

おいて工事を予定している区域が比較的小さい場合には、汚泥が堆積しやすい任意の

１地点とする。 

*4「底質の状況を適切に把握し得る期間及び頻度」 

現地調査を実施する場合の調査回数は、１回以上とする。 

 

 

8.1.4 調査の手法 

 １）調査すべき情報 

  掘削等を実施する公共用水域の底質の状況
* 1

を調査する 

  ２）調査の基本的な手法 

   調査の基本的な手法は、既存資料調査として、文献その他の資料による情報の収集

及び当該情報の整理により行う。資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は現地

調査
* 2

によりこれを補う。現地調査は「底質調査方法について」（平成24年環水大水発

第120725002号）等を参考として実施する。 

 ３）調査地域 

  調査地域は、公共用水域において、汚染底質が存在するおそれがある水底の掘削等

を予定している地域とする。 

 ４）調査地点 

調査地点は、調査地域において底質の状況を適切に把握し得る地点
* 3

とする。 

 ５）調査期間等 

  調査期間は、底質の状況を適切に把握し得る期間及び頻度
* 4

とする。 
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【解 説】 

 ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以外の事

業活動等によりもたらされる底質汚染を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結

果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 汚染底質の掘削等に係る底質の予測は、水底の掘削等の工事の実施により汚染底質に

含まれる有害物質が周囲に拡散する可能性があるか否かを予測するものであり、評価に

対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「底質汚染の影響」 

 底質汚染の影響は、汚染底質に含まれる有害物質が周囲に拡散する可能性があるか

否かにより判断される。 

*2「影響を適切に把握し得る地点」 

  影響を適切に把握し得る地点は、公共用水域において汚染底質が存在するおそれが

ある水底の掘削等を行う地点とする。 

*3「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。 

 

 

8.1.5 予測の手法 

 １）予測の基本的な手法 

  対象事業の実施により底質汚染の影響
* 1

が生じる行為・要因を明らかにすることによ

り定性的に予測することとする。 

 ２）予測地域 

  予測地域は、公共用水域において、汚染底質が存在するおそれがある水底の掘削等

を予定している地域とする。 

 ３）予測地点 

   予測地点は、汚染底質の掘削等に係る底質汚染の影響を適切に把握し得る地点
* 2

とす

る。 

 ４）予測対象時期等 

  予測対象時期は、工事の実施による汚染底質に係る環境影響が最大となる時期とす

る。原則として汚染底質の掘削等を行う時期とする。 

 ５）予測の不確実性 

 新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度
* 3

及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければ

ならない。 
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8.1.6 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

  予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては

、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国

又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている

基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置
* 1

を検討する。その検討がＥ

ＩＡにおいて段階的に実施された場合
* 2

は、それぞれの検討の段階における環境保全措置

の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

  １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において

環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

   (1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

   (2)環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変

化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

   (3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施
* 3

する。 

  (1)予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場

合 

  (2)効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

汚染底質の掘削等に係る底質における環境保全措置の例としては、汚染底質の除去

及び被覆等が考えられる。これらの環境保全措置は、「底質の処理・処分等に関する

指針」を参考にして実施することとなり、汚染底質に含まれる有害物質の拡散を防止

することが可能となり、その効果についての不確実性は一般的に小さいと考えられる。

また、これらの環境保全措置により生ずるおそれのある他の環境への影響は、特に考

えられない。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

汚染底質の掘削等に係る底質の影響の予測は、汚染底質に含まれる有害物質が掘削

等の工事の実施により周囲に拡散する可能性があるか否かを予測するものであり、掘

削等が想定される公共用水域において事前に底質の調査ができ、底質の状況を十分に

把握できるため、一般的に予測の不確実性は小さいと考えられる。また、環境保全措
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置については、上記*1 のとおり、その不確実性は一般的に小さいと考えられる。した

がって、汚染底質の掘削等に係る底質においては、事後調査の必要性は少ないと考え

られる。 
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【解 説】 

 *1「基準又は目標」 

汚染底質の掘削等に係る底質において整合を図る基準又は目標は、表－8.2 のとお

りである。 

 

表－8.2  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

底 質 

 

汚染底質の掘削等 「底質の処理・処分等に関する指針について」（平成14

年８月30日環水管211号）第二の六の（四）の監視基準 

  注）「底質の処理・処分等に関する指針について」には、同指針について、以下のとおり記されて

いる。 
・本指針では、底質の除去等の対策を講ずるに当たり、現在の技術レベルを考慮して、監視、工

事の方法等に関する基本的な条件及び留意事項等を一般的指針として示すこととしたもので

ある。 
・事業主体は、工事が水質に及ぼす影響等を監視するため、工事着手前に、あらかじめ監視基準

等を明らかにした監視計画を策定するものとする。 
 

整合を図る基準又は目標のうち、ダイオキシン類、水銀、ＰＣＢの監視基準は、以

下のとおり定められている。 

・対策汚染物質（ダイオキシン類、水銀又はＰＣＢのうち、汚染底質の汚染の原因

となっているもの）については、原則として環境基準値を監視基準値とするが、

工事着手前において既に当該環境基準値を超えている水域については現状水質

を悪化させないことを旨として別に定めるものとする。 

ダイオキシン類、水銀、ＰＣＢの環境基準は、表－8.3～8.4 のように定められて

いる。 

 

 

 

 

 

8.1.7 評価の手法 

 評価の手法は以下による。 

 １）回避又は低減に係る評価 

 調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ

、汚染底質の掘削等に係る底質に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でで

きる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることに

より行う。 

 ２）基準又は目標との整合性の検討 

    国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標
* 1

が示されている場合には、当該基準又は目標と調査、予測及び

環境保全措置の検討の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 
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表－8.3 ダイオキシン類の環境基準 

媒体 基準値 

水質（水底の底質を除く） 1pg－TEQ／g以下（年間平均値） 

水底の底質 150pg－TEQ／g以下 

備考：  基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。

 

表－8.4 水銀・ＰＣＢの環境基準 

媒体 項目 基準値（年間平均値） 

 

水質 

総水銀 0.0005mg/ｌ以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

９．地形及び地質 

 9.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「9.1 道路（地表式又は掘割式、

嵩上式）の存在に係る地形及び地質」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。

今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎

にこれらの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うた

めの手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10

年建設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

改定の経緯（「道路環境影響評価の技術手法」 9.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上
式）の存在に係る地形及び地質） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 
 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3744号 
 

旧建設省土木研究所環境部地質研
究室  

初版 
 
 

室長 
主任研究員  

脇坂安彦 
佐々木靖人 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4062号 
 

独立行政法人土木研究所材料地盤
研究グループ地質チーム 

主務省令の改正 

上席研究員 
主任研究員 
前研究員 

佐々木靖人 
品川俊介 
伊藤政美 

平成25年3月 土木研究所資  
料第4254号 

独立行政法人土木研究所地質・地
盤研究グループ地質チーム 

主務省令の改正 

上席研究員 
主任研究員 

佐々木靖人 
品川俊介 
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 「9.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質」の概要 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質では、「学術上又は希

少性の観点から重要とされる地形及び地質」を対象に調査・予測・評価を行う。調査

は、地形及び地質の区分及び分布状況、重要な地形及び地質の分布及び概況について行

い、対象道路事業実施区域との重ね合わせ等により、重要な地形及び地質の改変、及び

地形地質に係る周辺環境条件の変化を予測する。この予測結果から、環境影響がない又

は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行う。評価

は、環境影響が事業者により実行可能な範囲で回避・低減・代償されているものである

か否かについて事業者の見解を明らかにすることにより行う。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.3 項目の選定 
(1)参考項目を選定する場合 
対象道路事業実施区域及びその周辺に重要な地形及び地質が存在する可能性がある場合。 

(2)参考項目以外を選定する場合 
地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が存在し、「道路（地下式）の存在」による地下水の変化により環境影響を受

けるおそれがある場合。 
 

9.1.4 調査及び予測の手法の選定  
 調査・予測手法は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定す
る。ただし、必要に応じ以下の手法を選定する。 

１）参考手法より詳細な手法を選定する場合 
 地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が対象道路事業実施区域周辺に分布し、「道路（地表式又は掘割式、嵩上式）
の存在」（消雪用揚水施設の稼働を含む）による地下水位の変化により相当程度の環境影響を受ける恐れがある場合で、参考
手法により環境影響を把握することが困難な場合。

 
9.1.5 調査の手法（参考手法） 

１）調査すべき情報 
 地域を構成する主要な地形、地質の区分と分布について把握し、重要な地形
及び地質の保存状態、露頭状態、形状や範囲、土質や地質及び周辺を含めた関
連する地形地質特性について調査する。 

２）調査の基本的な手法 
    既存の文献資料等による情報の収集及び目視による現地調査を基本とする。

参考手法より詳細な手法 
 地下水の水位に係る調査手法 

 
9.1.6 予測の手法（参考手法） 

１）予測の基本的な手法 
(1)地形改変に伴う消失又は縮小の場合 
事業特性の把握結果より、対象道路事業の実施に伴う土地の改変範囲とその

程度を把握し、重要な地形及び地質の分布範囲を重ね合わせることにより改変
の程度を予測する。 

 (2)地形及び地質に係る周辺環境条件の変化に伴う影響の場合 
 調査地域周辺及び重要な地形及び地質の地形的又は地質的特性などから想定
される影響を、現地調査、類似事例、これまでの科学的知見から予測する。 

２）予測地域  
 地形学的、地質学的、あるいは工学的な判断により環境影響を受けるおそれが
あると認められる地域。 
３）予測対象時期等 
 予測対象時期等は、事業特性及び重要な地形及び地質の特性を踏まえ、影響が
最大となる時期を選定する。 

参考手法より詳細な手法 
 地下水位の変動に関する予測手法 

 
9.1.7 環境保全措置の検討
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環境影響をできる

限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環境保全措置の検討を行う。 
②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討等を通じて環境

影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。  
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴う環境への影響、

代償措置にあっては、回避・低減が困難な理由、損なわれる環境及び創造される環境の種類及び内容を明らかにする。
 

9.1.8 評価の手法                                                        
①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。

図－9.1.1 「道路の存在に係る地形及び地質」における調査、予測及び評価の流れ 

9.1.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 
２）対象道路事業に係る構造の概要 

①道路構造の種類、概ねの位置、延長 
②インターチェンジ等の有無、概ねの位置 
③休憩所の存在の有無、設置が想定される概ねの位置 
④換気塔の存在の有無、設置が想定される概ねの位置

３）その他の対象道路事業に関する事項 

9.1.2 地域特性の把握
１）自然的状況 

①地形の分布及び概況 
②地質の分布及び概況 
③重要な地形及び地質の分布及び概況 

２）社会的状況 
①環境保全を目的とする法令等の状況 
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【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。事業特性の把握では、対象道路事業が重要な地形及び地質に対して影響を及ぼす

要因となる可能性のあるものについて、あらかじめ整理しておく。なお、「配慮書段階

の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなかった場合を含

む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていることから、これらを活

用し、不足する情報を補足する。 

対象道路事業に伴う環境影響には、道路敷地の存在（すなわち地形改変）に伴う重要

な地形及び地質の消失・縮小や、道路構造物の存在に伴う地形地質に係る周辺環境条件

の変化が及ぼす影響（地下水の変化に伴う影響や、劣化・不安定化の促進等）がある。

事業特性の把握では、これらの影響要因に関連した事業特性を把握する必要がある。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、重要な地形及び地質との位置関係を判断するた

めに必要である。「対象道路事業に係る構造の概要」及び「その他の対象道路事業に関

する事項」は、構造の種類等により重要な地形及び地質への影響範囲が異なる場合があ

ることから、地域特性を把握する範囲ならびに影響の種類、範囲を判断するために必要

である。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

「対象道路事業に係る構造の概要」及び「その他の対象道路事業に関する事項」は、

構造の種類等によって重要な地形及び地質への影響の範囲や種類、程度が異なる場合が

あることから、これらを判断するために必要であり、影響の種類や程度によっては参考

手法より詳細な手法を選定する。 

３）予測に用いる事業特性 

9.1.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）

の存在に係る地形及び地質の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当

該事業において「配慮書段階の検討
* 1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用

し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）第三条

に規定する道路の区分をいう。）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

(1)構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の

別）、概ねの位置、延長 

②インターチェンジ等の有無、概ねの位置 

③休憩所（パーキングエリア、サービスエリア）の存在の有無、設置が想定さ

れる概ねの位置 

④換気塔の存在の有無、設置が想定される概ねの位置 

３）その他の対象道路事業に関する事項 

消雪用揚水施設の有無 
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「対象道路事業実施区域の位置」、「対象道路事業に係る構造の概要」、及び「その

他の対象道路事業に関する事項」は、予測を行う際の基礎情報として、重要な地形及び

地質の分布図との重ね合わせ等において必要となる。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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9.1.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な

最新の文献
* 1

その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づ

き、地形及び地質に関連する以下の内容を把握する。文献資料のみで必要な情報が得ら

れない場合は、必要に応じて関係地方公共団体や専門家等からの聴取（以下、聞き取り

調査
* 2

）及び現地概査
* 3

により情報を補足する。なお、当該事業において「配慮書段階の検

討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

重要な地形及び地質には、「学術上又は希少性の観点から重要な地形及び地質」と「

動植物の生息・生育基盤としての地形及び地質」があるが、ここで取り扱う重要な地形

及び地質は前者である。 

環境影響評価の対象とする重要な地形及び地質
* 4

には、法律（「文化財保護法」（昭和2

5年5月30日法律第214号）等）や条例等で定められたもの（学術上又は希少性の観点から

重要と定められたもの）と、法令等の規定はないが学術上又は希少性の観点から重要と

判断されるものがある。 

環境影響評価では、法律や条例等で定められた重要な地形及び地質については対象と

し、また、法律や条令等で定められてはいないが学術上又は希少性の観点から重要と判

断される地形及び地質については、その特性を勘案し重要度を評価して対象とするか否

かを決定する。なお、重要度の評価
* 5

は、法律や条例等の指定基準や文献に示された選定

基準を参考にして行い、必要に応じて学識経験者の意見を参考にする。 

 １）把握すべき項目 

  (1)自然的状況 

      ①地形及び地質の状況 

    a.地形の区分及び分布状況
* 6

 

    b.地質の区分及び分布状況
* 7

 

    c.学術上又は希少性の観点からの重要な地形及び地質の分布及び概況
* 8

 

  (2)社会的状況 

   ①環境保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制内容その他の状況 

    a.自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第十四条第１項の規定により指定さ

れた原生自然環境保全地域、同法第二十二条第１項の規定により指定された

自然環境保全地域又は同法第四十五条第１項の規定により指定された都道府

県自然環境保全地域 

b.世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２の世界遺産一覧

表に記載された自然遺産の区域 

c.文化財保護法（昭和25年法律第240号）第六十九号第１項の規定により指定さ

れた名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体

をなしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の

種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。） 
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d.その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

     ・重要な地形及び地質に係る地方公共団体の条例 

２）把握すべき範囲 

地域特性を把握する範囲
* 9

は、対象道路事業実施区域及びその周囲とする。その範囲

の設定は、地形及び地質の分布を考慮し、必要に応じて対象道路事業実施区域及びそ

の周囲の地域を適宜拡大・縮小して設定する。 

 ３）地域特性の整理 

  地域特性の把握の結果については、一覧表や図類に整理
* 1 0

する。 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として

選定しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されてい

ることから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

地域特性の把握は、方法書の作成段階における「重要な地形及び地質」の有無等に関

する事前調査に相当するものであり、「地形及び地質」を環境影響評価の項目とするか

否かを判断すること、また、環境影響評価の項目として選定する場合に調査・予測・評

価の手法及び実施に必要な情報（調査地域や影響範囲等の検討）を収集することを目的

とする。 

１）項目の選定に係る地域特性 

 「地形及び地質の状況」は、重要な地形及び地質を選定するとともに対象道路事業実

施区域との位置関係、影響の種類及び範囲を判断するために必要である。「環境保全を

目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制内容その

他の状況」は、重要な地形及び地質を選定するために必要である。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

 「地形及び地質の状況」は、調査及び予測手法の選定に必要となる。例えば地下水を

構成要素とする重要な地形及び地質で 9.1.4 の２）に該当する場合は参考手法より詳細

な手法を選定する。 

３）予測に用いる地域特性 

 「地形及び地質の状況」は、影響の範囲や程度を予測する際の基礎情報として、「対

象道路事業実施区域の位置」などの図面との重ね合わせ等において必要となる。 
 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献調査では、地形の分布及び概況、地質の分布及び概況、重要な地形及び地質

の分布及び概況に関する情報を収集し、整理するものである。 

１）地形の分布及び概況 

地形の分布及び概況の調査には、地勢図、地形図、地形分類図等の地形に関する

文献資料を収集整理し、これらの文献資料のうち情報が新しいものや詳しいものを

適宜選定して利用する。ただし、古い地形図等には既に失われた地形等についての

情報も掲載されていることもあるので参考情報としてこれらの資料も収集しておく

ことが望ましい。なお、適切な精度の地形分類図がない場合には、必要に応じて地
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形図や空中写真の判読により地形分類図を作成する。 

地形の分布及び概況の調査に用いる主要な資料や文献例を表－9.1.1 に示す。 

 

表－9.1.1 地図及び地形分類図の例 

分 類 資料名称 作成者、発行者 

  

 一般図 

1/200,000地勢図 国土地理院 

1/50,000地形図 国土地理院 

1/25,000地形図 国土地理院 

1/2,500～1/5,000国土基本図 国土地理院 

 

 

 特殊図 

 

1/5,000～1/10,000森林基本図 地方公共団体 

1/5,000～1/10,000都市計画図 地方公共団体 

1/10,000湖沼図 国土地理院 

1/25,000沿岸海域地形図 国土地理院 

1/50,000～1/10,000海底地形図 海上保安庁海洋情報部 

 

 

 

 

 

地形分類図 

土地分類基本調査1/50,000地形分類図 経済企画庁、国土庁、都道府県 

土地分類基本調査1/50,000傾斜区分図 経済企画庁、国土庁、都道府県 

土地分類基本調査1/50,000谷密度図 経済企画庁、国土庁、都道府県 

土地分類図 1/200,000地形分類図 経済企画庁、国土庁 

土地分類図 1/200,000傾斜区分図 経済企画庁、国土庁 

土地分類図 1/200,000起伏量・谷密度図 経済企画庁、国土庁 

1/25,000土地条件図 国土地理院 

1/25,000沿岸海域土地条件図 国土地理院 

火山土地条件図 1/15,000～1/50,000 国土地理院 

地すべり地形分布図 (独)防災科学技術研究所 

地方公共団体（土木事務所） 

東北の地すべり・地すべり地形 地すべり学会東北支部 

北海道の地すべり 地すべり学会北海道支部 

「新編」日本の活断層 分布図と資料 活断層研究会 

九州の活構造 九州活構造研究会 

活断層詳細デジタルマップ 中田高・今泉俊文編 

治水地形分類図 国土地理院 

    

２）地質の分布及び概況 

地質の分布及び概況の調査には、地質図等の地質に関する文献資料を収集整理

し、これらのうち、情報が新しいものや詳しいものを適宜選定して利用する。 

地質の分布及び概況の調査に用いる主要な資料や文献例を表－9.1.2 に示す。 



 

 - 9-1-8 -

表－9.1.2 地質図等（地下水を含む）の例 
分類 資料名称 作成者、発行者 

 
 
 
 
 
地質図 

1/50,000、1/75,000、1/200,000地質図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/100,000～1/200,000県別地質図 地方公共団体

1/200,000土木地質図 各地方の地方土木地質図編纂委員会 
土地分類基本調査1/50,000表層地質図 経済企画庁、国土庁、都道府県 
土地分類図 1/200,000表層地質図 経済企画庁、国土庁

特殊地質図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/25,000～1/500,000構造図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/5,000～1/50,000日本炭田図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/25,000～1/100,000日本油田・ガス田図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/25,000～1/50,000火山地質図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/25,000～1/100,000日本水理地質図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/200,000海洋地質図 地質調査所、(独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ

1/10,000～1/50,000海底地質構造図 海上保安庁海洋情報部

索引図 地質図索引図 (独)産業技術総合研究所地質調査総合ｾﾝﾀｰ 
特殊図 地下水分布地図 地方公共団体企画担当部局等 

 

３）重要な地形及び地質の分布及び概況 

重要な地形及び地質の分布及び概況は、法令及び文献等を調査し、文化財保護

法や自然環境保全法等の法令で指定されているもの（学術上又は希少性の観点か

ら重要な地形及び地質に該当するもの）や、公的機関や学会等の発行しているレ

ッドデータブック、学術雑誌等に記載されている学術上又は希少性の観点で重要

と判断されるものを抽出する。これらの文献で重要な地形及び地質の範囲が明確

に示されていない場合は、地形図や空中写真の判読、聞き取り調査、現地概査等

の方法で確認する。 

重要な地形及び地質の分布及び概況の調査に用いる主要な資料や文献例を表－

9.1.3 及び表－9.1.4 に示す。また、地域特性の把握に関して、参考となる文献を

表－9.1.5 に示す。なお、法令で指定されている最新の天然記念物に関する情報

は、国指定のものは文化庁記念物課記念物部門、都道府県指定のものは各都道府

県文化課、市町村指定のものは各市町村教育委員会等より入手できる。 

 
表－9.1.3 法律、条例等によって定められた重要な地形及び地質に関する文献例 

分 類 資料名称 作成者、発行者等 
 
 
地形・地質 

日本の天然記念物（地質・鉱物） 渡部景隆編、㈱講談社 
史跡名勝天然記念物指定目録 文化庁、第一法規出版㈱ 
天然記念物・名勝指定資料 地方公共団体教育庁・教育委員会 
自然環境保全地域指定資料

(世界遺産条約）
＊ ユネスコ

＊：平成 18 年 8 月現在、日本では「重要な地形及び地質」の登録基準に該当する自然遺産はない。      
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表－9.1.4 法令等の規定はないが学術上又は希少性の観点で 
 重要と判断される場合のある地形及び地質の文献例 

分 類 資料名称 作成者、発行者等 
地 形 日本の地形レッドデータブック 第１集（新装版）

日本の地形レッドデータブック 第２集 
小泉武栄・青木賢人編、㈱古今書院

小泉武栄・青木賢人編、㈱古今書院

 
 

地形・地質 

自然環境保全調査報告書（基礎調査）

（各県版 すぐれた自然図） 
環境庁

都道府県版レッドデータブック 都道府県          
県の自然景観－その地形・地質－ 地方公共団体（群馬県・静岡県等）

わが国の失われつつある土壌の保全をめざして～レッド

・データ土壌の保全～ 
日本ペドロジー学会 

                         
表－9.1.5 その他の資料及び文献の例＊ 

 資料名称 作成者、発行者 
  地 形 日本の典型地形 都道府県別一覧

日本の地形（全７巻） 
日本の海成段丘アトラス 
地理学評論、地形 

国土地理院

東京大学出版会 
小池一之・町田洋編、東京大学出版会 
各学会、協会 

 
 
  地 質 

日本の地質（全９巻） 共立出版㈱

日本地方地質誌 ㈱朝倉書店

各種学術雑誌（地質調査研究報告、地質調査所

月報、地質ニュース、応用地質、地質学雑誌、

地学雑誌、第四紀研究、岩鉱、地球科学、火山

、鉱物学雑誌、化石等） 

(独)産業技術総合研究所地質調査総合

センター及び各学会、協会 

各大学紀要・報告等 各大学

各博物館紀要・報告等 各博物館

 
  地形・地質 

第３回自然環境保全基礎調査

（各県版 自然環境情報図） 
都道府県市町村史等 

環境庁

 
地方公共団体 

 
関連

資料 

 地 質 地質文献目録 (独)産業技術総合研究所地質調査総合

センター 

地層名辞典 日本地質学会編集、東京大学出版会 
空中写真 縮尺1/10,000又は1/40,000空中写真 国土地理院

 
 
 その他 

都道府県市町村史等 地方公共団体

全国地下水文献目録 国立印刷局

海流図 海上保安庁海洋情報部 
潮流図 海上保安庁海洋情報部 
温泉分布図 地方公共団体

＊：化石や地層の模式地は、これらの資料及び文献に記載されていることが多い。 

 

*2「聞き取り調査」 

聞き取り調査は、文献調査を補完することを目的に必要に応じて実施する。文献

調査を補完する必要がある場合とは、例えば環境影響評価の対象とするか否かの参

考意見を得る場合や重要な地形及び地質の選定が資料及び文献だけでは困難な場合

である。 

聞き取り調査の対象者は、大学等研究機関の学識経験者、地方公共団体の関係機

関（教育委員会、博物館等）、その他上記に準ずる専門家又は機関とする。 

*3「現地概査」 

重要な地形及び地質に関して、文献調査及び聞き取り調査で十分な情報の入手が

困難な場合、文献・資料の情報が古い等の理由で把握した情報と現況が一致しない

可能性のある場合、文献によって情報の内容が異なる場合等において、必要に応じ

て現地概査を行う。現地概査では、主に目視により重要な地形及び地質の位置等を
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確認する。 

*4「環境影響評価の対象とする重要な地形及び地質」 

環境影響評価の対象とする重要な地形及び地質には以下のようなものがある。 

１）法律、条例等によって定められた重要な地形及び地質 

以下に示す法律、条例等によって定められた重要な地形及び地質は環境影響評

価の対象とする。 

(1)「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）や「条例」で指定

された地質鉱物に関わる天然記念物 

文化財保護法（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）で指定された国の天

然記念物のうち地質鉱物に係るもの（平成 18 年 8 月現在 222 件指定さ

れ、うち 20 件が特別天然記念物）や、各地方公共団体の条例で指定され

ている天然記念物のうち、自然的構成要素に該当するもの。 

(2)「世界遺産条約」で登録されている自然遺産のうち、地形・地質に係る登

録基準に該当するもの 

地形・地質に係る上記登録基準は、「生命進化の記録、重要な進行中の

地質学的・地形形成過程あるいは重要な地形学的・自然地理学的特徴を含

む、地球の歴史の主要な段階を顕著する見本であること」である。ただ

し、日本には平成 18 年 8 月時点で上記登録基準に該当する自然遺産はな

い。 

(3)「自然環境保全法」（昭和 47 年 6 月 22 日法律第 85 号）や「条例」で指定

された自然環境保全区域のうち、地形・地質に関する指定基準に該当する

もの 

自然環境保全法第二十二条第１項第三号の指定基準「地形若しくは地質

が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと

一体となって自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定め

る面積以上のもの」で指定された特異な地形・地質・自然現象に係る自然

環境保全地域。 

２）法令等の規定はないが学術上又は希少性の観点から重要と判断される地形及

び地質 

上記の該当例には以下に示すものがある。これらについては、その特性を勘案

し重要度を評価した上で、環境影響評価の対象とするか否か判断するものとす

る。 

(1)公的機関によって定められた重要な地形及び地質 

a.「自然環境保全調査報告書（環境庁 各県版 昭和 51 年及び 52 年発

行）」の「すぐれた自然図」のうち「地形・地質・自然現象」に係るも

の 

本報告書では、全国の 6,926 件の地形・地質・自然現象が挙げられて

いる。 

b.地方公共団体によって選定された重要な地形及び地質 

近年、地方公共団体によって重要な地形及び地質が選定され、それを

もとに地形・地質に関するレッドデータブック等が作成されている。 

(2)学会等によって定められた重要な地形及び地質 

a.「日本の地形レッドデータブック第１集（新装版）・第２集（小泉・青

木編、2000:2002）」に掲載されている地形及び地質 
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日本の地形レッドデータブックは、我が国を代表する、あるいは学術

上貴重な存在でありながら、現在破壊が進んでいる、あるいは破壊のお

それがある地形 700 件をリストアップしている。 

(3)化石や地層の模式地で代替箇所のないもの並びに学術的に重要な化石等の

産出地で代替箇所のないもの 

化石の模式地とは模式標本（標準となるべき典型的な標本）を産出した

地点であり、地層の模式地とは地層を区分し命名するとき、その地層の標

準として指定する露頭又はルートのことである。学術的に重要な化石等の

産出地とは、模式地ではないものの、例えば恐竜の足跡の化石のように学

術的に重要なものである。 

*5「重要度の評価」 

重要度の評価は表－9.1.6 に示したような事例を参考にして行い、必要に応じて

学識経験者の意見を聴取して行う。環境影響評価の対象とするか否かについての

判定は、この特性と重要度の評価を参考に行うが、必要に応じて学識経験者の意

見を参考にする。
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   表－9.1.6 重要な地形及び地質の選定基準及び重要度の分類基準の例 

①  法律、条例等によって定められた重要な地形及び地質 
・「法律、条例等によって定められた重要な地形及び地質」の分類基準の例 

法律名 選定基準となる区分

文化財保護法 
（昭和25年5月30日法律第214号） 

○文化財保護委員会告示第２号（昭和 26 年 5 月 10 日） 
 地質鉱物に係る天然記念物（国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名

勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準） 
 ①岩石、鉱物及び化石の産出状態 
 ②地層の整合及び不整合 
 ③地層の褶曲及び衝上 
 ④生物の動きによる地質現象 
 ⑤地震断層等地殻運動に関する現象 
 ⑥洞穴 
 ⑦岩石の組織 
 ⑧温泉並びにその沈殿物 
 ⑨風化及び侵蝕に関する現象 
 ⑩硫気孔及び火山活動によるもの 

⑪氷雪霜の営力による現象 
世界遺産条約 ○地形・地質に係る登録基準

 生命進化の記録、重要な進行中の地質学的・地形形成過程あるいは重要な地

形学的・自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を顕著する見本で

あること 
自然環境保全法 
（昭和 47 年 6 月 22 日法律第 85 号） 
 

○第二十二条第１項第三号の指定基準

 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の

区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域でその面積が

政令で定める面積以上のもの 

 

②法令等の規定はないが学術上又は希少性の観点で重要と判断される場合のある地形及び地質 
 ・「公的機関によって定められた重要な地形及び地質」の分類基準の例 

文献名 選定基準となる区分、重要度の分類基準 
緑の国勢調査 
-自然環境保全調査報告書- 
(昭和 51 年、環境庁） 
 

 

○すぐれた自然のうち「地形・地質・自然現象」に係るもの 
・点又は線的分布をするものについては、模式的、記念物的意味をもつ岩石 
 、鉱物、化石などの露頭、典型的な地形種類（小地形）、火山現象、水文 
 、気象、海象現象で、限られた分布をするものであること。 
・面的分布をするものについては上記のうち大規模なもの、及び地形地質、 

自然現象などのさまざまな要素の組み合わせにより、地球科学的意味を持 

った景観を構成するものであること。 
自然環境アセスメント指針 
(社)環境情報科学ｾﾝﾀｰ編より抜粋 
(中央公害対策審議会防止計画部会 
環境影響評価小委員会「環境影響 
評価の運用上の指針について」) 

 A : 全国的価値に値するもの

 B : 地方的価値に値するもの 
 C : 都道府県的価値に値するもの 
 D : 市町村的価値に値するもの 

地方版レッドデータブック 
ひょうごの地形・地質・自然景観 
（1998年、田中眞吾・中島和一編）  

Aランク：規模的、質的に優れており貴重性の程度が最も高く、全国的価値に相当

するもの。 
Bランク：Aランクに準ずるもので、地方的価値、都道府県的価値に相当するもの。

Cランク：Bランクに準ずるもので、市町村的価値に相当するもの。 
要注目 ：人間生活との関わりを密接に示すもの、地元の人に愛されているもの等

、貴重なものに準ずるものとして保全に配慮すべきもの。 
環境配慮のためのデータブック 
（岐阜県の一目でわかる地域環境資

源、1994年、岐阜県）  

保  護：国指定の天然記念物レベルのとりわけ貴重又は重要な地域資源 
保全Ａ：県指定の天然記念物レベルの貴重又は重要な地域環境資源 
保全Ｂ：市町村指定の天然記念物レベルの貴重又は重要な地域環境資源 
保全Ｃ：市町村指定のレベルと同等又はそれ以下の地域環境資源 

 

・「学会等で定められた重要な地形及び地質」の分類基準の例 
文献名 選定基準となる区分

日本の地形レッドデータブック第１集

（新装版）、第２集 
（2000年：2002年、小泉・青木編）  

○保護上重要な地形及び地質として選定された地形及び地質（選定基準）

① 日本の地形を代表する典型的かつ希少な、貴重な地形 
② ①に準じ、地形学の教育上重要な地形もしくは地形学の研究の進展に伴って新

たに注目したほうが良いと考えられる地形 
③ 多数存在するが、なかでも典型的な形態を示し、保存することが望ましいもの

④＊ 動物や植物の生育地として重要な地形 
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わが国の失われつつある土壌の保全を

めざして～レッド・データ土壌の保全

～ 
（2000年、日本ペドロジー学会） 

８段階：非常に緊急に処置しなければならない

７段階：緊急時に処置しなければならない 
６段階：近い将来消滅が非常に危惧される 
５段階：近い将来消滅が危惧される 
４段階：近い将来消滅が多少危惧される 
３段階：消滅が危惧される 
２段階：消滅が多少危惧される 
１段階：消滅の可能性がある 
０段階：消滅の危険性は薄い 

＊：この選定基準は、重要な地形及び地質では取り扱わない。 
 

 

*6「地形の区分及び分布状況」 

対象道路事業実施区域及びその周辺に存在する一般的な地形を区分し、各地形

区分毎に、それらの分布状況及び形成過程等の概要を把握する。 

*7「地質の区分及び分布状況」 

対象道路事業実施区域及びその周辺に存在する一般的な地質を区分し、各地質

区分毎に、それらの名称（地層名、岩帯名等）、分布状況、地層が形成された年

代、各地質の代表的な構成物等を把握する。 

*8「学術上又は希少性の観点からの重要な地形及び地質の分布及び概況」 

対象道路事業実施区域及びその周辺に存在する重要な地形及び地質の名称、位

置、規模、内容、分布状況、重要とされる理由等を把握する。なお、地域特性の

把握の途中で新たに確認された重要な地形及び地質についても同様に概況を把握

する。 

*9「把握する範囲」 

以下に把握すべき範囲の考え方を示す。 

１）一般的な場合の把握の範囲 

一般的な場合は、対象道路事業実施区域の端からそれぞれ片側１㎞程度を目
安とする。（図－9.1.2 参照） 

 

 

   
   
   

   
 

図－9.1.2 一般的な場合の地域特性の把握すべき範囲 

 

２）把握すべき範囲の縮小 

道路構造物等の存在によって重要な地形及び地質に影響を及ぼすおそれがある

と考えられる範囲は、一般には図－9.1.3～図－9.1.5 に示すような範囲が考えら

れる。したがって次項の３）に抵触しない限り、地域特性を把握する範囲を以下

の図のような目安をもって縮小することができる。 

(1)地形的な考え方 

地形に関する地域特性の把握すべき範囲は、対象道路事業実施区域が存在す

る地形的位置を考慮して設定する。(図－9.1.3 参照) 

１㎞

把握の範囲対象道路事

業実施区域
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海岸線
湖岸線

分水嶺対象道路
事業実施区域

把握の範囲
    

③対象道路事業実施区域が海、湖に面した山腹にある場合     ④対象道路事業実施区域が平野にある場合 

 

   

   

 

 
 

 
 

 

     ⑤対象道路事業実施区域が尾根付近にある場合 
図－9.1.3 地形的な地域特性の把握すべき範囲の考え方 

   

(2)地質的な考え方 

地質に関する地域特性の把握すべき範囲は、対象道路事業実施区域に抵触す
る同一構成地質の広がりを考慮して設定する。(図－9.1.4 参照) 

 

  
  

                                         
                                         

   

   

                                         
 

図－9.1.4 地質的な地域特性の把握すべき範囲の考え方 

 

(3)総合的（地形及び地質的）な考え方 

地形的な考え方及び地質的な考え方によって設定される地域特性の範囲の

内、広い範囲となる方を適宜選択する。ただし、このときでも、把握すべき範

囲は１㎞以上に拡大する必要はないものとする。(図－9.1.5 参照) 

 

分水嶺 分水嶺対象道路

事業実施区域

把握の範囲

対象道路

事業実施区域
分水嶺

谷

把握の範囲  

対象道路

事業実施区域

河川 河川

把握の範囲

対象道路
事業実施区域

谷 谷

把握の範囲

対象道路
事業実施区域

把握の範囲

同一の構成地質
地
質
境
界

地
質
境
界

②対象道路事業実施区域が谷底にある場合 ①  対象道路事業実施区域が山腹斜面にある場合 
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断面図                        平面図 

図-9.1.5 総合的（地形及び地質的）な地域特性の把握すべき範囲の考え方 

 

３）把握すべき範囲の拡大 

地域特性の把握すべき範囲の拡大は、地すべり地形やその兆候を示す地形や地

質の変状等が把握されている場合や、特に高い透水性を示す地層（新しい火山岩

帯、砂礫層、洞穴を有する石灰岩等）が分布する場合で、重要な地形及び地質に相

当程度の環境影響を及ぼす可能性が考えられる場合には、前記１）及び２）にかか

わらず行う。(図－9.1.6 参照)   

 

 

 

   
   
   
   

   
 

図－9.1.6 地域特性の把握すべき範囲の拡大 

 

*10「一覧表や図類に整理」 

地形の分布及び概況、地質の分布及び概況、重要な地形及び地質の分布及び概況

の整理方法を以下に示す。 

１）地形の分布及び概況の整理方法 

地形の分布及び概況の整理方法は、使用した資料（地図及び地形分類図、資

料）及び地形の概況を一覧表にまとめるとともに、重要な地形を記載する基図

（地形分類図）を作成する。 

２）地質の分布及び概況の整理方法 

地質の分布及び概況の整理方法は、使用した資料（地質図、資料）及び地質の

概況を一覧表にまとめるとともに、重要な地質を記載する基図（地質図）を作成

する。 

３）重要な地形及び地質の分布及び概況の整理方法 

調査地域に存在する重要な地形及び地質について、調査を行った文献、重要な

対象道路
事業実施区域

分水嶺

谷

地形的な把握の範囲

地質境界

地
質
境
界

地質的な把握の範囲

総合的な把握の範囲

事
業
実
施
区
域

対
象
道
路

１㎞

縮小された把握の範囲

事
業
実
施
区
域

対
象
道
路

１㎞

縮小された把握の範囲

拡大された把握の範囲
（地下水盆・大規模地すべりなど）
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地形及び地質の名称、選定理由、概要、法指定状況、情報源を整理する。作成す

る資料を以下に示す。 

(1)調査文献の一覧表 

重要な地形及び地質の抽出にあたって調査した文献について、文献名、重要

な地形及び地質の有無等を一覧表で整理する。 

(2)位置図 

地形及び地質の概況把握で作成した縮尺 1/50,000～1/10,000 程度の地形分

類図及び地質図上に、対象道路事業実施区域、地域特性を把握した範囲、重要

な地形及び地質の位置や範囲を示した位置図を作成する。 

(3)重要な地形及び地質の一覧表 

重要な地形及び地質の名称、選定理由、概要、法令指定状況等、情報源を整

理した一覧表を作成する。 

４）地域特性のとりまとめの例 

地域特性のとりまとめの例を表－9.1.7～9.1.8、図－9.1.7～9.1.8 に示す。 

 

表－9.1.7 地形の分布及び概況のとりまとめの例 

地形の分布及び概

況の把握に使用し

た資料一覧 

地図及び 

地形分類図 

・1/50,000地形図 

・土地分類基本調査1/50,000地形分類図 

資 料 ・土地分類図付属資料 

 

 

地形の概況 

 地域特性を把握した範囲は、東西を標高○○ｍ程度の山地に囲まれて

いる。対象道路事業実施区域はおおむね南北方向に計画されており、○

○川沿いの低地や山麓の丘陵地、台地に位置している。 

 山麓部には顕著な扇状地地形が認められる。また、沖積低地での河川

勾配は緩く、顕著な蛇行河川で局所的に三日月湖が形成されている。 

 

表－9.1.8 地質の分布及び概況のとりまとめの例 

地質の分布及び概

況の把握に使用し

た資料一覧 

地質図 ・○○地方の地質 ５万分の１地質図幅 

・○○地方土木地質図 

資 料 ・○○地方の地質 ５万分の１地質図幅 説明書 

・○○地方土木地質図 解説書 

 

 

 

地質の概況 

 地域特性を把握した範囲における地質は、第三系の堆積岩類を主な基

盤とし、その上位に第四系の被覆層が分布している。 

 第三系の堆積岩類は砂岩・頁岩を主体とし、下位よりＡ層群、Ｂ層群

、Ｃ層群と称され、いずれも不整合関係にある。また、調査地西方には

××構造線が南北に連なり、Ａ層群とＣ層群の地質境界となっている。

 調査地北方の○○地区に分布するＢ層群の○○頁岩層には、保存状態

のよい××化石を産する化石床が報告されている。 

 第四系は調査地南部に分布する更新世のＤ層群と○○川や山地を開析

する小河川によって運搬堆積した崖錐堆積物や沖積層から成る。 
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起伏量600ｍ以上の山地で、大部
分は30～40゜の急傾斜地。

起伏量400～600ｍの山地で、傾斜
は20～30゜程度。

新第三紀の比較的堅硬質な砂岩か
らなる台地。

更新世の砂礫等による台地または
段丘。

河川沿いの遷緩部で扇状の形態を
とる。

沖積低地のうち主として砂礫質の
氾濫原で河川沿い分布する。

河川に沿う低地帯に発達する。

河川に被われることのある河川堤
防内の裸地。

概 要
凡例
記号

×
× ×

Ｙ　Ｙ

□
□

○
○ ○

△
△ △

詳細地形
区 分

凡 例

崩壊地形 三日月湖 尾根線

対象道路事業実施区域

地域特性の把握の範囲

重要な地形

A-1

起伏量200～400ｍの山地で、傾斜
は10～20゜程度。

起伏量100ｍ以下の丘陵で、山地
の周辺部に分布。

起伏量200～400ｍの丘陵で、山地
の周辺部に発達する。

大起伏
山 地

中起伏
山 地

小起伏
山 地

大起伏
丘陵地

小起伏
丘陵地

岩石台地

砂礫台地
段 丘

扇状地

扇状地
性低地

自然堤防

河川敷

大地形
区 分

山 地

丘陵地

台 地
段丘面

低 地

 

引用：土地分類基本調査 1/50,000 地形分類図 

重 要 な 地 形 の 一 覧  
番号 名 称 選 定 理 由 概   要 地形・地質に係

る法令指定状況 
資料№*

 A-1 ○○の 
湧水 

国内でも最大規模の湧水量を有する湧水であり

、貴重な自然現象である。また、国の天然記念

物に指定されている。 

被圧したＣ層群中の地下水が自噴井とし

て湧き出しているもので、水質は良好で

ある。この周辺には左記以外に規模は小

さいが同様の湧水が存在する。 

国指定 
天然記念物 

①②④

 A-2 △△地区

の三日月

湖 

河川の自然短絡により形成された地形で、種々

の地形判読用テキストで取り上げられるほど著

名である。過去においては、△△川流域には多

く存在したが、近年の開発により消失し、現在

はこの２箇所のみとなっている。なお、本地域

は条例で、特異な地形に係る自然環境保全地域

として指定されている。 

蛇行河川の自然短絡により形成された地

形。自然環境保全地域は、東西○○ｍ、

南北××ｍ、面積◎◎㌶が指定されてい

る。 

県指定 
自然環境保全地

域 

③④⑤⑥

⑦ 

 A-3 □□地区

の三日月

湖 
 A-4 ××地区

の扇状地

地形 

本地域の扇状地地形のうち典型的なもので、県

内でも稀少である。 
◇◇山地から供給された砂礫で形成され

る綺麗な扇状の地形。 
な し ④⑤⑥⑦

＊：資料 No.については以下の通り。 
① 史跡名勝天然記念物指定目録（第一法規出版（株）） 
② ○○県 天然記念物・名勝指定資料（○○県） 
③ ○○県 自然環境保全地域指定資料（○○県） 
④ 自然環境保全報告書 すぐれた自然図（環境庁） 
⑤ 日本の地形レッドデータブック（日本の地形レッドデータブック作成委員会） 
⑥ ○○県レッドデータブック（○○県） 
⑦ 日本の典型地形 都道府県別一覧（建設省国土地理院）（参考的に使用） 

図－9.1.7 重要な地形のとりまとめの例 
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  引用：○○地方の地質 1/50,000 地質図幅 

重 要 な 地 質 の 一 覧 

番号 名 称 選 定 理 由 概   要 地形・地質に係

る法令指定状況 
資料№*

  
 G-1 

B層群 
○○泥岩

層の化石

床 

新第三紀中新世の保存状態の良い××化石を産

する化石床で、学術的に著名な場所である。 
保存状態の良い××化石の他に、本層の

示準化石となる◇◇化石を産する。 
県指定 
天然記念物 

①③④⑤

 
 G-2 

Ｄ層群 
○○砂層

の模式地 

○○層序委員会により第四紀更新世の国際的模

式地として検討されている。また、条例により

特異な地質に係る自然環境保全地域として指定

されている。 

Ｄ層群○○砂層の模式地で斜面沿いに○

○砂層の典型的露頭が○○㌶にわたり連

続する。 

県指定 
自然環境保全地

域 

②③④⑤

⑥ 

 G-3 ××構造

線の露頭 
××構造線を確認できる代表的な露頭の一つと

して各種文献で紹介されている。 
この露頭では地質時代の異なるA層群とB

層群を画する明瞭な断層露頭が認められ

る。 

な し ③④⑤⑥

＊：資料 No.については以下の通り。 
① ○○県 天然記念物・名勝指定資料（○○県） 
② ○○県 自然環境保全地域指定資料（○○県） 
③ 自然環境保全報告書 すぐれた自然図（環境庁） 
④ 縮尺 1/50,000 地質図 ○○地方 解説書（通産省地質調査所）（参考的に使用）   
⑤ △△の地学のガイド（△△出版）（参考的に使用）                
⑥ 新版 地学事典（地学団体研究会、平成８年）（参考的に使用） 

 

図－9.1.8 重要な地質のとりまとめの例 
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【解 説】 

*1「地形地質に係る周辺環境条件の変化に伴い影響を受ける範囲」 

地形改変に伴う消失・縮小による環境影響は把握しやすいが、地形地質に係る周

辺環境条件の変化に伴い影響を受ける範囲は一律に設定することができないので、

影響範囲の設定の例及び検討における配慮事項を整理した。 

１）地下水の変化による影響範囲 

地下水に由来する重要な地形及び地質（滝、湧水、温泉、間欠泉、鍾乳洞等）

は、地表部の改変に伴う影響を免れたとしても、その周辺における対象道路事業

の実施に伴う地下水の変化により影響を受ける可能性がある。地下水に変化を及

ぼす範囲については定量的な特定を行うことが困難な場合もあるが、一般的には

重要な地形及び地質を構成する地下水盆の広がりや地下水脈の連続部が対象道路

事業実施区域と抵触し、かつ、地下水への影響が考えられる場合、これに伴い地

下水の変化する範囲が影響範囲と考えられる。 

なお、地下水に由来する重要な地形及び地質に対する影響としては、湧水及び

温泉の水量の減少や枯渇、鍾乳洞の発達過程への影響等が考えられる。 

 

 

9.1.3 項目の選定 

１）項目の選定 

参考項目の選定は、対象道路事業実施区域及びその周辺に重要な地形及び地質が

存在する可能性がある場合に行う。 

参考項目以外の項目の選定は、対象道路事業実施区域及びその周辺に地下水を構成

要素とする重要な地形及び地質が存在し、「道路（地下式）の存在」による地下水

の変化により影響を受けるおそれがある場合に行う。 

 ２）項目の選定における影響範囲の考え方 

項目の選定は、事業特性及び地域特性の把握結果をもとに、影響の種類、範囲を

検討した上で、影響の有無を判断することにより行う。以下に影響範囲の考え方に

ついて示す。 

(1) 地形改変に伴い消失又は縮小する範囲 

 重要な地形及び地質の分布範囲と対象道路事業実施区域が重なり合う場合、この

範囲が地形改変を受けて重要な地形及び地質が消失又は縮小する。したがってこの

範囲については影響範囲として設定する。 

(2) 地形地質に係る周辺環境条件の変化に伴い影響を受ける範囲
* 1

 

対象道路事業実施区域以外の範囲においても、対象道路事業に伴って周辺環境条

件が変化し、これにより重要な地形及び地質が間接的に影響を受ける場合がある。

この影響には「地下水の変化」や「劣化や不安定化の促進」がある。このような影

響の有無や範囲は、事業特性や地域特性、地形及び地質の特性を踏まえて設定す

る。 
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図－9.1.9 掘削工等で地下水位の低下を引き起こす場合の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－9.1.10 地下水流動の分断を引き起こす場合の例（地下水に由来する重要な地形及び地質と対象道

路事業実施区域を含む一連の地域が、高透水帯からなる地質（石灰岩、新期火山岩、砂礫層

等）の場合で、地下水流動の分断等が考えられる場合） 

 

２）劣化や不安定化を促進する範囲 

対象道路事業が重要な地形や地質に対して劣化や不安定化を促進する場合、その

影響範囲は次のように考えられる。 

(1)重要な地形及び地質が脆弱な場合 

脆弱な性質を有する地形や地質には、氷河地形や周氷河地形のうち脆弱なもの

（モレーン等）や砂丘、侵食地形のうち脆弱なもの（風食地形や土柱等）、化石

床や模式地のうち脆弱なもの（主に第四紀の地層）等がある。これらの脆弱な地

形及び地質は、周辺の地形改変や構造物の設置等による環境条件（日照や風雨、

振動、雨水等の水流等）の変化により、劣化が促進されることが考えられる。こ

のような場合の影響範囲は、環境条件が対象道路事業により有意に変化する範囲

と考えられる。 
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図－9.1.11 砂丘に影響を及ぼすと考えられる場合の例（砂丘等の脆弱な地形の場合で、構造物の設置

に伴い風向や風力が著しく変化することが考えられる場合） 

 

(2)重要な地形及び地質が不安定斜面又はその周辺にある場合 

重要な地形及び地質が、地形的あるいは地質的に不安定な地域（地すべり地、

崩壊地、急傾斜地、流れ盤構造となる地域等）の中にある場合、掘削などの周辺

の改変により二次的に不安定化する可能性がある。また、重要な地形及び地質が

不安定斜面の直上部などに分布する場合も同様である。したがってこのような場

合は、対象道路事業の道路構造物等の存在により不安定化しやすい斜面の広がり

が影響範囲になると考えられる。 

(3)道路周辺が不安定又は脆弱な場合 

重要な地形や地質が脆弱又は不安定な斜面上にない場合でも、対象道路事業実

施区域とその周辺が不安定又は脆弱な場合、構造物周辺の環境条件の変化（植生

の減少、地盤の不安定化等）によって二次的に重要な地形及び地質が影響を受け

ることがある。例えば対象道路事業実施区域周辺で植生が変化して侵食が著しく

なることによってその下部にある重要な地形及び地質に土砂が堆積しやすくなる

こと等が考えられる。したがってこのような場合は、道路構造物等の存在により

劣化しやすい斜面及び土砂の堆積が考えられる範囲が影響範囲に相当すると考え

られる。 
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図－9.1.12 重要な地形及び地質が不安定斜面又はその周辺に位置する場合の例 

 

３）影響範囲の検討における配慮事項 

重要な地形及び地質の場合、「環境影響を受けるおそれがあると認められる地

域」は一律に決められるものではない。また、その根拠も定性的な判断に頼ると

ころが大きい。したがって、影響範囲の検討では、地域特性を把握すべき範囲の

地形地質学的な発達史を十分に考慮したうえで場所毎に検討し、その判断根拠を

示す。 
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【解 説】 

 調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一

に挙げる一般的な事業の内容とその相違を把握した上で参考手法を勘案して選定す

る。また、上記の２）では、参考手法より詳細な調査及び予測の手法を選定する場合

の要件を具体的に示した。 

 

 

9.1.4 調査及び予測の手法の選定 

１）参考手法 

調査及び予測の手法は、9.1.5、9.1.6 の参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地

域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。 

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が対象道路事業実施区域及びその周辺

に分布し、「道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在」（消雪用揚水施設の稼働を

含む）による地下水位の変化により相当程度の環境影響を受けるおそれがある場合

で、参考手法により環境影響を把握することが困難な場合。 
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9.1.5 調査の手法 

9.1.5-1 参考調査手法 

１）調査すべき情報 

地域特性の把握で整理された地形及び地質並びに重要な地形及び地質の分布及び

特性に基づいて、対象道路事業実施区域との重なり状況を考慮しながら、予測及び

環境保全措置の検討が可能となるよう次に示す項目について情報を入手する。 

(1) 地形及び地質の概況
* 1

 

(2) 重要な地形の分布、状態及び特性
* 2

 

(3) 重要な地質の分布、状態及び特性
* 3

 

(4) 重要な現象（温泉、湧水等）の分布、状態及び特性
* 4

 

２）調査の基本的な手法 

調査にあたっては、文献調査（地域特性の把握の際に行った文献調査を、場所を

絞って追加調査するもの）と、現地調査を基本的な調査手法とする。ただし必要な

情報が得られない又は不足する場合には、必要に応じて聞き取り調査を行う。 

(1)文献調査 

地域特性の把握の際に得た既存文献を用いて、対象道路事業実施区域と重要な地

形及び地質の位置関係についてより詳細に検討するとともに、重要な地形及び地質

に関する詳細な文献資料を入手し、地形及び地質学的な特徴を把握する。 

(2)現地調査 

現地調査は、主として目視により実施する。 

(3)聞き取り調査 

聞き取り調査は、文献調査を補完することを目的に、必要に応じて専門家その他

当該情報に関する知見を有する者を対象に行う。 

３）調査地域 

調査地域
* 5

は、影響範囲や重要な地形及び地質が分布する箇所の地形状況や地質状

況並びに対象道路事業実施区域の位置関係等から予測及び環境保全措置の検討に必

要な情報を把握できる範囲を設定する。 

４）調査地点 

調査は、調査地域の中で代表的な調査ルートを選定して行う。調査地点
* 6

は、その

中で、重要な地形及び地質の特性を適切に把握できる地点並びに重要な地形及び地

質の変化を把握できる地点とする。 

５）調査期間等 

基本的には調査期間の制約はない。ただし、重要な地形及び地質の中には、その

特性を示す期間が限定される場合
* 7

があるため注意が必要である。 

６）調査結果の整理・解析方法 

調査結果は、一覧表や図等
* 8

を用い整理する。 

9.1.5-2 参考手法より詳細な調査の手法 

 地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）

の存在によって相当程度の環境影響を受けるおそれがある場合で、参考手法により環境

影響を把握することが困難な場合には、「参考手法より詳細な調査の手法」として、地
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【解 説】 

省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考調査手法及び参考手法より詳細な手

法を選定する場合の調査手法について具体的に示した。本手法は、文献調査と現地調査

を基本とし、必要な情報が得られない又は不足する場合には必要に応じて聞き取り調査

を行うもので、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

ここでの「調査」は準備書作成段階における調査を示しており、重要な地形及び地質

やその周辺の地形地質について現状と特性等を把握し、予測手法及び環境保全措置を検

討するための基礎情報を得ることを目的とする。 

 

*1「地形及び地質の概況」 

地形及び地質の区分、分布、大まかな性状、地盤の不安定要因の有無、重要な地

形及び地質と類似した地形及び地質の有無や状況等。 

*2「重要な地形の分布、状態及び特性」 

分布範囲や規模、対象道路事業実施区域との位置関係、周辺地形との関係、保存

状態、不安定又は脆弱な部分とその状態、重要性の理由や特性、法令指定状況等。 

*3「重要な地質の分布、状態及び特性」 

分布（露頭）範囲や規模、対象道路事業実施区域との位置関係、周辺地質との関

下水の水位に係る調査
* 9

を実施する必要がある。 

9.1.5-3 参考項目以外の項目の調査手法 

地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が、道路(地下式)の存在によって環境影

響を受けるおそれがあるために参考項目以外の項目（「道路（地下式）の存在に係る地

形及び地質」）を行う場合には、必要に応じて地下水の水位に係る調査
* 1 0

を実施する。 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

地形及び地質：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

 イ 地形及び地質の概況 

 ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 

二 調査の基本的な手法 

  文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 
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係、保存状態、不安定又は脆弱な部分とその状態、重要性の理由や特性、法令指定

状況等。 

*4「重要な現象（温泉、湧水等）の分布、状態及び特性」 

分布範囲、概略の水量や水温、周辺地形・地質との関係、保存状態、不安定又は

脆弱な部分とその状態、重要性の理由や特性、周辺の沢や谷に分布する地表水の状

況、法令指定状況等 

*5「調査地域」 

調査地域は図－9.1.13～9.1.15 のような目安で設定する。なお、地下水に由来す

る重要な地形及び地質の調査地域については、9.1.3 で述べた影響範囲を調査地域

とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図－9.1.13 斜面の状況に特に問題がない場合の調査地域の考え方（調査地域周辺の地形的な検討（尾

根筋、谷筋等）を行い調査地域を決定する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－9.1.14 不安定要素がある場合の調査地域の考え方（地すべりや不安定斜面が存在するおそれのあ

る場合の調査地域） 
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図－9.1.15 地質構造等に支配されている場合の調査地域の考え方（化石床等、ある特定の層準に分布

することが予測されている場合は、代替地の検討も含めて露頭の状況が良いと判断される

沢筋についても調査を行う。） 

 

*6「調査地点」 

重要な地形及び地質に属する地点だけでなく、必要に応じて重要な地形及び地質

への地形地質に係る周辺環境条件の変化に伴う影響を予測するため、対象道路事業

実施区域と重要な地形及び地質の間の領域や重要な地形及び地質の特性等を勘案

（代替箇所の検討等）し、地域特性の把握を行った範囲外にも調査地点を設定す

る。 

*7「期間が限定される場合」 

例えば、地下水が関与するような重要な地形及び地質に関しては、地下水変動等

による重要な地形及び地質の状況の変化がわかるように適切な時期を設定する。 

*8「一覧表や図等」 

対象道路事業実施区域と重要な地形及び地質との重なり状況や重要な地形及び地

質の特性を一覧表及び図等に整理する。この際、図等には調査ルートが分かるよう

に整理する。なお、現地調査等により新たに重要な地形及び地質が見い出された場

合にも同様に整理する。 

調査結果のとりまとめの例を図－9.1.16 に示す。 
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Ｇ－1 地点 B 層群○○頁岩層の化石床 調査票 

調査位置図（ルートマップ） 

現 場 状 況 写 真             スケッチ及び状況説明図（断面図等） 

 

 

(ここに、① 

 写真を貼付 

 

 

② ③ 等の 

する。) 

 ①地点 ②地点

  ③地点                                  

     

対 象 事 物 の 記 載 事 項 
概  要 地

点 
保存状態 地形・地質に係

る法令指定状況

類似の事象 影響程度

1/50,000で示された範囲内には３箇所

（①～③）の化石床が存在するが、この

内①地点については対象道路事業実施区

域内に分布する。化石種はいずれも××

化石と◇◇化石で、③地点には穿孔貝の

巣孔化石も認められる。特に③地点にお

いては規模も大きく保存状態の良い化石

が多く、周辺整備が行われている。 

① 小断層や節理が多く化石は断片化してい

る。また全般に風化し、保存状態は悪い

。周辺整備は行われていない。 

○○県指定

天然記念物 
②及び③地点には、より

保存状態の良い露頭があ

る。 

消

失 
全体

とし

ては

縮小② 風化の程度は低く、保存状態は良好。周

辺整備は行われていない。 
風化の程度は低く、保存状態は良好。 

③地点には規模も大きく

、同程度の保存状態の良

い露頭がある。 

な

し 

③ 周辺整備として案内板の表示や防護フェ

ンスが設置されている。 
②地点には、規模は小さ

いが保存状態の良い露頭

がある。 

な

し 

 
図－9.1.16 調査結果のとりまとめの例 

対象道路事業実施区域との位置関係  

① 対象道路事業実施区域内  

② 水平 250m,比高＋5m 

③ 水平 750m,比高＋8m 
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*9「地下水の水位に係る調査」 

「10.地盤 10.1.4 調査の手法 *5 現地調査」を参照のこと。周辺条件の制約によ

り、即座に参考手法より詳細な手法を用いることが困難な場合は、事後調査を実施

する。 

*10「地下水の水位に係る調査」 

「10.地盤 10.1.4 調査の手法 *5 現地調査」を参照のこと。周辺条件の制約によ

り、即座に参考手法より詳細な手法を用いることが困難な場合は、事後調査を実施

する。
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9.1.6 予測の手法 

9.1.6-1 参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

重要な地形及び地質における予測は、次のように行う。 

(1)地形改変に伴う消失又は縮小の場合 

調査結果より、対象道路事業に伴う土地の改変範囲とその程度を把握し、重要な

地形及び地質の分布範囲を重ね合わせることにより改変の程度を予測する。 

(2)地形及び地質に係る周辺環境条件の変化に伴う影響の場合 

調査地域及び重要な地形及び地質の地形的又は地質的特性などから想定される影

響を、調査結果、類似事例、これまでの科学的知見等から予測する。 

２）予測地域 

  調査地域にあって、対象道路事業の実施により、重要な地形及び地質への影響が予

測される地域とする。 

３）予測対象時期等 

  調査地域にあって、対象道路事業の実施により、重要な地形及び地質への影響が予

測される時期
* 1

とする。 

４）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合
* 2

において、予測の不確実性の程度
* 3

及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにする。 

9.1.6-2 参考手法より詳細な手法 

地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）

の存在によって相当程度の環境影響を受けるおそれがあり、調査で参考手法より詳細な

手法が選定された場合は、予測においても参考手法より詳細な手法
* 4

を用いる。 

9.1.6-3 参考項目以外の項目の予測手法 

地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が、道路(地下式)の存在による環境影響

を受けるおそれがあるために「項目の追加（道路（地下式）の存在）」を行う場合に

は、必要に応じて地下水の水位変動に係る予測
* 5

を実施する。 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

地形及び地質：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引

用又は解析 

二 予測地域 

 調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影

響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

  地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握で

きる時期 
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【解 説】 

「9.1.6-1 参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予

測手法（予測の基本的な手法、予測地域、予測対象時期等）について具体的に示した。

また、「9.1.6-2 参考手法より詳細な予測手法」は、「9.1.4 調査及び予測の手法の選

定 ２）参考手法より詳細な手法を選定する場合」に該当する予測手法である。これら

の予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以外の事

業活動等によりもたらされる地形・地質への影響を、当該事業以外の事業に対する環境

影響評価結果等で具体的に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

*1「重要な地形及び地質への影響が予測される時期」 

例えば、地下水に関連するものは季節変化を伴うことが多いので、年間

を通じて影響の度合いが判断できる時期（渇水期と豊水期等）を予測対象

時期とすることが望ましい。 

*2「新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合」 

地形地質に係る周辺環境条件の変化に伴う影響の場合は、予測するための基本的

な情報が地質条件や気象条件等のように確実に把握することの難しいものを主体と

しているため、予測にも不確実性を伴う場合がある。 

不確実性を伴う影響を予測する場合は、予測の根拠について示し、その根拠にど

のような不確実性の要因があるのか明らかにし、不確実性の程度、不確実性に係る

影響の程度をふまえて必要に応じ不確実性の内容を整理する。 

なお、予測の不確実性には次のような例がある。 

１）地下水の変化による影響の予測 

地下水の変化による影響を予測するためには、調査地域の水理地質構造を把握

する必要がある。しかしながら、水理地質構造は、地形条件や地質条件に加えて

気象条件等の不確実性を伴う要素と複雑に関連しているため、これを確実に把握

することは非常に困難である。したがって、地下水の変化については常に不確実

性を伴った予測が主体となる。しかし不確実性の程度については、地質条件等に

より様々であり、また調査を行えばより不確実性が低減した予測が行えることは

言うまでもない。現地踏査程度でも調査地域に分布する地表水を把握することに

よって大まかな地下水の分布形態を把握する（推定地下水ラインや地下水コンタ

ーマップ等の作成により把握する）ことなどは可能であるので、これらをもとに

対象道路事業における影響を可能な範囲で予測することができる。 

２）気象条件の変化による影響の予測 

対象道路事業実施区域及びその周辺では対象道路事業による地形改変や構造物

の設置に伴って気象条件が変化することが考えられる。気象条件の変化による影

響としては、例えば日照条件の変化に伴う物理的風化の促進や風向や風速の変化

による影響（砂丘の移動や消滅）が考えられるが、現状の状態を把握する際にも

気象条件や地形条件、地質条件等の不確実性を伴う要素が関連しているため、予
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測時においても不確実性を伴う。 

*3「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により把握する。 

*4「参考手法より詳細な手法」 

予測の参考手法より詳細な手法（地下水の水位変動に係る予測手法）は、｢10.地

盤 10.1.5 １）予測の基本的な手法」を参照のこと。 

*5「地下水の水位変動に係る予測」 

地下水の水位変動に係る予測は、｢10.地盤 10.1.5 １）予測の基本的な手法」を

参照のこと。 
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【解 説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を、表－9.1.9 に示す。 

 

  

9.1.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること、

必要に応じ損なわれる環境の価値を代償すること及び国又関係する地方公共団体が実

施する環境の保全の施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目

的として環境保全措置
* 1

を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場

合
* 2

は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできる

よう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

 １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なよりよい技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

  (2)環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

  (3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

  (4)代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位

置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容 

    (5)代償措置にあたっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判断

した根拠 

 ４）事後調査 

次の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施
* 3

する。 

(1)予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講じる場

合 

(2)効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3)工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をよ

り詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4)代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調査が

必要と認められる場合 
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表－9.1.9 環境保全措置の例 
環境影響の種類 区

分 
環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれの

ある他の環境への影響 
 
      
      
      
           
地形改変に伴う 
      

消失・縮小 

回

避 
・ 
低

減 

のり面の急

勾配化＊ 
擁壁構造の採用 保全対象の規模が比較的

小さなものに限られるが

、地形改変の最小化 

擁壁等の規模が大きくなると景

観への影響が生じる場合がある

。 
軽量盛土等の採用

アンカー工等の採用

モルタル部やコンクリート部の制限(

自然部分） 
自然斜面等（露頭）の被

覆の回避・低減 
－

 
 

代 
 
 

償 

代替箇所の検討 化石産地や重要な露頭の

代替 
－

モルタル部やコンクリート部の制限（

改変部分） 
新たな露頭の形成による

代償 
緩勾配化に伴うのり面の拡大。

規模が大きくなると景観への影

響が生じる場合がある。 
記録保存 消失する保全対象を記録

し、代償する。 
－

      
      
      
地下水の変化 

回

避

・

低

減 

復水工法の採用（止水壁の設置） 掘削による地下水低下を

防止 
地下水流動の分断による地下水

の変化 
ウォータータイト構造の採用＊＊ トンネル内への地下水の

流出を防止 
－

通水工法の採用（地下水流路の確保） 地下水流動の分断を防止 －

代

償 
代替水源の確保（揚水施設等） 水位低下や湧水の枯渇防

止 
－

      
劣化や不安定化 

の促進 

回

避

・

低

減 

 
斜面安定工の採用 ＊ 

重要な地形地質の位置を

避ける斜面安定工（頭部

排土、アンカー、深礎等

）の選定による回避・低

減 

重要な地形地質の位置を避ける

ことにより地形改変の範囲が拡

大する場合がある。 

＊ ：のり面工や斜面安定工については、通常行われているのり面安定設計の中で環境保全の観点を加えて検討する。 
＊＊：トンネルは参考項目以外の項目。 
 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

重要な地形及び地質で事後調査の実施を行うことが考えられる場合として

は、地下水の変化に関連するものや、砂丘等のように脆弱な地形・地質の劣化

の促進に関連するものがある。なお、不安定斜面に関連するものは、一般的に

通常の道路に関する調査や設計において安定性の検討を行い、必要に応じて対

策工を講ずることになるため、ここでは取り扱わない。表－9.1.10 に重要な地

形及び地質に関する不確実性の可能性がある項目・内容と事後調査の手法の例

を示す。 
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表－9.1.10 重要な地形及び地質に関する不確実性と事後調査の手法の例 

項 目 不確実性の内容 事後調査の手法の例 

地下水の変化 ・水理地質構造 
・現況の地下水分布状況 
・地下水流動の状況 
・地下水変化の程度 
・環境保全措置の効果の程度 

・ボーリング調査 
・透水試験 
・地下水観測 
・湧水量調査（湧水等の場合） 
・上記の調査結果に基づくシミュレーション等

脆弱な地形・地

質の劣化の促進

（砂丘等） 

・気象条件の変化 
・地形地質に係る周辺環境条件の

変化に伴う影響の内容や程度 

・気象観測 
・目視観察等 
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【解 説】 

 回避、低減の評価は、地形の改変や地下水の変化がない場合等、環境影響がないと判

断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合はそのことをもっ

て、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による回避、低減の程度をもって行

う。 

 なお評価では、環境保全措置の効果が定量的に見込めるもの（のり面の急勾配化によ

る改変部の低減量等）である場合には可能な限り定量化して互いに比較するものとする

が、環境保全措置に質的な違いがあり定量的な比較が困難な場合は、検討した環境保全

措置の長所及び短所を比較・検討するものとする。 

 

*1「基準又は目標」 

重要な地形及び地質においては、国又は関係する地方公共団体が実施する環境

保全に関する施策による基準又は目標は示されていない。 

 

 

 

 

9.1.8 評価の手法 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ

、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る重要な地形及び地質に関する影響

が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必

要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどう

かについて、見解を明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標
* 1

が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の

結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

９．地形及び地質 

9.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る地形及び地質 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「9.2 工事施工ヤードの設置及び

工事用道路等の設置に係る地形及び地質」を改定したものである。改定の経緯を下の表に

示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎

にこれらの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うた

めの手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10

年建設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

改定の経緯（「道路環境影響評価の技術手法」 9.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道
路等の設置に係る地形及び地質） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 
 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3744号 
 

旧建設省土木研究所環境部地質研
究室  

初版 
 
 

室長 
主任研究員  

脇坂安彦 
佐々木靖人 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4062号 
 

独立行政法人土木研究所材料地盤
研究グループ地質チーム 

主務省令の改正 

上席研究員 
主任研究員 
前研究員 

佐々木靖人 
品川俊介 
伊藤政美 

平成25年3月 土木研究所資  
料第4254号 

独立行政法人土木研究所地質・地
盤研究グループ地質チーム 

主務省令の改正 

上席研究員 
主任研究員 

佐々木靖人 
品川俊介 
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「9.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る地形及び地質」の概要 

工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る地形及び地質の手法は、道路の

存在と基本的に同様であるが、影響要因が異なるため、項目の選定や調査、予測及び評

価の実施、環境保全措置において若干の違いがある。 

環境影響評価の段階では工事計画の熟度が十分でない場合もあり、重要な地形及び地

質の特性を勘案した上で環境影響の可能性について予測する。さらに、その影響に対し

て環境保全措置を検討し、それを踏まえて評価を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.3 項目の選定 
(1)参考項目を選定する場合 

工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置が想定される区域及びその周辺に重要な地形及び地質が存在する可能性があ
る場合。 

 
9.2.4 調査及び予測の手法の選定  
 調査・予測手法は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定
する。ただし、以下の場合は、必要に応じ参考手法より詳細な手法を選定する。 
１）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

 地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が対象道路事業実施区域周辺に分布し、工事施工ヤードの設置及び工事用
道路等の設置（工事（掘削工、トンネル工など）の実施を含む）による地下水位の変化により相当程度の環境影響を受け
る恐れがある場合で、参考手法により環境影響を把握することが困難な場合。 

 
9.2.5 調査の手法（参考手法） 
１）調査すべき情報 
 地域を構成する主要な地形、地質の区分と分布について把握し、重要な地形
及び地質の保存状態、露頭状態、形状や範囲、土質や地質及び周辺を含めた関
連する地形地質特性について調査する。 
２）調査の基本的な手法 
 既存の文献資料等による情報の収集及び目視による現地調査を基本とする。

参考手法より詳細な手法 
 地下水の水位に係る調査手法 

 
9.2.6 予測の手法（参考手法） 
１）予測の基本的な手法 
 (1)地形改変に伴う消失又は縮小の場合 
 事業特性の把握結果より、対象道路事業の実施に伴う土地の改変範囲とその
程度を把握し、重要な地形及び地質の分布範囲を重ね合わせることにより改変
の程度を予測する。 

 (2)地形及び地質に係る周辺環境条件の変化に伴う影響の場合 
 調査地域周辺及び重要な地形及び地質の地形的又は地質的特性などから想定
される影響を、現地調査、類似事例、これまでの科学的知見から予測する。 

２）予測地域  
 地形学的、地質学的、あるいは工学的な判断により環境影響を受けるおそれが
あると認められる地域。 
３）予測対象時期等 
 予測対象時期等は、事業特性及び重要な地形及び地質の特性を踏まえ、影響が
最大となる時期を選定する。

参考手法より詳細な手法 
 地下水位の変動に関する予測手法 
 

 
9.2.7 環境保全措置の検討

①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環境影響を  
できる限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環境保全措置の検討  
を行う。 

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討等を通じ  
て、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴う環境への  
影響、代償措置にあっては、回避・低減が困難な理由、損なわれる環境及び創造される環境の種類及び内容を明らかに  
する。 

 
9.2.8 評価の手法                                                        
①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。

 

図－9.2.1「工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る地形及び地質」における調査、予測

及び評価の流れ 

  

9.2.2 地域特性の把握
１）自然的状況 
 ①地形の分布及び概況 
 ②地質の分布及び概況 
 ③重要な地形及び地質の分布及び概況 
２）社会的状況 
 ①環境保全を目的とする法令等の状況 

9.2.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業の工事計画の概要 
①本線工事における区分 
②工事施工ヤード、工事用道路の設置が想定される位置
③想定される主な工種等 
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 【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。事業特性の把握では、対象道路事業が重要な地形及び地質に対して影響要因とな

る可能性のあるものについて、あらかじめ整理しておく。なお、「配慮書段階の検討」

を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなかった場合を含む。）にお

いては、その検討で一定程度の情報が収集されていることから、これらを活用し、不足

する情報を補足する。 

対象道路事業に伴う工事中の環境影響には、工事施工ヤードの設置及び工事用道路等

の設置による地形改変に伴う重要な地形及び地質の消失・縮小や、工事の実施に伴う地

形地質に係る周辺環境条件の変化が及ぼす影響（地下水の変化に伴う影響、劣化・不安

定化の促進等）がある。事業特性の把握では、これらの影響要因に関連した事業特性を

把握する必要がある。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業の工事計画の概要」は、対象道路事業実施区域と重要な地形及び地質

の位置関係を判断するために必要である。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業の工事計画の概要」は、構造区分等によって重要な地形及び地質への

影響の範囲や種類、程度が異なる場合があることから、これらを判断するために必要で

あり、影響の種類や程度によっては参考手法より詳細な手法を選定する。 

３）予測に用いる事業特性 

 「対象道路事業の工事計画の概要」は、予測を行う際の基礎情報として、重要な地形

及び地質の分布図との重ね合わせ等において必要となる。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画

段階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 

9.2.1 事業特性の把握 

 事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、工事施工ヤードの設置、工事用道路

等の設置に係る地形及び地質の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、

当該事業において「配慮書段階の検討
* 1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活

用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業の工事計画の概要 

  (1)本線工事における構造区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延

長 

(2)工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

(3)想定される主な工種等 
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【解 説】 

「9.1.2 地域特性の把握」を参照のこと。なお、「配慮書段階の検討」を実施した事

業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなかった場合を含む。）においては、その

検討で一定程度の情報が収集されていることから、これらを活用し、不足する情報を補

足する。  

 

【解 説】 

上記２）影響範囲の考え方については、「9.1.3 項目の選定 ２）項目の選定におけ

る影響範囲の考え方｣を参照のこと。 

 

 

9.2.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査及び予測の手法は、9.2.5、9.2.6の参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特

性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。 

【解 説】 

 調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

挙げる一般的な事業の内容とその相違を把握した上で参考手法を勘案して選定する。 

 

9.2.2 地域特性の把握 

 地域特性の把握は、道路（地表式又は堀割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質と

同様に扱う。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討

で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。  

9.2.3 項目の選定 

１）項目の選定 

本項目の選定は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される区域及びその

周辺に、重要な地形及び地質が存在する可能性がある場合に行う。 

２）項目の選定における影響範囲の考え方 

影響範囲の考え方については、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る

地形及び地質と同様に扱う。 
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別表第二 参考手法（調査の手法） 

地形及び地質：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 調査すべき情報 

 イ 地形及び地質の概況 

 ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 

二 調査の基本的な手法 

  文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等  

 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 

【解 説】 

*1「地下水の水位に係る調査」 

「10.地盤 10.1.4 調査の手法 *5 現地調査」を参照のこと。周辺条件の制約によ

り、即座にその調査手法を用いることが困難な場合は、事後調査を実施する。 

 

9.2.5 調査の手法 

9.2.5-1 参考調査手法 

 調査の手法は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質の調査

と同様に扱う。ただし、調査地域に関しては、以下のとおりとする。 

 １）調査地域 

調査地域は、影響範囲や重要な地形及び地質が分布する箇所の地形状況や地質状況

並びに想定される工事施工ヤードの設置位置及び工事用道路等の設置位置等を勘案し

て設定する。 

9.2.5-2 参考手法より詳細な調査の手法 

 地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が、工事施工ヤードの設置、工事用道路

等の設置（工事（掘削工、トンネル工など）の実施を含む）によって相当程度の環境影

響を受けるおそれがある場合で、参考手法により環境影響を把握することが困難な場合

には、「調査の参考手法より詳細な手法」として、地下水の水位に係る調査
* 1

を実施する

。 
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【解 説】 

*1 「地下水の水位変動に係る予測」 

｢10.地盤 10.1.5 １）予測の基本的な手法」を参照のこと。 

9.2.6 予測の手法 

9.2.6-1 参考予測手法 

 予測の手法は、道路（地表式又は堀割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質の予測

と同様に扱う。 

9.2.6-2 参考手法より詳細な予測の手法 

 地下水を構成要素とする重要な地形及び地質が、工事施工ヤードの設置及び工事用道

路等の設置（工事（掘削工、トンネル工など）の実施を含む）によって相当程度の環境

影響を受けるおそれがある場合で、参考手法で環境影響を予測することが困難な場合は

、「参考手法より詳細な予測の手法」として、必要に応じて地下水の水位変動に係る予

測
* 1

を実施する。 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

地形及び地質：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 予測の基本的な手法 

 重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引

用又は解析 

二 予測地域 

 調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影

響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

 地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握で

きる時期 
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【解 説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果等については、「9.1.7 環境保全措置の検討」の表－

9.1.9と同様に扱うが、それ以外の環境保全措置の例としては表－9.2.1に示すもの

がある。 

 

 

9.2.7 環境保全措置の検討 

 １）環境保全措置の検討 

 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること、

必要に応じ損なわれる環境の価値を代償すること及び国又関係する地方公共団体が実

施する環境の保全の施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目

的として環境保全措置
* 1

を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場

合
* 2

は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできる

よう整理する。 

 ２）検討結果の検証 

 １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

  １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

  (1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

  (2)環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変

化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4)代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理

由、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの

位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容 

(5)代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判断

した根拠 

 ４）事後調査 

 下記の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施
* 3

する。 

(1)予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講じる

場合 

(2)効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3)代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調査

が必要と認められる場合 
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表－9.2.1 環境保全措置の例 
環境影響の種類 区分 環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれの 

ある環境への影響 
 
 地形改変に伴う 

 
消失・縮小 

 
回避

・ 
低減 

工事施工ヤード、工事用道

路等の設置位置の検討によ

る地形改変の最小化 

重要な地形及び地質の改変

を回避・低減する。 
検討位置によっては、動物・植

物・生態系等への影響が生じる

場合がある 

盛土等による被覆＊  重要な地形及び地質の保護  －

 
地下水の変化 

回避

・ 
低減 

観測修正法の実施＊＊ 適切な対策による影響の

防止 
 －

＊：重要な地形及び地質の特性を十分に勘案した上で検討する必要がある。 
＊＊：観測修正法は、工事中における環境保全措置であり、主要地点の地下水状況を観測し、その結果を施工方

法に反映させる方法である。 

 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

「9.1.7 環境保全措置の検討 *3」を参照のこと。 

 

 

【解 説】 

「9.1.8 評価の手法」を参照のこと。 

 

 

 

9.2.8 評価の手法 

 評価の手法は、道路（地表式又は堀割式、嵩上式）の存在に係る地形及び地質と同様

に扱う。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

10．地盤（参考項目以外の項目）  

10.1 掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤（参考項目以外の項目）  
 本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「10.1 掘割構造物、トンネル

構造物の設置に係る地盤」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改

定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎

にこれらの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建

設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

「道路環境影響評価の技術手法 10.1 掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤」
の改定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 
 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3744号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部土
質研究室  

初版 
 
 

前室長 
主任研究員  

三木博史 
小橋秀俊 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4063号 
 

独立行政法人土木研究所材料地盤
研究グループ土質チーム 

主務省令の改正 

上席研究員 
主任研究員 
前研究員 

小橋秀俊 
古本一司 
森 啓年 

平成25年3月 土木研究所資  
料第4254号 

独立行政法人土木研究所地質・地
盤研究グループ土質・振動チーム

主務省令の改正 

上席研究員 佐々木哲也 
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「10.1 掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤」の概要  

掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤については、相当範囲にわたる地盤

の沈下を対象として調査・予測・評価を行う。  

 本項目の調査は、予測に必要な地下水、地質・水理及び土質の各条件を設定するこ

とを目的として、地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況及び軟弱地盤層の状況に

ついて実施する。予測は、理論モデル等により地盤の沈下の程度を求める。環境影響

がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行

う。評価は回避・低減の観点から行う。  

ここで、「相当範囲にわたる地盤の沈下」とは、いわゆる広域地盤沈下と同等の範

囲にわたるものであり、軟弱地盤地帯等での地下水の排水・揚水や地下水流動の遮断

による地下水位の低下に起因する地表面低下現象のことをいう。  

 なお、盛土や構造物の載荷による圧密沈下現象は、比較的局所的に生じる地盤沈下

と考えられるため、ここでは対象としない。  
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  10.1.1 事業特性の把握  
 １）対象道路事業実施区域の位置  
 ２）対象道路事業に係る道路の区分、設計速度、  
   計画交通量及び構造の概要  
  ①構造の概要  
 ３）その他の対象道路事業に関する事項  

 10.1.2 地域特性の把握  
 １）自然的状況  
  ①地形及び地質の状況  
  ②地下水の状況  
  ③地盤の状況  
 ２）社会的状況  
  ①河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用

の状況  
  ②土地利用の状況  
  ③学校、病院その他の環境の保全についての配慮

が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置

の概況  
  ④環境の保全を目的とする法令等の状況  

 
 

  10.1.3 項目の選定  
軟弱地盤地帯等において、周辺の地下水位の低下が生じるおそれのある以下の場合で、かつ、

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域に住居等の保全対象が存在する、又は都市計

画上及び土地利用上から住居等の将来の立地が計画されている場合  
   ・掘割構造物、トンネル構造物の設置後湧水を恒常的に排水する場合  
   ・築造する構造物の規模が長大で地下水流動の大半を遮断するおそれがある場合  
   ・地盤沈下の発生が認められる地域で消雪用揚水施設を稼働させる場合  

 

  

  10.1.4 調査の手法  
地下水、帯水層の地質・水理及び軟弱地盤層の状況を既存資料調査により把握する。資料

若しくは文献がない場合又は不備な場合は、現地調査として地下水観測調査、地質・水理調

査、土質調査を実施する。  

 

 

  10.1.5 予測の手法  
  予測は、理論モデルによる計算あるいは数値シミュレーションにより行う。  

 

  

  10.1.6 環境保全措置の検討  
  ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全

措置の検討を行う。  
  ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられ

ているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかど

うかを検証する。  
  ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況

の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。  

 

  

  10.1.7 評価の手法  
   事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。  

 

 
 
図－10.1.1 「掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤」における調査、予測及び評価の

流れ  
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【解 説】  

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の実施に必要となる。なお、「配

慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなかっ

た場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていることか

ら、これらを活用し、不足する情報を補足する。  

１）項目の選定に係る事業特性  

「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象との位置関係や軟弱地盤

地帯等の有無を把握するために必要である。また、｢構造の概要｣は、掘割構造物、

トンネル構造物の設置の有無、及び設置する場合にはその規模から地下水流動への

影響の程度を判断するために必要である。さらに、「消雪用揚水施設の存在の有無、

設置が想定される概ねの位置」は、消雪用揚水施設による揚水が地下水流動に影響

を及ぼすおそれがあるため把握する必要がある。  

２）調査及び予測の実施に用いる事業特性  

「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は、対象道路事業実施区域及

びその周辺の地下水の状況、帯水層の状況、軟弱地盤層の状況の調査地域を設定す

るために必要である。また、「構造の概要」では、道路構造の種類、概ねの平面的

位置、縦断的位置、延長などが予測の実施に必要である。さらに、消雪用揚水施設

を設置する場合には、「消雪用揚水施設の存在の有無、設置が想定される概ねの位

置」が調査及び予測の実施に必要である。 

 

*1「配慮書段階の検討」  

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段

階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 

10.1.1 事業特性の把握  

  事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、掘割構造物、トンネル構造物の設

置に係る地盤の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業にお

いて「配慮書段階の検討
* 1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足

する情報を補足する。  

１）対象道路事業実施区域の位置  

２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条

に規定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要  

(1) 構造の概要  

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の

別）、概ねの位置、延長  

３）その他の対象道路事業に関する事項  

消雪用揚水施設の存在の有無、設置が想定される概ねの位置  
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【解 説】       

 これらの地域特性は、項目の追加、調査、予測及び評価の実施に必要となる。な

お、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

10.1.2 地域特性の把握  

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能

な最新の文献
* 1

その他の資料（出版物であって、事業者が一般的に入手可能な資料）に

基づき、掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤に関連する以下の内容を把握

する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収

集した情報を活用し、不足する情報を補足する。  

１）自然的状況  

(1)地形及び地質の状況  

①地形の状況  

地形の区分及び分布状況  

②地質の状況  

地質の区分及び分布状況  

(2)地下水の状況  

(3)地盤の状況  

２）社会的状況  

(1)河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況  

(2)土地利用の状況  

土地利用の現況、土地利用計画の状況  

(3)学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況  

学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人

ホーム、図書館の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地

等の面整備計画の状況  

(4)環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の状況  

①都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第一号の規定に基づく

用途地域の指定状況  

②その他の環境の保全を目的とする法令等により規定する区域等の状況  

a.工業用水法（昭和31年法律第146号）第三条に基づく指定地域 

b.建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和37年法律第100号）第

三条に基づく規制地域 

c.「地盤沈下防止等対策の推進について」（昭和56年地盤沈下防止等対策

関係閣僚会議決定）に基づき策定された地盤沈下防止等対策要綱の対象

地域 

d.地方公共団体の条例等に基づく地下水の採取が規制される区域等  
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しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されてい

ることから、これらを活用し、不足する情報を補足する。  

１）項目の選定に係る地域特性  

項目の選定に係る地域特性としては、「地形及び地質の状況」、「地下水の状況」、

「地盤の状況」、「河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」、「そ

の他の環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当

該対象に係る規制の内容その他の状況」から、軟弱地盤地帯や地下水の分布状況等

を把握する。また、「学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保

育所等）、老人ホーム、図書館の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況」等

から現在の保全対象の立地状況を把握し、｢土地利用の状況」、「将来の住宅地等

の面整備計画の状況」、「都市計画法に基づく用途地域の指定状況」等から将来の

保全対象の立地状況を想定する。  

「地形及び地質の状況」では、地下水の状況がその地域の地形に反映されている

ことが多いことから、地形の区分（低地、台地、丘陵地、山地、海岸平野、扇状地、

段丘、埋設谷、河谷底等）及びその分布状況等、さらに地質の区分及び分布状況か

ら、沖積層や洪積粘土層の存在を把握する。なお、既存の地質ボーリング調査結果

がある場合にはそれらも活用する。 

「地下水の状況」では、地下水の分布状況や地下水位の現況及び経年変化等の地

下水の状況を把握する。 

「地盤の状況」では、地盤沈下の発生状況、経年の推移、累積結果等を把握する。 

「河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」では、井戸等揚水施設

の位置、規模、ストレーナー（井戸水等の流入口）の位置、揚水量や湧水の利用状

況等地下水の利用に関して入手可能な情報を把握する。  

２）調査、予測及び評価に用いる地域特性  

調査及び予測に用いる地域特性としては、「地形及び地質の状況」、「地下水の

状況」、「地盤の状況」、「河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」、

「土地利用の状況」、「学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要

な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況」、「環境の保全を目的として法令等に

より指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」が

ある。これらは、調査地域及び予測地域の設定等に用いる。また、「土地利用の状

況」、「学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の

状況及び住宅の配置の概況」、「環境の保全を目的として法令等により指定された

地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、回避、低減の

評価を検討するために必要である。  

 

*1「入手可能な最新の文献」  

文献の例を表―10.1.1に示す。 
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表－10.1.1  地域特性の項目と資料の例  
 

 地域特性の項目         文献・資料名   文献・資料から抽
 出する内容  

    発行者等  

 
 
 
 
 
 
 自  
 然  
 的  
 状  
 況  

 地形及び地質の状
 況  

 土地分類基本調査地形分
 類図  
 地形図  
 土地条件図  

 地形の区分及び分
 布状況  

 都道府県、経済企画庁
 ・国土庁  
 国土地理院  
 国土地理院  

 土地分類基本調査表層地
 質図  
 地質図  
 
 
 土木地質図  
 
 日本地誌  

 地質の区分及び分
 布状況  

 都道府県、経済企画庁
 ・国土庁  
 （独）産業技術総合研
 究所地質調査総合セン
 ター  
 (財)国土技術研究セン
 ター  
 日本地誌研究所  

 地下水の状況   井戸台帳  
 全国地下水資料台帳  
 
 地下水水質年表  
 上記地質資料  

 地下水の分布、地
 下水位の状況  

 市町村  
 国土交通省土地・水資
 源局  
 国土交通省河川局  

 地盤の状況   全国の地盤沈下地域の概
 況  
 全国地盤環境情報ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
 都道府県環境白書  
 市町村環境白書  

 地盤沈下の履歴、
 発生状況等  

 環境省水・大気環境局
 
 環境省水・大気環境局
 都道府県  
 市町村  

 
 
 
 
 
 
 
 社  
 会  
 的  
 状  
 況  

 河川、湖沼及び海
 域の利用並びに地
 下水の  
 利用の状況  

 全国地盤環境情報ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
 地下水揚水量等実態調査
 法律・条例による届け出
 揚水量  

 井戸等揚水施設  
 の状況等  

 環境省水・大気環境局
 都道府県、市町村  
 都道府県、市町村  

 土地利用の状況   土地利用図  
 土地利用現況図  
 土地利用基本計画図  
 土地利用動向調査  
 都市計画図  

 土地利用の状況、
 土地利用計画の状
 況  

 国土地理院  
 都道府県、市町村  
 都道府県  
 都道府県  
 市町村  

 学校、病院その他
 の環境保全につい
 ての配慮が特に必
 要な施設の配置の
 状況及び住宅の配
 置の概況  

 住宅地図  
 病院名簿  
 教育要覧  
 土地利用現況図  

 保全対象物の立地
 状況  

 民間  
 民間  
 都道府県  
 都道府県、市町村  

 環境の保全を目的
 として法令等によ
 り指定された地域
 その他の対象の状
 況及び当該対象に
 係る規制の内容そ
 の他の状況  

 都道府県環境白書  
 市町村環境白書  
 都道府県法令集  

 「都市計画法」に
 基づく用途地域の
 指定状況、「工業用
 水法」に基づく指
 定地域、「地盤沈下
 防止等対策の推進
 について」に基づ
 き策定された地盤
 沈下防止等対策要
 綱の対象地域、地
 方公共団体の条例
 に基づく規制地域
 の状況等  

 都道府県  
 市町村  
 都道府県  
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【解 説】  

項目の選定にあたっては、「10.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事

業実施区域の位置」、「構造の概要」、「消雪用揚水施設の存在の有無、設置が想

定される概ねの位置」と「10.1.2 地域特性の把握」で得られた「地形及び地質の

状況」、「地下水の状況」、「地盤の状況」、「河川、湖沼及び海域の利用並びに

地下水の利用の状況」、｢土地利用の状況」、「学校、病院その他の環境の保全に

ついての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況」、「環境の保

全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規

制の内容その他の状況」等から要件に該当するか否かを判断し、選定する場合には、

その理由を明らかにするものとする。  

 

*1「軟弱地盤地帯等」  

広域的な地盤沈下は、地下水排水等により帯水層の水位（水圧）が低下し、

粘土層の間隙水が帯水層に排出されて、粘土層が収縮することにより発生する。 

このため、地下水位が高く、粘土層が存在する地盤即ち軟弱地盤において地

下水を排水する場合等で地盤沈下が発生する可能性がある。 

一般的に軟弱地盤とは、地質的には粘土やシルトのような微細な粒子に富ん

だ軟らかい土、間隙の大きい有機質土またはピート、あるいはゆるい砂などか

らなる土層によって構成されていて、地下水位が高く、荷重によって沈下が生

じたり安定に問題が生じやすい沖積層をいう。洪積粘性土についても過去の事

例より地盤沈下の発生が認められているため、ここでは沖積層及び洪積粘性土

層を軟弱地盤地帯等と定義する。 

したがって、対象地域に沖積層または洪積粘性土層で構成される軟弱地盤地

帯等が存在することを選定要件の一つとし、存在しない場合は項目として選定

しない。 

10.1.3 項目の選定  

  項目の選定は、軟弱地盤地帯等
* 1

において、周辺の地下水位の低下が生じるおそれの

 ある以下の場合
* 2

で、かつ、環境影響を受けるおそれがあると認められる地域内に住居

 等の保全対象が存在する、又は都市計画上及び土地利用上から住居等の将来の立地が

 計画されている
* 3

場合に行う。  

  ・掘割構造物、トンネル構造物の設置後湧水を恒常的に排水する場合  

  ・築造する構造物の規模が長大で地下水流動の大半を遮断するおそれがある場合

  ・地盤沈下の発生が認められる地域
* 4

に消雪用揚水施設を稼働させる場合  

  環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、対象事業の実施によって地

 下水の低下の影響を受けることが想定される区域であり、事業規模、周辺の地形・地

 質の状況、帯水層の状況、地下水の状況等を踏まえて設定
* 5

する。 
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なお、地質の状況が不明確な場合においては、地盤沈下に係る現状及び過去

の履歴により、地盤沈下の発生が認められる場合には、軟弱地盤地帯等と判断

することが適当である。  

*2「周辺の地下水位の低下が生じるおそれのある以下の場合」 

掘割構造物、トンネル構造物の設置後、引き続き湧水等を排水する場合、一般的

な規模等では地下水位の変動は考えられないが、長大な構造物等で大量の湧水を恒常

的に排水することが想定されるような場合には周辺の地下水位を低下させるおそれ

がある。 

また、一般的な規模では地下水流動を遮断することは考えられないが、長大な掘

割構造物、トンネル構造物で地下水の流れの大半を遮断するような場合には、上流側

で地下水位の上昇、下流側で地下水位の低下が生じるおそれがある。 

さらに、軟弱地盤地帯等のうち既に地盤沈下の発生が認められているような地域

において、供用後、消雪用の揚水施設を稼働させて地下水を揚水する場合には、周辺

の地下水位の低下により地盤沈下の影響を更に大きくするおそれがある。 

なお、山岳トンネル工法は地山の支保機能が前提となっているため、一般的には

硬岩から新第三紀の軟岩までの安定した地盤に適用される。また、稀に比較的軟弱な

地盤に適用する場合も、地山の安定を確保したうえで掘進することから、地下水位が

変動したとしても地盤沈下の発生は考えられないことから、地盤沈下に係る要因とし

ては考慮しなくてよい。 

また、「地形・地質」、「植物」、「動物」における地下水位の変動による影響

を検討する場合、山岳トンネルの湧水は、一般に断層の存在や亀裂性岩盤、礫層等の

著しく透水性が良い地盤が存在する場合以外には大きな影響を及ぼすことはないと

考えられる。従って、湧水が大量に発生するおそれのある著しく透水性の良い地盤が

存在する、あるいは想定される場合に、上記の環境要素において参考項目以外の項目

として選定することを検討する。 

*3「住居等の保全対象が存在する、又は都市計画上及び土地利用上から住居等の将来の

立地が計画されている」 

地盤沈下の影響としては、家屋等建築物に対する傾斜や段差、建具のがたつき、

ひび割れの発生等が考えられる。このような影響が問題となる保全対象としては、住

居のほか学校、病院等の施設が挙げられる。 

したがって、このような保全対象が環境影響を受けるおそれがあると認められる

地域に存在するあるいは将来の立地が計画されている場合に項目として選定する。 

*4「地盤沈下の発生が認められる地域」 

地盤沈下の履歴等から実際に地盤沈下が発生している地域だけではなく、法令等

により地下水採取が規制されている区域等についても対象とする必要がある。 

*5「事業規模、周辺の地形・地質の状況、帯水層の状況、地下水の状況等を踏まえて設

定」 

周辺に河川、海、湖沼や分水嶺等地下水に係る明確な境界条件がある場合は、そ

れらを基に設定する。境界条件が不明確である場合には、既存の文献等を参考に、地

下水変動の影響範囲を推定する。 
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既存の文献における地下水調査範囲の設定例を表－10.1.2に示す。また、このほ

かに設定方法の例が、「工事に伴う環境調査要領」（東京都建設局）に記されている。

 なお、対象とする地下水が被圧地下水の場合は、影響がさらに広範に及ぶことが考

えられるため、周辺の地形・地質条件等に十分留意する必要がある。 

 

表－10.1.2 地下掘削に伴う地下水調査範囲1) 

地盤の種類 調査範囲 （ｍ） 

砂礫地盤 1,000～1,500 

砂地盤 500～1,000 

粘性土地盤 100～500 

(注)・1)の文献の文章を基にこの表を作成。 

  ・調査範囲は掘削現場外縁からの距離。 



- 10-1-11 - 

 

【解 説】 

調査は、事業特性・地域特性を勘案して、事業の実施による地盤沈下の影響を予

測・評価し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討するうえで必要な基本データ

（地下水、帯水層、軟弱地盤層に関する情報）の収集・整理によって、地下水分布

や地下水位の変動の状態、さらには軟弱地盤層の状態等に関する情報を把握するこ

とが可能な手法により行う。  

   

 *1「地下水の状況」 

地下水位観測記録等より地下水位の経時変動状況を把握する。 

  *2「帯水層の地質・水理の状況」 

ボーリング柱状図等より帯水層の区分、層厚等の水理地質構造を把握する。 

また、水理試験結果等より各帯水層の透水係数や貯留係数等を把握する。 

  *3「軟弱地盤層の状況」 

ボーリング柱状図等より軟弱地盤層の区分、層厚等の土質構造を把握する。また、

土質試験結果等より圧密層の圧縮係数等の土質定数を把握する。 

*4「調査の基本的な手法」 

既存資料を整理する方法、並びに資料がない場合又は不備な場合に実施する現地

調査による調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

10.1.4 調査の手法 

調査の手法は以下のとおりとする。 

１）調査すべき情報 

(1)地下水の状況
* 1

 

  地下水位の経時変動状況 

 (2)帯水層の地質・水理の状況
* 2

 

  帯水層の分布と性状 

 (3)軟弱地盤層の状況
* 3

 

  軟弱地盤層の分布と性状 

２）調査の基本的な手法
* 4

 

既存資料調査により行い、資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は現地調査
* 5

として、必要に応じて地下水観測調査、地質・水理調査、土質調査を実施する。 

３）調査地域 

調査地域は、地下水位の変動の影響が及ぶ地域のうち、地盤沈下の環境影響を受け

るおそれがあると想定される地域とする。  

４）調査地点 

地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況、軟弱地盤層の状況を的確に把握できる

地点とする。 

５）調査期間等 

地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況、軟弱地盤層の状況を的確に把握できる

期間及び頻度
* 6

とする。 
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 *5「現地調査」 

現地調査の種類とその概要を表－10.1.3 に示す。 

 

表－10.1.3 地盤沈下に係る現地調査の種類と概要 

種   類 概        要 

地下水位観測調査 地下水位観測調査は、既存の井戸や観測井の水位を観測 

することにより、地下水位の季節変動等経時変化を把握

するものである。 また、地下水流動を把握する方法とし

て、水温・水質調査や最近では同位体などを用いた調査

も行われている。 

地質・水理調査 地質調査 地質調査は地下水位の変動及び地盤沈下の予測に必要な

層相区分、層厚等の水文地質構造を把握するために行う。

主にボーリング調査による。 

水理試験 水理試験は、ボーリング孔を利用した各帯水層の透水試

験等を実施し、透水係数や貯留係数等を得るために行う。

土質調査 土質試験 土質試験は、ボーリング孔を利用して、物理的性質試験

（含水比、液性限界等）と力学的性質試験（圧密試験等）

を行い、各種の土質定数を得るために行う。 

 

地下水位の変動及び地盤沈下の影響を検討するうえで地下水の状況や地質・水理

の状況、土質の状況は重要な情報である。既存文献でこれらの情報が得られない場合

は、適地を十分に検討のうえ可能な範囲内で現地調査による補足を行うものとする。 

 *6「的確に把握できる期間及び頻度」 

(1)地下水調査 

地下水の状況に係る調査は、地下水位が季節的な変動をすることが多いことから

長期間の連続観測が必要である。従って、可能な限り通年観測の調査とする。なお、

降雨時並びにその直後は、一時的に高い値が観測される可能性があるため、観測開始

時期及び観測値の取扱いについては、雨量データと比較する等、留意が必要である。 

ただし、地下水位等の変動が少ない場合、あるいは既往の観測データが入手可能

な場合は調査回数を減じてもよい。 

(2)地質・水理調査及び土質調査 

地質・水理（透水係数や貯留係数）の状況及び土質の状況は、一般的には時間的

変化は少ないと考えられるため、可能な時期に１回実施すればよい。 
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10.1.5 予測の手法 

１）予測の基本的な手法
* 1

 

 予測地点における地下水位の変動量を予測し、その結果を踏まえて地盤の沈下量を

予測する。 

 予測は理論モデルによる計算あるいは数値シミュレーション
* 2

により行う。 

２）予測地域 

 予測地域は、調査地域と同じとする。 

３）予測地点 

 予測地点は、地質の状況、土地利用の状況等から予測地域の地下水の変動による地

盤沈下の影響を的確に把握できる地点を設定する。 

４）予測対象時期等 

 予測対象時期は、施設の存在に係るものについては施設の設置完了後、施設の供用

に係るものについては供用後において、地盤沈下の影響が最大となる時期とする。 

５）予測の不確実性 

 対象道路事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知

見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度
* 3

及び不確実性に係

る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにで

きるようにしなければならない。 

【解 説】 

 予測対象とする地盤沈下は、地下水位の低下に起因するものであることから、予測の 

手順としては、「地下水位の低下の程度及び範囲」を定量的に予測したうえで、その予

測結果を踏まえて「地盤の沈下の程度及び範囲」を定量的に予測する手法を基本とする。 

 

*1「予測の基本的な手法」 

予測対象とする地盤沈下は地下水位の低下に起因するものであることから、「地

下水位の低下の程度及び範囲」を予測したうえで、その予測結果を踏まえて「地盤の

沈下の程度及び範囲」を予測する。これらを定量的に予測する手法として、「理論モ

デルによる計算」あるいは「数値シミュレーション」を示しており、これらの予測手

法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

なお、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事

業以外の事業活動等によりもたらされる地下水位の変動を、当該事業以外の事業に対

する環境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

*2「理論モデルによる計算あるいは数値シミュレーション」 

予測の具体的な手順を図－10.1.2 に示す。 

(1)地下水位の変動に係る予測手法 

地下水位の変動の予測は、井戸理論を用いる方法等の理論モデルを用いた計算、

あるいは帯水層構造が複雑な場合等は地下水流動モデルによる電算機を用いた数

値解析（シミュレーション解析）による。 

類似事例に基づいて予測を実施する方法もあるが、対象道路事業実施区域の近

傍における事例による以外は困難である。 
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また、地下水対策の効果の予測にあたっては、既存の知見や事例に基づいて、

各種対策の特性を踏まえて効果の程度を把握する。 

(2)地盤の沈下に係る予測手法 

地盤沈下の予測は、地下水位変動の予測結果を踏まえ、理論モデルを用いた計

算あるいは軟弱地盤層の構造が複雑な場合は電算機を用いた数値シミュレーショ

ンにより行う。 

・理論モデルを用いた計算：圧密沈下理論による最終沈下量の算定 

・数値シミュレーション：地下水流動モデルによる計算結果を用いた地盤沈下

シミュレーション 

また、地盤沈下対策の効果の予測にあたっては、既存の知見や事例に基づいて、

各種対策の特性を踏まえて効果の程度を把握する。 

(3)予測条件 

予測条件として、調査結果等を基に次に掲げる情報を整理する。 

①対象道路事業の内容（構造、規模、想定される施工方法、地下水対策の内容

等） 

②地質・帯水層の状況（土質柱状図、帯水層構造、地下水位） 

③軟弱地盤層の状況（土質柱状図、圧密層構造） 

④類似事例（工種及び帯水層構造からみた類似の地下水障害事例、工種及び地

形・地質状況からみた類似の地盤沈下事例） 
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図－10.1.2(1) 地盤沈下の予測手順（地下水変動） 

 

 
図－10.1.2(2) 地盤沈下の予測手順（地盤沈下） 
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(4)予測に当たっての留意事項 

地下水位変動量の予測にあたっては、自然現象として発生している地下水位の

経時的変化を考慮しながら、事業実施前後の地下水位を比較する場所、時期の妥

当性を判断することが必要である。 

地下水は、降雨や潮位の影響による日変化、豊水期・渇水期に係る季節変化、

豊水年・渇水年に係る経年変化等自然の要因により絶えず変化している。従って、

対象道路事業によって人為的に地下水位の変動が発生したか否かを予測する場合

は、どの時期のデータと比較して予測するのか、気象データ等も含めた総合的な

検討が必要である。 

また、地下水位及び地盤の沈下に関して、先に述べたように予測は理論モデル

を用いた計算あるいは数値シミュレーションによるが、入力データの精度が不十

分な場合は、不確実性が高くなるので、以下に示す事項を十分に考慮する必要が

ある。 

・予測に当たっては、用いる地下水位データの妥当性（自然現象として発生し

ている地下水位の変動を十分に考慮しているかなど）を十分確認して予測計

算を行うこと。 

・数値シミュレーションを行う場合は、モデル流域の設定範囲や境界条件の設

定に十分留意し、モデルを構築すること。・数値シミュレーションでは、パラ

メータとして蒸発散量、透水係数等の精度が問われる場合が多いため、数値

の根拠を十分確認すること。入力データの精度が不十分な場合は、不確実性

が高くなることを十分に考慮する必要がある。 

  〈参考：バックグラウンドとしての地下水位〉１）  

対象道路事業に係る地下水位の予測を行う場合、対象道路事業以外の事業活動等

に起因する地下水位の変動や季節変動等による影響の程度を把握した上で対象道路

事業による影響を予測する必要がある。このため、予測対象時期における対象道路

事業以外の影響による水位変動が反映された地下水位をバックグラウンドとして考

慮することが重要である。 

ここでは、図－10.1.3 に示すように、対象道路事業以外の影響による平均的な地

下水位をバックグラウンドとして設定する。平均的な地下水位とは、場所的、時間

的な水位変動を平均化して得られる水位を指す。 

        Ｃt＝Ｃr＋Ｃb                                          

            ここで、 

               Ｃt：当該事業付近の地下水位 

               Ｃr：当該事業に起因する地下水位変動量 

               Ｃb：バックグラウンド地下水位 
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事業前の地下水位     

                                                          Ｃb 

     

                                                          t 

                      

供用後（工事中）の Cr Ct（上昇箇所） 

       地下水位    Ｃb 

 

 

t 

供用開始（工事開始） 

図－10.1.3 事業にともなって生じる地下水位の変動量の識別 

 

*3「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 

Ct（低下箇所） 
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10.1.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること、

必要に応じ損なわれる環境の価値を代償すること及び国又は関係する地方公共団体

が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努

めることを目的として環境保全措置
* 1

を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段階的に

実施された場合
* 2

は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明

らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

 １）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により実行可能な範囲内に

おいて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

 １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2)環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4)代償措置にあっては、環境影響を回避し又は低減されることが困難である理

由 

(5)代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環

境に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種

類及び内容 

(6)代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能である判断

した根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施
* 3

する。 

事後調査は、地盤沈下の影響を検討するうえで必要な情報を得るための現地調査を実

施し、影響の程度を定量的に把握して適切な設計・施工方法を検討する。   

(1)予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講じ

る場合 

(2)効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3)工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容

をより詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4)代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調

査が必要と認められる場合 
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【解 説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表－10.1.4 に示す。 

 

表－10.1.4 地盤沈下に係る環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれの

ある他の環境への影響 

止水性の高い土留壁の設置 湧水量の抑制により

地下水位の低下量を

低減できる。 

他の環境要素への影響はほ

とんどない。    

通水工法の採用注）  地下水脈の遮断を回

避できる。 

他の環境要素への影響はほ

とんどない。 

軟弱地盤の改良 圧密沈下を抑制する

ことができる。 

動物、植物への影響が生じ

る場合がある。 

循環型揚水施設の採用 地下水位を回復する

ことができる。 

他の環境要素への影響はほ

とんどない。 

消雪用揚水施設の揚水量、揚水

期間、頻度の最小化 

地下水位の低下量を

低減できる。 

他の環境要素への影響はほ

とんどない。 

注）通水工法には、通水ドレーンパイプにより地下構造物を迂回して地下水を通す方

法や、上流側に排水施設、下流側に注水施設を設ける方法が挙げられる。 

 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変

化した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

地盤沈下の予測において、地下水、地質・水理、土質の状況が明らかでない場合

には、予測の不確実性により環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあることか

ら、このような状況が考えられるときには、事後調査を検討する。 

ただし、予測の不確実性の程度が大きい場合でも、環境保全措置により地盤沈下

の要因である地下水位の低下を防止できる等、環境影響が著しいものとならないと 

考えられる場合は事後調査の必要性は少ないと考えられる。 

事後調査の具体的な内容については、「10.1.4 調査の手法」を参照のこと。 
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【解 説】 

回避、低減の評価は、地盤沈下の可能性がない場合等、環境影響がないと判断される

場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合はそのことをもって、環境保

全措置を検討した場合は環境保全措置による回避、低減の程度をもって行う。 

なお評価では、環境保全措置の効果が定量的に見込めるもの（軟弱地盤の改良による

地盤沈下量の低減量等）である場合には可能な限り定量化して互いに比較するものとす

るが、環境保全措置に質的な違いがあり定量的な比較が困難な場合は、検討した環境保

全措置の長所及び短所を比較・検討するものとする。 

 

 

引用文献 

1) 建設省河川局監修 国土開発技術センター編集：地下水調査及び観測指針(案),     

pp.32-38, 山海堂,1993. 

 

 

 

10.1.7  評価の手法 

評価の手法は以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤に関する影響が、事業者により実

行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方

法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を

明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

  国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項

目に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測

の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

10．地盤（参考項目以外の項目）  

10.2 掘削工事、トンネル工事の実施に係る地盤（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「10.2 掘削工事、トンネル工事

の実施に係る地盤」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、

主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎

にこれらの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建

設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

「道路環境影響評価の技術手法 10.2 掘削工事、トンネル工事の実施に係る地盤」の
改定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 
 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3744号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部土
質研究室  

初版 
 
 

前室長 
主任研究員  

三木博史 
小橋秀俊 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4063号 
 

独立行政法人土木研究所材料地盤
研究グループ土質チーム 

主務省令の改正 

上席研究員 
主任研究員 
前研究員 

小橋秀俊 
古本一司 
森 啓年 

平成25年3月 土木研究所資  
料第4254号 

独立行政法人土木研究所地質・地
盤研究グループ土質・振動チーム

主務省令の改正 

上席研究員 佐々木哲也 
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「10.2 掘削工事、トンネル工事の実施に係る地盤」の概要 

  掘削工事、トンネル工事の実施に係る地盤については、相当範囲にわたる地盤の沈下

を対象として調査・予測・評価を行う。 

 本項目の調査は、予測に必要な地下水、地質・水理及び土質の各条件を設定すること

を目的として、地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況及び軟弱地盤層の状況につい

て実施する。予測は、理論モデル等により地盤の沈下の程度を定量的に求める。環境影

響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置の検討を行

う。評価は回避・低減の観点から行う。 

 『相当範囲にわたる地盤の沈下』とは、いわゆる広域地盤沈下と同等の範囲にわたる

ものであり、軟弱地盤地帯等での地下水の排水・揚水や地下水流動の遮断による地下水

位の低下に起因する地表面低下現象が挙げられる。 

 工事に伴って短時間に発生する土のせん断破壊による陥没や盛土、構造物の載荷によ

る圧密沈下現象は、比較的局所的に生じる地盤沈下と考えられるため、ここでは対象と

しない。 
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  10.2.3 項目の選定 

軟弱地盤地帯等において、周辺の地下水位の低下が生じるおそれのある以下の掘削

工事、トンネル工事を実施する場合で、かつ、環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域に住居等の保全対象が存在する場合 

・施工位置が地下水位より低い工事を実施する場合で、止水性の高い土留め壁の設

置が困難な場合 

・工事規模が長大で止水性の高い土留め壁の適用により地下水流動の大半を遮断す

るおそれがある場合  

 

  

 10.2.4 調査の手法 

  地下水、帯水層の地質・水理及び軟弱地盤層の状況を既存資料調査により把握する。

資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は、現地調査として地下水観測調査、地

質・水理調査、土質調査を実施する。 

 

 

 10.2.5 予測の手法 

 予測は、理論モデルによる計算あるいは数値シミュレーションにより行う。 
 

  
 10.2.6 環境保全措置の検討 

①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的とし

て環境保全措置の検討を行う。 

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入

れられているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減され

ているかどうかを検証する。 

③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境

の状況の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

 

  

 10.2.7 評価の手法 

 事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価

する。 

 

 
図－10.2.1 「掘割工事、トンネル工事の実施に係る地盤」における調査、予測及び評価の流れ  
 

 10.2.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業の工事計画の概要 

 ①本線工事における区分、概ねの位置、延長  

10.2.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 ①地形の状況及び地質の状況 

 ②地下水の状況 

 ③地盤の状況 

２）社会的状況 

①河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用

の状況 

②土地利用の状況 

③学校、病院その他の環境の保全についての配慮

が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置

の概況 

④環境の保全を目的とする法令等の状況  
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【解 説】 

 これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の実施に必要となる。なお、「配慮

書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなかった場合

を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていることから、これら

を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は住居等の保全対象との位置関係や軟弱地盤地帯

等の有無を把握するために必要である。また、「本線工事における区分（土工、トン

ネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長」は、掘削工事、トンネル工事の実施の有無、

及び実施する場合にはその規模等による地下水流動への影響の程度を判断するため

に必要である。 

２）調査、予測の実施に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・

高架）、概ねの位置、延長」は、対象道路事業実施区域及びその周辺の地下水の状況、

帯水層の状況、軟弱地盤層の状況の調査地域を設定するために必要である。また、「本

線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長」では、概

ねの施工内容、施工規模（位置、延長）などが予測の実施に必要となる。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段

階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 

 

 

10.2.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、掘削工事、トンネル工事の実施に係

る地盤の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配

慮書段階の検討
* 1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を

補足する。 
１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業の工事計画の概要 

(1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長 
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10.2.2 地域特性の把握 

地域特性の把握は、掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤と同様である。な

お、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報

を活用し、不足する情報を補足する。 

【解 説】 

「10.1.2 地域特性の把握」を参照のこと。なお、「配慮書段階の検討」を実施した事

業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなかった場合を含む。）においては、その

検討で一定程度の情報が収集されていることから、これらを活用し、不足する情報を補

足する。 
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【解 説】 

 項目の選定にあたっては、「10.2.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実施

区域の位置」、「本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、

延長」と「10.2.2 地域特性の把握」で得られた「地形及び地質の状況」、「地下水の状

況」、「地盤の状況」、「河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」、｢土地利

用の状況」、「学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の

状況及び住宅の配置の概況」、「環境の保全を目的とする法令等により規定する区域等

の状況」等から要件に該当するか否かを判断し、選定する場合は、その理由を明らかに

するものとする。 

 

*1「軟弱地盤地帯等」 

「10.1.3 項目の選定」*1 を参照のこと。 

*2「周辺の地下水位の低下が生じるおそれのある以下の掘削工事、トンネル工事」 

掘削工事、トンネル工事ではそれらの規模や適用する工法によって、周辺の地下

水位の低下が生じる場合がある。 

掘削工事、トンネル工事を実施する場合で、その施工位置が地下水位より高い場

合は、地下水位の変動のおそれはないことから項目として選定しない。 

また、施工位置が地下水位より低い場合で、止水矢板工法や連続地中壁工法等の

止水性の高い土留め壁を適用し、周辺の地下水位の変動を確実に避けることができる

場合は項目として選定しない。 

周辺の地下水位の変動が生じるおそれのある場合としては、施工位置が地下水位

より低い場合で、ウェルポイント工法、ディープウェル工法等に代表される排水工法

を適用する場合が考えられる。 

通常、周辺の地下水位の変動が問題となる場合には、止水性の高い土留め壁の適

用が考えられるが、都市部の市街地等で住居等が密集して土地利用上止水壁の構築が

困難な場合や、透水層が極めて深い、あるいは地盤が極度に強固で施工上止水壁の構

築が困難な場合には、前述した排水工法の適用等により周辺の地下水位の変動が生じ

10.2.3 項目の選定 

 項目の選定は、軟弱地盤地帯等
* 1

において、周辺の地下水位の低下が生じるおそれのあ

る以下の掘削工事、トンネル工事
* 2

を実施する場合で、環境影響を受けるおそれがあると

認められる地域内に住居等の保全対象が存在する、又は都市計画上及び土地利用上から

住居等の将来の立地が計画されている
* 3

場合に行う。 

・施工位置が地下水位より低い工事を実施する場合で、止水性の高い土留め壁の設置

が困難な場合 

・工事規模が長大で止水性の高い土留め壁の適用により地下水流動の大半を遮断する

おそれがある場合 

 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とは、対象事業の実施によって地下

水の変動の影響を受けることが想定される区域であり、事業規模、周辺の地形・地質の

状況、帯水層の状況、地下水の状況等を踏まえて設定
* 4

する。 
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るおそれがある。 

また、止水矢板工法や連続地中壁工法等の止水性の高い土留め壁を適用する場合、

一般的な規模では地下水流動の遮断による影響は考えられないが、工事規模が長大で、

地下水流動の大半を長期間に亘って遮断するような場合には、上流側で地下水位の上

昇、下流側で地下水位の低下が避けられないおそれがある。 

なお、山岳トンネル工法は、地山の支保機能を前提としているため、一般的には

硬岩から新第三紀の軟岩までの安定した地盤に適用される。また、稀に比較的軟弱な

地盤に適用される場合も、地山の安定を確保したうえで掘進することから、地下水位

が変動したとしても地盤沈下の発生は考えられない。したがって、地盤沈下に係る要

因としては考慮しなくてよい。 

また、「地形・地質」、「植物」、「動物」における地下水位の変動による影響を検討

する場合、山岳トンネルの湧水は、一般に断層の存在や亀裂性岩盤、礫層等の著しく

透水性が良い地盤が存在する場合以外には大きな影響を及ぼすことはないと考えら

れる。したがって、湧水が大量に発生するおそれのある著しく透水性の良い地盤が存

在する、あるいは想定される場合には、上記の環境要素において参考項目以外の項目

として選定することを検討する。 

*3「住居等の保全対象が存在する、又は都市計画上及び土地利用上から住居等の将来の

立地が計画されている」 

「10.1.3 項目の選定」*3 を参照のこと。 

*4「事業規模、周辺の地形・地質の状況、帯水層の状況、地下水の状況等を踏まえて設

定」 

「10.1.3 項目の選定」*5 を参照のこと。 
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【解 説】 

「10.1.4 調査の手法」を参照のこと。 

 
 

10.2.5 予測の手法 

予測の手法は、掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤の予測と同様である。

ただし、予測対象時期に関しては、以下のとおりとする。 

１）予測対象時期 

予測対象時期は、工事中において、地盤沈下の影響が最大となる時期とする。 

【解 説】 

「10.1.5 予測の手法」を参照のこと。 

 

10.2.4 調査の手法 

調査の手法は、掘割構造物、トンネル構造物の設置に係る地盤の調査と同様である。
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10.2.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること、

必要に応じて損なわれる環境の価値を代償すること及び国又は関係する地方公共団

体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に

努めることを目的として環境保全措置
* 1

を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段階的

に実施された場合
* 2

は、それぞれの検討の段階における環境保全措 置の具体的な内容

を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2)環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4)代償措置にあっては、環境影響を回避し又は低減されることが困難である理

由 

(5)代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環

境に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種

類及び内容 

(6)代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能である判断

した根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施
* 3

する。 

事後調査は、地盤沈下の影響を検討するうえで必要な情報を得るための現地調査を実

施し、影響の程度を定量的に把握して適切な設計・施工方法を検討する。 

(1)予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講じ

る場合 

(2)効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3)工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容

をより詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4)代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調

査が必要と認められる場合 
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【解 説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表－10.2.1 に示す。 

 

表－10.2.1 地盤沈下に係る環境保全措置の例、効果等 

 

環境保全措置の例 

 

環境保全措置の効果 

実施に伴い生ずるおそ

れのある他の環境への

影響 

復水工法の採用 地下水位を回復できる。 他の環境要素への影響

はほとんどない。    

通水工法の採用（注 1） 地下水脈の遮断を回避できる。 他の環境要素への影響

はほとんどない。 

軟弱地盤の改良 圧密沈下を抑制することができ

る。 

動物、植物への影響が生

じる場合がある。 

観測修正法の実施（注 2） 工事中の観測結果に応じた適切

な対策により影響の防止を図る

ことができる。 

他の環境要素への影響

はほとんどない。 

 

（注 1）通水工法には、通水ドレーンパイプにより、地下構造物を迂回して地下水を通す

方法や上流側に排水施設、下流側に注水施設を設ける方法が挙げられる。 

（注 2）観測修正法は、工事中における環境保全措置であり、主要地点の地下水の状況や

地盤沈下の状況を観測し、その結果を施工方法等に反映させる方法である。 

 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

「10.1.6 環境保全措置の検討」*2 を参照のこと。 

*3「事後調査を実施」 

「10.1.6 環境保全措置の検討」*3 を参照のこと。 
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【解 説】 

回避、低減の評価は、地盤沈下の可能性がない場合等、環境影響がないと判断される

場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合はそのことをもって、環境保

全措置を検討した場合は環境保全措置による回避、低減の程度をもって行う。 

なお評価では、環境保全措置の効果が定量的に見込めるもの（軟弱地盤の改良による

地盤沈下量の低減量等）である場合には可能な限り定量化して互いに比較するものとす

るが、環境保全措置に質的な違いがあり定量的な比較が困難な場合は、検討した環境保

全措置の長所及び短所を比較・検討するものとする。 
 

    

 

10.2.7 評価の手法 

評価の手法は、以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、掘削工事、トンネル工事の実施に係る地盤に関する影響が、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法に

より環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明ら

かにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の

結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 



 

 - 11-1 -

Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

11．土壌（参考項目以外の項目） 

11.1 汚染土壌等の掘削等に係る土壌（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「11.1 汚染土壌等の掘削等に係

る土壌」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1

の改正および土壌汚染対策法の施行通知の改正に伴う新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎

にこれらの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建

設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

*2 自然由来の重金属等を含む土壌が新たに土壌汚染対策法の対象になったことに伴う配慮事項の追加 

改定の経緯（「道路環境影響評価の技術手法」 11.1 汚染土壌等の掘削等に係る土壌）

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3744号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部
土質研究室 

初版 
                   
                   前室長 

主任研究員 
三木博史 
小橋秀俊 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4064号 

独立行政法人土木研究所材料地
盤研究グループ土質チーム 

主務省令の改正 

上席研究員 
主任研究員 
前研究員 

小橋秀俊 
古本一司 
森 啓年 

平成25年3月 土木研究所資
料第4254号 

独立行政法人土木研究所地質・地
盤研究グループ地質チーム 

主務省令の改正 
土壌汚染対策法の施
行通知の改正に伴う
知見の反映 

主任研究員 品川俊介 

独立行政法人土木研究所地質・地
盤研究グループ特命事項担当（地
質リスク） 

上席研究員 阿南修司 
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「11.1 汚染土壌等の掘削等に係る土壌」の概要 

  本項目で扱う汚染
* 1

土壌等
* 2

の掘削等に係る土壌においては、土壌汚染と併せて地下水汚

染も扱うものとし、既存の土壌汚染・地下水汚染（1 次的要因）が存在し、それが土地

の形質変更や地下水の改変など（2 次的要因）により拡散することによる影響を取り扱

うこととする。 

 調査は土壌汚染・地下水汚染の状況を調査し、想定される保全対策の内容を踏まえて、

それらの影響を予測し、回避・低減及び環境基準等との整合性の観点から評価すること

とする。 

 なお、土壌汚染対策に関して、「環境影響評価法」の施行（平成１１年６月）後、「ダ

イオキシン類対策特別措置法」（平成１１年法律第１０５号）、「土壌汚染対策法」（平

成１４年法律第５３号）が制定・施行され、これに関連するマニュアル類 1,2,3,4)が整備

された。これらに基づき汚染土壌等の調査、評価及び対策が実施される場合においては、

本項目を選定する必要性はなくなった。 

 

*1「汚染」 

本来、自然の状態でその場に存在するものについて、「汚染」という語を用いるこ

とは適切でないが、土壌汚染対策法の表記において、土壌中および地下水中に自然の

状態で一定濃度を超えて含まれる重金属などについても「汚染」という語を用いてい

ることから本項目では、便宜的にこれを用いることとする。 

*2「土壌等」 

土壌学において「土壌」とは、「地殻の表層において岩石・気候・生物・地形なら

びに土地の年代といった土壌生成因子の総合的な相互作用によって生成する岩石圏

の変化生成物であり、多少とも腐植・水・空気・生きている生物を含みかつ肥沃度を

もった、独立の有機－無機自然体である」5)と定義されており、生物の関与がある点

によって特徴づけられている。一方、土壌汚染対策法においては「土壌」の定義はさ

れていないものの、同法では目開き 2mm のふるいを通過したものをその分析対象とし

ていることから、粒径 2mm 以下の物質を指しているものと考えられる。 

本項目では、道路建設工事による地盤を構成する物質の掘削等による環境影響を把

握し、必要に応じて影響の回避、低減を図ることを目的としていることから、生物と

の関与や粒径による区分は、対象物の定義として意味をなさない。また、地盤を構成

する物質には廃棄物が含まれることもある。そこで本項目においては、土壌に加えて、

岩石、廃棄物を含むすべての地盤構成物質を「土壌等」ということとする。 
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11.1.1 事業特性の把握 
１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業の工事計画の概要 

①本線工事における区分、概ねの位置、延長  

②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定され

る概ねの位置 

11.1.2 地域特性の把握

１）自然的状況 
 ①土壌及び地盤の状況 

②地下水の状況 

 ③地形及び地質の状況 

２）社会的状況 
①河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の

  状況 
②環境の保全を目的として法令等により指定され 
 た地域その他の対象及び当該対象に係る規制の 

内容その他の状況 
③有害物質に係る土地利用の状況 

 
 
 

11.1.3 項目の選定 

 土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土地において土地の形質変更や地下水の改変などにより、土

壌汚染・地下水汚染を拡散させる可能性がある行為を実施する場合  
 

11.1.4 調査の手法 
１）調査すべき情報 
 (1)土壌汚染の現状 
 (2)地下水汚染の現状 
２）調査の基本的な手法 
  土壌汚染・地下水汚染の調査は既存資料を整理する方法により行うこととし、資料がない場合又は不備な

場合は現地調査によってこれを補うこととする。 
３）調査地域 
  対象道路事業実施区域において、土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土地の形質変更や地下水

の改変などを行う地域とする。 
４）調査地点 
  現地調査地点は対象道路事業の計画の内容、地域の概況等を考慮して土壌汚染・地下水汚染の現況を適切

に把握しうる地点とする。 
５）調査期間等 

調査期間・頻度は土壌汚染・地下水汚染の状況を適切に把握しうる期間・頻度とする。 
 

11.1.5 予測の手法 
１）予測の基本的な手法 

対象道路事業による土地の形質変更や地下水の改変などにより、土壌汚染・地下水汚染の問題が生じる
行為・要因を明らかにすることにより定性的に予測する。 

２）予測地域 
土地の形質変更や地下水の改変などを行う地域（対象道路事業実施区域）及びその周辺において、 

 対象道路事業の実施による土壌汚染・地下水汚染により、環境影響を及ぼすと考えられる地域とする。 
３）予測地点 

土地の形質変更や地下水の改変などによる環境影響を適切に把握しうる地点とする。 
４）予測対象時期等 
  土地の形質変更や地下水の改変などを行う時期等とする。 

 
11.1.6 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内

で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関係する地方公共団体の基準又は目標の達成に努
めることを目的として環境保全措置の検討を行う。 

 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの
検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに
伴う環境への影響を明らかにする。 

 
11.1.7 評価の手法 
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。  
 ②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。 

 

図－11.1 「汚染土壌等の掘削等に係る土壌」における調査、予測及び評価の流れ 
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【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定し

なかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていること

から、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁

・高架）、概ねの位置、延長」、「工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される

概ねの位置」は、土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれのある土地において掘削等を

行い、土地の形質変更や地下水の改変などが生じる可能性があるかを把握し、項目の選

定を行うかを判断するために必要である。 

２）調査及び予測に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁

・高架）、概ねの位置、延長」、「工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される

概ねの位置」は、調査地域及び対象道路事業により土壌汚染・地下水汚染の問題が生じ

る可能性を明らかにし、予測を行うために必要である。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 

 

 

 

11.1.1 事業特性の把握 

 事業特性の把握については、計画の熟度に応じ汚染土壌等の掘削等に係る土壌汚染・

地下水汚染の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において

「配慮書段階の検討
＊１

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情

報を補足する。 

 １）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業の工事計画の概要 

  （1）本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長 

  （2）工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 
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11.1.2 地域特性の把握 

 地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な

最新の文献
* 1

その他資料（出版物等であって事業者が一般的に入手可能な資料）に基づき、

汚染土壌等の掘削等に係る土壌に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業にお

いて「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足す

る情報を補足する。 

 １）自然的状況 

  （1）土壌及び地盤の状況 

   ①土壌の状況 

土壌の汚染に係る環境基準の確保の状況 

  （2）地下水の状況 

    地下水の有無、地下水の水質汚濁に係る環境基準の確保の状況 

  （3）地形及び地質の状況 

地形・地質の区分及び分布状況
* 2

 

 ２）社会的状況 

  （1）河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

  （2）環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対

象に係る規制の内容その他の状況 

①「土壌汚染対策法」（平成十四年法律第53号）に係る指定地域の指定状況 

②「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成十一年法律第105号）に係る対策区域

の指定状況 

③「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和四十五年法律第137号）に係る指

定地域の指定状況 

④「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和四十五年法律第139号）に係

る農用地土壌汚染対策地域の指定状況 

⑤その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

  （3）有害物質に係る土地利用の状況
* 3

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定及び調査、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

把握すべき範囲は、対象道路事業実施区域及びその周辺を標準とする。また、「環境

の保全を目的として法令等により指定された地域」については、過去の指定状況並びに

解除の理由も把握する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

「土壌及び地盤の状況」、「地下水の状況」、「地形及び地質の状況」、「河川、湖

沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」、「環境の保全を目的として法令等によ

り指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、掘削

等を行う可能性がある土地において土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがあるかを
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把握し、項目の選定を行うかを判断するために必要である。 

２）調査の実施に用いる地域特性 

「土壌及び地盤の状況」、「地下水の状況」、「地形及び地質の状況」、「河川、湖

沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」、「環境の保全を目的として法令等によ

り指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、調査

地域を設定するために必要である。 

３）予測の実施に用いる地域特性 

 「土壌及び地盤の状況」、「地下水の状況」、「地形及び地質の状況」、「河川、湖

沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」、「環境の保全を目的として法令等によ

り指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、調査

の結果と合わせ、対象事業により土壌汚染・地下水汚染の問題が生じる可能性があるか

を明らかにし、予測を行うために必要である。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

地域特性の把握は、基本的に国又は地方公共団体が所有する環境白書その他の土壌

・地下水の環境に関わる既存の資料又は文献を収集することにより行う。 

*2「地質の区分及び分布状況」 

地質の区分及び分布状況は、自然由来の重金属などを多量に含むおそれのある地質

の分布状況（例えば、鉱床や変質帯などの地質の分布）を把握する。 

*3「有害物質に係る土地利用の状況」 

有害物質による汚染の可能性を早期に把握するとの観点から、鉱山及びその跡地、

廃棄物埋立地及びその跡地等について、可能な限り把握することとする。 

・鉱山の坑道、捨石又は鉱さい（坑水又は排水の処理による沈殿物を含む）の集積

場の状況。 

・廃棄物埋立地や、廃棄物の投棄が行われているおそれのある又は過去に行われて

いたおそれのある土地の状況。 

・その他、汚染されていることが疑わしい土地の状況。 

稼行中および休廃止鉱山の位置については、各種地質図（産業技術総合研究所、工

業技術院地質調査所、北海道立地下資源調査所などが発行）、「日本鉱産誌」（工業

技術院地質調査所）などが参考になる。鉱山の坑道、捨石や鉱さいの集積場の位置に

ついてはこれらの資料では不明であるが、坑道や集積場の一部については、経済産業

省の各地区の産業保安監督部がその位置を把握している。 

稼行中の廃棄物の最終処分場の位置については、都道府県が把握している。また、

廃止された廃棄物の最終処分場の位置については、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和 45 年法律第 137 号）第 15 条の 17 第 1 項の規定に基づく指定区域に指定さ

れているものがある。 
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【解 説】 

「配慮書段階の検討」において、本項目を計画段階配慮事項に選定した場合は、その

結果を踏まえて選定する。 

 

*1「土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土地において土地の形質変更や地下

水の改変などにより、土壌汚染・地下水汚染を拡散させる可能性がある行為を実施す

る場合」 

対象道路事業実施区域に土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土地が存在

し、そこで掘削等を行い、土地の形質変更や地下水の改変などが生じる場合、本項目

を選定し、選定する場合には、その理由を明らかにするものとする。 

ただし、「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」、「建設工事で

遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改訂版］」、「建設工事で遭遇するダイオキシン

類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」、「建設工事における自然由来重金属等含有

岩石・土壌への対応マニュアル［暫定版］」、「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土

対応マニュアル」に基づいて対応する場合においては、環境への影響は極めて小さい

と考えられることから、項目として選定する必要がないと考えられる。 

一方、項目として選定する必要がある例としては、上記法律、マニュアル類に基づ

かずに対応する場合のほか、法律、マニュアル類が対象としていない物質について特

に管理する必要がある場合（物質としては水道法に基づく水質基準項目や水質管理目

標設定項目など）などが考えられる。 

地盤の掘削に伴って地盤内の環境が還元的から酸化的に変化する可能性があるが、

これまで行われた多数の掘削工事において、周辺の地下水質の変化が問題になった

ケースが知られていないことから、通常の掘削に伴う地下水質の変化は軽微であると

考えられる。 

この他に影響要因としてはセメント及びセメント系固化材や薬液注入による汚染

も考えられ、過去には薬液注入による地下水汚染が問題化した事例もあるが、現在は

「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する

当面の措置について」（建設省事務連絡 平成 12 年 3 月）、「薬液注入工法による

建設工事の施工に関する暫定指針」（建設省事務連絡 昭和 49 年 7 月）に従って工

事が行われているため項目として選定する必要はないと考えられる。 

*2「計画段階配慮事項」 

「配慮書段階の検討」では、項目を「計画段階配慮事項」と呼ぶ。 

11.1.3 項目の選定 

 項目の選定は、土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土地において土地の形

質変更や地下水の改変などにより、土壌汚染・地下水汚染を拡散させる可能性がある行

為を実施する場合
* 1

に行う。なお、当該事業において｢配慮書段階の検討｣を行い、本項目

を計画段階配慮事項
* 2

に選定した場合は、「配慮書段階の検討」における結果を踏まえる
* 3

。

環境影響を受けるおそれがある地域は土地の形質変更や地下水の改変などを行う地域

（対象道路事業実施区域）及びその周辺とする。 
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*3「『配慮書段階の検討』における結果を踏まえる」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低減

されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評

価）で詳細に検討すべきとされた場合、その結果を踏まえて項目を選定する。 
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【解 説】 

*1「土壌汚染の現状」 

土壌汚染の現状については、有害物質の種類、含有量、溶出量を把握する。なお、

土壌等に重金属などが含まれる場合、それが自然に由来するものであるかどうかにつ

いては「土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの

判定方法」（「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法

の施行について」（環水大土発第110706001号、平成23年7月8日））等を参考とする。 

なお、土壌汚染対策法の対象外である岩石に関して自然由来の重金属などによる人

の健康への影響の可能性が想定される場合は、通常の汚染土壌等とは異なる性質を有

することから、上記の手法によらず、「建設工事における自然由来重金属等含有岩石

・土壌への対応マニュアル［暫定版］」を参考とする。 

*2「地下水汚染の現状」 

地下水汚染の現状については、有害物質の種類、濃度を把握する。また、地下水位、

流速、流向についても把握する。既存の井戸などを利用して可能なかぎり調査を行う。

ただし、地下水位等の変動が少ない場合、あるいは既往の観測データが入手可能な場

合は調査回数を減じてもよい。 

これらの地下水の状況に係る調査は、地下水位が季節的な変動をすることが多いこ

とから長期間の連続観測が必要である。したがって、可能な限り通年観測の調査とす

る。なお、降雨時並びにその直後は、一時的に高い値が観測される可能性があるため、

観測開始時期及び観測値の取扱いについては、雨量データと比較する等、留意が必要

である。 

*3「調査の基本的な手法」 

既存資料を整理する方法、並びに資料がない場合又は不備な場合に実施する現地調

11.1.4 調査の手法 

調査の手法は以下のとおりとする。 

１）調査すべき情報 

（1）土壌汚染の現状
* 1

 

（2）地下水汚染の現状
* 2

 

２）調査の基本的な手法
* 3

 

土壌汚染・地下水汚染の調査は既存資料を整理する方法
* 4

により行うこととし、資料

がない場合又は不備な場合は現地調査
* 5

によってこれを補うこととする。 

３）調査地域 

対象道路事業実施区域において、土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土

地の形質変更や地下水の改変などを行う地域
* 6

とする。 

４）調査地点 

現地調査地点は対象道路事業の計画の内容、地域の概況等を考慮して土壌汚染・地

下水汚染の現況を適切に把握しうる地点
* 7

とする。 

５）調査期間等 

調査期間・頻度は土壌汚染・地下水汚染の状況を適切に把握しうる期間・頻度
* 8

とす

る。 
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査による調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

*4「既存資料を整理する方法」 

「地域特性の把握」で収集した情報（「配慮書段階の検討」で収集した情報を含む）

を活用できる。  

*5「現地調査」 

現地調査は「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」、「建設工事

で遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改訂版］」、「建設工事で遭遇するダイオキシ

ン類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」等を参考として実施する。 

また、調査の段階で十分な現地調査が行えない場合には、事後調査を検討し、ここ

で必要に応じて対策の検討等を行うこととする。 

なお、岩石に関して自然由来の重金属などによる人の健康への影響の可能性が想定

される場合は、通常の汚染土壌等とは異なる性質を有することから、上記の手法によ

らず、「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル［暫

定版］」を参考とする。 

また、廃棄物が混入した土壌等による環境影響の可能性が想定される場合は、「建

設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」を参考とする。 

*6「土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土地の形質変更や地下水の改変など

を行う地域」 

対象道路事業により影響が生ずる範囲を考慮し、調査地域は、対象道路事業実施区

域において、土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土地の形質変更や地下水

の改変などを行う地域とする。なお、既存の井戸等から採水が可能な場合については、

対象道路事業実施区域及びその周辺の地下水の状況を調査しておくことが望ましい。 

なお、掘削した汚染土壌等を「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類対策特別措置

法」、「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改訂版］」、「建設工事で遭

遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」、「建設工事における自

然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル［暫定版］」、「建設工事で遭遇

する廃棄物混じり土対応マニュアル」に基づいて対策を行う場合は、環境への影響は

極めて小さいと考えられることから、汚染土壌等の埋立てなどを行う区域に関して、

環境影響評価において調査を行う必要はないものと考えられる。 

*7「土壌汚染・地下水汚染の現況を適切に把握しうる地点」 

土壌汚染・地下水汚染の現地調査地点は、地域特性の把握により土壌汚染・地下水

汚染が存在するおそれがあると考えられる地域について、対象道路事業における掘削

等による土地の形質変更や地下水の改変位置を勘案して設定する。また、土壌試料等

のサンプリング位置は「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」、「建

設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改訂版］」、「建設工事で遭遇するダイ

オキシン類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」、「建設工事における自然由来重金

属等含有岩石・土壌への対応マニュアル［暫定版］」、「建設工事で遭遇する廃棄物

混じり土対応マニュアル」等を参考として設定する。 

*8「土壌汚染の状況を適切に把握しうる期間･頻度」 

環境影響評価の調査においては「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類対策特別措
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置法」、「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改訂版］」、「建設工事で

遭遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」、「建設工事における

自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル［暫定版］」、「建設工事で遭

遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」等を参考にして、事業者の可能な範囲で適切

に設定するものとする。ただし、道路事業実施段階でこれらの法令・マニュアルにも

とづく調査を行った際に、予期しない土壌汚染・地下水汚染が新たに判明するような

ことがないように適切に実施する。 
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【解 説】 

調査の結果により、環境基準等を上回る有害物質が確認された場合は、対象道路事業 

の実施による影響の可能性について定性的に予測する。 

 

*1「予測の基本的な手法」 

調査の結果により、環境基準等を上回る有害物質が確認された場合、対象道路事業

の実施による影響の可能性について定性的に予測するものであり、評価に対して、合

理的に十分対応できる手法である。 

なお、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業

以外の事業活動等によりもたらされる土壌・地下水汚染の影響を、当該事業以外の事

業に対する環境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を

行う。 

*2「対象道路事業の実施による土壌汚染・地下水汚染により、環境影響を及ぼすと考え

られる地域」 

対象道路事業実施区域において、土壌汚染・地下水汚染が存在するおそれがある土

地の形質変更や地下水の改変などを行う地域とその周辺とする。 

なお、掘削した汚染土壌等を「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類対策特別措置

法」、「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改訂版］」、「建設工事で遭

遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」、「建設工事における自

然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル［暫定版］」、「建設工事で遭遇

する廃棄物混じり土対応マニュアル」に基づいて対策を行う場合は、環境への影響は

11.1.5 予測の手法 

予測の手法は以下のとおりとする。 

１）予測の基本的な手法
* 1

 

対象道路事業による土地の形質変更や地下水の改変などにより、土壌汚染・地下水

汚染の問題が生じる行為・要因を明らかにすることにより定性的に予測する。 

２）予測地域 

土地の形質変更や地下水の改変などを行う地域（対象道路事業実施区域）及びその

周辺において、対象道路事業の実施による土壌汚染・地下水汚染により、環境影響を

及ぼすと考えられる地域
* 2

とする。 

３）予測地点 

土地の形質変更や地下水の改変などによる環境影響を適切に把握しうる地点
* 3

とす

る。 

４）予測対象時期等 

土地の形質変更や地下水の改変を行う時期
* 4

等とする。 

５）予測の不確実性 

対象道路事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知

見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度
* 5

及び不確実性に係

る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにで

きるようにしなければならない。 
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極めて小さいと考えられることから、汚染土壌等の埋立てなどを行うことによる環境

影響の予測を行う必要はないものと考えられる。 

*3「土地の形質変更や地下水の改変などによる環境影響を適切に把握しうる地点」 

対象道路事業の用地外へ有害物質が漏出・拡散する危険性を適切に把握できるよ

う、掘削等を行う地域の境界付近等に設定する。このとき、地下水位以下の範囲も含

むものとする。  

*4「土地の形質変更や地下水の改変を行う時期」 

工事期間の内、地下水位以下の汚染土壌等を大量に掘削するなど、土壌汚染・地下

水汚染に係る影響が最も大きくなると考えられる時期を対象とする。 

*5「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類

対策特別措置法」、「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改訂版］」、「建

設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」、「建設工事

における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル［暫定版］」、「建設

工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」を踏まえて予測する場合について

は、予測の不確実性が生ずるおそれは一般的には小さいと考えられる。 
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【解 説】 

*1「環境保全措置」 

汚染土壌等の掘削を行う場合の環境保全措置に関しては、「土壌汚染対策法」、「ダ

イオキシン類対策特別措置法」、「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル［改

訂版］」、「建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル［暫定版］」、

「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル［暫定版］」、

「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」等を参考に検討する。これら

の文献では具体的な対策手法として表－11.1 のような例が挙げられている。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合が相当する。 

 

11.1.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として
＊１

環境保全措置を検討する。その

検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された
＊２

場合は、それぞれの検討の段階における環

境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

また、｢配慮書段階の検討｣を行った場合には、その検討以降に決定した概略計画に

おいてどのように環境影響が回避・低減されているか
＊３

について整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2)環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変

化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、事後調査を実施する。 

(1)予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講じる

場合 

(2)効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3)工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容を

より詳細なものにする必要があると認められる場合 
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*3「概略計画においてどのように環境影響が回避・低減されているか」 

「配慮書段階の検討」を行った場合、その検討以降に決定した概略計画を他の複数

案と比較し、回避・低減されている環境影響について、以下を整理する。 

・環境影響の回避・低減を検討した対象（コントロールポイント等） 

・上記対象に関する環境影響の回避・低減の状況 

この整理により、「配慮書段階の検討」からＥＩＡを通じて、事業計画の検討の中

でどのように環境への配慮がなされたのか、総合的に把握することが可能になる。 

なお、（「配慮書段階の検討」を含む）概略ルート・構造の検討から、概略計画の

決定に至る過程（プロセス）については、構想段階の計画策定プロセスに関するガイ

ドライン等に基づくものとする。 

  

表－11.1 土壌汚染・地下水汚染に対する環境保全措置の例 

措置の種類 措置の内容の例 

土壌の直接摂取の防止 

（対象：第二種特定有害物質 

（重金属等）） 

・舗装 

・立入禁止 

・土壌入換え（区域外・区域内） 

・盛土 

・土壌汚染の除去（掘削・現位置での浄化） 等 

地下水等の摂取の防止 ・地下水の水質の測定 

・原位置封じ込め 

・遮水工封じ込め 

・遮断工封じ込め 

・地下水汚染の拡大の防止（揚水施設・透過性地下水浄化壁） 

・土壌汚染の除去（掘削・現位置での浄化） 

・不溶化（原位置不溶化・不溶化埋め戻し） 等 

 

 

 



 

 - 11-16 -

【解 説】 

回避、低減の評価は、汚染土壌等の掘削等による改変のおそれがない場合等、環境影

響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合はその

ことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による回避・低減の程度

をもって行う。 

 

*1「『配慮書段階の検討』において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとされ

た内容がある場合は、その対応状況を整理する」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低減

されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡで詳細に検討すべきとされた場合、そ

れに対応した旨を明らかにする。 

*2「基準又は目標」 

汚染土壌等の掘削等に係る土壌において整合を図る基準又は目標は、表－11.2 の

とおりである。 

 

表－11.2  整合を図る基準又は目標 

環境要素の区分 環境要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標 

土壌 汚染土壌等の掘削 「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成3年8月2

3日環境庁告示第46号）、「地下水の水質汚濁に係る環

境基準について」（平成9年3月13日環境庁告示第10号

）、「土壌汚染対策法」（平成14年法律第53号）、「

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底

の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基

準」（平成11年12月17日環境庁告示第68号）、「農用

地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和45年法律

第139号）及び関係する地方公共団体の上乗せ基準 

11.1.7 評価の手法 

評価の手法は以下による。 

なお、「配慮書段階の検討」において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があると

された内容がある場合は、その対応状況を整理する
* 1

。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、汚染土壌等の掘削等に係る土壌に関する環境影響が、事業者により実行可能な範

囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環

境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにす

ることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標
* 2

が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の

結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 
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「土壌の汚染に係る環境基準について」、「地下水の水質汚濁に係る環境基準につ

いて」、「土壌汚染対策法」、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水

底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」、「農用地の土壌の汚染

防止等に関する法律」においては、表－11.3 に示すように土壌及び地下水に係る環

境基準値が準用されている。ただし「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」では

砒素について都道府県知事による別の値が定められる場合がある。このほか、自治体

等において条例等により上乗せ基準が定められている場合には、それとの整合性につ

いても検討する。 

 
表－11.3 基準値の定められている有害物質 

特定有害 
物質の種類

注1） 

土壌の汚染 
に係る 

環境基準 
注2） 

（mg/ｌ） 

地下水の水質

汚濁に係る 
環境基準

注3） 
（mg/ｌ） 

ダイオキシン類によ

る大気の汚染、

水質の汚濁（水

底の底質の汚染

を含む。）及び土

壌の汚染に係る

環境基準
注3）

土壌汚染対策法

農用地の土壌汚染

防止等関する法律 
（指定要件） 

 
地下水基準

(mg/l) 

区域の指定に係る基準

第二溶出量 
基準 

(mg/l) 
土壌溶出量

基準 
（mg/ｌ） 

土壌 

含有量

基準 
（mg/kg）

四塩化炭素 0.002以下 0.002以下 － 0.002以下 0.002以下 － 0.02以下 －

1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下 － 0.004以下 0.004以下 － 0.04以下 －

1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 0.1以下 － 0.02以下 0.02以下 － 0.2以下 －

1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 

（シス態） 

0.04以下 

（シス態とトランス

態の和） 
－ 0.04以下 

（シス態） 
0.04以下 

（シス態） － 0.4以下 

（シス態） － 

1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下 － 0.002以下 0.002以下 － 0.02以下 －

ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下 － 0.02以下 0.02以下 － 0.2以下 －

トリクロロエチレン 0.03以下 0.03以下 － 0.03以下 0.03以下 － 0.3以下 －

1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下 － 1以下 1以下 － 3以下 －

1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下 － 0.006以下 0.006以下 － 0.06以下 －

テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下 － 0.01以下 0.01以下 － 0.1以下 －

ベンゼン 0.01以下 0.01以下 － 0.01以下 0.01以下 － 0.1以下 －

カドミウム 
 

0.01以下 
かつ農用地にお

いては米1kgにつ

き0.4mg未満で

あること 

0.003以下 － 
 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 

農用地において生産され

る米に含まれるカドミウム

の量が米1kgにつき

0.4mg以上であると認め

られる地域であること

六価クロム 0.05以下 0.05以下 － 0.05以下 0.05以下 250以下 1.5以下 －

シアン 全シアン 
不検出

注6） 
全シアン 

不検出
注6） － シアン化合物

不検出
注6）

シアン化合物

不検出
注6）

遊離シアン

50以下

シアン化合物 
1以下 － 

水銀 
 

総水銀 
0.0005以下 
アルキル水銀 
は不検出

注6） 

総水銀 
0.0005以下 
アルキル水銀 
は不検出

注6） 
－ 

水銀

0.0005以下

アルキル水銀

は不検出
注6）

水銀

0.0005以下

アルキル水銀

は不検出
注6）

水銀 
15以下

水銀 
0.005以下 

アルキル水銀 
は不検出

注6） 
－ 

セレン 0.01以下 0.01以下 － 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 －

鉛 0.01以下 0.01以下 － 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 －

砒素 
 

0.01以下であり

、かつ、農用地（

田に限る）におい

ては、土壌1kgに

つき15mg未満

であること 

0.01以下 － 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 

その地域内の農用地（田

に限る）の土壌に含まれ

る砒素の量が土壌1kgに

つき15mg
注7）

であると認

められる地域であること

ふっ素 0.8以下 0.8以下 － 0.8以下 0.8以下 4000以下 24以下 －

ほう素 1以下 1以下 － 1以下 1以下 4000以下 30以下 －

銅 

農用地（田に限

る）において土壌

1kgにつき

125mg未満であ

ること。 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

その地域内の農用地（田

に限る）の土壌1kgにつき

125mg以上であると認め

られる地域であること

ポリ塩化ビフェニル 
(PCB) 

不検出
注6） 不検出

注6） － 不検出
注6）

不検出
注6）

－ 0.003以下 － 
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チウラム 0.006以下 0.006以下 － 0.006以下 0.006以下 － 0.06以下 －

シマジン 0.003以下 0.003以下 － 0.003以下 0.003以下 － 0.03以下 －

チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下 － 0.02以下 0.02以下 － 0.2以下 － 

有機りん
注4） 不検出

注6） － － 不検出
注6）

不検出
注6） － 1以下 － 

ダイオキシン類
注5） 

 
 

－ 

 
 

－ 

土壌 
1,000pg-TEQ/g

（調査指標値 250

pg-TEQ/g）
注8）

地下水 
1pg-TEQ/l 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

 
 

－ 

硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

 
－ 

 
10以下 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

塩化ビニルモノマー － 0.002以下 － － － － － －

1,4-ジオキサン － 0.05以下 － － － － － －

注１） 土壌汚染対策法では、標記が若干異なる。（たとえば「カドミウム」については、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム」については「六価クロム
化合物」。） 

注２） 汚染が専ら自然に由来すると認められる場所等には適用しない。また、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係
る環境基準値について、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度が地下水基準を満足
する場合には、それぞれ標記の３倍の値とする。 

注３） 地下水の環境基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンについては最高値とする。 
注４） 有機りんとはパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 
注５） 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値 
注６） 「不検出」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
注７） 特別な場合においては、都道府県知事が 10 から 20mg/kg の間で定める別の値。 
注８） 土壌にあっては、調査指標値以上の場合には必要な調査を実施する必要がある。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

12．日照阻害 

12.1 道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「12.1道路（嵩上式）の存在に係る日照阻

害」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反

映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建

設省令第 10 号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 

  

「道路環境影響評価の技術手法」 12.1「道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害」の改定の経緯

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3744号 
 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室  

初版 
 

 
主任研究員 
室長 

近藤 升 
大西 博文 

旧阪神高速道路公団交通環境室環
境技術課 

元係長 森 喜仁 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第392号 
 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
室 長 
前交流研究員

曽根 真理 
並河 良治 
沢村 英男 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 
研究官 

角湯 克典 
井上 隆司 
山本 裕一郎 
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「12.1 道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害」の概要 

道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害についての調査は、土地利用の状況及び地形の状

況の把握を目的として行う。予測は、参考手法による場合太陽の高度・方位及び高架構造

物（橋若しくは高架等）の高さ・方位等を用いた理論式により将来の日影状況を対象に行

う。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

環境保全措置の検討を行う。評価は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・

低減されているかどうかについて、見解を明らかにすることにより行う。 

このほかに、事業特性及び地域特性の把握から、換気塔等の大規模施設の設置により日

照阻害の影響が生じると判断される場合は、換気塔等の大規模施設の設置に係る日照阻害

について、上記と同様の考え方に基づき調査・予測・評価を行う。 
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図－12.1 「道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害」における調査、予測及び評価の流れ 

12.1.5 調査の手法 

参考調査手法 

 土地利用の状況（住居等の立地状況、周辺地域に著しい日影の影

響を及ぼす中高層建築物の位置）及び地形の状況（住居等の立地す

る土地の高さ・傾斜等、周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす地形

の位置）を文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理

による方法を基本に調査 

参考手法より詳細な手法 

 ①現況日影図による日影状況

の把握 

 ②現況天空図又は現況日影図

と現況天空図による日影状

況の把握 

12.1.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 ①地形の状況 

２）社会的状況 

 ①土地利用の状況 

 ②住宅の配置の概況 

 ③環境の保全を目的とする法令等の状況  

12.1.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る構造の概要 

 ①道路構造の種類、概ねの位置、延長 

 ②換気塔等の存在の有無、設置が想定される

概ねの位置 

 

12.1.3 項目の選定 

① 道路の構造が高架等の日影を生じさせる構造である場合 

② 影響範囲内に住居等の保全対象が現在存在する、又は、都市計画上、土地利用上から将来の立地

が計画されている場合 

 その他の項目の選定は、換気気塔等の大規模施設を設置する場合であって、影響範囲内に住居等の

保全対象が現在存在する、又は都市計画上及び土地利用上から住居等の保全対象の将来の立地が計画

されている場合に行う。 

12.1.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査・予測手法は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られ

る情報等を踏まえ、選定する。ただし、現状で既存の中高層建築物や地形等による日照への影響が大

きくなっており、冬至日等において日影の範囲及び日影となる時刻や時間数の定量的な日影状況の把

握が必要となる場合には、参考手法より詳細な調査の手法を用いる。  

12.1.6 予測の手法 

参考予測手法 

 原則として太陽の高度・方位及び高架構造物等の高さ・方位等を用いた理論式を用いて、等時間の

日影線を予測地域の平面図上に表すことにより予測する。 

12.1.7 環境保全措置の検討 

① 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能

な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 

② ①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか

どうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

③ ①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及

びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

12.1.8 評価の手法 

 事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
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12.1.1 事業特性の把握 

 事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害

の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階

の検討＊1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）第三条に規

定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

(1) 構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別）、

概ねの位置、延長 

   ②換気塔等の存在の有無、設置が想定される概ねの位置 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査の手法の選定、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「12.1.2 地域特性の把握」

で把握）との位置関係を判断するために必要である。また、「構造の概要」は、影響範

囲（「12.1.3 項目の選定」で記述）の設定、並びに対象道路事業の道路構造及び換気

塔等の大規模施設の存在の有無を判断するために必要である。一般的には、嵩上式の道

路構造を対象とするが、換気塔等の大規模施設が設置される場合においても必要に応じ

て対象とする。詳細は、「12.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

日照阻害の場合、事業特性の面から調査の手法を選定することはない。詳細は、

「12.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

 ３）予測に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」及び「構造の概要」は、予測の実施に当たって必要

な情報である。特に「構造の概要」では、標準的には道路の構造別の概ねの位置が予測

条件の設定に当たって必要であるが、換気塔等の大規模施設が設置される場合にはその

想定される概ねの位置も必要となる。詳細は、「12.1.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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12.1.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最

新の文献＊１その他の資料（出版物等であって、事業者が一般的に入手可能な資料）に基づ

き、道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害に関連する以下の内容を把握する。なお、当該

事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、

不足する情報を補足する。 

１）自然的状況 

(1) 地形及び地質の状況 

①地形の状況 

地形の区分及び分布状況 

２）社会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用の現況、土地利用計画の状況 

(2) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、

図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計

画の状況 

(3) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象の状況及び 

当該対象に係る規制の内容その他の状況 

①都市計画法(昭和43年法律第100号)第八条第一項第一号の規定により定められた 

用途地域 

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査の手法の選定、予測及び評価の実施に必要と

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性として、「土地利用の現況」、「学校、病院、幼稚園、児

童福祉法に基づく児童福祉施設(保育所等)、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集

落の状況」、「住宅の配置の概況」から現在の住居等の保全対象の立地状況を把握する。

また、「土地利用計画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」から将来の住居

等の保全対象の立地状況を想定する。これらと一般的には、「12.1.1 事業特性の把握」

で整理した対象道路事業実施区域の位置関係から、項目の選定について検討する。なお、

換気塔等の大規模施設が設置される場合には、必要に応じてこれらとの位置関係につい

ても把握し、項目の選定について検討する。詳細は、「12.1.3 項目の選定」を参照の

こと。 
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２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

「地形の区分及び分布状況」及び「土地利用の現況」は現状で地形や既存の中高層建

築物等が日照に与えている影響の程度を把握するために必要であり、把握の結果を踏ま

え、調査の手法を選定する。詳細は、「12.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照の

こと。 

 ３）予測及び評価に用いる地域特性 

予測及び評価の実施に用いる地域特性としては、「地形の区分及び分布状況」、「土

地利用の現況」、「土地利用計画の状況」、「集落の状況」、「住宅の配置の概況」、

「都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた用途地域」がある。これらは、

予測地域及び予測地点を設定するために必要である。 

 

 *1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－12.1 に示す。 

表－12.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等 

自
然
的
状
況

地形の状況 地形図 地形の区分及び分布状況 国土地理院 

社
会
的
状
況 

土地利用の状況 土地利用図 土地利用の現況 

土地利用計画の状況 
国土地理院 

土地利用現況図 都道府県 

市町村 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 
都道府県 

学校、病院その他の

環境の保全につい

ての配慮が特に必

要な施設の配置の

状況及び住宅の配

置の概況 

住宅地図 学校、病院、幼稚園、児童福

祉法に基づく児童福祉施設

（保育所等）、老人ホーム、

図書館等の配置の状況、集落

の状況、住宅の配置の概況、

将来の住宅地の面整備計画

の状況 

民 間 

土地利用動向調査 都道府県 

環境の保全を目的

として法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況、当該対象に係る

規制の内容の状況 

都市計画図 都市計画法第八条第一項第

一号の規定により定められ

た用途地域 

市町村 
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12.1.3  項目の選定 

本項目の選定は、以下の場合に行う。 

①道路の構造が高架等の日影を生じさせる構造である場合 

②影響範囲内に住居等の保全対象が現在存在する、又は、都市計画上及び土地利用上 

から将来の立地が計画されている場合 

その他の項目の選定は、換気塔等の大規模施設を設置する場合であって、影響範囲内に

住居等の保全対象が現在存在する、又は都市計画上及び土地利用上から住居等の保全対象

の将来の立地が計画されている場合に行う。 

 

影響範囲＊１は、高架構造物等の端からの水平距離が高架構造物等の高さの４～16 倍程

度＊２となる範囲とする。 

 

【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「12.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業

実施区域の位置」及び「構造の概要」と「12.1.2  地域特性の把握」で得られた「土地

利用の現況」、「集落の状況」、「住宅の配置の概況」、「土地利用計画の状況」及び

「将来の住宅地の面整備計画の状況」から判断するものとする。 

その他の項目の選定にあたっては、「12.1.1 事業特性の把握」で得られた「構造の

概要」と「12.1.2  地域特性の把握」で得られた「土地利用の現況」、「集落の状況」、

「住宅の配置の概況」、「土地利用計画の状況」及び「将来の住宅地の面整備計画の状

況」から判断するものとする。 

なお、これらの項目の選定にあたっては、選定するにしないに拘わらず、その理由を

明らかにするものとする。 

 

*1「影響範囲」 

影響範囲は、対象道路の高架構造物又は換気塔等の大規模施設（以下「高架構造物

等」という。）の周辺地域において、日照阻害が予想される範囲を含む区域とする。 

ここで、「日照阻害が予想される範囲」とは、冬至日において、真太陽時の午前８

時から午後４時までの間に日影が生じると想定される範囲を標準とする。 

「午前８時から午後４時まで」の時間の設定に当たっては、日本各地での冬至日に

おける日出時刻で最も遅いのが午前７時台、日入時刻で最も早いのが午後４時台であ

ることを考慮した。 

*2「高架構造物等の高さの４～16 倍程度」 

地形等の影響がない場合、真太陽時の午前８時から午後４時までの間に日影が生じ

ると想定される範囲は、高架構造物等の端からの水平距離が、高架構造物等の高さの

４～16 倍程度になるものと考えられる（表－12.2 参照）。 
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表－12.2 冬至日における日影の長さ 

時 刻※1 

日 影 の 長 さ※2 

札 幌 ※3 

(43°02′) 

青 森 ※3

(40°49′) 

東 京 ※3

(35°41′) 

鹿児島 ※3 

(31°34′) 

那 覇 ※3

(26°12′) 

8：00 15.7 11.4 7.0 5.4 4.1 

9：00 4.8 4.2 3.2 2.7 2.2 

10：00 3.1 2.8 2.2 1.9 1.6 

11：00 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 

12：00 2.3 2.1 1.7 1.4 1.2 

13：00 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 

14：00 3.1 2.8 2.2 1.9 1.6 

15：00 4.8 4.2 3.2 2.7 2.2 

16：00 15.7 11.4 7.0 5.4 4.1 

※1 時刻は、真太陽時で表している。 

※2 日影の長さは、日影を生じさせるものの高さを１として表示したものである。 

※3 （ ）内は、各地点における緯度を示す。 
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12.1.4 調査及び予測の手法の選定 

調査及び予測の手法は、12.1.5 及び 12.1.6 に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性

及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より詳細な

手法を選定する場合として、以下のような場合が想定される。 

１）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

現状で既存の中高層建築物や地形等による日照への影響が大きくなっており、冬至日

等において日影の範囲及び日影となる時刻や時間数の定量的な日影状況の把握が必要

となる場合には、参考手法より詳細な調査手法を選定する。 

 

【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案

しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定

する。また、上記の１）では、参考手法より詳細な調査の手法を選定する場合の要件を

示した。 
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12.1.5 調査の手法 

12.1.5－1 参考調査手法 

参考調査手法は、以下による。 

１）調査すべき情報 

(1) 土地利用の状況 

①住居等の立地状況 

②周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす中高層建築物の位置 

(2) 地形の状況 

①住居等の立地する土地の高さ、傾斜等＊１ 

②周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす地形の位置 

２）調査の基本的な手法 

調査方法は、文献その他の資料＊２による情報の収集及び当該情報の整理による方法と

する。ここで、土地利用の状況及び地形の状況は「地域特性の把握」においても整理し

ているが、ここでは１万分の１から２千５百分の１程度の図面により把握する。 

３）調査地域 

調査地域は、高架構造物の周辺地域において、日照阻害が予想される範囲（冬至日の

午前８時から午後４時までの間に日影が生じる範囲）を含む地域とする。 

４）調査期間等 

調査時期は、土地利用の状況及び地形の状況に係る調査すべき情報を適切に把握する

ことができる時期とする。 

12.1.5-2 参考手法より詳細な調査の手法 

「12.1.4 調査及び予測の手法の選定」における参考手法より詳細な調査手法は、基

本的に現況日影図＊３による日影状況の把握とする。ただし、地形や建築物の立地状況が

複雑な場合や住居等の保全対象が少ない場合には、必要に応じて現況天空図＊４又は現況

日影図と現況天空図により日影状況の把握を行う。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

日照阻害：道路（嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

イ 土地利用の状況 

ロ 地形の状況 

二 調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理 

三 調査地域 

土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがある

と認められる地域 

四 調査期間等 

土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握することができる時期 
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【解 説】 

「12.1.5-1 参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考

調査手法を具体的に示した。また、「12.1.5-2 参考手法より詳細な調査手法」は、

「12.1.4 調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より詳細な手法を選定する場合」

に該当する調査手法である。これらの調査手法は、現状の日影の程度により、予測・評

価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「傾斜等」 

傾斜等として、土地の傾斜のほか、谷地・岸地・台地等の位置を調査する。 

*2「文献その他の資料」 

表－12.1 に示す文献・資料に加えて、必要に応じ、建物用途別土地利用現況図（市

町村）等を収集し、必要な情報を整理する。 

*3「現況日影図」 

現況日影図による方法とは、既存資料から土地利用の状況及び地形の状況を調査し、

その結果を用いて既存の中高層建築物や地形が与える日影の影響を、現状の冬至日等

における日影線の範囲を平面図上に表すことにより把握するものである（図－12.2、

12.3 参照）。現況日影図の作成により、冬至日等の日影の範囲及び日影となる時刻や

時間数を把握することができる。 

 

 
 

図－12.2 現況日影図の一例〔等時間日影図〕 
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図－12.3 現況日影図の一例〔時刻別日影図〕 

 

*4「現況天空図」 

現況天空図による方法は天空写真に冬至日等の太陽の軌道を描き込むものであり

（図－12.4 参照）、現地調査地点周辺の既存の中高層建築物や地形の状況とともに、

現地調査地点の現状の冬至日等における日影となる時刻や時間数を把握することがで

きる。地点調査により日影状況を具体的に把握できるものの、日影の範囲を把握する

ことは困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－12.4 現況天空図の一例 
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12.1.6 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

等時間の日影線を描いた日影図＊1 の作成は、等時間の日影線を予測地域の平面図上に

表すことを原則とするが、必要に応じ断面図上にも表すことにより行う。 

予測式は、太陽の高度・方位及び高架構造物の高さ・方位等を用いた次式を用いる。 

ℓ＝Ｈ･cotΖ･cos（θ-α）                                       （12.1） 

ここで、 

ℓ ：高架構造物の道路延長方向に垂直な方向における高架構造物の端から日影 

線までの水平距離（ｍ） 

Ｈ：高架構造物の高さ（ｍ)（高架構造物に遮音壁等が設置される場合には 

その天端の高さ、設置されない場合には高欄の高さ） 

Ｚ：太陽高度（°） 

θ：太陽の方位角（°） 

α：高架構造物の道路延長方向に垂直な方向が北からなす角度（高架構造物の 

延長方向が西からなす角度)(°)(右まわりを正とする） 

 

なお、Ｚ及びθは、以下の式により求める。 

sinΖ＝sinψ･sinδ+cosψ･cosδ･cost                             （12.2） 

cosθ=
sin Z・ sinψ- sinδ

cos Z・ cosψ
                                         （12.3） 

ここで、 

ψ：その地方の緯度（°） 

δ：太陽の赤緯（°)(冬至における値は－23°27′） 

ｔ：時角（°)(１時間について 15°の割合で、真太陽時における 12 時を中心 

にとった値。午前は負、午後は正となる） 

 

また、現況天空図を作成した地点等では、必要に応じて日影図と将来天空図＊2 又は将

来天空図により日影状況の予測を行う。 

２）予測地域 

予測地域は、調査地域内にあって、住居等の保全対象、又は将来これらの立地予定が

ある箇所を含む地域とする。 

３）予測地点 

予測地点＊3 は、予測地域内にあって、高架構造物等の沿道状況、高架構造物等と周辺

地盤との高低差の程度を勘案し、日影状況の変化の程度を的確に把握できる地点に設定

する。 

予測を行う高さは住居等の保全対象で最も日影の影響が大きくなる居住階の高さと

し、一般には１階に設定＊4 する。 

４）予測対象時期等 

予測対象時期は、高架構造物等の設置が完了する時期の冬至日とする。 

５）予測の不確実性 
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新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度＊5 及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければな

らない。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

日照阻害：道路（嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

等時間の日影線を描いた日影図の作成 

二 予測地域 

調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域 

三 予測地点 

土地利用及び地形の特性を踏まえて予測地域における日照阻害に係る環境影響を的確

に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

道路（嵩上式）の設置が完了する時期 

 

【解 説】 

「12.1.6 予測の手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予測

手法を具体的に示した。この予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法

である。 

予測指標は日影時間とし、既存の中高層建築物等との複合影響により環境影響が重大

となるおそれがある場合には、その影響についても考慮する。さらに、ＥＩＡ（方法書

以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以外の事業活動等によりも

たらされる日影を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結果等で具体に把握でき

る場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

*1「等時間の日影線を描いた日影図」 

等時間日影図は、１時間ごとの等時間の日影線の範囲を太陽高度・方位及び高架構

造物等の方位・高さなどから計算して求め、予測地域の平面図上（図－12.5 参照）に

表すものである。この日影図により、高架構造物等が原因で生じる日影の範囲及び日

影となる時間数を把握することができる。ただし、等時間の日影線を断面図上に表し

た方が日影状況の把握が容易である場合には、１時間ごとの等時間の日影線の範囲を、

予測地域の平面図上と併せて、日照阻害に係る環境影響を的確に把握できる地点の断

面図上（図－12.6 参照）にも表すものとする（例えば、高架構造物の桁下からの日照

の確保を考える場合（図－12.7、12.8 参照）等）。なお、等時間の日影線の算出に当

たっては時刻別の日影線を算出する必要があるが、これにより時刻別日影図も作成す

ることができる。 
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図－12.5 東西方向の道路における等時間日影図の一例〔平面図〕 

 

 

 
図－12.6 東西方向の道路における等時間日影図の一例〔断面図〕 

 

また、高架構造物の橋脚の位置が想定され、桁下からの日照が確保できると考えら

れる場合には、それを考慮することができる（図－12.7、12.8 参照）。 

 

 

図－12.7 高架構造物の桁下からの日照を考慮することができる一例 

〔高架構造物が高い場合〕 
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図－12.8 高架構造物の桁下からの日照を考慮することができる一例 

〔高架構造物が分離構造の場合〕 

*2「将来天空図」 

地形や建築物の立地状況が複雑な場合や住居等の保全対象が少ない場合で現況天空

図を作成した地点等では、必要に応じて日影図と将来天空図又は将来天空図により日

影状況の予測を行う。 

将来天空図は現況天空図に高架構造物等を描き込んだものであり、高架構造物等と

冬至日等の太陽の軌道とを比較することにより、日影となる時刻及び時間数の予測を

行うことができる（図－12.9 参照）。 

将来天空図から得られる予測結果は日影図（断面図）から得られる予測結果と同一

であるが、日影図（平面図）のように日影の範囲を把握することは困難である。また、

利点として、既存の中高層建築物や地形等から生じる日影との複合予測が容易にでき

る点、地点予測により日影状況が具体的に把握できる点がある。 

 

 

図－12.9 将来天空図の一例 

  

高架構造物 高架構造物

：ある時刻に日影となる範囲

：ある時刻に日照が確保できる範囲

8:00 16:00

太陽の軌道高架構造物
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*3「予測地点」 

将来天空図の予測地点は、現況天空図を作成した地点等の予測が必要となる地点と

する。 

*4「１階に設定」 

「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号）第五十六条の二に係る別表第四によると、

１階の高さは平均地盤面から高さ 1.5ｍとすることが考えられる。 

*5「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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12.1.7 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国

又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている

基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置＊1 を検討する。その検討が

ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2 は、それぞれの検討の段階における環境保全

措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において

環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度＊3 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施＊4 する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

日照阻害に対する環境保全措置の例としては、環境施設帯の設置、高架構造物の上

下部工の形式・配置等の工夫及び透光型遮音壁の設置等が考えられる。なお、上下部

工の形式・配置等の工夫とは、高架構造物の桁高の検討、桁下空間の確保により、高

架構造物による日影の影響を低減させることである。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合が相当する。 

*3「環境保全措置の効果の不確実性の程度」 

 日照阻害に係る環境保全措置としては、上記の*1「環境保全措置」で示した環境施

設帯の設置、上下部工の形式・配置等の工夫及び透光型遮音壁の設置が考えられ、こ

れらの効果は「12.1.6 予測の手法 １）予測の基本的な手法」で示されている理論

式により定量的に把握することができるため、一般的に効果の不確実性は小さいと考

えられる。 
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*4「事後調査を実施」 

 予測の基本的な手法は、太陽の高度・方位及び高架構造物等の高さ・方位等から理

論式を用いて行うため、日影の範囲及び日影となる時刻や時間数を定量的に把握する

ことができ、一般的に不確実性は小さいと考えられる。また、上記の*2「環境保全措

置の効果の不確実性の程度」で述べたとおり、日照阻害に係る環境保全措置の効果に

ついても一般的に不確実性は小さく、事後調査の必要性は少ないと考えられる。 
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12.1.8 評価の手法 

評価の方法は以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害に関する影響が、事業者により実行可能な範囲

内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境

の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにする

ことにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標＊1 が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測

の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

 

【解  説】 

回避、低減の評価は、住居等の保全対象の日影時間が現状と比較して増加しない場合

等、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される

場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による回避・

低減の程度をもって行う。 

 

*1「基準又は目標」 

道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害に関しては、国による基準又は目標は示され

ていない。 

 なお、参考となる指標として、以下のものが考えられる。 

 

①「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」 

（平成 15 年国土交通省国総国調第 46 号）において示されている別表（表－12.3 

参照） 

   本参考指標は行政における通知として、道路も含めた公共施設を対象に、補償を

行う場合の閾値を示したものである。 

 

②「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号）第五十六条の二に係る別表第四（表－12.4

参照） 

   本参考指標は道路を対象としていないものの、日影に規制をかけている法律であ

る。 
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表－12.3 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる 

  損害等に係る費用負担について」の別表 

別表 

 （い） (ろ) （は） 

 

地域又は区域 階 

日陰時間 

北 海 道 以 外 の

区域 

北海道の区域 

(1) 第一種低層住居専用地域又は第二種低

層住居専用地域 一階 四時間 三時間 

(2) 第一種中高層住居専用地域又は第二種

中高層住居専用地域 二階 四時間 三時間 

(3) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域又は近隣商業地域若しくは準工

業地域のうち土地利用の状況が第一種

住居地域、第二種住居地域、準住居地域

における土地利用の状況と類似してい

ると認められる区域 

二階 五時間 四時間 

(4) 上記以外の地域又は区域のうち土地利

用の状況が(1)から(3)までに掲げる地

域又は区域における土地利用の状況と

類似していると認められる地域又は区

域 

地域又は区域の状況に応じて(1)から(3)ま

でに準じて取り扱う 

備考 

1.(い)欄の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中

高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工

業地域は、それぞれ都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第八条第１項第一号に掲げる第一種低層

住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域をいう。 

2.(は)欄に掲げる日陰時間は、開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室につい

ては、当該居室の開口部の面する方位に応じて補正するものとする。 

3.(ろ)欄に掲げる階以外の階に係る(は)欄の日陰時間は、(は)欄に掲げる日陰時間を基準とし、公共施

設の高さ、公共施設と住宅等との位置関係等の状況を勘案して定めるものとする。 
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表－12.4 「建築基準法」第五十六条の二に係る別表第四 

別表第四 日影による中高層の建築物の制限 

 （い） （ろ） (は) (に) 

 地域又は区域 制 限 を 受 け る

建築物 

平 均 地 盤

面 か ら の

高さ 

 敷地境界線からの水平

距離が 10ｍ以内の範

囲における日影時間 

敷地境界線からの水

平距離が 10ｍを超え

る範囲における日影

時間 

１ 第一種低層住

居専用地域又

は第二種低層

住居専用地域 

軒 の 高 さ が ７

ｍ を 超 え る 建

築 物 又 は 地 階

を 除 く 階 数 が

３ 以 上 の 建 築

物 

1.5ｍ (1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

２ 第一種中高層

住居専用地域

又は第二種中

高層住居専用

地域 

高さが 10ｍを

超える建築物 

４ｍ又は

6.5ｍ 

(1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

３ 第一種住居地

域、第二種住

居地域、準住

居地域、近隣

商業地域又は

準工業地域 

高さが 10ｍを

超える建築物 

４ｍ又は

6.5ｍ 

(1) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(2) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

４ 用途地域の指

定のない区域 

イ 軒 の 高 さ

が ７ ｍ を

超 え る 建

築 物 又 は

地 階 を 除

く 階 数 が

３ 以 上 の

建築物 

1.5ｍ (1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

ロ 高さが 10

ｍ を 超 え

る建築物 

４ｍ (1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにお

ける水平面からの高さをいうものとする。 

 (注) 1.敷地境界線からの水平距離が５ｍを超える範囲において、(に)欄の(１)、(２)又は(３)の号（同

表の３又は４の項にあっては、(１)又は(２)の号）のうちから地方公共団体がその地方の気候
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及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を

生じさせることのないものとしなければならない。 

   2.建築基準法では、「建築物」を以下のように定義している。 

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のもの

を含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物

内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内

の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施

設を除く。）をいい、建築設備（建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、

消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。）を含むものとす

る。 

 

参考図書 

◎(社）日本道路協会:道路環境整備マニュアル，丸善株式会社，pp.223-233，1989． 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

13.動物、植物、生態系 

13.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「13.1道路（地表式又は掘割式、嵩上式）

の存在に係る「動物」、 「植物」、「生態系」」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。

今回の改定では、主務省令*1の改正及び事後調査に関する新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

*2事後調査の手法の追加 

「道路環境影響評価の技術手法」 13.1「道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、 「植物」、「生態系」」の改定の経緯

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3745号 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室 

初版 
                 
                

主任研究員 
室 長 
主任研究員 
前研究員 
元交流研究員 

上坂 克己 
大西 博文 
角湯 克典 
小根山 裕之 
小菅 敏裕 

旧建設省土木研究所環境部緑化生
態研究室  

室 長 
前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫 
森崎 耕一 
石坂 健彦 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第393号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部緑化生態研究室 

主務省令の改正 
別冊事例集の作成

前主任研究官 
室 長 

大塩 俊雄 
松江 正彦 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部緑化生態研究室 

環境影響評価法の
改正 
主務省令の改正 
事後調査の手法の
追加 

室 長 
研究官 
前室長 
前研究官 

栗原 正夫 
上野 裕介 
松江 正彦 
園田 陽一

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主任研究官 
研究官 
室 長 
前室長 

井上 隆司 
山本 裕一郎 
角湯 克典 
曽根 真理



 - 13-1-2 -

「13.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る『動物』、『植物』、『生態系』」

の概要 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」では、

生物の多様性の確保、多様な自然環境の体系的保全の観点から環境影響評価を行う。（注）

「生物の多様性」は、一般的に次のように分類される。 

①多様な種が存在すること、すなわち、全地球的に種の絶滅が防止され、個々の生態系が多様な種

から構成されているという「種間の多様性」 

②同じ種においても、多様な地域個体群が存在することも含め、同じ種の中でもそれぞれの個体が

有している遺伝形質が異なるという「種内の多様性」 

③多様な生態系が存在するという「生態系の多様性」 

ここで、「動物」、「植物」と「生態系」に関する環境影響評価の目的は以下のとおり

である。 

１）動物・植物 

野生動植物の種間や種内の多様性の確保を視点に、学術上又は希少性等の観点から重

要な種などの生息･生育環境の保全を図ることを目的とする｡ 

２）生態系 

生態系の多様性の確保および多様な自然環境の体系的保全を視点に、普通種を含む全

ての生物の生息・生育環境の保全を図ることを目的とする。 

また、「動物」、「植物」と「生態系」に関する標準的な手順は以下のとおりである。 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」及び「植物」では、まず、地

域特性の把握及び調査の実施により、評価対象とする重要な動植物を選定し、その生態、

分布、生息・生育状況及び生息・生育環境の状況を明らかにする。次に対象道路事業によ

る自然環境の変化が、それらの動植物に及ぼす影響の程度を予測する。ここで影響がない

又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置を検討し、事業者によ

り実行可能な範囲内で環境影響が回避又は低減されているかどうかを評価する。 

また、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「生態系」では、まず、対象道

路周辺の植生及び地形等の状況から、評価対象とする生態系を抽出する。ここで、評価対

象とする生態系を構成する生物相の中から、各生態系の特性に応じて注目される動植物種

又は生物群集を複数抽出し、その生態、分布、生息・生育状況、生息・生育環境の状況及

び他の動植物との関係を明らかにする。次に対象道路事業による自然環境の変化が、それ

らの動植物種や生物群集、さらには生態系に及ぼす影響の程度を予測する。ここで影響が

ない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措置を検討し、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避又は低減されているかどうかを評価する。 

一方、対象道路事業（地下式）によって地下水を水源とする環境が変化し、評価対象と

する動植物又は生態系に対して著しい影響を及ぼす場合は、参考項目以外の項目として、

道路（地下式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」を選定し、上記と同様の考

え方に基づき調査・予測・評価を行う。 
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＜主な用語の解説＞ 

＜全般＞ 

  ①「生態」 

 個別の動植物種の一般的な生活史、食性、習性、生活場所等のこと。 

 省令別表第二でいう「生息の特性」又は「生育の特性」は、「生態」と同義であ

る。 

  ②「生息地、生育地」 

 個別の動植物種が生息又は生育している場所のこと。地理的な位置を示す用語と

して用いる。 

 「生息地」は動物に対して用い、繁殖地・営巣地、移動経路、休息地、採餌地等

に分類される。一方、「生育地」は植物が分布する位置として示される。 

  ③「生息環境、生育環境（生息・生育環境）」 

 個別の動植物種の生息又は生育に係る全ての外的環境条件のこと。   

 地形、地表水、地下水、地質、土壌等の無機的環境と他の生物から成り立つ生物

的環境で構成される。 

＜動物＞ 

  ④重要な種 

  評価項目「動物」における評価対象の一つ。学術上又は希少性等の観点から重要

なものをいう。たとえば、天然記念物やレッドデータブック等に記載されている動

物種が該当する。また、地域の象徴であるなど住民等の関心が高い動物種、植

物種及び群落も含める必要がある。  

  ⑤注目すべき生息地 

  評価項目「動物」における評価対象の一つ。学術上若しくは希少性の観点から重

要な生息地並びに地域の象徴となる生息地などをいう。たとえば、天然記念物やラ

ムサール条約で指定された湿地、鳥類の集団繁殖地や集団飛来地などが該当する。 

  ⑥重要な種等 

 動物の「重要な種」及び「注目すべき生息地」が注目される理由となる動物種を

合わせて略記したもの。 

＜植物＞ 

  ⑦重要な種・群落 

  評価項目「植物」における評価対象のこと。学術上又は希少性等の観点から重要

な種・群落をいう。たとえば、天然記念物やレッドデータブック等に記載されてい

る植物種及び群落が該当する。また、地域の象徴であるなど住民等の関心が高い

動物種、植物種及び群落も含める必要がある。  

＜生態系＞ 

  ⑧自然環境の類型区分 

 地形、水系及び植生等の観点から、陸域の自然環境を類型化したもの。たとえば、

山地の二次林、丘陵地の人工林、低地の水田などの類型区分がある。 
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⑨地域を特徴づける生態系 

 評価項目「生態系」における評価対象のこと。自然環境の類型区分を基本とし、

対象地域において特徴的な生態系として抽出される。たとえば、山地の二次林の生

態系、里山の生態系、ため池の生態系などが該当する。 

  ⑩注目種・群集 

 地域を特徴づける生態系において、上位性（生態系の上位に位置する性質をいう）、

典型性（地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう）、特殊性（特殊な環境で

あることを示す指標となる性質をいう）の視点から注目される動植物の種又は生物

群集のこと。 

 省令別表第二で定義された「注目種等」と同義である。 

  ⑪生息・生育基盤 

 地域を特徴づける生態系において、複数の動植物又は特定の生物群集が生息・生

育するための基盤となる自然環境のこと。たとえば、広葉樹林、高茎の草地、休耕

田、ため池、湿地などが該当する。 
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13.1.1 事業特性の把握  
１）対象道路事業実施区域の位置  
２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線数  
３）対象道路事業に係る道路の区分、設計速度、計画交

通量及び構造の概要  
４）その他の対象道路事業に関する事項  
  ①消雪用揚水施設（存在の有無）  
 ②道路照明の設置される概ねの区間  

 13.1.2 地域特性の把握  
１）自然的状況 
 ①水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状

況（環境基準の確保の状況を含む）  
 ②土壌及び地盤の状況 ③地形及び地質の状況  
 ④動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況  
２）社会的状況 
 ①土地利用の状況  

②環境の保全を目的として法令等により指定された

地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容

その他の状況  
 
 
 

13.1.3 項目の選定  
１）参考項目を選定する場合 
 ①道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る動物については、対象道路事業実施区域及びその周辺に重要

な種の生息地及び注目すべき生息地が存在する可能性がある場合  
 ②道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る植物については、対象道路事業実施区域及びその周辺に重要

な種・群落の生育地が存在する可能性がある場合  
 ③道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る生態系については、対象道路事業実施区域及びその周辺に動

植物の生息・生育地が存在する可能性がある場合  
２）参考項目以外の項目を選定する場合  
  例えば、道路（地下式）において、道路の存在による地下水の変化が予想され、地下水に依存する特殊な環境

である「重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の環境」、「重要な種・群落の生育環境」、「動植物の生息・

生育環境」に著しい影響が及ぶおそれがある場合  
  

13.1.4 調査及び予測の手法の選定  
 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の例に示すように参考手法による調査・予測が

困難な場合は、必要に応じ参考手法より詳細な手法を選定する。  
  ①道路照明の設置が、夜間の照度の変化に伴う影響を受けやすい重要な種等に対して著しい影響を及ぼすおそれ

がある場合（動物）  
  ②道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在が、土壌水分や日照等の変化に伴う影響を受けやすい重要な種・群

落又は植物の注目種・群集に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合（植物、生態系）  
  ③道路（掘割式、地下式）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、地下水に依存する特殊な環境に

生息・生育する重要な種等、重要な種・群落又は注目種・群集に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合

（動物、植物、生態系）。  
  

 13.1.5 調査の手法  
参考調査手法  
 文献その他の資料による情報の収集及び現地調査による情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析。  

 
参考手法より詳細な手法  
 ①夜間の照度に係る調査（動物）  
 ②土壌水分等に係る調査（植物、生  
  態系）  
 ③地下水に係る調査（動物、植物、  
  生態系）  
 
 希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の調査

手法例を事例集(別冊：国総研資料第721号)

Ⅱ．希少猛禽類の対策に示す。  

      ＜文献及び現地調査による情報の収集＞  

   動植物、植生の状況    地形、地質、水象等の状況  

 

                  ＜情報の整理・解析内容＞  

 動物・植物   生態系   

 ・重要な種などの見直し  
・重要な種などの生態  
・重要な種などの生息又は生 

     生息・生育基盤  

 
  

    育の状況  
・重要な種などの生息環境又 

   ・注目種・群集の見直し

・注目種・群集の生態  
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    は生育環境の状況     ・注目種・群集の生息又は生

 育の状況  
・注目種・群集の生息環境又

 は生育環境の状況  
    動物          植物 

 

 重要な種の  
生息地及び  
注目すべき  
生息地  

 重要な種の  
生育地及び  
群落の生育  
地 

  ・生息・生育基盤及び注目種

 ・群集による利用状況  
・注目種・群集の生態、他の

 動植物との関係  
  
   

13.1.6 予測の手法  
参考予測手法  
１）動物  
  道路構造と重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲か

ら、生息地が消失・縮小する区間及び重要な種等の移動経路が分断さ

れる区間並びにその程度を把握する。次に、それらが重要な種等の生

息に及ぼす影響の程度を、科学的知見や類似事例を参考に予測する。

２）植物  
  道路構造と重要な種・群落の生育地の分布範囲から、生育地が消失・

縮小する区間及びその程度を把握する。次に、それが重要な種・群落

の生育に及ぼす影響の程度を、科学的知見や類似事例を参考に予測す

る。  
３）生態系  
  道路構造並びに生息・生育基盤及び注目種・群集の分布から、生息・

生育基盤が消失・縮小する区間及び注目種・群集の移動経路が分断さ

れる区間並びにその程度を把握する。次に、それらが注目種・群集の

生息・生育状況の変化及びそれに伴う地域を特徴づける生態系に及ぼ

す影響の程度を、注目種・群集の生態並びに他の動植物との関係を 踏

まえ、科学的知見や類似事例を参考に予測する。  

 
参考予測手法より詳細な手法 
 ①夜間の照度の変化に伴う影響の予測

（動物）  
 ②土壌水分等の変化に伴う影響の予測

（植物、生態系）  
 ③地下水の変化に伴う影響の予測  
  （動物、植物、生態系） 
 
 希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の  
予測手法例を事例集(別冊：国総研資料第7

21号)Ⅱ．希少猛禽類の対策に示す。  

  

13.1.7 環境保全措置の検討 
① 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で

環境影響をできる限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として

環境保全措置の検討を行う。 
② ①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検

討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
③ ①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴

い生ずるおそれがある環境への影響、代償措置にあっては、回避・低減が困難な理由、損なわれる環境及び創

出される環境に係る環境要素の種類及び内容を明らかにする。  
  

13.1.8 評価の手法  
①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減又は代償されているかどうかを評価する。  
②国又は地方公共団体による基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。  

  

13.1.9 事後調査の手法  
資料調査及び現地調査による情報の収集並びに整理・解析 

・地形改変の状況と保全措置の実施状況 

・保全対象と生息・生育環境の状況 

・環境保全措置の効果 

図－13.1.1 「道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る『動物』、『植物』、『生態系』」 

における調査・予測・評価の流れ                    



 - 13-1-7 -

13.1.1 事業特性の把握（「動物」、「植物」、「生態系」共通） 

  事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の

存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」の調査及び予測に関連する以下の内容を把握

する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討＊1」を行った場合は、その検討で収集

した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区間及び車線数 

(1) 幅員構成 

(2) 車線数 

３）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）第三条に

規定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

(1) 構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別）、

概ねの位置、延長 

②インターチェンジ等の有無、概ねの位置 

③休憩所（パーキングエリア、サービスエリア）の存在の有無、設置が想定される

概ねの位置 

④換気塔の存在の有無、設置が想定される概ねの位置 

４）その他の対象道路事業に関する事項 

消雪用揚水施設（存在の有無）、道路照明の設置される概ねの区間 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要と

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」は、動植物の生息・生育地との位置関係を判断する

ために必要である。なお、項目の選定についての考え方は、「13.1.3 項目の選定」を

参照のこと。 

 「構造の概要」は、対象道路事業の道路構造を判断するために必要である。一般的に

は、「地表式又は掘割式、嵩上式」の道路構造を対象とするが、「地下式」においても

必要に応じて対象とする。詳細は、「13.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」、「消雪用揚水施設（存在の有無）」

及び「照明が設置される概ねの区間」は、調査及び予測の手法を選定する際に必要であ

る。特に、「道路の存在（掘割式、地下式）」、「消雪用揚水施設（存在の有無）」及

び「照明が設置される概ねの区間」において、調査及び予測の参考手法の適用が困難な

場合は、必要に応じて参考手法より詳細な手法を選定する。詳細は、「13.1.4 調査及
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び予測の手法の選定」を参照のこと。 

３）予測に用いる事業特性 

 「対象道路事業実施区域の位置」、「幅員構成」及び「車線数」は、動植物の生息・

生育地が改変される場所や面積を把握する際に必要である。「構造の概要」は、動植物

の生息・生育地の縮小・消失や動物の移動経路の分断の程度を把握するのに用いる。詳

細は「13.1.6(1)～(3) 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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13.1.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最

新の文献＊１その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に基づき、

以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、

その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。さらに必要に応じ、知見を

有する者からの聴取又は現地概査＊２を実施する。 

なお、地域特性の把握の範囲は、対象道路事業実施区域及びその端部から３km 程度＊３

を目安とする。 

１）自然的状況 

(1) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況（環境基準の確保の状    

況を含む） 

①水象の状況 

河川、湖沼及び海域の分布の状況 

  (2) 土壌及び地盤の状況 

    土壌の区分及び分布状況 

  (3) 地形及び地質の状況 

      ①地形の状況 

    地形の区分及び分布状況 

   ②地質の状況 

    地質の区分及び分布状況 

(4) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

   ①動植物の生息又は生育の状況 

    主な動物相及び植物相 

   ②動物の重要な種及び注目すべき生息地の状況 

環境の保全を目的として法令等（社会的状況において把握するものとする）    

に基づき抽出される学術上又は希少性等の観点から重要な種＊４（以下、「重要な

種」という）並びに学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域

の象徴であることその他の理由から注目すべき生息地＊５（以下、「注目すべき生

息地」という）の名称 

   ③植物の重要な種及び群落の状況 

環境の保全を目的として法令等に基づき抽出される学術上又は希少性等の観点か

ら重要な種及び群落＊６（以下、「重要な種・群落」という）の名称 

   ④植生の状況 

    現存植生の状況 

      ⑤生態系の状況 

地形、水系、植生等から類型化される自然環境の各区分＊７における主な動物相、

植物相の状況＊８並びに生息・生育基盤の状況＊９ 

２）社会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用の現況、土地利用計画の状況 
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(2) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況＊１０ 

①世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条二の世界遺産一覧表に

記載された自然遺産の区域 

   ②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）

第三十六条第１項の規定により指定された生息地等保護区の区域 

   ③特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条一の規定により

指定された湿地の区域 

   ④文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第百九条第１項の規定により指定された

天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種

及び標本を除く。） 

   ⑤自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第五条第１項の規定により指定された国立

公園、同条第２項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定に

より指定された都道府県立自然公園の区域 

   ⑥自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）第十四条第１項の規定により指定され

た原生自然環境保全地域、同法第二十二条第１項の規定により指定された自然環

境保全地域又は同法第四十五条第１項の規定により指定された都道府県立自然環

境保全地域 

   ⑦首都圏近郊緑地保全法（昭和 41 年法律第 101 号）第三条第１項の規定により指定

された近郊緑地保全区域 

   ⑧瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第十二条の七の規定により

指定された自然海浜保全地区 

   ⑨近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和 42 年法律第 103 号）第五条第１項の

規定により指定された近郊緑地保全区域 

   ⑩都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第五条第１項の規定により指定された緑地

保全地域又は同法第十二条第１項の規定により指定された特別緑地保全地区の区

域 

   ⑪都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第四条第１項により市町村が定める緑地の

保全及び緑地の推進に関する基本計画（「緑の基本計画」） 

   ⑫鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第二十八条

第 1 項の規定により指定された鳥獣保護区の区域 

   ⑬その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況 

・「保護林の再編・拡充について」（平成元年４月 11 日付け元林野経第 25 号林

野庁長官通達）により指定された保護林の区域 

・地方公共団体の条例等、自然環境の保全を目的に指定された区域  

 

【解 説】 

 これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ
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とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

 「動物」及び「植物」に係る地域特性の把握として、評価対象の有無又はその存在の

可能性を把握するために、「動物の重要な種及び注目すべき生息地の状況」、「植物の

重要な種・群落の状況」をそれぞれ整理する。 

 また、「生態系」に係る地域特性の把握として、地域の生態系の概要を把握するため

に、「生態系の状況」を整理する。 

 これらの結果と「13.1.1 事業特性の把握」で整理した対象道路の事業特性から、項目

の選定について検討する。詳細は、「13.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

 なお、「土地利用計画の状況」から将来の保全対象の立地状況を想定する。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

 調査、予測手法の選定は、特に、地域特性の把握により抽出された動物の重要な種、

注目すべき生息地、植物の重要な種及び群落などの特性に基づいて行われる。詳細は、

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－13.1.1に示す。なお、調査対象とする文献の発行状況は、地域によ

って異なるため、表－13.1.1に示した文献の記載内容を参考に適宜追加するとよい。

なお、これらの情報は適宜更新されるため、その都度最新版を確認して入手する必要

がある。 
表－13.1.1 地域特性の項目と資料の例  

 
地域特性の項目  文献・資料名  文献・資料から抽出

する内容  
発行者等  

 

自
然
的
状
況 

水象の状況  河川図 
公共用水域の管内図  

公共用水域の分布の
状況  

国、都道府県  

地形図  国土地理院  

土壌の状況  土地分類基本調査土壌図  
 1/50,000  

土壌の区分とその分
布範囲  

都道府県  

市町村  

地形の状況  土地分類基本調査地形分類図  
 1/50,000  

地形の区分とその分
布範囲  

地質の状況  土地分類基本調査表層地質図  
 1/50,000  

表層地質の区分とそ
の分布範囲  

動物の生息の状況 第１回自然環境保全基礎調査  
・1/200,000すぐれた自然図  

主な動物の種名とそ
の分布範囲  

環境庁  

第２回自然環境保全基礎調査  
 ・動物分布調査報告書  
 ・海域環境調査報告書  
 ・海域調査報告書  
 ・河川調査報告書  
 ・湖沼調査報告書ほか  

第３回自然環境保全基礎調査  
 ・動植物分布調査報告書  
 ・河川調査報告書  
 ・湖沼調査報告書  
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 ・海域生物環境調査報告書  
 ・自然環境情報図ほか  

第４回自然環境保全基礎調査  
 ・動物分布調査報告書 
 ・河川調査報告書  
 ・湖沼調査報告書  
 ・海域生物環境調査報告書  
 ・自然環境情報図ほか  

第５回自然環境保全基礎調査  
 ・河川調査報告書  
 ・湿地調査報告書  
 ・海辺調査報告書  
 ・種の多様性調査報告書  
 ・生態系多様性地域調査報告
  書  
 ・遺伝的多様性調査報告書  
           ほか  

環境省  

第６回自然環境保全基礎調査  
 ・浅海域調査報告書  
 ・種の多様性調査報告書  
 ・生態系多様性地域調査報告
  書        ほか  

第７回自然環境保全基礎調査  
 ・浅海域生態系調査（干潟調

査）報告書 
 ・浅海域生態系調査（藻場調

査）報告書 
・種の多様性調査報告書ほか

ｶﾞﾝｶﾓ科鳥類の生息調査報告書  

ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類渡来地湿地目録  

モニタリングサイト1000 
 ・報告書 ほか 

田んぼの生きもの調査 
 ・調査結果 

農林水産省  
環境省  

河川水辺の国勢調査 
 ・河川環境データベース 

・河川水辺の国勢調査年鑑 

国土交通省  

・国指定文化財等データベース  
・天然記念物緊急調査 

文化庁  

・生物多様性地域戦略 
・鳥獣関係統計  
・自然誌（○○県の生物などの

図書）  
・その他、地方公共団体が発行

す る 動 物 の 生 息 状 況 に 係 る
資料・文献  

都道府県  
市町村  

昆虫類の多様性保護のための
重要地域第1～3集 
【日本昆虫学会】 

民間等 

一般図鑑・目録、機関誌等 

植生の状況  第１回自然環境保全基礎調査  ・現存植生の区分と  環境庁  
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植物の生育の状況  ・1/200,000すぐれた自然図   その分布範囲  
・主な植物の種名と  
 その分布範囲  第２回自然環境保全基礎調査  

 ・植生調査報告書  
 ・特定植物群落調査報告書ほ
  か  

第３回自然環境保全基礎調査  
 ・現存植生図  
 ・植生調査報告書  
 ・特定植物群落群落調査報告
  書  
 ・自然環境情報図ほか  

第４回自然環境保全基礎調査  
 ・植生調査報告書  
 ・自然環境情報図ほか  

第５回自然環境保全基礎調査  
 ・植生調査報告書  
 ・特定植物群落調査報告書 
           ほか  

環境省  

第６回自然環境保全基礎調査  

 ・植生調査報告書  ほか  

第７回自然環境保全基礎調査  
 ・植生調査報告書  ほか 

絶滅危惧種（植物I 維管束植
物)分布情報 

モニタリングサイト1000 
 ・報告書 ほか 

河川水辺の国勢調査 
 ・河川環境データベース 

・河川水辺の国勢調査年鑑 

国土交通省  

・国指定文化財等データベース  
・天然記念物緊急調査  

文化庁  

・生物多様性地域戦略 
・自然誌（○○県の植物誌など
 の図書）  
・その他、地方公共団体が発行

す る 植 物 の 生 育 状 況 に 係 る
資料・文献  

都道府県  
市町村  

一般図鑑・目録、機関誌等  民間等  

レッドデータブッ
ク等該当種の状況

レッドリスト－日本の絶滅の
おそれのある野生生物の種のﾘ
ｽﾄ－ 

動物の重要な種及び  
注目すべき生息地、  
植物の重要な種及び  
群落の判断基準に該  
当する種及び要件 

環境省 

改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
爬虫類・両生類  

 

改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
植物Ⅰ（維管束植物）・Ⅱ（維
管束植物以外 

改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
哺乳類  

環境省  
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改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
鳥類  

改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
汽水・淡水魚類  

改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
陸・淡水産貝類  

改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
昆虫類 

改訂日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－
クモ形類・甲殻類等 

日本の希少な野生水生生物に
関するデータブック-水産庁編
- 

水産庁  

地方版レッドデータブック、生
物多様性地域戦略など 

都道府県、  
市町村等 

植物群落レッドデータブック  
【(財)日本自然保護協会】  

民間等  

我が国における保護上重要な
植物種の現状  
【我が国における保護上重要
な植物種及び群落に関する研
究委員会】  
日本の地形レッドデータブッ
ク第１集  
【日本の地形レッドデータブ
ック作成委員会】  

日本の地形レッドデータブッ
ク第２集  
【日本の地形レッドデータブ
ック作成委員会】  

社
会
的
状
況 

土地利用の状況  土地利用図  土地利用の現況  国土地理院  

土地利用基本計画図  土地利用計画の状況  都道府県  

都市計画図  市町村  

環境の保全を目的
として法令等によ
り指定された地域
その他の対象の状
況及び当該対象に
係る規制の内容の
状況  

都市計画図等  首都圏近郊緑地保全  
法第三条第１項の規  
定により指定された  
近郊緑地保全区域  

都県  

近畿圏の保全区域の  
整備に関する法律第  
五条第１項の規定に  
より指定された近郊  
緑地保全区域  

府県  

都市緑地法第五条の  
規定により指定され  
た緑地保全地域又は  
同法第十二条第１項  

都道府県  
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の規定により指定さ  
れた特別緑地保全地  
区の区域  

ラムサール条約湿地位置図等 特に水鳥の生息地と  
して国際的に重要な  
湿 地 に 関 す る 条 約
（ラムサール条約）
第二条一の規定によ
り指定された湿地の
区域  

環境省  

・天然記念物緊急調査(1969) 
・史跡名勝天然記念物指定目録
(1980) 

・国指定文化財等データベース  
・文化財分布地図  

文化財保護法第百九  
条第１項の規定によ  
り指定された天然記  
念物  

文化庁  
都道府県  
市町村  

・国立・国定公園公園計画図等
・都道府県立自然公園計画図等

自然公園法第五条第  
１項の規定により指  
定された国立公園、  
同条第２項の規定に  
より指定された国定  
公園又は同法第五十  
九条の規定により指  
定された都道府県立  
自然公園の区域  

環境省  
都道府県  

・自然環境保全地域地区図等 
・都道府県自然環境保全地域区
 域図等  

自然環境保全法第十
四条第１項の規定に  
より指定された原生  
自然環境保全地域、  
同法第二十二条第１  
項の規定により指定  
された自然環境保全  
地域又は同法第四十  
五条第１項の規定に  
より指定された都道  
府県立自然環境保全  
地域  

鳥獣保護区位置図等  鳥獣の保護及び狩猟  
の適正化に関する法  
律第二十八条第１項  
の規定により指定さ  
れた鳥獣保護区の区  
域  

環境省  
都道府県  

保安林位置図等 森林法第二十五条の
規定により指定され
た保安林の区域 

林野庁  
都道府県 

・地域管理経営計画  
・国有林野施業実施計画  

「保護林の再編・拡  
充について」（平成  
元年４月11日付け元  
林野経第25号林野庁  
長官通達）により指  
定された保護林の区  
域  

林野庁  

行政資料等  世界の文化遺産及び  
自然遺産の保護に関  
する条約第十一条二  
の世界遺産一覧表に  

環境省  
文化庁  
林野庁  
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記載された文化遺産  
及び自然遺産の区域  

絶滅のおそれのある  
野生動植物の種の保  
存に関する法律第三  
十六条第１項の規定  
により指定された生  
息地等保護区の区域  

環境省  
都道府県  

瀬戸内海環境保全特  
別措置法第十二条の  
七の規定により指定  
された自然海浜保全  
地区  

環境省  
府県  

我が国の湿地保全施
策の基礎資料を得る
ため、多数の専門家
の意見を得て選定し
た重要湿地の区域 
（日本の重要湿地500） 

環境省 

・生物多様性地域戦略 
・行政資料等  
・地方公共団体の環境白書  
・環境基本計画、環境配慮指針
 等  

地方公共団体の条例  
等、自然環境の保全  
を目的に指定された  
区域  

都道府県  
市町村  

 

*2「知見を有する者からの聴取又は現地概査」 

項目の選定、調査及び予測手法の選定に必要な文献情報が不足する場合、必要に応

じ聞き取り調査による情報の聴取又は現地概査を実施する。 

一般に、対象地域の動植物の生息・生育の状況や、生態系の状況について記載され

た文献は少ないため、聞き取り調査によって有益な情報が得られる場合がある。  

聞き取り調査の実施に当たっては、関係地方公共団体、大学・研究機関、専門家そ

の他当該情報に関する知見を有する者を対象とする。 

また、現地概査を実施し、現地の状況を概括的に把握することにより、自然環境の

区分（「13.1.2 地域特性の把握」*7を参照のこと）の検討をはじめ、項目の選定や

調査及び予測の手法の選定を適切に行うことができる。現地概査においては、文献調

査で把握した地形、植生などの状況を確認する。 

*3「３km程度」 

３km程度とは、移動能力が高い動物の行動圏を勘案して定めた値である（表－13.1.

2参照）。 
      表－13.1.2 大型動物の行動圏の例  

 

 対   象 内         容  

 ツキノワグマ  平均的な行動圏♂70km2 ♀40km2 １） 
 (行動圏の半径に換算して約１.2～4.7km程度） 

 イヌワシ  行動圏：全国平均60.8km2(地域ごと、つがい毎 
 に面積の差異が大きく、狭いもので20km2前後 
 から広いもので250km2に及ぶ。)２）  
 (行動圏の半径に換算して約4.4km) 



 - 13-1-17 -

 クマタカ  行動圏：約1,000ha～4,800ha２） 
 (行動圏の半径に換算して約1.8km～3.9km) 

 オオタカ  行動圏：250ha～2,000ha以上２）  
 (行動圏の半径に換算して約0.9km～2.5km以上) 

 
*4「学術上又は希少性等の観点から重要な種」 

「学術上又は希少性等の観点から重要な種」の抽出に当たっては、表－13.1.3～13.

1.4に示す法令又は文献等が参考になる。 

これらの法令又は文献等には、法律や国の行政機関等による全国的な観点のものと、

条例や地方版レッドデータブックなど地域的な観点からのものがあり、同一の種につ

いてそれぞれの観点から異なった評価が与えられている場合がある。このため、重要

な種の抽出の根拠となる法令又は文献等における指定理由も整理しておくとよい。な

お、地域特性の把握において抽出される重要な種は、文献等の情報に基づくため、「1

3.1.5 調査の手法」において得られる調査結果を踏まえて適宜見直す必要がある。 

ところで、地域における動物の重要性に係る文献等の整備が不十分な場合や、今後、

同様の文献が新たに発行又は更新される場合も考えられ、必要に応じて学識経験者の

意見や研究論文等を参考に判断するとよい。 

これらの留意点は、重要な種・群落の抽出に際しても共通する（「13.1.2 地域特

性の把握」*6参照）。 

 
  表－13.1.3 重要な種に関する参考資料（全国的な観点）  

 

 文献及び法律名 選定基準となる区分 

法
律
等

文化財保護法（昭和25年５月30日 
法律第214号） 

特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物に指定
された動物 
 ①日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地 
 ②特有の産ではないが、日本著名の動物として保存を必

要とするもの及びその棲息地 
 ③自然環境における特有の動物又は動物群聚 
 ④家畜以外の動物で海外より我が国に移植され現時野

生の状態にある著名なもの及びその棲息地 

絶滅のおそれのある野生動植物の 
種の保存に関する法律＜種の保存 
法＞(平成4年6月5日 法律第75号) 

種の保存法該当種（動物に係るもの） 
 ①国内希少野生動植物種 ②緊急指定種 

文
献

レッドリスト（日本の絶滅のおそ 
れのある野生生物の種のリスト） 
（2012年 環境省） 

絶滅のおそれのある動物種として選定された野生生物 
(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、汽水・淡水魚類、昆虫
類、貝類、その他無脊椎動物（クモ形類及び甲殻類等)）
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④地域個体群  ⑤情報不足 

改訂・日本の絶滅のおそれのある 
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃ ﾞ ｰﾀ ﾌ ﾞ ｯ ｸ－  爬虫
類・両生類(2000年 環境庁) 

絶滅のおそれのある動物種として選定された爬虫類及び
両生類 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④地域個体群   ⑤情報不足 

改訂・日本の絶滅のおそれのある 
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ 哺乳類
(2002年 環境省) 

絶滅のおそれのある動物種として選定された哺乳類 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④地域個体群   ⑤情報不足 
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改訂・日本の絶滅のおそれのある 
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ 鳥類 
(2002年 環境省) 

絶滅のおそれのある動物種として選定された鳥類 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④地域個体群   ⑤情報不足 

改訂・日本の絶滅のおそれのある 
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ 汽水・淡
水魚類(2003年 環境省) 

絶滅のおそれのある動物種として選定された汽水・淡水魚
類 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④地域個体群   ⑤情報不足 

改訂・日本の絶滅のおそれのある 
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ 陸・淡水
産貝類(2005年 環境省) 

絶滅のおそれのある動物種として選定された陸・淡水産貝
類 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④地域個体群   ⑤情報不足 

改訂・日本の絶滅のおそれのある 
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ 昆虫類
(2006年 環境省) 

絶滅のおそれのある動物種として選定された昆虫類 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④地域個体群   ⑤情報不足 

改訂・日本の絶滅のおそれのある 
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ クモ形
類・甲殻類等(2006年 環境省) 

絶滅のおそれのある動物種として選定されたクモ形類・甲
殻類等 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④情報不足 

その他の全国版レッドデータブック 日本の絶滅のおそれのある野生生物-ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ-又は
レッドリスト（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種の
リスト）に準ずる区分に該当する動物種 

 
  表－13.1.4 重要な種に関する参考資料（地域的な観点）  

 

 文献及び法律名 選定基準となる区分 

条 
例 
等 

文化財保護条例 文化財保護法に準ずる区分に該当する動物種 

文 
献 

地方版レッドデータブック 日本の絶滅のおそれのある野生生物-ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ-又
はレッドリスト（日本の絶滅のおそれのある野生生物の
種のリスト）に準ずる区分に該当する動物種 

  生物多様性地域戦略など 
（都道府県、市町村） 

対象道路事業実施区域及びその周辺において重要と考
えられている動物種 

 
 

*5「学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその

他の理由から注目すべき生息地」 

「学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることそ

の他の理由から注目すべき生息地」の抽出に当たっては、表－13.1.5～13.1.6に示す

文献又は法律等が参考になる。 

 
表－13.1.5 注目すべき生息地に関する参考資料（全国的な観点）  

 

 文献及び法律名 選定基準となる区分 
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法 
律 
等 

文化財保護法（昭和25年５月30日
法律第214号） 

特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物に指
定された動物の生息地 
 ①日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地 
 ②特有の産ではないが、日本著名の動物として保存を

必要とするもの及びその棲息地 
 ③自然環境における特有の動物又は動物群聚 
 ④家畜以外の動物で海外よりわが国に移植され現時

野生の状態にある著名なもの及びその棲息地 

特に水鳥の生息地として国際的に
重要な湿地に関する条約(ラムサ
ール条約 昭和55年) 

指定湿地 

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律＜種の保存
法＞(平成4年6月5日 法律第75号)

生息地等保護区（動物に係るもの） 

世界の文化遺産及び自然遺産の保
護に関する条約＜世界遺産条約＞
(平成4年9月28日 条約第7号) 

世界遺産条約で登録されている世界遺産のうち、世界遺
産委員会が定める次の自然遺産の登録基準に該当する
もの 
 ・陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や生物群集の進

化発展において、重要な進行中の生態学的・生物学的
過程を代表とする顕著な見本であること。 

 ・学術的・保全的観点からみて、すぐれた普遍的価値
をもち、絶滅のおそれのある種を含む、野生状態にお
ける生物の多様性の保全にとって、とくに重要な自然
の生息地域を包含すること。 

 日本の重要湿地500（平成13年12
月、環境省） 

指定湿地 

文 
献 

日本の地形レッドデータブック第
１集(1994年、日本の地形レッドデ
ータブック作成委員会) 

○保護上重要な地形及び地質として選定された地形及
び地質（選定基準） 
 ＊①日本の地形を代表する典型的なかつ希少な、貴重な

地形 
 ＊②①に準じ、地形学の教育上重要な地形もしくは地形

学の研究の進展に伴って新たに注目したほうが良い
と考えられる地形 

 ＊③多数存在するが、なかでも典型的な形態を示し、 
     保存することが望ましいもの

 ④動物、植物の生息地としての重要な地形 
   

日本の地形レッドデータブック第
２集(2002年、日本の地形レッドデ
ータブック作成委員会) 

○保護上重要な地形及び地質として選定された地形及
び地質（選定基準） 

 ＊①日本の地形を代表する典型的なかつ希少な、貴重な
地形 

 ＊②①に準じ、地形学の教育上重要な地形もしくは地形
学の研究の進展に伴って新たに注目したほうが良い
考えられる地形 

 ＊③多数存在するが、なかでも典型的な形態を示し、保
存することが望ましいもの 

 ④動物、植物の生息地としての重要な地形 

  昆虫類の多様性保護のための重
要地域第1～3集（1999年、2000
年、2002年、日本昆虫学会） 

昆虫類の生物多様性保護の観点から選定された重要地
域 

 
    ＊：表-13.1.5の「日本の地形レッドデータブック第1集、第2集」の選定基準となる区分   

それぞれ①から③の対象は、９地形と地質   （本編対象外） 
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表－13.1.6 注目すべき生息地に関する資料（地域的な観点）  
 

 文献及び法律名 選定基準となる区分 

条 
例 
等 

文化財保護条例 文化財保護法に準ずる区分に該当する動物の生息地 

文 
献 

生物多様性地域戦略など 
（都道府県、市町村） 

対象道路事業実施区域及びその周辺における注目すべ
き生息地 

地域の象徴であること等の理由に
より注目される生息地 

動物の集団繁殖地、渡り鳥の渡来地等で、「アジア太平
洋地域渡り性水鳥保全戦略の参加地」等その他の文献資
料や、関係する地方公共団体、専門家等からの情報等に
より確認されるもの 

  
*6「学術上又は希少性等の観点から重要な種及び群落」 

「学術上又は希少性等の観点から重要な種及び群落」の抽出に当たっては、表－13.

1.7～13.1.8に示す法令又は文献等が参考になる。 

なお、留意点は「13.1.2 地域特性の把握」*4を参照のこと。 
 

表－13.1.7 重要な種・群落に関する参考資料（全国的な観点）  
 
 文献及び法律名 選定基準となる区分 

法 
律 
等 

文化財保護法 
（昭和25年５月30日法律214号） 

特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物に指定さ
れた植物 
  ①栽培植物の原木 
  ②代表的原始林、稀有の森林植物相 
  ③代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落 
  ④代表的な原野植物群落 
 ⑤海岸及び沙地植物群落の代表的なもの 
 ⑥泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの 
 ⑦洞穴に自生する植物群落 
 ⑧池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類 
  蘇苔類、微生物等の生ずる地域 
 ⑨着生草本の著しく発生する岩石又は樹木 

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律＜種の保存
法＞(平成4年6月5日 法律第75号)

種の保存法該当種（植物に係るもの） 
 ①国内希少野生動植物種 ②緊急指定種 

自然公園法（昭和32年6月1日法律第
161号） 

指定植物注１）  
  ①分布の特殊性を有する種 
  ②希少種（地域的に特に個体数の少ない植物） 
  ③当該公園をタイプロカリティー（原標本の生育地）とす

る種 
  ④極端な生育立地条件に生育する植物 
 
絶滅のおそれのある植物種 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④情報不足 

文 
献 

レッドリスト（日本の絶滅の 
おそれのある野生生物の種のリス
ト）（2012年 環境省） 

改訂・日本の絶滅のおそれのある
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ 植物 
Ⅰ（維管束植物）(2000年環境庁)

絶滅のおそれのある植物種として選定された植物（維管束植
物） 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④情報不足 

改訂・日本の絶滅のおそれのある
野生生物－ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ－ 植物 
Ⅱ（維管束植物以外）(2000年環境
庁) 

絶滅のおそれのある植物種として選定された植物（維管束植
物以外） 
  ①絶滅危惧Ⅰ類 ②絶滅危惧Ⅱ類 ③準絶滅危惧 
  ④情報不足 
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植物群落レッドデータブック 
（1996年、(財)日本自然保護協 
会） 

保護上重要群落として選定された植物群落 
 ①原生自然としての価値、②二次的自然としての価値 
 ③保護上重要な種のﾊﾋﾞﾀｯﾄとしての価値 

我が国における保護上重要な植物
の現状（1989年、我が国における保
護上重要な植物種及び群落に関す
る研究委員会） 

絶滅が危惧されている植物種 

特定植物群落調査報告書－第二回
自然環境保全基礎調査（昭和54年:
都道府県別47冊、昭和56年:全国
版）・第三回自然環境保全基礎調査
（昭和63年）－（環境庁） 

特定植物群落注２）  
 Ａ：原生林もしくはそれに近い自然林 
 Ｂ：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落また

は個体群 
 Ｃ：比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、

隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落
または個体群 

 Ｄ：砂丘、断崖地、塩沢地、湖沼、河川、湿地、高山、石
灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体
群で、その群落の特徴が典型的なもの 

 Ｇ：乱獲その他人為の影響によって、当該都道府県内で極
端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群

 Ｈ：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

その他の全国版レッドデータブッ
ク 

「我が国における保護上重要な植物の現状」等又はレッドリ
スト（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）に
準ずる区分に該当する植物種又は植物群落     

注１）自然公園法に基づく「指定植物」は当該自然公園の特別保護区域内に生育している植物を対象とするもので

ある。この指定植物は自然公園毎に設定されている。  
注２）特定植物群落は、保護対策検討の基礎資料として植物群落の地域特性を踏まえ選定されたものであり、重要

な群落以外の植物も含まれる。特定植物群落調査報告書は、地方版レッドデータブックなど、地域における学術

上又は希少性の観点から重要な種・群落の選定基準が十分に整備されていない場合などに、他の選定基準の考え

方も踏まえつつ参考にするものとする。  
 

表－13.1.8 重要な種・群落に関する参考資料（地域的な観点）  
 

 文献及び法律名 選定基準となる区分 

条 
例 
等 

文化財保護条例 文化財保護法に準ずる区分に該当する植物種又は植物群落

文 
献 

地方版レッドデータブック 「我が国における保護上重要な植物の現状」等又はレッドリ
スト（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）に
準ずる区分に該当する植物種又は植物群落 

  生物多様性地域戦略など 
（都道府県、市町村） 

対象道路事業実施区域及びその周辺において重要と考えら
れている植物種又は植物群落 

 
*7「地形、水系、植生等から類型化される自然環境の各区分」 

１）自然環境の類型区分の目的 

一般に、動植物種や生物群集の生息・生育する基盤は、森林や草地など比較的大

きなスケールで捉えられるものから、湿地やため池など小規模なものまで、様々な

レベルで整理される。 

そこで、まず、比較的大きなスケールで自然環境の類型区分（以下「類型区分」

という）を設定し、対象地域の生態系の状況を概括的に把握する。設定された類型

区分は、「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」において地域を特徴づける生態系

を抽出する際に用いる。 
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２）類型区分の設定・表示方法 

自然環境の類型区分とは、対象地域の地形・水系及び植生等のまとまりに着目し、

同質の自然環境を類型化し、生物の生息・生育空間として均質であると考えられる

区域を設定したものである。類型区分の設定に当たっては、既存文献から収集可能

な情報を利用し、縮尺1/50,000～1/25,000程度の図面（自然環境類型区分図）に整

理することを基本とする。この際、各類型区分には、「山地の自然林を主体とした

環境」など、地形・水系及び植生等の関係が分かる名称を付けるように工夫するこ

とも考えられる。 

これらの各類型区分を構成する地形、水系、表層地質、土壌、植生の種類や特性

を表等に整理する。 

なお、都市域のように自然環境が細分化されている地域では、地形・水系や植生

の区分に基づく類型化が困難な場合があるため、「緑が多い住宅環境」や「緑が点

在する環境」等の類型区分を設けるなど適宜工夫する。 

図－13.1.2には自然環境の類型化の流れを示す。また、図－13.1.3に自然環境の

類型化の作業イメージを示す。 
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  自然環境の類型化に利用する情報 

 ○地形、水象等の状況に係る情報 
  ・地形図、湖沼図（水系）及び地形分類図、表層地質分類図、土壌分類図 
 ○植生の状況に係る情報 
  ・現存植生図、土地利用現況図、航空写真 

 
 
  対象地域の地形等区分 対象地域の植生区分 

 
  地形の区分及び水系の区分 植生の区分 

 

 地形等区分の類型化 植生区分の類型化 

＜類型基準＞ 
①山地・火山地、②丘陵地、③台
地・段丘、④低地、⑤水系（河川、
湖、池、沼等） 

＜類型基準＞ 
①自然林、②二次林、③造林地 
（人工林）、④自然草地、⑤二次
草地、⑥樹園地、⑦水田、⑧畑地、
⑨開放水域（河川、湖、池、沼等）、
⑩その他（市街地、造成地等） 

 
 
 

  必要に応じて現地概査による地形・水系及び植生等の状況の確認 
 

  地形等区分と植生区分の組み合わせによる自然環境の類型化 
 

図－13.1.2 自然環境の類型化の流れ  
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図－13.1.3 自然環境の類型化の作業イメージ  
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*8「主な動物相、植物相の状況」 

類型区分を構成する生息・生育基盤（「13.1.2 地域特性の把握」*9を参照のこと）

ごとに、そこに生息・生育することが想定される動植物の種名又は生物群集の名称を

表等に整理する（表－13.1.9）。ここで整理された動植物又は生物群集は、地域を特

徴づける生態系における注目種・群集を選定する際の基礎情報として使われる。詳細

は「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 
 

表－13.1.9 各類型区分の動物相、植物相整理イメージ  
 

 類型 
 区分 

 生息・生育
 基盤の種類

 主な動物種  主な植物種 

 山地の 
 人工林 

 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ林  ｷﾂﾈ､ﾀﾇｷ、ｻｼﾊﾞ、ﾉｳｻｷﾞ､ﾔﾏｶﾞﾗ･･･  ｽｷﾞ､ﾋﾉｷ､ｱｶﾏﾂ、ｱｵｷ･･･ 
  

 丘陵地 
 の二次 
 林 

 コナラ林  ｼｼﾞｭｳｶﾗ､ｴﾅｶﾞ､ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ、･･･  ｺﾅﾗ、ｸﾇｷﾞ･･･ 

  

 低地の 
 水田 

 水田・畦畔  ﾁｭｳｻｷﾞ、ｱﾏｶﾞｴﾙ、ﾔﾏｶｶﾞｼ･･･  ｲﾈ、ｾﾘ･･･ 

 ため池・土 
 手 

 ﾔﾏｶｶﾞｼ、ﾊﾞﾝ･･･  ﾖｼ、ﾒﾋｼﾊﾞ、ｴﾉｺﾛｸﾞｻ･･･ 

  

   

 
*9「生息・生育基盤の状況」 

生息・生育基盤とは、地域を特徴づける生態系において、複数の動植物又は特定の

生物群集が生息・生育するための基盤となる自然環境のことであり、広葉樹林、高茎

の草地、休耕田、ため池、湿地などが該当する。生息・生育基盤の種類及び状況は、

類型区分ごとに一覧表等に整理する（表－13.1.9参照）。これらは、文献資料、必要

に応じて聞き取り調査及び現地概査によって把握する。したがって、これらの生息・

生育基盤については、「13.1.5 調査の手法」において得られる調査結果を踏まえて、

適宜見直す必要がある。 

 *10「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況」 

「環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況」は、主として「動物」及び「植物」の評価対象の抽

出に当たり、重要な種及び注目すべき生息地、重要な種・群落の判断基準として使用

する。 
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13.1.3 項目の選定 

１）参考項目 

  参考項目は、以下のとおりとする。 

  (1) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る動物 

  (2) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る植物 

  (3) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る生態系 

 ２）参考項目を選定する場合 

     参考項目の選定は、以下の場合に行う。なお、当該事業において「配慮書段階の検

討」を行い、本項目を計画段階配慮事項＊1に選定した場合は、「配慮書段階の検討」

における結果を踏まえる＊2。  

  (1) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る動物については、対象道路事業

実施区域及びその周辺*3に重要な種の生息地及び注目すべき生息地が存在する可能

性がある場合 

  (2) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る植物については、対象道路事業

実施区域及びその周辺*4に重要な種・群落の生育地が存在する可能性がある場合 

  (3) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る生態系については、対象道路事

業実施区域及びその周辺*5に動植物の生息・生育地が存在する可能性がある場合 

 ３）参考項目以外の項目を選定する場合 

   参考項目以外の項目の選定例を以下に示す。 

   道路（地下式）において、道路の存在による地下水の変化が予想され*6、地下水に

依存する特殊な環境*7である「重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の環境」、

「重要な種・群落の生育環境」又は「動植物の生息・生育環境」に著しい影響が及ぶ

おそれがある場合 

 

【解 説】 

  「配慮書段階の検討」において、本項目を計画段階配慮事項に選定した場合は、その

結果を踏まえて選定する。 

 

 *1「計画段階配慮事項」 

   「配慮書段階の検討」では、項目を「計画段階配慮事項」と呼ぶ。 

 *2「『配慮書段階の検討』における結果を踏まえる」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低減

されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評

価）で詳細に検討すべきとされた場合、その結果を踏まえて項目を選定する。 

  *3「その周辺」 

「その周辺」とは、対象道路事業が動物に及ぼす影響の範囲のことである。特に、

道路による動物の生息地の分断の影響が及ぶ範囲は、動物種により移動能力や行動圏

等が大きく異なるため、一律に定めることはできない。したがって、「動物」では、

「重要な種及び注目すべき生息地の状況」（「13.1.2 地域特性の把握」で把握）か

ら影響範囲を判断し、事業ごとに「その周辺」の範囲を定める。 
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 *4「その周辺」 

「その周辺」とは、対象道路事業が「植物」に及ぼす影響の範囲のことである。  

道路建設に伴い樹林が伐採されると、道路の端部から概ね30～50m程度まで植生の変化

等の影響が認められる３）４）。したがって、「植物」では、余裕を見て対象道路事業実

施区域の端部から100m程度を目安に、その周辺の範囲を定める。 

 *5「その周辺」 

「その周辺」とは、対象道路事業が「生態系」に及ぼす影響の範囲のことである。

道路の周辺における植物の影響範囲はある程度明らかになっている（「13.1.3 項目

の選定」*2参照）が、道路による動物の生息地の分断の影響が及ぶ範囲は、動物種に

より移動能力や行動圏等が大きく異なるため、一律に定めることはできない。したが

って、「生態系」では、「生態系の状況」（「13.1.2 地域特性の把握」で把握）か

ら影響範囲を判断し、事業ごとに「その周辺」の範囲を定める。 

 *6「地下水の変化が予想され」 

対象道路事業によって帯水層が掘削される場合に、地下水位の低下又は遮断等地下

水の状況が変化する可能性がある。 

*7「地下水に依存する特殊な環境」 

地下水に依存する沼沢地、湿地、湧水等の環境を示す。 
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13.1.4 調査及び予測の手法の選定 

   調査及び予測の手法の選定は、参考手法を勘案しつつ、「配慮書段階の検討」の結果、

事業特性、地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。なお、

必要に応じ学識経験者等の意見を参考にする。 

１）参考手法 

 (1) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」の調査及び予測の手法

は、13.1.5(1)及び13.1.6(1)の参考手法を選定する。この際、特に、評価対象と

する重要な種及び注目すべき生息地*1について重要な種及び当該生息地が注目さ

れる理由となる動物の種*2（以下、重要な種等という）の生態を踏まえ*3、調査及

び予測を実施する上で適切かつ効果的な手法を選定する。 

 (2) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「植物」の調査及び予測の手法

は、13.1.5(2)及び13.1.6(2)の参考手法を選定する。この際、特に、評価対象と

する重要な種・群落*4の生態を踏まえ*5、調査及び予測を実施する上で適切かつ効

果的な手法を選定する。 

 (3) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る生態系の調査及び予測の手法は、

13.1.5(3)及び13.1.6(3)の参考手法を選定する。この際、特に、評価対象とする地

域を特徴づける生態系*6の特性に応じて上位性、典型性及び特殊性の視点から注目

される動植物の種又は生物群集（以下、「注目種・群集」という）*7の生態を踏ま

え*8、調査及び予測を実施する上で適切かつ効果的な手法を選定する。 

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

以下の例のように、大気環境、水環境の変化、その他の生息・生育環境の質的変化

に伴い著しい影響が懸念される場合は、参考手法より詳細な調査手法及び予測手法を

選定する。 

(1) 道路照明の設置が、夜間の照度の変化に伴う影響を受けやすい*9重要な種等に対

して著しい影響を及ぼすおそれがある場合（動物）  

  (2) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在が、土壌水分や日照等の変化に伴 

う影響を受けやすい重要な種・群落又は植物の注目種・群集*10に対して著しい影響

を及ぼすおそれがある場合（植物、生態系） 

  (3) 道路（掘割式、地下式*11）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、

地下水に依存する特殊な環境に生息・生育する重要な種等、重要な種・群落又は注

目種・群集に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合（動物、植物、生態系） 

 

【解 説】 

 調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案しつつ、

「配慮書段階の検討」の結果、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえて選定す

る。ただし、具体的な調査・予測手法は、特に評価対象とする重要な種等、重要な種・

群落又は注目種・群集の生態に応じて選定する必要がある。さらに、省令第二十三条第

４項に基づき参考手法より詳細な調査及び予測の手法を選定する場合の例を示した。 
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*1「評価対象とする重要な種及び注目すべき生息地」 

対象道路事業の実施に伴い、影響を受けるおそれのある重要な種及び注目すべき生

息地のこと。事業特性及び地域特性を勘案して判断する。 

 *2「重要な種及び当該生息地が注目される理由となる動物の種」 

集団繁殖地を形成するサギ類など、その生息地が注目される理由となる動物種。 

  *3「生態を踏まえ」 

「動物相の状況」の調査では、一般に知られる動物の調査手法を全国的に適用する

ことが可能である。一方、「重要な種等の状況」については、より詳細な情報の収集

を必要とするため、評価対象の生態に応じて、調査及び予測の手法を適切に設定する

必要がある。 

 *4「評価対象とする重要な種・群落」 

対象道路事業の実施に伴い、影響を受ける可能性のある重要な種・群落のこと。事

業特性と地域特性を勘案して判断する。 

  *5「生態を踏まえ」 

「植物相及び植生の状況」の調査では、一般に知られる植物の調査手法を全国的に

適用することが可能である。一方、「重要な種及び群落の状況」については、より詳

細な情報の収集を必要とするため、評価対象の生態に応じて、調査及び予測の手法を

適切に設定する必要がある。 

 *6「評価対象とする地域を特徴づける生態系」 

「評価対象とする地域を特徴づける生態系」とは、対象道路事業の実施に伴い、影

響を受ける可能性のある地域を特徴づける生態系のことである。類型区分をもとに、

事業特性を考慮し、対象道路事業の影響が想定される類型区分を抽出して設定する。 

地域を特徴づける生態系の設定例を図－13.1.4に示す。左欄Aでは、類型区分に一対

一に対応して地域を特徴づける生態系を設定している。一方、右欄Bでは、複数の類型

区分を統合（里山の生態系）したり、類型区分を構成する一つの生息・生育基盤を抽

出（ため池の生態系）することにより地域を特徴づける生態系を設定している。なお、

これらの場合において、計画道路の影響がほとんどないと考えられる類型区分（スス

キ草地が発達した河川敷）は、評価対象から除外している。 

ただし、以上はあくまで例にすぎず、個別事業における「地域を特徴づける生態系」

の設定にあたっては、その対象地域の生態系の特徴に応じて、柔軟に対応することが

必要と考えられる。 
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【A:類型区分に一対一に対応して、地域を特徴づ

  ける生態系を設定した例】  

◆自然環境の類型区分◆  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◆地域を特徴づける生態系◆ 

 

【B:類型区分を統合及び分割して、地域を特徴づ

  ける生態系を設定した例】  

◆自然環境の類型区分◆  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◆地域を特徴づける生態系◆ 

 

 自然環境の類型区分      地域を特徴づける生態系

●低地の水田           低地の水田生態系  
●台地の畑地・果樹園   台地の畑地生態系  
●山地の人工林         山地の人工林生態系  
 
－ススキ草地が発達した河川敷  

自然環境の類型区分      地域を特徴づける生態
系  
●低地の水田               ため池の生態系  
                     低地の水田生態系  
●丘陵地の二次林            里山の生態系  
●山地の人工林           山地の人工林生態系

－ススキ草地が発達した河川敷  

●：道路の影響あり、－：道路の影響ほとんどなし ●：道路の影響あり、－：道路の影響ほとんどなし

各類型区分に一対一に対応して地域を特徴づける
生態系を設定。  

①低地の水田から特殊な環境としてのため池を抽
 出し「ため池の生態系」として設定。  
②低地の水田からため池を除いた地域を対象に  
「低地の水田生態系」を設定  
③水田と丘陵の二次林が混在する地域を統合して
「里山の生態系」を設定。  
④山地の人工林を対象に「山地の人工林生態系」
 を設定。  

図－13.1.4 地域を特徴づける生態系の設定例  
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 *7「上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集（以下、

  「注目種・群集」という）」 

注目種・群集の抽出は、図－13.1.5に示す手順にしたがい地域を特徴づける生態系

毎に行う。 

注目種・群集は、「13.1.2 地域特性の把握」で整理した主な動物種及び植物種（表

－13.1.9参照）の中から、同表の各生息・生育基盤に対応させる形で、下記に示す上

位性、典型性及び特殊性の視点から選定する。この場合、対象道路事業の影響を受け

やすいと考えられるものを選定することも重要である。 

以下に上位性、典型性及び特殊性の視点から抽出される注目種・群集の例を示す。 

        ①上位性の視点 

地域を特徴づける生態系の上位に位置する性質をいう。 

上位性の視点から抽出される注目種・群集の例として、ワシ・タカなどの猛

禽類や、キツネ、クマ等の中・大型哺乳類の動物等があげられる。 

    ②典型性の視点 

地域を特徴づける生態系の特徴を典型的に表す性質をいう。対象地域に優占

する植物種又は植物群落、それらを捕食する動物（一次消費者程度）、個体数

が多い動物（哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、昆虫類、魚類等）などがあたる。

 典型性の視点から抽出される注目種・群集の例として、以下のようなものが

ある５）。 

・多くの動植物の生息環境となるスダジイ林、コナラ林、ススキ草原等 

・里山の森林を特徴づけるタヌキ等 

・水田や森林を特徴づけるヤマアカガエルやサンショウウオ類等 

・クヌギ・コナラを中心とした二次林のオオムラサキやギフチョウ等 

・池沼・湧水やため池などのトンボ類等 

    ③特殊性の視点 

地域を特徴づける生態系において特殊な環境であることを示す指標となる

性質をいう。相対的に分布範囲が狭い環境又は質的に特殊な環境に生息・生育

する動植物種などがあたる。 

特殊性の視点から抽出される注目種・群集の例として以下のようなものがあ

る５）。 

・湿地植生のサギソウ、モウセンゴケ、ミズゴケ類等 

・渓流沿いの空中湿度の高い着生植物の多い斜面林等 

・水生植物が繁茂した動植物の豊かな池沼・ため池に見られる植物のヒツジ 

グサ、ジュンサイ、水生昆虫等 

・小規模な湧水に見られるホトケドジョウ等 

選定された注目種・群集に関しては、それらの生態と相互の食物連鎖上の関係及び

共生の関係を整理する。 

なお、文献の情報により抽出される注目種・群集は、現況の生息・生育状況に合わ

ない場合がある。このため、注目種・群集は、現地調査結果を踏まえて適宜見直す必

要がある（「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」*20」参照）。 
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文献調査による情報の収集（動植物相、地形、水系、植生等の概況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－13.1.5 生息・生育基盤及び注目種・群集の抽出の手順  

 *8「生態を踏まえ」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*3及び*5を参照のこと。 

 *9「夜間の照度の変化に伴う影響を受けやすい」 

ホタル類やウミガメ類等の一部の動物種は、「道路照明の設置」に伴う夜間の照度

の変化により、繁殖阻害等の影響を受けるおそれがある。 

生態系の概況の把握 

 

 

 

 

 

注目種・群集の抽出とそれらの生態等の整理 

 

 

 

 

 

 

 
注目種・群集の生態および相互関係の整理 

類型区分ごとに、生息・生育基盤及び 

主な動植物種を整理 

各生息・生育基盤に対して、上位性、典型性、特殊性 

の視点から注目種・群集を抽出 

評価対象とする地域を特徴づける生態系の抽出 

地域を特徴づける生態系の生息・生育基盤における 

主な動植物の整理 
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 *10「土壌水分や日照等の変化に伴う影響を受けやすい重要な種・群落又は植物の注目種

  ・群集」 

湿生植物やシダ植物等の一部の植物種又は群落は、道路の存在に伴う土壌水分や日

照等の変化により生育に影響を受けるおそれがある。 

 *11「地下式」 

「道路（地下式）の存在」は、参考項目以外の項目の影響要因であるが、「道路（掘

割式）の存在」と同様の地下水への影響が考えられることから、適用する調査及び予

測の手法は、参考項目である「道路（掘割式）の存在」の調査及び予測の参考手法よ

り詳細な手法と同じものとした。 
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13.1.5 調査の手法 

「動物」、「植物」、「生態系」における調査は、環境影響の予測及び環境保全措置の

検討に必要な情報を把握するため、次の二つの観点から実施する。一つは、地域特性の把

握において、文献から把握された動物相及び植物相の状況について、現地の状況を把握し、

情報の補完・修正を図ることにある。もう一つは、重要な種等、重要な種・群落及び地域

を特徴づける生態系の注目種・群集の生息・生育の状況などを詳細に把握することである。 

「動物」、「植物」、「生態系」の調査は別々に行われるものではなく、それぞれの調

査結果を相互に引用又は関連づけながら、整理及び解析を行うことが望ましい。 

例えば、動植物相及び植物群落の状況は、「動物」、「植物」、「生態系」に係る共通

の情報として収集できる。これらの情報に基づき、「動物」及び「植物」では、重要な種

等又は重要な種・群落を抽出し、それらの分布、生息・生育の状況、生息・生育環境の状

況について整理・解析を行う。一方、これらの情報に基づき「生態系」では、上位性・典

型性・特殊性の視点からの注目種・群集の抽出・見直しを行い、注目種・群集の生態、他

の動植物との関係、生息・生育環境の状況について整理・解析を行うことになる。 
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13.1.5(1) 調査の手法「動物」 

13.1.5(1)－1 参考調査手法 

１）調査すべき情報 

(1) 動物相の状況 

脊椎動物及び昆虫類並びに水生の貝類及び十脚甲殻類の種名及びその分布状況。た

だし、その他の動物＊１についても、重要な種が生息する可能性がある場合は、必要

に応じて調査する。 

(2) 重要な種等の状況 

a.重要な種等の生態 

重要な種等の生活史、食性、繁殖習性、行動習性、生息地の特徴等。 

b.重要な種等の分布 

重要な種等の確認位置。 

    c.重要な種等の生息の状況 

重要な種等の繁殖・営巣、移動、休息、採餌等の行動内容。 

d.重要な種等の生息環境の状況 

重要な種等の生息に係る微地形、水系及び植物群落等の状況。 

２）調査の基本的な手法 

調査すべき情報の内容に応じて、文献調査＊２又は現地調査を行う。ただし、現地調

査に際してはできる限り環境への影響が少ない調査方法＊３を選定する。 

(1) 動物相の状況 

現地踏査において、個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じ個体の採

取による方法＊４とする。 

(2) 重要な種等の状況 

a.重要な種等の生態 

図鑑、研究論文、その他の資料を収集することによる。 

b.重要な種等の分布及び生息の状況 

現地踏査において、個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じ個体の

採取による方法＊５とする。 

c.重要な種等の生息環境の状況 

現地踏査において微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を目視確認すること

による。なお、植物群落の状況に関しては、「植物」の調査結果を利用することが

できる。 

３）調査地域 

調査地域は、対象道路事業実施区域及びその周辺とする。そのうち、現地踏査を行う

範囲は、対象道路事業実施区域及びその端部から 250ｍ程度＊６を目安とする。ただし、

行動圏の広い重要な種等に関しては、必要に応じ適宜拡大する＊７。 

４）調査地点 

(1) 動物相の状況 

調査地域に生息する動物を確認しやすい場所＊８に調査地点又は経路を設定する。 
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(2) 重要な種等の状況 

重要な種等の生態等を踏まえ＊９、調査地域においてそれらが生息する可能性の高

い場所に調査地点又は経路を設定する。 

５）調査期間等 

(1) 調査期間 

１年間実施することを基本とする＊10。 

(2) 調査時期 

a.動物相の状況 

春夏秋冬の４季実施することを基本とし、そこに生息する動物を確認しやすい時

期＊11 を設定する。 

   b.重要な種等の状況 

     重要な種等の生態を踏まえ、その生息の状況を確認しやすい時期に設定する。 

(3) 調査の時間帯 

動物及び重要な種等を確認しやすい時間帯＊12 とする。 

６）調査結果の整理・解析方法 

 (1) 動物相の状況 

動物相の種名を一覧表に整理する＊13。また、その結果を踏まえ、必要に応じ「13.1.2 

地域特性の把握」において抽出した重要な種の見直しを行う。 

(2) 重要な種等の生息の状況 

重要な種等の確認状況を図表等に整理＊14 する。また、重要な種等の確認位置を基

本とし、その生態、生息の状況及び生息環境の状況から、重要な種の生息地及び注目

すべき生息地の分布範囲を推定＊15 し、それを図示する。 

なお、可能であれば、それらが繁殖地、営巣地、移動経路、休息地、採餌地等とし

て利用している場所を明らかにする。 

(3) 調査結果の公表 

重要な種の生息地の分布範囲の公表にあたっては、これらの動物を保護する観点か

ら、必要に応じてその場所が特定できないように配慮＊16 する。 

13.1.5(1)－2 参考手法より詳細な調査の手法 

１）夜間の照度に係る調査 

道路照明の設置が、夜間の照度の変化による影響を受けやすい重要な種等に対して著

しい影響を及ぼすおそれがある場合は、夜間の照度について調査＊17 する。 

２）地下水に係る調査 

道路（掘割式、地下式）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、地下水

に依存する特殊な環境に生息する重要な種等に対して著しい影響を及ぼすおそれがあ

る場合は、地下水について調査＊18 する。 

13.1.5(1)－3 調査手法例 

希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の調査手法例を事例集(別冊：国総研資料第 721 号)Ⅱ．

希少猛禽類の対策に示す。  
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別表第二 参考手法（調査の手法） 

動物：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

 イ） 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況 

 ロ） 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

 ハ） 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生

息の状況及び生息環境の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係

る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地

点又は経路 

五 調査期間等 

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係

る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期

間、時期及び時間帯 

 

【解 説】  
  「13.1.5(1)－1 参考調査手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

調査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分

対応できる手法である。 

 

 *1「その他の動物」 

クモ類、ヤスデ類、陸産貝類等をいう。なお、必要に応じて調査の必要性に関して、

学識経験者等の意見を踏まえて検討する。 

 *2「文献調査」 

「13.1.2 地域特性の把握」で収集した情報（「配慮書段階の検討」で収集した情

報を含む）を活用できる。 

 *3「環境への影響が少ない調査方法」 

昆虫等採取し室内等で同定作業を行う場合は、必要最小限の個体を採取する。また、

調査の実施に際しては、既存の生息地を攪乱することのないように留意する。 

 *4「個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じ個体の採取による方法」 

動物に関する現地踏査による調査方法の例を、表－13.1.10に示す。なお、ここでい

う「必要に応じ」とは、目視や鳴き声の聞き取りによる情報だけでは種名の同定が困

難であり、個体を持ち帰って精査する必要がある場合をいう。 
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表－13.1.10 調査方法の例 
 
  調査方法  

 哺  
 乳  
 類  

①フィールドサイン法  
  調査地域内を踏査して、糞、足跡、食痕、爪痕、営巣の跡等を目視で確認し、種を記録する方法。  

②トラップによる捕獲  
  調査地域内にはじきワナ等のトラップを設置し、主にネズミ、モグラ等の小型哺乳類を捕 獲して、生息する
個体を確認し種を把握する方法。ただし、はじきワナ等の使用は動物を殺傷することになるため、重要な種を
対象として調査を実施する場合は十分な注意が必要である。  

 鳥  
 類  

①直接観察  
  調査地域内を踏査して、目視又は鳴き声等で確認された種をすべて記録する方法。 

②ラインセンサス法  
  調査地域内に踏査ルートを設定し、一定速度で歩きながら、一定範囲内において確認された鳥類の種類及
び個体数を記録する方法。  

③定点観察法  
  調査地域内に観察地点を定め、そこから確認される鳥類の種類及び個体数等を記録する方法。湖沼、干潟、
山頂等の見通しがよい場所での調査に適する。  

 両  
 生  
 類  

直接観察  
  調査地域内を踏査して、目視又は鳴き声等で確認された種をすべて記録する方法。 

 爬  
 虫  
 類  

直接観察  
  調査地域内を踏査して、目視等で確認された種をすべて記録する方法。  

 魚  
 類  

①直接観察及び採取  
  調査地域内の水域を踏査して、目視で確認された種をすべて記録する方法。なお、目視だけで種名の確認
が困難な場合は、タモ網や投網等で採取する。  

②トラップ等による採取  
  調査地域内の水域に餌を入れたセルびんなどの容器を沈め、誘引された魚類を採取し種を記録する方法。主
に湖沼のような水の流れが少なく、水深が深い水域で、直接観察の補足調査として行う。  

 昆  
 虫  
 類  

①直接観察及び採取  
  調査地域内を踏査して、目視又は鳴き声で確認された種をすべて記録する方法。昆虫では目視だけで種名
を確認できる場合が少ないので、捕虫網等で採取し、種を確認する。 

②ライトトラップ法  
  調査地域内に夜間照明を点灯させる地点を設置して、これに集まる種を記録する方法。ガ類、コウチュウ
類等正の走光性昆虫の調査に適する。  

③ベイトトラップ法  
  調査地域内の複数地点において、餌を入れたコップ等の容器を地中に埋め、誘引された種を記録する方
法。コウチュウ類、アリ類等地表徘徊性昆虫の調査に適する。  

 底  
 生  
 動  
 物  
 ※  

①直接観察及び採取  
  調査地域内の水域において、個体の目視又は採取によって確認された種を全て記録する方法。通常はサー
バーネット等で採取する。  

②コドラート法  
  調査地域内の水域に方形枠を設定し、枠内の泥等をすべて採取して、方形枠内に生息する種を記録する方
法。  

※：水生の貝類及び十脚甲殻類、水生昆虫類  
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*5「個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じ個体の採取による方法」 

表－13.1.10で掲げた調査手法を基本的に用いる。ただし、重要な種等の生息の状況

や生息環境の状況は予測を行う上で極めて重要な情報であるため、重要な種の生態に

応じて適宜選定する。 

また、重要な種等に関しては、種の同定等が困難なものがあり、調査の精度を保つ

ために確認の記録を残すことが望ましい。調査により採取された個体のうち、重要な

種については可能な限り標本にして保管することが望ましい。 

 *6「250m程度」 

道路の影響が及ぶ対象道路事業実施区域及びその周辺は、現地調査により、動物種

の分布、重要な種等の生息状況等について正確な情報を得る必要がある。ここでは、

現地踏査を行う範囲の目安を、従来の環境影響評価における踏査を行う範囲の設定事

例を参考に250m程度とした。 

なお、対象道路事業実施区域の端部から外側250m程度以内において重要な種等の生

息環境が存在しないことが明らかな場合は、現地踏査を行う範囲を適宜縮小すること

ができる。 

 *7「必要に応じ適宜拡大する」 

文献調査や現地調査により行動圏の広い重要な種等の生息が確認され、特に道路に

よる移動経路の分断の影響を予測する必要がある場合は、現地踏査を行う範囲を当該

種の生態に応じて適宜拡大する。この場合は、分水嶺等地形の状況や同一な植生の連

続性などを参考に適切に設定する。 

 *8「確認しやすい場所」 

動物が採餌、移動、休息等によく利用するなど、動物の個体や痕跡に遭遇する可能

性が高い場所のことであり、動物の生態を参考に設定する。表－13.1.11には、調査地

点及び経路を設定する際に参考となる動物の生態的特性の例を示す。 
 

表－13.1.11 調査地点及び経路の設定にあたり考慮すべき動物の生態的な特性の例示 
 
  調査項目   動物の生態的な特性（調査地点及び経路の設定に係るもの）  

 哺乳類   中型哺乳類の一部（タヌキ、キツネ等）や、シカ、イノシシ、カモシカ等大型哺乳
 類のほとんどは、特定の移動経路やねぐら、水場等をもつため、これらの移動経路
 や水場となりやすい箇所を調査地点及び経路として設定する。  

 鳥類   猛禽類では特定の営巣環境や餌場環境をもつ種が多く（例えばオオタカはアカマツ
 林等に営巣し、小型鳥類を餌とする）、その他の鳥類も、営巣場所や餌の種類に特
 徴をもつ種がいる（例えばサンコウチョウはスギ・ヒノキ林に営巣することが多  
 く、クマゲラは樹木性のアリ類を主な餌とする）ため、これらの営巣環境や餌場環
 境となりやすい箇所を調査地点及び経路として設定する。  

 両生類   すべての両生類は、水域又はその周辺を繁殖・産卵環境とするため、水域周辺を調
 査地点及び経路として設定する。  

 爬虫類   カメ類は水域周辺に生息する種が多い。ヘビ類はカエルやネズミ等の小動物を餌と
 し、春・秋の気温が低い時期には日光浴のために農地等の日当たりのよい暖かい場
 所に出てくることが多いため、これらの生態を参考として調査地点及び経路を設定
 する。  

 魚類   河川に生息する種では、瀬、淵、流速等により生息する種が異なる。例えば、ホト
 ケドジョウは湧水が流入する細流の砂礫中に生息し、オヤニラミは中流域の緩流部
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   に生息するため、これらの生息環境となりやすい箇所を調査地点及び経路として設
 定する。  

   

 昆虫類   食餌植物の有無や草地､林縁等植物環境との結びつきが強い。例えば、オオムラサキ
 はエノキ及びエゾエノキを食餌植物とし、ヒヌマイトトンボは汽水域のヨシ原のみ
 に生息するため、これらの生息環境となりやすい箇所を調査地点及び経路として設
 定する。  

 底生動物  
 ※  

 水中に生息するほとんどの種は、底質（礫、砂、泥等）や水質との結びつきが強い
 ため、これを参考として生息環境となりやすい箇所を調査地点及び経路として設定
 する。  

※底生動物：水生の貝類及び十脚甲殻類、水生昆虫類  
 

 *9「重要な種等の生態等を踏まえ」 

予測の実施に当たり、重要な種等の生息の状況は可能な限り詳細に把握する必要が

ある。したがって、重要な種等に係る調査地点又は経路の設定に際しては、表－13.1.

11に示すように、それぞれの重要な種等がどのような場所に生息するか、十分に検討

する必要がある。 

 *10「１年間実施することを基本とする」 

予測に必要な情報を得るために必要な調査期間としての目安が最低１年間と考えら

れる。なお、猛禽類が生息又は生息する可能性があり、その繁殖の状況を明らかにす

る必要がある場合など、必要に応じて２営巣期が含まれるように調査時期を設定する

ことも考えられる。 

 *11「確認しやすい時期」 

動物が活発に行動する季節など、動物の個体や痕跡に遭遇する可能性が高い時期の

ことであり、動物の生態を参考に設定する。表－13.1.12には、調査期間等を設定する

際に参考となる動物の生態的特性の例を示す。 
 

  表－13.1.12 調査期間等の設定にあたり考慮すべき動物の生態的な特性の例示 
 
  調査項目   動物の生態的な特性（調査期間等の設定に係るもの）  

 哺乳類   ヒグマなど、冬眠の時期とそれ以外の時期で生息地を大きく移動する場合がある。
 また、降雪のある地域では、例えばシカなど積雪の有無に応じて移動する場合があ
 る。  

 鳥類   夏鳥、冬鳥等、渡りの習性のある種は、その時期しか見ることができない。また、
 多くの鳥類は、早春から初夏が繁殖期にあたるため、この時期を中心に調査期間を
 設定する。  

 両生類   活動が不活発な時期は避けて調査を実施する。なお、カエル類やサンショウウオ類
 の多くは早春から初夏に繁殖・産卵するため、この時期を中心に調査期間を設定す
 るとよい。  

 爬虫類   ほとんどの種は冬眠するため、この時期を避けて調査期間を設定する。  

 魚類   全体的に四季を通して活動するが、サケ等の回遊魚の場合は出現する時期が限られ
 るため、出現時期を中心に調査期間を設定する。  

 昆虫類   種によって出現時期はさまざまであるが、一般には春期から秋期が適期である。な
 お、ごく一部であるが、冬期のみ出現する種（フユシャク類（ガの一群）等）、冬
 期に見つけやすい種（オオムラサキの幼虫等）もいるため、これらを考慮して調査
 期間を設定する。  

 底生動物   一生を通して水生の種と、一部の期間が水生の種とがいる。一般には、早春～春期
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  ※   によく成長しており見つけやすい。

※底生動物：水生の貝類及び十脚甲殻類、水生昆虫類  
 

 *12「確認しやすい時間帯」                                                    

動物が活発に行動する時間など、動物の個体や痕跡に遭遇する可能性が高い時間帯

のことであり、昼間を中心に、動物の生態によって確認しやすい時間帯を判断する。 

哺乳類、両生類、昆虫類等は夜間に活動する種が多く、鳥類では早朝が主な活動時

間となる種が多い。 

 *13「一覧表に整理する」 

調査において確認された種名を一覧表に整理する。一覧表の作成に際しては、確認

時期ごとに出現種を整理することが望ましい。 

 *14「図表等に整理する」 

調査で確認された重要な種等の種名を、一覧表に整理する。また、確認位置につい

ては図示する。なお、可能な限り写真等の記録や標本などを残しておくことが望まし

い。 

 *15「重要な種等の確認位置を基本とし、その生態、生息の状況及び生息環境の状況から、

重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲を推定」 

予測では、重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲を明らかにすること

が重要である。しかし、調査により収集される情報は、重要な種等の確認位置など生

息に係る断片的な情報であることが多い。したがって、その分布範囲を推定する必要

がある。 

現在、重要な種の生息地の分布範囲の推定に関しては、猛禽類を対象にした手法な

ど一部の科学的知見（環境庁：猛禽類保護の進め方）はあるものの、他の動物につい

ては未解明であるものが多い。したがって、各調査ごとに、最新の研究成果や既存の

事例を参考に、生息地の分布範囲を、可能な範囲で推定することになる。 

以下に、重要な種の生息地の分布範囲を推定するための考え方を示す。 

①重要な種の個体及び痕跡の位置等の確認地点を図面上にプロットするとともに、

それぞれの生息状況及び生息環境の状況を整理する。 

②確認地点周辺で重要な種の生息地になると考えられる場所を、①の生息状況及び

生息環境の状況並びに重要な種の生態（食性、生活史、行動圏等）を踏まえ、微

地形や植生等を参考に推定する。 

③また、可能であれば、①の生息状況及び生息環境の状況並びに重要な種の生態か

ら、生息地の分布範囲における営巣環境、産卵環境、移動経路となる範囲等を推

定する。これらの情報は、予測及び環境保全措置を検討する際に有益な情報とな

る場合がある。 

調査結果の図化に際しては、対象道路事業の計画の熟度を踏まえ、調査地域におけ

る重要な種の生息地及び移動経路を表現する上で適切な縮尺を用いるよう考慮する。 

例えば、予測や環境保全措置の検討を行うことを考慮すると、1/10,000～1/1,000

程度の縮尺で図化することが考えられる（図－13.1.6参照）。ただし、猛禽類の行動

圏等を整理する上では、縮尺1/50,000～1/25,000程度の図面を用いる方が有効な場合

もあるので、対象とする種の行動圏の広さに応じて適宜使い分けるとよい。 
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なお、推定にあたっては、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とすることも考え

られる。 
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図－13.1.6 「動物」の調査結果のとりまとめ例 

 

 ① 現 地 調 査 に よ っ て 把 握

し た 重 要 な 種 等 の 確 認 地

点（ こ の 例 で は キ ツ ネ の 痕

跡 ） を 図 面 上 に 落 と す 。  

 ② 文 献 に よ っ て 把 握 し た

「 重 要 な 種 等 の 生 態 」に 関

す る 情 報 を 参 考 に し て 、重

要 な 種 等 の 生 息 地 の 分 布

範 囲 を 推 定 す る 。  

 ③ 現 地 調 査 に よ っ て 確 認

さ れ た 重 要 な 種 等 の 生 息

の 状 況 及 び 生 態 を 参 考 に 、

可 能 で あ れ ば 、重 要 な 種 等

の 繁 殖 地・営 巣 地 、移 動 経

路 、採 餌 地 等 の 範 囲 を 示 す

（ 図 は 移 動 経 路 ） 。  
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 *16「必要に応じてその場所が特定できないように配慮する」 

重要な種等の中には、確認地点等を図面化することによって、密猟等の危険が高ま

る動物が含まれる。例えば、猛禽類の営巣木などは、1/25,000程度の図面で確認位置

が示されても、密猟される危険性が残る。このような危険性が高い重要な種等につい

ては、分布範囲が明確な図面等の公開を控えるよう留意する。 

 *17「夜間の照度について調査する」 

夜間照度の変化の影響を受けやすい重要な種等の生息地において、現状のデータと

して、夜間の照度を測定するなどの方法が考えられる。 

*18「地下水について調査する」 

文献調査により、地下水の貯留及び動向に関係する帯水層、透水層及び不透水層等

の状況を把握する。 

また、文献による情報の補足として、地下水位を把握することが可能な井戸におい

て、水位やその変動を観測する方法や、塩化ビニール製のパイプ等を利用し浅層の地

下水位やその変動を観測する方法6）等が考えられる。これらの調査によっても、なお、

地下水の変動について十分な情報が得られない場合は、その影響の程度に応じて、事

後調査の対象とすることも考えられる。 

なお、地下水に係る調査は「９．地形及び地質」及び「10．地盤」にも関連する調

査であるため、そこで得られる結果を利用することができるが、独自で地下水に係る

調査を行う場合は、降雨時並びにその直後は、一時的に高い値が観測される可能性が

あるため、観測開始時期及び観測値の取り扱いについては、雨量データと比較する等、

留意が必要である。 
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13.1.5(2) 調査の手法「植物」 

13.1.5(2)－1 参考調査手法 

１）調査すべき情報 

(1) 植物相及び植生の状況 

種子植物、シダ植物の種名及び分布状況並びに植物群落名及び分布状況。ただし、

その他の植物＊１についても、重要な種・群落に相当するものが生育する可能性があ

る場合は、必要に応じて調査する。 

(2) 重要な種及び群落の状況 

a.重要な種・群落の生態 

重要な種・群落の生活史、生育地の特性等。 

b.重要な種・群落の分布 

重要な種・群落の確認位置。 

c.重要な種・群落の生育の状況 

重要な種・群落の生育状態に係る内容。 

d.重要な種・群落の生育環境の状況 

重要な種・群落の生育に係る微地形及び水系等の状況。 

２）調査の基本的な手法 

調査すべき情報の内容に応じて、文献調査＊２又は現地調査を行う。ただし、現地調査

に際してはできる限り環境への影響が少ない調査方法＊３を選定する。 

(1) 植物相及び植生の状況 

現地踏査により、個体の目視、必要に応じ個体の採取による方法＊４とする。 

(2) 重要な種及び群落の状況 

a.重要な種・群落の生態 

図鑑、研究論文、その他の資料により把握する。 

b.重要な種及び群落の分布、生育状況 

現地踏査により、個体の目視、必要に応じ個体の採取による方法＊５とする。 

d.重要な種・群落の生育環境の状況 

現地踏査により、微地形、水系等を目視確認することによる。 

３）調査地域 

調査地域は、対象道路事業実施区域及びその周辺とする。そのうち、現地踏査を行う

範囲は、対象道路事業実施区域及びその端部から 100ｍ程度＊６を目安とする。 

４）調査地点 

(1) 植物相及び植生の状況 

調査地域において、そこに生育する植物及び植生を確認しやすい場所＊７に調査地点

又は経路を設定する。 

(2) 重要な種及び群落の状況 

重要な種・群落の生態を踏まえ＊８、調査地域において、それらが生育する可能性が

高い場所に地点又は経路を設定する。 

５）調査期間等 

(1) 調査期間 
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    １年間実施することを基本とする＊９。 

(2) 調査時期 

a.植物相の状況 

春夏秋の３季実施することを基本とし、そこに生育する植物を確認しやすい時期
＊10 に設定する。 

b.植生の状況 

春～秋にかけて１～２回程度実施することを基本とし、植物群落を確認しやすい

時期に設定する。 

c.重要な種及び群落の状況 

重要な種等の生態を踏まえ、その生育の状況を確認しやすい時期に設定する。 

(3) 調査の時間帯 

昼間に実施することを基本とする。 

６）調査結果の整理・解析方法 

(1) 植物相及び植生の状況 

植物相の種名及び群落名を一覧表に整理する＊11。また、その結果を踏まえ、必要に

応じ「3.1.2 地域特性の把握」において抽出した重要な種・群落の見直しを行う。 

(2) 重要な種及び群落の生育地の状況 

重要な種・群落の確認状況を、図表等に整理する＊12。また、重要な種に関しては、

その確認位置を基本とし、その生態、生育の状況及び生育環境の状況から、重要な種

の生育地の分布範囲を示す＊13。 

(3) 調査結果の公表 

重要な種・群落の分布範囲の公表にあたっては、これらの植物を保護する観点から、

必要に応じてその場所が特定できないように配慮する＊14。 

13.1.5(2)-2 参考手法より詳細な調査の手法 

１）土壌水分等に係る調査 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在が土壌水分や日照の変化に伴う影響を受け

やすい重要な種・群落の生育に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、土壌水

分や受光量等について調査する＊15。 

２）地下水に係る調査 

道路（掘割式、地下式）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、地下水

を水源とする特殊な環境に生育する重要な種・群落に著しい影響を及ぼすおそれがある

場合は、地下水について調査する＊16。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

植物：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

 イ） 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況 

 ロ） 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 
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三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又

は経路 

五 調査期間等 

植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、

時期及び時間帯  

 

【解 説】 

「13.1.5(2)－1 参考調査手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

調査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分

対応できる手法である。 

 

 *1「その他の植物」 

蘚苔類、地衣類、藻類等をいう。なお、必要に応じて調査の必要性に関して、学識

経験者等の意見を踏まえて検討する。 

 *2「文献調査」 

「13.1.2 地域特性の把握」で収集した情報（「配慮書段階の検討」で収集した情

報を含む）を活用できる。 

 *3「環境への影響が少ない調査方法」 

 採取し室内等で同定作業を行う場合は、必要最小限の個体を採取する。また、調査

の実施に際しては、既存の生育地を攪乱することのないように留意する。 

 *4「個体の目視、必要に応じ個体の採取による方法」 

植物に関する現地踏査による調査方法の例を、表－13.1.13に示す。なお、ここでい

う「必要に応じ」とは、種名の同定が目視による方法では困難であり、個体を持ち帰

って精査する必要がある場合をいう。 
表－13.1.13 調査手法の例 

 
   調査手法  

 植  
 物  
 相  

直接観察及び採取  
  調査地域内を踏査して、確認された種をすべて記録する方法。なお、現地で種名の確認が困難な
場合等必要に応じて個体を持ち帰り、同定を行う。  

 植  
 物  
 群  
 落  

植生調査（植物社会学的調査）  
調査地域内の相観的な植物群落ごとに、一定の方形枠を１～数カ所設定して、枠内の植物

種の出現状況（被度・群度）、階層構造、優占種等を記録し、植物群落を区分する方法。調
査結果を基に現存植生図を作成する。

    
  

*5「個体の目視、必要に応じ個体の採取による方法」 

表－13.1.13で掲げた調査手法を基本的に用いる。ただし、重要な種・群落の生育の
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状況や生育環境の状況は予測を行う上で極めて重要な情報であるため、重要な種・群

落の生態に応じて適宜選定する。 

また、重要な種に関しては、種の同定等が困難なものがあり、調査の精度を保つた

めに確認の記録を残すことが望ましい。調査により採取された個体のうち、重要な種

については可能な限り標本にして保管することが望ましい。 

 *6「100ｍ程度」 

「100ｍ程度」の考え方については、「13.1.3 項目の選定」*2を参照のこと。 

なお、対象道路事業実施区域の端部から外側100m程度以内において重要な種・群落

の生育環境が存在しないことが明らかな場合は、現地踏査を行う範囲を適宜縮小する

ことができる。 

 *7「確認しやすい場所」 

植物がよく生育し、確認できる可能性が高い場所のことであり、植物の生態を参考

に判断する。表－13.1.14には、調査地点及び経路を設定する際に参考となる生態的特

性の例を示す。 
表－13.1.14 調査地点及び経路の設定にあたり考慮すべき植物の生態的な特性の例示 

 

  調査項目   植物の生態的な特性（調査地点及び経路の設定に係るもの）  

 植物相  植物は、生育に適する日照条件、土壌条件等（水生植物にあっては、水質、流速等）
が種によって異なる。例えば、アツモリソウでは肥沃な土壌に生育するが、タヌキ
モは逆に貧栄養の水環境に生育する。これら種ごとの生育環境となりやすい箇所を
中心に調査地点及び経路として設定する。  

 植物群落  植物相に同じ。  
 
 *8「重要な種・群落の生態を踏まえ」 

予測の実施に際し、重要な種・群落の生育の状況は、可能な限り詳細に把握する必

要がある。したがって、重要な種・群落に係る調査地点又は経路の設定に際しては、

表－13.1.14に示すように、それぞれの重要な種・群落がどのような場所に生育するか、

十分に留意する必要がある。 

 *9「１年間実施することを基本とする」 

予測に必要な情報を得るために必要な期間としての目安が最低１年間ということ。

なお、１年間では予測に必要な情報を十分得ることができない場合には、調査期間を

適宜延長する場合がある。 

 *10「確認しやすい時期」 

植物が十分に生育（開花・結実）し、目視等で確認しやすい時期のことであり、植

物の生態を参考に判断する。ただし、同一の種であっても地域によって開花時期が異

なる場合等があるため、注意が必要である。 

 *11「一覧表に整理する」 

調査で確認された種の種名を一覧表に整理する。一覧表の作成に際しては、確認時

期ごとに出現種を整理することが望ましい。 

植物群落は、把握された植物群落の区分及び分布にしたがって、植生図及び組成表

等を作成する。 
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 *12「図表等に整理する」 

調査で確認された重要な種等の種名を、一覧表に整理する。また、確認位置は図示

する。なお、可能な限り写真などの記録や標本を残しておくことが望ましい。 

 *13「重要な種に関しては、その確認位置を基本とし、その生態、生育の状況及び生育環

境の状況から、重要な種の生育地の分布範囲を示す」 

「植物」の予測では、重要な種・群落の生育地の分布範囲を明らかにすることが重

要である。 

以下に、植物の重要な種の生育地の分布範囲を示すための考え方を示す。 

①重要な種の確認地点から分布範囲を図面上に示す。 

②それぞれの分布範囲における重要な種の生育状況及び生育環境の状況を整理する。 

調査結果のとりまとめ例を図－13.1.7に示す。図化に際しては、対象道路事業の計

画の熟度を踏まえ、調査地域内における重要な種・群落の分布範囲を表現する上で適

切な縮尺を用いるよう考慮する。例えば、予測や環境保全措置の検討を行うことを考

慮すると、1/10,000～1/1,000程度の縮尺で図化することが考えられる。 

なお、重要な種・群落の分布範囲の整理に際しては、必要に応じて学識経験者等の

意見を参考にすることも考えられる。 

 

 

現地調査によって把握した重要な

種の確認地点（この例ではクマガイ

ソウの確認位置）を図面上に落とす  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－13.1.7  「植物」の調査結果のとりまとめ例 

 

 *14「必要に応じてその場所が特定できないように配慮する」 

重要な種の中には、確認地点等を具体的に図面化することによって、盗掘等の危険

が高まる植物が含まれる。このような危険が高い重要な種は、分布範囲が明確な図面

等の公開を控えるよう留意する。例えばラン科の植物は、1/25,000程度の図面で確認

位置が示されていても、盗掘される危険性が残る。 
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 *15「土壌水分や受光量等について調査する」 

土壌水分の変化や、日照等の変化による植物体への受光量の変化の影響を受けやす

い重要な種の生育地において、現状のデータとして土壌水分や受光量を測定するなど

の方法が考えられる。 

 *16「地下水について調査する」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」＊18を参照のこと。 
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13.1.5(3) 調査の手法「生態系」 

13.1.5(3)－1 参考調査手法 

１）調査すべき情報 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

a.動植物に係る概況＊1 

ｱ.動物相の状況 

脊椎動物、昆虫類、水生の貝類及び十脚甲殻類の種名。 

ｲ.植物相の状況 

種子植物及びシダ植物の種名並びに植物群落名。 

b.その他の自然環境に係る概況 

地域を特徴づける生態系（自然環境の類型区分）の生息・生育基盤を構成する主

要な微地形、水系、植物群落の種類及び分布。 

(2) 地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況＊2 

a.注目種・群集の生態 

注目種・群集の生活史、食性、繁殖習性、行動習性、生息・生育地の特徴等。 

b.注目種・群集とその他の動植物の食物連鎖上の関係及び共生の関係 

注目種・群集と食物連鎖上の関係＊3にある動植物との関係及び注目種・群集と共

生関係＊4にある動植物。 

c.注目種・群集の分布 

注目種・群集の確認位置。 

d.注目種・群集の生息・生育の状況 

注目種・群集の繁殖・営巣、移動、休息、採餌等の行動内容、生育状態に係る内容。  

e.注目種・群集の生息環境若しくは生育環境 

注目種・群集の生息・生育環境に係る微地形、水系及び植物群落の状況。 

２）調査の基本的な手法 

調査すべき情報の内容に応じて、文献調査＊5又は現地調査を行う。ただし、現地調査

に際してはできる限り環境への影響が少ない調査方法＊6を選定する。 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

a.動植物に係る概況 

現地踏査において、個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体

の採取による方法＊7とする。なお、「動物」の動物相及び「植物」の植物相の調査

が実施されている場合は、当該調査結果を利用できる。 

b.その他の自然環境に係る概況 

現地踏査において主要な微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を目視確認す

ることによる。なお、植物群落に関しては、「植物」の調査結果を利用できる。 
(2) 地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 

a.注目種・群集の生態 

図鑑、研究論文、その他の資料を収集することによる。 

b.注目種・群集と他の動植物の食物連鎖上の関係及び共生の関係 

図鑑、研究論文、その他の資料を収集することによる。 
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c.注目種・群集の分布、生息・生育状況 

現地踏査において個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体の

採取による方法＊8とする。なお、「動物」の動物相及び「植物」の植物相の調査結

果から当該情報が得られる場合は、それを利用できる。 

d.注目種・群集の生息環境若しくは生育環境 

現地踏査において、生息・生育基盤について、注目種・群集の生活の場となる微

地形、水系、植物群落等の状況を目視確認することを基本とする。この際、植物群

落に関しては、「植物」の調査結果を利用することができる。 

３）調査地域 

調査地域は、対象道路事業実施区域及びその周辺とする。そのうち、現地踏査を行う

範囲は、対象道路事業実施区域及びその端部から250ｍ程度＊9を目安とする。ただし、

行動圏の広い注目種・群集に関しては、必要に応じ適宜拡大する＊10。 

４）調査地点 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

調査地域に生息・生育する動植物及び生息・生育基盤の概況を確認しやすい場所＊ 

11に調査地点又は経路を設定する。 

(2) 注目種・群集の状況 

注目種・群集の生態を踏まえ＊12、調査地域においてそれらが生息・生育する可能性

が高い場所に調査地点又は経路を設定する。 

５）調査期間等 

(1) 調査期間 

１年間実施することを基本とする＊13。  

(2) 調査時期 

a.動植物その他の自然環境に係る概況 

ｱ.動物 

春夏秋冬の４季実施することを基本とし、そこに生息する動物を確認しやすい時

期＊14に設定する。 

ｲ.植物 

春夏秋の３季実施することを基本とし、そこに生育する植物を確認しやすい時期
＊15に設定する。 

b.注目種・群集の状況 

注目種・群集及びその生息・生育環境の状況を確認しやすい時期＊16を設定する。 

(3) 調査の時間帯 

動植物、注目種・群集を確認しやすい時間帯＊17とする。 

６）調査結果の整理・解析 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

各生息・生育基盤の分布＊18及びそれらに生息・生育する主な動植物を再整理する＊

19。また、その結果を踏まえ、必要に応じ「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」で

抽出した注目種・群集の見直し＊20を行う。 
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(2) 生息・生育基盤及び注目種・群集の状況 

生息・生育基盤の状況及び注目種・群集によるそれらの利用状況＊21並びに注目種・

群集とその他の動植物の食物連鎖上の関係＊22及び共生の関係を整理する。 

13.1.5(3)－2 参考手法より詳細な調査の手法 

１）土壌水分等に係る調査 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在が土壌水分や日照の変化に伴う影響を受け

やすい植物の注目種に対して著しい影響を及ぼす可能性がある場合は、土壌水分や受光

量等について調査する＊23。  

２）地下水に係る調査 

道路（掘割式、地下式）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、地下水

を水源とする特殊な環境に生息・生育する注目種・群集に対して著しい影響を及ぼすお

それがある場合は、地下水について調査する＊24。  

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

生態系：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

イ） 動植物その他の自然環境に係る概況 

 ロ） 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状

況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注

目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把

握できる地点又は経路 

五 調査期間等 

 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注

目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把

握できる期間、時期及び時間帯 

 

【解 説】 

「13.1.5(3)－1 参考調査手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

調査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分

対応できる手法である。 

 

 *1「動植物に係る概況」 

動植物に係る概況では、「地域特性の把握」で整理した動植物種を現地で確認する。

なお、「動物」及び「植物」の調査結果からこれらの情報が得られる場合は、適宜利
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用することができる。 

 *2「地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」で整理した「注目種・群集」は、「動植物

その他の自然環境に係る概況」の調査結果を踏まえ見直しを行う。そして、地域を特

徴づける生態系（類型区分）を構成する生息・生育基盤ごとに見直された注目種・群

集の生息・生育に関する詳細な情報を、現地調査によって収集する。 

 *3「食物連鎖上の関係」 

生物群集内において、ＡがＢに食われ、ＢがＣに食われるなどの捕食－被食の関係

により、結果としてＡ→Ｂ→Ｃのような連鎖がうまれることである。 

 *4「共生関係」 

生物群集内において、捕食－被食の関係を持たずに、異なる種の個体が相互に密接

に結びついて一緒に生活する関係である。 

 *5「文献調査」 

「13.1.2 地域特性の把握」で収集した情報（「配慮書段階の検討」で収集した情

報を含む）を活用できる。 

 *6「環境への影響が少ない調査方法」 

植物や昆虫等を採取し室内等で同定作業を行う場合は、必要最小限の個体を採取す

る。また、調査の実施に際しては、既存の生息地又は生育地を攪乱することのないよ

うに留意する。 

 *7「個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体の採取による方法」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*4及び「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*4

を参照のこと。 

 *8「個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体の採取による方法」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*4及び「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*4

を基本的に用いる。ただし、注目種・群集の生息・生育の状況や生息・生育環境の状

況は予測を行う上で極めて重要な情報であるため、注目種・群集の生態に応じて適宜

選定する。 

 *9「250m程度」 

「動物」の現地踏査を行う範囲は、対象道路事業実施区域及びその端部から250m程

度の範囲としている。一方、「植物」の場合は100m程度の範囲である。「生態系」の

調査は動植物を対象とする。したがって、現地踏査を行う範囲は、調査すべき範囲が

広い「動物」の場合を考慮して250m程度を目安に設定する。 

 *10「必要に応じて適宜拡大する」   

行動圏の広い注目種・群集を選定し、当該種をもとに道路による生息・生育基盤の

分断を予測する必要がある場合は、現地踏査を行う範囲を当該種の生態に応じて適宜

拡大する。この場合、分水嶺等地形の状況や同一な植生の連続性などを参考に、注目

種・群集の行動圏の大きさを考慮し適切に設定する。 

 *11「確認しやすい場所」 

動植物の概況を確認しやすい場所は、「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*8及び「1

3.1.5(2) 調査の手法「植物」」*7を参照のこと。生息・生育基盤の概況を把握しや
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すい場所は、それを構成する植生や微地形等を平面的及び空間的に把握しやすい場所

のことである。 

 *12「注目種・群集の生態を踏まえ」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*9及び「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*8

を参照のこと。ただし、注目種・群集の生息・生育の状況は、予測を行う上で極めて

重要な情報であるため、注目種・群集の生態に応じて適宜選定する。 

 *13「１年間実施することを基本とする」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*10及び「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*

9を参照のこと。 

 *14「確認しやすい時期」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*11を参照のこと。 

 *15「確認しやすい時期」 

「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*10を参照のこと。 

 *16「確認しやすい時期」 

「注目種・群集」が、その生息・生育基盤を利用する時期を考慮して設定する。 

 *17「確認しやすい時間帯」 

動物は「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*12を参照のこと。植物の現地踏査は、

昼間に行うことを基本とする。 

 *18「各生息・生育基盤の分布」 

地域特性の把握で設定した生息・生育基盤の状況を踏まえ、現地調査によって生息・

生育基盤の見直しを行う。見直しに際しては、生息・生育基盤の種類、位置又は範囲

などの分布状況、空間構造などを図面等に整理する。これらの整理に際しては、学識

経験者等の意見を参考にすることも考えられる。 

なお、図化に際しては、対象道路事業の計画の熟度を踏まえ、調査地域の生息・生

育基盤を表現する上で適切な縮尺を用いるよう考慮する。例えば、予測や環境保全措

置の検討を行うことを考慮すると、1/10,000～1/1,000程度の縮尺で図化することが考

えられる（図－13.1.8参照）。 
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図－13.1.8 生息・生育基盤の分布のとりまとめ例（詳細図の例） 
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 *19「それらに生息・生育する主な動植物を再整理する」 

「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*18で整理した生息・生育基盤毎に、調査に

よって把握された動植物種から、「13.1.2 地域特性の把握」*8で整理した「主な動

物相、植物相の状況」を再整理する（表-13.1.15参照）。 

 *20「注目種・群集の見直し」 

「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*19の再整理の結果を踏まえ、「13.1.4 調

査及び予測の手法の選定」*7の視点から注目種・群集の見直しを行う（表-13.1.15参

照）。なお、注目種・群集の見直しに際しては、必要に応じて学識経験者等の意見を

参考にすることも考えられる。 
表－13.1.15 生息・生育基盤における注目種・群集の抽出の例 

 

   生息・生育基盤の種類   上位性の種   典型性の種   特殊性の種  

 里  
 山  
 生  
 態  
 系  

 スギ・ヒノキ林   ｷﾂﾈ、ﾀﾇｷ、････  ｽｷﾞ、ﾋﾉｷ、ﾋｸﾞﾗｼ、ﾋ 
 ﾖﾄﾞﾘ、ﾔﾏｶﾞﾗ、ﾉｳｻ ｷﾞ、 
････ 

 

   

 コナラ林   ｷﾂﾈ、ｻｼﾊﾞ、ﾀﾇｷ、
 ････ 

 ｺﾅﾗ、ｴﾅｶﾞ、ｼｼﾞｭｳｶ 
 ﾗ、ｵｵﾑﾗｻｷ、ｶﾌﾞﾄﾑ 
 ｼ、････ 

 

   

 水田・畦畔   ｻｼﾊﾞ、ﾁｭｳｻｷﾞ････  ｱﾏｶﾞｴﾙ､ﾔﾏｶｶﾞｼ、ﾊﾗ 
 ﾋﾞﾛﾄﾝﾎﾞ、ﾀﾆｼ、････ 

 

   

 ため池・土手   ｻｼﾊﾞ、ﾀﾇｷ、････   ﾖｼ、ｶﾔﾈｽﾞﾐ､ｼｵｶ
 ﾗﾄﾝﾎﾞ、ﾊｯﾁｮｳﾄﾝ
 ﾎﾞ、ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ､ｲ
 ﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ、････

   
    
    

 
※下線を付した動植物種は注目種・群集として抽出されたもの  

 *21「注目種・群集によるそれらの利用状況」 

生息・生育基盤の分布状況を踏まえ、注目種・群集の出現状況や利用状況から、そ

れぞれの生息・生育基盤の役割を整理する。整理に際しては、各生息・生育基盤を形

成する微地形や植生等の断面図を作成し、生息・生育基盤における注目種・群集の生

息・生育状況を表現する（図－13.1.9参照）。 

また、複数の生息・生育基盤を利用する行動圏の広い注目種については、平面図を

用いて各生息・生育基盤の位置・役割や移動経路等を整理しておくとよい。キツネを

対象としたとりまとめ例を図-13.1.10に示す。 
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図－13.1.9 生息・生育基盤における注目種・群集の生息・生育状況のとりまとめ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－13.1.10 行動圏の広い上位性の注目種（キツネ）の調査結果のとりまとめ例 

 

 *22「注目種・群集とその他の動植物の食物連鎖上の関係」 

注目種・群集及びそれと食物連鎖上の関係のある他の動植物を整理する。整理に際

しては、模式図による表現が有効である（図－13.1.11参照）。 
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図－13.1.11 食物連鎖図のとりまとめイメージ 

 

 *23「土壌水分や受光量等について調査する」  

「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*15を参照のこと。 

*24「地下水について調査する」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*18を参照のこと。 
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13.1.6 予測の手法 

道路の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」において、対象とする影響はそれ

ぞれの要素により異なる。予測すべき影響の種類は、表－13.1.16に示すとおりである。 

「動物」及び「植物」においては、重要な種等及び重要な種・群落に対する影響を予

測する。一方、「生態系」では、注目種・群集への影響が、地域を特徴づける生態系に

対して、どの程度波及するかを予測することになる。 

 
表－13.1.16 予測の対象とする動物・植物・生態系に及ぼす影響の例 

 

  環境要素   影響の概要   

  動 物  
 (重要な種  
 及び注目す  
 べき生息  
 地) 

  ○重要な種の生息地及び注目すべき生息地の消失・縮小  
  ○重要な種等の移動経路の分断  
  △夜間照度の変化に伴う重要な種の生息環境及び注目すべき  
   生息地の生息環境の質的変化（鳥類、爬虫類及び昆虫類の  
   一部が該当する）  
  △地下水の変化に伴う重要な種の生息環境及び注目すべき生  
   息地の生息環境の質的変化（両生類、爬虫類、魚類、底生  
   動物の一部が該当する）  

  植 物  
 (重要な種  
 ・重要な群  
 落) 

  ○重要な種・群落の生育地の消失・縮小  
  △土壌水分や受光量等の変化に伴う重要な種・群落の生育環  
   境の質的変化  
  △地下水の変化に伴う重要な種・群落の生育環境の質的変化  
  （水生及び湿生の種及び群落が該当する）  

  生態系  
 (地域を特  
 徴づける生  
 態系) 

 

 ○注目種・群集の生息・生育基盤の消失・縮小  
○注目種・群集の移動経路の分断  
△土壌水分や受光量等の変化に伴う注目種・群集の生息・生  
 育環境の質的変化  
△地下水の変化に伴う注目種・群集の生息・生育環境の質的  
 変化（湿地など特殊な環境が該当する）  

 

 

 ○注目種・群集への影響を踏まえた、地域を特徴づける生態  
 系への影響  

 

 
 
     ○：調査、予測の参考手法により対応 △：調査、予測の参考手法より詳細な手法により対応  
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13.1.6(1) 予測の手法「動物」 

13.1.6(1)－1 参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

道路構造と重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲＊１から、生息地が消

失・縮小する区間＊２及び重要な種等の移動経路が分断される区間＊３並びにその程度＊４

を把握する。次に、それらが重要な種等の生息に及ぼす影響の程度＊５を、科学的知見や

類似事例を参考に予測する。 

 ２）予測地域 

   予測地域は、調査地域と同じとする。 

 ３）予測対象時期等 

予測対象時期等は、事業特性及び重要な種等の生態を踏まえ、影響が最大になるおそ

れのある時期等とする。 

 ４）予測の不確実性 

  新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合＊６において、予測の不確実性の程度＊７及び不確実性に係る環境影響の程度

を勘案して、必要と認めるときは当該不確実性の内容を明らかにする。 

13.1.6(1)－2 参考手法より詳細な予測の手法 

 １)夜間の照度の変化に伴う影響 

道路照明の設置が、夜間の照度の変化に伴う影響を受けやすい重要な種等に対して著

しい影響を及ぼすおそれがある場合は、その影響の程度を科学的知見や類似事例を参考

に予測する＊８。 

 ２）地下水の変化に伴う影響 

道路（掘割式、地下式）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、地下水

に依存する特殊な環境に生息する重要な種等に対して著しい影響を及ぼすおそれがあ

る場合は、その影響の程度を科学的知見や類似事例を参考に予測する＊９。 

13.1.6(1)－3 予測手法例 

   希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の予測手法例を事例集(別冊：国総研資料第 721 号)

Ⅱ．希少猛禽類の対策に示す。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

動物：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏

まえた事例の引用又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を

敵的確に把握できる時期  
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【解 説】 

 「13.1.6(1)－1 参考予測手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

予測手法を具体的に示した。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる動物の予測を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結

果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲」 

「重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲」は「13.1.5(1) 調査の手法

「動物」６）(2)」で推定したものを用いる。 

 *2「生息地が消失・縮小する区間」 

対象道路事業の道路構造と重要な種の生息地及び注目すべき生息地を重ね合わせ、

それらが消失・縮小する区間を把握する。 

 *3「重要な種等の移動経路が分断される区間」 

例えば、キツネ等中型哺乳類（重要な種）の場合は、移動経路として推定された沢

筋や尾根等に道路構造を重ね合わせ、移動阻害が生じる可能性のある区間を把握する

ことが考えられる（図－13.1.12参照）。 

※移動経路の推定方法については、「13.1.5(1)調査の手法「動物」」*15を参照のこと  

図－13.1.12 「動物」における移動阻害の予測結果のとりまとめ例 
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 *4「その程度」 

重要な種の生息地及び注目すべき生息地が消失・縮小する程度は、改変面積等で把

握する。また、重要な種等の移動経路の分断の程度は、移動阻害が生じる道路区間延

長等で把握する。 

 *5「重要な種等の生息に及ぼす影響の程度」 

生息地の消失・縮小による重要な種等への影響の程度は、生息地が改変される程度

だけではなく、改変される環境の質も踏まえて総合的に判断する。特に、生息地の大

部分が消失する可能性がある場合や、猛禽類の営巣環境など、他に代替することが困

難な生息環境が消失・縮小する可能性がある場合は、影響の程度が大きいと考えられ

る。 

同様に、移動経路の分断による重要な種等への影響の程度では、可能であればけも

の道の利用頻度や移動の目的（例えば繁殖の場所への移動等）を考察するとよい。 

*6「新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

   いない場合」 

これには道路事業が及ぼす影響に関する科学的知見の不足等により、以下のような

場合が相当する。 

(1)動物の生態に関する科学的知見の不足によるもの 

生活史（営巣時期、生息場所等）、他の動植物との関係等 

(2)動物への影響に関する科学的知見の不足によるもの 

  大気環境、水環境、その他の生息・生育環境の質的変化による影響等 

  *7「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。 

 *8「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

例えば、以下のような方法が考えられる。道路照明からの距離、微地形や樹林等道

路照明の照射範囲を限定する障害物の位置から、道路照明の設置に伴い照度が変化す

る範囲及びその照度を予測する。次に、予測された照度及び現状の照度からの変化の

程度から、科学的知見に基づき、重要な種等に及ぼす影響の程度を予測する。 

 *9「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

例えば、以下のような方法が考えられる。まず、道路（掘割式、地下式）の存在に

よる地下水の遮断若しくは流出又は消雪用揚水施設等による地下水の揚水によって地

下水位が変化する可能性を把握する。この場合、地下水の変化の可能性については、

「９．地形及び地質」、「10．地盤」の予測結果を利用することもできる。 

次に、この地下水位の変化が湿地等への水の供給に及ぼす影響の程度を予測する。 
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13.1.6(2) 予測の手法「植物」 

13.1.6(2)－1 参考予測手法 

 １）予測の基本的な手法 

道路構造と重要な種・群落の生育地の分布範囲＊１から、生育地が消失・縮小する区間
＊２及びその程度＊３を把握する。次に、それが重要な種・群落の生育に及ぼす影響の程

度＊４を、科学的知見や類似事例を参考に予測する。 

２）予測地域 

  予測地域は調査地域と同じとする。 

 ３）予測対象時期等 

予測対象時期等は、事業特性及び重要な種及び群落の生態や特性を踏まえ、影響が最

大になるおそれのある時期等とする。 

４）予測の不確実性 

  新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されてい

ない場合＊５において予測の不確実性の程度＊６及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容当該不確実性の内容を明らかにする。 

13.1.6(2)-2 参考手法より詳細な予測の手法 

  １）土壌水分等の変化に伴う影響 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）が、土壌水分や照度等の変化に伴う影響を受けや

すい重要な種・群落の生育地に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、その影

響の程度を科学的知見や類似事例を参考に予測する＊７。 

 ２）地下水の変化に伴う影響 

道路（掘割式、地下式）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、地下水

に依存する特殊な環境に生育する重要な種・群落に対して著しい影響を及ぼすおそれが

ある場合は、その影響の程度を科学的知見や類似事例を参考に予測する＊８。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

植物：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

  植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の

引用又は解析 

二 予測地域 

  調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

   植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握

できる時期 
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【解 説】 

   「13.1.6(2)－1 参考予測手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

予測手法を具体的に示した。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

  ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる植物の予測を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結果

等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「重要な種・群落の生育地の分布範囲」 

「重要な種・群落の生育地の分布範囲」のうち、重要な種の生育地は「13.1.5(2)

調査の手法「植物」 ６）(2)重要な種及び群落の生育地の状況」で示したものを用い

る。また、重要な群落の分布範囲は、調査結果にもとづいて作成した植生図から抽出

する。 

 *2「生育地が消失・縮小する区間」 

例えば、クマガイソウ（重要な種）の生育地の消失・縮小する区間は、現地での確

認地点や分布範囲に道路構造を重ね合わせ、地表部が改変される（生育地が消失・縮

小する）可能性のある区間を把握することが考えられる（図－13.1.13参照）。 

図－13.1.13 「植物」における予測結果のとりまとめ例 

 *3「その程度」 

重要な種・群落の生育地が消失・縮小する程度は、改変面積等で把握する。 

 *4「重要な種・群落の生育に及ぼす影響の程度」 

生育地の消失・縮小による重要な種・群落への影響の程度は、生育地が改変される
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程度を踏まえて判断する。特に生育地の大部分が消失する可能性がある場合や、生育

地の細分化が著しい場合は、影響の程度が大きいと考えられる。 

 *5「新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

    いない場合」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*6を参照のこと。 

 *6「予測の不確実性の程度」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*7を参照のこと。 

*7「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

例えば、以下のような方法が考えられる。 

対象道路事業実施区域（構造別）と重要な種・群落の生育地の分布範囲を重ね合わ

せ、道路の周辺部において生育地の土壌水分や照度等が変化する可能性のある範囲を

把握する。次にこれらの変化によって生じる影響の程度について、改変箇所から生育

地までの距離及び、対象とする植物の日照や土壌水分の変化への敏感さから判断する

（図－13.1.13参照）。 

 *8「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*9を参照のこと。 
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13.1.6(3) 予測の手法「生態系」 

13.1.6(3)－1 参考予測手法 

 １）予測の基本的な手法 

  道路構造並びに生息・生育基盤及び注目種・群集の分布＊１から、生息・生育基盤が消

失・縮小する区間＊２及び注目種・群集の移動経路が分断される区間＊３並びにその程度＊

４を把握する。 

  次に、それらが注目種・群集の生息・生育状況の変化及びそれに伴う地域を特徴づけ

る生態系に及ぼす影響の程度＊５を、注目種・群集の生態並びに注目種・群集と他の動植

物との関係＊６を踏まえ、科学的知見や類似事例を参考に予測する。 

 ２）予測地域 

  予測地域は、調査地域に同じとする。 

 ３）予測対象時期等 

  予測対象時期等は、事業特性及び注目種・群集の生態や特性を踏まえ、影響が最大に

なるおそれのある時期等とする。 

 ４）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合＊７において、予測の不確実性の程度＊８及び不確実性に係る環境影響の程度

を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにする。 

13.1.6(3)－2 参考手法より詳細な予測の手法 

  １）土壌水分等の変化に伴う影響 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在が、土壌水分や照度等の変化に伴う影響を

受けやすい注目種・群集に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、注 目種・

群集の生育状況の変化及びそれに伴う地域を特徴づける生態系に及ぼす影響の程度を、

科学的知見や類似事例を参考に予測する＊９。 

 ２）地下水の変化に伴う影響 

道路（掘割式、地下式）の存在又は消雪用揚水施設による地下水への影響が、地下水

に依存する特殊な環境に生息・生育する注目種・群集に対して著しい影響を及ぼすおそ

れがある場合は、注目種・群集の生息・生育状況の変化及びそれに伴う地域を特徴づけ

る生態系に及ぼす影響の程度を、科学的知見や類似事例を参考に予測する＊10。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

生態系：道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

  注目種について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析  

二 予測地域 

  調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目

種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

  動植物その他の自然環境の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握  

できる時期  
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【解 説】 

 「13.1.6(3)－1 参考予測手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

予測手法を具体的に示した。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる生態系の予測を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「注目種・群集の分布」 

生息・生育基盤ごとに、そこに生息・生育する注目種・群集を整理する。 

 *2「生息・生育基盤が消失・縮小する区間」 

例えば、特殊性の注目種が生息する湿地が消失・縮小する区間は、当該湿地を構成

する生息・生育基盤の分布範囲に、道路構造を重ね合わせ、消失・縮小する可能性の

ある生息・生育基盤の種類と区間を把握することが考えられる(図－13.1.14参照)。 

*3「注目種・群集の移動経路が分断される区間」 

例えば、上位性の注目種であるキツネの移動経路における把握に際しては、推定さ

れる移動経路と道路構造を重ね合わせ、注目種の移動経路として利用されている生

息・生育基盤が分断される可能性のある区間を把握することが考えられる(図－13.1.

14参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－13.1.14 「生態系」の予測結果のとりまとめ例 

 *4「その程度」 

生息・生育基盤の消失・縮小する程度は、改変面積等で把握する。また、移動経路

の分断の程度は、移動阻害が生じる道路区間延長などで把握する。 

 *5「注目種・群集の生息・生育状況の変化及びそれに伴う地域を特徴づける生態系に及 
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   ぼす影響の程度」 

注目種・群集に及ぼす影響は、生息・生育基盤の消失・縮小及び移動経路の分断の

程度を踏まえ注目種・群集の生息・生育に及ぼす影響として定性的に予測する。この

際、表－13.1.17において整理された生息・生育基盤の重要性を考慮して判断するとよ

い。 

さらに、注目種・群集の生態及び注目種・群集と他の動物との関係を踏まえ、地域

を特徴づける生態系全体への影響の程度を定性的に予測する。なお、生態系に及ぼす

影響の予測についてはその科学的知見が極めて乏しいので、予測時における科学的知

見の集積に応じて可能な範囲で検討する。 

 表－13.1.17 生息・生育基盤の重要性の視点 
 

   重要性の視点  内        容   

   多様性  微地形や植生の構造が複雑であり、多様な動植物の生活の場  
となること  

    自然性  植生自然度が高いこと  

   脆弱性  人為的影響に対して弱いこと  

    希少性  分布面積が少ないこと  

    特殊性  特異な立地であること  
 
 

 *6「他の動植物との関係」 

食物連鎖上の関係や、共生の関係をいう。 

 *7「新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

  いない場合」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*6を参照のこと。 

 *8「予測の不確実性の程度」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*7を参照のこと。 

 *9「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

「13.1.6(2) 予測の手法「植物」」*7を参照のこと。 

 *10「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*9を参照のこと。 
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13.1.7 環境保全措置の検討（「動物」、「植物」、「生態系」共通） 

 １）環境保全措置の検討 

予測の結果から、環境影響がない又は環境影響の程度が極めて小さいと判断される場

合以外においては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避し、又

は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環境保

全措置＊１の検討を行う。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2は、それ

ぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理す

る。 

また、「配慮書段階の検討」を行った場合には、その検討以降に決定した概略計画に

おいてどのように環境影響が回避・低減されているか＊３について整理する。 
 ２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、事業者により実行可能な範

囲内において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

 ３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 
   (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 
   (2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性＊4の程度 
   (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 
   (4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し又は低減させることが困難である理由 

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に

関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び

内容 
(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判断し

た根拠 

 ４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、環境保全措置の実施期間中及び環境保全措置の完了後の環境の状態等を

把握するために事後調査を実施＊5する。 

   (1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合  

   (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容を 

より詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調査が

必要と認められる場合 

 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の検討では、予測結果を踏まえ環境影響の種類及び程度に応じて、環

境保全措置の種類を選定する。なお、環境影響評価の段階では環境保全措置の詳細な
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検討が困難な場合もあるため、その場合は環境保全措置を講じるべきおおむねの区間

と、その概要を明らかにすればよい。 

表-13.1.18～20に、環境影響の種類に応じた環境保全措置の例と効果等を示した。 

 
表－13.1.18 環境保全措置の例、効果等（動物の場合） 

 

 影響の  
 種類  

 環境保全措置の例   環境保全措置の効果   実施に伴い生ずるおそれ  
 のある他の環境への影響  

 区分

   生  
   息  
   地  
   の  
   消  
   失  
   ・  
   縮  
   小  

 地形改変の最小化  
 （のり面勾配の修正・  
 擁壁構造の採用等）  

 地形改変による生息地の消
 失・縮小を回避・低減でき
 る  

 擁壁等の規模が大きくな  
 ると景観への影響が生じ  
 る場合がある  

 回避
  ・  
 低減

重要な動物種（卵のう  
等）の移設  

 地形改変区域に生息する個
 体を他の場所に移すことに
 より、種を保全できる  

      －   
 
 
 代償

代替生息地の創出   消失・縮小された生息地を
 周辺地域に復元することに
 より、生息地を代償できる

      －  

 事例集(別冊：国総研資料第721号) 
   Ⅲ．動物、植物の移植・移設に代表的な事例を示す。  

   移  
   動  
   経  
   路  
   の  
   分  
   断  

 移動経路の確保  
 （ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ、ｵｰﾊﾞｰ 
 ﾌﾞﾘｯｼﾞ、ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ、  
 誘導柵等の設置、橋梁  
 下部の利用）  

 動物の移動阻害を低減でき
 る  

      －   
 
 回避
  ・  
 低減

事例集(別冊：国総研資料第721号) 
   Ⅰ．動物の生息地の分断に代表的な事例示す。  

   生  
   息  
   環  
   境  
   の  
   質  
   的  
   変  
   化  

 照明器具の改良（ルー  
 バー付照明器具の採  
 用、照明設置高の配慮  
 等）  

 道路外への道路照明等の漏
 洩を抑え、光に敏感な種へ
 の影響を低減できる  

      －   
 
 
 回避
  ・  
 低減地下水の保全  

（遮水壁の設置、地下  
水流路の確保）  

 水環境（地下水、表流水等
 を含む）の変化に伴う生息
 環境の変化を低減できる  

      －  

事例集(別冊：国総研資料第721号) 
   Ⅳ．動物、植物に対する道路照明設備の配慮に代表的な事例を示す。  
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表－13.1.19 環境保全措置の例、効果等（植物の場合） 
 

 影響の  
 種類  

 環境保全措置の例   環境保全措置の効果   実施に伴い生ずるおそれ  
 のある他の環境への影響  

 区分

   生  
   育  
   地  
   の  
   消  
   失  
   ・  
   縮  
   小  

 地形改変の最小化  
 （のり面勾配の修正、  
 擁壁構造の採用等）  

 地形改変による生育地の消
 失・縮小を回避・低減でき
 る  

 擁壁等の規模が大きくな  
 ると景観への影響が生じ  
 る場合がある  

 回避
  ・  
 低減

 重要な植物種の移植   地形改変区域に生育する個
 体を他の場所に移すことに
 より、種を保全できる  

      －   
 
 
 代償

 代替生育地の創出   消失・縮小された生育地を
 周辺地域に復元することに
 より、生育地を代償できる

      －  

事例集(別冊：国総研資料第721号) 
   Ⅲ．動物、植物の移植・移設に代表的な事例を示す。  

   生  
   育  
   環  
   境  
   の  
   質  
   的  
   変  
   化  

 植栽等による林縁保護   伐採された樹林の修復や林
縁の露出の低減を図ること
により、樹林内に生育する
重要な種等への影響を低減
できる 

      －   
 
 
 回避
  ・  
 低減

 地下水の保全  
 （遮水壁の設置、地下  
 水流路の確保）  

 水環境（表流水、地下水等
 を含む）の変化に伴う生育
 環境の変化を低減できる  

      －  

 
 

表－13.1.20 環境保全措置の例、効果等（生態系の場合） 
 

  影響の  
 種類  

 環境保全措置の例   環境保全措置の効果   実施に伴い生ずるおそれ  
 のある他の環境への影響  

 区分

   生  
   息  
   ・  
   生  
   育  
   基  
   盤  
   の  
   消  
   失  
   ・  
   縮  
   小  

 地形改変の最小化（の  
 り面勾配の修正、擁壁  
 構造の採用等）  

 地形改変による生息・生育
 基盤の消失・縮小を回避・
 低減できる  

 擁壁等の規模が大きくな  
 ると景観への影響が生じ  
 る場合がある  

 
 
 
 
 回避
  ・  
 低減

 既存種による植栽（の  
 り面等地表改変部）  

 伐採された樹林の修復を図
 ることにより、影響を低減
 できる  

      －  

 表土の利用   縮小された生息・生育地を
 表土の保全・利用によって
 修復することにより、影響
 を低減できる  

      －  

 代替生息・生育基盤の  
 創出  

 消失・縮小された生息・生
 育地をのり面や周辺地域に
 復元することにより、生息
 ・生育地を代償できる  

      －   
 代償

   移  
   動  
   経  
   路  
   の  
   分  

 移動経路の確保  
 （ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ、ｵｰﾊﾞｰ 
 ﾌﾞﾘｯｼﾞ、ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ、  
 誘導柵等の設置、橋梁  
 下部の利用）  

 動物の移動経路の移動阻害
 を低減できる  

      －   
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    断      

 回避

  ・  
 低減

   生  
   息  
   ・  
   生  
   育  
   環  
   境  
   の  
   質  
   的  
   変  
   化  

植栽等による林縁保護   伐採された樹林の修復や林
縁の露出の低減を図ること
により、樹林内に生育する
重要な種等への影響を低減
できる  

      －  

 地下水の保全  
 （遮水壁の設置、地下  
 水流路の確保）  

 水環境（表流水、地下水等
 を含む）の変化に伴う生息
 ・生育環境の変化を低減で
 きる  

         －  

 
１）回避・低減措置 

 環境影響を回避又は低減するための代表的な環境保全措置の内容を以下に示す。 

①地形改変の最小化（「動物」、「植物」、「生態系」に適用） 

  評価対象（重要な種の生息地等）が対象道路事業によって改変される場合、擁

壁構造の採用等によって地形の改変量を縮小し、評価対象への影響の回避・低減を

図るものである。この手法は、自然性が高く代償が困難な植物群落や、昆虫類等比

較的生息面積が狭い動物の生息地を保全する場合は効果がある。なお、大規模な擁

壁等が設置されると景観上の問題が生じる場合がある。 

②移動経路の確保（「動物」、「生態系」に適用） 

  動物の移動経路が対象事業によって分断される場合、ボックスカルバート等の

構造物を移動経路として確保し、影響の回避・低減を図るものである。この手法は、

中・大型哺乳類のように、広い行動範囲において一定の移動経路をもつことが多い

動物を保全する場合は、ある程度効果が期待できる。その際、対象種の特性に応じ

て適切な構造の移動経路を採用する必要がある。また、沢が移動経路となっている

場合には、可能な限り橋梁構造を採用するなどして移動経路を確保する方法も効果

的である。 

③地下水の保全（「動物」、「植物」、「生態系」に適用） 

  水生生物の重要な種の生息地又は植物の生育地で、対象道路事業によって地下

水流路や表流水路が分断され、水環境が消失・縮小する場合、遮水壁の設置等によ

って水環境への影響の回避・低減を図るものである。 

④既存種による植栽、表土の利用（「生態系」に適用） 

  道路の存在により植生が失われた場合に、のり面等への表土の保全、既存種に

よる緑化等により、縮小した植生を復元し、影響の低減を図るものである。生態系

を支える基盤環境を復元しようとする際に効果的である。 

⑤照明器具の改良（「動物」に適用） 

  道路照明によって動物の重要な種が影響を受ける場合、照明器具を改良するこ

とにより、影響の低減を図るものである。照明の影響を受けやすい動物の生息地が

道路に近接している場合は効果がある。 

⑥植栽等による林縁保護（「植物」、「生態系」に適用） 

 樹林が伐採される場合、樹林内の照度や湿度等微気象が変化することにより植
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物種の生育が困難になり、さらには群落なども変化する場合がある。そのため、

植栽の導入や胴切り（段切り）によって伐採部分に林縁を形成し、樹林内の環境

の変化を抑制することで、重要な種・群落への影響の低減を図ることが期待でき

る。 

２）代償措置 

 損なわれる環境の有する価値を代償するための代表的な環境保全措置を以下に示

す。 

①動物及び植物の重要な種の移設・移植（「動物」、「植物」に適用） 

 改変量の縮小にもかかわらず重要な種の生息地又は生育地の改変が避けられな

い場合に、動物や植物の個体を他の場所への移設又は移植することにより、代償

を図るものである。ただし、動植物の移設・移植は、種によって難易の差が大き

いため、対策の実現性について事前に検討する必要がある。その結果、移設・移

植を実施する場合には、保全対象の重要性や移設・移植の難易を勘案して、保全

目標をあらかじめ設定することが必要である。また、移設・移植後に、保全目標

に応じて生息・生育の状況を確認することが望ましい。 

②代替生息地、代替生育地、代替生息・生育基盤の創出（「動物」、「植物」、「生

態系」に適用） 

消失した生息地、生育地等の代替のため、生息地や生育地を新たに創出するこ

とによって代償を図るものである。ただし、代替生息地等の創出は、対象となる

動植物種や環境によって難易の差が大きいため、対策の実現性について事前に検

討する必要がある。その結果、代替生息地等の創出を実施する場合には、保全対

象の重要性や代替生息地等の創出の難易を勘案して、保全目標をあらかじめ設定

することが必要である。また、代替生息地等の創出後は、保全目標に応じて重要

な種等の生息・生育の状況を確認することが望ましい。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合に相当する。 

 *3「概略計画においてどのように環境影響が回避・低減されているか」 

「配慮書段階の検討」を行った場合、その検討以降に決定した概略計画を他の複数

案と比較し、回避・低減されている環境影響について、以下を整理する。 

・環境影響の回避・低減を検討した対象（コントロールポイント等） 

・上記対象に関する環境影響の回避・低減の状況 

この整理により、「配慮書段階の検討」からＥＩＡを通じて、事業計画の検討の中で

どのように環境への配慮がなされたのか、総合的に把握することが可能になる。 

なお、（「配慮書段階の検討」を含む）概略ルート・構造の検討から、概略計画の

決定に至る過程（プロセス）については、構想段階の計画策定プロセスに関するガイ

ドライン等に基づくものとする。 

*4「環境保全措置の効果の不確実性」 

 「動物」、「植物」、「生態系」に係る環境保全措置は、事例や対策技術の蓄積の
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不足により、環境保全措置の効果に不確実性を伴う場合がある。例えば、「植物」の

重要な種の環境保全措置として移植を行う際、これまで移植事例がない種への対策効

果については、不確実性が生じる場合があると考えられる。 

*5「環境保全措置の実施期間中及び環境保全措置の完了後の環境の状態等を把握するた

めに事後調査を実施」 

事後調査は本文中の(1)～(4)の事項に該当する場合に実施を検討するものである。

事後調査を実施すべき例としては、例えば、対象道路事業の実施に伴いタコノアシが

生育するため池の湿地部が改変され、生育地の消失が予測される場合を想定する。こ

の場合、タコノアシの地域的な絶滅につながる可能性があり、本種の移植を環境保全

措置（代償措置）として実施することが考えられる。しかし、移植後のタコノアシの

活着に関する基礎データが不十分なため、その効果は不確実性が大きい。そこで、事

後調査としてタコノアシの移植に関する実験等を行い、適切な移植場所や移植方法を

検討するための基礎データを収集することが考えられる。 

   事後調査で把握すべき「環境の状態等」とは、「地形改変の状況と環境保全措置の

実施状況」と「保全対象とその生息・生育環境の状況」から構成される。詳細は「13.

1.9 事後調査の手法」を参照のこと。 

事後調査の実施に際しては、必要に応じて学識経験者等の意見を参考とすることが

考えられる。また、事後調査を行う場合は、保全対象の重要性や環境保全措置の難易

を勘案してあらかじめ設定した保全目標を踏まえて、事後調査の目的を明確にすると

ともに、省令第三十二条に従い、事後調査の項目や手法（「13.1.9 事後調査の手法」

参照）などを明らかにする必要がある。 

なお、参考までに事例集(別冊：国総研資料第721号)Ⅰ．動物の生息地の分断、Ⅱ．

希少猛禽類の対策、Ⅲ．動物、植物の移植・移設に事後調査事例を示す。 
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13.1.8 評価の手法（「動物」、「植物」、「生態系」共通） 

評価の手法は以下による。 

なお、「配慮書段階の検討」において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとさ

れた内容がある場合は、その対応状況を整理する。＊1 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置を行った場合にはその結果を踏まえ、道路

（地表式又は掘割式、嵩上げ式、地下式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態系」

に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減され

ており、必要に応じその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされている

かどうかについて＊2、見解を明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に

関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果

との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

 

【解 説】 

予測の結果から、環境影響がない又は環境影響の程度が極めて小さいと判断される場

合は、そのことをもって環境影響が回避されているという評価を行う。また、環境保全

措置を検討した場合は、環境保全措置による回避、低減の程度により評価を行う。 

 
*1「『配慮書段階の検討』において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとされた

内容がある場合は、その対応状況を整理する」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低減

されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡで詳細に検討すべきとされた場合、それ

に対応した旨を明らかにする。 

*2「必要に応じその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているかどう

かについて」 

環境影響の回避・低減が困難な場合は代償措置を検討する。代償措置の評価は、損な

われる環境と環境保全措置により創出される環境の価値を比較することにより行う。 
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13.1.9 事後調査の手法（「動物」、「植物」、「生態系」共通） 

「動物」、「植物」、「生態系」において事後調査を実施する場合は、環境保全措置の

効果の把握を主とする事後調査の目的に沿って、適切かつ効率的な手法を選択する。以下、

本節における保全対象とは、事後調査の対象の動物、植物、生態系を指す。 

１）事後調査すべき情報 

(1)地形改変の状況と環境保全措置の実施状況＊1 

   a.地形改変の状況 

    地形改変の範囲・面積、地形改変箇所と保全対象の位置関係、工事の時期等。 

b.環境保全措置の実施状況 

環境保全措置の種類、実施方法、実施箇所、実施期間等。 

   (2)保全対象と生息・生育環境の状況 

   a.保全対象の生息・生育の状況 

    動物：保全対象の重要な種等の繁殖・営巣、移動、休息、採餌等の行動内容。 

    植物：保全対象の重要な種・群落の生育状態に係る内容。 

    生態系：保全対象の注目種・群集の繁殖・営巣、移動、休息、採餌等の行動内容、

生育状態に係る内容。 

   b.保全対象の生息・生育環境の状況＊2 

    動物：保全対象の重要な種等の生息に係る微地形、水系及び植物群落等の状況。 

    植物：保全対象の重要な種・群落の生育に係る微地形、水系等の状況。 

生態系：保全対象の注目種・群集の生息・生育環境に係る微地形、水系及び植物

群落の状況。 

 ２）事後調査の基本的な手法 

  事後調査すべき情報の内容に応じて、資料調査又は現地調査を行う。ただし、現地調

査に際してはできる限り環境への影響の少ない調査方法＊3を選定する。 

 (1)地形改変の状況と環境保全措置の実施状況 

   a.地形改変の状況 

    工事記録・図面等の資料収集又は現地確認による方法とする。 

b.環境保全措置の実施状況 

環境保全措置の実施時にその状況を記録する方法とする。 

(2)保全対象と生息・生育環境の状況 

a.保全対象の分布及び生息・生育の状況 

    動物：現地踏査において、個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取りによる方法＊4

とする。なお、自動のカメラ撮影やマイクの設置等による方法により、調

査の効率化が図れる場合がある。 

    植物：現地踏査において、個体の目視やカメラ撮影による方法＊5とする。 

生態系：現地踏査において、個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取りによる方法
＊6とする。なお、「動物」及び「植物」の事後調査結果から当該情報が得

られる場合は、それを利用できる。 

いずれにおいても、他機関や地域住民等から関連する情報が得られる場合があり、

これらを活用することも有用である。 
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b.保全対象の生息・生育環境の状況 

    動物：現地踏査において、微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を確認＊7す

ることによる。なお、植物群落の状況に関しては、「植物」の調査結果を

利用することができる。 

    植物：現地踏査において、微地形、水系等を目視確認＊8することによる。 

    生態系：現地踏査において、生息・生育基盤について、注目種・群集の生活の場

となる微地形、水系、植物群落等の状況を目視確認＊9することを基本とす

る。この際、植物群落に関しては「植物」の調査結果を利用することがで

きる。 

 ３）事後調査地域 

対象道路事業実施区域で保全対象の生息・生育が確認された地域とする。 

 ４）事後調査地点 

  環境保全措置の実施箇所及びその周辺＊10を設定する。  

 ５）事後調査期間等 

  (1)事後調査期間 

    環境保全措置の実施期間中＊11及び環境保全措置の完了後から環境保全措置の効

果について一定の情報が得られるまでの期間＊12とする。 

(2)事後調査時期 

  動物：保全対象の重要な種等の生態を踏まえ、その生息及び生息環境の状況を確認

しやすい時期＊13に設定する。 

  植物：保全対象の重要な種・群落の生態を踏まえ、その生育及び生育環境の状況を

確認しやすい時期＊14に設定する。 

  生態系：保全対象の注目種・群集及びその生息・生育環境の状況の確認しやすい時

期＊15を設定する。 

(3)事後調査の時間帯 

動物：動物及び保全対象の重要な種等を確認しやすい時間帯＊16とする。 

植物：昼間に実施することを基本とする。 

生態系：動植物、保全対象の注目種・群集を確認しやすい時間帯＊17とする。 

 ６）事後調査結果の整理・解析方法 

(1)地形改変の状況と環境保全措置の実施状況 

 地形改変の状況と環境保全措置の実施状況を図表等に整理する。 

(2)保全対象と生息・生育環境の状況 

動物：保全対象の重要な種等の確認状況を図表等に整理する＊18。また、保全対象の

重要な種等の確認位置を基本とし、その生態、生息の状況及び生息環境の状

況から、保全対象の重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲を推

定し＊19、それを図示する。なお、可能であれば、それらが繁殖地、営巣地、

移動経路、休息地、採餌地等として利用している場所を明らかにする。 

植物：保全対象の重要な種・群落の確認状況を、図表等に整理する＊20。また、保全

対象の重要な種に関しては、その確認位置を基本とし、その生態、生育の状

況及び生育環境の状況から、保全対象の重要な種の生育地の分布範囲を示す
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＊21。  

生態系：生息・生育基盤の状況及び注目種・群集によるそれらの利用状況＊22並びに

注目種・群集とその他の動植物の食物連鎖上の関係＊23及び共生の関係を整理

する。 

  (3)環境保全措置の効果の把握 

    上記(1)と(2)の関係、及びこれらと環境影響評価の結果との関係を整理すること

により、当該環境保全措置の効果を把握する＊24。  

(4)事後調査結果の公表 

対象事業に係る工事が完了した段階で環境保全措置や事後調査の結果を公表する
＊25。 

なお、保全対象の重要な種の生息・生育地の分布範囲の公表にあたっては、これ

らの動物・植物を保護する観点から、必要に応じてその場所が特定できないように

配慮する＊26。 

 

【解 説】 

 *1「地形改変の状況と環境保全措置の実施状況」 

   事後調査の主な目的である環境保全措置の効果の把握にあたっては、保全対象の生

息・生育状況のみならず、当該工事による地形改変の状況や環境保全措置の実施状況

を併せて調査・記録することが必要である。 

*2「保全対象の生息・生育環境の状況」 

  環境保全措置の効果の把握と並んで、環境保全措置の内容に関する知見の蓄積と進

展に資するためには、環境保全措置の実施前後（移設・移植においては、移設・移植

元と移設・移植先の双方）における環境条件の把握が必要である。このため、１）(2)

a.保全対象の生息・生育の状況のみならず、１）(2)b.保全対象の生息・生育環境の

状況の把握が求められる。 

 *3「環境への影響の少ない調査方法」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*3、「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*3及び

「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*6を参照のこと。 

 *4「個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取りによる方法」 

調査の詳細度（手法、頻度等）は、事後調査の目的に応じて適切に選択する。例え

ば、両生類の移設を実施した場合は、①個体や卵塊の数を詳細に記録する方法、又は

②保全対象種の卵塊の存在のみを記録する方法等が選択肢として考えられる。 

 *5「個体の目視やカメラ撮影による方法」 

   調査の詳細度（手法、頻度等）は、事後調査の目的に応じて適切に選択する。例え

ば、植物の移植を実施した場合は、①個体数の増減や生育状況を詳細に記録する方法、

又は②保全対象種の存在のみを記録する方法等が選択肢として考えられる。なお、保

全対象の生態特性により、保全対象の個体を含む表土等を移植した場合には、保全対

象の生育は生育環境に依存するため、個体の生育状況にはとらわれずに、(2)b.保全対

象の生育環境の状況を重点的に調査する必要がある。 
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*6「個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取りによる方法」 

 上記*4及び*5を基本的に用いる。 

*7「微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を確認」 

  例えば、両生類の移設を実施した場合は、移設元及び移設先における水質や環境条

件の変化を記録する。調査の詳細度（手法、頻度等）は事後調査の目的に応じて、①

水質（水温、pH、SS、DO、EC）や環境状況（水深、水量、人為的改変の有無、当該事

業以外の要因による周辺環境の変化等）を詳細に記録する方法、又は②環境条件の変

化（水量、水の濁り、人為的改変の有無、当該事業以外の要因による周辺環境の変化

等）を目視のみで把握する方法等を適切に選択する。これらは環境保全措置の効果や

移設先に求められる環境条件を把握するために必要である。 

*8「微地形、水系等を目視確認」 

  例えば、植物の移植を実施した場合は、移植元及び移植先における植生（保全対象

以外の種の生育状況）、日照（日当たり、風通し）、土壌（土湿）、人為的改変の有

無、動物による食害、当該事業以外の要因による周辺環境の変化を記録する。これら

は環境保全措置の効果や移植先に求められる環境条件を把握するために必要である。 

*9「微地形、水系、植物群落等の状況を目視確認」 

 上記*7及び*8を参照のこと。 

*10「環境保全措置の実施箇所及びその周辺」 

  保全対象の生息・生育環境の状況を把握するため、環境保全措置の実施箇所の周辺

の微地形、水系、植物群落等においても調査地点を設定する必要がある。範囲は保全

対象の移動能力や行動圏等を考慮して設定する。 

*11「環境保全措置の実施期間中」 

  工事の着手及び進捗に伴い、動物の移設や植物の移植等の環境保全措置を実施して

いる期間を指す。この期間は、事後調査の結果から必要に応じて環境保全措置の内容

をより詳細なものにする等の対応が可能である。このため、環境保全措置はできるだ

け早期に実施すると共に、この期間に重点的に事後調査を実施することが望ましい。

事後調査の結果から環境保全措置の内容をより詳細なものにする等の対応の実施及

びその終了の判断においては、必要に応じて学識経験者等の意見を参考とする。 

*12「環境保全措置の完了後から環境保全措置の効果について一定の情報が得られるま

での期間」 

   対象道路事業実施区域における動物の移設や植物の移植等の環境保全措置が完了し

た時点から、環境保全措置の効果として保全対象の継続的な生息・生育が確認できる

までの期間を指す。保全対象の継続的な生息・生育を確認するために必要な期間は、

保全対象の生態を踏まえて設定する必要があるが、動物の移設や植物の移植等につい

ては、保全対象やその生息・生育環境の状況を判断しうる期間として、環境保全措置

の完了後から概ね3年程度を基本に判断することが考えられる。事後調査の終了の判断

においては、必要に応じて学識経験者等の意見を参考とする。 

*13「確認しやすい時期」 

 「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*11を参照のこと。 

*14「確認しやすい時期」 
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 「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*10を参照のこと。 

*15「確認しやすい時期」 

 「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*11及び「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*10

を参照のこと。 

*16「確認しやすい時間帯」 

 「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*12を参照のこと。 

*17「確認しやすい時間帯」 

 「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*17を参照のこと。 

*18「図表等に整理する」 

 「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*14を参照のこと。 

*19「保全対象の重要な種等の確認位置を基本とし、その生態、生息の状況及び生息環

境の状況から、保全対象の重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲を推

定」 

 「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*15を参照のこと。 

*20「図表等に整理する」 

 「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*12を参照のこと。 

*21「保全対象の重要な種に関しては、その確認位置を基本とし、その生態、生育の状

況及び生育環境の状況から、保全対象の重要な種の生育地の分布範囲を示す」 

  「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*13を参照のこと。 

*22「注目種・群集によるそれらの利用状況」 

  「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*21を参照のこと。 

*23「注目種・群集とその他の動植物の食物連鎖上の関係」 

  「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*22を参照のこと。 

*24「当該環境保全措置の効果を整理する」 

  事後調査の主な目的である環境保全措置の効果について、その不確実性の程度と共

に整理する。 

*25「対象事業に係る工事が完了した段階で環境保全措置や事後調査の結果を公表する」 

  環境保全措置や事後調査の結果を公表することは、当該事業に対する環境保全の要

請に応えると共に、環境保全措置に関する知見の蓄積や以後の環境影響評価で活用す

るために重要である。 

環境保全措置の実施期間中又は供用後における環境保全措置や事後調査の結果は、

必要に応じて公表する。 

*26「必要に応じてその場所が特定できないように配慮する」 

   「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*16及び「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*

14を参照のこと。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

13.動物、植物、生態系 
13.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る「動物」、「植物」、「生態系」  

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「13.2工事施工ヤードの設置及び工事用

道路等の設置に係る「動物」、「植物」、「生態系」」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に

示す。今回の改定では、主務省令*1の改正及び事後調査に関する新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

*2事後調査の手法の追加 

「道路環境影響評価の技術手法」 13.2「工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る「動物」、「植物」、「生態系」」の改定の経緯

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3745号 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室 

初版 
                 
                 

主任研究員 
室 長 
主任研究員 
前研究員 
元交流研究員 

上坂 克己 
大西 博文 
角湯 克典 
小根山 裕之 
小菅 敏裕 

旧建設省土木研究所環境部緑化生
態研究室  

室 長 
前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫 
森崎 耕一 
石坂 健彦 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第394号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部緑化生態研究室 

主務省令の改正 
別冊事例集の作成

前主任研究官 
室 長 

大塩 俊雄 
松江 正彦 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部緑化生態研究室 

環境影響評価法の
改正 
主務省令の改正 
事後調査の手法の
追加 

室 長 
研究官 
前室 長 
前研究官 

栗原 正夫 
上野 裕介 
松江 正彦 
園田 陽一

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主任研究官 
研究官 
室 長 
前室 長 

井上 隆司 
山本 裕一郎 
角湯 克典 
曽根 真理
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「13.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る『動物』、『植
物』、『生態系』」の概要 
 

工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る「動物」、「植物」、「生態系」で

は、生物の多様性の確保、多様な自然環境の体系的保全の観点から環境影響評価を行う。

 工事施工ヤードの設置、工事用道路の設置に係る「動物」、「植物」、「生態系」の環

境影響評価の考え方は、「13.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、

「植物」、「生態系」」と基本的に同じである。 
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13.2.1 事業特性の把握  
１）対象道路事業の工事計画の概要  
 ①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高

架）、概ねの位置、延長  
 ②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される

位置  
 ③想定される主な工種等  

 13.2.2 地域特性の把握  
１）自然的状況 
 ①水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状

況（環境基準の確保の状況を含む）  
 ②土壌及び地盤の状況 ③地形及び地質の状況  
 ④動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況  
２）社会的状況 
 ①土地利用の状況  
 ②環境の保全を目的として法令等により指定された

地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容

その他の状況  
 
 
 
 

13.2.3 項目の選定  
１）参考項目を選定する場合 
 ①工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る動物については、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の

設置が想定される区域及びその周辺に、重要な種の生息地及び注目すべき生息地が存在する可能性がある場合

 ②工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る植物については、工事施工ヤードの設置、工事用

道路等の設置が想定される区域及びその周辺に、重要な種・群落の生育地が存在する可能性がある場合  
 ③工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る生態系については、工事施工ヤードの設置、工事

用道路等の設置が想定される区域及びその周辺に、動植物の生息・生育地が存在する可能性がある場合  

 
 
 

13.2.4 調査及び予測の手法の選定  
  調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の例に示すように参考手法による調査・予測が

困難な場合は、必要に応じ参考手法より詳細な手法を選定する。  
 工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）に伴う地下水への影響が、地下水に依存する特殊な環境に生

息・生育する重要な種等、重要な種・群落又は注目種・群集に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合（動物、

植物、生態系）。  
 
 
 

 13.2.5 調査の手法  
参考調査手法  
文献その他の資料による情報の収集及び現地調査による情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析。  

 
参考手法より詳細な手法  
 地下水に係る調査  
 （動物、植物、生態系）  
 
 希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の調

査手法例を事例集(別冊：国総研資料第72

1号)Ⅱ．希少猛禽類の対策に示す。  

      ＜文献及び現地調査による情報の収集＞  

   動植物、植生の状況    地形、地質、水象等の状況  

 

                  ＜情報の整理・解析内容＞  

 動物・植物   生態系  

 ・重要な種などの見直し  
・重要な種などの生態  
・重要な種などの生息又は生 
 育の状況  
・重要な種などの生息環境又 
 は生育環境の状況  

     生息・生育基盤  

 

 ・注目種・群集の見直し  
・注目種・群集の生態  
・注目種・群集の生息又は生

 育の状況  
・注目種・群集の生息又は生

 育環境の状況 
 
 動物             植物 
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 重要な種の  
生息地及び  
注目すべき  
生息地  

 重要な種の  
生育地及び  
群落の生育  
地 

  ・生息・生育基盤及び注目種

 ・群集による利用状況  
・注目種・群集の生態、他の

 動植物との関係  

  
 

 
 
 

13.2.6 予測の手法  
参考予測手法  
１）動物  
  工事施工ヤード及び工事用道路等と重要な種の生息地及び注目すべ

き生息地の分布範囲から、生息地が縮小・消失する区間及びその程度

を把握する。次に、それらが重要な種等の生息に及ぼす影響を、科学

的知見や類似事例を参考に予測する。  
２）植物  
  工事施工ヤード及び工事用道路等と重要な種・群落の生育地の分布

範囲から、生育地が消失・縮小する区間の位置並びにそれらの程度を

把握する。次に、それらが重要な種・群落の生育に及ぼす影響の程度

を、科学的知見や類似事例を参考に予測する。  
３）生態系  
  工事施工ヤード及び工事用道路等並びに生息・生育基盤及び注目

種・群集の分布から、生息・生育基盤が消失・縮小する区間及び注目

種・群集の移動経路が分断される区間並びにそれらの程度を把握する。

  次に、それらが注目種・群集の生息・生育状況の変化及びそれに伴

う地域を特徴づける生態系に及ぼす影響の程度を、注目種・群集の生

態並びに他の動植物との関係を踏まえ、科学的知見や類似事例を参考

に予測する。  

 
参考手法より詳細な手法  
 地下水の変化に伴う影響の予測  
 （動物、植物、生態系）  
 
 希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の予

測手法例を事例集(別冊：国総研資料第72

1号)Ⅱ．希少猛禽類の対策に示す。  

 
 
 

13.2.7 環境保全措置の検討 
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環境

影響をできる限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環境保

全措置の検討を行う。  
②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討等

を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。  
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴い生

ずるおそれがある環境への影響、代償措置にあっては、回避・低減が困難な理由、損なわれる環境及び創出され

る環境に係る環境要素の種類及び内容を明らかにする。 
 
 
 

13.2.8 評価の手法  
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減又は代償されているかどうかを評価する。  
 ②国又は地方公共団体による基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。  
   

13.2.9 事後調査の手法  
資料調査及び現地調査による情報の収集並びに整理・解析 

・地形改変の状況と保全措置の実施状況 

・保全対象と生息・生育環境の状況 

・環境保全措置の効果 

図－13.2.1 「工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る『動物』、『植物』、『生態系』」 

における調査・予測・評価の流れ                
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13.2.1 事業特性の把握 

 事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、工事施工ヤード、工事用道路等の設置に

係る「動物」、「植物」、「生態系」の調査及び予測に関連する以下の項目を把握する。

なお、当該事業において「配慮書段階の検討＊1」を行った場合は、その検討で収集した情

報を活用し、不足する情報を補足する。 

 １）対象道路事業の工事計画の概要 

 (1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長 

(2) 工事施工ヤード＊2、工事用道路等の設置が想定される位置 

 (3) 想定される主な工種等 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要に

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業の工事計画の概要」は、動植物の生息・生育地との位置関係を判断す

るために必要である。なお、項目の選定の考え方は、「13.2.3 項目の選定」を参照の

こと。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業の工事計画の概要」は、調査及び予測の手法を選定する際に必要であ

る。特に、「想定される主な工種等」において、調査及び予測の参考手法の適用が困難

な場合は、必要に応じて参考手法より詳細な手法を選定する。詳細は、「13.2.4 調査

及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

 ３）予測に用いる事業特性 

 「工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される位置」は、動植物の生息・生育

地が改変される場所や面積を把握する際に必要である。「本線工事における区分、概ね

の位置、延長」及び「想定される主な工種等」は、「動物」、「植物」、「生態系」の

予測の実施にあたり、影響の種類、位置及び程度を明らかにする際に必要である。詳細

は、「13.2.6(1)～(3) 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階配

慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 *2「工事施工ヤード」 

 「工事施工ヤード」には、本線工事の区域も含まれる。 
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13.2.2 地域特性の把握  

 地域特性の把握は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、

「生態系」と同じである。 

 

【解 説】 

「13.1.2 地域特性の把握」を参照のこと。 

 

13.2.3 項目の選定 

１）参考項目 

参考項目は、以下のとおりとする。 

(1) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る動物 

  (2) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る植物 

  (3) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る生態系 

 ２）参考項目を選定する場合 

    標準項目の選定は、以下の場合に行う。 

  (1) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る動物については、工事施工ヤ

ードの設置、工事用道路等の設置が想定される区域及びその周辺＊1に、重要な種の

生息地及び注目すべき生息地が存在する可能性がある場合 

  (2) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る植物については、工事施工ヤ

ードの設置、工事用道路等の設置が想定される区域及びその周辺＊2に、重要な種・

群落の生育地が存在する可能性がある場合 

  (3) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る生態系については、工事施工

ヤードの設置、工事用道路等の設置が想定される区域及びその周辺＊3に、動植物の

生息・生育地が存在する可能性がある場合 
 
【解 説】 

*1「その周辺」 

「13.1.3 項目の選定」*1を参照のこと。 

  *2「その周辺」 

「13.1.3 項目の選定」*2を参照のこと。 

  *3「その周辺」 

「13.1.3 項目の選定」*3を参照のこと。 
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13.2.4 調査及び予測の手法の選定 

調査及び予測の手法の選定は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書

手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。なお、必要に応じ学識経験者等の意

見を参考にする。 

１）参考手法 

(1) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る「動物」の調査及び予測 の 

手法は、13.2.5(1)及び13.2.6(1)の参考手法を選定する。この際、評価対象とする

重要な種及び注目すべき生息地＊1ついて重要な種及び当該生息地が注目される理由

となる動物の種＊2（以下、重要な種等という）の生態を踏まえ＊3、調査及び予測を

実施する上で適切かつ効果的な手法を選定する。 

  (2) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る「植物」の調査及び予測の手

法は、13.2.5(2)及び13.2.6(2)の参考手法を選定する。この際、評価対象とする重

要な種・群落＊4の生態を踏まえ＊5、調査及び予測を実施する上で適切かつ効果的な

手法を選定する。 

(3) 工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置に係る生態系の調査及び予測の手法

は、13.2.5(3)及び13.2.6(3)の参考手法を選定する。この際、評価対象とする地域

を特徴づける生態系＊6の特性に応じて、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目

される動植物の種又は生物群集（以下、「注目種・群集」という＊7）の生態を踏ま

え＊8、調査及び予測を実施する上で適切かつ効果的な手法を選定する。 

２）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

以下の例のように、生息・生育環境の質的変化に伴い著しい影響が懸念される場合は、

参考手法より詳細な調査手法および予測手法を選定する。 

    工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）に伴う地下水への影響が、地下水

に依存する特殊な環境＊9に生息・生育する重要な種等、重要な種・群落又は注目種・群

集に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合（動物、植物、生態系） 

 

【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、省令別表第一に

掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で参考手法を勘案して選

定する。ただし、具体的な調査・予測手法は、特に評価対象とする重要な種等、重要な

種・群落又は注目種・群集の生態に応じて選定する必要がある。さらに、省令第八条第

４項に基づき参考手法より詳細な調査及び予測の手法を選定する場合の例を示した。 

 

*1「評価対象とする重要な種及び注目すべき生息地」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*1を参照のこと。 

  *2「注目される理由となる動物の種」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*2を参照のこと。 

   *3「生態を踏まえ」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*3を参照のこと。 

  *4「評価対象とする重要な種・群落」 
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「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*4を参照のこと。 

  *5「生態を踏まえ」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*5を参照のこと。 

  *6「評価対象とする地域を特徴づける生態系」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*6を参照のこと。 

  *7「上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集（以下、

「注目種・群集」という）」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*7を参照のこと。 

  *8「生態を踏まえ」 

「13.1.4 調査及び予測の手法の選定」*5を参照のこと。 

  *9「地下水に依存する特殊な環境」 

   「13.1.3 項目の選定」*8を参照のこと。 
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13.2.5 調査の手法 

13.2.5(1) 調査の手法「動物」 

13.2.5(1)－1 参考調査手法 

調査の手法は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」の調査に同じ

である。ただし、調査地域の設定に関しては、以下のとおりとする。 

１）調査地域 

調査地域は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される区域及びその周辺と

する。そのうち、現地踏査を行う範囲は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定

される区域及びその端部から250m程度＊１を目安とする。ただし、行動圏の広い重要な種

等に関しては、必要に応じ適宜拡大する＊2。  

13.2.5(1)－2 参考手法より詳細な調査の手法 

１）地下水に係る調査 

工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）に伴う地下水への影響が、地下水

を水源とする特殊な環境に生息する重要な種等に著しい影響を及ぼすおそれがある場

合は、地下水について調査する＊3。 

13.2.5(1)－3 調査手法例 

希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の調査手法例を事例集(別冊：国総研資料第721号)

Ⅱ．希少猛禽類の対策に示す。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

動物：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 調査すべき情報 

 イ） 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況 

 ロ） 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

 ハ） 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生

息の状況及び生息環境の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係

る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地

点又は経路 

五 調査期間等 

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係

る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期

間、時期及び時間帯 
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【解 説】 

「13.2.5(1)－1 参考調査手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

調査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分

対応できる手法である。 

 

*1「250m程度」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*6を参照のこと。 

*2「必要に応じ適宜拡大する」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*7を参照のこと。 

*3「地下水について調査する」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*18を参照のこと。 
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13.2.5(2) 調査の手法「植物」 

13.2.5(2)－1 参考調査手法 

調査の手法は、道路（地表式又は堀割式、嵩上式）の存在に係る「植物」の調査に同じ

である。ただし、調査地域の設定に関しては、以下のとおりとする。 

１）調査地域 

調査地域は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される区域及びその周辺と

する。そのうち、現地踏査を行う範囲は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定

される区域及びその端部から100m程度＊１を目安とする。 

13.2.5(2)－2 参考手法より詳細な調査の手法 

１）地下水に係る調査 

工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）に伴う地下水への影響が、地下水

を水源とする特殊な環境に生育する重要な種・群落に著しい影響を及ぼすおそれがある

場合は、地下水について調査する＊2。  
 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

植物：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 調査すべき情報 

 イ） 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況 

 ロ） 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又

は経路 

五 調査期間等 

 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、

時期及び時間帯 

 

【解 説】 

「13.2.5(2)－1 参考調査手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

調査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分

対応できる手法である。 

*1「100m程度」 

「13.1.5(2) 調査の手法「植物」」*6を参照のこと。 

*2「地下水について調査する」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*18を参照のこと。 
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13.2.5(3) 調査の手法「生態系」 

13.2.5(3)－1 参考調査手法 

調査の手法は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「生態系」の調査に同

じである。ただし、調査地域の設定に関しては、以下のとおりとする。 

１）調査地域 

調査地域は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される区域及びその周辺と

する。そのうち、現地踏査を行う範囲は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定

される区域及びその端部から250m程度＊１を目安とする。ただし、行動圏の広い注目種・

群集に関しては、必要に応じ適宜拡大する＊2。 

13.2.5(3)－2 参考手法より詳細な調査の手法 

１）地下水に係る調査 

工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）に伴う地下水への影響が、地下水

を水源とする特殊な環境に生息・生育する注目種・群集に著しい影響を及ぼすおそれが

ある場合は、地下水について調査する＊3。  

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

生態系：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 調査すべき情報 

 イ） 動植物その他の自然環境に係る概況 

 ロ） 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の 

状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

  対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点 

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注

目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把

握できる地点又は経路 

五 調査期間等 

 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注

目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把

握できる期間、時期及び時間帯 

 

【解 説】 

「13.2.5(3)－1 参考調査手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

調査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分

対応できる手法である。 

 

 



 - 13-2-13 -

*1「250m程度」 

「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*9を参照のこと。 

*2「必要に応じ適宜拡大する」 

「13.1.5(3) 調査の手法「生態系」」*10を参照のこと。 

*3「地下水について調査する」 

「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*18を参照のこと。 
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13.2.6 予測の手法 

工事施工ヤードの設置、工事用道路の設置等に係る「動物」、「植物」、「生態系」

の環境影響評価において、対象とする影響はそれぞれの要素により異なる。予測すべき

影響の種類は、表－13.2.1に示すとおりである。 

「動物」及び「植物」は、重要な種等及び重要な種・群落に対する影響を予測する。

一方、「生態系」では、注目種・群集への影響が、地域を特徴づける生態系に対して、

どの程度波及するかを予測することになる。 

 
表－13.2.1 予測の対象とする動物・植物・生態系に及ぼす影響の一覧 

 

  環境要素  影響の概要  

  動 物 
 (重要な種 
 及び注目す 
 べき生息 
 地) 

  ○重要な種の生息地及び注目すべき生息地の消失・縮小 
   △地下水の変化に伴う重要な種の生息環境及び注目すべき生 
   息地の生息環境の質的変化（両生類、爬虫類、魚類、底生 
   動物の一部が該当する） 

  植 物 
 (重要な種 
 ・重要な群 
 落) 

   ○重要な種・群落の生育地の消失・縮小 
   △地下水の変化に伴う重要な種・群落の生育環境の質的変化 
  （水生及び湿生の種及び群落が該当する） 

  生態系 
 (地域を特 
 徴づける生 
 態系) 

 

  ○注目種・群集の生息・生育基盤の消失・縮小 
 △地下水の変化に伴う注目種・群集の生息・生育環境の質 
   的変化（湿地など特殊な環境が該当する） 

 

 

      ○地域を特徴づける生態系へ影響  

 
 
      ○：調査、予測の参考手法により対応 △：調査、予測の参考手法より詳細な手法により対応   
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13.2.6(1) 予測の手法「動物」 

13.2.6(1)－1 参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

工事施工ヤード及び工事用道路等と重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布

範囲＊ １から、生息地が消失・縮小する区間＊2及びその程度＊3を把握する。次に、それ

らが重要な種等の生息に及ぼす影響の程度＊4を、科学的知見や類似事例を参考に予測す

る。 

２）予測地域 

予測地域は、調査地域と同じとする。 

３）予測対象時期等 

予測対象時期等は、事業特性及び重要な種等の生態を踏まえ、影響が最大になるおそ

れのある時期等とする。 

４）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合＊5において、予測の不確実性の程度＊6及び不確実性に係る環境影響の程度を

勘案して、必要と認めるときは当該不確実性の内容を明らかにする。 

13.2.6(1)－2 参考手法より詳細な予測の手法 

１）地下水の変化に伴う影響 

工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）に伴う地下水への影響が、地下水

を水源とする特殊な環境に生息する重要な種等に対して著しい影響を及ぼすおそれが

ある場合は、その影響の程度を科学的知見や類似事例を参考に予測する＊7。  

13.2.6(1)－3 予測手法例 
希少猛禽類（オオタカ、サシバ）の予測手法例を事例集(別冊：国総研資料第721号)

Ⅱ．希少猛禽類の対策に示す。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

動物：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 予測の基本的な手法 

動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏

まえた事例の引用又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確

に把握できる時期 
 

【解 説】 

「13.2.6(1)－1 参考予測手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考
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予測手法を具体的に示した。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる動物の予測を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結

果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

*1「重要な種の生息地及び注目すべき生息地の分布範囲」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*1を参照のこと。 

 *2「生息地が消失・縮小する区間」 

工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置が想定される位置と、重要な種の生息

地及び注目すべき生息地を重ね合わせ、それらが消失・縮小する区間を距離で予測す

る。 

 *3「その程度」 

重要な種の生息地及び注目すべき生息地が縮小、消失する程度は、改変面積等で把

握する。 

 *4「重要な種等の生息に及ぼす影響の程度」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*5を参照のこと。 

 *5「新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積され

  ていない場合」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*6を参照のこと。 

  *6「予測の不確実性の程度」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*7を参照のこと。 

 *7「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*9を参照のこと。 
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13.2.6(2) 予測の手法「植物」 

13.2.6(2)－1 参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

工事施工ヤード及び工事用道路等と重要な種・群落の生育地の分布範囲＊１から、生育

地が消失・縮小する区間＊2並びにその程度＊3を把握する。次に、それが重要な種・群落

の生育に及ぼす影響の程度＊4を、科学的知見や類似事例を参考に予測する。 

２）予測地域 

予測地域は調査地域と同じとする。 

３）予測対象時期等 

予測対象時期等は、事業特性及び重要な種及び群落の生態や特性を踏まえ、影響が最

大になるおそれのある時期等とする。 

４）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合＊ 5において、予測の不確実性の程度＊6及び不確実性に係る環境影響の程 度

を勘案して、必要と認めるときは当該不確実性の内容を明らかにする。 

13.2.6(2)－2 参考手法より詳細な予測の手法 

１）地下水の変化に伴う影響 

工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）に伴う地下水への影響が、地下水

に依存する特殊な環境に生育する重要な種・群落に対して著しい影響を及ぼすおそれが

ある場合は、その影響の程度を科学的知見や類似事例を参考に予測する＊7。  
 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

植物：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 予測の基本的な手法 

植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の

引用又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把

握できる時期 
 

【解 説】 

「13.2.6(2)－1 参考予測手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

予測手法を具体的に示した。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 

 ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる動物の予測を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結

果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 
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*1「重要な種・群落の生育地の分布範囲」 

「13.1.6(2) 予測の手法「植物」」*1を参照のこと。 

 *2「生育地が消失・縮小する区間」 

工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置が想定される位置と、重要な種・群

落の生育地を重ね合わせ、それらが消失・縮小する区間を距離で予測する。 

 *3「その程度」 

「13.1.6(2) 予測の手法「植物」」*3を参照のこと。 

 *4「重要な種・群落の生育に及ぼす影響の程度」 

「13.1.6(2) 予測の手法「植物」」*4を参照のこと。 

 *5「新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積され 

    ていない場合」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*6を参照のこと。 

 *6「予測の不確実性の程度」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*7を参照のこと。 

 *7「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*9を参照のこと。 



 - 13-2-19 -

13.2.6(3) 予測の手法「生態系」 

13.2.6(3)－1 参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

工事施工ヤード及び工事用道路等と生息・生育基盤及び注目種・群集の分布＊１から 、

生息・生育基盤が消失・縮小する区間＊2及びその程度＊3を把握する。 

   次に、それらが注目種・群集の生息・生育状況の変化及び地域を特徴づける生態系に

及ぼす影響の程度＊4を、注目種・群集の生態並びに注目種・群集と他の動植物との関係
＊5を踏まえ、科学的知見や類似事例を参考に予測する。 

２）予測地域 

予測地域は、調査地域と同じとする。 

 ３）予測対象時期等 

  予測対象時期等は、事業特性及び注目種・群集の生態や特性を踏まえ、影響が最大に

なるおそれのある時期等とする。 

４）予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合＊6において、予測の不確実性の程度＊7及び不確実性に係る環境影響の程度を

勘案して必要と認めるときは当該不確実性の内容を明らかにする。 

13.2.6(3)－2 参考項目より詳細な予測の手法 

１）地下水の変化に伴う影響 

工事施工ヤードの設置（掘削工事、トンネル工事）による地下水への影響が、地下水

に依存する特殊な環境に生息・生育する注目種・群集に対して著しい影響を及ぼすおそ

れがある場合は、注目種・群集の生息・生育状況の変化及びそれに伴う地域を特徴づけ

る生態系に及ぼす影響の程度を、科学的知見や類似事例を参考に予測＊8する。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

生態系：工事の実施（工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置） 

一 予測の基本的な手法 

注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用

又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目

種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境

影響を的確に把握できる時期 

 

【解 説】 

「13.2.6(3)－1 参考予測手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考

予測手法を具体的に示した。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応で

きる手法である。 
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 ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる生態系の予測を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「注目種・群集の分布」 

生息・生育基盤ごとに、そこに生息・生育する注目種・群集を整理する。 

 *2「生息・生育基盤が消失・縮小する区間」 

工事施工ヤード及び工事用道路等の設置が想定される位置と、生息・生育基盤を重

ね合わせ、それらが消失・縮小される区間を距離で予測する。詳細は、「13.1.6(3)

 予測の手法「生態系」」*2を参照のこと。  

 *3「その程度」 

「13.1.6(3) 予測の手法「生態系」」*4を参照のこと。 

 *4「注目種・群集の生息・生育状況の変化及び地域を特徴づける生態系に及ぼす影響の

  程度」 

注目種・群集に及ぼす影響は、生息・生育基盤の消失・縮小の程度を踏まえ注目種・

群集の生息・生育に及ぼす影響として定性的に予測する。詳細は、「13.1.6(3) 予測

の手法「生態系」」*5を参照のこと。 

 *5「他の動植物との関係」 

「13.1.6(3) 予測の手法「生態系」」*6を参照のこと。 

 *6「新規の手法を用いる場合、その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積され

   ていない場合」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*6を参照のこと。 

  *7「予測の不確実性の程度」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*7を参照のこと。 

 *8「科学的知見や類似事例を参考に予測する」 

「13.1.6(1) 予測の手法「動物」」*9を参照のこと。 
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13.2.7 環境保全措置の検討（「動物」、「植物」、「生態系」共通） 

  １）環境保全措置の検討 

予測の結果から、環境影響がない又は環境影響の程度が極めて小さいと判断される

場合以外においては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避し、

又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環

境保全措置＊１の検討を行う。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2

は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよ

う整理する。 

  ２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討、その他の適切な検討により、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回避若しくは低減又は代償さ

れているかどうかを検証する。 

  ３）検討結果の整理 

   １）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

    (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

    (2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性＊3の程度 

     (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

    (4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し又は低減させることが困難である理由  

    (5) 代償措置にあたっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境

に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類

及び内容 

     (6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判断し

た根拠 

  ４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは、環境保全措置の実施期間中及び環境保全措置の完了後の環境の状態

等を把握するために事後調査を実施＊4する。  

   (1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合  

    (2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

     (3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容を

より詳細なものにする必要があると認められる場合 

     (4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調査が

必要と認められる場合 

 

【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

環境保全措置の検討では、予測結果を踏まえ環境影響の種類及び程度に応じて、環

境保全措置の種類を選定する。なお、環境影響評価の段階では環境保全措置の詳細な
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検討が困難な場合もあるため、その場合は環境保全措置を講じるべきおおむねの区間

と、その概要を明らかにすればよい。 

 表-13.2.2～2.4に、環境影響の種類に応じた環境保全措置の例と効果等を示す。 
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表－13.2.2 環境保全措置の例、効果等（動物の場合） 
 

 影響の 
 種類 

 環境保全措置の例  環境保全措置の効果  実施に伴い生ずるおそれ 
 のある他の環境への影響 

 区分

   生 
   息 
   地 
   の 
   消 
   失 
   ・ 
   縮 
   小 

 地形改変の最小化（工 
 事用道路等の設置位置 
 の検討） 

 地形改変による生息地の消
 失・縮小を回避・低減でき
 る 

 設置位置によっては、景 
 観への影響が生じる場合 
 がある 

 回避
  ・ 
 低減

 重要な動物種（卵のう 
 等）の移設 

 地形改変区域に生息する個
 体を他の場所に移すことに
 より、種を保全できる 

      －  
 代償

 事例集(別冊：国総研資料第721号) 
  Ⅲ．動物、植物の移植・移設に代表的な事例を示す。 

 生息環 
 境の質 
 的変化 

 
 地下水の保全 
 （遮水壁の設置、地下 
 水流路の確保） 

 水環境（地下水、表流水等
 を含む）の変化に伴う生息
 環境の変化を低減できる 

     －  回避
  ・ 
 低減

 
表－13.2.3 環境保全措置の例、効果等（植物の場合） 

 

 影響の 
 種類 

 環境保全措置の例  環境保全措置の効果  実施に伴い生ずるおそれ 
 のある他の環境への影響 

 区分

   生 
   育 
   環 
   質 
   的 
   変 
   化 

 地形改変の最小化（工 
 事用道路等の設置位置 
 の検討） 

 地形改変による生育地の消
 失・縮小を回避・低減でき
 る 

 設置位置によっては、景 
 観への影響が生じる場合 
 がある 

 回避
  ・ 
 低減

 重要な植物種の移植  地形改変区域に生育する個
 体を他の場所に移すことに
 より、種を保全できる 

      －  
 代償

 事例集(別冊：国総研資料第721号) 
  Ⅲ．動物、植物の移植・移設に代表的な事例を示す。 

 生育環 
 境の質 
 的変化 

 地下水の保全 
 （遮水壁の設置、地下 
 水流路の確保） 

 水環境（地下水、表流水等
 を含む）の変化に伴う生息
 環境の変化を低減できる 

      －  回避
  ・ 
 低減

 
表－13.2.4 環境保全措置の例、効果等（生態系の場合） 

 

 影響の 
 種類 

 環境保全措置の例  環境保全措置の効果  実施に伴い生ずるおそれ 
 のある他の環境への影響 

 区分

  生息 
   ・ 
  生育 
  基盤 
  の消 
  縮小 

 地形改変の最小化（工 
 事用道路等の設置位置 
 の検討） 

 地形改変による生息・生育
 地の消失等を回避・低減で
 きる 

 設置位置によっては、景 
 観への影響が生じる場合 
 がある 

 
 
 回避
  ・ 
 低減

既存種による植栽（工 
事施工ヤード及び工事 
用道路等の地表改変部） 

伐採された樹林の修復を 
図ることにより、影響を 
低減できる 

－ 

 生息・ 
 生育環 
 境の質 
 的変化 

 地下水の保全 
 （遮水壁の設置、地下 
 水流路の確保） 

 水環境（地下水、表流水等
 を含む）の変化に伴う生息
 環境の変化を低減できる 

       －  回避
  ・ 
 低減
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１）回避・低減措置 

環境影響を回避又は低減するための代表的な環境保全措置の内容を以下に示す。 

  ①地形改変の最小化(「動物」「植物」「生態系」に適用） 

 評価対象（重要な種の生息地等）が工事用道路等によって改変される場合、工事

用道路等の位置の検討によって地形の改変量を縮小し、評価対象への影響の回避・

低減を図るものである。 

  ②既存種による植栽（「生態系」に適用） 

 工事施工ヤード及び工事用道路の設置等により植生を改変した場合に、既存種に

よる緑化等により、縮小した植生を早期に復元し、影響の低減を図るものである。

生態系を支える基盤環境を復元しようとする際に効果的である。 

③地下水の保全（「動物」、「植物」、「生態系」に適用） 

 水生生物の重要な種の生息地又は植物の生育地で、対象道路事業によって地下水

流路や表流水路が分断され、水環境が消失・縮小する場合、遮水壁の設置等によっ

て水環境への影響の回避・低減を図るものである。 

２）代償措置 

 損なわれる環境の有する価値の代償するための代表的な環境保全措置を以下に示す。 

  ①動物及び植物の重要な種の移設・移植（「動物」、「植物」に適用） 

 改変量の縮小にもかかわらず重要な種の生息地又は生育地の改変が避けられない

場合に、動物や植物の個体を直接他の場所への移設又は移植することにより、代償

を図るものである。ただし、動植物の移設・移植は、種によって難易の差が大きい

ため、対策の実現性について、事前に検討する必要がある。その結果、移設・移植

を実施する場合には、保全対象の重要性や移設・移植の難易を勘案して、保全目標

をあらかじめ設定することが必要である。また、移設・移植後に、保全目標に応じ

て生息・生育の状況を確認することが望ましい。 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

「13.1.7 環境保全措置の検討」*2を参照のこと。 

 *3「環境保全措置の効果の不確実性」 

「13.1.7 環境保全措置の検討」*4を参照のこと。 

 *4「環境保全措置の実施期間中及び環境保全措置の完了後の環境の状態等を把握するた

めに事後調査を実施」 

「13.1.7 環境保全措置の検討」*5を参照のこと。 
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13.2.8 評価の手法（「動物」、「植物」、「生態系」共通） 

評価の手法は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、

「生態系」の評価と同様に扱う。 

 

【解 説】 

「13.1.8 評価の手法」を参照のこと。 
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13.2.9 事後調査の手法（「動物」、「植物」、「生態系」共通） 

事後調査を実施する場合の手法は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動

物」、「植物」、「生態系」の事後調査に同じである。ただし、事後調査地域の設定に関

しては、以下のとおりとする。 

１）事後調査地域 

  工事施工ヤード、工事用道路等の設置区域で保全対象の生息・生育が確認された地

域とする。 

 

 

 

参考図書 

 「13.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態

系」」を参照のこと。                         
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

13.動物、植物、生態系 

13.3 建設機械の稼働に係る動物（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「13.3建設機械の稼働に係る動物」を改定

したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正及び事後調査

に関する新たな知見*2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

*2 事後調査の手法の追加

「道路環境影響評価の技術手法」 13.3「建設機械の稼働に係る動物」の改定の経緯 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3745号 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室 

初版 
                 
                 

主任研究員 
室 長 
主任研究員 
前研究員 
元交流研究員 

上坂 克己 
大西 博文 
角湯 克典 
小根山 裕之 
小菅 敏裕 

旧建設省土木研究所環境部緑化生
態研究室  

室 長 
前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫 
森崎 耕一 
石坂 健彦 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第395号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部緑化生態研究室 

主務省令の改正 
別冊事例集の作成

前主任研究官 
室 長 

大塩 俊雄 
松江 正彦 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部緑化生態研究室 

環境影響評価法の
改正 
主務省令の改正 
事後調査の手法の
追加 

室 長 
研究官 
前室 長 
前研究官 

栗原 正夫 
上野 裕介 
松江 正彦 
園田 陽一 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主任研究官 
研究官 
室 長 
前室 長 

井上 隆司 
山本 裕一郎 
角湯 克典 
曽根 真理 
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「13.3 建設機械の稼働に係る動物」の概要 

建設機械の稼働や発破工に伴う騒音によって音環境が変化し、評価対象とする「動物」

に対して著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、建設機械の稼働に係る動物を選定して、

工事の騒音に対する影響を予測した後、その影響を回避・低減することが可能であるか否

かについて評価する。 

13.3.1 事業特性の把握  
１）対象道路事業の工事計画の概要  

①本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・

高架）、概ねの位置、延長  
②工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定され

る位置  

 13.3.2 地域特性の把握  
１）自然的状況 

①水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の

状況（環境基準の確保の状況を含む）  
②土壌及び地盤の状況 ③地形及び地質の状況  
④動物の生息の状況  

２）社会的状況 
①土地利用の状況  
②環境の保全を目的として法令等により指定され

た地域その他の対象及び当該対象に係る規制の

内容その他の状況  
 
 
 

13.3.3 項目の選定  
 建設機械の稼働及び発破工等により発生する騒音が、その影響を受けやすい重要な種等に対して、著しい影響

を及ぼすおそれがある場合  
  

13.3.4 調査の手法  
 建設機械の稼働及び発破工等により発生する騒音が、その影響を受けやすい重要な種等に対して、著しい影響

を及ぼすおそれがある場合は、騒音について調査する。 
  

13.3.5 予測の手法  
 建設機械の稼働及び発破工等により発生する騒音が、その影響を受けやすい重要な種等に対して、著しい影響

を及ぼすおそれがある場合は、その影響を類似事例を参考に予測する。  
  

13.3.6 環境保全措置の検討 
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内で環

境影響をできる限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環

境保全措置の検討を行う。  
②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討

等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。  
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに伴い

生ずるおそれがある環境への影響、代償措置にあっては、回避・低減が困難な理由、損なわれる環境及び創出

される環境に係る環境要素の種類及び内容を明らかにする。  
  

13.3.7 評価の手法  
 ①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減又は代償されているかどうかを評価する。  
 ②国又は地方公共団体による基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価する。  

  

13.3.8 事後調査の手法  
資料調査及び現地調査による情報の収集並びに整理・解析 

・工事と保全措置の実施状況 

・保全対象の状況 

・環境保全措置の効果  

図－13.3.1 「建設機械の稼働に係る動物」における調査・予測・評価の流れ 
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13.3.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、建設機械の稼働に係る動物の調査及び

予測に関連する以下の項目を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討＊1」

を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

(1) 本線工事における区分（土工、トンネル、橋梁・高架）、概ねの位置、延長 

(2) 工事施工ヤード＊2、工事用道路等の設置が想定される位置  

 

【解 説】 

 これらの事業特性は、項目の選定、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

 「対象道路事業の工事計画の概要」は、動物の生息地との位置関係を判断するために

必要である。 

２）予測に用いる事業特性 

 「工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される位置」は、動物の生息地が改変

される場所や面積を把握する際に必要である。「本線工事における区分、概ねの位置、

延長」は、動物の予測の実施にあたり、影響の種類、位置及び程度を明らかにする際に

必要である。 

 
*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 *2「工事施工ヤード」 

「工事施工ヤード」には、本線工事の区域も含まれる。 
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13.3.2 地域特性の把握 

地域特性の把握は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、

「生態系」と同じである。 

 

【解 説】 

「13.1.2 地域特性の把握」を参照のこと。 
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13.3.3 項目の選定 

建設機械の稼働及び発破工等に伴い発生する騒音が、その影響を受けやすい＊1重要な種

等に対して、著しい影響を及ぼすおそれがある場合 

 

【解 説】 

*１「建設機械の稼働及び発破工等に伴い発生する騒音が、その影響を受けやすい」 

一部の猛禽類等は、建設機械の稼働、トンネル掘削等の発破工に伴い発生する騒音

により、繁殖行動が阻害されるなどの影響を受けるおそれがある。 
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13.3.4 調査の手法 

建設機械の稼働及び発破工等により発生する騒音が、その影響を受けやすい重要な種等

に対して、著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、騒音について調査する＊1。 

 

【解 説】 

騒音レベルを測定する調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手

法である。 

 

*1「騒音について調査する」 

騒音の影響を受けやすい重要な種等の生息地において、現況のデータとして、騒音

レベルを測定するなどの方法が考えられる。 
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13.3.5 予測の手法 

建設機械の稼働及び発破工等により発生する騒音が、その影響を受けやすい重要な種等

に対して、著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、その影響の程度を類似事例を参考に

予測する＊1。 

 

【解 説】 

類似事例を参考に予測する手法は、従来より実績のある予測手法であり、合理的に十 

 分対応できる手法である。 

  ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる動物の予 測を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結

果等で具体に把握できる場合、この 影響も勘案して予測を行う。 

 

 *1「類似事例を参考に予測する」 

類似事例の収集が困難な場合は、事後調査を行うことが考えられる。事後調査につ

いての詳細は、「13.3.6 環境保全措置の検討」*4を参照のこと。 

 

 



 - 13-3-8 -

13.3.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測の結果から、環境影響がない又は環境影響の程度が極めて小さいと判断される

場合以外においては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避し、

又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環

境保全措置＊１の検討を行う。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2

は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよ

う整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討、その他の適切な検討により、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回避若しくは低減又は代償さ

れているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

   (1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

   (2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性＊3の程度 

    (3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

   (4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し又は低減させることが困難である理由 

   (5) 代償措置にあたっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境

に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及

び内容 
    (6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判断し

た根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるときは環境保全措置の実施期間中の環境の状態等を把握するために事後調査

を実施＊4 する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をよ

り詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調査が

必要と認められる場合 

 

【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

環境保全措置の検討では、予測結果を踏まえ環境影響の種類及び程度に応じて、環

境保全措置の種類を選定する。なお、環境影響評価の段階では環境保全措置の詳細な
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検討が困難な場合もあるため、その場合は環境保全措置を講じるべきおおむねの区間

と、その概要を明らかにするとともに、必要に応じて事後調査を実施する。 

  表-13.3.1に、環境影響の種類に応じた環境保全措置の例と効果等を示す。 
 

表－13.3.1 環境保全措置の例、効果等（動物の場合） 
 

 影響の 
 種類 

 環境保全措置の例  環境保全措置の効果 実施に伴い生ずるおそれ  の
ある他の環境への影響  

 区分

   生 
   息 
   地 
   の 
   消 
   失 
   ・ 
   縮 
   小 

 
 
 繁殖期を避けた施工 

 
 
 騒音に敏感な種に対する影
 響を低減できる 

 
 
        － 

 
 回避
  ・ 
 低減

 事例集(別冊：国総研資料第721号) 
  Ⅱ．希少猛禽類の対策に代表的な事例を示す。 

１）回避・低減措置 

    ①繁殖期を避けた施工 

 工事中に一時的に発生する大きな騒音は、猛禽類のように騒音に特に敏感な種の

繁殖活動に影響を及ぼすことがある。このような場合、工事時期と繁殖時期をずら

す等の配慮を行うことが望ましい。 

 *2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

 「13.1.7 環境保全措置の検討」*2を参照のこと。 

 *3「環境保全措置の効果の不確実性」 

 「13.1.7 環境保全措置の検討」*4を参照のこと。 

 *4「事後調査を実施」 

 事後調査は本文中の(1)～(4)の事項に該当する場合に実施を検討するものである。

事後調査を検討する例としては、例えば、猛禽類について繁殖期に飛行や旋回が確

認されているが、営巣木からは十分距離があり、建設機械の稼働に伴う騒音の影響

が生じる可能性が比較的少ない場合を想定する。この場合、影響の程度を考慮して、

低騒音振動型の建設機械の導入を実施することが考えられる。一方で、建設機械の

稼働に伴う騒音等が猛禽類の生態に及ぼす影響についてはまだ解明されていない点

も多いことから、工事に伴う当該猛禽類の繁殖行動の変化を確認しつつ、必要に応

じて環境保全措置の追加を検討することが考えられる。事後調査で把握すべき「環

境の状態等」とは、「地形改変の状況と環境保全措置の実施状況」と「保全対象の

状況」から構成される。詳細は「13.3.8 事後調査の手法」を参照のこと。 

 事後調査の実施に際しては、必要に応じて学識経験者等の意見を参考とすること

が考えられる。また、事後調査を行う場合は、保全対象の重要性や営巣木と建設機

械の稼働位置等を勘案してあらかじめ保全目標を設定し、事後調査の目的を明確に

するとともに、省令第三十二条に従い、事後調査の項目や手法（「13.3.8 事後調

査の手法」参照）などを明らかにする必要がある。 

なお、参考までに事例集(別冊：国総研資料第721号)Ⅱ．希少猛禽類の対策に事後

調査事例を示す。 
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13.3.7 評価の手法 

評価の手法は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、

「生態系」の評価と同様に扱う。 

 

【解 説】 

「13.1.8 評価の手法」を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13-3-11 -

13.3.8 事後調査の手法 

建設機械の稼働に係る「動物」において事後調査を実施する場合は、環境保全措置の効

果の把握を主とする事後調査の目的に沿って、適切かつ効率的な手法を選択する。以下、

本節における保全対象とは事後調査の対象の動物を指す。 

１）事後調査すべき情報 

 (1)工事と環境保全措置の実施状況＊1 

   a.工事の実施状況 

    工種、使用した建設機械の種類・数量・稼働状況及び発破工等の実施状況、稼働

箇所と保全対象の位置関係、稼働期間等。 

b.環境保全措置の実施状況 

環境保全措置の種類、実施方法、実施箇所、実施期間等。 

   (2)保全対象の状況 

   a.保全対象の生息の状況 

    保全対象の重要な種等の繁殖・営巣、移動、休息、採餌等の行動内容。 

 ２）事後調査の基本的な手法 

  事後調査すべき情報の内容に応じて、資料調査又は現地調査を行う。ただし、現地調

査に際してはできる限り環境への影響の少ない調査方法＊2を選定する。 

 (1)工事と環境保全措置の実施状況 

   a.工事の実施状況 

    工事記録・図面等の資料の収集又は現地確認による方法とする。 

b.環境保全措置の実施状況 

環境保全措置の実施時にその状況を記録する方法とする。 

(2)保全対象の状況 

a.保全対象の生息の状況 

現地踏査において、個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取りによる方法＊3とする。

なお、自動のカメラ撮影やマイクの設置等による方法により、調査の効率化が図

れる場合がある。 

 ３）事後調査地域 

対象道路事業実施区域、工事施工ヤード及び工事用道路等の設置区域で保全対象の

生息が確認された地域とする。 

 ４）事後調査地点 

   環境保全措置の実施箇所とする。 

 ５）事後調査期間等 

(1)事後調査期間 

    環境保全措置の実施期間中とする。 

(2)事後調査時期 

保全対象の重要な種等の生態を踏まえ、その生息及び繁殖の状況を確認しやすい

時期に設定する。 

 (3)事後調査の時間帯 
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動物及び保全対象の重要な種等を確認しやすい時間帯＊4とする。 

 ６）事後調査結果の整理・解析方法 

(1)工事と環境保全措置の実施状況 

  工事の実施状況と環境保全措置の実施状況を図表等に整理する。 

(2)保全対象の状況 

保全対象の重要な種等の確認状況を図表等に整理する＊5。 

  (3)環境保全措置の効果の把握 

    上記(1)と(2)の関係、及びこれらと環境影響評価の結果との関係を整理すること

により、当該環境保全措置の効果を把握する＊6。  

(4)事後調査結果の公表 

対象事業に係る工事が完了した段階で環境保全措置や事後調査の結果を公表する
＊7。 

なお、保全対象の重要な種の生息地の分布範囲の公表にあたっては、これらの動

物を保護する観点から、必要に応じてその場所が特定できないように配慮する＊8。 

 

【解 説】 

 *1「工事と環境保全措置の実施状況」 

   事後調査の主な目的である環境保全措置の効果の整理にあたっては、保全対象の生

息状況のみならず、当該工事や環境保全措置の実施状況を併せて調査・記録すること

が必要である。 

 *2「環境への影響の少ない調査方法」 

調査の実施に際しては、既存の生息地を撹乱することや繁殖行動を阻害することの

ないように留意する。 

 *3「個体や痕跡等の目視や鳴き声の聞き取りによる方法」 

調査の詳細度（手法、頻度等）は、事後調査の目的に応じて適切に選択する。例え

ば、個体の飛翔状況等の行動を詳細に記録する方法、又は生息の確認のみを記録する

方法等が選択肢として考えられる。 

*4「確認しやすい時間帯」 

 「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*12を参照のこと。 

*5「図表等に整理する」 

 「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*14を参照のこと。 

*6「当該環境保全措置の効果を把握する」 

 「13.1.9 事後調査の手法」*24を参照のこと。 

*7「対象事業に係る工事が完了した段階で環境保全措置や事後調査の結果を公表する」 

  環境保全措置や事後調査の結果を公表することは、当該事業に対する環境保全の要

請に応えると共に、環境保全措置に関する知見の蓄積や以後の環境影響評価で活用す

るために重要である。 

環境保全措置の実施期間中における環境保全措置や事後調査の結果は、必要に応じ

て公表する。 
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*8「必要に応じてその場所が特定できないように配慮する」 

   「13.1.5(1) 調査の手法「動物」」*16を参照のこと。 

 

 

参考図書 

 「13.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る「動物」、「植物」、「生態

系」」を参照のこと。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

14．景 観 

14.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る景観 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「14.1 道路（地表式又は堀割式、嵩

上式）の存在に係る景観」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定で

は、主務省令*1の改正および景観アセスメントとの連携 *2を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこ

れらの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 
 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

 

*2 「国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針（案）」に基づく景観検討（景観アセスメント）の

取り組みとの情報の共有・活用化 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 14.1 道路（地表式又は堀割式、嵩上式）
の存在に係る景観） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資 
料第3745号 
 

旧建設省土木研究所環境部緑
化生態研究室 

初版 
                  
                  室 長 

前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫
森崎 耕一
石坂 健彦

平成19年6月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第396号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 
身近な自然景観の
追加 

主任研究官 
室 長 

小栗ひとみ
松江 正彦

平成25年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 
景観アセスメントとの
連携 

主任研究官 
室 長 
 

小栗ひとみ
栗原 正夫
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「14.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る景観」の概要 

景観は見る主体である人間と見られる対象である環境との視覚的関係である。 

環境影響評価で取扱う「景観」は、環境基本法第十四条第１項第三号「人と自然との

豊かな触れ合いが保たれること」の確保が旨であるため、「自然的環境と一体をなして

いる景観資源（見られる対象）を主要な眺望点（見る主体）から眺望する景観」（主要

な眺望景観）を対象とする。ここでの対象は、観光資源となるような有名な眺望点や傑

出した景観資源等からなる眺望景観だけでなく、地域の人々が日常的に利用している場

所や地域の人々に古くから親しまれてきた身の回りの「身近な自然景観」も含むもので

ある。 

道路（地表式又は掘割式）の存在及び道路（嵩上式）の存在（以下、「道路の存在」

という）に係る景観では、主要な眺望点、景観資源、主要な眺望景観の状況を調査し、

主要な眺望点及び景観資源の改変、主要な眺望景観の変化を予測したのち、影響が事業

者により実行可能な範囲で回避され、又は低減されているものであるか否かについて事

業者の見解を明らかにすることにより評価する。 



- 14-1-3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区分、設計

速度、計画交通量及び構造の概要 

  (1) 構造の概要 

  ①道路構造の種類（盛土、切土、トン

ネル、橋若しくは高架、その他の構

造の別）、概ねの位置、延長 

14.1.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 (1) 景観の状況 

  ①地域の景観特性 

  ②主要な眺望点及び景観資源の分布及び概況 

  ③主要な眺望景観の概況 

２）社会的状況 

 (1) 土地利用の状況 

(2) 環境の保全を目的とする法令等の状況 

14.1.3 項目の選定 

 対象道路事業実施区域に主要な眺望点又は景観資源がある場合、また、その周辺の主要

な眺望点からの可視領域に対象道路が存在し、かつ、対象道路を含む眺望視野の中に景観

資源が存在する場合 

14.1.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査･予測手法は、参考手法を勘案して選定する。 

14.1.7 環境保全措置の検討 

 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって 

は、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び必要に応じ 

損なわれる環境の価値を代償することを目的として環境保全措置の検討を行う。 

 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れら

れているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているか

どうかを検証する。 

 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状

況の変化及びそれに伴い生じるおそれがある環境への影響、代償措置にあっては、回

避・低減が困難な理由、損なわれる環境及び創出される環境に係る環境要素の種類及

び内容を明らかにする。  

14.1.5 調査の手法 

参考調査手法 

１）調査すべき情報 

 (1) 主要な眺望点の状況 

 (2) 景観資源の状況 

 (3) 主要な眺望景観の状況 

２）調査の基本的な手法 

 「主要な眺望点の状況」、「景観資源の状況」については、既存の文献資料、現地踏査 

等により把握する。また、「主要な眺望景観の状況」については、写真撮影により把握 

する。 

14.1.8 評価の手法 

  事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避･低減されているかどうかを評価する。 

14.1.6 予測の手法 

参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

 (1) 主要な眺望点及び景観資源の改変 

  対象道路事業実施区域を重ね合わせ、図上解析することにより、改変の位置、程度を

 把握する。 

 (2) 主要な眺望景観の変化 

  フォトモンタージュ法、スケッチ・パースによる方法、コンピュータ・グラフィック 

スによる方法、模型による方法等の視覚的な表現方法により眺望景観の変化の程度を把 

握する。 

図-14.1.1 「道路の存在に係る景観」における調査、予測及び評価の流れ  
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【解  説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要に

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は、保全対象である主要な眺望景

観を構成する眺望点及び景観資源との位置関係を判断するために必要である。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は、調査の手法及び予測の手法の

選定に必要である。これらの事業特性は、調査の手法では地域特性との関係から調査地

域、調査地点を設定する条件となり、予測の手法では予測の基本的な手法、予測地域、

予測対象時期等を設定する条件となる。 

３）予測に用いる事業特性 

事業特性の把握は、項目の選定及び手法の選定を行う範囲内において行うものである

が、後に行う予測の際に活用できる前提条件として、「対象道路事業実施区域の位置」、

「構造の概要」を把握する。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段

階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

 

 

 

 

 

14.1.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、道路の存在に係る景観の調査及び

予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討 
*1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条に

規定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

(1) 構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の

別）、概ねの位置、延長 
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14.1.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能

な最新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に

基づき、景観に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段

階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、景観アセスメントシ

ステム*2において景観整備方針が作成されている場合は、景観形成にあたり配慮すべき

事項のとりまとめにあたって収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。また、

文献・資料では主要な眺望景観についての情報（視対象、視方向等）が把握できない

場合等には、現地概査又は関係地方公共団体等へのヒアリングを実施し、情報の確認

を行う。 

なお、把握すべき範囲*3は対象道路の構造物等の見えが十分小さくなる距離を考慮し

て設定するものとし、対象道路事業実施区域及びその端部から３km程度を目安とする。 

１）自然的状況 

(1) 景観の状況 

①地域の景観特性*4 

②主要な眺望点*5及び景観資源*6の分布及び概況 

③主要な眺望景観*7の概況 

２）社会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用計画の状況 

(2) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の状況 

①自然公園法（昭和32年法律第161号）第五条第１項の規定により指定された国

立公園、同条第２項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の

規定により指定された都道府県立自然公園の区域 

②自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第十四条第１項の規定により指定さ

れた原生自然環境保全地域、同法第二十二条第１項の規定により指定された

自然環境保全地域又は同法第四十五条第１項の規定により指定された都道府

県自然環境保全地域 

③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２の世界遺産一覧

表に記載された文化遺産及び自然遺産の区域 

④首都圏近郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）第三条第１項の規定により指

定された近郊緑地保全区域 

⑤近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和42年法律第103号）第五条第１項

の規定により指定された近郊緑地保全区域 

⑥都市緑地法（昭和48年法律第72号）第五条第１項の規定により指定された緑

地保全地域又は同法第十二条第１項の規定により指定された特別緑地保全地

区 

⑦文化財保護法（昭和25年法律第214号）第百九条第１項の規定により指定され
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た名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体を

なしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種

を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く｡)又は同法

第百三十四条第１項の規定により選定された重要文化的景観 

⑧古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１号）

第四条第１項の規定により指定された歴史的風土保存区域 

⑨明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置

法（昭和55年法律第60号）第三条第１項の規定により指定された第一種歴史

的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区の区域 

⑩森林法（昭和26年法律第249号）第二十五条の規定により指定された保安林の

うち、名所又は旧跡の風致の保存（風致保安林）のために指定された保安林 

⑪都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第七号の規定により定めら

れた風致地区の区域 

⑫瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第十二条の七の規定に

より指定された自然海浜保全地区 

⑬都市緑地法（昭和48年法律第72号）第四条第１項により市町村が定める緑地

の保全及び緑化の推進に関する基本計画(「緑の基本計画」) 

⑭景観法（平成16年法律第110号）第八条第１項により景観行政団体が定める良

好な景観の形成に関する計画（「景観計画」） 

⑮地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40号）

第五条第1項の規定により市町村が定める歴史的風致の維持及び向上に関す

る計画（「歴史的風致維持向上計画」） 

⑯その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

・地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）*8 

【解  説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測の手法の選定、予測の実施に必要に

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「地域の景観特性」、「主要な眺望点及び景観

資源の分布及び概況」、「主要な眺望景観の概況」、「環境の保全を目的として法令等

により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」から、

保全対象である主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観の現在の状況を確認

する。また、「土地利用計画の状況」から将来の保全対象の状況を想定する。 

なお、「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の状況」の①～⑫については、道路の存在に係る景観にお



- 14-1-7 - 

 

いては特に使用する情報ではないが、「工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置

に係る景観」を追加するか否かの判断材料とする（「14.2.2 地域特性の把握」を参照

のこと）。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

「主要な眺望点及び景観資源の分布及び概況」、「主要な眺望景観の概況」は、調査

の手法、予測の手法、評価の手法の選定に必要である。これらの地域特性は、調査の手

法では事業内容との関係から調査すべき情報、調査地域、調査地点を設定する条件とな

り、予測の手法では予測地域を設定する条件となる。 

３）予測に用いる地域特性 

地域特性の把握は、項目の選定及び手法の選定を行う範囲内において行うものである

が、後に行う予測の際に活用できる前提条件として「主要な眺望点及び景観資源の分布

及び概況」、「主要な眺望景観の概況」を把握する。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を、表-14.1.1に示す。 

 

 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 
抽出する内容 発行者等 

自
然
的
状
況 

地域の景観特性 地形図 地形の状況 国土地理院 

土地利用図 土地利用の現況 国土地理院 

主要な眺望点及
び景観資源の分
布及び概況 
主要な眺望景観
の概況 

第3回自然環境保全基礎調査
「自然景観資源調査報告書」 

景観資源の種類、位置 環境庁 

第3回自然環境保全基礎調査
「自然環境情報図」 

景観資源の位置 環境庁 

史跡名勝天然記念物指定目録 景観資源の種類、位置 文化庁 

全国観光情報データベース 
(CD-ROM) 

主要な眺望点の種類、位置 
景観資源の種類、位置 
主要な眺望景観の状況 

(社 )日本観光
協会 

市町村要覧 市町村 

地方公共団体の観光関連資料 都道府県及び 
市町村 

地方公共団体の景観100選等 都道府県及び 
市町村 

社
会
的
状
況 

土地利用計画の
状況 

土地利用基本計画図 土地利用計画の状況 都道府県 

都市計画図 市町村 

環境の保全を目
的とする法令等
により指定され
た地域その他の
対象及び当該対
象に係る規制の
内容その他の状
況 

土地利用規制図、自然公園等
配置図、その他条例等による
指定地域図、地方公共団体の
公表資料 

・自然公園法第五条第１項の
規定により指定された国立
公園、同条第２項の規定に
より指定された国定公園又
は同法第五十条の規定によ
り指定された都道府県立自
然公園の区域 

・自然環境保全法第十四条第
１項の規定により指定され
た原生自然環境保全地域、
同法第二十二条第１項の規
定により指定された自然環
境保全地域又は同法第四十
五条第１項の規定により指

都道府県及び
市町村  

表-14.1.1 地域特性の項目と資料の例  
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定された都道府県自然環境
保全地域 

・世界の文化遺産及び自然遺
産の保護に関する条約第十
一条２の世界遺産一覧表に
記載された文化遺産及び自
然遺産の区域 

・首都圏近郊緑地保全法第三
条第１項の規定により指定
された近郊緑地保全区域 

・近畿圏の保全区域の整備に
関する法律第五条第１項の
規定により指定された近郊
緑地保全区域 

・都市緑地法第五条第１項の
規定により指定された緑地
保全地域又は同法第十二条
第１項の規定により指定さ
れた特別緑地保全地区 

・文化財保護法第百九条第１
項の規定により指定された
名勝（庭園、公園、橋梁及
び築堤にあっては、周囲の
自然的環境と一体をなして
いると判断されるものに限
る。）又は天然記念物（動
物又は植物の種を単位とし
て指定されている場合にお
け る 当 該 種 及 び 標 本 を 除
く。）又は同法第百三十四
条第１項の規定により選定
された重要文化的景観 

・古都における歴史的風土の
保存に関する特別措置法第
四条第１項の規定により指
定された歴史的風土保存区
域 

・明日香村における歴史的風
土の保存及び生活環境の整
備等に関する特別措置法第
三条第１項の規定により指
定された第一種歴史的風土
保存地区及び第二種歴史的
風土保存地区の区域 

・森林法第二十五条の規定に
より指定された保安林のう
ち、名所又は旧跡の風致の
保存（風致保安林）のため
に指定された保安林 

・都市計画法第八条第１項第
七号の規定により指定され
た風致地区の区域 

・瀬戸内海環境保全特別措置
法第十二条の七の規定によ
り指定された自然海浜保全
地区 

・都市緑地法第四条第１項に
より市町村が定める緑地の
保全及び緑化の推進に関す
る基本計画（「緑の基本計
画」） 

・景観法第八条第１項により
景観行政団体が定める良好
な景観の形成に関する計画
（「景観計画」） 

・地域における歴史的風致の維
持及び向上に関する法律第五
条1項の規定により市町村が
定める歴史的風致の維持及び



- 14-1-9 - 

 

向上に関する計画（「歴史的
風致維持向上計画」） 

・その他の環境の保全を目的と
する法令等に規定する区域等
の状況（地方公共団体の景観
の保全に係る条例等（景観条
例等）） 

 

*2「景観アセスメントシステム」 

国土交通省においては、事業者の自主的な取り組みとして、平成19年度より「国

土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針（案）」に基づく景観検討が実

施されている（景観アセスメントシステム）。本システムにおいては、「景観形成

にあたり配慮すべき事項」や事業計画の内容・特性を踏まえて、当該事業における

「景観整備方針」をとりまとめ、これを構想段階から維持・管理段階まで継承する

ことで景観形成の一貫性を担保する。 

当該事業において景観整備方針が作成されている場合は、景観形成にあたり配慮

すべき事項のとりまとめに際し、当該事業周辺の景観や土地利用状況、当該地域に

おける地域景観の目標像、景観に関する規制等の把握・抽出が行われることから、

これらの情報を活用し、不足する情報を補足する。なお、ＥＩＡ（方法書以降の手

続に係る環境影響評価）が景観整備方針の作成に先行して実施される場合は、ＥＩ

Ａで収集した情報を景観アセスメントシステムに活用し、両者の連携を図ることで

調査の重複を避け、効率的な運用を行うよう留意する。  

また、地方公共団体において、公共事業景観形成ガイドライン等により独自の景

観評価等のルールが定められている場合には、同様に情報の活用を図る。 

*3「把握すべき範囲」 

道路の構造物等の見えが十分小さくなる距離を算出するには、熟視角（対象をは

っきりと見ることのできる視角）の概念を援用し、構造物等の見えが熟視角よりも

小さくなれば、その景観上の存在感は十分小さいと判断する。熟視角は一般的に１°

あるいは２°が使われている1）。熟視角を１°とした場合は、対象をその大きさの

約58倍の距離から見た場合に相当する。 

一方、過去の道路事業において出現した長大切土のり面の高さは規模の大きなも

のでも概ね50ｍの高さである2）。両者の関係から対象道路の構造物等の見えが十分

小さくなる距離を算出すると、58×50＝2,900ｍ≒３kmとなる。 

ただし、地形条件等の地域特性や道路規格等の事業特性から、特に大規模なコン

クリートのり面等が出現すると想定される場合は、適宜、その範囲を拡大するもの

とする。 

なお、上記範囲は対象道路の構造物等の見えの大きさという観点から主要な眺望

点を抽出する範囲として設定したものであり、景観資源については、当該範囲の外

に存在するものについても主要な眺望点から眺望される場合には把握すべき対象と

する（図-14.1.2参照）。 
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*4「地域の景観特性」 

対象地域における景観に係る資源の概況を把握し、区間毎に自然構成要素の占め

る割合から山岳景観、田園景観、市街地景観等に整理する。 

*5「主要な眺望点」 

省令では「不特定かつ多数のものが利用している景観資源を眺望する場所」とし

て定義されており、地域特性の把握では種類、位置、当該眺望点から視認できる景

観資源等の概況を把握する。 

主要な眺望点の抽出基準として、一般的には次のものがあげられる。 

①地形図及び地方公共団体等の観光便覧等の資料に展望地、展望台としてあげら

れているもの。 

②地形図に記載されている峠で、眺望の良い場所。 

③キャンプ場、ハイキングコース、自然歩道等の野外レクリエーション地で眺望

の良い場所。 

④観光道路（○○ライン等）上で眺望の良い場所（一般道路（県道以上）のパー

キングエリア、道の駅等で眺望の良い場所を含む）。 

⑤集落周辺の眺望の良い場所、寺社等地域に密接した眺望の良い場所。 

⑥文化財保護法、条例で指定された自然的構成要素と一体をなす名勝のうち展望

地点として指定されるもの。 

なお、将来設置が予定されている主要な眺望点（調査時点で計画等が具体化して

いるものに限る）についても対象とするものとする。 

*6「景観資源」 

景観資源は「景観として認識される自然的構成要素として位置づけられるもの」

図-14.1.2 把握すべき範囲  
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とし、地域特性の把握では種類、位置、当該景観資源を視認できる主要な眺望点等

の概況を把握する。 

表-14.1.2に示す景観資源の例のうち、具体的には以下の①～⑤の項目に該当する

ものとする。 
 

 

要素 内  容 

山岳 
地形図に山岳として名称が記載されているもので優れた景観資源として認めら

れているもの。 

高原 

一般的に○○高原、○○ヶ原、○○台、○○平と呼ばれるもので広い面積の平坦

地もしくは緩斜地で、比較的標高の高い（500ｍ以上を一応の目安とする）とこ

ろで優れた景観資源として認められているもの。 

原野 
地形図に○○原野として名称が記載されているもの、またはそれに類するもので

優れた景観資源として認められているもの。 

湿原 
一般的には、高層湿原、中層湿原、低層湿原、沼沢と呼ばれているもので優れた

景観資源として認められているもの。 

湖沼 

地形図に単独の湖沼として、もしくは湖沼群として名称が記載されているもので

優れた景観資源として認められているもの。自然地形を活かして造成されたダム

湖沼も湖沼としてとりあげる。 

峡谷 

一般的に○○狭、○○狭谷、○○谷として呼ばれるもので優れた自然景観として

認められているもの。なお、山間部を流れる渓流は河川としてではなく、峡谷と

して取り扱う。 

滝 
地形図に滝もしくは諸瀑として名称が記載されているもので、優れた景観資源と

して認められているもの。 

河川 
河川の中流・下流部の河川風景（河川＋周辺）で優れた景観資源として認められ

ているもの。 

海岸 
砂浜、砂丘、砂嘴、岩礁、断崖などによって構成される海岸風景（背後地も含め

る）で、優れた景観資源として認められているもの。 

岬 
地形図に○○岬、○○ノ鼻、○○崎などと記載されているもので、優れた景観資

源として認められているもの。 

島嶼 地形図に記載されている島嶼で、優れた景観資源として認められているもの。 

岩石・ 

洞窟 

岩柱、洞窟、洞穴、岩門、鍾乳洞、溶岩流、溶岩原、賽ノ河原、断崖、岩壁、岩

礁、海蝕崖、海蝕洞などで、優れた景観資源として認められているもの。 

植物 
森林、植物帯、植物群落、自生地などで景観資源として価値の高いもの、たとえ

ば、○○美林、風景林、花期、紅葉期に著名なもの。 

自然現象 

火山現象（噴火・泥火山現象・地獄現象など）、潮流現象（渦流、潮流など）、

気象現象（樹氷、霧氷、流氷など）などの自然現象で優れた景観資源として認め

られているもの。 

里地・ 

里山 

田や畑などの農耕地、棚田、谷津田、里山、鎮守の森、並木およびこれらととも

に構成される集落の形態など、地域の人々が自ら生活や生業のあり方を土地に刻

みつけることによって、長い時間が経つうちに形作られてきた当該地域を特徴づ

ける風景を構成しているもので、優れた景観資源として認められているもの。 

表-14.1.2 景観資源一覧 

注：引用文献 3）を一部加筆修正した。
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①「文化財保護法」、条例で指定された自然的構成要素と一体をなす名勝 

名勝（国指定のものとして331件（うち特別名勝30件)、平成24年9月1日現在）

は、「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝

天然記念物指定基準」（昭和26年5月10日告示）において、表-14.1.3に示す分類

にあてはまるもののうち「わが国のすぐれた国土美として欠くことのできないも

のであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的ある

いは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術

的価値の高いもの」とされている。 

このうち環境影響評価において対象とするのは自然的構成要素であるものと

し、公園・庭園、橋梁・築堤については、自然的環境と一体をなしていると判断

されるものについて対象とする。 

 

 

文化財保護法における 
名勝の分類 

景観資源として 
対象とする名勝 

１．公園、庭園 △ 

２．橋梁、築堤 △ 

３．花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所 ○ 

４．鳥獣、魚虫などの棲息する場所 ○ 

５．岩石、洞穴 ○ 

６．峡谷、瀑布、渓流、深淵 ○ 

７．湖沼、湿原、浮島、湧泉 ○ 

８．砂丘、砂嘴、海浜、島嶼 ○ 

９．火山、温泉 ○ 

10．山岳、丘陵、高原、平原、河川 ○ 

11. 展望地点  ○注 

 

 

 

 

②世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）で登録され

ている文化遺産及び自然遺産 

世界自然遺産の登録基準のうち、「ある文化(または複数の文化)を特徴づける

ような人類の伝統的集落や土地利用の優れた例であること。特に抗しきれない歴

史の流れによってその存続が危うくなっている場合。」として登録されている世

界文化遺産及び「類例を見ない自然の美しさ、または美観的にみてすぐれた自然

現象・あるいは地域を包含すること」として登録されている世界自然遺産を、対

象として取り扱うものとする。 

 

表-14.1.3 景観資源として対象とする名勝 

○：対象とするもの。 

△：自然環境と一体をなしていると判断されるものは対象とする。 

注：11の展望地点については、主要な眺望点として対象とする。 
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③「第３回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報告書」（環境庁）で選定

されている景観資源 

④地方公共団体の条例で指定されている自然景観資源、市町村要覧・観光関連資

料・地方公共団体により選定された景観100選（「市民に親しまれている景観」

などに関するアンケート調査結果等から選定された地域にとって重要な景観

資源や眺望点等）等で記載されている自然景観資源 

⑤「文化財保護法」で選定された重要文化的景観を構成する自然景観資源 

その地域の歴史及び文化と密接に関わる固有の風土的特色を現す文化遺産で

ある文化的景観のうち、特に重要なものとして選定された重要文化的景観を構成

する自然景観資源を対象とする。 

*7「主要な眺望景観」 

省令では「主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観」として

定義されており、主要な眺望点及び視対象となる景観資源の関係を把握する。 

*8「地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）」 

景観の保全に係る地方公共団体の計画を把握することを目的として、「景観条例」

等の把握を行う。景観保全計画の内容（地域等の指定状況、構造物の意匠･色彩･素

材に関する事項、緑化に関する事項、土地の形質変更後の形状に関する事項等）を

把握し、環境保全措置の検討の際に参考とする。 
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14.1.3 項目の選定 

本項目の選定は、対象道路事業実施区域に主要な眺望点又は景観資源がある場合に

行う。また、その周辺の主要な眺望点からの可視領域に対象道路が存在し、かつ、対

象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在する場合に行う。 

この場合の対象道路事業実施区域の周辺地域とは、地域特性の把握すべき範囲と同

様、対象道路事業実施区域及びその端部から３km程度の範囲を目安とする。 

なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行い、本項目を計画段階配慮事項 

*1に選定した場合は、「配慮書段階の検討」における結果を踏まえる*2。 

【解 説】 

参考項目を選定する場合は、「14.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業

実施区域の位置」及び「構造の概要」と「14.1.2 地域特性の把握」で得られた「地域

の景観特性」、「主要な眺望点及び景観資源の分布及び概況」、「主要な眺望景観の現

況」及び「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の状況」から判断し、選定するしないに拘わらず、その理

由を明らかにするものとする。 

なお、「配慮書段階の検討」において、本項目を計画段階配慮事項に選定した場合は、

その結果を踏まえて選定する。 

 

*1「計画段階配慮事項」 

   「配慮書段階の検討」では、項目を「計画段階配慮事項」と呼ぶ。 

*2「『配慮書段階の検討』における結果を踏まえる」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低

減されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影

響評価）で詳細に検討すべきとされた場合、その結果を踏まえて項目を選定する。 
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14.1.4 調査及び予測の手法の選定 

調査及び予測の手法は、14.1.5-1、14.1.6-1に示す参考手法を勘案しつつ、「配慮

書段階の検討」の結果、事業特性、地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等

を踏まえ、選定する。 

【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案

しつつ、「計画段階配慮事項についての検討」の結果、事業特性、地域特性、方法書手

続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。また、景観アセスメントシステムに

基づく景観整備方針において、予測・評価の手法が示されている場合には、これを踏ま

えた手法の選定を行う。 

省令第二十三条第３項に基づく本項目の参考手法よりも簡略化された形の調査の手

法を用いる場合は、対象道路が森林等の介在により主要な眺望点から視認されない区間

がある場合（第二号の要件）等が上げられるが、これらの要件に係る「調査地点」、「調

査期間等」、「予測地域」の設定は、参考手法である省令第二十三条別表第二に示され

る「適切かつ効果的に把握できる」、「影響を受けるおそれがあると認められる」等の

範囲で省略・縮小されるものであり、参考手法よりも簡略化された形の調査の手法を選

定できる場合には該当しない。 

省令第二十三条第４項に基づく本項目の参考手法よりも詳細な調査の手法を用いる

場合は、自然環境の保全を目的とした法令等（自然公園法等）により指定された地域が

存在する場合（第二号ロの要件）等が上げられるが、参考手法自体がそれらの要件も包

含したものである。また、参考手法である省令第二十三条別表第二に示される「調査地

点」、「調査期間等」、「予測地域」に関しては、事業特性や地域特性の違いがあって

も、「適切かつ効果的に把握できる」、「影響を受けるおそれがあると認められる」等

の範囲で追加・拡大されるものであり、参考手法よりも詳細な調査の手法を選定できる

場合には該当しない。 
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14.1.5 調査の手法 

14.1.5-1 参考調査手法 

１）調査すべき情報 

(1) 主要な眺望点の状況 

主要な眺望点の分布、面積、標高及び利用時期・時間帯等の利用状況*1について

把握する。 

(2) 景観資源の状況 

景観資源の分布、面積、標高及び見どころとなる時期等の自然特性*2について把

握する。 

(3) 主要な眺望景観の状況 

主要な眺望点から景観資源を眺望する景観の状況*3について把握する。 

２）調査の基本的な手法 

「主要な眺望点の状況」、「景観資源の状況」については、既存の文献資料等*4

により把握する。 

主要な眺望点の分布、利用状況(利用時期、利用時間帯等)及び景観資源の分布、

自然特性（見どころとなる時期等）に関する情報が、文献資料では不足すると判断

される場合には、主要な眺望点の管理者や関係地方公共団体に対しヒアリング又は

現地踏査を行い、必要な情報を確認する。 

また、「主要な眺望景観の状況」については、写真撮影により視覚的に把握*5する。 

３）調査地域 

対象道路の構造物等の見えが十分小さくなる距離（対象道路事業実施区域及びそ

の端部から３km程度の範囲を目安）を考慮して設定するものとし、その範囲におい

て主要な眺望点が分布する地域とする。ただし、地形条件等の地域特性や道路規格

等の事業特性から、特に大規模なコンクリートのり面等が出現すると想定される場

合については、適宜その範囲を拡大するものとする。 

なお、上記範囲は対象道路の構造物等の見えの大きさという観点から主要な眺望

点を抽出する範囲として設定したものであり、景観資源については、当該範囲の外

に存在するものについても主要な眺望点から眺望される場合には把握すべき対象と

する。 

４）調査地点 

現地調査の地点は、主要な眺望点及び景観資源の分布、視覚的関係及び対象道路

の位置等を踏まえ、主要な眺望景観の変化が生じると想定される地点を設定する。 

主要な眺望点が展望台等の点的な場合は当該地点を設定するものとする。集落等

の面的な場合は対象道路の目立ちやすさ、景観資源の眺望のしやすさを考慮し、眺

望景観の変化が最も大きいと想定される地点を設定するものとする。 

５）調査期間等 

現地調査の期間等は、主要な眺望点の利用状況（利用時期、利用時間帯等）、景

観資源の自然特性（見どころとなる時期等）を考慮し、主要な眺望景観が当該地域

において代表的なものとなる期間、時期及び時間帯を設定する。 
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調査時期、時間帯の設定にあたっては、主要な眺望景観が明確に把握できるよう

天候や太陽の位置、日没時間等も考慮するものとする。 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観：道路（地表式又は掘割式）の存在

及び道路（嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

 イ 主要な眺望点の状況 

 ロ 景観資源の状況 

 ハ 主要な眺望景観の状況 

二 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握で

きる地域 

四 調査地点 

景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な

眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果

的に把握できる地点 

五 調査期間等 

景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な

眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果

的に把握できる期間、時期及び時間帯 

【解 説】 

「14.1.5-1 参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考

調査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分

対応できる手法である。 

 

*1「主要な眺望点の分布、面積、標高及び利用時期・時間帯等の利用状況」 

主要な眺望点の分布については、「地域特性の把握」において把握された情報（「配

慮書段階の検討」で収集した情報を含む）を用いることを基本とする。ただし、主

要な眺望点の分布を既存資料等から把握することが困難な場合には、主要な眺望点

の管理者や関係地方公共団体へのヒアリング又は現地踏査を実施する。 

なお、主要な眺望点の分布及び面積に関する調査結果は主要な眺望点の改変の予

測に用い、標高に関する調査結果は対象道路の見え方（仰角・俯角等）の解析に用

いる。また、主要な眺望点の利用状況(利用時期、利用時間帯等)に関する調査結果

は現地調査時期や予測対象時期の設定に用いる。 
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*2「景観資源の分布、面積、標高及び見どころとなる時期等の自然特性」 

景観資源の分布については、「地域特性の把握」（「配慮書段階の検討」で収集

した情報を含む）において把握された情報を用いることを基本とする。ただし、景

観資源の分布を既存資料等から把握することが困難な場合には、主要な眺望点の管

理者や関係地方公共団体へのヒアリング又は現地踏査を実施する。 

景観資源の分布及び面積に関する調査結果は景観資源の改変の予測に用い、標高

に関する調査結果は対象道路の見え方（仰角・俯角等）の解析に用いる。また、景

観資源の自然特性（見どころとなる時期等）に関する調査結果は現地調査時期や予

測対象時期の設定に用いる。 

*3「主要な眺望点から景観資源を眺望する景観の状況」 

主要な眺望点から景観資源を眺望する景観の状況に関する調査結果は、フォトモ

ンタージュ、スケッチ・パース等の視覚的な表現方法による眺望景観の変化の予測

に用いる。 

*4「既存の文献資料等」 

主要な眺望点の状況、景観資源の状況について、調査項目ごとに用いる代表的な

文献資料及び抽出する内容を表-14.1.4に示す。 

 

 

調査項目 文献・資料名 抽出内容 

主要な眺望点

の状況 

全国観光情報データベース（CD-ROM）（(社)日本観

光協会） 

市町村要覧（市町村） 

地方公共団体の観光関連資料（都道府県・市町村）

主要な眺望点の位置、種

類、面積、標高、利用状

況（利用時期、時間帯等）

等 

景観資源の 

状況 

第３回自然環境保全基礎調査（環境庁） 

「自然景観資源調査報告書（都道府県別）」 

「自然環境情報図（都道府県別）」 

史跡名勝天然記念物指定目録（文化庁） 

景観資源の位置、種類、

面積、標高等 

全国観光情報データベース（CD-ROM）（(社)日本観

光協会） 

市町村要覧（市町村） 

地方公共団体の観光関連資料（都道府県・市町村）

地方公共団体の景観100選等（都道府県・市町村）

景観資源の位置、種類、

面積、標高、自然特性（景

観資源の見どころとなる

時期等）等 

 

 *5「写真撮影により視覚的に把握」 

写真撮影にあたっては、対象とする眺望景観の状況を考慮し、実際の視野角に近

い画角のレンズを使用するものとする。 

 

○調査結果の整理方法 

主要な眺望点及び景観資源の分布を縮尺５万分の１程度の図面に示し、それらの

位置関係及び対象道路事業実施区域との抵触状況を整理する（図-14.1.3参照）。ま

た、主要な眺望点の状況については面積、標高、利用状況（利用時期、時間帯）等

表-14.1.4 調査に用いる文献・資料の例 
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を、景観資源の状況については面積、標高、自然特性（見どころとなる時期）等を

併せて整理する（表-14.1.5参照）。 

主要な眺望景観については、対象道路による眺望の変化が想定されるものを抽出

し、それを構成する主要な眺望点と景観資源の関係及びその状況を写真で示す（図-

14.1.4参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 調査結果 

主要な眺望点の状況 対象道路事業実施区域周辺には主要な眺望点として、○○公園、△

△山展望台がある。○○公園は秋の紅葉期に利用者が多く、△△山

展望台は一年を通じて利用者が多い。分布状況を図○-○に示す。 

景観資源の状況 対象道路事業実施区域周辺には景観資源として○○山、△△湖があ

る。○○山の標高は208m、△△湖の標高は105mで、ともに秋の紅葉

期が見どころとなる。分布状況を図○-○に示す。 

主要な眺望景観の状況 ○○公園から○○山を望む眺望景観、△△山展望台から△△湖を望

む眺望景観の状況を写真○-○、○-○に示す。主要な眺望景観を構

成する主要な眺望点と景観資源の分布状況を図○-○に示す。 

表-14.1.5 調査結果のとりまとめ例 

計画路線
●

●Ｂ

②

①

Ａ

△△湖

○○公園

△△展望台

主要な眺望点

Ａ
●

景観資源

②

Ｂ

① ○○山

図面番号

図      名

縮     尺

主要な眺望点及び
景観資源位置図

図○－○

1:50,000

Ｎ

図-14.1.3 調査結果の取りまとめ例（位置図）  

対象道路事業  
実施区域  
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主要な眺望景観の状況 

 

 

 

写真○-○ 

 

 

 

主要な眺望景観の状況 

 

 

 

写真○-○ 

図-14.1.4 調査結果のとりまとめ例（主要な眺望景観の状況） 
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14.1.6 予測の手法 

14.1.6-1 参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

(1) 主要な眺望点及び景観資源の改変 

主要な眺望点及び景観資源と対象道路事業実施区域を重ね合わせ、図上解析す

ることにより、改変の位置、程度を把握する。 

(2) 主要な眺望景観の変化 

フォトモンタージュ法、スケッチ・パースによる方法、コンピュータ・グラフ

フィックスによる方法、模型による方法等の視覚的な表現方法*1により眺望景観の

変化の程度を把握*2する。 

２）予測地域 

(1) 主要な眺望点及び景観資源の改変 

調査地域のうち、主要な眺望点及び景観資源の改変が生じる地域。 

(2) 主要な眺望景観の変化 

調査地域のうち、主要な眺望景観の変化が生じる地域。 

３）予測対象時期等 

予測の対象時期等は、施設の完成時において、主要な眺望点の利用状況（利用時

期等）、景観資源の自然特性（見どころとなる時期等）を踏まえ、主要な眺望点、

景観資源及び主要な眺望景観の影響を明らかにする上で必要な時期を設定する。 

14.1.6-2 予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合や環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない

場合においては、予測の不確実性の程度*3及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案し

て必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにする。 

別表第二  参考手法（予測の手法） 

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観：道路（地表式又は掘割式）の存在

及び道路（嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

  主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又

は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他

の視覚的な表現方法 

二 予測地域 

  調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な

眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測対象時期等 

 景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環

境影響を的確に把握できる時期 
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【解 説】 

「14.1.6-1 参考予測手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考

予測手法を具体的に示した。これらの予測手法は、各手法の特長により、評価に対して、

合理的に十分対応できる手法である。 

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる景観への影響を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

なお、景観アセスメントシステムに基づく景観整備方針において、予測・評価の手法

が示されている場合には、これを踏まえた手法の選定を行う。 

 

*1「視覚的な表現方法」 

主要な眺望景観については、視覚的な表現方法により変化の程度を把握する。表-

14.1.6に代表的な視覚的な表現方法の内容と特長について示す。 

 

 

 

予測方法 内容と特長 

フォトモンタージュ法  撮影した現状の写真上に、対象事業の完成予想図を合成して、眺

望景観の変化を予測する方法。最も一般的に用いられている方法で

あり、再現性に優れ、適用範囲も広い。通常、対象事業の完成予想

図は３次元ＣＧで線画したものを現状写真上に合成し、着色する方

法がとられる。 

スケッチ・パースによる

方法 

 対象事業完成後の眺望景観を透視図法によって描く方法で、フォ

トモンタージュ法とは異なり、背景となる現状の眺望景観全体を描

く必要がある。 

 再現性はフォトモンタージュ法より劣るが、景観の状況、視野範

囲を自由に設定できる。また、描く人間の描写能力により再現性が

大きく左右される。 

コンピュータ・グラフィ

ックスによる方法 

 現状の眺望景観と対象事業の完成予想図の両方をコンピュータを

用いて３次元で描画する方法。 

 必要なデータさえ入力されていれば、予測は計算処理ですむこと

から眺望点が多い場合、環境保全措置の複数案の比較検討を行う場

合に有効である。 

 しかし、必要とするデータが膨大になる可能性がある。 

模型による方法  周辺地域を含めた対象事業完成後の模型を作成し、模型上の主要

な眺望点からファイバースコープ等を用いた写真によって眺望景観

の変化を予測する方法。 

 模型ができれば、パーツを差し替えることが比較的容易なため、

複数案の比較検討を行う場合に有効な方法であり、また、対象範囲

が限定されていて眺望点が多い場合に有効な方法である。 

 ただし、再現性は、模型の精度に左右され、周辺地域の範囲が広

い場合等には模型製作コストが高くなることから、使用目的に応じ

て精度や範囲等を設定する必要がある。 

表-14.1.6  代表的な視覚的表現方法の内容と特長 
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*2「眺望景観の変化の程度を把握」 

眺望景観の変化の程度については、作成したフォトモンタージュ等の視覚的な表

現方法を用いて対象道路の可視の程度を把握する。 

対象道路の可視の程度の把握について、視覚的な表現方法だけでは十分ではなく、

より客観的な数値による変化の程度の把握が必要となる場合には、例えば、対象道

路の目立ちやすさを示す物理的指標（表-14.1.7参照）を用いることにより、眺望景

観の変化の程度が人間に与える影響（圧迫感、目立ちやすさ等）を整理する。 

その結果、対象道路の可視の程度が小さく、眺望景観の変化が極めて小さい場合

は、影響は極めて小さいと判断される。物理的指標の解析方法を表-14.1.8に示す。 

なお、これらの物理的指標は、影響の大きさを示したり、環境保全措置の検討に

おいて参考となる情報となる。特に視距離については、構造物のディテールやテク

スチャー等、細部まで考慮した環境保全措置を講ずるか否かを判断する情報となる

（「14.1.7 環境保全措置の検討」を参照のこと）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14-1-24 - 

 

 

 

指 標 内 容 

視距離 視距離によって施設など

の 認 知 を 規 定 す る 要 因

（テクスチャー、色彩、

形態等）が変化するので、

保全水準の達成の程度の

判定及び保全対策の立案

へ の 指 標 と し て も 役 立

つ。 

景観の視距離を近景･中景･遠景と区分すると、この３

区分は対象によってその絶対的距離は異なってくる

が、概ね以下のような感覚でとらえられる。 

○近景…対象の要素やディテールが目につきやすい

領域（500m程度以内） 

○中景…対象全体の形態がとらえやすく、対象が景観

の主体となる領域（500m～３km程度） 

○遠景…対象が景観のごく一部となる領域（３km程度

以遠） 

水平見込角 視点からの対象の見えの

大きさを表わす指標で、

視点から対象を見込む水

平見込角を指標値として

用いる。 

水平見込角が、10°を超えると対象構造物は目立つよ

うになる。 

 

 

 

 

 

 

α：垂直視角 

β：水平見込角 

仰角 仰角とは、対象物の上端

と視点を結ぶ線と水平線

のなす角。構造物の見え

の面積とほぼ比例関係に

ある仰角を圧迫感の指標

として用いる。仰角が大

きいと圧迫感を感じる。 

仰角は18°になると圧迫 

感が感じられ始め、30°で

は対象物が全視野を占め、

圧迫感が残る（メルテンス

の法則）。 

また、俯角10°付近は俯瞰

景観における中心領域で

あるといわれており、対象

道路事業実施区域がその

周辺に位置する場合は目

につきやすくなる。 

 

俯角 対象物の下端と視点を結

ぶ線と水平線のなす角。

俯瞰景観においては、俯

角が目につき易さの重要

な指標となる。 

スカイライン

切断の有無 

スカイラインとは山が空

を背景として描く輪郭線

のこと。 

人工物の出現により、スカイラインの連続性が切断さ

れた場合には、景観上の支障が大きくなるとされてい

る。 

 

注：引用文献 1）、4）及び参考図書「自然環境アセスメント技術マニュアル」により作成。 

 

表-14.1.7  視覚に関する物理的指標の例 
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指標名 解析方法 

視距離 ① フォトモンタージュ等の視覚的予測方法を用いて、影響の最も大きいと考え

られる箇所を把握する。 

② 地形図に①で把握した箇所を示す。 

③ 主要な眺望点（調査地点）と②で示した箇所の距離を測定する。 

                       ▲ 主要な眺望点（調査地点）

視距離

対象道路事業実施区域

視覚的予測方法により把
握した影響の最も大きい
と考えられる箇所

  

水平見込角 ① フォトモンタージュ等の視覚的予測方法を用いて、対象道路事業実施区域の

見えている区間を測定する。 

② 地形図に①で測定した区間を示す。 

③ ②で地形図上に示した区間の水平見込角を測定する。 

                       ▲ 主要な眺望点（調査地点）

 水平見込角

対象道路事業実施区域

視覚的予測方法で把握した見えている区間

  

仰角・俯角 ① フォトモンタージュ等の視覚的予測方法を用いて、影響の最も大きいと考え

られる箇所を把握する。 

② 地形図に①で把握した箇所を示す。 

③ 主要な眺望点（調査地点）と②で示した箇所の標高データを地形図上で測定

する。 

④ ③で測定した標高データと視距離より仰角（俯角）を算出する。 

スカイライン 

切断の有無 

フォトモンタージュ等の視覚的予測方法を用いて、スカイラインの切断の有無を

把握する。 

 

 

 

 

 

表-14.1.8  物理的指標の解析方法 
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*3「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 

なお、参考手法で設定している「図上解析による改変の位置、程度の把握」、「眺

望景観の変化を把握するフォトモンタージュ等」は従来から多くの実績のある予測

手法であり、一般的には予測の不確実性は小さいと考えられる。 
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14.1.7 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示

されている基準又は目標の達成に努めること、必要に応じ損なわれる環境の価値を

代償することを目的として環境保全措置*1を検討する。 

環境保全措置については、主要な眺望点から対象道路までの視距離*2を考慮の上、

検討するものとし、その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*3は、それ

ぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理

する。また、「配慮書段階の検討」を行った場合には、その検討以降に決定した概

略計画においてどのように環境影響が回避・低減されているか*4について整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内

において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証*5する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である

理由 

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環

境に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の

種類及び内容 

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判

断した根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施*6する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容

をより詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調

査が必要と認められる場合 
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【解  説】 

*1「環境保全措置」 

環境影響評価で取扱う「景観」は、「主要な眺望点から自然的環境と一体をなし

ている景観資源を眺望する景観」であることから、環境保全措置を講じる際には、

自然との調和を図ることが第一であり、道路自体に際立ったデザインを施すことで

はないことを念頭に置くことが必要である。 

また、地方公共団体によっては緑の保全・創出に関する方針を示した「緑の基本

計画」や良好な景観形成を促進するための「景観計画」、景観の保全・創出を目的

とした「景観条例等」が定められている場合がある。これらにより定められた地域

内での緑化に関する事項、構造物の意匠・色彩・素材に関する事項等、景観の融和

に関連した方針、良好な景観の形成に関する方針が規定されている場合には環境保

全措置の検討を行う際に配慮するものとする。環境保全措置の具体的な内容の検討

に当たっては、「道路のデザイン－道路デザイン指針(案)とその解説－」の「第5

章設計・施工時のデザイン」を参照されたい。 

環境保全措置の例、効果の内容等を表-14.1.9に示す。 

 

 

 

影響の種類 
環境保全措置 

の例 

環境保全措置 

の効果 

実施に伴い生ずるおそれ 

のある他の環境への影響 
区分 

主 要 な 眺 望 点

及 び 景 観 資 源

の改変 

のり面勾配の修正

（擁壁構造の併用

等）による地形改変

の最小化 

標準勾配に比べ、

直接改変を少なく

することが可能で

ある。 

－ 

回避・低減

主 要 な 眺 望 景

観の変化 
構造物（橋梁等）の

形式、デザイン、色

彩の検討 

周辺景観に調和さ

せることが可能で

ある。 

－ 

ラウンディングに

よる周辺地形との

調和 

周辺地形と違和感

なく連続させるこ

とが可能である。

周辺地形の改変の増加に

より、動物・植物・生態系

への影響が生じる場合が

ある。 

のり面等の緑化 周辺景観に調和さ

せることが可能で

ある。 

近景域では周辺植

生に調和した樹木

を導入すると効果

的である。 

中景域の景観保全対策と

して実施される外来草本

種のみの緑化では、周辺の

動物・植物・生態系への影

響が生じるおそれがある

ので、それらに配慮する場

合は周辺地域に存在する

種を使用することが望ま

しい。 

道路付属物（照明ポ

ール、立入防止柵

等）の形状、デザイ

周辺景観に調和さ

せることが可能で

ある。 

－ 

表-14.1.9 環境保全措置の例、効果等 
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ン、色彩の検討（近

景域における影響

の場合） 

眺望点の移設（代償

措置） 

新たな眺望景観を

創造することが可

能。 

眺望点の代替位置によっ

ては、動物・植物・生態系

への影響が生じる場合が

ある。 

代償 

 

１）回避・低減の例 

(1) のり面勾配の修正（擁壁構造の併用等）による地形改変の最小化 

切土・盛土構造に比べ保全対象（主要な眺望点及び景観資源）に対する改変を低

減することが可能である。土工部における長大のり面の出現は、景観に及ぼす影響

が大きくなるので、特に、復元が困難な景観資源等に抵触する場合は、擁壁や石積

などの構造物を併用し、のり面の面積を少なくすることを検討するものとする。た

だし、擁壁の規模が大きくなると擁壁自体が眺望景観に影響を及ぼすおそれがある

のでこれに留意する必要がある。(図-14.1.5参照) 

 

 

 

 

 

 

(2) 構造物（橋梁等）の形式、デザイン、色彩の検討 

構造物（橋梁等）の形式、デザイン、色彩に配慮することにより周辺景観に調和

させることが可能である。形式については、単純明快でスレンダーなものが好まし

く、背景となる景観も含め全体の視覚的バランスをとることを検討する。また、デ

ザイン、色彩については、周辺景観に溶けこむようなものを採用することを検討す

る。特に色彩については周辺景観に含まれる様々な色の中から支配的な色（基調色）

を選び出し、これと類似あるいは同等の配色とすることにより、構造物を目立たな

くするよう考慮する。 

当初計画の
切土のり面

計画路線

擁壁構造の併用

眺望の方向

地形改変が低減
された範囲

擁壁の規模が大きくなると
眺望景観への影響が生じる

※留意点

対象道路

景観資源（○○山）

図-14.1.5 擁壁構造の併用による地形改変の低減の例 
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(3) ラウンディングによる周辺地形との調和 

のり肩をラウンディングすることにより、周辺地形と違和感なく連続させること

が可能である。しかし、ラウンディングは本来現状を維持すべき地山を改変して行

うものであるので動植物の生息・生育環境の改変が大きくなるおそれがある。よっ

て、周辺自然環境の状況を考慮したうえで、処理範囲・箇所を検討する必要がある。 

   (図-14.1.6参照) 

小段

対策前のり肩

ラウンディング
対策後

 

 

 

 

 (4) のり面等の緑化 

のり面等を緑化することにより、周辺景観と調和させることが可能である。緑化

の施されたのり面等は時間の経過とともに、周辺地域の植生におきかえられ、周囲

の景観と同化していくことになる。 

また、のり面等が近景域に出現する場合には、周辺構成種と調和した木本種を導

入することで、早期に植生を回復させることを考慮することとする。 

採用するのり面緑化工法については、対象とするのり面の地山状況や植栽目的等

を考慮し、適した工法を採用するものとする。 

なお、中景域の景観保全措置としては外来草本種のみによる緑化でも効果は発揮

できるが、場合によっては周辺の動物・植物・生態系に対し影響が生じるおそれが

あるため、それらへの配慮が必要な箇所においては周辺地域に存在する種を使用す

ることを検討する。 

(5) 道路付属物（照明ポール、立入防止柵等）の形状、デザイン、色彩の検討（近

景域における影響の場合） 

対象道路が近景域にある場合には、道路付属物等の細部要素まで視認される可能

性があるため、橋梁等道路本体に加え照明ポール、立入防止柵等の道路付属物の形

式、デザイン、色彩について検討することとする。 

 

 

 

 

 

図-14.1.6 ラウンディングによる周辺地形との調和の例 
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２）代償措置の例 

(1) 眺望点の移設 

主要な眺望点の改変が大きく、主要な眺望景観が消滅してしまう場合には眺望点

を代償することを検討する。 

この場合、影響を回避・低減させることが困難な理由を明確にし、損なわれる主

要な眺望点からの眺望景観と創出される眺望点からの眺望景観について、それぞれ

の位置並びに眺望の状況を比較し整理するものとする。 

なお、眺望点を代償する位置によっては、動物・植物・生態系への影響が生じる

場合があるため、位置の設定に際しては、それらへの配慮を十分に検討する必要が

ある。(図-14.1.7参照) 

 

計画路線
失われる眺望点

●

景観資源

●
新たな眺望点

眺望の方向

 

 

 

 

*2「主要な眺望点から対象道路までの視距離」 

視距離によって、対象の認知に影響する要因（テクスチャー、形態等）が異なる

ので、環境保全措置については表-14.1.10に示す視距離に応じた環境保全措置の検

討の要点を考慮するとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視距離 環境保全措置の検討の要点 

中景域 
（500m～３km程度の場合） 

視対象（対象道路）の形態がとらえやすく、対象が
景観の主体となりえる領域であるため、構造物及び
のり面等の全体を周辺景観と調和させるような対策
を検討する必要がある。 
反面、道路付属物等のディテールまでは認識される
ことは少ない。 

近景域 
（500m程度以内の場合） 

視対象（対象道路）の細部要素やディテールまでも
が目につきやすい領域であるため、細部にわたる対
策も含めて検討する必要がある。 
・道路付属物の形式、デザイン、色彩を検討する。 
・周辺植生に調和した木本種を導入するなど早期の

自然回復を図るよう検討する。 

対象道路事業  
実施区域  

図-14.1.7 眺望点の移設による代償措置の例 

表-14.1.10 視距離に応じた環境保全措置の検討の要点 
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*3「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

*4「概略計画においてどのように環境影響が回避・低減されているか」 

「配慮書段階の検討」を行った場合、その検討以降に決定した概略計画を他の複

数案と比較し、回避・低減されている環境影響について、以下を整理する。 

・環境影響の回避・低減を検討した対象（コントロールポイント等） 

・上記対象に関する環境影響の回避・低減の状況 

この整理により、「配慮書段階の検討」からＥＩＡを通じて、事業計画の検討の

中でどのように環境への配慮がなされたのか、総合的に把握することが可能になる。 

なお、「配慮書段階の検討」概略ルート・構造の検討から、概略計画の決定に至る

過程（プロセス）については、構想段階の計画策定プロセスに関するガイドライン

等に基づくものとする。 

*5「回避又は低減されているかどうかを検証」 

環境保全措置による影響の回避・低減の検証については、景観の場合、定性的に

行うことが主体となるが、環境保全措置の効果が定量的に見込めるもの（緑化によ

る植生の回復面積、擁壁構造の併用による改変部の低減量等）については可能な限

り定量的に行うものとする。 

*6「事後調査を実施」 

参考手法で設定している「図上解析による改変の位置、程度の把握」、「眺望景

観の変化を把握するフォトモンタージュ等」は従来から多くの実績のある予測手法

であり、一般には予測の不確実性は小さいと考えられる。 

また、地形改変の最小化やのり面の緑化等は、いずれも実績のある方法であると

ともに、フォトモンタージュ等の視覚的表現による効果の把握が可能なことから、

環境保全措置の不確実性は小さく、事後調査の必要性は少ないと考えられる。 
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14.1.8 評価の手法 

評価の手法は、以下による。 

なお、「配慮書段階の検討」において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要がある

とされた内容がある場合は、その対応状況を整理する。*1 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、道路の存在に係る景観に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内ででき

る限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすること

により行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項

目に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予

測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

【解  説】 

 回避、低減の評価は、主要な眺望点及び景観資源の改変や主要な眺望景観の変化がな

い場合等、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断

される場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による

回避・低減の程度をもって行う。 

*1「『配慮書段階の検討』において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとされ

た内容がある場合は、その対応状況を整理する」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低

減されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡで詳細に検討すべきとされた場合、

それに対応した旨を明らかにする。 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

14．景 観 

14.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る景観（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「14.2 工事施工ヤードの設置及び工

事用道路等の設置に係る景観」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の

改定では、主務省令*1の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこ

れらの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 
 

 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手

法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設省令第10

号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 14.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等
の設置に係る景観） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資 
料第3745号 
 

旧建設省土木研究所環境部緑
化生態研究室 

初版 
                  
                  室 長 

前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫
森崎 耕一
石坂 健彦

平成19年6月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第397号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
室 長 

小栗ひとみ
松江 正彦

平成25年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 
 

栗原 正夫
小栗ひとみ
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 「14.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る景観」の概要 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る景観が項目として選定された場合は、主

要な眺望点及び景観資源の分布を調査し、工事施工ヤード、工事用道路等の設置により

生じる改変の位置、程度を予測した後、影響の程度が事業者により実行可能な範囲で回

避され、又は低減されているものであるか否かについて事業者の見解を明らかにするこ

とにより評価する。 
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14.2.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

 (1) 工事施工ヤード、工事用道路等の設

置が想定される位置 

   

14.2.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 ①主要な眺望点及び景観資源の分布及び概況 

２）社会的状況 

 ①環境の保全を目的とする法令等の状況 

14.2.3 項目の選定 

 主要な眺望点及び景観資源が、自然公園法等、自然環境の保全に係る法令により指

定された地域に存在し、かつ工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される場合 

14.2.4 調査の手法 

１）調査すべき情報 

 主要な眺望点及び景観資源の分布 

２）調査の基本的な手法 

 地域特性の把握時に収集した文献資料から、主要な眺望点及び景観資源の分布に関

する情報を利用する。 

14.2.6 環境保全措置の検討 

 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあ

っては、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び必

要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環境保全措置の検

討を行う。 

 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り

入れられているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減

されているかどうかを検証する。 

 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環

境の状況の変化及びそれに伴い生じるおそれがある環境への影響、代償措置に

あっては、回避・低減が困難な理由、損なわれる環境及び創出される環境に係

る環境要素の種類及び内容を明らかにする。  

14.2.5 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

 主要な眺望点及び景観資源の位置と工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定さ

れる範囲を重ね合わせ、図上解析することにより、改変の位置、程度を把握する。 

14.2.7 評価の手法 

 事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価

する。 

 図-14.2.1 「工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る景観」における調査、

 予測及び評価の流れ 
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14.2.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、工事施工ヤード、工事用道路等の

設置に係る景観の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業に

おいて「配慮書段階の検討*1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不

足する情報を補足する。 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

(1) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される位置 

 
【解  説】 

これらの事業特性は、項目の追加、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の追加に係る事業特性 

「工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される位置」は、保全対象である主要

な眺望景観を構成する眺望点及び景観資源との位置関係を判断するために必要である。 

２）予測に用いる事業特性 

事業特性の把握は、項目の追加及び手法の選定を行う範囲内において行うものである

が、「工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される位置」は後に行う予測の際に

も前提条件として活用できる。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段

階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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14.2.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能

な最新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）に

基づき、景観に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段

階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足

する。 

また、把握すべき範囲*2は工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される範囲と

する。 

１）自然的状況 

(1) 景観の状況 

①主要な眺望点*3及び景観資源*4の分布及び概況 

２）社会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用計画の状況 

(2) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対

象に係る規制の内容 

①自然公園法（昭和32年法律第161号）第五第１項の規定により指定された国立公

園、同条第２項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定に

より指定された都道府県立自然公園の区域 

②自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第十四条第１項の規定により指定され

た原生自然環境保全地域、同法第二十二条第１項の規定により指定された自然

環境保全地域又は同法第四十五条第１項の規定により指定された都道府県自然

環境保全地域 

③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２の世界遺産一覧表

に記載された文化遺産及び自然遺産の区域 

④首都圏近郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）第三条第１項の規定により指定

された近郊緑地保全区域 

⑤近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和42年法律第103号）第五条第１項の

規定により指定された近郊緑地保全区域 

⑥都市緑地法（昭和48年法律第72号）第五条第１項の規定により指定された緑地

保全地域又は同法第十二条第１項の規定により指定された特別緑地保全地区 

⑦文化財保護法（昭和25年法律第214号）第百九条第１項の規定により指定された

名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなし

ていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位

として指定されている場合における当該種及び標本を除く｡)又は同法第百三十

四条第１項の規定により選定された重要文化的景観 

⑧古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１号）第

四条第１項の規定により指定された歴史的風土保存区域 

⑨明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
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（昭和55年法律第60号）第三条第１項の規定により指定された第一種歴史的風

土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区の区域 

⑩森林法（昭和26年法律第249号）第二十五条の規定により指定された保安林のう

ち、名所又は旧跡の風致の保存（風致保安林）のために指定された保安林 

⑪都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第七号の規定により定められ

た風致地区の区域 

⑫瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第十二条の七の規定によ

り指定された自然海浜保全地区 

⑬都市緑地法（昭和48年法律第72号）第四条第１項により市町村が定める緑地の

保全及び緑化の推進に関する基本計画(「緑の基本計画」) 

⑭景観法（平成16年法律第110号）第八条第１項により景観行政団体が定める良好

な景観の形成に関する計画（「景観計画」） 

⑮地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40号）

第五条第1項の規定により市町村が定める歴史的風致の維持及び向上に関する

計画（「歴史的風致維持向上計画」） 

⑯その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

・地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）*5 

【解  説】 

これらの地域特性は、項目の追加、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の追加に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「主要な眺望点及び景観資源の分布及び概況」、

「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に

係る規制の内容その他の状況」から、保全対象である主要な眺望点及び景観資源の現在

の状況を確認する。また、「土地利用計画の状況」から将来の保全対象の状況を想定す

る。 

２）予測に用いる地域特性 

地域特性の把握は、項目の追加及び手法の選定を行う範囲内において行うものである

が、後に行う予測の際に活用できる前提条件として「主要な眺望点及び景観資源の分布

及び概況」を把握する。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

「14.1.2 地域特性の把握」*1 を参照のこと。 

*2「把握すべき範囲」 

工事施工ヤード、工事用道路等については、対象道路事業の計画の熟度があがる

につれて徐々に明らかになるものであり、環境影響評価の段階では明確に示せない

場合もある。よって、その時点で考えられる概ねの位置を想定し、その位置を含め
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把握すべき範囲を設定するものとする。 

*3「主要な眺望点」 

「14.1.2 地域特性の把握」*5 を参照のこと。 

*4「景観資源」 

「14.1.2 地域特性の把握」*6 を参照のこと。 

*5「地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）」 

「14.1.2 地域特性の把握」*8 を参照のこと 
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14.2.3 項目の選定 

本項目の選定は、主要な眺望点及び景観資源が、自然公園法等、自然環境の保全に

係る法令等により指定された地域に存在し、かつ工事施工ヤード、工事用道路等の設

置が想定される場合に行う。 

【解  説】 

上記は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る景観を選定する場合の要件を示

したものである。 

工事による影響要因としては、工事施工ヤード、工事用道路等の設置があるが、これ

らは一時的なものであること、道路本体に比べ規模が小さくその復旧が速やかに行われ

ること等、影響が永続的に及ぶわけではない場合が多いことから、参考項目として設定

されていない。しかし、自然公園法、自然環境保全法等、自然環境の保全に係る法令で

指定されている地域内で工事施工ヤード、工事用道路等の設置により主要な眺望点及び

景観資源の改変が想定される場合には、項目の選定を行う。 
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14.2.4 調査の手法 

14.2.4-1 調査の手法 

１）調査すべき情報 

主要な眺望点*1及び景観資源*2の分布。 

２）調査の基本的な手法 

  地域特性の把握時に収集した文献資料から、主要な眺望点及び景観資源の分布に

関する情報を利用することができる。 

３）調査地域 

調査地域*3は、工事施工ヤード、工事用道路等の設置により主要な眺望点及び景観

資源の改変が想定される地域とする。 

【解  説】 

 調査は主要な眺望点及び景観資源の分布状況の把握を目的として行うものであり、予

測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「主要な眺望点」 

「14.1.2 地域特性の把握」*5 を参照のこと。 

*2「景観資源」 

 「14.1.2 地域特性の把握」*6 を参照のこと。 

*3「調査地域」 

   工事施工ヤード、工事用道路等については、対象道路事業の計画の熟度があがる

につれて徐々に明らかになるものであり、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影

響評価）の段階では明確に示せない場合もある。よって、その時点で考えられる概

ねの位置を想定し、その位置を含め調査地域を設定するものとする。 
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14.2.5 予測の手法 

14.2.5-1 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

主要な眺望点及び景観資源の位置と工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定

される範囲を重ね合わせ、図上解析することにより、改変の位置、程度を把握する。 

２）予測地域 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置により主要な眺望点及び景観資源の改変が

想定される地域とする。 

３）予測対象時期等 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される時期とする。 

14.2.5-2 予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合や環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない

場合においては、予測の不確実性の程度*1及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案し

て必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにする。 

【解  説】 

予測手法として用いる図上解析は従来から多くの実績のある予測手法であり、評価に

対して、合理的に十分対応できる手法である。 

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる景観への影響を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価

結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

*1「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 

なお、「図上解析による改変の位置、程度の把握」は、一般的には予測の不確実

性は小さいと考えられる。 
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14.2.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示

されている基準又は目標の達成に努めること、必要に応じ損なわれる環境の価値を

代償することを目的として環境保全措置*1を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段

階的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な

内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内

において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である

理由 

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環

境に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の

種類及び内容 

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判

断した根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施*3する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容

をより詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調

査が必要と認められる場合 

【解  説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表-14.11に示す。 
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表-14.11 環境保全措置の例、効果等 

 

１）回避・低減の例 

(1) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置位置の検討による地形改変の最小化 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置位置を検討することにより、主要な眺望点

及び景観資源の改変の回避・低減を図る。(図-14.2.2参照) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-14.2.2 工事施工ヤード、工事用道路等の設置位置の検討例 

 

(2) 改変部分の緑化 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置による地形改変部は、工事終了後、緑化に

より周辺景観に調和させることを検討する必要がある。緑化の施されたのり面等は

時間の経過とともに植生が回復し、周辺景観と同化していくこととなる。 

なお、外来草本種のみによる緑化でも効果は発揮できるが、場合によっては周辺

の動物・植物・生態系に対し影響が生じるおそれがあるため、それらへの配慮が必

要な箇所においては周辺地域に存在する種を使用することを考慮する。 

２）代償措置の例 

「14.1.7 １）環境保全措置の検討」を参照のこと。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

影響の 
種類 

環境保全措置 
の例 

環境保全措置 
の効果 

実施に伴い生ずるおそれ 
のある他の環境への影響 

区分 

主 要 な 眺 望
点 及 び 景 観
資源の改変 

工事施工ヤード、工
事 用 道 路 等 の 設 置
位 置 の 検 討 に よ る
地形改変の最小化 

主要な眺望点及び
景観資源の改変を
回避・低減する。

工事施工ヤード、工事用道路等
の設置位置によっては、動物・
植物・生態系への影響が生じる
場合がある。 

回避・低減改変部分の緑化 地形改変部の緑化
に よ る 復 元 に よ
り、周辺景観に調
和させることが可
能である。 

外来草本種のみで緑化すると、
周辺の動物・植物・生態系への
影響が生じるおそれがあるの
で、それらに配慮する場合は、
周辺地域に存在する種を使用
することが望ましい。 

主要な眺望点
（景観資源）  

検討前の
工事施工ヤード  

検討後の  
工事施工ヤード  

検討前の  
工事用道路  

検討後の
工事用道路 
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された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

*3「事後調査を実施」 

「図上解析による改変の位置、程度の把握」は従来から多くの実績のある予測手

法であり、一般的には予測の不確実性は小さいと考えられる。 

また、地形改変の最小化や改変部の緑化については従来から実績のある方法であ

るとともに、効果については、視覚的な把握が可能であるため、環境保全措置の不

確実性は小さいと考えられ、一般に事後調査の必要性は少ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14-2-14 - 

 

 

 

14.2.7 評価の手法 

評価の手法は、以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る景観に関する影響が、事業者により

実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の

方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解

を明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の

結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

【解  説】 

回避、低減の評価は、主要な眺望点及び景観資源の改変や主要な眺望景観の変化がな

い場合等、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断

される場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による

回避・低減の程度をもって行う。 

 

 

 

参考図書 

◎自然環境アセスメント研究会：自然環境アセスメント技術マニュアル,財団法人自然環

境研究センター,pp.327-470,1995. 

◎自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会編：環境アセスメント技術ガイド 自

然とのふれあい,(財)自然環境研究センター,pp58-129,2002. 

◎環境省：環境影響評価技術ガイド 景観,2008. 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

15．人と自然との触れ合いの活動の場 

15.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「15.1 道路（地表式又は堀割式、

嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場」を改定したものである。 改定

の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1 の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎に

これらの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建設

省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 15.1 道路（地表式又は堀割式、嵩上式）
の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資 
料第3745号 
 

旧建設省土木研究所環境部緑
化生態研究室 

初版 
                  
                  室 長 

前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫
森崎 耕一
石坂 健彦

平成19年6月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第398号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

前主任研究官 
主任研究官 
室 長 

大塩 俊雄
小栗ひとみ
松江 正彦

平成25年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

室長 
主任研究官 
 

栗原 正夫
小栗ひとみ



- 15-1-2 - 

 

「15.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の

場」の概要 

「自然との触れ合い」とは、自然環境の恵沢を享受するための基本的かつ具体的な行

動であり、自然の豊かな地域に出かけていったり、街の中の街路樹の緑や水辺地の自然

が目に入ってやすらぎを覚えたりすることなどにより、人間性の回復や保健休養として

の効用等を享受しようとするものである。また、自然と触れ合うことにより、自然への

モラルと愛情を育むことができ、環境教育としての効果も期待されているところである
１）。 

環境影響評価では、これらの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然と

の触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設

又は場の状況及び利用状況を踏まえ、その中から「主要な人と自然との触れ合いの活動

の場」（省令では「不特定かつ多数のものが利用している人と自然との触れ合いの活動

の場」と定義されている。）を抽出し、予測・評価の対象とすることとしている。 

道路（地表式又は掘割式）の存在及び道路（嵩上式）の存在（以下、「道路の存在」

という）に係る人と自然との触れ合いの活動の場（以下、「触れ合い活動の場」という）

では、主要な人と自然との触れ合いの活動の場（以下、「主要な触れ合い活動の場」と

いう）の分布及び利用の状況、利用環境の状況を調査し、活動の場やそれを取り巻く自

然資源の改変、活動の場の利用性・快適性の変化を予測したのち、影響が事業者により

実行可能な範囲で回避され、又は低減されているものであるか否かについて事業者の見

解を明らかにすることにより評価する。 
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15.1.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区分、設計速度、計画交通

量及び構造の概要 

  (1) 構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しく

は高架、その他の構造の別）、概ねの位置、延長 

３）その他の対象道路事業に関する事項 

①道路照明の設置される概ねの区間 

15.1.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 (1) 触れ合い活動の場の状況及び利用の状況 

  ①触れ合い活動の場の概況 

  ②主要な触れ合い活動の場の分布及び概況 

２）社会的状況 

 (1) 土地利用の状況 

(2) 環境の保全を目的とする法令等の状況 

15.1.3 項目の選定（参考項目を選定する場合の要件） 

 対象道路事業実施区域及びその周辺に主要な触れ合い活動の場が存在する場合 

15.1.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査・予測手法は、参考手法を勘案して選定する。ただし、以下の場合は、必要に応じ、参考手法より詳細な

手法を選定する。 

１）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

  道路構造物が特に圧迫感を与えるほど近接する場合、触れ合い活動が夜間に行われている場で、照明によ

る影響が懸念される場合。 

15.1.7 環境保全措置の検討 

 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範囲内

で環境影響をできる限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的

として環境保全措置の検討を行う。 

 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの

検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそれに

伴い生じるおそれがある環境への影響、代償措置にあっては、回避・低減が困難な理由、損なわれる環境

及び創出される環境に係る環境要素の種類及び内容を明らかにする。 

15.1.5 調査の手法 

参考調査手法 

１）調査すべき情報 

 (1) 触れ合い活動の場の概況 

 (2) 主要な触れ合い活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 

２）調査の基本的な手法 

  既存の文献資料等による情報の収集及び現地調査を実施することにより把握する。 

15.1.8 評価の手法 

  事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避･低減されているかどうかを評価する。 

図-15.1.1 「道路の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場」における調査、予測及び

評価の流れ  

15.1.6 予測の手法 

参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

 (1) 主要な触れ合い活動の場及び自然資源の改変対象道路事業実施区域を重ね合わせ、

図上解析することにより、改変の位置、程度を把握する。 

 (2) 利用性の変化 

①触れ合い活動の場の利用性の変化 

触れ合い活動の場の利用の支障の有無、支障が生じる箇所等を把握する。また、 

利用者数が設定されている施設の利用可能な人数の変化を把握する。 

②主要な触れ合い活動の場への到達時間・距離の変化 

近傍の既存道路の改変の状況より、主要な触れ合い活動の場への到達時間・距離 

の変化を把握する。 

(3) 快適性の変化 

触れ合い活動の場から認識される近傍の風景の変化が生じる位置・程度を把握する。 

 

参考予測手法より

詳細な予測手法 

１）フォトモンター

ジュ等の視覚的

な表現方法によ

る予測 

２）道路照明の影響

について、対象道

路事業実施区域

との関係から影

響の可能性を示

すことにより、定

性的に予測 
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15.1.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、道路の存在に係る触れ合い活動の場

の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段

階の検討*1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足

する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条に

規定する道路の区分をいう）、設計速度、設計交通量及び構造の概要 

(1) 構造の概要 

道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別）、

概ねの位置、延長 

３）その他の対象道路事業に関する事項 

道路照明の設置される概ねの区間 

【解  説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測手法の選定、予測の実施に必要とな

る。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は保全対象である主要な触れ合い

活動の場との位置関係を判断するために必要な内容である。 

さらに、「道路照明の設置される概ねの区間」は「道路照明の設置」による影響を考

慮する場合に必要である。 

２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は、調査の手法、予測の手法を選

定する判断を行うために必要な事業内容である。 

上記の事業の内容を把握した結果は、調査の手法として、地域特性との関係から調査

地域、調査地点を設定する条件となり、予測の手法として予測の基本的な手法、予測地

域、予測対象時期等を設定する条件となる。 

また、本項目の場合、「15.1.4 調査及び予測の手法の選定」に示すように、道路構

造物が主要な触れ合い活動の場に特に圧迫感を与えるほど近接する場合には参考手法

より詳細な手法としてフォトモンタージュ等、視覚的表現方法による予測を行う。従っ

て、予測手法の選定にあたっては、圧迫感の程度を判断する情報となる「のり面、構造

物等の高さ」を「構造の概要」から把握する必要がある。 

３）予測に用いる事業特性 

事業特性の把握は、項目の選定及び手法の選定を行う範囲内において行うものである

が、「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は後に行う予測の際にも前提条

件として活用できる。 
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*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段

階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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15.1.2 地域特性の把握 

道路の存在に係る触れ合い活動の場に関連する地域特性の把握については、対象道

路事業実施区域及びその周囲において、入手可能な最新の文献*1 その他の資料（出版

物等であって、事業者が一般的に入手可能な資料）に基づき、道路の存在にかかわる

触れ合いの活動の場に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配

慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報

を補足する。また、文献・資料では触れ合いの活動の内容が把握できない場合等には、

現地概査又は関係地方公共団体等へのヒアリングを実施し、情報の確認を行う。 

なお、把握すべき範囲*2 については、対象道路が触れ合い活動の場の利用性の変化、

快適性の変化を生じさせる範囲を考慮して設定するものとし、対象道路事業実施区域

及びその端部から 500m 程度の範囲を目安とする。主要な触れ合い活動の場が、上記の

範囲の内外にわたって存在する場合は、触れ合い活動の場の全域を対象範囲とする。 

１）自然的状況 

(1) 触れ合い活動の場の状況及び利用の状況 

①触れ合い活動の場*3 の概況 

②主要な触れ合い活動の場*4 の分布及び概況 

２）社会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用計画の状況 

(2) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該

対象に係る規制の内容その他の状況 

①自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第五条第１項の規定により指定された

国立公園、同条第２項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条

の規定により指定された都道府県立自然公園の区域 

②自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）第十四条第１項の規定により指定

された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第１項の規定により指定され

た自然環境保全地域又は同法第四十五条第１項の規定により指定された都道

府県自然環境保全地域 

③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２の世界遺産一覧

表に記載された文化遺産及び自然遺産の区域 

④首都圏近郊緑地保全法（昭和 41 年法律第 101 号）第三条第１項の規定により

指定された近郊緑地保全区域 

⑤近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和 42 年法律第 103 号）第五条第１

項の規定により指定された近郊緑地保全区域 

⑥都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第五条第１項の規定により指定された

緑地保全地域又は同法第十二条第 1 項の規定により指定された特別緑地保全

区域 

⑦文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第百九条第１項の規定により指定さ

れた名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体
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【解  説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査及び予測手法の選定、予測の実施に必要とな

る。なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選

定しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されている

ことから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係わる地域特性としては、「触れ合い活動の場の概況」、「主要な触れ

合い活動の場の分布及び概況」、「環境の保全を目的として法令等により指定された地

域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、保全対象である主要

な触れ合い活動の場の有無や活動の内容を確認する。また、「土地利用計画の状況」か

ら将来の保全対象の立地状況を想定する。 

「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の状況」（⑬～⑯を除く）については、「工事施工ヤードの設

置及び工事用道路等の設置に係る人と自然との触れ合いの活動の場」を追加するか否か

の判断材料とする。 

をなしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の

種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。）又は

同法第百三十四条第 1 項の規定により指定された重要文化的景観 

⑧古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和 41 年法律第１号）

第四条第１項の規定により指定された歴史的風土保存区域 

⑨明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置

法（昭和 55 年法律第 60 号）第三条第１項の規定により指定された第一種歴

史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区の区域 

⑩森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第二十五条の規定により指定された保安林

のうち、名所又は旧跡の風致の保存（風致保安林）のために指定された保安

林 

⑪都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第八条第１項第七号の規定により定め

られた風致地区の区域 

⑫瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 48 年法律第 110 号）第十二条の七の規定

により指定された自然海浜保全地区 

⑬都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第四第１項により市町村が定める緑地

の保全及び緑化の推進に関する基本計画（「緑の基本計画」） 

⑭景観法（平成 16 年法律第 110 号）第八条第 1 項により景観行政団体が定める

良好な景観の形成に関する計画（景観計画） 

⑮地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40

号）第五条第 1 項の規定により市町村が定める歴史的風致の維持及び向上に

関する計画（「歴史的風致維持向上計画」） 

⑯その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

・地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）*5 
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２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

「触れ合い活動の場の概況」、「主要な触れ合い活動の場の分布及び概況」は、調査、

予測の手法を選定するために必要な情報である。 

これらの地域特性は、調査の手法では、事業内容との関係から調査すべき情報、調査

地域、調査地点を設定する条件となり、予測の手法では、予測地域を設定する条件とな

る。 

主要な触れ合い活動の場の分布の情報から、道路構造物が特に圧迫感を与えるほど、

その活動の場に近接するような位置に存在する場合については、参考手法より詳細な手

法としてフォトモンタージュ等、視覚的表現方法による予測を行う。 

活動の内容の把握により、スターウォッチング等、夜間に行われる活動が行われてい

る場が対象道路事業実施区域及びその周辺に確認された場合には、参考手法より詳細な

手法として「道路照明の設置」による影響を考慮する。 

３）予測に用いる地域特性 

「触れ合い活動の場の概況」、「主要な触れ合い活動の場の分布及び概況」は、後に

行う予測の際に前提条件として活用できる。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

地域特性の把握に用いる文献資料の例を表-15.1.1 に示す。 

 

 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

 

自
然
的
状
況 

人と自然との触れ

合いの活動の状況 

 

全国観光情報データ

ベース(CD-ROM) 

分布、自然特性、活動の内容、利用状況

の概要 

 

(社 )日本観光
協会 

市町村要覧 市町村 

地方公共団体の観光

関連資料 
都道 府県 及 び
市町村 

 

社
会
的
状
況 

土地利用計画の状

況 

 

土地利用計画基本図 土地利用計画の状況 

 

都道府県 

都市計画図 市町村 

環境の保全を目的

として法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況及び当該対象に

係る規制の内容の

状況 

 

 

 

 

 

 

土地利用規制図、自然

公園等配置図、その他

条例等による指定地

域図等の関連資料 

 

 

・自然公園法第五条第1項の規定により

指定された国立公園、同条第２項の規

定により指定された国定公園又は同

法第五十九条の規定により指定され

た都道府県立自然公園の区域  

都道府県及び
市町村 

 

 

 

・自然環境保全法第十四条第1項の規定

により指定された原生自然環境保全

地域、同法第二十二条第1項の規定に

より指定された自然環境保全地域又

は同法第四十五条第1項の規定により

指定された都道府県自然環境保全地

域    

・世界の文化遺産及び自然遺産の保護に

表－15.1.1 地域特性の項目と資料の例 
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関する条約第十一条２の世界遺産一

覧表に記載された文化遺産及び自然

遺産の区域 

・首都圏近郊緑地保全法第三条第1項の

規定により指定された近郊緑地保全

区域 

・近畿圏の保全区域の整備に関する法律

第五条第1項の規定により指定された

近郊緑地保全区域  

・都市緑地保全法第五条第1項の規定に

より指定された緑地保全区域の区域

又は同法第十二条第1項の規定により

指定された特別緑地保全地区の区域 

・文化財保護法第百九条第１項の規定に

より指定された名勝（庭園、公園、橋

梁及び築堤にあっては、周囲の自然的

環境と一体をなしていると判断され

るものに限る。）又は天然記念物（動

物又は植物の種を単位として指定さ

れている場合における当該種及び標

本を除く。）又は同法第百三十四条第

1項の規定により選定された重要文化

的景観 

・古都における歴史的風土の保存に関す

る特別措置法第四条第1項の規定によ

り指定された歴史的風土保存区域 

・明日香村における歴史的風土の保存及

び生活環境の整備等に関する特別措

置法（昭和55年法律第60号）第三条第

１項の規定により指定された第一種

歴史的風土保存地区及び第二種歴史

的風土保存地区の区域 

・森林法第二十五条の規定により指定さ

れた保安林のうち、名所又は旧跡の風

致の保存（風致保安林）のために指定

された保安林  

・都市計画法第八条第1項第七号の規定

により指定された風致地区の区域    

・瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条

の七の規定により指定された自然海

浜保全地区            

・都市緑地法第四条第1項により市町村

が定める緑地の保全及び緑化の推進

に関する基本計画(「緑の基本計画」) 

・景観法第八条第1項により景観行政団

体が定める良好な景観の形成に関す

る計画（景観計画） 

・地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律（平成20年法律第40号

）第五条第1項の規定により市町村が

定める歴史的風致の維持及び向上に
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関する計画（「歴史的風致維持向上計

画」） 

・その他の環境の保全を目的とする法令

等に規定する区域等の状況（構造物の

意匠・色彩・素材に関する事項、緑化

に関する事項、土地の形質変更後の形

状に関する事項を把握する。） 

 

 

*2「把握すべき範囲」 

触れ合い活動の場に係る影響範囲は、影響要因やその内容によって異なっている

（「15.1.6 予測の手法」参照）。地域特性を把握すべき範囲は想定される影響範

囲のうちの最大範囲である近景域の範囲 500ｍを目安とする。(図-15.1.2 参照) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*3「触れ合い活動の場」 

触れ合い活動の場の分布、自然特性、活動の内容、利用状況等の概要を把握する。 

１）人と自然との触れ合いの活動 

「自然と触れ合う」ということは、過度に自然に影響を及ぼすことなく自然と

共生し、それを観察、利用することにより、自然の持つ効用等を享受することで

あり、具体的には以下のものが該当する。 

     （自然との触れ合いの活動の例） 

登山、トレッキング、ハイキング、森林浴、散策、サイクリング、オリエン

テーリング、海水浴、自然観察、バードウォッチング、ピクニック、キャン

プ、花・新緑・紅葉等の観賞、スターウォッチング等 

△△自然の森

○○憩いの森（調査対象外）

把握すべき範囲

500m 対象道路事業
実施区域

サイクリングコース（調査対象外）

キャンプ場（調査対象）

××市民の森

キャンプ場（調査対象）

遊歩道（調査対象）

図-15.1.2 把握すべき範囲 
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逆に、自然資源に対し著しい影響を及ぼす行為や活動が行われる場所が自然的

環境の中にあっても、イベント等の活動、経済活動等は、自然との触れ合いとは

言い難い。 

２）触れ合い活動の場 

「触れ合い活動の場」とは、上記のような自然との触れ合いに関し、野外レク

リエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触

れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場を有するものである。施設又は場に

ついては、もっぱら単一の活動に供せられるものや複合的な活動に供せられるも

の等、様々なものがあり、具体的には以下のものが該当する。 

     （施設又は場の具体例） 

登山道、自然探勝路、遊歩道、自然歩道、散策路、ハイキングコース、サイ

クリングコース、オリエンテーリングコース、海水浴場、バードウォッチン

グサイト、キャンプ場、スターウォッチングサイト等 

*4「主要な触れ合い活動の場」 

上記により把握された触れ合い活動の場の利用状況を踏まえて、不特定かつ多

数の人々により利用されるものを、主要な触れ合い活動の場として抽出する。「主

要な触れ合い活動の場」とは、不特定かつ多数の人々が利用している「触れ合い

活動の場」であり、特定の人々しか利用していないもの、少数の人々しか利用し

ていないものは対象とはならないと考えられる。よって、概況が把握された「触

れ合い活動の場」について、利用状況、利用特性等を、文献資料や関係地方公共

団体等へのヒアリング、現地概査により把握し、その中から上記の定義に適合す

る適切な「主要な触れ合い活動の場」を抽出することとする。 

*5「地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）」 

景観の保全に係る地方公共団体の計画を把握することを目的として、「景観条

例」等の把握を行う。景観保全計画の内容（地域等の指定状況、構造物の意匠･

色彩･素材に関する事項、緑化に関する事項、土地の形質変更後の形状に関する事

項等）を把握し、環境保全措置の検討の際に参考とする。 
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【解 説】 

「配慮書段階の検討」において、本項目を計画段階配慮事項に選定した場合は、その

結果を踏まえて選定する。 

 

*1「計画段階配慮事項」 

「配慮書段階の検討」では、項目を「計画段階配慮事項」と呼ぶ。 

*2「『配慮書段階の検討』における結果を踏まえる」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は低減され

ないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）

で詳細に検討すべきとされた場合、その結果を踏まえて項目を選定する。 

*3「対象道路事業実施区域及びその周辺」 

「対象道路事業実施区域及びその周辺」に該当する範囲は主要な触れ合い活動の

場に対する影響範囲を考慮して設定するものとする。影響範囲については「15.1.6 

予測の手法」の解説を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.3 項目の選定 

１）参考項目 

「人と自然との触れ合いの活動の場」では、「道路の存在（地表式又は掘割式、

嵩上式）に係る主要な人と自然との触れ合いの活動の場」を参考項目としている。 

２）参考項目を選定する場合 

参考項目の選定は、対象道路事業実施区域及びその周辺に主要な触れ合い活動の

場が存在する場合に行う。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行い、

本項目を計画段階配慮事項*1 に選定した場合は、「配慮書段階の検討」における結果

を踏まえる*2。 

この場合の対象道路事業実施区域及びその周辺*3 とは、地域特性を把握すべき範

囲と同様、対象道路事業実施区域及びその端部から 500m 程度の範囲を目安とする。 
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15.1.4 調査及び予測の手法の選定 

調査及び予測の手法は、15.1.5-1、15.1.6-1に示す参考手法を勘案しつつ、「配慮

書段階の検討」の結果、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報

等を踏まえ、選定する。 

より詳細な予測手法を選定する場合として、以下のような場合が想定される。 

１）道路構造物が特に圧迫感を与えるほど近接する場合*1 

２）対象道路事業実施区域及びその周辺に触れ合いの活動が夜間に行われている場

が存在し、照明による影響が懸念される場合*2 

【解  説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、「配慮書段階の

検討」の結果、省令別表第一に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握し

た上で参考手法を勘案して選定する。また、上記では、省令第二十三条第４項に基づき

参考手法より詳細な予測の手法を選定する場合の要件を具体的に示した。 

なお、上記の要件のほかに、自然環境の保全を目的とした法令等（自然公園法等）に

より指定された地域が存在する場合等（第二号ロの要件）も上げられるが、参考手法自

体がそれらの要件も包含したものである。 

また、参考手法である省令第二十三条別表二に示される「調査地点」、「調査期間等」、

「予測地域」に関しては事業特性や地域特性の違いがあっても「適切かつ効果的に把握

できる」、「影響を受ける恐れがあると認められる」等の範囲で追加・拡大されるもの

である。 

 

*1「道路構造物が特に圧迫感を与えるほど近接する場合」 

省令第二十三条第４項第一号の「事業特性により、当該参考項目に関する環境影

響の程度が著しいものとなるおそれがあること」に該当するものと考えられ、フォ

トモンタージュ等の視覚的表現方法による予測を行うこととする。 

特に圧迫感を与えるほど近接する範囲は、メルテンスの法則（「14.景観」表－14.7

参照）に基づき、構造物に対して仰角 18゜となる距離 2）を算出して設定する。例え

ば、高さ 50m ののり面の場合、距離約 150m となる。 

*2「照明による影響が懸念される場合」 

省令第二十三条第４項第二号イの「当該参考項目に関する環境要素に係る環境影

響を受けやすい地域その他の対象」が存在し、影響を及ぼすおそれがある場合に該

当すると考えられる。触れ合いの活動が夜間に行われている場で、照明による影響

が懸念される場合に、照明の影響について予測する。 
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15.1.5 調査の手法 

15.1.5-1 参考調査手法 

１）調査すべき情報 

(1) 触れ合い活動の場の概況 

人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然

との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われ

る施設又は場の分布、自然特性、活動の内容、利用状況の概要*1 を把握する。 

(2) 主要な触れ合い活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 

a.主要な触れ合い活動の場の分布 

主要な触れ合い活動の場の分布、面積・延長等*2 を把握する。 

b.利用の状況 

主要な触れ合い活動の場の利用時期･時間帯、利用する交通機関・経路、最寄

りの駅等からの所要時間、利用者数が設定されている施設（キャンプサイト等）

等の収容人数等*3 を把握する。 

また、主要な触れ合い活動の場において行われている主な自然との触れ合い

の活動の内容について把握する。 

c.利用環境の状況  

主要な触れ合い活動の場を取り巻く自然資源について、その内容、景観等の

特性*4 を把握する。 

２）調査の基本的な手法 

既存の文献資料等*5 による情報の収集及び現地調査の実施により把握する。主要

な触れ合い活動の場の利用状況に関する情報が、文献・資料では不足すると判断さ

れる場合には、主要な触れ合い活動の場の管理者や関係地方公共団体に対してヒア

リングを行ない、必要な情報を確認する。 

現地調査では、主要な触れ合い活動の場を取り巻く自然資源の状況を、写真撮影

により視覚的に把握する。また、主要な触れ合い活動の場において行われている主

な自然との触れ合い活動内容を詳細に把握する。 

３）調査地域 

対象道路が触れ合い活動の場の利用性の変化、快適性の変化を生じさせる範囲（対

象道路事業実施区域及びその端部から 500ｍ程度の範囲を目安とする）において、

主要な触れ合い活動の場が分布する地域とする。 

４）調査地点 

現地調査の地点は、触れ合い活動の場（遊歩道、キャンプ場等）が存在する地点

や対象道路に近接し影響が大きいと想定される地点等、主要な触れ合い活動の場の

利用性や快適性に及ぼす影響を把握するのに適切な地点に設定する。 

５）調査期間等 

現地調査の期間等は、人と自然との触れ合いの活動の特性、主要な触れ合いの活

動の場を取り巻く自然資源の特性及び主要な触れ合い活動の場の利用状況（利用時

期、時間帯）を踏まえ、それらが適切に把握できる期間、時期及び時間帯を設定す
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る。 

バードウォッチングやスターウォッチング等、人と自然との触れ合いの活動の内

容によっては、活動の時間帯が特定されるものもあるので留意する。 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場：道路（地表式又は掘割式）の存在及び道路

（嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

 イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況 

 ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状

況 

二 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域  

対象道路事業実施区域及びその周辺の区域 

四 調査地点  

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と

自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点   

五 調査期間等  

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と

自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 

 【解 説】 

「15.1.5-1 参考調査手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考調

査手法を具体的に示した。これらの調査手法は、予測・評価に対して、合理的に十分対

応できる手法である。 

 

*1「野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然

との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の分布、自然特性、活動の内容、

利用状況の概要」 

触れ合い活動の場の分布、自然特性、活動の内容、利用状況の概要については、

地域特性の把握において抽出されているので、そのデータ（「配慮書段階の検討」で

収集した情報を含む）を用いることができる。 

*2「主要な触れ合い活動の場の分布、面積・延長等」 

主要な触れ合い活動の場の分布は、地域特性の把握において抽出されているので、

そのデータ（「配慮書段階の検討」で収集した情報を含む）を用いることができる。

ここでは活動の場の面積・延長等の詳細情報を把握する。 
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これらのデータは活動の場及びそれを取り巻く自然資源の改変を予測するための

データとして用いる。 

*3「主要な触れ合い活動の場の利用時期･時間帯、利用する交通機関・経路、最寄りの

駅等からの所要時間、利用者数が設定されている施設（キャンプサイト等）等の収

容人数等」 

主な自然との触れ合い活動の内容は、地域特性の把握において抽出されているが、

現地調査により、その詳細を把握する。 

収容人数（キャンプサイト数等）、利用する交通機関・経路、最寄りの駅等から

の所要時間等の情報は、利用性の変化を予測するためのデータとして、また、利用

時期･時間帯は、現地調査時期や予測対象時期の設定のために用いる。 

*4「主要な触れ合い活動の場を取り巻く自然資源について、その内容、景観等の特性」 

活動を支える自然資源の内容については「13.動物・植物・生態系」における調査

結果も参考に抽出するものとする。 

これらの情報は、快適性の変化（近傍の風景の変化）を予測するデータとして、

また、自然資源の季節的変化（花・新緑・紅葉）等の情報は、現地調査時期や予測

対象時期の設定のために用いる。 

*5「既存の文献資料等」 

調査項目ごとに用いる代表的な文献資料及び抽出する内容を表-15.1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

○調査結果の整理方法  

主要な触れ合い活動の場の状況を縮尺５万分の１程度の図面に示し、対象道路事

業実施区域との抵触状況を整理する。 

また、触れ合い活動の場の概況、主要な触れ合い活動の場の分布、面積、延長、

利用の状況（利用時期・時間帯、利用する交通機関・経路、最寄りの駅等からの所

要時間、利用者数が設定されている施設等の収容人数）及び利用環境の状況（自然

資源の内容、景観等の特性）について整理する。 

調査項目 文献・資料名 抽出内容 

人と自然との

触れ合いの活

動の場の概況 

全国観光情報データベース 

（(社)日本観光協会） 

 

地方公共団体の観光関連資料 

（都道府県・市町村） 

 

市町村要覧（市町村） 

分布、自然特性、活動の内容、

利用状況の概要 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場

の分布、利用

の状況、利用

環境の状況 

 

分布、面積、延長、利用時期

・時間帯、利用する交通機関

・経路、最寄りの駅等からの

所要時間、利用者数が設定さ

れている施設等の収容人数、

自然資源の内容、景観等の特

性 

表-15.1.2 調査に用いる文献資料の例 
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調査結果の取りまとめ例を表－15.1.3、図－15.1.3 に示す。 

 

 

 

項目 取りまとめ例 

１）人と自然との触れ合

いの活動の場の概況 

「○○市の観光」によれば対象事業実施区域周辺には、市民の憩いの場、

散策の場となっている樹林地が多く存在し、特にキャンプ場等の施設を有

する○○の森は家族連れ等多くの利用者が訪れる。 

２）主要な人と自然との

触れ合いの活動の場の

分布、利用の状況及び利

用環境の状況 

 

 

 

 

(1)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布 

 調査対象地域の主要な触れ合いの活動の場としては○○の森が存在する。

○○の森の面積は約○haである。主な施設としてはキャンプ場（約○ha）、

自然観察路（約○km）、レクリェーション広場がある（約○ha）。 

(2)利用の状況 

 ○○の森は家族連れ等により四季を通じてハイキング、キャンプ、森林

浴、自然観察等に利用されている。 

 最寄りの駅は○○鉄道○○駅であり、駅から徒歩（約○○分）により利

用される。 

 キャンプ場にはバンガローが○箇所設置されており、収容人数は約○名

である。自然観察路ではバードウォッチング、植物観察が行われている。

(3)利用環境の状況 

 ○○の森は、広葉樹を主体とした雑木林で特に秋の紅葉が美しい場所で

ある。林内では季節により様々な鳥類のさえずりが聞こえる。 

 

 

対象道路事業実施区域

キャンプ場

自然観察路

○○の森
 

 

 

 

 

 

 

 

表－15.1.3 調査結果の取りまとめ例 

図－15.1.3  調査結果の取りまとめ例 
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15.1.6 予測の手法 

15.1.6-1 参考予測手法 

１）予測の基本的な手法 

(1) 主要な触れ合い活動の場及び自然資源の改変 

主要な触れ合い活動の場及びそれを取り巻く自然資源と対象道路事業実施区域

を重ね合わせ、図上解析することにより、改変の位置、面積や延長等を把握する。 

(2) 利用性の変化 

a.触れ合い活動の場の利用性の変化  

触れ合い活動の場の利用の支障の有無、支障が生じる箇所等を把握する。特

に触れ合い活動の場の分断の有無及び分断によって生じる活用可能面積や延長

を把握する。 

また、利用者数が設定されている施設（キャンプサイト等）については、当

該施設を利用可能な人数の変化を把握する。 

b.主要な触れ合い活動の場への到達時間・距離の変化 

近傍の既存道路の改変の状況より、主要な触れ合い活動の場への到達時間・

距離の変化を把握する。 

(3) 快適性の変化 

触れ合い活動の場から認識される近傍の風景の変化が生じる位置・程度を把握

する。 

２）予測地域 

(1) 主要な触れ合い活動の場及び自然資源の改変 

調査地域のうち、主要な触れ合い活動の場及びそれを取り巻く自然資源の改変

が生じる地域。 

(2) 利用性の変化 

調査地域のうち、触れ合い活動の場又は場の利用に関し影響が生じる地域及び

近傍の既存道路において、主要な触れ合い活動の場への到達時間・距離の変化が

生じる地域。 

(3) 快適性の変化 

調査地域のうち、触れ合い活動の場から認識される近傍の風景の変化が生じ、

雰囲気が阻害されると想定される地域*1（対象道路事業実施区域及びその端部から

500ｍ程度の範囲）とする。 

３）予測対象時期等 

予測対象時期等は、対象道路事業の完成時において、人と自然との触れ合いの活

動の特性、主要な触れ合い活動の場を取り巻く自然資源の特性及び主要な触れ合い

の活動の場の利用状況（利用時期）を踏まえ、主要な触れ合い活動の場に及ぶ影響

を明らかにする上で必要な時期を設定する。 

15.1.6-2 参考手法より詳細な予測手法 

１）道路構造物が特に圧迫感を与えるほど近接する場合 

道路構造物が特に圧迫感を与えるほど近接する場合については、フォトモンター
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ジュ等視覚的な表現方法により予測*2 する。 

２）道路照明の設置 

対象道路事業実施区域との位置関係から、影響の可能性を示すことにより定性的

に予測する。 

予測地域は、スターウォッチング等、夜間に活動が行われている主要な触れ合い

活動の場が分布する地域*3 とする。 

予測対象時期等は参考手法と同様とする。 

15.1.6-3 予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合や、予測の不確実性の程度*4及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して

必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにする。 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場：道路（地表式又は掘割式）の存在及び道路

（嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程

度を踏まえた事例の引用又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と

自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地

域 

三 予測対象時期等 

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合い

の活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期 

【解 説】 

「15.1.6-1 参考予測手法」では省令別表第二（第二十三条関係）規定する参考予測

手法を具体的に示した。これらの予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる

手法である。 

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる「人と自然との触れ合い活動の場」の予測を、当該事業以外

の事業に対する環境影響評価結果等での具体に把握できる場合、この影響も勘案して予

測を行う。 

 

*1「触れ合い活動の場から認識される近傍の風景の変化が生じ、雰囲気が阻害されると

想定される地域」 

「近傍の風景の変化が生じ、雰囲気が阻害されると想定される地域」とは、触れ

合い活動の場から見える風景が、その利用者の快適性に影響を及ぼす範囲のことで
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あり、風景の詳細が認識できる近景域と考えられる。 

近景域は 500ｍ程度以内とされており、例えば広葉樹林を視対象とした場合、樹

木の一本一本が認識される 2）。道路構造物についても、概ねこの範囲においてディ

テールが目に付きはじめると考えられるので、対象道路事業実施区域及びその端部

から概ね 500ｍの範囲を目安とする。 

*2「フォトモンタージュ等の視覚的な表現方法により予測」 

視覚的な表現方法の詳細については、「14.景観」の「14.1.6 予測の手法」*1 を

参照のこと。 

*3「スターウォッチング等、夜間に活動が行われている主要な触れ合い活動の場が分布

する地域」 

道路照明が夜空の暗さに及ぼす影響範囲については、現在のところ知見は十分で

はないが、近景域の最大範囲である 500m 程度離れていれば照明施設により観察を阻

害することは少ないと考えられる。 

したがって、対象道路事業実施区域及びその端部から 500ｍの範囲内にスターウ

ォッチング等、夜間に活動が行われている主要な触れ合い活動の場が存在する場合

には、影響の可能性を示すことにより定性的に予測を行う。 

*4「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞ

れの予測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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15.1.7 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境保全に関する施策によって示さ

れている基準又は目標の達成に努めること、必要に応じ損なわれる環境の価値を代

償することを目的として環境保全措置*1を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段階

的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内

容を明らかにできるよう整理する。また、「配慮書段階の検討」を行った場合には、

その検討以降に決定した概略計画においてどのように環境影響が回避・低減されて

いるか*3について整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内

において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証*4する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である

理由 

(5) 代償措置にあっては損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境

に関し、それぞれの位置、損なわれる又は創出される環境に係る環境要素の

種類及び内容 

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判

断した根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施*5する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係わる知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容

をより詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調

査が必要と認められる場合 
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【解 説】 

 *1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表-15.1.4 に示す。 

 
 

影響の 
種類 

環境保全措置 
の例 

環境保全措置の 
効果 

実施に伴い生じる 
おそれのある 

他の環境への影響 
区分 

主要な人と
自然との触
れ合いの活
動の場及び
自然資源の
改変 
 
 

のり面勾配の修正
（擁壁構造の併用
等）による地形改
変の最小化 

標準勾配に比べ、直
接改変を少なくす
ることが可能であ
る。 

勾配修正に用いる擁壁
の規模によっては圧迫
感が生ずる可能性があ
る。 

回  避
・ 

低 減

のり面等の緑化 
 
 

改変された自然資
源を復元し、周辺景
観に調和させるこ
とが可能である。 

外来草本種のみで緑化
すると、周辺の動物・
植物・生態系への影響
が生じるおそれがある
ので、それらに配慮す
る場合は、周辺地域に
存在する種を使用する
ことが望ましい。 

近景域の景
観の変化 
 

構造物(橋梁等)の
形式、デザイ ン、
色彩の検討 

周辺景観に調和さ
せることが可能で
ある。 

－ 

ラウンディングに
よる周辺地形との
調和 

周辺地形と違和感
なく連続させるこ
とが可能である。 

地形改変量の増加によ
り動物・植物・生態系
に影響が生じる場合が
ある。 

道路付属物（照明
ポール、立入防止
柵等）の形式、デ
ザイン、色彩の検
討 

周辺景観に調和さ
せることが可能で
ある。 

－ 
 

利用性の変
化 
 

遊歩道、登山道、ア
クセス道路等の移
設 

遊歩道、登山道、ア
クセス道路等の部
分的付け替えを行
うことにより利用
性を確保すること
が可能である。 

遊歩道、登山道、アク
セス道路等の代替位置
によっては、他の環境
要素（動物・植物・生
態系）への影響が生じ
る場合がある。 

代 償

移動経路の確保（
ｵ ｰ ﾊ ﾞ ｰ ﾌ ﾞ ﾘ ｯ ｼ ﾞ、
ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ｶ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ、
横断歩道等の設置
） 

分断による触れ合
い活動の場の面積
縮小や利用延長の
縮小を低減するこ
とができる。 

－ 
 

回  避
・ 

低 減
漏れ光によ
る快適性の
変化 

照明の改良 
 
 

上方光束比の少な
い 光 源（ ０ ～ ５ ％
）を採用することに
より上方への光の
漏れを低減するこ
とが可能である。 

－ 
 

表－15.1.4 環境保全措置の例、効果等 



- 15-1-23 - 

 

１）回避・低減の例 

 (1) 改変量の縮小 

触れ合い活動の場やそれをとりまく自然資源、アクセス道路等が改変される場合

には、のり面勾配の修正（擁壁構造の併用等）により地形改変を最小化することや

周辺構成種等を用いたのり面等の緑化により損なわれる自然資源を復元し、影響を

最小限にとどめることを検討する。 

ただし擁壁構造等の併用にあたっては、その規模が大きくなると快適性に及ぼす

影響（圧迫感の増加）が生じる場合もあるので、留意する必要がある。 

    ・擁壁併用による活動の場の改変の最小化 

    ・のり面等の緑化 

（「14.景観」の「14.1.7 １）環境保全措置の検討」を参照のこと） 

(2) 景観の融和 

触れ合い活動の場から近景で対象道路が視認される可能性がある場合には、周辺

構成種等によるのり面の緑化やラウンディング、構造物及び道路付属物の形式、デ

ザイン、色彩等の検討により、活動の場に及ぼす快適性の変化（近景観の変化によ

る雰囲気の悪化）を最小限にとどめることを検討する。 

ただしラウンディングは本来現状を維持すべき地山を改変して行うものであるの

で、動植物の生息・生育環境の改変が大きくなるおそれがある。よって、周辺自然

環境の状況を考慮したうえで、処理箇所・範囲を検討する必要がある。 

また、地方公共団体によっては緑の保全・創出に関する方針を示した「緑の基本

計画」や景観の保全・創出を目的とした「景観条例等」が定められている場合があ

る。これらにより定められた地域内で緑化に関する事項、構造物の意匠・色彩・素

材に関する事項等、景観の融和に関連した方針が規定されている場合には環境保全

措置の検討を行う際に配慮するものとする。 

    ・橋梁構造物等の形式・デザイン・色彩の検討 

    ・ラウンディングによる周辺地形との調和 

    ・のり面等の緑化 

    ・道路付属物（照明ポール、立入防止柵等）の形状、デザイン、色彩の検討 

    （「14.景観」の「14.1.7 １）環境保全措置の検討」を参照のこと）  

 (3) 照明灯具の形式の検討 

夜間に行うスターウォッチング等、活動の特性上、道路照明の影響が懸念される

場合は、光が上方に漏れにくい灯具（上方光束比が小さい灯具）を採用することに

より、活動の場に及ぼす快適性の変化を最小限にとどめることを検討する。 

「光害対策ガイドライン」（環境庁：平成 10 年 3 月）では、屋外照明にかかわる

問題に対して、照明灯具の諸元に関する目標も示されており、それによると上方光

束比（水平より上に向かう光の割合）は 0～5%が望ましいとされている 3）。 

２）代償措置の例 

(1) 登山道、遊歩道、アクセス道路等の移設 

登山道、遊歩道、アクセス道路等が改変され機能が発揮できない場合には、付替

道路を設置することにより、活動の場の利用性の変化（利用性の変化、活動の場に
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至るアクセス性の変化等）を最小限にとどめる。 

この場合、影響を回避・低減させることが困難な理由を明確にし、機能が損なわ

れる道路等と創出される道路等の位置、利用性、周辺の自然資源の内容をそれぞれ

比較し、整理するものとする。 

なお、代替道路の設置位置によっては、動物、植物、生態系への影響が生じる場

合もあるため、設置位置の設定に際しては、それらへの配慮を十分に検討する必要

がある。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施

された場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が

変化した場合が相当する。 

*3「概略計画においてどのように環境影響が回避・低減されているか」 

「配慮書段階の検討」を行った場合、その検討以降に決定した概略計画を他の複

数案と比較し、回避・低減されている環境影響について、以下を整理する。 

・環境影響の回避・低減を検討した対象（コントロールポイント等） 

・上記対象に関する環境影響の回避・低減の状況 

この整理により、「配慮書段階の検討」からＥＩＡを通じて、事業計画の検討の中

でどのように環境への配慮がなされたのか、総合的に把握することが可能になる。 

なお、（「配慮書段階の検討」を含む）概略ルート・構造の検討から、概略計画の

決定に至る過程（プロセス）については、構想段階の計画策定プロセスに関するガ

イドライン等に基づくものとする。 

*4「回避又は低減されているかどうかを検証」 

環境保全措置による影響の回避･低減の検証については、触れ合い活動の場の場

合、定性的に行うことが主体となるが、環境保全措置の効果が定量的に見込めるも

の（緑化による植生の回復面積、擁壁構造の併用による改変部の低減量等）につい

ては可能な限り定量的に行うものとする。 

*5「事後調査を実施」 

参考予測手法で設定している「図上解析による改変の位置、程度の把握」、参考

手法より詳細な予測手法として用いる「フォトモンタージュ等の手法」は従来から

多くの実績のある予測手法であること、また、「利用人数の変化、到達時間・距離

の変化の把握」は単純な計算で行えることから、一般的には予測の不確実性は小さ

いと考えられる。 

環境保全措置については、改変量の縮小、景観の融和に係る措置は、実績のある

方法であるとともに、「フォトモンタージュ等の手法」により、効果を視覚的に把

握することが可能なため、不確実性は小さいと考えられる。また、照明灯具の形式

の検討による漏れ光の低減は実績のある方法である。登山道の移設等の利用性に係

る措置は「到達時間・距離の変化」を単純な計算で把握できるため、一般に効果の

不確実性は小さいと考えられる。 

したがって、上記のような予測手法や環境保全措置を用いる限り事後調査の必要

性は少ないと考えられる。 
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15.1.8 評価の手法 

評価の手法は、以下による。 

なお、「配慮書段階の検討」において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があると

された内容がある場合は、その対応状況を整理する。*1 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、道路の存在に係る触れ合い活動の場に関する影響が、事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法によ

り環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明ら

かにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項

目に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予

測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

【解  説】 

回避、低減の評価は、主要な触れ合い活動の場の改変や利用性・快適性の変化がない

場合等、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断さ

れる場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による回

避・低減の程度をもって行う。 

 

*1「『配慮書段階の検討』において、ＥＩＡでさらに詳細に検討する必要があるとされ

た内容がある場合は、その対応状況を整理する」 

「配慮書段階の検討」において、概略ルート・構造の検討では回避又は十分に低

減されないおそれがある環境影響とされ、ＥＩＡで詳細に検討すべきとされた場合、

それに対応した旨を明らかにする。 

 

 

 

引用文献 

1)環境庁企画調整局企画調整課:環境基本法の解説,ぎょうせい,p.183,1994. 

2)篠原 修:新体系土木工学 59 土木景観計画,技報堂出版株式会社,pp.85-93,1982. 

3)環境庁:光害対策ガイドライン,pp.38-46,1998. 

 

参考図書 

◎自然環境アセスメント研究会:自然環境アセスメント技術マニュアル,財団法人自然

環境研究センター,pp.471-547,1995. 

◎自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会編：環境アセスメント技術ガイド 

自然とのふれあい,(財)自然環境研究センター,pp132-198,2002. 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
15．人と自然との触れ合いの活動の場 

15.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る人と自然との触れ合いの活

 動の場（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「15.2 工事施工ヤードの設置及び工

事用道路等の設置に係る人と自然との触れ合いの活動の場」を改定したものである。 改定の経

緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1 の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎に

これらの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行う

ための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平

成10年建設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 15.2 工事施工ヤードの設置及び工事用道
路等の設置に係る人と自然との触れ合いの活動の場） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資 
料第3745号 
 

旧建設省土木研究所環境部緑
化生態研究室 

初版 
                  
                  室 長 

前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫
森崎 耕一
石坂 健彦

平成19年6月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第399号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

前主任研究官 
主任研究官 
室 長 

大塩 俊雄
小栗ひとみ
松江 正彦

平成25年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

室長 
主任研究官 
 

栗原 正夫
小栗ひとみ
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「15.1 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の

場」の概要 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る人と自然との触れ合いの活動の場（以下、「触

れ合い活動の場」という）が項目として選定された場合は、主要な人と自然との触れ合いの活

動の場（以下、「主要な触れ合い活動の場」という）の分布を把握し、工事施工ヤード、工事

用道路等の設置により生じる改変の位置、程度を予測した後、工事の影響を回避・低減するこ

とが可能であるか否かについて評価する。 
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図-15.4 工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る触れ合

い活動の場の環境影響評価における調査、予測及び

評価の流れ 

 

 

 

 

 

 

15.2.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

  (1) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想

定される位置 

15.2.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 (1) 触れ合い活動の場の状況及び利用の状況 

  ①触れ合い活動の場の概況 

  ②主要な触れ合い活動の場の分布及び概況 

２）社会的状況 

 (1) 土地利用の状況 

(2) 環境の保全を目的とする法令等の状況 

15.2.3 項目の選定 
 主要な触れ合い活動の場が、自然公園法等、自然環境の保全に係る法令により指定された地域に存在し、

かつ工事施工ヤード、工事用道路等の設置による改変が想定される場合 

15.2.6 環境保全措置の検討 
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能な範

囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値を代償するこ

とを目的として環境保全措置の検討を行う。 
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどう

かの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 
 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及びそ

れに伴い生じるおそれがある環境への影響、代償措置にあっては、回避・低減が困難な理由、損なわ

れる環境及び創出される環境に係る環境要素の種類及び内容を明らかにする。 

15.2.4 調査の手法 
１）調査すべき情報 
主要な触れ合い活動の場の分布 

２）調査の基本的な手法 
 地域特性の把握時に収集した文献資料から、主要な触れ合い活動の場の分布に関する情報を利用する。 

15.2.7 評価の手法 
  事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避･低減されているかどうかを評価する。 

15.2.5 予測の手法 
１）予測の基本的な手法 
主要な触れ合い活動の場と工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される範囲を重ね合わせ、図上

解析することにより、改変の位置、程度を把握する。 

図-15.2.1 「工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る人と自然との触れ合いの活動の

場」における調査、予測及び評価の流れ 
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15.2.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、工事施工ヤード、工事用道路等の設置に

係る触れ合い活動の場の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業に

おいて「配慮書段階の検討*1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する

情報を補足する。 

１）対象道路事業の工事計画の概要 

(1) 工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなか

った場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていることから、これ

らを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される概ねの位置」は保全対象である主要な

触れ合い活動の場との位置関係を判断するために必要な内容である。 

２）予測に用いる事業特性 

事業特性の把握は、項目の選定を行う範囲内において行うものであるが、「工事施工ヤード、

工事用道路等の設置が想定される概ねの位置」は後に行う予測の際にも前提条件として活用で

きる。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環境影

響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階配慮事項

（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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15.2.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において、入手可能な最

新の文献*1その他の資料（出版物等であって、事業者が一般的に入手可能な資料）に基づき、

工事施工ヤード、工事用道路等の設置に係る触れ合い活動の場に関連する以下の内容を把握

する。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した

情報を活用し、不足する情報を補足する。 

把握すべき範囲は*2工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される範囲とする。 

１）自然的状況 

(1) 触れ合い活動の場の状況及び利用の状況 

①触れ合い活動の場*3の概況 

②主要な触れ合い活動の場*4の分布及び概況 

２）社会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用計画の状況 

(2) 環境の保全を目的として法令により指定された地域その他の対象及び当該対象に係

る規制の内容その他の状況 

①自然公園法（昭和32年法律第161号）第五条第１項の規定により指定された国立公園、

同条第２項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定により指定

された都道府県立自然公園の区域 

②自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第十四条第１項の規定により指定された原

生自然環境保全地域、同法第二十二条第１項の規定により指定された自然環境保全

地域又は同法第四十五条第１項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域 

③世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２の世界遺産一覧表に記

載された文化遺産及び自然遺産の区域 

④首都圏近郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）第三条第１項の規定により指定され

た近郊緑地保全区域 

⑤近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和42年法律第103号）第五条第１項の規定

により指定された近郊緑地保全区域 

⑥都市緑地法（昭和48年法律第72号）第五条第１項の規定により指定された緑地保全

地域又は同法第十二条第１項の規定により指定された特別緑地保全区域 

⑦文化財保護法（昭和25年法律第214号）第百九条第１項の規定により指定された名勝

（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると

判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定さ

れている場合における当該種及び標本を除く。）又は同法第百三十四条第1項の規定

により指定された重要文化的景観 

⑧古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１号）第四条

第１項の規定により指定された歴史的風土保存区域 

⑨明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（昭

和 55 年法律第 60 号）第三条第１項の規定により指定された第一種歴史的風土保存
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地区及び第二種歴史的風土保存地区の区域 

⑩森林法（昭和26年法律第249号）第二十五条の規定により指定された保安林のうち、

名所又は旧跡の風致の保存（風致保安林）のために指定された保安林 

⑪都市計画法（昭和43年法律第100号）第八条第１項第七号の規定により定められた風

致地区の区域 

⑫瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第十二条の七の規定により指

定された自然海浜保全地区 

⑬都市緑地法（昭和48年法律第72号）第四第１項により市町村が定める緑地の保全及

び緑化の推進に関する基本計画（「緑の基本計画」） 

⑭景観法（平成16年法律第110号）第八条第1項により景観行政団体が定める良好な景

観の形成に関する計画（景観計画） 

⑮地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40号）第五

条第1項の規定により市町村が定める歴史的風致の維持及び向上に関する計画（「歴

史的風致維持向上計画」） 

⑯その他の環境の保全を目的とする法令等に規定する区域等の状況 

・地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）*5 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定しなか

った場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されていることから、これ

らを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係わる地域特性としては、「触れ合い活動の場の概況」、「主要な触れ合い活

動の場の分布及び概況」、「環境の保全を目的として法令等により指定された地域、その他の

対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、保全対象である主要な触れ合い活動の

場の有無や活動の内容を確認する。また、「土地利用計画の状況」から将来の保全対象の立地

状況を想定する。 

２）予測に用いる地域特性 

「触れ合い活動の場の概況」、「主要な触れ合い活動の場の分布及び概況」は、後に行う予

測の際に前提条件として活用できる。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

「15.1.2 地域特性の把握」の表-15.1（地域特性の項目と資料の例）を参照のこと。 

*2「把握すべき範囲」 

工事施工ヤード、工事用道路等については、対象道路事業の計画の熟度があがるにつれ

て徐々に明らかになるものであり、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の段

階では明確に示せない場合もある。よって、その時点で考えられる概ねの位置を想定し、

その位置を含め把握すべき範囲を設定するものとする。 

上記により把握された触れ合い活動の場の利用状況を踏まえて、不特定かつ多数の人々
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により利用されるものを、主要な触れ合い活動の場として抽出する。 

*3「触れ合い活動の場」 

「15.1.2 地域特性の把握」*3 を参照のこと。 

*4「主要な触れ合い活動の場」 

「15.1.2 地域特性の把握」*4 を参照のこと。 

*5「地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等）」 

「15.1.2 地域特性の把握」*5 を参照のこと。 
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15.2.3 項目の選定 

項目の選定は、主要な触れ合い活動の場が、自然公園法等、自然環境の保全に係る法令等

により指定された地域に存在し、かつ工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置が想定

される場合に行う。 

【解 説】 

工事による影響要因としては、工事施工ヤード、工事用道路等の設置があるが、これらは一

時的なものであること、道路本体に比べ規模が小さくその復旧が速やかに行われること等、影

響が永続的に及ぶわけではない場合が多いことから、参考項目として設定されていない。しか

し、自然公園法、自然環境保全法等、自然環境の保全に係る法令で指定されている地域内で工

事施工ヤード、工事用道路等の設置により主要な触れ合い活動の場の改変が想定される場合に

は、項目の選定を行う。 
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15.2.4 調査の手法 

１）調査すべき情報 

主要な触れ合い活動の場*1の分布 

２）調査の基本的な手法 

地域特性の把握時に収集した文献資料から、主要な触れ合い活動の場の分布に関する情

報を利用することができる。 

３）調査地域 

調査地域*2は工事施工ヤード、工事用道路等の設置により主要な触れ合い活動の場の改変

が想定される地域とする。 

【解  説】 

調査は文献資料から主要な触れ合い活動の場の分布情報の把握を目的として行うものであり、

予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「主要な触れ合い活動の場」 

「15.1.2 地域特性の把握」*4 を参照のこと。 

*2「調査地域」 

工事施工ヤード、工事用道路等については、対象道路事業の計画の熟度があがるにつれ

て徐々に明らかになるものであり、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の段

階では明確に示せない場合もある。よって、その時点で考えられる概ねの位置を想定し、

その位置を含め調査地域を設定するものとする。 
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15.2.5 予測の手法 

15.2.5-1 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

  主要な触れ合い活動の場と工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される範囲を重

ね合わせ図上解析することにより、改変の位置、面積や延長等を把握する。 

２）予測地域 

  工事施工ヤード、工事用道路等の設置により主要な触れ合い活動の場の改変が想定され

る地域とする。 

３）予測対象時期等 

  工事施工ヤード、工事用道路等の設置が想定される時期とする。 

15.2.5-2 予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合や環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合に

おいては、予測の不確実性の程度*1及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認め

るときは、当該不確実性の内容を明らかにする。 

【解  説】 

予測として用いる図上解析は従来から多くの実績のある予測手法であり、合理的に十分対応

できる手法である。 

ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業活動等

によりもたらされる「人と自然との触れ合い活動の場」の予測を、当該事業以外の事業に対す

る環境影響評価結果等での具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

*1「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測の結

果のばらつきの程度により、把握する。 
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15.2.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国又は

関係する地方公共団体が実施する環境保全に関する施策によって示されている基準又は目

標の達成に努めること、必要に応じ損なわれる環境の価値を代償することを目的として環

境保全措置*1を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段階的に実施された場合*2は、それぞ

れの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なよ

り良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において環境

影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並

びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判断した

根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

あるときは、事後調査を実施*3する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係わる知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより

詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調査が必

要と認められる場合 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表-15.2.1に示す。 

１）工事施工ヤード、工事用道路等の設置位置の検討 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置位置を検討することにより、主要な触れ合い活動

の場及び自然資源の改変の回避・低減を図る。 

２）改変部分の緑化 

工事施工ヤード、工事用道路等の設置による地形改変部は、工事終了後、周辺構成種に

よる緑化により復元、周辺景観に調和させることを検討する必要がある。緑化の施された

のり面等は時間の経過とともに植生が回復し、周辺の自然資源や景観と同化していくこと
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となる。 

なお、外来草本種のみによる緑化でも効果は発揮できるが、場合によっては周辺の動物・

植物・生態系に対し影響が生じるおそれがあるため、それらへの配慮が必要な箇所におい

ては周辺地域に存在する種を使用することを考慮する。 

３）代償措置の例 

「15.1.7 環境保全措置の検討」*1 ２）を参照のこと。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

「15.1.7 環境保全措置の検討」*2 を参照のこと。 

*3「事後調査を実施」 

図上解析することにより、改変の位置、程度を把握する方法は従来から多くの実績のあ

る予測手法であり、一般的には予測の不確実性は小さいと考えられる。 

また、地形改変の最小化や改変部の緑化については従来から実績のある方法であるとと

もに、効果については、視覚的な把握が可能であるため、環境保全措置の不確実性は小さ

いと考えられ、一般に事後調査の必要性は少ないと考えられる。 

 

影響の 
種類 

環境保全措置 
の例 

環境保全措置の 
効果 

実施に伴い生じるおそれ 
のある他の環境への影響 

区分 

主要な人と

自然との触

れ合いの活

動の場及び

自然資源 

工事施工ヤード、

工事用道路等の

設置位置の検討

による地形改変

の最小化 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場及び自然資源

の改変を回避・低

減する。 

工事施工ヤード、工事用道

路等の設置位置によって

は、他の環境要素（動物・

植物・生態系）への影響が

生じる場合がある。 
回避 

・ 

低減 

改変部分の緑化 改変された自然資

源を復元し周辺景

観に調和させるこ

とが可能である。

外来草本種のみで緑化す

ると、周辺の動物・植物・

生態系への影響が生じる

おそれがあるので、それら

に配慮する場合は、周辺地

域に存在する種を使用す

ることが望ましい。 

利用性の変

化 

遊歩道、登山道、

アクセス道路等

の移設 

遊歩道、登山道、

アクセス道路等の

部分的付け替えを

行うことにより利

用性を確保するこ

とが可能である。

遊歩道、登山道、アクセス

道路等の代替位置によっ

ては、他の環境要素（動

物・植物・生態系）への影

響が生じる場合がある。 

代償 

表－15.2.1 環境保全措置の例、効果等 
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15.2.7 評価の手法 

評価の手法は、以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、工

事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置に係る触れ合い活動の場に関する影響が、事

業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じそ

の他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見

解を明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目に関

して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との

間に整合が図られているかどうかを評価する。 

【解 説】 

 回避・低減の評価は主要な触れ合い活動の場の改変がない場合等、環境影響がないと判断さ

れる場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合はそのことをもって、環境保全

措置を検討した場合は環境保全措置による回避・低減の程度をもって行う。 

 

 

 

参考図書 

◎自然環境アセスメント研究会:自然環境アセスメント技術マニュアル,財団法人自然環境研究

センター,pp.471-547,1995. 

◎自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会編：環境アセスメント技術ガイド 自

然とのふれあい,(財)自然環境研究センター,pp132-198,2002. 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 
15．人と自然との触れ合いの活動の場 
15.3 自動車の走行に係る人と自然との触れ合いの活動の場（参考項目以外の項目） 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「15.3 自動車の走行に係る人と自然

との触れ合いの活動の場」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定で

は、主務省令*1 の改正を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎に

これらの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行う

ための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平

成10年建設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

改定の経緯（道路環境影響評価の技術手法 15.3 自動車の走行に係る人と自然との触
れ合いの活動の場） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資 
料第3745号 
 

旧建設省土木研究所環境部緑
化生態研究室 

初版 
                  
                  室 長 

前主任研究員 
主任研究員 

藤原 宣夫
森崎 耕一
石坂 健彦

平成19年6月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第400号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

前主任研究官 
主任研究官 
室 長 

大塩 俊雄
小栗ひとみ
松江 正彦

平成25年3月 国土技術政策 
総合研究所資 
料第714号 

国土交通省国土技術政策総合
研究所環境研究部緑化生態研
究室 

主務省令の改正 

室長 
主任研究官 
 

栗原 正夫
小栗ひとみ
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 「15.3 自動車の走行に係る人と自然との触れ合いの活動の場」の概要 

特に静寂性を求められる自動車の走行に係る人と自然との触れ合いの活動の場（以下、

「触れ合い活動の場」という）が対象道路事業実施区域及びその周辺に確認され、自動

車の走行により生ずる騒音の影響が想定される場合等には、触れ合いの活動の場を選定

して、自動車走行により生ずる交通騒音の影響の可能性を予測した後、その影響を回

避・低減することが可能であるか否かについて評価する。 
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15.3.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る構造の区分、設計速度、

計画交通量及び構造の概要 

  (1) 構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、

橋若しくは高架、その他の構造の別）、

概ねの位置、延長 

15.3.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 (1) 触れ合い活動の場の状況及び利用の状況

  ①触れ合い活動の場の概況 

  ②主要な触れ合い活動の場の分布及び概況

２）社会的状況 

 (1) 土地利用の状況 

(2) 環境の保全を目的とする法令等の状況 

15.3.3 項目の選定 
 触れ合い活動の場で、「自動車の走行」により生ずる交通騒音による影響が想定される場合 

15.3.6 環境保全措置の検討  
 ①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可

能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び必要に応じ損なわれる環境の価値

を代償することを目的として環境保全措置の検討を行う。  
 ②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられている

かどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。

 ③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化

及びそれに伴い生じるおそれがある環境への影響、代償措置にあっては、回避・低減が困難な

理由、損なわれる環境及び創出される環境に係る環境要素の種類及び内容を明らかにする。  

15.3.4 調査の手法 
１）調査すべき情報 

 (1) 触れ合い活動の場の概況 

 (2) 主要な触れ合い活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 

２）調査の基本的な手法 

  既存の文献資料等による情報の収集及び現地調査を実施することにより把握する。 

15.3.7 評価の手法 
  事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避･低減されているかどうかを評価する。 

15.3.5 予測の手法 
対象道路事業実施区域との位置関係から、自動車の走行の影響の可能性を示すことにより定性的

に予測する。  

図-15.3.1 「自動車の走行に係る人と自然との触れ合いの活動の場」における調査、

予測及び評価の流れ  
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15.3.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、自動車の走行に係る人と自然との

触れ合い活動の場の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業

において「配慮書段階の検討*1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、

不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和45年政令第320号）第三条に

規定する道路の区分をいう）、設計速度、設計交通量及び構造の概要 

(1) 構造の概要 

道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別）、

概ねの位置、延長 

【解  説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査及び予測手法の選定、予測の実施に必要とな

る。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は保全対象である主要な触れ合い

活動の場との位置関係を判断するために必要な内容である。 

２）予測に用いる事業特性 

事業特性の把握は、項目の選定及び手法の選定を行う範囲内において行うものである

が、「対象道路事業実施区域の位置」、「構造の概要」は後に行う予測の際にも前提条

件として活用できる。

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段

階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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15.3.2 地域特性の把握 

地域特性の把握は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との

触れ合い活動の場と同じである。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行

った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

【解  説】 

「15.1.2 地域特性の把握」を参照のこと。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15-3-6 - 

 

15.3.3 項目の選定 

対象道路事業実施区域及びその周辺*1に特に静寂性を要する触れ合い活動の場が存

在し、自動車の走行により生ずる騒音の影響が想定される場合。 

【解 説】 

 特に静寂性を要する触れ合い活動の場が存在し、自動車の走行により生ずる騒音の影

響が想定される場合（対象道路事業実施区域及びその端部から250m程度の範囲を目安と

し、その範囲にバードウォッチングサイト等が存在する場合等）がある。 

 

*1「対象道路事業実施区域及びその周辺」 

「対象道路事業実施区域及びその周辺」に該当する範囲は主要な触れ合い活動の

場に対する影響範囲を考慮して設定するものとする。影響範囲については「15.

3.5 予測の手法」の解説を参照のこと。 
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15.3.4 調査の手法 

調査の手法は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ

合い活動の場と同じである。 

【解 説】 

 「15.1.5 調査の手法」を参照のこと。 
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15.3.5 予測の手法 

15.3.5-1  予測の手法 

１）自動車の走行 

対象道路事業実施区域との位置関係から、影響の可能性を示すことにより定性的

に予測する。 

予測地域は、バードウォッチング等、特に静寂性を要する活動が行われている主

要な触れ合い活動の場が分布する地域*1とする。 

予測対象時期等は参考手法と同様とする。 

15.3.5-2  予測の不確実性 

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合や、予測の不確実性の程度*2及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して

必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにする。 

【解 説】 

 対象道路事業実施区域との位置関係から、影響の可能性を予測する手法は、従来より

実績のある予測手法であり、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業以外の事業

活動等によりもたらされる「人と自然との触れ合い活動の場」の予測を、当該事業以外

の事業に対する環境影響評価結果等での具体に把握できる場合、この影響も勘案して予

測を行う。 

 

*1「バードウォッチング等、特に静寂性を要する活動が行われている主要な触れ合い活

動の場が分布する地域」 

自動車の走行に係る騒音の影響範囲は、平成９年度道路交通センサスを参考に、

地方部の幹線道路を対象にした昼間12時間交通量の全国平均値により、主として住

居の用に供せられる地域に求められる程度の静穏な騒音レベルまで減衰する距離を

算出すると、250ｍ程度となる。 

したがって、対象道路事業実施区域及びその端部から250m程度の範囲内にバード

ウォッチング等、特に静寂性を要する活動が行われている主要な触れ合い活動の場

が存在する場合には、影響の可能性を示すことにより定性的に予測を行う。 

*2「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞ

れの予測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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15.3.6 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境保全に関する施策によって示さ

れている基準又は目標の達成に努めること、必要に応じ損なわれる環境の価値を代

償することを目的として環境保全措置*1を検討する。その検討がＥＩＡにおいて段階

的に実施された場合*2は、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内

容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内

において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である

理由 

(5) 代償措置にあっては損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境

に関し、それぞれの位置、損なわれる又は創出される環境に係る環境要素の

種類及び内容 

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実行が可能であると判

断した根拠 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施*3する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係わる知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容

をより詳細なものにする必要があると認められる場合 

(4) 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の程度を勘案して事後調

査が必要と認められる場合 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表-15.6に示す。 
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１）回避・低減の例 

   1) 騒音の低減 

バードウォッチング等、特に静寂さを要する活動が行われており、騒音の影響が

懸念される場合は、周辺構成種等の植栽等により道路を遮蔽し、騒音を低減、心理

的遮蔽効果を発揮させることにより、活動の場に及ぼす快適性の変化を最小限にと

どめることを検討する。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

「15.1.7 環境保全措置の検討」*2 を参照のこと。 

*3「事後調査を実施」 

環境保全措置については、植栽による騒音の低減、心理的遮蔽効果といった快適

性に係る措置は、一般的に効果の不確実性は小さいものと考えられる。 

したがって、上記のような予測手法や環境保全措置を用いる限り事後調査の必要

性は少ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響の 
種類 

環境保全措置 
の例 

環境保全措置の 
効果 

実施に伴い生じる 
おそれのある 

他の環境への影響 
区分 

騒音による
快適性の変
化 

植栽等による
道路の遮蔽 

自動車騒音の低減
及び心理的遮蔽効
果を発揮させるこ
とが可能である。

－ 

回避 

・ 

低減 

表-15.6 環境保全措置の例、効果等
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15.3.7 評価の手法 

評価の手法は、以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、道路の存在に係る触れ合い活動の場に関する影響が、事業者により実行可能な範

囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環

境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにす

ることにより行う。 

２）基準又は目標との整合の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の

結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

【解  説】 

回避、低減の評価は、主要な触れ合い活動の場の改変や利用性・快適性の変化がない

場合等、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断さ

れる場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による回

避・低減の程度をもって行う。 
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◎自然環境アセスメント研究会:自然環境アセスメント技術マニュアル,財団法人自然環

境研究センター,pp.471-547,1995. 

◎自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会編：環境アセスメント技術ガイド 自

然とのふれあい,(財)自然環境研究センター,pp132-198,2002. 
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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

16．廃棄物等 

16.1 切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「16.1 切土工等又は既存の工作

物の除去に係る廃棄物等」を改定したものである。改定の経緯を下の表に示す。今回の改

定では、主務省令*1の改正および建設リサイクル率が向上した現状を反映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎

にこれらの手法等を参考としつつ、適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成10年建

設省令第10号、最終改正：平成25年国土交通省令第28号） 

改定の経緯（「道路環境影響評価の技術手法」 16.1 切土工等又は既存の工作物の除去
に係る廃棄物等） 

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資  
料第3745号 
 

旧建設省土木研究所材料施工部
施工研究室 

初版 
                   
                   室長 

主任研究員 
前研究員 

大下武志 
宮武裕昭 
石崎麻子 

平成19年6月 土木研究所資  
料第4064号 

独立行政法人土木研究所技術推
進本部施工技術チーム 

主務省令の改正 

主席研究員 大下武志 

平成25年3月 土木研究所資
料第4254号 

独立行政法人土木研究所地質・
地盤研究グループ施工チーム 

主務省令の改正 
建設リサイクル率が
向上した現状を反映

上席研究員 
前上席研究員 

宮武裕昭 
小橋秀俊 
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「16.1 切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等」の概要 

切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等の調査・予測・評価は、対象道路事

業実施区域外に搬出する建設副産物（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において

建設発生土は産業廃棄物に含まれないためここでは建設副産物としている。なお、土壌

汚染等に該当する建設発生土は第 11 章の土壌を参照されたい）を対象に行う。予測は、

事業特性及び地域特性の情報により、建設副産物の概略発生量を対象に行う。予測結果

から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全措

置として実行可能な再利用方策の検討を行う。評価は、回避・低減の観点から行う。 

なお、平成 14 年 5 月に「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設リサイ

クル法）」が施行されており、廃棄物等の適切な処理及び再利用を図ることが義務づけ

られた。コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材については、

再資源化等率がそれぞれ 98%、99%、91%と高く（平成 17 年度実績）、事業実施段階で適

正に処理している場合がほとんどであるため、環境アセスメントの必要性は限られてい

る。 
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図－16.1 「切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等」における調査、予測 

及び評価の流れ 

 

16.1.1 事業特性の把撞 

１）対象道路事業実施区域の位置  
２）対象道路事業の工事計画の概要  

(1) 本線工事における区分 (土工、トンネル、

橋梁・高架 )、概ねの位置、延長  

16.1.2 地域特性の把握 

１）自然的状況  
①地形及ぴ地質の状況  

２）杜会的状況  
①土地利用の状況  
②廃棄物等に係る関係法令等  
③廃棄物等の再利用・処分技術の現況  
④廃棄物等の処理施設等の立地状況  

16.1.3 項目の選定 

廃棄物等を対象道路事業実施区域外に搬出する可能性がある場合  

16.1.4 調査及び予測の手法の選定 

調査及び予測の手法は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じ

て得られる情報等を踏まえ選定する。  

16.1.5 調査の手法 

調査は現地調査及び文献調査を基本とし、必要な情報が得られない場合又は不足する場合には

必要に応じて聞き取り調査を行うことにより、予測・評価に対して、合理的に対応できる手法で

ある。  

16.1.6 予測の手法 

参考予測手法 

事業特性及び地域特性の情報を基に廃棄物等の種類ごとの概略の発生状況を予測する。  

16.1.7 環境保全措置の検討 

①予測緒果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行

可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討

を行う。  
②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられてい

るかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証

する。  
③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果・措置後の環境の状況の変

化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。  

16.1.8 評価の手法 

①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が固避・低減されているかどうかを評価する。  
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【解  説】 

これらの事業特性は、項目の選定、予測の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、建設副産物の発生要因等の位置について、また、

「対象道路事業の工事計画の概要」(工事の区分など)は、建設副産物の発生条件等を判

断するために必要である。建設副産物の発生要因、発生条件等の関係から、対象道路事

業実施区域内での適正な再利用等することができず建設副産物を対象道路事業実施区

域外に搬出する可能性がある場合、項目を選定することができる。なお、現場内でリサ

イクルし場外搬出しない場合も概略数量及び現場内でのリサイクルの趣旨を明記する。 

詳細は、「16.1.3  項目の選定」を参照のこと。 

２）予測に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」及び「対象道路事業の工事計画の概要」は、予測の

実施に当たって必要な情報である。ここでは、対象道路事業実施区域の位置、工事の区

分、概ねの位置、延長などが予測条件設定に当たって必要である。これらの情報は、

「16.1.6  予測の手法」において、予測に必要な精度で再整理する必要がある。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、

環境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段

階配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 

16.1.1 事業特性の把握 

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、切土工等又は既存の工作物の除去に

係る廃棄物等の予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮

書段階の検討
* 1

」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補

足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業の工事計画の概要 

(1) 本線工事における区分(土工、トンネル、橋梁・高架)、概ねの位置、延長 
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【解  説】 

これらの地域特性は、項目の選定、予測及び評価の実施に必要になる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

１）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性としては、「地形及び地質の状況」、「土地利用の状況」等

から、切土工等又は除去すべき既存の工作物の有無等を把握する。 

これらと「16.1.1  事業特性の把握」で整理した対象道路事業実施区域の位置関係か

ら、項目の選定について検討する。詳細は、「16.1.3  項目の選定」を参照のこと。 

２）予測及び評価に用いる地域特性 

予測及び評価の実施に用いる地域特性としては、「地形及び地質の状況」、「土地利用

の状況」、「廃棄物等に係る関係法令等の状況」、「廃棄物等の再利用・処分技術の現況」、

「廃棄物等の処理施設等の立地状況」がある。これらは、建設発生土、コンクリート塊、

アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の概略の発生状況の把握のために用いる

ほか、建設副産物の実行可能な再利用の方策の検討における情報として必要である。 

 

*1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－16.1 に示す。 

16.1.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な

最新の文献
* 1

その他の資料(出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料)に基づ

き、切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等に関連する以下の内容を把握す

る。なお、当該事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集し

た情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）自然的状況 

(1) 地形及び地質の状況 

①地形の状況 

地形の区分及び分布状況 

②地質の状況 

地質の区分及び分布状況 

２）杜会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用の現況 

(2) その他の事項 

①廃棄物等に係る関係法令等の状況 

②廃棄物等の再利用・処分技術の現況 

③廃棄物等の処理施設等の立地状況 

なお、土地利用の状況のうち既設構造物の状況に係る内容は、必要に応じて現地確認

を実施する。 
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表－16.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 
文献・資料から 

抽出する内容 
発行者等 

自
然
的
状
況 

地形の状況 土地分類基本調査

地形分類図(1/5 万)

地形の区分及び分布状況 経済企画庁 

国土地理院 

都道府県 

地質の状況 土地分類基本調査

地質分類図(1/5 万)

地質の区分及び分布状況 国土交通省 

都道府県 

社
会
的
状
況 

土地利用の状況 土地利用図 土地利用の状況 国土地理院 

都道府県等 土地利用現況図 

廃棄物等に係る

関係法令等の状

況 

法令、例規集等 

廃棄物の処理に係

る条例等 

建設副産物の再利用・処

分に係る法令、条例、規

制等の内容 

都道府県等 

廃棄物等の再利

用・処分技術の

現況 

『総合的建設副産

物対策』 

その他、再利用技術

に関する文献等 

建設副産物の再利用・処

分技術に関する事例等 

国土交通省 

都道府県等 

廃棄物等の処理

施設の立地状況 

処理施設一覧等 建設副産物の再利用・処

分に係る施設の立地状況 

都道府県等 
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【解 説】 

項目の選定にあたっては、「16.1.1  事業特性の把握」で得られた「対象道路事業実

施区域の位置」並びに「対象道路事業の工事計画の概要」と、「16.1.2  地域特性の把

握」で得られた「地形及び地質の状況」並びに「土地利用の状況」の建設副産物の発生

要因、発生条件等から判断するものとする。 

廃棄物等については、工事により発生する「建設副産物」を対象とする。建設副産物

とは、建設工事に伴い副次的に発生する物品であり、再生資源（建設発生土）や廃棄物

（一般廃棄物、産業廃棄物）を含むものである。 

一般に、切土工等又は既存の工作物の除去に伴い発生する建設副産物は、建設発生土

の場合は他事業に流用し、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の場合は、

現場内利用や再資源化施設への搬出による再生資源としての有効利用を図ったうえで、

再利用できないものは最終処分場への搬出により処分が行われている。項目の選定は、

環境への負荷の観点から行うこととし、切土工等又は既存の工作物の除去により発生す

る建設副産物を対象道路事業実施区域外に搬出する可能性がある場合に行う。 

また、平成 14 年 5 月には「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設リサ

イクル法）」が施行されている。 

なお、建設リサイクル法施行に伴う建設リサイクル推進計画 2008（平成 22 年 4 月）

において建設副産物の再資源化・縮減率の目標が表－16.2 のように設定されている。 

また、建設混合廃棄物は建築の解体工事においてそのほとんどが発生し、土木工事現

場ではほとんど発生しない。そのため、本書では廃棄物等としての評価は行わない。し

かし工事段階で、現場での事業所、宿舎のゴミを分別しないと建設混合廃棄物に相当す

ることがあるので分別・収集を徹底することが望ましい。 

 

 

 

 

16.1.3 項目の選定 

本項目の選定は、事業の実施
* 1

により、廃棄物等を対象道路事業実施区域外に搬出する

可能性がある場合
* 2

に行う。なお、この場合発生する概略数量及び現場内でのリサイクル

の趣旨を明記する。 

建設工事により発生する廃棄物等は多種多様であるが、ここで取り扱う廃棄物等の種

類は、一般的に発生量が多く、処理を適正に行う必要がある以下の 2 種類の建設副産物

を標準とする。 

・建設発生土
* 3

 

・建設汚泥
* 4

 

 なお、再資源化施設や現場内でリサイクルを行う可能性がなく最終処分する場合は以

下の 3 種類の建設副産物についても追加で検討する。 

・コンクリート塊
* 5

 

・アスファルト・コンクリート塊
* 6

 

・建設発生木材
* 7

 



 - 16-8 -

表－16.2 建設リサイクル推進計画 2008 の目標 

対象品目 
平成 17 年度 

実績 

平成 24 年度 

目標 

（参考）平成 27 年度

目標 

再 資 源

化率 

a)アスファルト・

コンクリート塊 
99% 98%以上 98%以上 

b)コンクリート塊 98% 98%以上 98%以上 

c)建設発生木材 68% 77% 80% 

再 資 源

化 率 ・

縮減率 

d)建設発生木材 91% 95% 95%以上 

e)建設汚泥 75% 82% 85% 

f)建設混合廃棄物 - 
平成 17 年度排出量

に対して 30%削減 

平成 17 年度排出量

に対して 40%削減 

g)建設廃棄物全体 92% 94% 94%以上 

有 効 利

用率 
h)建設発生土 80% 87% 90% 

 
*1「事業の実施」 

対象道路事業の一部として、当該対象道路事業実施区域にある工作物の撤去若し

くは廃棄が行われる場合を含む。 

*2「対象道路事業実施区域外に搬出する可能性がある場合」 

対象道路事業実施区域外に搬出可能性がある場合とは、建設副産物の適正な再利

用・処分等を対象道路事業実施区域内のみで行うことができない場合。 

*3「建設発生土」 

本項目における建設発生土は、事業区域外に搬出される土砂であり、掘削工事に

伴い発生する土砂から事業区域内での利用量を差し引いたものとする。 

なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において建設発生土は産業廃棄物に

含まれない。また、土壌汚染等に該当する建設発生土は第 11 章の土壌を参照された

い 

*4「建設汚泥」 

建設汚泥が対象となるのは、掘削工事のなかで、リバースサーキュレーション工

法、アースドリル工法、シールド工法、地中連続壁工法など建設汚泥が発生しやす

い工法を採用する場合である。杭工事でもオールケーシング工法（ベノト工法）の

場合はベントナイト等の安定液を用いないため建設汚泥には該当しない。また、シ

ールド工事については土砂分離された砂分は土砂として搬出し、残りの泥水が建設

汚泥に該当する。 

*5,*6「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」 

これらについては、平成 14 年度建設副産物実態調査において、既に 98％以上のリ

サイクル率になっており、リサイクル原則化ルールによって適切にリサイクルされ
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ているため必要に応じて追加で項目として選定することとした。 

*7「建設発生木材」 

「再生資源利用の促進に関する法律」（平成 3 年 4 月 26 目法律第 48 号）で指定副

産物の対象とされている建設発生木材については、道路事業における発生量が建設

発生土やコンクリート塊などと比較しても非常に少ない現状にあること、また平成

14 年度建設副産物実態調査においても縮減を含む再資源化率は 89％と高いことから、

必要に応じて追加で項目として選定することとした。 

なお、当該事業で丸太材として活用したり、チップ化してマルチング材、育成基

盤材、堆肥化等を行い事業内で活用したり、製紙・ボード・燃料用等に有効利用を

行う場合は廃棄物として処分しないため項目の選定は行わない。また、リサイクル

のめどが立っていない場合は参考図書に示す「土木工事現場における現場内利用を

主体とした建設発生木材リサイクルの手引き（案）」等により、事業実施段階でリ

サイクルを検討することが必要である。 
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【解 説】 

予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案して選定

する。 

 

 

16.1.5 調査の手法 

調査は現地調査及び文献調査を基本とし、必要な情報が得られない場合又は不足する

場合には必要に応じて聞き取り調査を行うことにより、予測・評価に対して、合理的に

対応できる手法である。 

【解 説】 

 調査は、現地の測量調査・地質調査によりコンクリートやアスファルトコンクリート

の既存の工作物、建設発生木材の分布状況を把握するほか、再資源化施設・中間処理施

設の立地状況を調査する。 

 

16.1.4 調査及び予測の手法の選定 

調査及び予測の手法は、16.1.5、16.1.6 に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性及

び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。 
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【解 説】 

「16.1.6 予測の手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予測

手法を具体的に示した。この予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法

である。なお、建設副産物が大量に発生する場合には、対象道路事業及び周辺での関連

する事業を含めて再利用・処分及び処理の方法を可能な限り具体的に示すこととする。 

16.1.6 予測の手法 

参考予測手法は、以下による。 

１）予測の基本的な手法 

対象道路事業における事業特性及び地域特性の情報を基に、廃棄物等の種類ごとの

概略の発生及び処分の状況
* 1

を予測する。 

ここで、「廃棄物等の種類」とは、以下をいう。 

(1)切土工等に係る建設副産物：建設発生土、建設汚泥 

(2)既存の工作物の除去に係る建設副産物：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生

木材 

概略の発生状況は、廃棄物等の種類ごとに、必要な情報に基づいて対象道路事業実

施区域外に搬出される土砂やコンクリート塊等の発生の規模を可能な限り定量的に

予測することとし、困難な場合は定性的に予測を行う。更に、地域特性の把握から得

られる廃棄物等の再利用・処分技術の現況及び処理施設等の立地状況に基づいて、実

行可能な再利用の方策を検討する。 

２）予測地域 

予測地域は、廃棄物等が発生する対象道路事業実施区域を基本とする。なお、再利

用方法の検討に当たっては、実行可能な再利用の方策を検討するために、対象道路事

業実施区域の周辺区域を含む範囲
* 2

とする。 

３）予測対象時期等 

「予測対象期間
* 3

」とは、廃棄物等の発生する期間とする。 

４）予測の不確実性 

事業者は、予測の手法を選定するに当たっては、対象道路事業において新規の手法

を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合
* 4

において、予測の不確実性の程度
* 5

及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要

と認められるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならな

い。 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

一 予測の基本的な手法 

建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握 

二 予測地域 

対象道路事業実施区域 

三 予測対象時期等 

工事期間 
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*1「概略の発生及び処分の状況」 

概略の発生及び処分の状況の予測においては、対象道路事業実施区域内で種類毎

の概略の発生量を予測し、再利用量、再生利用量、中間処理量、減量化量、最終処

分量等を予測する。また、建設汚泥の発生及び処分の状況の予測に当たっては、工

事計画の概要を参考に、想定されるリサイクルの工法を検討する必要がある。さら

に、建設発生土、建設汚泥の再利用及び中間処理等の方策に関しては、地域特性で

把握する「地質状況」、再資源化施設の立地状況等を参考に検討する必要がある。 

また、ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の実施段階で、対象事業

以外の事業活動等によりもたらされる廃棄物等への影響を、当該事業以外の事業に

対する環境影響評価結果等で具体に把握できる場合、この影響も勘案して予測を行

う。 

*2「対象道路事業実施区域の周辺区域を含む範囲」 

対象道路事業実施区域外に搬出される土砂等や除去される既存工作物の再利用の

検討は、それらの概略の発生状況に基づいて実行可能な方策を検討できる範囲にお

いて行う。その範囲に関しては「リサイクル原則化ルール」（国官技第 47 号、国官

総第 130 号、国総事第 20 号、国営計第 41 号、平成 18 年 6 月 12 日）で例えば建設

発生土であれば「50 ㎞の範囲内」と示されているので、これを参考にするとよい。 

*3「予測対象期間」 

予測の対象期間については、建設工事の実施期間とする。 

*4「対象道路事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知

見が十分に蓄積されていない場合」 

これには、知見が十分蓄積されていない新規の予測手法を用いる場合が相当する。 

*5「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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【解  説】 

*1「環境保全措置」 

環境保全措置の例、効果の内容等を表－16.3 に示す。 

*2「予測及び環境保全措置に関する不確実性が小さい」 

廃棄物等については、廃棄物処理法、建設リサイクル法等に基づき、事業の実施

段階で発注者、受注者の間で適切に処理またはリサイクルを行い、マニフェスト等

で適切に保管・記録する。そのため、事後調査まで行う必要はないと考えられる。 

 

16.1.7 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあって

は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及

び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示され

ている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置
* 1

を検討する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能

なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内にお

いて環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1)環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2)環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変

化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

(3)環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

予測及び環境保全措置に関する不確実性が小さい
* 2

ため、事後調査を行う必要はない

と考えられる。 
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表－16.3 環境保全措置の例、効果等 

環境保全措置の例 環境保全措置の効果 

実施に伴い生ずる

おそれのある他の

環境への影響 

泥水、安定液を使用しない工法

の選定 

建設汚泥の発生量を回避・低減でき

る。 

 

工事間流用の促進 建設発生土の再利用注１）によって発

生量を回避・低減できる。 

 

民間受入地等での有効利用 

再資源化施設への搬入等によ

る他事業等での利用 

コンクリート塊、アスファルト・コ

ンクリート塊、建設汚泥、建設発生

木材の再利用注２）によって発生量を

回避・低減できる。 

 

構造物の基礎材、緑化樹木、マ

ルチング材、緑化基盤材等とし

ての事業内利用 

個別指定、再生利用認定制度の

活用注３） 

コンクリート塊、アスファルト・コ

ンクリート塊、建設汚泥の再生利用

によって発生量を回避・低減できる。

 

 

注１）建設発生土の再利用 

建設発生土を建設資材等として利用するには、土の性状や利用する用途に応じて直接利

用する方法、土質改良による現場内、他事業での利用など種々の利用方法がある。 

また、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」（平成 15 年 10 月）に基づき、発注

者間の情報交換システム等を活用して適切に利用の促進を図る必要がある。 

なお、建設発生土の適切な利用あるいは効率的な利用を図るため、「土質区分基準」 (表

－16.4 参照)の土質区分、「適用用途標準案」（表－16.5 参照）の適用用途、用途別利用方

法（「発生土利用基準について」（平成 18 年 8 月 10 日、国官技第 112 号、国官総第 309 号、

国営計第 59 号））を参考に利用方法を検討する必要がある。 
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表－16.4 土質区分基準 1) 

区分 

（国土交通省令）
*1） 

細区分 
*2)、3)、4) 

コーン 

指数 

qc
*5) 

(ｋN/m2) 

土質材料の工学的分類*6)、7) 備考*6) 

大分類 
中分類 

土質 ｛記号｝ 

含水比 

(地山) 

wn(%) 

掘削 

方法 

第  １  種 

建設発生土 

砂 、礫 及 びこれら

に準ずるもの 

第 1 種 

- 

礫質土 礫｛G｝、砂礫｛GS} 
－ 

* 排 水 に 考

慮するが、降

水 、 浸 出 地

下水等により

含 水 比 が 増

加 す る と 予

想 さ れ る 場

合 は 、 １ ラ ン

ク 下 の 区 分

とする。 

 

* 水 中 掘 削

等 に よ る 場

合 は 、 ２ ラ ン

ク 下 の 区 分

とする。 

砂質土 砂｛S}、礫質砂｛SG｝

第 1 種改良

土*8) 
人工材料 改良土｛I｝ － 

第  ２  種 

建設発生土 

砂 質 土 、 礫 質 土

及 びこれらに準 ず

るもの 

第 2a 種 

800 

以上 

礫質土 細粒分まじり礫｛GF｝ － 

第 2b 種 砂質土 細粒分まじり砂｛SF｝ － 

第 2 種改良

土 
人工材料 改良土｛I｝ － 

第  ３  種 

建設発生土 

通 常 の 施 工 性 が

確保される粘性土

及 びこれに準 ずる

もの 

第 3a 種 

400 

以上 

砂質土 細粒分まじり砂｛SF｝ － 

第 3b 種 
粘性土 シルト｛M｝、粘土｛C｝ 40%程度以下 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土｛V｝ － 

第 3 種改良

土 
人工材料 改良土｛I｝ － 

第  ４  種 

建設発生土 

粘 性 土 及 び こ れ

に準ずるもの（第３

種 建 設 発 生 土 を

除く） 

第 4a 種 

200 

以上 

砂質土 細粒分まじり砂｛SF｝ － 

第 4b 種 

粘性土 シルト｛M｝、粘土｛C｝ 40～80%程度 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土｛V｝ － 

有機質土 有機質土｛O｝ 40～80%程度 

第 4 種改良

土 
人工材料 改良土｛I｝ － 

泥土*1)、*9) 

泥土 a 

200 

未満 

砂質土 細粒分まじり砂｛SF｝ － 

泥土ｂ 

粘性土 シルト｛M｝、粘土｛C｝ 80%程度以上 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土｛V｝ － 

有機質土 有機質土｛O｝ 80%程度以上 

泥土ｃ 高有機質土 高有機質土｛Pt} － 

＊１） 国土交通省令（建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定め

る省令 平成 13 年 3 月 29 日 国交令 59、 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利

用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 平成 13 年 3 月 29 日 国交令 60）においては区

分として第１種～第４種建設発生土が規定されている。 

＊２） この土質区分基準は工学的判断に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物であるか否かを決めるものでは

ない。 

＊３） 表中の第 1 種～第 4 種改良土は、土（泥土を含む）にセメントや石灰を混合し化学的安定処理したもので

ある。例えば第 3 種改良土は、第 4 種建設発生土または泥土を安定処理し、コーン指数 400kN/m2 以上の性状

に改良したものである。 

＊４） 含水比低下、粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とし

た改良材による土質改良を行った場合は、改良土に分類されないため、処理後の性状に応じて改良土以外の

細区分に分類する。 

＊５） 所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数（表―２

参照）。 

＊６） 計画段階（掘削前）において発生土の区分を行う必要があり、コーン指数を求めるために必要な試料を得

られない場合には、土質材料の工学的分類体系（（社）地盤工学会）と備考欄の含水比（地山）、掘削方法か

ら概略の区分を選定し、掘削後所定の方法でコーン指数を測定して区分を決定する。 

＊７） 土質材料の工学的分類体系における最大粒径は 75mm と定められているが、それ以上の粒径を含むものにつ

いても本基準を参照して区分し、適切に利用する。 

＊８） 砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。 

＊９） ・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄

物ではない。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和 46 年 10 月 16 日 環整 43 厚生省

通知） 

・地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。（建設工事等から生ず

る廃棄物の適正処理について 平成 13 年 6 月 1 日 環廃産 276 環境省通知） 

・建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が可能となり、その場

合「建設汚泥処理土利用技術基準」（国官技第 50 号、国官総第 137 号、国営計第 41 号、平成 18 年 6 月 12 日）

を適用するものとする。 
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表－16.5 適用用途標準（１）1) 

 適用用途 

 

 

 

区 分 

工作物 

の埋戻し 

建築物 

の埋戻し※1 

土木構造物 

の裏込め 

道路用盛土 

路床 路体 

評 

価 

留意 

事項 

評

価

留意 

事項 

評

価

留意 

事項 

評

価

留意 

事項 

評 

価 

留意 

事項 

第  １  種 

建設発生土 
 
砂 、 礫 お よ び
こ れ ら に 準 ず
るもの 

第 1 種 ◎ 

最大粒 

径注意  

粒度分 

布注意 

◎

最大粒 

径注意  

粒度分 

布注意  

◎

最大粒 

径注意  

粒度分 

布注意 

◎

最大粒 

径注意  

粒度分 

布注意 

◎ 

最大粒 

径注意  

粒度分 

布注意 

第 1 種 

改良土 
◎ 

最大粒 

径注意 
◎

最大粒 

径注意 
◎

最大粒 

径注意 
◎

最大粒 

径注意 
◎ 

最大粒 

径注意 

第  ２  種 

建設発生土 
 

砂質土、礫質
土及びこれら
に準ずるもの 

第 2a 種 ◎ 

最大粒 

径注意  

細粒分含 

有率注意 

◎
最大粒 

径注意 
◎

最大粒 

径注意  

細粒分含

有率注意

◎
最大粒 

径注意 
◎ 

最大粒 

径注意 

第 2b 種 ◎ 
細粒分含 

有率注意 
◎  ◎

細粒分含

有率注意
◎  ◎  

第 2 種 

改良土 
◎  ◎

表層利用 

注意 
◎  ◎  ◎  

第  ３  種 

建設発生土 
 

通常の施工性
が確保される
粘性土及びこ
れに準ずるも

の 

第 3a 種 ○  ◎
施工機械の 

選定注意 
○  ○  ◎ 

施工機械の

選定注意 

第 3b 種 ○  ◎
施工機械の 

選定注意 
○  ○  ◎ 

施工機械の

選定注意 

第 3 種 

改良土 
○  ◎

表層利用 

注意  

施工機械の 

選定注意 

○  ○  ◎ 
施工機械の

選定注意 

第  ４  種 

建設発生土 
 

粘性土及びこ
れに準ずるも

の 

第 4a 種 ○  ○  ○  ○  ○  

第 4b 種 △  ○  △  △  ○  

第 4 種 

改良土 
△  ○  △  △  ○  

泥土 

泥土 a △  ○  △  △  ○  

泥土 b △  △  △  △  △  

泥土 c ×  ×  ×  ×  △  

[評    価]  

◎：そのままで使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意を示した。 

○：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用可能なもの。 

△：評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 

×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 

土質改良の定義 

含水比低下：水切り、天日乾燥、水位低下掘削等を用いて、含水比の低下を図ることにより利用可能と

なるもの。 

粒度調整：利用場所や目的によっては細粒分あるいは粗粒分の付加やふるい選別を行うことで利用可能

となるもの。 

機能付加・補強：固化材、水や軽量材等を混合することにより発生土に流動性、軽量性などの付加価値

をつけることや補強材等による発生土の補強を行うことにより利用可能となるもの。 

安定処理等：セメントや石灰による化学的安定処理と高分子系や無機材料による水分の土中への固定を

主目的とした改良材による土質改良を行うことにより利用可能となるもの。 

[留意事項]  

最大粒径注意：利用用途先の材料の最大粒径、または一層の仕上り厚さが規定されているもの。 

細粒分含有率注意：利用用途先の材料の細粒分含有率の範囲が規定されているもの。 

礫混入率注意：利用用途先の材料の礫混入率が規定されているもの。 

粒度分布注意：液状化や土粒子の流出などの点で問題があり、利用場所や目的によっては粒度分布に注意を要す

るもの。 

透水性注意：透水性が高く、難透水性が要求される部位への利用は適さないもの。 

表層利用注意：表面への露出により植生や築造等に影響を及ぼすおそれのあるもの。 

施工機械の選定注意：過転圧などの点で問題があり、締固め等の施工機械の接地圧に注意を要するもの。 

淡水域利用注意：淡水域に利用する場合、水域の pH が上昇する可能性があり、注意を要するもの。 

[備  考] 

本表に例示のない適用用途に発生土を使用する場合は、本表に例示された適用用途の中で類似するものを準用する。 

※1 建築物の埋戻し：一定の強度が必要な埋戻しの場合は、工作物の埋戻しを準用する。 

※2 水面埋立て：水面上へ土砂等が出た後については、利用目的別の留意点（地盤改良、締固め等）を別途考慮

するものとする。 
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表－16.5 適用用途標準（２）1) 

 適 用 用 途 

 

 

 

区 分 

河 川 築 堤 土 地  造 成 

高規格堤防 一般堤防 宅地造成 公園・緑地造成 

評

価 
留意事項 

評

価
留意事項 

評

価
留意事項 

評

価 
留意事項 

第  １  種 

建設発生土 
 
砂、礫およびこ

れらに準ずるも

の 

第 1 種 ◎ 

最大粒径注意

礫混入率注意

透水性注意 

表層利用注意

○  ◎

最大粒径注意 

礫混入率注意 

表層利用注意 

◎ 表層利用注意

第 1 種 

改良土 
◎ 

最大粒径注意

礫混入率注意

透水性注意 

表層利用注意

○  ◎

最大粒径注意 

礫混入率注意 

表層利用注意 

◎ 表層利用注意

第  ２  種 

建設発生土 
 

砂質土、礫質

土及びこれらに

準ずるもの 

第 2a 種 ◎ 

最大粒径注意

礫混入率注意

粒度分布注意

透水性注意 

表層利用注意

◎

最大粒径注意

粒度分布注意

透水性注意 

◎

最大粒径注意 

礫混入率注意 

表層利用注意 

◎ 表層利用注意

第 2b 種 ◎ 粒度分布注意 ◎ 粒度分布注意 ◎  ◎  

第 2 種 

改良土 
◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意

第  ３  種 

建設発生土 
 

通常の施工性

が確保される

粘性土及びこ

れに準ずるもの 

第 3a 種 ◎ 

粒度分布注意

施工機械の 

選定注意 

◎

粒度分布注意

施工機械の 

選定注意 

◎
施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 

第 3b 種 ◎ 

粒度分布注意

施工機械の 

選定注意 

◎

粒度分布注意

施工機械の 

選定注意 

◎
施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 

第 3 種 

改良土 
◎ 

表層利用注意

施工機械の 

選定注意 

◎

表層利用注意

施工機械の 

選定注意 

◎

表層利用注意 

施工機械の 

選定注意 

◎ 

表層利用注意

施工機械の 

選定注意 

第  ４  種 

建設発生土 
 

粘性土及びこ

れに準ずるもの 

第 4a 種 ○  ○  ○  ○  

第 4b 種 ○  ○  ○  ○  

第 4 種 

改良土 
○  ○  ○  ○  

泥土 

泥土 a ○  ○  ○  ○  

泥土 b △  △  △  △  

泥土 c ×  ×  ×  △  
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表－16.5 適用用途標準（３）1) 

 適 用 用 途 

 

 

 

区 分 

鉄道盛土 空港盛土 水面埋立※2 

評

価 
留意事項 

評

価
留意事項 

評

価 
留意事項 

第  １  種 

建設発生土 
 
砂 、 礫 お よ び こ れ ら に

準ずるもの 

 

第 1 種 ◎ 
最大粒径注意

粒度分布注意
◎

最大粒径注意

粒度分布注意
◎ 

粒度分布注意

淡水域利用注

意 

第 1 種 

改良土 
◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎ 

淡水域 

利用注意 

第  ２  種 

建設発生土 
 

砂質土、礫質土及びこ

れらに準ずるもの 

 

第 2a 種 ◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎  

第 2b 種 ◎  ◎  ◎ 粒度分布注意

第 2 種 

改良土 
◎  ◎  ◎ 

淡水域 

利用注意 

第  ３  種 

建設発生土 
 

通 常 の 施 工 性 が 確 保

される粘 性 土 及 びこれ

に準ずるもの 

第 3a 種 ○  ◎
施工機械の 

選定注意 
◎ 粒度分布注意

第 3b 種 ○  ◎
施工機械の 

選定注意 
◎  

第 3 種 

改良土 
○  ◎

施工機械の 

選定注意 
◎ 

淡水域 

利用注意 

第  ４  種 

建設発生土 
 

粘 性 土 及 び こ れ に 準

ずるもの 

第 4a 種 ○  ○  ◎ 粒度分布注意

第 4b 種 △  ○  ◎  

第 4 種 

改良土 
△  ○  ◎ 

淡水域 

利用注意 

泥土 

泥土 a △  ○  ○  

泥土ｂ △  △  ○  

泥土ｃ ×  ×  △  

 

注２）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材の再利用 

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材を資材等として再利用

する方法は、一般には再資源化施設等への搬出が挙げられる。また、現場内での破砕処理

等により、現場内で再利用する方法がある（表－16.6～16.7、16.9 参照）。 

建設汚泥の再生利用は、土質改良等による現場内利用や施設への搬出により有価物とし

て利用する方法がある。なお、建設汚泥の適切な利用あるいは効率的な利用を図るため、

「土質区分基準」の区分、「適用用途標準案」の適用用途、用途別利用方法（「建設汚泥再

生利用技術基準」（平成 18 年 6 月 12 日、国官技第 50 号、国官総第 137 号、国営計第 41

号））を参考に検討する必要がある（表－16.8 参照）。 
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表－16.6 コンクリート塊の再利用例 

再利用の方法 内  容 

再資源化施設

への搬出 

既存のコンクリート構造物の除去工事に伴い発生したコンクリート塊

を再資源化施設で砕石等の有価物として再生し、一般の市場や他の現場

で舗装路盤材として利用。現在コンクリート解体材の 3 分の 2 はこの方

法で再生利用されている。 

事業内利用 現位置でコンクリート塊を破砕、粒度調整等を行い砕石として排水溝、

擁壁、路盤材、盛土材等に利用。 

撤去する樋門や橋梁などのコンクリート構造物を部材単位に切り、それ

らを護岸基礎として利用。 

コンクリート構造物を取り壊して発生したコンクリート塊の小割した

ものを護岸等の法面において、金網で編んだフトン籠の中詰材として利

用。 

 

表－16.7 アスファルト・コンクリート塊の再利用例 

再利用の方法 内  容 

再資源化施設

へ の 搬 出 (プ

ラント再生工

法) 

アスファルト・コンクリート塊を再生アスファルトプラント等において

再生し、基層・表層用アスファルト混合物あるいは路盤材、構造物の裏

込材として一般の市場や他の現場で道路舗装に利用。 

事業内利用 現位置でアスファルト・コンクリート塊を破砕、粒度調整等を行い、基

層・表層用アスファルト混合物あるいは路盤材、盛土材等として利用。

 

表－16.8 建設汚泥の再利用例 

再利用の方法  内  容  
事業内利用  利用用途に照らしてその利用用途に応じた適切な品質を有しているこ

とが必要で、建設汚泥の場合は、脱水、セメント固化、焼成等を行い土

質材料として使用する方法が一般的である。  
有償売却する  
方法  

建設汚泥を焼成したり、流動化処理土などの方法で有価物として、一般

の市場や他の現場で再生利用できるものとして活用。  
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表－16.9 建設発生木材の再利用例 

再利用の方法 内  容 

再資源化施設

へ の 搬 出 (プ

ラント再生工

法) 

伐開・除根した建設発生木材を再資源化施設でチップ化により有価物と

して、製紙・ボードの原料や燃料として他産業に活用したり、現場でマ

ルチング材、育成基盤材、堆肥として利用。 

事業内利用 現位置で建設発生木材を破砕、粉砕等を行い、マルチング材、育成基盤

材、堆肥として利用。 

 

注３）再生利用認定制度の活用  

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥等を資材等として再生利用

する方法は、上記で示した内容のほかに、表－16.10 に示す再生利用認定制度の活用によ

る方法が挙げられる。  

 

表－16.10 制度の活用 

再生利用の制度 制度の内容 

再生利用指定制度 

（個別指定） 

再生利用されることが確実な廃棄物を都道府県知事が指定し、廃

棄物の再生利用を容易にする制度で個別指定と一般指定がある。

個別指定は再生利用者の申請を受け都道府県知事が指定するも

ので、廃棄物の種類、発生場所と再生利用の場所、及び用途が指

定される。指定を受けた場合はその申請者は処理業としての許可

を取らずにその廃棄物を再生利用できる。 

再生利用認定制度 一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上

支障がない等の一定の基準に適合していることについて厚生大

臣が認定する制度で、認定制度を受けた者については、処理業及

び施設設置の許可が不要となる。 

平成 9 年 12 月から、無機性の建設汚泥を高規格堤防の築堤材と

して使用することが認定の対象となった。 
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【解 説】 

回避・低減の評価は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて

小さいと判断される場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保

全措置による回避・低減の程度をもって行う。 

 

*1「基準又は目標」 

建設リサイクル推進計画 2008 等により建設廃棄物の再資源化・縮減率、建設発生

土の有効利用率の全国的な目標値（「16.1.3 項目の選定」参照）は示されているが、

個々の現場では再資源化施設の立地状況、切土・盛土量の土工量バランス等が異な

るため個別に基準又は目標値は設定されていないが、国・地方公共団体の目標値等

を元に関連する機関と情報交換等により連携を取りリサイクルの目標値を設定する

ことが望ましい。 

 

 

16.1.8 評価の手法 

評価の手法は以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、切土工等又は既存の工作物の除去に係る廃棄物等に関する影響が、事業者により

実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の

方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解

を明らかにすることにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標
＊１

と調査及び予測の

結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 



 - 16-22 -

引用文献 

1) 国土交通省大臣官房技術調査課、公共事業調査室、営繕部計画課：発生土利用基準

について(平成 18 年 8 月 10 日、国官技第 112 号、国官総第 309 号、国営計第 59 号)，

2006. 

 

参考図書 

◎建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）2000.5 

◎特定建設資材に係る分別分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に

関する基本方針（建設リサイクル法基本方針）2001.1 

◎国土交通省：建設リサイクル推進計画 2008，2008.4 

◎国土交通省：建設発生土等の有効利用に関する行動計画、2003.10 

◎建設副産物リサイクル広報推進会議：よくわかる建設リサイクル 2012～総合的建設副

産物対策～現場での実効ある対策の推進のために、2012. 

◎建設副産物リサイクル広報推進会議編：新訂 建設副産物適正処理推進要綱の解説、

大成出版社、2002.11 

◎建設リサイクル法研究会編著：改訂版 建設リサイクル法の解説―建設工事にかかる

資材の再資源化等に関する法律―、大成出版社、2003.6 

◎独立行政法人土木研究所編著：建設発生土利用技術マニュアル（第３版）：財団法人

土木研究センター、2004.9 

◎独立行政法人土木研究所編著：建設汚泥再生利用マニュアル、大成出版社、2008.12 

◎（社）日本道路協会編：舗装再生便覧（平成２２年版）、（社）日本道路協会、2010.11 

◎独立行政法人土木研究所編著：土木工事現場における現場内利用を主体とした建設発

生木材リサイクルの手引き（案）、大成出版社、2005.12 

 

 



謝辞 

 

 このたび、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」を策定・改定するに当たり、「道

路環境影響評価の技術手法改定検討委員会」においてご審議を頂くとともに、各委員よりそれぞ

れのご専門の見地から個別にご意見、ご助言をいただいた。委員各位に対して、ここに衷心より

感謝の意を表する。 

 また、地方整備局等及び道路関係会社・公社の皆様からも多大なデータを提供していただき、

貴重なご意見を承った。ここに心より感謝を申し上げる。 

 

道路環境影響評価の技術手法改定検討委員会 

委員長 屋井 鉄雄   東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 

委 員 岡本 眞一   東京情報大学総合情報学部教授 

    後藤 雄一   独立行政法人交通安全環境研究所環境研究領域長 

    坂本 慎一   東京大学生産技術研究所准教授 

    勝見 武    京都大学大学院地球環境学堂教授 

    日置 佳之   鳥取大学農学部教授 

    葉山 嘉一   日本大学生物資源科学部准教授 

    福井 恒明   法政大学デザイン工学部准教授 

    寺部 慎太郎  東京理科大学理工学部准教授 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土技術政策総合研究所資料 

TECHNICAL NOTE of NILIM No.714 

土 木 研 究 所 資 料 

TECHNICAL NOTE of PWRI No.4254 

              March 2013 

編集・発行©国土技術政策総合研究所 

編集・発行©独立行政法人土木研究所 

 

本資料の転載・複写の問い合わせは  

国土技術政策総合研究所 企画部 研究評価・推進課 

〒305-0804 茨城県つくば市旭１番地  TEL 029-864-2675 

独立行政法人 土木研究所 企画部 業務課 

〒305-8516 茨城県つくば市南原 1-6 TEL 029-879-6754 

     


	0_1_表紙130328
	0_2_中扉130328
	0_3_目次130328
	0_4_執筆者一覧130328
	0_5_はじめに130328
	0_6_00. 平成24年度版の改定の経緯130328
	01. 計画段階配慮事項130328
	02.1 走行NO2･SPM130328
	02.2 走行CO･SO2 130328
	02.3 建設機械粉じん130328
	02.4 工事用車両粉じん130328
	02.5 建設機械NO2・SPM130328
	02.6 工事用車両NO2・SPM130328
	03.1 強風による風害130328
	04.1 走行騒音130328
	04.2 建設機械騒音130328
	04.3 工事用車両騒音130328
	05.1 低周波音130328
	06.1 走行振動130328
	06.2 建設機械振動130328
	06.3 工事用車両振動130328
	07.1 水質供用130328
	07.2 水質富栄養化130328
	07.3 水質水底掘削130328
	07.4 水質工事濁水130328
	08.1 底質130328
	09.1 地形及び地質供用130328
	09.2 地形及び地質工事中130328
	10.1 地盤 構造物設置130328
	10.2 地盤 掘削･ﾄﾝﾈﾙ工事130328
	11.1 土壌130328
	12.1 日照阻害130328
	13.1 動植物生態系存在130328
	13.2 動植物生態系工事130328
	13.3 建設機械動物130328
	14.1 景観存在130328
	14.2 景観工事130328
	15.1 触れ合い存在130328
	15.2 触れ合い工事130328
	15.3 触れ合い走行130328
	16.1 廃棄物等130328
	98_謝辞130328
	99_奥付130328



